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　　告示
◇�自転車等の撤去と保管（第38号）�������� 933
◇�身体障害者福祉法による医師の指定（第
39号）�������������������� 933
◇�身体障害者福祉法による医師の指定内
容の変更（第40号）�������������� 936
◇�身体障害者福祉法による医師の指定の
取消（第41号）���������������� 938
◇�道路区域の変更（第42号）����������� 938
◇�宮前平地域包括支援センターの運営法
人の変更（第43号）�������������� 939
◇�レストア川崎地域包括支援センターの
運営法人の変更（第44号）����������� 939
◇�土壌汚染対策法に基づく形質変更時要
届出区域の指定（第45号）����������� 939
◇�生活保護法等による指定医療機関の指
定（第46号）����������������� 941
◇�生活保護法等による指定施術機関の指
定（第47号）����������������� 941
◇�生活保護法等による指定医療機関の辞
退による廃止（第48号）������������ 941
◇�生活保護法等による指定医療機関の廃
止（第49号）����������������� 941
◇�生活保護法等による指定施術機関の廃
止（第50号）����������������� 941
◇�生活保護法等による指定施術機関の変
更（第51号）����������������� 941
◇�生活保護法等による指定医療機関の変
更（第52号）����������������� 941
◇�指定自立支援医療機関の指定（第53号）
���������������������� 941
◇�指定自立支援医療機関の指定内容の変
更（第54号）����������������� 943
◇�指定自立支援医療機関の指定の更新（第
55号）�������������������� 944
◇�道路区域の変更（第56号）����������� 944
◇�道路区域の変更（第57号）����������� 944
◇�道路の供用開始（第58号）����������� 945
◇�令和４年第２回川崎市議会定例会の招
集（第59号）����������������� 945

◇�地縁による団体の認可（第60号）�������� 945
◇�自転車等の撤去と保管（第61号）�������� 945
◇�土壌汚染対策法に基づく形質変更時要
届出区域の指定（第62号）����������� 946
◇�生活保護法等による指定介護機関の指
定（第63号）����������������� 947
◇�生活保護法等による指定介護機関の変
更（第64号）����������������� 947
◇�生活保護法等による指定介護機関の廃
止（第65号）����������������� 947
◇�介護保険法等によるサービス事業所等
の廃止等（第66号）�������������� 947
◇�介護保険法によるサービス事業者等の
指定等（第67号）��������������� 947
◇�道路区域の変更（第68号）����������� 948
◇�樹の丘地域包括支援センターの所在地
の変更（第69号）��������������� 949
◇�自転車等の撤去と保管（第70号）�������� 949
◇�指定障害福祉サービスの事業の廃止（第
71号）�������������������� 949
◇�指定障害福祉サービス事業者の指定（第
72号）�������������������� 949
◇�指定障害児通所支援事業者の指定（第
73号）�������������������� 950
　　公告
◇�公募型プロポーザルの実施（第212号）������ 950
◇�公募型プロポーザルの実施（第213号）������ 953
◇�開発行為に関する工事の完了（第214
号）��������������������� 956
◇�一般競争入札の執行（第215号）��������� 956
◇�公募型プロポーザルの実施（第216号）������ 969
◇�公募型プロポーザルの実施（第217号）������ 970
◇�公募型プロポーザルの実施（第218号）������ 971
◇�公募型プロポーザルの実施（第219号）������ 972
◇�公募型プロポーザルの実施（第220号）������ 973
◇�公募型プロポーザルの実施（第221号）������ 974
◇�公募型プロポーザルの実施（第222号）������ 975
◇�公募型プロポーザルの実施（第223号）������ 976
◇�公告の取消（第224号）������������� 978
◇�一般競争入札の執行（第225号）��������� 978
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◇�一般競争入札の執行（第226号）�������� 978
◇�公募型プロポーザルの実施（第227号）����� 999
◇�条例環境影響評価方法書の公告（第228
号）���������������������1000
◇�開発行為に関する工事の完了（第229
号）���������������������1001
◇�公募型プロポーザルの実施（第230号）�����1001
◇�公募型プロポーザルの実施（第231号）�����1002
◇�道路位置の廃止（第232号）����������1003
◇�大規模小売店舗立地法に基づく変更の
届出（第233号）���������������1003
◇�大規模小売店舗立地法に基づく変更の
届出（第234号）���������������1004
◇�大規模小売店舗立地法に基づく変更の
届出（第235号）���������������1005
◇�川崎都市計画緑地の変更の案の縦覧（第
236号）�������������������1005
◇�川崎都市計画用途地域の変更の案の縦
覧（第237号）����������������1006
◇�川崎都市計画高度地区の変更の案の縦
覧（第238号）����������������1006
◇�川崎都市計画防火地域及び準防火地域
の変更の案の縦覧（第239号）���������1006
◇�川崎都市計画地区計画の決定の案の縦
覧（第240号）����������������1007
◇�港湾施設に放置されている物件の撤去
命令（第241号）���������������1007
◇�地籍調査作業規程準則に基づく筆界案
の作成（第242号）��������������1008
◇�一般競争入札の執行（第243号）��������1008
◇�公募型プロポーザルの実施（第244号）�����1025
◇�環境影響評価に関する条例による条例
方法審査書の公告（第245号）���������1028
◇�一般競争入札の執行（第246号）��������1037
◇�一般競争入札の執行（第247号）��������1038
◇�一般競争入札の執行（第248号）��������1040
◇�一般競争入札の執行（第249号）��������1041
◇�一般競争入札の執行（第250号）��������1043
◇�一般競争入札の執行（第251号）��������1044
◇�一般競争入札の執行（第252号）��������1046
◇�一般競争入札の執行（第253号）��������1048
◇�一般競争入札の執行（第254号）��������1049
◇�一般競争入札の執行（第255号）��������1051
◇�一般競争入札の執行（第256号）��������1053
◇�一般競争入札の執行（第257号）��������1054
◇�一般競争入札の執行（第258号）��������1056
◇�一般競争入札の執行（第259号）��������1058
◇�一般競争入札の執行（第260号）��������1059

◇�一般競争入札の執行（第261号）��������1061
◇�一般競争入札の執行（第262号）��������1062
◇�一般競争入札の執行（第263号）��������1064
◇�一般競争入札の執行（第264号）��������1065
◇�一般競争入札の執行（第265号）��������1067
◇�一般競争入札の執行（第266号）��������1068
◇�一般競争入札の執行（第267号）��������1070
◇�一般競争入札の執行（第268号）��������1071
◇�一般競争入札の執行（第269号）��������1073
◇�一般競争入札の執行（第270号）��������1074
◇�一般競争入札の執行（第271号）��������1076
◇�一般競争入札の執行（第272号）��������1078
◇�一般競争入札の執行（第273号）��������1079
◇�一般競争入札の執行（第274号）��������1081
◇�一般競争入札の執行（第275号）��������1083
◇�一般競争入札の執行（第276号）��������1084
◇�一般競争入札の執行（第277号）��������1086
◇�一般競争入札の執行（第278号）��������1087
◇�一般競争入札の執行（第279号）��������1089
◇�一般競争入札の執行（第280号）��������1090
◇�一般競争入札の執行（第281号）��������1092
◇�一般競争入札の執行（第282号）��������1093
◇�一般競争入札の執行（第283号）��������1095
◇�一般競争入札の執行（第284号）��������1096
◇�一般競争入札の執行（第285号）��������1098
◇�一般競争入札の執行（第286号）��������1099
◇�一般競争入札の執行（第287号）��������1101
◇�一般競争入札の執行（第288号）��������1102
◇�一般競争入札の執行（第289号）��������1104
◇�一般競争入札の執行（第290号）��������1106
◇�一般競争入札の執行（第291号）��������1107
◇�一般競争入札の執行（第292号）��������1109
◇�一般競争入札の執行（第293号）��������1110
◇�一般競争入札の執行（第294号）��������1111
◇�一般競争入札の執行（第295号）��������1113
◇�一般競争入札の執行（第296号）��������1115
◇�川崎都市計画特別緑地保全地区の決定
の案の縦覧（第297号）������������1116
◇�川崎都市計画特別緑地保全地区の変更
の案の縦覧（第298号）������������1117
◇�一般競争入札の執行（第300号）��������1117
◇�一般競争入札の執行（第301号）��������1119
◇�一般競争入札の執行（第302号）��������1120
◇�一般競争入札の執行（第303号）��������1122
◇�一般競争入札の執行（第304号）��������1123
◇�一般競争入札の執行（第305号）��������1125
◇�一般競争入札の執行（第306号）��������1126
◇�一般競争入札の執行（第307号）��������1128
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◇�一般競争入札の執行（第308号）��������1130
◇�一般競争入札の執行（第309号）��������1131
◇�一般競争入札の執行（第310号）��������1133
◇�一般競争入札の執行（第311号）��������1134
◇�一般競争入札の執行（第312号）��������1136
◇�一般競争入札の執行（第313号）��������1138
◇�一般競争入札の執行（第314号）��������1140
◇�一般競争入札の執行（第315号）��������1142
◇�一般競争入札の執行（第316号）��������1144
◇�一般競争入札の執行（第317号）��������1145
◇�一般競争入札の執行（第318号）��������1147
◇�一般競争入札の執行（第319号）��������1148
◇�一般競争入札の執行（第320号）��������1150
◇�一般競争入札の執行（第321号）��������1152
◇�一般競争入札の執行（第322号）��������1153
◇�一般競争入札の執行（第323号）��������1155
◇�一般競争入札の執行（第324号）��������1156
◇�公募型プロポーザルの実施（第325号）�����1158
◇�一般競争入札の執行（第326号）��������1159
◇�一般競争入札の執行（第327号）��������1160
◇�一般競争入札の執行（第328号）��������1162
◇�一般競争入札の執行（第329号）��������1164
◇�一般競争入札の執行（第330号）��������1166
◇�一般競争入札の執行（第331号）��������1167
◇�一般競争入札の執行（第332号）��������1169
◇�一般競争入札の執行（第333号）��������1170
◇�一般競争入札の執行（第334号）��������1172
◇�一般競争入札の執行（第335号）��������1174
◇�一般競争入札の執行（第336号）��������1175
◇�一般競争入札の執行（第337号）��������1177
◇�一般競争入札の執行（第338号）��������1178
◇�一般競争入札の執行（第339号）��������1180
◇�一般競争入札の執行（第340号）��������1181
◇�一般競争入札の執行（第341号）��������1183
◇�一般競争入札の執行（第342号）��������1184
◇�一般競争入札の執行（第343号）��������1186
◇�一般競争入札の執行（第344号）��������1187
◇�一般競争入札の執行（第345号）��������1189
◇�一般競争入札の執行（第346号）��������1190
◇�一般競争入札の執行（第347号）��������1191
◇�一般競争入札の執行（第348号）��������1193
◇�一般競争入札の執行（第349号）��������1194
◇�一般競争入札の執行（第350号）��������1196
◇�一般競争入札の執行（第351号）��������1197
◇�一般競争入札の執行（第352号）��������1198
◇�一般競争入札の執行（第353号）��������1200
◇�一般競争入札の執行（第354号）��������1202
◇�一般競争入札の執行（第355号）��������1203

◇�一般競争入札の執行（第356号）���������1205
◇�一般競争入札の執行（第357号）���������1207
◇�一般競争入札の執行（第358号）���������1208
◇�一般競争入札の執行（第359号）���������1210
◇�一般競争入札の執行（第360号）���������1212
◇�一般競争入札の執行（第361号）���������1213
◇�一般競争入札の執行（第362号）���������1215
◇�一般競争入札の執行（第363号）���������1216
◇�一般競争入札の執行（第364号）���������1218
◇�一般競争入札の執行（第365号）���������1220
◇�一般競争入札の執行（第366号）���������1221
◇�一般競争入札の執行（第367号）���������1223
◇�一般競争入札の執行（第368号）���������1224
◇�一般競争入札の執行（第369号）���������1226
◇�一般競争入札の執行（第370号）���������1228
◇�一般競争入札の執行（第371号）���������1229
◇�一般競争入札の執行（第372号）���������1230
◇�一般競争入札の執行（第373号）���������1232
◇�一般競争入札の執行（第374号）���������1234
◇�一般競争入札の執行（第375号）���������1236
◇�一般競争入札の執行（第376号）���������1237
◇�一般競争入札の執行（第377号）���������1239
◇�一般競争入札の執行（第378号）���������1241
◇�一般競争入札の執行（第379号）���������1242
◇�一般競争入札の執行（第380号）���������1244
◇�一般競争入札の執行（第381号）���������1246
◇�一般競争入札の執行（第382号）���������1248
◇�一般競争入札の執行（第383号）���������1249
◇�一般競争入札の執行（第384号）���������1251
◇�一般競争入札の執行（第385号）���������1253
◇�一般競争入札の執行（第386号）���������1254
◇�一般競争入札の執行（第387号）���������1256
◇�一般競争入札の執行（第388号）���������1257
◇�開発行為に関する工事の完了（第389
号）���������������������1259
◇�一般競争入札の執行（第390号）���������1259
◇�一般競争入札の執行（第391号）���������1260
◇�環境影響評価に関する条例による事後
調査報告書の公告（第392号）����������1262
◇�公募型プロポーザルの実施（第393号）������1262
◇�開発行為に関する工事の完了（第394
号）���������������������1263
◇�道路位置の指定（第395号）�����������1263
◇�道路位置の廃止（第396号）�����������1264
◇�公募型プロポーザルの実施（第397号）������1264
◇�一般競争入札の執行（第398号）���������1265
◇�一般競争入札の執行（第399号）���������1270
◇�一般競争入札の執行（第400号）���������1272
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◇�一般競争入札の執行（第401号）��������1275
◇�一般競争入札の執行（第402号）��������1277
　　公告（調達）
◇�一般競争入札の執行（第114号）��������1280
◇�一般競争入札の執行（第115号）��������1281
◇�一般競争入札の執行（第116号）��������1283
◇�一般競争入札の執行（第117号）��������1285
◇�一般競争入札の執行（第118号）��������1287
◇�落札者等の公示（第119号）����������1288
◇�一般競争入札の執行（第120号）��������1289
◇�一般競争入札の公告（第121号）��������1290
◇�一般競争入札の執行（第122号）��������1294
◇�一般競争入札の執行（第123号）��������1295
◇�一般競争入札の執行（第124号）��������1297
◇�一般競争入札の執行（第125号）��������1298
　　税公告
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第12号）
����������������������1300
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第13号）
����������������������1300
◇�督促状の公示送達（第14号）����������1300
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第15号）
����������������������1300
◇�差押書の公示送達（第16号）����������1300
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第17号）
����������������������1300
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第18号）
����������������������1301
◇�督促状の公示送達（第19号）����������1301
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第20号）
����������������������1301
　　上下水道局告示
◇�川崎市公共下水道事業計画の変更の案
の縦覧（第4号）���������������1301
◇�川崎市上下水道局指定給水装置工事事
業者の指定（第5号）�������������1301
　　上下水道局公告
◇�一般競争入札の執行（第10号）���������1302
◇�一般競争入札の執行（第11号）���������1305
◇�一般競争入札の執行（第12号）���������1305
◇�一般競争入札の執行（第13号）���������1309
◇�一般競争入札の執行（第14号）���������1313
◇�一般競争入札の執行（第15号）���������1314
◇�一般競争入札の執行（第16号）���������1326
◇�一般競争入札の執行（第17号）���������1331
　　交通局公告
◇�一般競争入札の執行（第18号）���������1335
◇�一般競争入札の執行（第19号）���������1337

◇�一般競争入札の執行（第20号）���������1338
◇�一般競争入札の執行（第21号）���������1339
◇�一般競争入札の執行（第22号）���������1340
◇�一般競争入札の執行（第23号）���������1342
◇�一般競争入札の執行（第24号）���������1343
◇�一般競争入札の執行（第25号）���������1345
◇�一般競争入札の執行（第26号）���������1346
◇�一般競争入札の執行（第27号）���������1347
◇�一般競争入札の執行（第28号）���������1349
◇�一般競争入札の執行（第29号）���������1350
◇�一般競争入札の執行（第30号）���������1351
◇�一般競争入札の執行（第31号）���������1353
◇�一般競争入札の執行（第32号）���������1354
◇�一般競争入札の執行（第33号）���������1356
◇�一般競争入札の執行（第34号）���������1357
◇�一般競争入札の執行（第35号）���������1358
◇�一般競争入札の執行（第36号）���������1360
◇�一般競争入札の執行（第37号）���������1361
◇�一般競争入札の執行（第38号）���������1363
◇�一般競争入札の執行（第39号）���������1365
◇�一般競争入札の執行（第40号）���������1366
　　病院局公告
◇�一般競争入札の執行（第8号）���������1367
◇�一般競争入札の執行（第9号）���������1371
　　消防局公告
◇�措置命令の公告（第4号）�����������1378
　　教育委員会告示
◇�教育委員会定例会の招集（第3号）�������1378
　　監査公表
◇�川崎市職員措置請求に係る監査の結果
について（第3号）��������������1379
　　農業委員会告示
◇�川崎市農業委員会総会の招集（第2号）�����1407
　　職員共済組合公告
◇�川崎市職員共済組合組合会の招集（第3
号）���������������������1407
　　区告示
川崎区告示
◇�自動車臨時運行許可番号標の無効（川
崎区第1号）�����������������1407
　　区公告
◇�国民健康保険料に係る差押調書（謄本）
の公示送達（川崎区第18号）����������1407
◇�国民健康保険料に係る差押調書（謄本）
の公示送達（川崎区第19号）����������1407
◇�住民票の職権消除（川崎区第20号）�������1408
◇�印鑑登録の抹消（川崎区第21号）��������1408
◇�国民健康保険料に係る差押調書（謄本）
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の公示送達（川崎区第22号）����������1408
◇�介護保険料に係る納入通知書の公示送
達（川崎区第23号）��������������1408
◇�介護保険料に係る納入通知書の公示送
達（川崎区第24号）��������������1408
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（川崎区第25号）������������1408
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（川崎区第26号）������������1408
◇�後期高齢者医療保険料に係る納入通知
書の公示送達（幸区第6号）����������1409
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（幸区第7号）�������������1409
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（中原区第7号）������������1409
◇�住民票の職権消除（高津区第9号）�������1409
◇�介護保険料に係る納入通知書の公示送
達（高津区第10号）��������������1409
◇�介護保険料に係る過誤納金還付通知書
の公示送達（高津区第11号）����������1410
◇�後期高齢者医療保険料に係る納入通知
書の公示送達（高津区第12号）���������1410
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（高津区第13号）������������1410
◇�国民健康保険料に係る還付通知書の公
示送達（高津区第14号）������������1410
◇�国民健康保険料等に係る差押調書（謄
本）の公示送達（高津区第15号）��������1410
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（宮前区第6号）������������1410
◇�国民健康保険料に係る差押調書（謄本）
の公示送達（多摩区第5号）����������1411
◇�介護保険料に係る納入通知書の公示送
達（多摩区第6号）��������������1411
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（多摩区第7号）������������1411
◇�国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達（麻生区第6号）������������1411
◇�国民健康保険料に係る還付通知書の公
示送達（麻生区第7号）������������1411

告 示

川崎市告示第38号
　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、
第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基
づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条
第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）
の規定に基づき告示します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場
所の名称及び位置
　　別紙のとおり
２　保管期間
　　当該告示をした日から起算して１箇月間
３　引取りの方法
　⑴　引取りの場所
　　　別紙表記載の保管場所
　⑵　引取りのできる日時
　　�　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま
で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時
まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する
休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶　引取りに要する費用
　　　自転車� 2,500円
　　　原動機付自転車� 5,000円
　　　自動二輪車� 10,000円
　⑷　持参するもの
　　　自転車等の鍵
　　　印鑑
　　　住所等身分を証明するもの
４　その他
　�　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を
経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない
ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処
理をします。

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市告示第39号
　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第
１項に規定する医師として次のとおり指定します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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Ｎｏ. 指定年月日
１５条指定医

名
医療機関名 医療機関所在地 診療科目 担当する障害分野

1 令和4年2月1日 阿部　竜大
アベ　タツヒロ

総合新川橋病院
神奈川県川崎市川崎区新川通
１－１５

眼科 視覚障害

2 令和4年2月1日 砂川　珠輝
スナガワ　タマキ 川崎医療生活協同組合

川崎協同病院
神奈川県川崎市川崎区桜本
２－５－１

眼科 視覚障害

3 令和4年2月1日 塩谷　尚子
シオヤ　ナオコ

総合新川橋病院
神奈川県川崎市川崎区新川通
１－１５

眼科 視覚障害

4 令和4年2月1日 市川　良和
イチカワ　ヨシカズ 帝京大学医学部附属

溝口病院
神奈川県川崎市高津区二子
５－１－１

眼科 視覚障害

5 令和4年2月1日 重城　達哉
ジュウジョウ　タツヤ

聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－１６－１

眼科 視覚障害

6 令和4年2月1日 戎谷　さくら
エビスタニ　サクラ

川崎市立多摩病院
神奈川県川崎市多摩区宿河原
１－３０－３７

眼科 視覚障害

7 令和4年2月1日 稲垣　太朗
イナガキ　タロウ

聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－１６－１

耳鼻咽喉科
聴覚又は平衡機能障害及び

音声・言語又はそしゃく機能障害

8 令和4年2月1日 鈴木　大士
スズキ　ダイジ 帝京大学医学部附属

溝口病院
神奈川県川崎市高津区二子
５－１－１

耳鼻咽喉科
聴覚又は平衡機能障害及び

音声・言語又はそしゃく機能障害

9 令和4年2月1日 川口　公悠樹
カワグチ　キミユキ

聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－１６－１

脳神経外科
音声・言語又はそしゃく機能障害

及び肢体不自由

10 令和4年2月1日 三島　牧
ミシマ　マキ

川崎市立川崎病院
神奈川県川崎市川崎区新川通
１２－１

脳神経外科 肢体不自由

11 令和4年2月1日 田代　薫
タシロ　カホル

医）誠医会　宮川病院
神奈川県川崎市川崎区
大師駅前２－１３－１３

整形外科 肢体不自由

12 令和4年2月1日 安達　久見子
アダチ　クミコ

川崎ヒューマンクリニック
神奈川県川崎市宮前区小台
１－１７－３－１０１

内科
循環器科

肢体不自由

13 令和4年2月1日 山﨑　明子
ヤマザキ　アキコ

はなまるクリニック
神奈川県川崎市中原区小杉町
２－３１３　ﾎﾟﾝ･ﾙﾃｪｰﾙ小杉１Ｆ

内科 肢体不自由

14 令和4年2月1日 亀倉　暁
カメクラ　サトル 医社）三成会

新百合ヶ丘総合病院
神奈川県川崎市麻生区古沢都古
２５５

外傷再建セン
ター

肢体不自由

15 令和4年2月1日 森　翔
モリ　ショウ

聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－１６－１

リウマチ・膠原病
・アレルギー内科

肢体不自由

16 令和4年2月1日 小林　美紀
コバヤシ　ミキ 独法）労働者健康安全機構

関東労災病院
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町１－１

神経内科 肢体不自由

17 令和4年2月1日 石坂　栄太郎
イシザカ　エイタロウ

日本医科大学武蔵小杉病院
神奈川県川崎市中原区小杉町
１－３８３

脳神経外科 肢体不自由

18 令和4年2月1日 黒須　絵莉
クロス　エリ

川崎市立多摩病院
神奈川県川崎市多摩区宿河原
１－３０－３７

総合診療内科 肢体不自由

19 令和4年2月1日 今泉　太一
イマイズミ　タイチ

川崎市立多摩病院
神奈川県川崎市多摩区宿河原
１－３０－３７

小児科 肢体不自由

20 令和4年2月1日 宮前　祐之
ミヤマエ　ユウシ 医社）三成会

新百合ヶ丘総合病院
神奈川県川崎市麻生区古沢都古
２５５

整形外科 肢体不自由

21 令和4年2月1日 吉川　賢忠
ヨシカワ　ノリタダ

川崎市立川崎病院
神奈川県川崎市川崎区新川通
１２－１

内科
リウマチ科

肢体不自由

22 令和4年2月1日 北村
キタムラ

　高
タカ

之
ユキ

太田総合病院
神奈川県川崎市川崎区日進町
１－５０

脳神経外科
音声・言語又はそしゃく機能障害

及び肢体不自由

23 令和4年2月1日 御領　豊
ゴリョウ　ユタカ

総合新川橋病院
神奈川県川崎市川崎区新川通
１－１５

循環器科 心臓機能障害

24 令和4年2月1日 菅原　一樹
スガワラ　カズキ

日本医科大学武蔵小杉病院
神奈川県川崎市中原区小杉町
１－３８３

循環器内科 心臓機能障害
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Ｎｏ. 指定年月日
１５条指定医

名
医療機関名 医療機関所在地 診療科目 担当する障害分野

25 令和4年2月1日 桒田　真吾
クワタ　シンゴ

聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－１６－１

循環器内科 心臓機能障害

26 令和4年2月1日 重光　幸栄
シゲミツ　サチエ 川崎医療生活協同組合

川崎協同病院
神奈川県川崎市川崎区桜本
２ー１ー５

小児科 心臓機能障害

27 令和4年2月1日 田中　希宇人
タナカ　キュウト 医社）こうかん会

日本鋼管病院
神奈川県川崎市川崎区鋼管通
１－２－１

内科 呼吸器機能障害

28 令和4年2月1日 木全　亮二
キマタ　リョウジ

日本医科大学武蔵小杉病院
神奈川県川崎市中原区小杉町
１－３８３

泌尿器科
じん臓機能障害及び

（ぼうこう又は直腸機能障害）

29 令和4年2月1日 西　智弘
ニシ　トモヒロ

聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－１６－１

腎泌尿器外科
じん臓機能障害及び

（ぼうこう又は直腸機能障害）

30 令和4年2月1日 矢尾　淳
ヤオ　アツシ 独法）労働者健康安全機構

関東労災病院
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町１－１

腎臓内科 じん臓機能障害

31 令和4年2月1日 小竹　徹
コタケ　ヒトシ

聖マリアンナ医科大学病院
神奈川県川崎市宮前区菅生
２－１６－１

腎臓・高血圧内科 じん臓機能障害

32 令和4年2月1日 山脇　博士
ヤマワキ　ヒロシ

日本医科大学武蔵小杉病院
神奈川県川崎市中原区小杉町
１－３８３

消化器内科
ぼうこう又は直腸機能障害

及び小腸機能障害

33 令和4年2月1日 本郷　偉元
ホンゴウ　イゲン 独法）労働者健康安全機構

関東労災病院
神奈川県川崎市中原区
木月住吉町１－１

感染症内科
ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第40号
　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第
１項に規定する医師として、次のとおり指定内容を変更

します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

No. 変更年月日 氏名 担当する障害分野 診療科目 新所属名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 令和3年7月1日 小杉　道男
コスギ　ミチオ ぼうこう・直腸 泌尿器科

川崎市立井田病院
（神奈川県川崎市中原区井田２－２７－１）

済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市鶴見区下末吉３－６－１）

2 令和3年7月1日 川口　隆久
カワグチ　タカヒサ じん臓 腎臓内科

川崎市立川崎病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１２－１）

平塚市民病院
（神奈川県平塚市南原１－１９－１）

No. 変更年月日 氏名 担当する障害分野 診療科目 新所属名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 令和3年4月1日 兵頭　晃
ヒョウドウ　アキラ 肢体不自由 整形外科

総合新川橋病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５）

独法）労働者健康安全機構関東労災病院
（神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１）

2 令和3年6月1日 大塚　健悟
オオツカ　ケンゴ 呼吸 内科

川崎市立川崎病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１２－１）

医社）こうかん会こうかんクリニック
（神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－３）

3 令和3年6月1日 大塚　健悟
オオツカ　ケンゴ 呼吸 内科

川崎市立川崎病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１２－１）

医社）こうかん会日本鋼管病院
（神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－１）

4 令和3年1月1日 松下　広美
マツシタ　ヒロミ 肢体不自由 内科

川崎ヒューマンクリニック
（神奈川県川崎市宮前区小台
１－１７－３－１０１）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

No. 変更年月日 氏名 担当する障害分野 診療科目 兼務先（所在地） 本務の医療機関名（所在地）

1 令和3年7月1日 大橋　聡
オオハシ　ソウ 肢体不自由 脳神経外科

社医財）石心会第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

2 令和3年7月1日 石山　泰寛
イシヤマ　ヤスヒロ ぼうこう・直腸 外科

社医財）石心会第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

3 令和4年2月1日 砂川　珠輝
スナガワ　タマキ 視覚 眼科

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

4 令和3年8月1日 西村　幸司
ニシムラ　コウジ 聴覚・平衡

音声・言語・そしゃく
耳鼻咽喉科

川崎市北部地域療育センター診療所
（神奈川県川崎市麻生区片平５－２６－１）

帝京大学医学部附属溝口病院
（神奈川県川崎市高津区二子５－１－１）

5 令和3年8月13日 磯野　泰大
イソノ　ヤスヒロ 聴覚・平衡 耳鼻科

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

横浜市立大学附属病院
（神奈川県横浜市金沢区福浦３－９）

6 令和3年8月1日 渡邉　健一
ワタナベ　ケンイチ 肢体不自由 整形外科

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

独法）労働者健康安全機構関東労災病院
（神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１）

7 令和3年10月1日 高橋　健一
タカハシ　ケンイチ 肢体不自由 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

汐田総合病院
（神奈川県横浜市鶴見区矢向１－６－２０）

8 令和3年10月1日 李　啓充
リ　ケイジュウ 呼吸器 内科

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

9 令和3年6月1日 関川　泰隆
セキカワ　ヤスタカ 心臓

呼吸器
内科

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

10 令和3年6月1日 関川　泰隆
セキカワ　ヤスタカ 心臓

呼吸器
内科

川崎医療生協組合川崎セツルメント診療所
（神奈川県川崎市幸区古市場２－６７）

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

11 令和3年6月1日 関川　泰隆
セキカワ　ヤスタカ 心臓

呼吸器
内科

川崎医療生活協同組合　坂戸診療所
（神奈川県川崎市高津区坂戸１－６－１８）

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

12 令和4年2月1日 山﨑　明子
ヤマザキ　アキコ 肢体不自由 神経内科

日本医科大学武蔵小杉病院
（神奈川県川崎市中原区小杉町１－３８３）

はなまるクリニック
（神奈川県川崎市中原区小杉町
２－３１３　１Ｆ）

13 令和3年11月1日 成清　道久
ナリキヨ　ミチヒサ 肢体不自由 脳神経外科

社医財）石心会第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

１．県内市外からの異動

２．川崎市内の異動

３．指定医師の兼務
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No. 変更年月日 氏名 担当する障害分野 診療科目 兼務先（所在地） 本務の医療機関名（所在地）

14 令和3年11月1日 大西　隆行
オオニシ　タカユキ 心臓 循環器内科

社医財）石心会第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

15 令和3年11月1日 福冨　基城
フクトミ　モトキ 心臓 循環器内科

社医財）石心会第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

16 令和3年11月1日 松岡　秀典
マツオカ　ヒデノリ 音声・言語・そしゃく

肢体不自由
脳神経外科

社医財）石心会第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

17 令和3年11月1日 長山　和弘
ナガヤマ　カズヒロ 呼吸器 呼吸器外科

社医財）石心会第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

18 平成28年8月15日 立野　慶
タテノ　ケイ 肢体不自由

内科
整形外科

リスホームケアクリニック
（神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘
５－７－１－２０４）

サンライズファミリークリニック
神奈川県横須賀市武１－２０－１７　３階）

19 令和3年4月1日 樋熊　拓未
ヒグマ　タクミ 心臓 循環器内科

川崎市立多摩病院
（神奈川県川崎市多摩区宿河原
１－３０－３７）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

20 令和3年4月1日 小泉　英樹
コイズミ　ヒデキ 肢体不自由 整形外科

川崎市立多摩病院
（神奈川県川崎市多摩区宿河原
１－３０－３７）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

21 令和3年4月1日 笠川　彰
カサガワ　アキラ 心臓 循環器内科

川崎市立多摩病院
（神奈川県川崎市多摩区宿河原
１－３０－３７）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

22 令和3年11月18日 濱口　友里
ハマグチ　ユリ 視覚 眼科

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
（神奈川県横浜市旭区矢指町１１９７－１）

23 令和3年11月30日 石井　愛
イシイ　アイ 心臓

呼吸器
内科

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

24 令和3月11月30日 石井　愛
イシイ　アイ 心臓

呼吸器
内科

川崎医療生活協同組合　大師診療所
（神奈川県川崎市川崎区大師町６－８）

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２ー１ー５）

25 令和3月12月7日
佐々木　法
ササキ　ホウジョ

常
ウ

心臓 循環器科
社医財）石心会川崎クリニック
（神奈川県川崎市川崎区日進町７－１
川崎日進町ビルディング）

社医財）石心会川崎幸病院
（神奈川県川崎市幸区大宮町３１－２７）

26 令和3年11月1日 西田
ニシダ

　大輔
ダイスケ 音声・言語

肢体不自由
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎
（神奈川県川崎市麻生区細山１２０３）

東海大学医学部付属病院
（神奈川県伊勢原市下糟屋４３）

27 令和4年2月1日
田中　希宇
タナカ　キュウト

人
呼吸器 内科

医社）こうかん会こうかんクリニック
（神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－３）

医社）こうかん会日本鋼管病院
（神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－１）

28 令和3年11月25日 関口　善吉
セキグチ　ゼンキチ じん臓

ぼうこう・直腸
腎泌尿器外科

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
（神奈川県横浜市旭区矢指町１１９７－１）

29 令和3年11月1日 小林　信明
コバヤシ　ノブアキ 呼吸器 呼吸器内科

医療法人社団葵会　ＡＯＩ国際病院
（神奈川県川崎市川崎区田町２－９－１）

横浜市立大学附属病院
（神奈川県横浜市金沢区福浦３－９）

30 令和3年4月1日 井畑　眞紀
イハタ　マキ 肢体不自由

免疫
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

北部在宅支援室診療所
（神奈川県川崎市麻生区百合丘２－８－２）

川崎市南部地域療育センター診療所
（神奈川県川崎市川崎区中島３－３－１）

31 令和4年2月1日 西　智弘
ニシ　トモヒロ じん臓

（ぼうこう・直腸）
腎泌尿器外科

川崎市立多摩病院
（神奈川県川崎市多摩区宿河原
１－３０－３７）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

No. 変更年月日 氏名 担当する障害区分 変更内容 変更後 変更前

1 令和3年2月11日 佐治　淳子
サジ　ジュンコ 呼吸器 氏名変更 佐治 淳子 棚橋

タナハシ
　淳子

ジュンコ

2 令和3年4月1日 白野
ハクノ

　明
アキラ 肢体不自由

医療機関
名称変更

北部在宅支援室診療所
百合丘障害者センター
在宅支援室診療所

3 令和3年4月1日 伊藤　利之
イトウ　トシユキ 肢体不自由

医療機関
名称変更

北部在宅支援室診療所
百合丘障害者センター
在宅支援室診療所

4 令和3年4月1日 齋藤　薫
サイトウ　カオル 音声・言語・そしゃく

肢体不自由
医療機関
名称変更

北部在宅支援室診療所
百合丘障害者センター
在宅支援室診療所

5 令和3年4月1日 若林
ワカバヤシ

　秀隆
ヒデタカ 音声・言語・そしゃく

肢体不自由
医療機関
名称変更

北部在宅支援室診療所
百合丘障害者センター
在宅支援室診療所

４．内容変更

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第41号
　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第
１項に規定する医師としての指定を次のとおり取消しま

す。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

No. 取消年月日 氏名 担当する障害分野 診療科目 元の医療機関名（所在地）

1 令和3年9月1日 麻薙　美香
アサナギ　ミカ 心臓 循環器内科

川崎市立井田病院
（神奈川県川崎市中原区井田２－２７－１）

2 令和3年10月1日 坪井　一平
ツボイ　イッペイ 心臓 循環器内科

日本医科大学武蔵小杉病院
（神奈川県川崎市中原区小杉町１－３９６）

3 令和3年4月9日 瀬戸上　智行
セトウエ　トモユキ 肢体不自由 整形外科

社医財）石心会川崎クリニック
（神奈川県川崎市川崎区日進町７－１
　川崎日進町ビルディング）

4 令和3年5月31日 呉　正次
オ　チョンチャ 心臓 循環器科　

総合新川橋病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５）

5 令和2年4月1日 加藤　薫
カトウ　カオル 呼吸 内科　

川崎市立井田病院
（神奈川県川崎市中原区井田２－２７－１）

6 令和3年3月31日 石田　敦子
イシダ　アツコ 呼吸 呼吸器内科

晃新会たま日吉台病院
（神奈川県川崎市麻生区王禅寺１１０５）

7 令和3年7月31日 小林　謙太郎
コバヤシ　ケンタロウ 呼吸 内科　

総合新川橋病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５）

8 令和3年7月31日 長崎　彩
ナガサキ　サイ 呼吸 内科　

総合新川橋病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５）

9 令和3年8月31日 梅沢　翔太郎
ウメザワ　ショウタロウ 小腸・肝臓 消化器内科

総合新川橋病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５）

10 令和3年8月26日 猪狩　栄利子
イカリ　エリコ 視覚 眼科　

総合新川橋病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５）

11 令和3年9月30日 四家　達彦
シケ　タツヒコ 肢体不自由 小児科　

医社）三成会新百合ヶ丘総合病院
（神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５）

12 令和3年9月30日 石井　成明
イシイ　シゲアキ 肝臓 消化器科　

医社）三成会新百合ヶ丘総合病院
（神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５）

13 令和3年9月30日 岡﨑　敏之
オカザキ　トシユキ 肢体不自由

脊椎脊髄末梢
神経外科

医社）三成会新百合ヶ丘総合病院
（神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５）

14 令和3年9月30日 森谷　匡雄
モリヤ　マサオ 肢体不自由 脳神経外科

医社）三成会新百合ヶ丘総合病院
（神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５）

15 平成31年4月1日 堀内　静夫
ホリウチ　シズオ 肢体不自由 整形外科

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

16 平成31年4月1日 原　弘明
ハラ　ヒロアキ 肢体不自由 整形外科

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

17 平成31年4月1日 高橋　健一
タカハシ　ケンイチ 肢体不自由 整形外科

協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

18 令和3年9月30日 柴田　匡幾
シバタ　マサキ 視覚 眼科　

帝京大学医学部附属溝口病院
（神奈川県川崎市高津区二子５－１－１）

19 令和3年12月1日 増田　康一
マスダ　コウイチ 聴覚・平衡 耳鼻咽喉科

増田耳鼻咽喉科
（神奈川県川崎市川崎区京町１－９－１１）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第42号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年２月１日から令和４年２月16日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－939－

道路の種類　市道
旧・新
別

路線名 区間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧
鷺沼
第67号線

川崎市宮前区
鷺沼３丁目16番39先 6.00 ～

13.00
22.62

川崎市宮前区
鷺沼３丁目16番39先

新
鷺沼
第67号線

川崎市宮前区
鷺沼４丁目13番33先 6.00 ～

12.60
22.62

川崎市宮前区
鷺沼３丁目16番39先

　　　───────────────────
川崎市告示第43号
　介護保険法第115条の46第11項において準用する法第
69条の14第２項の規定に基づき、次のとおり「宮前平地
域包括支援センター」の運営法人を変更したので告示す
る。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　（変更前）
　運営法人：医療法人　花咲会
　（変更後）
　運営法人：医療法人　三星会
　　　───────────────────
川崎市告示第44号
　介護保険法第115条の46第11項において準用する法第
69条の14第２項の規定に基づき、次のとおり「レストア
川崎地域包括支援センター」の運営法人を変更したので
告示する。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　（変更前）
　運営法人：医療法人　花咲会
　（変更後）
　運営法人：医療法人　三星会
　　　───────────────────
川崎市告示第45号
　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出
　　　区域の指定について
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項
の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている
区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示
します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　指定する区域
　幸区小向東芝町１番１、３番、４番１の一部
　（別図のとおり）
２�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物
質の名称
　　�ふっ素及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及
びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化
合物

３�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29
号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害物
質の名称
　　鉛及びその化合物
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別図　指定する区域

1-1

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第46号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第
14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ
ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたので、
同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。（別
表省略）
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第47号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30
号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による
とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし
たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま
す。（別表省略）
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第48号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の
規定により指定医療機関の辞退による廃止並びに中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平
成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の
規定の例によるとされている医療支援給付の指定医療機
関の辞退による廃止を行いましたので、同法第55条の３
第３号の規定に基づき告示します。（別表省略）
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第49号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第
30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ
るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行
いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告
示します。（別表省略）
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────

川崎市告示第50号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機
関の廃止並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
において生活保護法の規定の例によるとされている医療
支援給付の指定施術機関の廃止を行いましたので、同法
第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省
略）
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第51号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機
関の変更並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
において生活保護法の規定の例によるとされている医療
支援給付の指定施術機関の変更を行いましたので、同法
第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省
略）
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第52号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第
30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ
るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行
いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別
表のとおり告示します。（別表省略）
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第53号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）�第59条
第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと
おり指定します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　新規指定

 (1)　薬局

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

1 こばやし薬局 川崎市幸区戸手１－９－１７ 育成医療・更生医療 株式会社Ｋ＆Ｙ 代表取締役　小林　邦夫 令和3年8月1日 川村　知佳

2 パル・元住吉薬局 川崎市中原区木月１－３３－１５　１階 育成医療・更生医療 有限会社パル・コーポレーション 代表取締役　鈴木　嘉三 令和4年2月1日 中村　俊介

3 アイン薬局　日本医大武蔵小杉病院店 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 株式会社　アインファーマシーズ 代表取締役　大石　美也 令和3年9月1日 田中　絵理

4 ココカラファイン薬局川崎有馬店 川崎市宮前区有馬６－３－１５ 育成医療・更生医療 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役　塚本　厚志 令和4年2月1日 信田　麻美

5 竹下薬局 川崎市麻生区栗平２－３－５　オダキューＯＸ栗平店内 育成医療・更生医療 シー・シー・コア・ファーマシー株式会社 代表取締役　南雲　雅弘 令和3年10月1日 片岡　紀美子

6 たわら薬局 川崎市麻生区上麻生６－３１－１ 育成医療・更生医療 株式会社日本ライフケア 代表取締役　俵　忠良 令和4年2月1日 俵　千枝

7 うみの薬局 川崎市幸区中幸町１－１８－５ 育成医療・更生医療 ＢｌｕｅＴｉｇｅｒ株式会社 代表取締役　清家　邦生 令和4年2月1日 清家　邦生

8 ココカラファイン薬局元住吉店 川崎市中原区木月２－３－３５ 育成医療・更生医療 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役　塚本　厚志 令和4年2月1日 吉野　真通

9 ウエルシア薬局ビーンズ武蔵中原店 川崎市中原区上小田中４－２－１　ビーンズ武蔵中原１Ｆ 育成医療・更生医療 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役　松本　忠久 令和4年2月1日 武田　望

10 日本調剤　ザガーデン薬局 川崎市中原区小杉町２－２２８－１　パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズウエストＢ１ 育成医療・更生医療 日本調剤株式会社 代表取締役　三津原　庸介 令和4年2月1日 深堀　久美子

11 日本調剤　新武蔵小杉薬局 川崎市中原区小杉町１－５２９－２　Ｋ＆Ｗガーデン１階 育成医療・更生医療 日本調剤株式会社 代表取締役　三津原　庸介 令和4年2月1日 東藤　秀則

12 日本調剤　菅生薬局 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 育成医療・更生医療 日本調剤株式会社 代表取締役　三津原　庸介 令和4年2月1日 小野寺　陽亮

13 かもめ薬局　２４Ｈ柿生店 川崎市麻生区上麻生５－４０－１ 育成医療・更生医療 トライアドジャパン株式会社 代表取締役　石本　裕一 令和3年12月1日 吉岡　廉平

14 クリエイト薬局　川崎駅北口店 川崎市川崎区駅前本町１２－１　川崎駅前タワーリバーク１階 育成医療・更生医療 株式会社クリエイトエス・ディー 代表取締役　廣瀨　泰三 令和4年2月1日 飯村　美由紀

15 クリエイト薬局　川崎桜本店 川崎市川崎区桜本２－３１－１９ 育成医療・更生医療 株式会社クリエイトエス・ディー 代表取締役　廣瀨　泰三 令和4年2月1日 野田頭　滉貴

16 クリエイト薬局　千年新町店 川崎市高津区千年新町３－１　ＧＲＯＵＮＤ　ＷＯＲＫ　ＴＵＫＡＳＡ　１階 育成医療・更生医療 株式会社クリエイトエス・ディー 代表取締役　廣瀨　泰三 令和4年2月1日 玉津　邦晃

17 クリエイト薬局　川崎王禅寺店 川崎市麻生区王禅寺東３－２６－３ 育成医療・更生医療 株式会社クリエイトエス・ディー 代表取締役　廣瀨　泰三 令和4年2月1日 松田　隆広

18 クリエイト薬局　川崎新作店 川崎市高津区新作３－４－２９　ＬＯＣ’Ｓ　ＭＩＺＯＮＯＫＵＣＨＩ　１階 育成医療・更生医療 株式会社クリエイトエス・ディー 代表取締役　廣瀨　泰三 令和4年2月1日 横堀　涼

19 ココカラファイン薬局　新百合ヶ丘駅前店 川崎市麻生区上麻生１－３－８ 育成医療・更生医療 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役　塚本　厚志 令和4年2月1日 紫藤　大成

 (2)　訪問看護

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 事業者名称 代表者氏名 指定年月日

1 リハ特化型訪問看護ステーションさんぽ　武蔵小杉 川崎市中原区小杉御殿町１－９７４－２　アズーリ小杉１号室 育成医療・更生医療 ロッツ株式会社 代表取締役　富山　泰庸 令和4年2月1日

2 ひばりの森訪問看護ステーション 川崎市宮前区小台２－７－１０－１０７０ 育成医療・更生医療 株式会社ウェルネス 代表取締役　櫻井　和宏 令和4年2月1日

２　医療機関コード変更に伴う新規指定

 (1)　病院又は診療所

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 主たる医師氏名

1 医療法人社団永康会　武蔵新城じんクリニック 川崎市高津区千年新町３－１　２階 更生医療 医療法人社団永康会 理事長　千葉　哲男 令和3年10月4日
足利　栄仁
(腎臓に関する医療)

2 医療法人社団　永進会　元住吉腎クリニック 川崎市中原区木月３－６－１８　モトスミコアビル３階 育成医療・更生医療 医療法人社団永進会 理事長　高田　邦明 令和3年11月1日
新城　名保美
(腎臓に関する医療)

3 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 学校法人　日本医科大学 理事長　坂本　篤裕 令和3年9月1日
小早川 信一郎
(眼下に関する医療)

4 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 学校法人　日本医科大学 理事長　坂本　篤裕 令和3年9月1日
松根 彰志
(耳鼻咽喉科に関する医療)

5 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 学校法人　日本医科大学 理事長　坂本　篤裕 令和3年9月1日
赤石 諭史
(形成外科に関する医療)

6 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 学校法人　日本医科大学 理事長　坂本　篤裕 令和3年9月1日
谷合 信彦
(肝臓移植に関する医療)

7 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 学校法人　日本医科大学 理事長　坂本　篤裕 令和3年9月1日
横内　麻里
(整形外科に関する医療)

8 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 学校法人　日本医科大学 理事長　坂本　篤裕 令和3年9月1日
坂本　俊一郎
(心臓脈管外科に関する医療)

9 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町１－３８３ 育成医療・更生医療 学校法人　日本医科大学 理事長　坂本　篤裕 令和3年9月1日
荒川　裕輔
(腎臓に関する医療)

 (2)　薬局

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

1 あいケア薬局野川店 川崎市宮前区野川本町１－３－４２ 育成医療・更生医療 株式会社　フラント 代表取締役　石塚　雅彦 令和3年8月16日 森島　佳子

2 みつこし薬局　川崎店 川崎市幸区河原町１－１５－１２１ 育成医療・更生医療 株式会社エスシーグループ 代表取締役　皿澤　宏章 令和3年11月1日 金成　貞樹

3 金龍堂薬局株式会社 川崎市多摩区菅１－２－３１　１０１号 育成医療・更生医療 金龍堂薬局株式会社 境野　恵津子 令和3年10月1日 境野　恵津子

4 イロドリ薬局千年店 川崎市高津区千年６２３－１　小宮ビル 育成医療・更生医療 株式会社ブルペン 代表取締役　瀧上　君枝 令和3年11月1日 瀧上　彩香

5 きらり薬局　新百合ヶ丘店 川崎市麻生区古沢字都古１７－３ 育成医療・更生医療 HYUGA　PRIMARY　CARE株式会社 代表取締役　黒木　哲史 令和3年12月1日 小林　里絵

6 ココカラファイン薬局新百合ヶ丘店 川崎市麻生区上麻生１－９－１０　 育成医療・更生医療 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役　塚本　厚志 令和4年2月1日 西本　玲子

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第54号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条
第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定内容を変更します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

3 管理薬剤師の変更

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

4 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(訪問看護)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

医療機関名称 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名 自立支援医療の種類 変更年月日

株式会社大西薬局 川崎市川崎区駅前本町７－４ 大西　巨樹 谷本　巨樹 育成医療・更生医療 令和3年6月30日

イオン薬局イオンスタイル新百合ヶ丘 川崎市麻生区上麻生１－１９ 義田　督 永田　辰矢 育成医療・更生医療 令和3年9月26日

セントラル薬局　溝口宮の下 川崎市高津区上作延５３９－５ 菅野　大輝 柏倉　章子 育成医療・更生医療 令和3年7月11日

みつこし薬局　川崎店 川崎市幸区河原町１－１５－１０９ 金成　貞樹 吉田　真理栄 育成医療・更生医療 令和3年7月1日

薬樹薬局　武蔵新城 川崎市中原区上新城２－１１－２９武蔵新城メディカルビル１階 渡邉　寿子 川口　泰佳 育成医療・更生医療 令和3年6月14日

フジ薬局　新百合ケ丘駅前店 川崎市麻生区上麻生１－６－３ 小澤　佳奈子 林　啓子 育成医療・更生医療 令和3年8月1日

アイン薬局　鋼管通店 川崎市川崎区鋼管通１－２－２ 竹澤　秀文 田中　絵理 育成医療・更生医療 令和3年8月1日

クリエイト薬局　川崎向ヶ丘遊園店 川崎市多摩区登戸１８５４　伊藤ビル１階 及川　赳矢 野々山　友亮 育成医療・更生医療 令和3年8月1日

クリエイト薬局　川崎渡田店 川崎市川崎区渡田２－１５－１０ 川島　基世枝 野田頭　滉貴 育成医療・更生医療 令和3年8月18日

薬樹薬局ライフ溝口店 川崎市高津区溝口５－２４－８　ライフ溝口店１階 磯﨑　玄 斎藤　功孝 育成医療・更生医療 令和3年7月1日

アイン薬局　川崎浅田店 川崎市川崎区浅田３－７－１９ 杉木　沙織 佐藤　加奈子 育成医療・更生医療 令和3年10月1日

アットファーマシー新城店 川崎市高津区千年新町１４－１２ 福高　祥恵 菅原　太志 育成医療・更生医療 令和3年9月1日

クオール薬局　武蔵小杉南店 川崎市中原区市ノ坪１２７－２４　クレール武蔵小杉１階 佐藤　有希 須藤　達也 育成医療・更生医療 令和3年9月15日

アイン薬局　宮前店 川崎市川崎区宮前町１１－２２　アオキガーデンパレス１０２ 池田　洋太朗 山岸　明日美 育成医療・更生医療 令和3年10月1日

わかば薬局　新作店 川崎市高津区新作３－１－４ 井上　直美 吉田　洋子 育成医療・更生医療 令和3年10月16日

矢野調剤薬局　溝口下作延店 川崎市高津区下作延２－７－２６－１０２ 河合　裕子 武政　有利子 育成医療・更生医療 令和3年10月1日

アイン薬局　日本医大武蔵小杉病院店 川崎市中原区小杉町１－３８３ 手原　如香 田中　絵理 育成医療・更生医療 令和3年1月1日

クオール薬局　武蔵小杉南店 川崎市中原区市ノ坪１２７－２４　クレール武蔵小杉１階 須藤　達也 佐藤　有希 育成医療・更生医療 令和3年10月15日

薬樹薬局　小杉２号店 川崎市中原区小杉町１－５２９澤ビル１階 末長　実咲 小木曽　彗 育成医療・更生医療 令和3年8月2日

薬樹薬局　土橋 川崎市宮前区土橋３－３－１　ドゥーエアコルデＢ－１０１ 長谷部　太相 志村　晴美 育成医療・更生医療 令和3年8月1日

日本調剤　元住吉駅前薬局 川崎市中原区木月１－２６－１５　尾原ビル１Ｆ 服部　美咲 東藤　秀則 育成医療・更生医療 令和3年8月1日

クオール薬局　小田急百合ヶ丘駅店 川崎市麻生区百合丘１－２１－１ 正岡　亜弥子 小堀　徹 育成医療・更生医療 令和3年12月1日

健ナビ薬樹薬局パークタワー新川崎 川崎市幸区鹿島田１－１－５　パークタワー新川崎１０４ 片羽　教子 山下　菜津美 育成医療・更生医療 令和3年11月16日

稲垣薬局　川崎店 川崎市幸区南幸町２－４０　アーバンパークサイドＫ１０１ 中村　栄幸 松本　朋生 育成医療・更生医療 令和2年1月16日

竹下薬局 川崎市麻生区栗平２－３－５　オダキューＯＸ栗平店内 木下　宣英 片岡　紀美子 育成医療・更生医療 令和4年1月1日

アイン薬局　日本医大武蔵小杉病院店 川崎市中原区小杉町１－３８３ 青木　絵理 手原　如香 育成医療・更生医療 令和4年1月1日

旧開設者住所 自立支援医療の種類 変更年月日

ソフィア訪問看護ステーション溝口 ソフィアメディ株式会社 代表取締役　濵口　慶太 東京都品川区西五反田１－３－８ ソフィアメディ株式会社 代表取締役　山本　遼太郎 東京都品川区西五反田１－３－８

医療機関名称 新開設者名称 新開設者氏名 新開設者住所 旧開設者名称 旧開設者氏名

育成医療・更生医療 令和3年5月26日

ソフィア訪問看護ステーション元住吉 ソフィアメディ株式会社 代表取締役　濵口　慶太 東京都品川区西五反田１－３－８ ソフィアメディ株式会社 代表取締役　山本　遼太郎 東京都品川区西五反田１－３－８ 育成医療・更生医療 令和3年5月26日

ソフィア訪問看護ステーション鹿島田 ソフィアメディ株式会社 代表取締役　濵口　慶太 東京都品川区西五反田１－３－８ ソフィアメディ株式会社 代表取締役　山本　遼太郎 東京都品川区西五反田１－３－８ 育成医療・更生医療 令和3年5月26日

東京都品川区西五反田１－３－８ 育成医療・更生医療 令和3年5月26日

ソフィア訪問看護ステーション麻生 ソフィアメディ株式会社 代表取締役　濵口　慶太 東京都品川区西五反田１－３－８ ソフィアメディ株式会社 代表取締役　山本　遼太郎 東京都品川区西五反田１－３－８

ソフィア訪問看護ステーション宮前 ソフィアメディ株式会社 代表取締役　濵口　慶太 東京都品川区西五反田１－３－８ ソフィアメディ株式会社 代表取締役　山本　遼太郎

育成医療・更生医療 令和3年5月26日

かわさき南部訪問看護ステーション 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　堀田　彰恵 川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　廣瀨　壽美子 川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階 育成医療・更生医療 令和3年6月24日

訪問看護ステーション井田 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　堀田　彰恵 川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　廣瀨　壽美子 川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階 育成医療・更生医療 令和3年6月24日

川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階 育成医療・更生医療 令和3年6月24日

向丘訪問看護ステーション 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　堀田　彰恵 川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　廣瀬　壽美子 川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階

かわさき訪問看護ステーション 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　堀田　彰恵 川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル３階 公益社団法人　川崎市看護協会 会長　廣瀬　壽美子

育成医療・更生医療 令和3年6月24日

ガイア訪問看護ステーション　鷺沼 株式会社ガイアメディケア 代表取締役社長　柳　真一 東京都中央区日本橋大伝馬町６－８ 株式会社ガイアメディケア 代表取締役社長　柳　真一 東京都中央区日本橋本町４－１１－５ 育成医療・更生医療 令和3年6月28日
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5 定数の変更(訪問看護)

№

1 ガイア訪問看護ステーション　鷺沼 川崎市宮前区鷺沼１－２－１　安藤マンション７０３号室 13(職種内訳の変更) 13 育成医療・更生医療 令和3年9月1日

医療機関名称 所在地 新職員定数 旧職員定数 自立支援医療の種類 変更年月日

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第55号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）�第59条
第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定を更新します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

１　病院又は診療所

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 主たる医師氏名

1 医療法人社団善仁会新百合ヶ丘ガーデンクリニック 川崎市麻生区万福寺６－７－２　メディカルモリノビル５Ｆ 育成医療・更生医療 医療法人社団善仁会 理事長　安藤　和弘 令和3年8月1日
國枝　武彦
(腎臓に関する医療)

２　薬局

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

1 日本調剤　武蔵中原薬局 川崎市中原区下小田中３－３３－７ 育成医療・更生医療 日本調剤株式会社 代表取締役　三津原　庸介 令和3年8月1日 佐藤　淳

2 アイン薬局　武蔵小杉店 川崎市中原区小杉町３－４２０　イトーヨーカドー１Ｆ 育成医療・更生医療 株式会社　アインファーマシーズ 代表取締役　大石　美也 令和4年2月1日 太田　孝一

3 ココカラファイン薬局関東労災病院前店 川崎市中原区木月住吉町２－３１　１Ｆ 育成医療・更生医療 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役　塚本　厚志 令和4年2月1日 土屋　英一

4 共創未来　川崎薬局 川崎市川崎区宮前町１１－２２－１０１ 育成医療・更生医療 株式会社ファーマみらい 代表取締役　岡山　善郎 令和3年8月1日 木村（小川）　浩子

5 すみれ薬局駅前店 川崎市中原区木月１－２７－１０ 育成医療・更生医療 晃栄プランニング株式会社 代表取締役　宮川　榮 令和4年2月1日 岡村　恵理子

6 フィットケアエクスプレス　川崎ダイス店薬局 川崎市川崎区駅前本町８　川崎ダイス１階 育成医療・更生医療 株式会社カメガヤ 代表取締役　亀ヶ谷　博之 令和4年2月1日 津田　浩治

7 薬局トモズ　武蔵小杉店 川崎市中原区小杉町３－４３２ 育成医療・更生医療 株式会社　トモズ 代表取締役　德廣　英之 令和4年2月1日 横山　康子

8 たから薬局　向ヶ丘遊園店 川崎市多摩区登戸２１３０－２ 育成医療・更生医療 株式会社　トラストファーマシー 代表取締役　田中　一成 令和4年2月1日 石田　俊

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第56号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和　　４年２月３日から令和４年２月18日まで一
般の縦覧に供します。
　　令和４年２月３日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市道
旧・新
別

路線名 区間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧
馬絹
第73号線

川崎市宮前区馬絹
４丁目1364番７先 2.62 ～

6.39
30.37

川崎市宮前区馬絹
４丁目1376番20先

旧
馬絹
第73号線

川崎市宮前区馬絹
４丁目1364番７先 8.00 ～

9.00
32.59

川崎市宮前区馬絹
３丁目1376番21先

新
馬絹
第73号線

川崎市宮前区馬絹
４丁目1364番７先 8.00 ～

9.00
32.59

川崎市宮前区馬絹
３丁目1376番21先

　　　───────────────────
川崎市告示第57号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年２月３日から令和４年２月18日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月３日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市道
旧・新
別

路線名 区間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧
菅生
第289号線

川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番13先 1.82 ～

2.91
89.33

川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番13先
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新
菅生
第289号線

川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番２先 2.82 ～

5.18
89.33

川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番２先

旧
長沢
第71号線

川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番13先

1.82 31.40
川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番13先

新
長沢
第71号線

川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番２先 3.00 ～

3.32
31.40

川崎市宮前区
菅生ヶ丘2154番２先

　　　───────────────────
川崎市告示第58号
　　　道路供用開始に関する告示
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
に基づき、次の道路の供用を令和４年２月３日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年２月３日から令和４年２月18日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月３日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
道路の種類　市道
路線名 供用開始の区間 備考

菅生
第289号線

川崎市宮前区菅生ヶ丘2154番２先
川崎市宮前区菅生ヶ丘2154番２先

長沢
第71号線

川崎市宮前区菅生ヶ丘2154番２先
川崎市宮前区菅生ヶ丘2154番２先

　　　───────────────────
川崎市告示第59号
　令和４年第２回川崎市議会定例会を次のとおり招集し
ます。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　日　時　令和４年２月14日（月曜日）　午前10時
２　場　所　川崎市役所内市議会議場
　　　───────────────────
川崎市告示第60号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１
項の規定により、地縁による団体として認可しましたの
で、同条第10項の規定により次のとおり告示します｡
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　名称
　　東末長町内会
２　規約に定める目的
　�　会員福祉の向上、防犯防火・青少年問題・祭祀等、
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同
活動を行うことを目的とする

３　区域
　　川崎市高津区末長４丁目10番～ 27番
４　主たる事務所の所在地
　　川崎市高津区末長４丁目10番25号
５　代表者の氏名及び住所
　　
　　
６�　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職
務代行者の選任の有無
　　なし
７　代理人の有無
　　なし
８　規約に解散の事由を定めたときはその理由
　　なし
９　認可年月日
　　令和４年２月８日
　　　───────────────────
川崎市告示第61号
　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、
第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基
づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条
第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）
の規定に基づき告示します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場
所の名称及び位置
　　別紙のとおり
２　保管期間
　　当該告示をした日から起算して１箇月間
３　引取りの方法
　⑴　引取りの場所
　　　別紙表記載の保管場所
　⑵　引取りのできる日時
　　�　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま
で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時
まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する
休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶　引取りに要する費用
　　　自転車� 2,500円
　　　原動機付自転車� 5,000円
　　　自動二輪車� 10,000円
　⑷　持参するもの
　　　自転車等の鍵
　　　印鑑
　　　住所等身分を証明するもの
４　その他
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　�　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を
経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない
ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処
理をします。

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市告示第62号
　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出
　　　区域の指定について
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項
の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている
区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示
します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

１　指定する区域
　中原区小杉町一丁目390番１、393番、394番１、395番
１、396番、397番１、397番２、
397番３、397番４、398番１、398番２、398番５の一部
　（別図のとおり）
２�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29
号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物
質の名称
　�　六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及び
その化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化
合物、砒素及びその化合物、シアン化合物
３�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29
号）第31条第２項の基準に適合していない特定有害物
質の名称
　　鉛及びその化合物

別図　指定する区域
　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第63号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１
項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第
30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ
るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま
したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の
とおり告示します。（別表省略）
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第64号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４
項において準用する同法第50条の２の規定により指定介
護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４
項において生活保護法の規定の例によるとされている介
護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同
法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し
ます。（別表省略）
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第65号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４
項において準用する同法第50条の２の規定により指定介
護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４
項において生活保護法の規定の例によるとされている介
護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同
法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し
ます。（別表省略）
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　───────────────────
川崎市告示第66号
　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃
　　　止等について
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、
第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第
105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第
２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険
法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により
なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法
（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定に
より、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービ
ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サー
ビス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若
しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があり、
又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福
祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の届出
があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第85条、
第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115条の30、
第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法第115条
の規定に基づき告示します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

令和３年12月廃止等
事業者の
名称

事業所
番号

事業所の
名称

事業所の
住所

サービスの
種類

株式会社
SOERUTE

1475602163 ソエルテケア
川崎市麻生区高石
４-16-21-607

訪問介護

株式会社
ニチイ学館

1475501159
ニチイケアセンター宮前
平

川崎市宮前区宮崎５-14- １
サバーバントーワ１Ｆ

介護予防訪問入浴介護

社会福祉法人
ハートフル記念会

1495600361
デイサービスふれあいの
森しらとり

川崎市
麻生区白鳥１－４－１

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第67号
　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定
　　　等について
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文、
第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１項第
１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若しくは

第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定により、指
定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、
指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定
介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サー
ビス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者を指定し
又は介護老人保健施設を許可したので、同法第78条、第
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78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第115条の20、
若しくは第115条の30の規定又は第104条の２の規定に基
づき告示します。

　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

令和４年２月１日指定等
事業者の
名称

事業所
番号

事業所の
名称

事業所の
住所

サービスの
種類

株式会社
SOCIAL　LAB

1475402960 セラピストデイ枡形
川崎市多摩区枡形６- ２-34　
クリフパレス101

通所介護

株式会社
ＣＡＴ

1495300624 デイサービスひめしゃら 川崎市高津区久地１-20-10 地域密着型通所介護

株式会社
ＣＡＴ

1495300632
デイサービスひめしゃら
の華

川崎市高津区久地１-19- ８
-607

地域密着型通所介護

一般社団法人
ひだまり

1475004410
一般社団法人ひだまり訪
問介護事業所

川崎市川崎区新川通11番
17号　サンシャインヒル
ズ２階

訪問介護

医療法人
三星会

1405500081
宮前平地域包括支援セン
ター

川崎市宮前区馬絹６-20- ４　
ホワイトヒルズ１階

介護予防支援

医療法人
三星会

1405500099
レストア川崎地域包括支
援センター

川崎市宮前区犬蔵２丁目
25番９号

介護予防支援

医療法人
三星会

1455580041
老人保健施設　レストア
川崎

川崎市宮前区犬蔵２丁目
25番９号

介護老人保健施設

医療法人
三星会

1455580041
老人保健施設　レストア
川崎

川崎市宮前区犬蔵２丁目
25番９号

訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーショ
ン

医療法人
三星会

1455580041
老人保健施設　レストア
川崎

川崎市宮前区犬蔵２丁目
25番９号

短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーショ
ン

医療法人
三星会

1475502769
レストア川崎居宅介護支
援センター

川崎市宮前区犬蔵２丁目
25番９号

居宅介護支援

合同会社
ＩＮＣ

1475402978
いなだのぼりと訪問介護
事業所

川崎市多摩区菅北浦２
-26- ９��チェリーハイツ302

訪問介護

株式会社
ルアナ介護サービ
ス

1475102545 ルアナケアサービス
川崎市幸区塚越４丁目363
番地６��たかみ荘201号室

訪問介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第68号
　　　道路の区域の変更に関する告示
　道路法（昭和37年法律第180号）第18条第１項の規定
に基づき、道路の区域を次のように変更します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和　　４年２月14日から令和４年３月１日まで一
般の縦覧に供します。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市道
旧・新
別

路線名 区間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧
長沢
第１号線

川崎市多摩区長沢
１丁目8610番23先 6.00 ～

6.50
31.59

川崎市多摩区長沢
１丁目8605番15先

新
長沢
第１号線

川崎市多摩区長沢
１丁目8605番12先 6.87 ～

8.10
31.59

川崎市多摩区長沢
１丁目8605番４先
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　　　───────────────────
川崎市告示第69号
　介護保険法第115条の46第11項において準用する法第
69条の14第２項の規定に基づき、次のとおり社会福祉法
人白山福祉会が運営する「樹の丘地域包括支援センタ
ー」の所在地を変更したので告示する。
　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　（変更前）
　所在地：川崎市高津区久地４－19－１
　（変更後）
　所在地：川崎市高津区久地４－19－８　３階
　　　───────────────────
川崎市告示第70号
　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、
第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基
づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条
第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）
の規定に基づき告示します。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場
所の名称及び位置
　　別紙のとおり
２　保管期間
　　当該告示をした日から起算して１箇月間
３　引取りの方法
　⑴　引取りの場所
　　　別紙表記載の保管場所

　⑵　引取りのできる日時
　　�　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま
で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時
まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する
休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶　引取りに要する費用
　　　自転車� 2,500円
　　　原動機付自転車� 5,000円
　　　自動二輪車� 10,000円
　⑷　持参するもの
　　　自転車等の鍵
　　　印鑑
　　　住所等身分を証明するもの
４　その他
　�　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を
経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない
ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処
理をします。

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市告示第71号
　　　指定障害福祉サービスの事業の廃止につい
　　　て
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定
により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ
りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり
告示します。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 廃止の年月日 事業所番号
社会福祉法人
らぽおるの樹

くろかわの家
川崎市麻生区黒川
1328－６

共同生活援助 令和３年12月31日 1425600796

社会福祉法人
らぽおるの樹

くろかわの家　短期入所
川崎市麻生区黒川
1328－６

短期入所 令和３年12月31日 1415600780

株式会社hot さくらケアサービス
川崎市宮前区西野川
一丁目19番49号

重度訪問介護 令和３年12月31日 1415500634

特定非営利活動法人
療育ねっとわーく川崎

サポートセンターロンド
川崎市多摩区登戸
2954－３

生活介護 令和３年12月31日 1415400322

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第72号
　　　指定障害福祉サービス事業者の指定につい
　　　て
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし
たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し
ます。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－950－

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

合同会社ＩＮＣ
いなだのぼりと
訪問介護事業所

川崎市多摩区菅北浦
２－26－９
チェリーハイツ302

居宅介護 令和４年２月１日 1415401221

合同会社ＩＮＣ
いなだのぼりと
訪問介護事業所

川崎市多摩区菅北浦
２－26－９
チェリーハイツ302

重度訪問介護 令和４年２月１日 1415401221

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第73号
　　　指定障害児通所支援事業者の指定について
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15
第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に
基づき別表のとおり告示します。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

株式会社リンクエイジ りんく

川崎市多摩区西生田
２－13－12
西生田ソフィアⅣ１
階Ｂ号室

児童発達支援 令和４年２月１日 1455400489

株式会社リンクエイジ りんく

川崎市多摩区西生田
２－13－12
西生田ソフィアⅣ１
階Ｂ号室

放課後等デイ
サービス

令和４年２月１日 1455400489

大栄管理株式会社
キッズわんデイサービス
さいわい

川崎市幸区南加瀬３
丁目31－24
スカイハイツ吉田１
階

児童発達支援 令和４年２月１日 1455100378

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

公 告

�川崎市公告第212号
　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま
す。
　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　本企画提案について
　�　本市では、副市長を情報統括監理者（ＣＩＯ）とし
て庁内の情報化を全般的に把握し、部局間の調整を強
力に進めるために整備した監理体制の下、システムの
最適化に向けた取組みや、全庁統一的なセキュリティ
対策を積極的かつスピーディーに実施しています。本
件は、ＣＩＯを補佐するＣＩＯ補佐業務について、Ｉ
Ｔ全体についての施策面での助言及び技術的支援を外
部の専門組織に委託するものです。
　�　特に、政府が自治体のデジタル化を急速に進める制

度の構築を目指している中、電子申請の推進、モバイ
ルワーク・テレワークの推進など、市民サービスと行
政内部の両面におけるデジタル化を進めるに当たり、
受託事業者には川崎市のデジタル化の方針について的
確な提案や助言を求めることから、受託事業者の技術
的知見、提案力、実績等を総合的に判断するため、公
募型プロポーザル方式により最適な事業者を契約候補
者として選定します。
２　件名
　　令和４年度情報統括監理実施委託
３　委託期間
　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
４　履行場所　
　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　川崎市役所第３庁舎ほか
５　委託業務の内容等
　�　別紙「令和４年度情報統括監理実施委託仕様書」（以
下「仕様書」という。）のとおり。
６　参加資格
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　�　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た
している必要があります。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　提案期日において、令和３・４年度業務委託有資
格業者名簿の業種「電算関連業務」、種目「その他
の電算関連業務」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間に、都道府県もしくは政令市において、
ＣＩＯ補佐業務、情報化関連計画の策定支援など、
本件に類似した業務の実施経験２件以上があり、誠
実に履行した実績を有し、かつ、本業務について確
実に履行することができること。

　⑸�　７⑴の場所で提供する仕様書に定める資格要件を
満たす者を本業務に従事させること。

　⑹�　本市との契約の有無に関わらず、令和４年度に本
市情報化調整委員会での審議対象となる大規模情報
システムの調査検討及び導入等に関する支援業務に
従事していないこと。また、本業務の受託期間中に
当該支援業務に従事しないこと。

　⑺�　本市との契約の有無に関わらず、令和４年度に本
市情報化調整委員会での審議対象となる大規模情報
システムの調査検討及び導入等に関する支援業務に
従事した、もしくは従事する事業者の連結子会社及
び持分法適用会社でないこと。また、当該事業者を
連結子会社及び持分法適用会社に含まないこと。

　⑻�　令和３年度以前に本市情報化調整員会での審議対
象となった大規模情報システムについて、本業務の
受託期間中に当該システムの開発又は開発監理支援
業務に従事していないこと。

　⑼�　令和３年度以前に本市情報化調整員会での審議対
象となった大規模情報システムについて、本業務の
受託期間中に当該システムの開発又は開発監理支援
業務に従事する事業者の連結子会社及び持分法適用
会社でないこと。また、当該事業者を連結子会社及
び持分法適用会社に含まないこと。

７　公募手続
　�　本公募に参加を希望する者は、次により参加意向申
出書のほか、上記６の⑷及び⑸を証する書類（写し可。
なお、⑸を証する書類としては、本業務従事予定者の
取得資格及び経験年数が分かるもの）を提出しなけれ
ばなりません。また、参加意向申出書等関係資料の交
付及びその提出は、次のとおりとします。
　⑴　参加意向申出書等の交付、提出及び問合せ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎11階ＩＣＴ推進課

　　　�総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課評価・調整担
当

　　　電話　　044－200－3601（直通）
　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp
　　　※�「参加意向申出書」等は、川崎市総務企画局情

報管理部ＩＣＴ推進課のホームページからダウ
ンロードも可能です。　https://www.city.
kawasaki.jp/170/page/0000136451.html

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月１日㈫から令和４年２月14日㈪まで
とします（８時30分から正午まで及び13時から17時
まで（土日祝日を除く。））。

　⑶　提出方法
　　�　持参又は郵送（いずれの場合も、令和４年２月14
日㈪17時までに、必要な書類全てが川崎市役所総務
企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確実に到着する必
要があります。）

　⑷　公募への参加指名の通知
　　�　参加意向申出書及び資格確認資料に基づき応募資
格を確認後、提案資格確認結果通知書を令和４年２
月16日㈬までにメールにて送付します。

　⑸　質問と回答
　　�　仕様書の内容についての質問は、質問書により、
電子メールにて受け付けます。なお、電話での質疑
応答は行いませんので注意ください。

　　ア　受付期間
　　　�　令和４年２月１日㈫８時30分～令和４年２月14

日㈪17時
　　イ　回答
　　　�　令和４年２月16日㈬17時までに参加資格がある

全ての業者に電子メールにて回答いたします。
８　企画提案のための必要書類
　⑴　企画提案書
　　ア　書式等
　　　ア　Ａ４判縦横どちらでも構いません。
　　　イ�　表紙を除いて20ページ以内で作成してくださ

い。
　　　ウ　散逸しないような形で綴ってください。
　　　エ�　提案書のデータを格納したＣＤ－Ｒを提出し

てください。
　　イ　提出部数
　　　　10部提出してください。
　⑵　見積書
　　　１部提出してください。
　　　※�見積書に記載する金額は、消費税額及び地方消

費税額を除いた金額です。
９　企画提案書記載項目
　�　企画提案書を作成するに当たり、次の事項に留意し
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て作成してください。
　⑴　記載項目
　　次の項目について記載してください。
　　ア　「評価項目１　業務委託基本方針」
　　　�　仕様書全般をよく確認の上、本業務を受託する

際の基本方針について、貴社として提案する内容
を記載してください。

　　イ　「評価項目２　実施体制及び実績」
　　　�　仕様書「８　業務の実施体制に関する要件」を

確認の上、貴社として提案する実施体制を記載し
てください。なお、記載の際には次の事項に留意
してください。

　　　ア�　官公庁における、本委託業務に類似した貴社
の実績を記載してください。

　　　イ�　本業務を受託する際の実施体制については、
従事する方の具体的な役割が分かるように記載
してください。

　　　ウ�　本業務を受託する際に従事する方の経歴につ
いて、仕様書８⑵～⑷を参照の上、どの条件に
該当するか判別できるよう、詳細に記載してく
ださい。

　　　エ�　本業務を受託する際に従事する方が取得して
いる「ＩＣＴに関する

　　　　資格」について、全て記載してください。
　　ウ　「評価項目３　情報化施策推進全般」
　　　�　仕様書「４⑴　ＣＩＯ補佐・ＩＴガバナンス支

援（情報化推進施策全般にかかる専門家の立場か
らの支援）」を確認の上、貴社として提案する内
容を具体的に記載してください。

　　エ　「評価項目４　システム評価」
　　　�　仕様書「４⑵　システム評価管理業務」を確認

の上、貴社として提案する内容を具体的に記載し
てください。

　　オ　「評価項目５　川崎市情報システム全体最適化」
　　　�　仕様書「４⑶　川崎市情報システム全体最適化

の推進及び調整」を確認の上、貴社として提案す
る内容を具体的に記載してください。

　　カ　「評価項目６　情報セキュリティ管理」
　　　�　仕様書「４⑷　情報セキュリティ管理に係る実

施支援」を確認の上、貴社として提案する内容を
具体的に記載してください。

　　キ　「評価項目７　自由提案」
　　　�　本業務を受託する際に、仕様書の記載事項以外

に貴社として提案できることがあれば、その提案
内容を導入することに伴う効果と併せて自由に記
載してください。なお、提案に当たり、次の事項
に留意してください。

　　　ア�　自由提案事項のうち、本市にとって有用な提

案は、本業務を委託する際に契約内容に含める
ことを想定しております。

　　　イ�　上記アを実現するに当たり必要となる費用は、
８⑵の見積書に記載する見積額に含んでくださ
い。

　⑵　注意事項等
　　ア�　作成に当たっては極力社名が分からないような

記載でお願いします。
　　イ�　専門用語には注釈を付けるなど、なるべく分か

りやすい表現で記載してください。
　　ウ�　提出書類作成に係る費用は、貴社の負担としま

す。
　　エ�　提出していただいた企画提案書等の書類につい

ては、返却いたしません。
10　企画提案書等の提出
　�　企画提案書及び見積書の提出の際は、次のとおり持
参又は郵送により提出してください。（いずれの場合
も、令和４年２月25日㈮17時までに、必要な書類全て
が川崎市役所総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確
実に到着する必要があります。）
　⑴　企画提案書等の提出締切日
　　　令和４年２月25日㈮
　⑵　受付時間
　　�　土日及び休日を除く８時30分～ 12時及び13時～
17時

　⑶　提出場所
　　�　川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課（川崎
市役所第３庁舎11階）

　　　郵送の場合は、７⑴の住所に送付してください。
11　プレゼンテーション
　⑴　日時
　　　令和４年３月上旬を予定
　　　�※日時及び開催場所については、提案各社へ別途

メールにてお知らせします。
　　　�　感染症拡大防止のため、対面開催からWeb会議

又は書面開催に変更することがあり得ます。開催
方法を変更する場合は、本市にて決定次第、速や
かに提案各者へメールにて連絡します。

　⑵　実施方法等
　　ア�　プレゼンテーションにおける時間配分の目安は、

次のとおりです。
　　　ア　準備及び説明：20分
　　　イ　質疑応答　　：15分
　　　ウ　片付け等　　：５分
　　イ�　プレゼンテーションは、本業務を受託する際に

プロジェクトマネージャとして従事する方が行っ
てください。

　　ウ�　プレゼンテーションの出席者は、３名以内とし
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ます。
　　エ�　プレゼンテーションにパソコンを使用する場合

は、パソコンを持参してください。
　　オ�　大型ディスプレイ（ＨＤＭＩ接続）は事務局で

用意します。
　　カ�　プレゼンテーションにおいて資料を提示・配布

することができますが企画提案書に記載のない事
項を含むことはできません。

　⑶　評価者
　　�　本市が設置するプロポーザル評価委員会における
評価委員が評価者となります。

　⑷　企画提案の評価
　　�　企画提案の評価は、企画提案書の内容について、
企画提案選定評価シートに基づき項目ごとに数値化
して採点し、合計点数の最高得点を得た者を本委託
業務の選定業者とします。企画提案選定評価シート
の評価項目を参考にして、企画提案書を作成してく
ださい。

12　選定結果通知
　�　選定結果については、令和４年３月10日㈭以降に提
案各社全てに電子メールで通知します。
13　契約手続等
　�　選定結果の通知後、選定された業者と令和４年４月
１日に契約を締結します。
　⑴�　契約保証金は契約金額の10％とします。ただし、
川崎市契約規則第３

　　�　３条各号に該当する場合は、免除とします。
　⑵　前払金　　　　　否
　⑶　契約書の作成　　要
14　事業概算額
　�　16,570,000円（消費税額及び地方消費税額込み。）
15　その他
　⑴�　本委託業務の受託者は、本委託業務の履行により
知りえた情報により、入札の公平性を阻害又は阻害
するおそれがある業務の入札に参加することはでき
ません。

　⑵�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、
辞退届を提出してください。

　⑷�　12で非選定の通知を受けた参加者は、通知日から
30日以内において、書面によりその理由について説
明を求めることができます。

　⑸�　本契約の締結については、令和４年第２回川崎市
議会定例会における本調達に係る予算の議決を条件
とします。

16　事務局（問い合わせ先及び提出先）
　�　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　（川崎市役所第３庁舎11階）
　　�川崎市総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課　青木、
関、水口

　　ＴＥＬ：044－200－3601
　　E-Mail：17ictsui@city.kawasaki.jp
　　　───────────────────
川崎市公告第213号
　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま
す。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　本企画提案について
　�　「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
（令和３年９月１日施行）」において、対象20業務を管
理するシステムを省令で定める期日までに国が策定す
る標準仕様に準拠したシステムに移行することが地方
公共団体に義務付けられました。
　�　本件は、移行の期日とされている令和７年度末まで
の期間においてデジタル化推進室が実施するシステム
所管課への標準化対応手順書の提示及び進捗管理・支
援等について、施策面での助言や技術的支援を外部の
専門組織に委託するものです。
　�　受託事業者には本市の標準化対応について的確な提
案や助言を求めることから、受託事業者の技術的知見、
提案力、実績等を総合的に判断するため、公募型プロ
ポーザル方式により最適な事業者を契約候補者として
選定します。
２　件名
　　システム標準化対応支援業務委託
３　委託期間
　　令和４年４月１日から令和８年３月31日まで
４　履行場所　
　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎ほか
５　委託業務の内容等
　�　別紙「システム標準化対応支援業務委託仕様書」（以
下「仕様書」という。）のとおり。
６　参加資格
　�　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た
している必要がありま
　す。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　提案期日において、令和３・４年度業務委託有資
格業者名簿の業種「電算関連業務」、種目「その他
の電算関連業務」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間に、都道府県もしくは政令市において、
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ＣＩＯ補佐業務、情報化関連計画の策定支援など、
本件に類似した業務の実施経験が２件以上あり、誠
実に履行した実績を有し、かつ、本業務について確
実に履行することができること。

　⑸�　仕様書に定める資格要件を満たす者を本業務に従
事させること。

７　公募手続
　�　本公募に参加を希望する者は、次により参加意向申
出書のほか、上記６の⑷及び⑸を証する書類（写し可。
なお、⑸を証する書類としては、本業務従事予定者の
経験年数が分かるもの）を提出しなければなりません。
また、参加意向申出書等関係資料の交付及びその提出
は、次のとおりとします。
　⑴　参加意向申出書等の交付、提出及び問合せ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎11階
　　　総務企画局デジタル化推進室
　　　電話　　044－200－3601（直通）
　　　電子メール　17digital@city.kawasaki.jp
　　　※�「参加意向申出書」等は、以下のＵＲＬでダウ

ンロードが可能です。　https://www.city.
kawasaki.jp/170/page/0000136574.html

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月１日㈫から令和４年２月14日㈪まで
（８時30分から正午まで及び13時から17時まで（土
日祝日を除く。））。

　⑶　提出方法
　　�　持参又は郵送（いずれの場合も、令和４年２月14
日㈪17時までに、必要な書類全てがデジタル化推進
室に確実に到着する必要があります。）

　⑷　公募への参加指名の通知
　　�　参加意向申出書及び資格確認資料に基づき応募資
格を確認後、提案資格確認結果通知書を令和４年２
月16日㈬までにメールにて送付します。

　⑸　質問と回答
　　�　仕様書の内容についての質問は、質問書により、
電子メールにて受け付けます。なお、電話での質疑
応答は行いませんので注意ください。

　　ア　受付期間
　　　�　令和４年２月１日㈫８時30分～令和４年２月14

日㈪17時
　　イ　回答
　　　�　質問が提出された場合には、令和４年２月16日

㈬17時までに参加資格がある全ての業者に電子メ
ールにて回答いたします。

８　企画提案のための必要書類
　⑴　企画提案書

　　ア　書式等
　　　ア　Ａ４判縦横どちらでも構いません。
　　　イ�　表紙を除いて20ページ以内で作成してくださ

い。
　　　ウ　散逸しないような形で綴ってください。
　　イ　提出部数
　　　10部提出してください。
　⑵　見積書
　　�　１部提出してください。
　　　※�見積書に記載する金額は、消費税額及び地方消

費税額を除いた金額です。契約期間における総
額を記入してください。

９　企画提案書記載項目
　�　企画提案書を作成するに当たり、次の事項に留意し
て作成してください。
　⑴　記載項目
　　�　次の項目について記載してください。
　　ア　「評価項目１　業務委託基本方針」
　　　�　仕様書全般をよく確認の上、本業務を受託する

際の基本方針について、貴社として提案する内容
を記載してください。

　　イ　「評価項目２　実施体制及び実績」
　　　�　仕様書「８　業務の実施体制に関する要件」を

確認の上、貴社として提案する実施体制を記載し
てください。なお、記載の際には次の事項に留意
してください。

　　　ア�　官公庁における、本委託業務に類似した貴社
の実績を記載してください。

　　　イ�　本業務を受託する際の実施体制については、
従事する方の具体的な役割が分かるように記載
してください。

　　　ウ�　本業務に従事する方の経歴について、仕様書
８⑵～⑶を参照の上、どの条件に該当するか判
別できるよう、詳細に記載してください。

　　　エ�　本業務に従事する方が取得している「ＩＣＴ
に関する資格」について全て記載してください。

　　ウ�　「評価項目３　国の施策等に関する情報収集及
び検討支援」

　　　�　仕様書「５⑴　国の施策等に関する情報収集及
び検討支援」を確認の上、貴社として提案する内
容を具体的に記載してください。

　　エ　「評価項目４　全体構想案の策定支援」
　　　�　仕様書「５⑵　全体構想案の策定支援」を確認

の上、貴社として提案する内容を具体的に記載し
てください。

　　オ�　「評価項目５　対応手順書の作成とシステム所
管課への提示」

　　　�　仕様書「５⑶　対応手順書の作成とシステム所
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管課への提示」を確認の上、貴社として提案する
内容を具体的に記載してください。

　　カ�　「評価項目６　システム所管課の進捗管理及び
支援」

　　　�　仕様書５⑷～⑹を確認の上、貴社として提案す
る内容を具体的に記載してください。

　　キ　「評価項目７　自由提案」
　　　�　仕様書「５⑺　その他技術的な支援」のほか、

本業務を受託するにあたり貴社として提案できる
ことがあれば、その提案を採用することによる効
果と併せて自由に記載してください。なお、提案
に当たり、次の事項に留意してください。

　　　ア�　自由提案事項のうち、本市にとって有用な提
案は、本業務を委託する際に契約内容に含める
ことを想定しています。

　　　イ�　上記アを実現するに当たり必要となる費用は、
８⑵の見積書に記載する見積額に含んでくださ
い。

　⑵　注意事項等
　　ア�　作成に当たっては極力社名が分からないような

記載でお願いします。
　　イ�　専門用語には注釈を付けるなど、なるべく分か

りやすい表現で記載してください。
　　ウ�　提出書類作成に係る費用は、貴社の負担としま

す。
　　エ�　提出していただいた企画提案書等の書類は返却

いたしません。
10　企画提案書等の提出
　�　企画提案書及び見積書の提出の際は、次のとおり持
参又は郵送により提出してください。（いずれの場合
も、令和４年２月25日㈮17時までに、必要な書類全て
が川崎市役所総務企画局デジタル化推進室に確実に到
着する必要があります。）
　⑴　企画提案書等の提出締切日
　　　令和４年２月25日㈮
　⑵　受付時間
　　�　土日及び休日を除く８時30分～ 12時及び13時～
17時

　⑶　提出場所
　　�　川崎市総務企画局デジタル化推進室（川崎市役所
第３庁舎11階）

　　　郵送の場合は、７⑴の住所に送付してください。
11　プレゼンテーション
　�　上記10で提出していただいた企画提案書に基づき、
対面によるプレゼンテーションを実施する予定です。
なお、新型コロナウィルス感染症の状況により、Ｗｅ
ｂ会議や書面による開催に変更する場合があります。
　⑴　日時

　　　令和４年３月上旬を予定
　　　※�日時及び開催場所については、提案各社へ別途

メールにてお知らせします。
　⑵　実施方法等
　　ア�　プレゼンテーションにおける時間配分の目安は、

次のとおりです。
　　　ア　準備及び説明：20分
　　　イ　質疑応答　　：15分
　　　ウ　片付け等　　：５分
　　イ�　プレゼンテーションは、本業務を受託する際に

プロジェクトマネージャとして従事する方が行っ
てください。

　　ウ�　プレゼンテーションの出席者は、３名以内とし
ます。

　　エ�　プレゼンテーションにパソコンを使用する場合
は、パソコンを持参してください。

　　オ�　大型ディスプレイ（ＨＤＭＩ接続）は事務局で
用意します。

　　カ�　プレゼンテーションにおいて資料を提示・配布
することができますが企画提案書に記載のない事
項を含むことはできません。

　⑶　評価者
　　�　本市が設置するプロポーザル評価委員会における
評価委員が評価者となります。

　⑷　企画提案の評価
　　�　企画提案書及びプレゼンテーションの内容につい
て、企画提案選定評価シートに基づき項目ごとに数
値化して採点し、合計点数の最高得点を得た者を本
委託業務の選定業者とします。企画提案選定評価シ
ートの評価項目を参考にして、プレゼンテーション
を行ってください。

12　選定結果通知
　�　選定結果については、令和４年３月10日㈭以降に提
案各社全てに電子メールで通知します。
13　契約手続等
　�　選定された業者と令和４年４月１日に契約を締結し
ます。
　⑴�　契約保証金は契約金額の10％とします。ただし、
川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免除
とします。

　⑵　前払金　　　　　否
　⑶　契約書の作成　　要
14　事業概算額
　　63,840,000円（消費税額を除く）
　　事業概算額を超える金額での入札は失格となります。
　　なお、年度ごとの支払額は以下のとおりとします。
　�　令和４年度　見積額の21,000,000 ／ 63,840,000�＋�消
費税額
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　�　令和５年度　見積額の13,650,000 ／ 63,840,000�＋�消
費税額
　�　令和６年度　見積額の17,850,000 ／ 63,840,000�＋�消
費税額
　�　令和７年度　見積額の11,340,000 ／ 63,840,000�＋�消
費税額
15　その他
　　⑴�　本委託業務の受託者は、本委託業務の履行によ

り知りえた情報により、入札の公平性を阻害又は
阻害するおそれがある業務の入札に参加すること
はできません。

　　⑵�　この契約において使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　　⑶�　参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、
辞退届を提出してください。

　　⑷�　12で非選定の通知を受けた参加者は、通知日か
ら30日以内において、書面によりその理由につい
て説明を求めることができます。

　　⑸�　本契約の締結については、令和４年第２回川崎
市議会定例会における本調達に係る予算の議決を
条件とします。

16　事務局（問い合わせ先及び提出先）
　　�〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　（川崎市
役所第３庁舎11階）

　　�川崎市総務企画局デジタル化推進室　関、青木、水
口

　　ＴＥＬ：044－200－3601
　　E-Mail：17digital@city.kawasaki.jp�

　　　───────────────────
川崎市公告第214号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の
規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
告します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　
　　　　　　　　　　ほか�６�筆の一部（第１工区）
　　　　　　　　　　　　　　　　1,090平方メートル
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　一戸建ての住宅
　　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数：６戸
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和�３年�５月10日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第13号
　　令和�３年11月�２日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第75号（変更）
　　　───────────────────
川崎市公告第215号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 中央卸売市場北部市場電力量計測設備更新工事

履行場所 川崎市宮前区水沢１丁目１番１号

履行期間 契約の日から令和４年12月16日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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－957－

参 加 資 格
⑼　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月２日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 生田中学校外壁塗装改修その他その２工事

履行場所 川崎市多摩区三田２丁目5420番地２

履行期間 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。
⑹�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴　イ「災害時にお
ける本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」
に登録があること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼�　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。
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参 加 資 格

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑾�　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメ
ーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月14日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 下小田中小学校外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市中原区下小田中３丁目35番１号

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。
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参 加 資 格

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑾�　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメ
ーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月14日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 総合福祉センター舞台音響設備改修工事

履行場所 川崎市中原区上小田中６丁目22番５号

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼�　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。
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参 加 資 格
　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月14日14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 子ども夢パーク温水シャワー室改修工事

履行場所 川崎市高津区下作延５丁目30番１号

履行期間 契約の日から令和４年８月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月２日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。
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（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 聴覚障害者情報文化センター・井田老人いこいの家外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市中原区井田三舞町14番16号

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年２月25日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事請負契約については、工期を変更（令和４年８月31日限り）することがあります。この場合、
工期の変更には令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 国際交流センター外壁改修その他工事

履行場所 川崎市中原区木月祗園町２番２号

履行期間 契約の日から令和４年12月20日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。
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参 加 資 格

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑼�　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月７日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 高津区内平瀬川浸水対策工事

履行場所 川崎市高津区久地２丁目３番地先

履行期間 契約の日から令和５年度３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」
という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。
ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上回
らなければいけません。
⑴　全ての構成員に必要な条件
　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
　ウ　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。
　エ�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている
こと。
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参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」
という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。
ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上回
らなければいけません。
⑴　全ての構成員に必要な条件
　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
　ウ　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。
　エ�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている
こと。

入札日時等 令和４年３月７日17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

⑴�　川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を　　適用しま
す。
⑵�　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」に定め
るところによるものとします。
⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 岡上跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市麻生区岡上１丁目18番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ａ」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
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参 加 資 格

⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年12月31日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件10）

競争入札に
付する事項

件　　名 菅生小学校擁壁改修工事

履行場所 川崎市宮前区菅生１丁目５番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年８月31日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件11）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和３年度登戸土地区画整理事業区画道路６－52号線他道路築造等工事

履行場所 川崎市多摩区登戸3375－１番地先他

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年９月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件12）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和３年度登戸土地区画整理事業区画道路８－７号線他道路築造等工事

履行場所 川崎市多摩区登戸2174番地先他

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年９月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件13）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和３年度登戸土地区画整理事業都市計画道路登戸１号線電線共同溝等工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1811番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」
という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。
ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上回
らなければいけません。
⑴　全ての構成員に必要な条件
　ア　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
　ウ　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。
　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
　オ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
業者であること。

　カ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
　キ�　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当たって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ
ていないこと。
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参 加 資 格

⑵　特定ＪＶの代表者に必要な条件
　ア�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されている
こと。

　イ　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　ウ　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。
　　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。
⑶　特定ＪＶの構成員２に必要な条件
　ア�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されている
こと。

　イ　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
　ウ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。
　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（「別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月２日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
本工事は、工期を変更（令和４年９月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には令
和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件14）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造（擁壁その２）工事

履行場所 川崎市麻生区片平２丁目７番地先

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技
術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和４年３月３日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第216号
　令和４年度ナノ・マイクロ技術支援講座実施業務委託
の業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次
のとおり公告します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度ナノ・マイクロ技術支援講

座実施業務委託
　⑵　業務事項
　　ア　講座の企画・立案
　　イ　受講者募集広報
　　ウ　受講者との連絡調整
　　エ　講座運営関係
　　オ　事業報告
　　カ　その他
　⑶　委託期間　令和４年４月１日～令和５年３月20日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
業種を「その他」、種目を「その他」で登録申請し

ている者。
　⑵�　本業務を実施する体制には、科学技術や技術経営
に関する企業向け講座等の実施実績を有する者を含
むこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者。

　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者。

　⑸�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及
び地方消費税を滞納していない者。

　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者

　⑺�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
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　⑵　提案内容の工夫
　⑶　事業実施体制
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局イノベーション推進室
　　�〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２　
川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2973
　　ＦＡＸ　044－200－3920　
　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　�令和４年２月２日㈬から２月９日㈬ま

で
　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年２月15日㈬　午後３時
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績
及び業務実施体制（１部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
　　　　　　　　※�新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、郵送よる提出を推奨いたしま
す。

７　企画提案書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年２月28日㈪から３月７日㈪午

後３時まで
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・概算見
積書（各７部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
　　　　　　　　※�新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、郵送よる提出を推奨いたしま
す。

８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４の担当部局と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　1,740,000円（消費税及び地方消
費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。

　　エ�　消費税及び地方消費税の適用税率は10％としま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第217号
　令和４年度新川崎地区ネットワーク協議会運営等業務
委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施について、
次のとおり公告します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度新川崎地区ネットワーク協

議会運営等業務委託
　⑵　業務事項　
　　ア　協議会の運営補助
　　イ　役員会の運営補助
　　ウ　会員企業データベースの更新・作成
　　エ　マッチング支援など個別サポートの実施
　　オ�　新川崎地区のブランディングに資する広報の実

施
　　カ　報告書の作成
　⑶　委託期間　契約締結日～令和５年３月31日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
業種を「その他」、種目を「その他」で登録申請し
ている者

　⑵�　本業務を実施する体制には、企業や大学等を対象
とした産学連携支援業務等の実施実績を有する者を
含むこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者

　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者

　⑸�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及
び地方消費税を滞納していない者
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　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者

　⑺�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　提案内容の工夫
　⑶　事業実施体制
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局イノベーション推進室
　　�〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２　
川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407
　　ＦＡＸ　044－200－3920　
　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴�　配付期間　�令和４年２月２日㈬から２月９日㈬ま

で
　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年２月15日㈫　午後３時
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績
及び業務実施体制（１部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
７　企画提案書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年２月28日㈪から３月７日㈪午

後３時まで
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・見積書
（各７部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４の担当部局と同じ

11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　4,133,000円（消費税及び地方消
費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。

　　　───────────────────
川崎市公告第218号
　令和４年度川崎市先端科学技術副読本「川崎サイエン
スワールド」作成業務委託の業者選定に関する公募型企
画提案の実施について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市先端科学技術副読本「川崎サイ
エンスワールド」作成業務委託

　⑵　業務事項　
　　ア　副読本デジタル版のデータ作成
　　イ　掲載企業の選定、取材
　⑶　委託期間
　　　契約締結日～令和５年３月31日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務有資格業者名簿の業種
「その他」、種目「印刷企画」で登録申請している者

　　※�ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委託
有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類を提
出し、同等の資格を有すると認められた場合は、
落札後に登録することを前提として登録申請して
いる者と同等に扱います。

　⑵�　本業務を実施する体制には、副読本の出版、教育
コンテンツの作成、企業への取材等

　　　本業務に関連する業務実績を有する者を含むこと
　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者

　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者
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　⑸�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及
び地方消費税を滞納していない者

　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者

　⑺�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　提案内容の工夫
　⑶　事業実施体制
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局イノベーション推進室
　　�〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２　
川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407
　　ＦＡＸ　044－200－3920　
　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　�令和４年２月２日㈬から２月９日㈬ま

で
　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年２月15日㈫　午後３時
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績
及び業務実施体制（１部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
７　企画提案書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年２月28日㈪から３月７日㈪午

後３時まで
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・見積書
（各７部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要

10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４の担当部局と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　2,129,000円（消費税及び地方消
費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。

　　　───────────────────
川崎市公告第219号
　令和４年度「かわさきジュニアベンチャースクール」
実施業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施
について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度「かわさきジュニアベンチャースクー
ル」実施業務委託

　⑵　業務事項
　　ア　参加者の公募及び事業の広報
　　イ　参加者選定の補助
　　ウ　アントレプレナーシップ教育プログラムの実施
　　エ　サポーターの登用
　　オ　アンケートの実施
　⑶　委託期間
　　　契約締結日～令和５年３月29日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務有資格業者名簿の業種
「その他」、種目「その他」で登録申請している者

　　※�ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委託
有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類を提
出し、同等の資格を有すると認められた場合は、
落札後に登録することを前提として登録申請して
いる者と同等に扱います。

　⑵�　小学生又は中学生向けのアントレプレナーシップ
教育に関連する業務実績を有すること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－973－

　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者

　⑸�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及
び地方消費税を滞納していない者

　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者

　⑺�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　提案内容の工夫
　⑶　事業実施体制
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局イノベーション推進室
　　�〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２　
川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407
　　ＦＡＸ　044－200－3920　
　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　�令和４年２月２日㈬から２月９日㈬ま

で
　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　�令和４年２月15日㈫　午後３時
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績
及び業務実施体制（１部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
７　企画提案書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年２月28日㈪から３月７日㈪午

後３時まで
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・見積書
（各７部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
８　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４の担当部局と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　5,073,000円（消費税及び地方消
費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。

　　　───────────────────
川崎市公告第220号
　令和４年度研究開発型ベンチャー企業成長支援事業実
施業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施に
ついて、次のとおり公告します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度研究開発型ベンチャー企業

成長支援事業実施業務委託
　⑵　業務事項
　　ア　支援対象者の公募及び事業の広報
　　イ　支援対象者選定の補助
　　ウ　メンターの登用
　　エ　メンタリングの実施
　　オ　キックオフイベントの実施
　　カ　セミナーの実施
　　キ�　サポーター機関を対象としたプレピッチイベン

トの実施
　　ク　マッチングに向けたピッチイベント等の実施
　　ケ　報告書の作成
　⑶　委託期間　契約締結日～令和５年３月31日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
業種を「その他」、種目を「その他」で登録申請し
ている者。ただし、契約締結までに登載が見込まれ
る場合は、この限りではない。
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　⑵�　本業務を実施する体制に、主に起業前の個人や中
小企業等の法人を対象とした起業支援プログラム等
の実施実績を有する者を含むこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者。

　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者。

　⑸�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及
び地方消費税を滞納していない者

　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者。

　⑺�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者。

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　提案内容の工夫
　⑶　事業実施体制
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局イノベーション推進室
　　�〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２　
川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407
　　ＦＡＸ　044－200－3920　
　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　�令和４年２月２日㈬から２月９日㈭ま

で
　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　�令和４年２月15日㈫　午後３時
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�参加意向申出書（１部）、事業者の概

要（１部）、過去５年程度の類似業務
の実績及び業務実施体制（１部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
７　企画提案書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年２月28日㈪から３月７日㈪午

後３時まで
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶　提出書類　�企画提案書、事業者の概要、業務実施
体制、類似業務の実績及び見積書（各
８部）

　⑷　提出方法　持参又は郵送（必着）
８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４の担当部局と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　13,647,000円（消費税及び地方
消費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。

　　　───────────────────
川崎市公告第221号
　公募型プロポーザル方式の実施について次のとおり公
告します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　委託事業名
　�　令和４年度住民主体による要支援者等支援事業業務
委託
２　委託内容
　�　要支援・要介護状態になっても通い続けられる地域
の通いの場や居場所づくりを進めている住民団体・
NPO法人等を支援することにより、地域の高齢者の
閉じこもりを予防するとともに、地域住民による見守
り・発見のネットワークづくりをすすめるもの。　等
３　履行期限
　　契約締結日～令和５年３月31日
４　提案書の提出者の資格
　�　次の各号のいずれかに該当する団体等は、提案参加
の対象としない。
　⑴　介護予防に資する活動が設立目的ではない団体等
　⑵　特定の構成員のみによる活動を目的とした団体等
　⑶　政治活動、宗教活動又は営利を目的とした団体等
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　⑷�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴
力団員（以下「暴力団員」という。）を構成員にも
つ団体等

　⑸�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第２号に規定する暴力　団又は暴力団員と密
接な関係を有する団体等

５　担当部署
　　健康福祉局地域包括ケア推進室
６　参加意向申出書
　⑴　配布期間
　　　令和４年２月３日㈭から２月14日㈪まで
　　　�土日祝日を除く９：00～12：00／13：00～17：00
　⑵　配布場所
　　�　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担
当

　　　所在地：�川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスク
エア西館10階

　⑶　提出書類
　　①　参加意向申出書（様式１）
　　②　団体概要書（様式２）
　⑷　提出期限
　　　令和４年２月14日㈪
　　　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00
　⑸　提出場所
　　　上記⑵と同じ
　⑹　提出方法
　　�　郵送又は持参　※�郵送の場合は受付期間最終日当

日消印有効
　　　　　　　　　　　�郵送の場合、簡易書留にて送付

すること。
７　企画提案書等
　⑴　提出期限
　　　令和４年３月11日㈮17：00
　⑵　提出場所
　　　６⑵と同じ。
　⑶　提出方法
　　　郵送又は持参
　　　※�郵送の場合は提出期間最終日当日消印有効
　⑷　提出書類
　　①　表紙（様式４）� １部
　　②　提案書（様式５、添付書類）� ２部
　　③　要件確認書（様式６）� １部
　　④　見積書（様式７）� １部
　　⑤　想定件数� １部
　　⑥　当該事業に関する収支予算見込� １部
８　選定審査委員会
　⑴　日時

　　�　令和４年３月24日㈭（時間及び開催場所は後日連
絡。）

　⑵　時間
　　　各団体プレゼンテーション10分、質疑10分とする。
　⑶　評価項目
　　　次項参照
各項目と配点比率

評価項目 上限配点 比重
団体概要 ３ 10%
履行場所 ３ 10%
情報セキュリティ ３ 10%
緊急時の体制 ３ 10%
委託料の使用用途 ３ 10%
活動実績 13 43%
その他評価 ２ ７%

合　　計 30 100%
９　関連情報を入手するための照会窓口
　　�〒212-0013　川崎市幸区堀川町580番地（ソリッド
スクエア西館10階）

　　�川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担当　
永井・川崎

　　電話　044（200）3718
　　メールアドレス　40keasui@city.kawasaki.jp
10　その他
　⑴　要請手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語・円
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　提案書作成及び提出に関する費用負担
　　　提案者負担とする。
　⑷　業務規模概算額（上限）
　　　１団体あたり　1,494,350円（税込）
　　　推定受託団体数：３団体
　　　1,494,350円（税込）×３団体＝4,483,050円（税込）
　⑸　提出された書類は返却しない。
　⑹　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。
　⑺�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第222号
　立地希望企業・事業用地調査等事業に係る業務委託の
業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次の
とおり公告します。
　　令和４年２月３日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型企画提案に関する事項
　⑴　件　　名　　�立地希望企業・事業用地調査等事業
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実施業務
　⑵　業務事項
　　ア　市外企業の本市への立地意向の調査
　　イ　市内空き工場・事業用地の調査
　　ウ�　工業用物件を取り扱う宅地建物取引業者とのネ

ットワーク構築
　⑶　委託期間　　契約締結日～令和５年３月17日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　企業情報・工業用物件情報収集や宅地建物取引業
者とのネットワーク構築に関して専門的知見を持つ
人材を有する者

　⑵　法人格を有する者
　⑶�　令和４年度川崎市業務委託有資格業者名簿におい
て「99　その他業務」「99　その他」へ登載されて
いる者（ただし、契約締結までに登載が見込まれる
場合はこの限りではない）

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者

　⑸�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でない者

　⑹�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者

　⑺�　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税
及び地方消費税を滞納していない者

　⑻�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者

　⑼�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　事業目的の理解度
　⑵　企画提案の内容
　⑶　専門的知識・能力・事業実施体制
　⑷　これまでの事業実績
　⑸　本市の現状についての理解状況
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　�川崎市経済労働局産業振興部工業振興課操業環境整
備係

　　〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11- ２
　　川崎フロンティアビル10階
　　電話（直通）：044-200-2333　FAX：044-200-3920　
　　メールアドレス：28kogyo@city.kawasaki.jp

５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　�令和４年２月３日㈭～２月14日㈪
　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　⑵　配布場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期限　�令和４年２月３日㈭～２月14日㈪
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　�持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）
７　企画提案書等の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年３月１日㈫～３月７日㈪（必

着）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書（７部）、見積書（７部）、

業務実施体制・主な事業実績（７部）、
誓約書（１部）、会社概要（７部）

　⑷　提出方法　�持参又は郵送（書留郵便等の配達記録
が残る方法に限る。）

８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する。
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　8,800,000円（消費税及び地方消
費税を含む。）

　⑵�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。

　　イ�　審査結果の発表は３月中旬を予定しています。
　　ウ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領を御参照ください。
　　　───────────────────
川崎市公告第223号　
　公募型プロポーザル方式の実施について、次のとおり
公告します。
　　令和４年２月３日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　件名　　
　　令和４年度ストレスチェック実施業務委託
２　委託期間　　
　　契約締結日から令和５年３月31日まで
３　委託内容
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　⑴　川崎市職員のストレスチェック実施
　⑵　個人及び組織の結果分析及び報告
　⑶　職場環境改善の取組支援
４　参加資格
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　企画提案書に関するプレゼンテーション実施時に
おいて、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者
名簿の業種「その他業務」に登録予定であること。

　⑷�　過去５年間に、自治体、民間事業者等における同
種業務の実績を有すること。

　⑸�　一般財団法人日本情報経済社会推進協会
（JIPDEC）によるプライバシーマークを付与されて
いる又は個人情報保護の対策が具体的に示されてい
ること。

　⑹�　本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財
務能力を有すること。

　⑺�　宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でな
いこと。

　⑻�　川崎市暴力団排除条例（平成24年３月19日条例第
５号）第７条に基づく、暴力団員等、暴力団経営支
配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認
められる者でないこと。

５　参加意向申出書の配布、提出及び問合せ先
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210-0006　川崎市川崎区砂子１－８－９
　　　川崎御幸ビル６階
　　　川崎市総務企画局人事部職員厚生課
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月３日㈭から令和４年２月９日㈬まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から正
午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　提出書類
　　ア　参加意向申出書（様式１）
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　郵送又は持参
　　　※�郵送の場合、令和４年２月９日㈬午後５時必着
６　提案資格確認結果通知書の交付
　�　令和４年２月14日㈪に、川崎市業務委託有資格業者
名簿へ登載したメールアドレスに送付します。なお、
提案資格がないという通知を受けた参加者は、通知日
から30日以内において、書面によりその理由について
説明を求めることができます。
７　質問及び回答
　⑴　質問受付期間

　　�　令和４年２月14日㈪から令和４年２月17日㈭まで
　⑵　質問方法
　　�　質問書（様式２）により、電子メールにて送信し
てください。また、送信後に電話で事務局に質問書
が到達したことを確認してください。

　⑶　質問に対する回答
　　�　令和４年２月18日㈮までに、参加資格がある全て
の者に電子メールで回答します。

８　企画提案書等の提出
　⑴　提出先
　　　５⑴と同じ
　⑵　提出期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪まで
（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで）

　⑶　提出書類及び部数
　　ア　企画提案書　10部
　　イ　経費見積書　１部
　⑷　提出方法
　　　郵送又は持参
　　　※�郵送の場合、令和４年２月28日㈪午後５時必着
９　企画提案会（プレゼンテーション）
　�　企画提案書が６者以上から提出された場合は、プロ
ポーザル評価委員会が企画提案書に基づき事前審査を
行い、提案者（原則として５者）を選定します。事前
審査を行った場合の選定結果は、令和４年３月４日㈮
までに通知します。
　⑴　日程
　　�　令和４年３月16日㈬午後１時30分から午後４時30
分まで（予定）

　⑵　場所
　　　川崎市役所本庁舎周辺会議室（予定）
　⑶　プレゼンテーションについて
　　�　統括責任者又は担当者を含む２名以内の出席によ
り各提案者約20分（説明15分、質疑応答５分）

　⑷　評価について
　　ア�　次の項目につき本提案に係るプロポーザル評価

委員会が数値化して採点し、最高得点を得た者を
受託予定者とする。

　　イ　評価項目
　　　　提案内容
　　　　業務実施体制及び実績
　　　　実施内容
　　　　調査結果の報告とフォローアップ
　　　　経費見積
10　その他
　⑴　事業概算額（参考）
　　�　21,254,000円（消費税額及び地方消費税額を含
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む。）を上限とします。
　⑵�　書類作成及び提出に要した費用は、応募者の負担
になります。

　⑶　企画提案は１参加者につき１案とします。
　⑷�　本企画提案手続に関して、本市において作成した
資料は本市の了解なく公表又は使用することはでき
ません。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

11　事務局
　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１－８－９
　　川崎御幸ビル６階
　　川崎市総務企画局人事部職員厚生課
　　電話　044（200）3470
　　E-mail　17kosei@city.kawasaki.jp
　　　───────────────────

川崎市公告第224号
　次の公募型プロポーザルの実施に係る令和４年１月28
日付け川崎市公告第204号を取消します。
　　令和４年２月３日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　件名
　�　全国都市緑化かわさきフェア実施計画策定準備調査
等業務委託
２　取消し理由
　�　公募型プロポーザルにおける参加資格の要件に記載
漏れがあったため、川崎市契約規則第19条の規定に基
づき、公告を取消します。
　　　───────────────────
川崎市公告第225号
一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月４日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

競争入札に
付する事項

件　　名 あおぞら定期修理

履行場所 請負人工場

履行期間 令和４年３月31日

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「船舶・航空機」種目
　「船舶」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。　　
⑷　平成23年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。
　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。
　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。
⑸　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

入札日時等
電話番号��044－200－2091
令和４年２月28日11時00分　（砂子平沼ビル７階入札室）�

入札保証金 　　要

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」　を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第226号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月４日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮前横断歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町７番地先

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 市役所前モールほか植栽帯清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地先他３箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する　特定業務委託
契約（公契約）に該当します。
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そ の 他

　�特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第8条各号に掲げる事項を定める必要があります。
詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 さいわい歩道橋清掃委託

履行場所 川崎市幸区幸町２丁目585番地先

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　�特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 新川崎・鹿島田駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。
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契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎駅西口（２・４・６・７・８号デッキ）清掃委託

履行場所 川崎市幸区大宮町９番地先他４箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。
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（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 武蔵中原駅周辺道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市中原区上小田中４丁目２番地先他１箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 向河原駅周辺道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市中原区下沼部1753番地先他１箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 新百合ヶ丘駅道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生１丁目21番地先他１箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 はるひ野駅・若葉台駅道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区はるひ野５丁目８番地先他１箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。
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契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件10）

競争入札に
付する事項

件　　名 鹿島田駅施設（ペデストリアンデッキ）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件11）

競争入札に
付する事項

件　　名 武蔵小杉駅ＪＲ東急連絡通路等建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目地内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格
⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件12）

競争入札に
付する事項

件　　名 登戸駅南北自由通路等建物清掃委託

履行場所 川崎市多摩区登戸3435番地先ほか２箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。
⑹　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
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そ の 他
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件13）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その１）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月９日　10時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件14）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その２）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
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参 加 資 格
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　10時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件15）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その３）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月11日　14時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件16）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その４）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り
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参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月14日　10時00分��（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件17）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その５）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－989－

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件18）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その６）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月９日　16時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件19）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その７）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
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参 加 資 格

⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月14日　14時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件20）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その８）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　16時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－991－

（案件21）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その９）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月９日　14時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る��予算の議決を
要します。

（案件22）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その10）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－992－

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月11日　10時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件23）

競争入札に
付する事項

件　　名 土地境界確定等測量委託（その11）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内｣ で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種「測量」種目「測量一般」で登録されて
いる者。
⑹�　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測
量士補でも可）確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことがで
きる。ただし、同一公告日の土地境界査定測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任
することはできない。
　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な
雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097�

入札日時等 令和４年３月11日16時00分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件24）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎駅中央通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格
⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件25）

競争入札に
付する事項

件　　名 新川崎駅施設（鹿島田跨線歩道橋）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。
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（案件26）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎駅北口通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件27）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎駅西口施設（１・３号デッキ等）建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区大宮町２番地先他

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件28）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度�南武線津田山駅自由通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市高津区下作延６丁目地先他

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件29）

競争入札に
付する事項

件　　名 武蔵溝ノ口駅南北自由通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目１番地先

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登
録されている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）
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入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第8条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件30）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期間 令和４年４月１日から令和４年９月30日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第8条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件31）

競争入札に
付する事項

件　　名 幸区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市幸区大宮町地内他４箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格
⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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参 加 資 格

⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第8条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件32）

競争入札に
付する事項

件　　名 武蔵小杉駅周辺道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市中原区小杉町１丁目492番地先他１箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
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そ の 他
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件33）

競争入札に
付する事項

件　　名 新川崎交通広場道路維持（清掃）委託

履行場所 川崎市幸区新川崎４番地先

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件34）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区駅前本町８番地先他

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
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そ の 他

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件35）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎駅東口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区駅前本町12番地先他

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入
札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第227号
　令和４年度　事業承継・事業継続力強化支援事業に係
る業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施に
ついて、次のとおり公告します。
　　令和４年２月４日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度　事業承継・事業継続力強

化支援事業実施業務
　⑵　業務事項
　　ア　広報物作成及び周知活動
　　イ　�事業承継・事業継続力強化支援に関する導入セ

ミナー
　　ウ　専門家派遣
　　エ　後継者育成講座
　　オ　ＢＣＰ策定講座
　　カ　コーディネーターの設置
　⑶　委託期間　令和４年４月１日～令和５年３月31日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴�　事業承継・事業継続力強化支援に関して専門的知
見を持つ人材を有する者

　⑵　法人格を有する者
　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
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おいて「99　その他業務」「99　その他」へ登載さ
れている者。ただし、契約締結までに登載が見込ま
れる場合はこの限りではない。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者

　⑸�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でない者

　⑹�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者

　⑺�　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税
及び地方消費税を滞納していない者

　⑻�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者

　⑼�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　事業目的の理解度
　⑵　企画提案の内容（重点項目）
　⑶　専門的知識・能力・ネットワーク（重点項目）
　⑷　事業実績
　⑸　本市の現状についての理解度
　⑹　事業実施体制
　⑺　事業費
４　担当部局
　　川崎市経済労働局産業振興部工業振興課工業振興係
　　〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11- ２
　　川崎フロンティアビル10階
　　電　話（直通）：044-200-2326　FAX：044-200-3920　
　　メールアドレス：28kogyo@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　令和４年２月４日㈮～２月14日㈪
　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　⑵　配布場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年２月４日㈮～２月14日㈪
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　�持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）
７　企画提案書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年３月１日㈫～３月７日㈪（必

着）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書（７部）、見積書（７部）、

業務実施体制・主な事業実績（７部）、
誓約書（１部）、会社概要（７部）

　⑷　提出方法　�持参又は郵送（書留郵便等の配達記録
が残る方法に限る。）

８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する。
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　18,320,000円（消費税及び地方
消費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を
要します。

　　イ�　審査結果の発表は３月中旬を予定しています。
　　ウ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。
　　　───────────────────
川崎市公告第228号
　　　（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業に
　　　係る条例環境影響評価方法書について
　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条
例第48号）第10条の規定に基づく条例環境影響評価方法
書の提出がありましたので、同条例第11規定の基づき、
その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規則
（平成12年川崎市規則第106号）第11条で定める事項につ
いて次のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　条例環境影響評価方法書について
１　指定開発行為者
　　所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号
　　名　称：登戸駅前地区市街地再開発準備組合
　　代表者：理事長　井出　正文
２　指定開発行為の名称及び種類
　⑴　名称
　　　（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業
　⑵　種類
　　　高層建築物の新設（第１種行為）
　　　住宅団地の新設（第３種行為）
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　　　大規模建築物の新設（第２種行為）
３　指定開発行為を実施する区域
　　川崎市多摩区登戸90、93、94街区の一部
　　（川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業区域内）
４　指定開発行為の目的及び内容
　⑴　目的
　　　共同住宅及び商業施設の新設
　⑵　内容
　　　計画地面積　約5,950㎡
　　　�建築物の高さ　約136ｍ（塔屋等を含む最高高さ

146ｍ）
　　　延べ面積　約61,000㎡（うち、住宅　約41,300㎡）
５　指定開発行為の施行期間
　　�令和６年11月（着手予定）～令和10年１月（完了予
定）

６　条例環境影響評価方法書の要旨
　　第１章　指定開発行為の概要
　　第２章　�計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性
　　第３章　環境影響評価項目の選定等
　　第４章　環境影響評価の調査、予測及び評価の手法
　　第５章　関係地域の範囲
　　第６章　その他
７�　条例環境影響評価方法書の写しの縦覧の期間、場所
及び時間
　⑴　期間
　　　令和４年２月７日㈪から令和４年３月23日㈬まで
　　　土曜日、日曜日及び祝日は除く。
　⑵　場所
　　　多摩区役所（総合庁舎10階総務課）
　　　�環境局環境対策部環境評価課（市役所第３庁舎15

階）
　⑶　時間
　　　午前８時30分から午後５時まで
　　　───────────────────
川崎市公告第229号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の
規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　
　　　　　　　　　　　　　　　の一部ほか３筆

2,997平方メートル
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　

３　予定建築物の用途
　　一戸建ての住宅
　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数：15戸
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和３年１月８日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第96号
　　令和３年９月24日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第61号（変更）
　　令和３年12月28日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第88号（変更）
　　　───────────────────
川崎市公告第230号
　令和４年度働き方改革・生産性向上支援コーディネー
ト業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施に
ついて、次のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型企画提案に関する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度働き方改革・生産性向上支

援コーディネート業務委託
　⑵　業務事項　
　　ア　コーディネーターの配置による支援
　　イ　専門家派遣による支援体制の構築による支援
　　ウ　制度周知用リーフレットの作成
　　エ　その他の関連業務の実施にあたってのサポート
　⑶　委託期間　契約締結日～令和５年３月31日
２　提案書の提出者の資格
　⑴　次の条件をすべて満たしていること。
　　ア�　本事業に類似する業務に関するノウハウと官公

庁における実績がある者
　　イ　法人格を有する者
　　ウ�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく

更正手続開始の申立がなされていない者又は民事
再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手
続開始の申立がなされていない者

　　エ�　NPO法人においては、特定非営利活動促進法
第２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活
動）に該当する活動を行う者、その他の法人にお
いては定款等により同様の事業目的が確認できる
者

　　オ�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止
期間中でない者

　　カ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ
る指名停止期間中でないこと

　　キ�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿
において、業種「99　その他業務」種目「99　そ
の他」に登録がある者
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　　ク�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税
及び地方消費税を滞納していない者

　　ケ�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第
５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営
支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有する
ことのない者

　　コ�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条
例第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反
しない者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　事業実施体制
　⑶　提案内容の工夫
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局労働雇用部
　　〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２
　　川崎フロンティアビル６階
　　電　話（直通）　044－200－1732
　　ＦＡＸ　044－200－3598　
　　メールアドレス：28roudou@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配布期間　令和４年２月７日㈪～２月18日㈮
　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　⑵　配布場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年２月18日㈮午前中必着
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　�事前連絡の上、郵送（書留郵便等の配

達記録が残る場合に限る。）又は電子
メール

７　企画提案書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年３月15日㈫午前中必着
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書、提案者概要（企業パンフ

レット等）、業務実施体制、類似業務
の実績、所要経費・概算見積書　各８
部

　⑷　提出方法　�事前連絡の上、原則として郵送（書留
郵便等の配達記録が残る場合に限る。）

８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する。
10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　18,000,000円（消費税及び地方
消費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア�　選考結果の通知の発送は令和４年３月25日㈮を

予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案の公募

要領を御参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における本調達に係る予算の議決を要
します。

　　　───────────────────
川崎市公告第231号
　令和４年度働き方改革・生産性向上推進事業業務委託
の業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次
のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型企画提案に関する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度働き方改革・生産性向上推

進事業業務委託
　⑵　業務事項　
　　ア�　働き方改革・生産性向上に資するセミナー・相

談会の開催事業
　　イ�　働き方改革・生産性向上企画提案型モデル創出

事業
　　ウ�　働き方改革・生産性向上に関する普及啓発事業
　⑶　委託期間　契約締結日～令和５年３月31日
２　提案書の提出者の資格
　⑴　次の条件をすべて満たしていること。
　　ア�　本業務に類似する業務に関するノウハウと官公

庁における実績がある者
　　イ　法人格を有する者
　　ウ�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく

更正手続開始の申立がなされていない者又は民事
再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手
続開始の申立がなされていない者

　　エ�　NPO法人においては、特定非営利活動促進法
第２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活
動）に該当する活動を行う者、その他の法人にお
いては定款等により同様の事業目的が確認できる
者
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　　オ�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止
期間中でない者

　　カ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ
る指名停止期間中でないこと

　　キ�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿
において、業種「99　その他業務」種目「99　そ
の他」に登録がある者

　　ク�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税
及び地方消費税を滞納していない者

　　ケ�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第
５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営
支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有する
ことのない者

　　コ�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条
例第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反
しない者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　事業実施体制
　⑶　提案内容の工夫
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局労働雇用部
　　〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２
　　川崎フロンティアビル６階
　　電　話（直通）　044－200－1732
　　ＦＡＸ　044－200－3598　
　　メールアドレス：28roudou@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配布期間　令和４年２月７日㈪～２月18日㈮
　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　⑵　配布場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年２月18日㈮午前中必着
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　�事前連絡の上、郵送（書留郵便等の配

達記録が残る場合に限る。）又は電子
メール

７　企画提案書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年３月15日㈫午前中必着
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書、提案者概要（企業パンフ

レット等）、業務実施体制、類似業務
の実績、所要経費・概算見積書　各８
部

　⑷　提出方法　�事前連絡の上、原則として郵送（書留

郵便等の配達記録が残る場合に限る。）
８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する。
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４と同じ
11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　13,200,000円（消費税及び地方
消費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア�　選考結果の通知の発送は令和４年３月25日㈮を

予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案の公募

要領を御参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における本調達に係る予算の議決を要
します。

　　　───────────────────
川崎市公告第232号
　　　道路位置の廃止について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の
規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
築造主
住所・氏名

川崎市宮前区菅生一丁目８番33号
渡部　節子

道路位置の
地名・地番

川崎市宮前区菅生一丁目1543番７及び同
番８の各一部

別図省略

幅　員
4.00メートル

延　長
33.50メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第608号
廃止
年月日

令和４年
２月７日

　　　───────────────────
川崎市公告第233号
　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が
なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す
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る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　小田栄ショッピングプラザ
　　川崎市川崎区小田栄二丁目３番52号
２�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　三井住友信託銀行株式会社
　　代表取締役　大山　一也
　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
３　変更した事項
　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名
称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
（変更前）

氏名又は名称 代表者 住所

①
株式会社
イトーヨーカ堂

代表取締役
亀井　淳

東京都千代田区二番町
８―８

②
株式会社
ハニーズ

代表取締役
江尻　義久

福島県いわき市鹿島町
走熊字七本松27－１

③
株式会社
キャンドゥ

代表取締役
城戸　博司

東京都北区浮間
３－３－２

④
株式会社
スタジオアリス

代表取締役
木村　昌次

大阪府大阪市北区
一丁目８番17号

他計11者
（変更後）

氏名又は名称 代表者 住所

①
株式会社
イトーヨーカ堂

代表取締役
三枝　富博

東京都千代田区二番町
８―８

②
株式会社
ハニーズホール
ディングス

代表取締役
江尻　英介

福島県いわき市鹿島町
走熊字七本松27－１

③
株式会社
キャンドゥ

代表取締役
城戸　一弥

東京都新宿区北新宿
二丁目21番１号

④
株式会社
スタジオアリス

代表取締役
牧野　俊介

大阪府大阪市北区
一丁目８番17号

他計16者
４　変更の年月日
　①平成29年５月18日
　②令和３年８月24日　他
　③平成30年３月22日　他
　④平成30年10月10日
５　変更する理由
　�　大規模小売店舗において小売業を行う者の変更によ
るもの
６　届出の年月日
　　令和４年２月３日
７　届出及び添付書類の縦覧場所

　�　経済労働局産業振興部商業振興課（川崎フロンティ
アビル10階）
８　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯
　�　令和４年２月８日から令和４年６月８日の午前８時
30分から午後５時まで。
　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。
９�　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店
舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた
めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該
公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出
によりこれを述べることができます。
10　意見書の提出期限及び提出先
　　令和４年６月８日
　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
　　　───────────────────
川崎市公告第234号
　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第２項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が
なされたので、同条第３項が準用する同法第５条第３項
の規定により次のとおり公告します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　小田栄ショッピングプラザ
　　川崎市川崎区小田栄二丁目３番52号
２�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　三井住友信託銀行株式会社
　　代表取締役　大山　一也
　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
３　変更しようとする事項
　⑴　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　　ア　駐車場の位置及び収容台数
（変更前）

駐車場の位置 収容台数
平面駐車場（No.1） 213台
平面駐車場（No.2） 289台
立体駐車場（４F） 297台
立体駐車場（５F） 237台
立体駐車場（RF） 267台

合計 1303台
　（変更後）

駐車場の位置 収容台数
平面駐車場（No.1） 135台
立体駐車場（４F） 297台
立体駐車場（５F） 237台
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合計 669台
４　変更する年月日
　　令和４年10月４日
５　届出の年月日
　　令和４年２月３日
６　届出及び添付書類の縦覧場所
　�　経済労働局産業振興部商業振興課（川崎フロンティ
アビル10階）及び川崎区役所
７　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯
　�　令和４年２月８日から令和４年６月８日までの午前
８時30分から午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日
及び休日を除く。
８�　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店
舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた
めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該
公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出
により、これを述べることができます。
９　意見書の提出期限及び提出先
　　令和４年６月８日
　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
　　　───────────────────
川崎市公告第235号
　　　大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が
なされたので、同法第６条第３項の規定において準用す
る同法第５条第３項の規定により次のとおり公告します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　日土地山口台ビル
　　川崎市麻生区上麻生四丁目３番２
２�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　みずほ信託銀行株式会社
　　代表取締役　梅田　圭
　　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
３　変更した事項
　�　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名及び住
所
　　（変更前）代表取締役　飯盛　徹夫
　　　　　　 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
　　（変更後）代表取締役　梅田　圭
　　　　　　 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
４　変更の年月日
　　代表者氏名　令和２年４月１日
　　住所　　　　令和３年11月22日

５　変更する理由
　�　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名及び住
所の変更によるもの。
６　届出の年月日
　　令和４年２月４日
７　届出及び添付書類の縦覧場所
　�　経済労働局産業振興部商業振興課（川崎フロンティ
アビル10階）
８　届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯
　�　令和４年２月８日から令和４年６月８日の午前８時
30分から午後５時まで。
　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。
９�　法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店
舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のた
めに配慮すべき事項について意見を有する者は、当該
公告の日から４月以内に、川崎市に対し意見書の提出
によりこれを述べることができます。
10　意見書の提出期限及び提出先
　　令和４年６月８日
　　川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
　　　───────────────────
川崎市公告第236号
　川崎都市計画緑地の変更案について、都市計画法（昭
和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同
法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、この
案を公衆の縦覧に供します。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　川崎都市計画緑地の変更（１号生田緑地の変更）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　多摩区　長尾２丁目地内
３　縦覧場所
　　�川崎市まちづくり局都市計画課（川崎区宮本町６番
地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　�多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775
－１）

　　�宮前区役所１階市政資料コーナー（宮前区宮前平２
－20－５）

　　�多摩区役所生田出張所（多摩区生田７－16－１）
　　�宮前区役所向丘出張所（宮前区平１－１－10）
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　　�川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１）
　　�川崎市立宮前図書館（宮前区宮前平２－20－４）
４　縦覧期間
　　令和４年２月８日㈫から令和４年２月22日㈫まで
　　　───────────────────
川崎市公告第237号
　川崎都市計画用途地域の変更案について、都市計画法
（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する
同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、こ
の案を公衆の縦覧に供します。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　　川崎都市計画用途地域の変更（生田緑地の変更）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　多摩区　長尾１丁目、
　　　長尾２丁目及び長尾３丁目地内
３　縦覧場所
　　�川崎市まちづくり局都市計画課（川崎区宮本町６番
地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　�多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775
－１）

　　�宮前区役所１階市政資料コーナー（宮前区宮前平２
－20－５）

　　多摩区役所生田出張所（多摩区生田７－16－１）
　　宮前区役所向丘出張所（宮前区平１－１－10）
　　川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１）
　　川崎市立宮前図書館（宮前区宮前平２－20－４）
４　縦覧期間
　　令和４年２月８日㈫から令和４年２月22日㈫まで
　　　───────────────────
川崎市公告第238号
　川崎都市計画高度地区の変更案について、都市計画法
（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する
同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、こ
の案を公衆の縦覧に供します。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画高度地区の変更（生田緑地の変更）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　多摩区　長尾１丁目、
　　　長尾２丁目及び長尾３丁目地内
３　縦覧場所
　　�川崎市まちづくり局都市計画課（川崎区宮本町６番
地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　�多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775
－１）

　　�宮前区役所１階市政資料コーナー（宮前区宮前平２
－20－５）

　　多摩区役所生田出張所（多摩区生田７－16－１）
　　宮前区役所向丘出張所（宮前区平１－１－10）
　　川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１）
　　川崎市立宮前図書館（宮前区宮前平２－20－４）
４　縦覧期間
　　令和４年２月８日㈫から令和４年２月22日㈫まで
　　　───────────────────
川崎市公告第239号
　川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更案につい
て、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項
において準用する同法第17条第１項の規定により、次の
とおり公告し、この案を公衆の縦覧に供します。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　�　川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更（生田
緑地の変更）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　多摩区　長尾２丁目地内
　　　宮前区　五所塚１丁目地内
３　縦覧場所
　　�川崎市まちづくり局都市計画課（川崎区宮本町６番
地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　�多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775
－１）
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　　�宮前区役所１階市政資料コーナー（宮前区宮前平２
－20－５）

　　多摩区役所生田出張所（多摩区生田７－16－１）
　　宮前区役所向丘出張所（宮前区平１－１－10）
　　川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１）
　　川崎市立宮前図書館（宮前区宮前平２－20－４）
４　縦覧期間
　　令和４年２月８日㈫から令和４年２月22日㈫まで
　　　───────────────────
川崎市公告第240号
　川崎都市計画地区計画の決定案について、都市計画法
（昭和43年法律第100号）第17条第１項の規定により、次
のとおり公告し、この案を公衆の縦覧に供します。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　�　川崎都市計画地区計画の決定（長尾２丁目地区地区
計画）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　川崎市　多摩区　長尾２丁目地内
　⑵　削除する部分
　　　なし

　⑶　変更する部分
　　　なし
３　縦覧場所
　　�川崎市まちづくり局都市計画課（川崎区宮本町６番
地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　�多摩区役所10階市政資料コーナー（多摩区登戸1775
－１）

　　�宮前区役所１階市政資料コーナー（宮前区宮前平２
－20－５）

　　多摩区役所生田出張所（多摩区生田７－16－１）
　　宮前区役所向丘出張所（宮前区平１－１－10）
　　川崎市立多摩図書館（多摩区登戸1775－１）
　　川崎市立宮前図書館（宮前区宮前平２－20－４）
４　縦覧期間
　　令和４年２月８日㈫から令和４年２月22日㈫まで
　　　───────────────────
川崎市公告第241号
　次の物件は、港湾施設の使用及び管理の妨げとなって
いるので、当該物件の所有者又は使用者は、令和４年２
月24日までに当該物件を撤去するように、川崎市港湾施
設条例（昭和22年条例第33号）第９条に基づき命じます。
その日までに撤去されない場合は、市長又はその命じた
者若しくは委任した者が撤去します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

種類 登録番号 場所
軽自動車
ダイハツ　タント　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
ホンダ　バモス　黒

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
ニッサン　クリッパー　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

普通自動車
ミツビシ　デリカ　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
スズキ　パレット　茶

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

普通自動車
マツダ　デミオ　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
ミツビシ　ミニキャブ　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
ニッサン　クリッパー　青

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
ダイハツ　タント　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
ダイハツ　ハイジェット　白

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番
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軽自動車
ダイハツ　ムーブ　黒

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

軽自動車
スバル　サンバー　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

普通自動車
ニッサン　グロリアセダン　シルバー

登録番号　不明
車台番号　不明

川崎市川崎区東扇島91番

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第242号
　川崎市多摩区生田八丁目の一部について、国土調査法
（昭和26年法律第180号）による地籍調査を行い、地籍調
査作業規程準則（昭和32年10月24日総理府令第71号）第
30条第４項の規定に基づき筆界案を作成したので、次の
とおり公告する。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　土地の所在・地番
　　　川崎市多摩区生田八丁目3497番29
　　　同　　　　　　　　　　3501番１
　　　同　　　　　　　　　　3502番11
２　筆界案を確認することができる場所
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワー・リバーク14階
　　　建設緑政局道路管理部管理課地籍担当
３　筆界案を確認することができる者

　　　�当該土地の所有者、その他の利害関係人及びこれ
らの代理人

４　筆界案の作成者
　　　川崎市
５　公告期間
　�　　令和４年２月９日㈬～令和４年３月１日㈫
　　　�筆界案の確認は期間中８時30分から17時15分まで

行うこととする。（土曜日、日曜日及び国民の祝
日を除く。）

　�　　公告の日から20日間意見を申し出ることができる。
　　　�公告の日から20日間を経過しても申出がないとき

は、準則第30条第４項の規定に基づき調査を行う。
　　　───────────────────
川崎市公告第243号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 総合福祉センター天井改修電気その他設備工事

履行場所 川崎市中原区上小田中６丁目22番５号

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
　⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
　⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ｂ」で登録されている
こと。

　⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
業者であること。

　⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
　⑻　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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　　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特
定建設業の許可を要しません。

　⑼　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　
　　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
　　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未
満となった場合は専任を要しません。

　　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ
れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月９日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 多摩区総合庁舎空気調和その他設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区登戸1775番地１

履行期間 契約の日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラン
ク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼�　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
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参 加 資 格

⑽　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 北部市場管理棟ほか２棟空気調和その他設備改修工事

履行場所 川崎市宮前区水沢１丁目１番１号

履行期間 契約の日から令和４年12月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ラン
ク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
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⑽　監理技術者資格者証（業種「管」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮崎小学校外壁塗装改修その他その１工事

履行場所 川崎市宮前区馬絹１丁目30番９号

履行期間 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
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参 加 資 格

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑽�　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメ
ーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 三田小学校外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区三田３丁目６番地４

履行期間 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されているこ
と。
⑹�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ
る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」
に登録があること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑾　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメ
ーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 中原小学校外壁塗装改修その他その２工事

履行場所 川崎市中原区小杉御殿町１丁目950番地

履行期間 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　塗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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参 加 資 格

　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「塗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑽�　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメ
ーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生区役所天井改修その他工事

履行場所 川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号

履行期間 契約の日から令和５年２月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」で
登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生市民館・図書館トイレ改修その他工事（第２期）

履行場所 川崎市麻生区万福寺１丁目５番２号

履行期間 契約の日から令和４年11月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」で
登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（「11　注意事項」において、別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎看護専門学校改修その他工事

履行場所 川崎市高津区久本１丁目４番１号

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」で
登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件10）

競争入札に
付する事項

件　　名 水路維持（麻生）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。
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契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件11）

競争入札に
付する事項

件　　名 市道南生田146号線道路補修（切削・打換）工事

履行場所 川崎市多摩区南生田４丁目１番地先他１箇所

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件12）

競争入札に
付する事項

件　　名 河川維持（多摩）工事

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで
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参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件13）

競争入札に
付する事項

件　　名 都市基盤河川維持（宮前）工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｃ」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格 ⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件14）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮前区内平瀬川防護柵補修工事

履行場所 川崎市宮前区初山２丁目２番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「とび・土工」）を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は
専任を要しません。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年６月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。
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（案件15）

競争入札に
付する事項

件　　名 かわさき多摩川ふれあいロード延伸整備工事

履行場所 川崎市幸区小向地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 �川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年６月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件16）

競争入札に
付する事項

件　　名 市道菅生433号線道路改良工事

履行場所 川崎市宮前区潮見台３番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されているこ
と。
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⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年７月29日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件17）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎区内道路補修（緊急22－１）工事

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和４年11月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　川崎市川崎区内に本社を有すること。
⑹　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。
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⑺�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ
る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」
に登録があること。
⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑼　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑽　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑾　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件18）

競争入札に
付する事項

件　　名 中原区内主要地方道丸子中山茅ヶ崎（丸子橋）交差点改良工事

履行場所 川崎市中原区丸子通２丁目458番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ｂ」で登録されているこ
と。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年９月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件19）

競争入札に
付する事項

件　　名 片平緑の保全地域斜面安定整備工事

履行場所 川崎市麻生区片平２丁目456－１ほか

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。
⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年６月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件20）

競争入札に
付する事項

件　　名 黒塚跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市川崎区鋼管通４丁目15番地先

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
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参 加 資 格

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム
による申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は
専任を要しません。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年２月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　本工事は、工期を変更（令和４年６月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第244号
　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し
ます
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　業務名
　�　全国都市緑化かわさきフェア実施計画策定準備調査
等業務委託
２　履行期間
　　契約締結日から令和５年３月31日まで
３　履行場所
　　川崎市内
４　業務概要
　⑴　業務目的
　　�　全国都市緑化フェアは、緑化意識の高揚、都市緑
化に関する知識の普及等を図ることにより、国、地
方公共団体及び民間の協力による都市緑化を全国的
に推進し、緑豊かなうるおいのある都市づくりに寄
与することを目的として、昭和58（1983）年から、
年１回開催されている。

　　�　本市では、市制100周年の節目を迎える令和６
（2024）年度の全国都市緑化かわさきフェア（以下「フ

ェア」という。）の開催を契機として、みどりの持
つ多様なポテンシャルを活かして、市民、企業、地
域団体等の多様な主体との協働・共創により、都市
の中のみどりの価値を創出するとともに、次の100
年に向けて、市民一人ひとりが暮らしの中で、みど
りと関わりながら、みどりに触れ、親しむことを通
して、川崎の新たなみどりの文化を醸成し、誰もが
暮らしやすく住み続けたいまちの実現を目指して、
シティプロモーションや市制100周年記念事業と一
体的に取組を進めているところである。

　　�　本業務は、こうした取組を踏まえて、全国都市緑
化フェアの事業趣旨及び令和２年度に策定した「全
国都市緑化かわさきフェア基本構想」（以下「基本
構想」という。）、令和３年度に策定した「全国都市
緑化かわさきフェア基本計画骨子」（以下「基本計
画骨子」という。）に基づき、令和６年度の全国都
市緑化かわさきフェアの開催に向けて、来年度設立
予定の（仮称）全国都市緑化かわさきフェア実行委
員会において作成する、各会場の基本設計及び各種
事業の実施計画の作成に必要となる諸条件等の調
査・分析・整理・とりまとめを目的とする。

　⑵　業務内容
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　　ア　計画内容の検討及び設定
　　イ　事業方針の設定
　　ウ　事業効果等の検証方法、評価基準の設定
　　エ�　コア会場の諸条件等の調査・分析・整理・とり

まとめ
　　オ�　協賛・連携会場の諸条件等の調査・分析・整理・

とりまとめ
　　カ　協働推進計画
　　キ　出展展示計画
　　ク　行催事計画
　　ケ　会場運営管理計画
　　コ　広報宣伝計画
　　サ　植物調達計画
　　シ　交通輸送計画
　　ス　飲食・物販計画
　　セ　事業推進計画
　　ソ　各種事業計画のとりまとめ
　⑶　提案上限額（参考）
　　�　提案額は、次の金額を上限とする。
　　�　40,000,000円（消費税額及び地方消費税額を含
む。）

５　参加資格
　�　プロポーザルに参加することができる者は、単独の
法人又は任意に結成された２者以上の共同企業体によ
るものとし、次に掲げる要件を備えた者とする。ただ
し、単独の法人として参加する場合は、別に参加する
共同企業体の構成員となることはできない。また、共
同企業体として参加する場合においても、共同企業体
の構成員が別の共同企業体の構成員となることはでき
ない。なお、プロポーザル参加意向申出書の提出以降
は、共同企業体の構成員の変更は原則として認めない。
【単独の法人が満たすべき要件】
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中又は川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱
による指名停止期間中の者でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建設コンサルタント」で搭載されていること。
ただし、川崎市業務委託有資格業者に未登録の場合、
契約締結日までに業者登録を行うこと。

　⑶　法人であること。
　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規
定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない
こと又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21
条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされて
いないこと。

　⑸�　全国都市緑化フェアに関する各種計画の策定や緑
化フェアの運営に係る業務実績もしくはこれに類す
る行政計画策定等の業務実績を有すること。

【共同企業体のすべての構成員が満たすべき要件】
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
登録されていること。ただし、川崎市業務委託有資
格業者に未登録の場合、契約締結日までに業者登録
を行うこと。

　⑵　【単独の法人が満たすべき要件】⑴及び⑶、⑷
【共同企業体の構成員のうち代表者が満たすべき要件】
　⑴　【単独の法人が満たすべき要件】⑵及び⑸
６　担当部局
　　川崎市建設緑政局緑政部緑化フェア推進担当
　　〒210-0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　川崎駅前タワーリバークビル17階
　　電話　044-200-1736　ＦＡＸ　044-200-3973
　　電子メール　53grfair@city.kawasaki.jp
７　参加意向申出書等の提出期限、場所及び方法等
　�　令和４年２月９日㈬から本要領を川崎市ホームペー
ジ上で公表し、同時に窓口での配布を開始する。プロ
ポーザル参加申込み方法は以下のとおりとする。
　⑴　提出期間
　　�　令和４年２月９日㈬から令和４年２月21日㈪まで
　⑵　提出場所
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑶　参加資格審査書類
　　�　参加を希望する場合、次の書類を１部ずつ提出す
ること。

　　ア　プロポーザル参加意向申出書
　　イ　会社概要書
　　ウ　同種業務実績調書
　　エ　同種業務の実績を証する契約書の写し等
　　オ　委任状　※共同企業体による参加の場合に提出
　　カ�　共同企業体協定書　※共同企業体による参加の

場合に提出
　　キ�　共同企業体編成表　※共同企業体による参加の

場合に提出
　⑷　提出方法　次のいずれかの方法にて提出
　　　持参の場合　受付：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　�ただし、閉庁日（土曜日、日

曜日及び休日）を除く。
　　　郵送の場合　令和４年２月21日㈪までに必着
　　　　　　　　　�ただし、書留郵便等の配達記録が残

る場合に限る。
　⑸　参加資格の審査結果の通知
　　�　令和４年２月24日㈭までに、参加申出者に対し電
子メールにより通知する。

８　質問
　�　仕様書等に関する質問及び回答方法については次の
とおりとする。
　⑴　質問方法
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　　　質問書を用いて、電子メールにて提出すること。
　⑵　質問先
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑶　質問期間
　　�　令和４年２月24日㈭から令和４年３月２日㈬まで
　⑷　回答
　　�　令和４年３月４日㈮までに電子メールにより回答
する。なお、回答は参加申出者全てに対して質問者
を明らかにしない形で送付する。

９　提案書等の提出期間、場所及び方法等
　�　参加資格の審査の結果、参加資格を有するとされた
者は、提案書等を、必要部数揃えて提出すること。
　⑴　提出期間
　　�　令和４年３月７日㈪から令和４年３月16日㈬まで
　⑵　提出先
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑶　提出方法　次のいずれかの方法にて提出
　　　持参の場合　受付：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　�ただし、閉庁日（土曜日、日

曜日及び休日）を除く。
　　　郵送の場合　令和４年３月16日㈬までに必着
　　　　　　　　　�ただし、書留郵便等の配達記録が残

る場合に限る。
　⑷　提出書類
　　　企画提案書　正本１部　副本10部
10　審査
　⑴　審査方法
　　�　審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、全国
都市緑化かわさきフェア基本計画策定支援業務委託
プロポーザル評価選考委員会（以下「評価選考委員
会」という。）を設置し、書類及びプレゼンテーシ
ョンによる審査を行う。

　⑵　審査日時及び場所等
　　ア　審査日時
　　　�　令和４年３月23日㈬～ 25日㈮のうちいずれか

１日を予定
　　　�　（具体的な日時については、別途、参加者に通

知する。）
　　イ　審査場所
　　　�　未定（具体的な場所については、別途、参加者

に通知する。）
　　ウ　審査環境
　　　�　プレゼンテーション等に必要な機材のうち、ス

クリーン、プロジェクタ以外は、全て提案者が用
意すること。

　　エ　審査体制
　　　�　プレゼンテーションは、本業務に配置する管理

技術者が行うこと。なお、会場に入室できる人数

は５人までとする。
　⑶　審査基準
　　�　参加者から提出された提案書等に基づき、次の基
準により審査する。

　　ア　事業目的の理解度
　　イ　実施体制
　　　ア　実施体制
　　　イ　類似業務の実績
　　　ウ　実施能力
　　ウ　企画提案
　　　ア　策定までの流れ
　　　イ　現状把握
　　　ウ　各種計画
　　　エ　作成するイメージパースなどのデザイン性
　　　オ　独自視点及び創意工夫
　　　カ　業務に対する費用の妥当性
　　　キ　資料作成
　　エ　プレゼンテーション
　　　ア　説明能力
　　　イ　質疑応答
　　　ウ　担当者の能力
　　　エ　意欲
　　　オ　その他
　⑷　受注候補者の特定
　　ア�　評価選考委員会での審査の結果、最高得点の提

案書等を提出した者を受注候補者として特定する。
ただし、評価点が６割に達していないと判断され
た場合においては、この限りではない。

　　イ�　最高得点者が複数いる場合は、評価選考委員会
で協議の上、受託候補者を特定する。

　　ウ�　最高得点者が辞退その他の理由で契約交渉がで
きない場合は、次点の者を受注候補者とする。

　⑸　審査結果の通知
　　�　受注候補者を特定した後は、結果通知書により、
令和４年３月29日㈫までに提案者全員に対してその
結果を通知する。

　⑹　審査結果の公表
　　�　審査の結果、特定した受注候補者と契約を締結し
た後、速やかに提案者名、各提案者の審査結果（順
位、点数を含む。）を川崎市ホームページにおいて
公表する。

11　参加の辞退
　�　本件の参加申込み後、参加を辞退する場合は速やか
に担当部署に電話連絡の上、辞退届を郵送又は持参に
より提出すること。
12　プロポーザル参加資格の喪失
　�　次に掲げるいずれかの場合に該当する場合は本件の
参加を無効とする。
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　⑴　「５　参加資格」の条件を満たさなくなった場合
　⑵　提出書類が期限に間に合わなかった場合
　⑶　提出書類に不備があった場合
　⑷　提出書類に虚偽の記載があった場合
　⑸　見積書が提案上限額を超過した場合
　⑹　談合その他不正行為があった場合
13　その他
　⑴�　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の
負担とする。

　⑵　提出書類の追加・変更は原則として認められない。
　⑶�　提案者から提出された書類等については、理由の
如何に関わらず返却しない。

　⑷�　提出書類及び契約手続きにおいて使用する言語及
び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

　⑸�　契約書作成の要否
　　　市指定の契約書により、必要とする。
　⑹　契約保証金
　　�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
33条各号に該当する場合は免除となるが、それ以外
の場合は契約金額の10パーセントを納付する必要が
ある。

　⑺　その他詳細について
　　�　詳細については、「全国都市緑化かわさきフェア
実施計画策定準備調査等業務委託プロポーザル実施
要領」を参照すること。

　⑻�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第245号
　　　（仮称）京急川崎駅西口地区開発計画に係
　　　る条例方法審査書について
　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条
例第48号）第15条の規定に基づき、標記指定開発行為に
係る条例方法審査書を次のとおり公告します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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 1 

はじめに 

 

（仮称）京急川崎駅西口地区開発計画は、京浜急行電鉄株式会社が、川崎区駅

前本町 21番地ほかの約 1.3haの区域において、地区計画等を前提に、地上 23階

（塔屋１階、地下１階＋機械式駐車場）建ての業務、商業を主な用途とする建築

物の建設及び新設道路等の整備を行うものである。 

 指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、令和３年 10 

月６日に指定開発行為実施届及び条例環境影響評価方法書（以下「条例方法書」

という。）を提出した。 

市は、この提出を受けて条例方法書の公告、縦覧を行ったところ、市民等から

意見書の提出があった。 

この条例方法書について、令和３年 11 月 17 日に川崎市環境影響評価審議会

（以下「審議会」という。）に諮問し、令和４年２月２日に審議会から答申があ

ったことから、この答申を踏まえ、条例第 14 条に基づき、本条例方法審査書を

作成したものである。 
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１ 指定開発行為の概要 

(1) 指定開発行為者 

名 称：京浜急行電鉄株式会社 

代表者：取締役社長 原田 一之 

住 所：横浜市西区高島１丁目２番８号 

 

(2) 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：（仮称）京急川崎駅西口地区開発計画 

種 類：都市計画法第４条第 12項に規定する開発行為（第３種行為） 

高層建築物の新設（第１種行為） 

大規模建築物の新設（第２種行為） 

（川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第１の１の項、

３の項及び 15の項に該当） 

 

(3) 指定開発行為を実施する区域 

位  置：川崎区駅前本町 21番地ほか 

区域面積：約 13,000㎡（再開発計画実施予定区域:約 11,100㎡、 

関連事業予定区域:約 1,900㎡） 

用途地域：商業地域 
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(4) 計画の概要 

ア 目的 

業務、商業を主な用途とする建築物の建設及び新設道路等の整備 

 

イ 土地利用計画 

区 分 面 積 割 合 

再
開
発
計
画
実
施
予
定
区
域 

宅地（建築敷地） 約 7,600 ㎡ 約 58.5％ 

 
A-1 街区 

計画建築物 

 

約 4,600 ㎡ 

 

約 35.4％ 

緑化地・通路・車路等 約 2,700 ㎡ 約 20.8％ 

計 約 7,300 ㎡ 約 56.2％ 

A-2 街区 計画建築物、緑化地・通路・車路等 約 300 ㎡  約 2.3％ 

公共施設 約 3,500 ㎡ 約 26.9％ 

 新設道路等注）  約 3,500 ㎡  約 26.9％ 

計 約 11,100 ㎡ 約 85.4％ 

関
連
事
業
予
定
区
域 

宅地（建築敷地） 約  800 ㎡ 約  6.2％ 

 緑化地・通路等  約  800 ㎡   約 6.2％ 

公共施設 約 1,100 ㎡ 約  8.4％ 

 新設道路等注）  約 1,100 ㎡  約 8.4％ 

計 約 1,900 ㎡ 約 14.6％ 

    合 計 約 13,000 ㎡ 100.0％ 

注）新設道路等には道路付属物等が含まれている。また、新設道路は４車線未満である。 

※ 今後の関係機関との協議等により変更する可能性がある。 
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ウ 建築計画 

(ｱ) Ａ－１街区 

注）CFT造（Concrete Filled Steel Tube）：コンクリート充填鋼管構造 

※1 建ぺい率及び容積率は、四捨五入前の数値（面積）で計算している。 

※2 商業施設の延べ面積は、20,000㎡未満を計画している。 

※3 今後の関係機関との協議等により変更する可能性がある。 

 

(ｲ) Ａ－２街区 

Ａ－２街区の計画建築物の主な用途は、業務、駐車場等、延べ面積は 

約 2,000㎡、高さは約 45ｍを計画している。 

 

 

項 目 内 容 

宅地（建築敷地）面積 約 7,300 ㎡ 

建 築 面 積 約 4,600 ㎡ 

建 ぺ い 率 約 63％ 

延 べ 面 積 約 83,000 ㎡ 

容 積 対 象 延 べ 面 積 約 73,000 ㎡ 

容 積 率 約 1,000％ 

高 さ 約 119ｍ 

階 数 地上 23 階、塔屋１階、地下１階＋機械式駐車場 

構 造 
鉄骨造（一部 CFT 造注））、鉄筋コンクリート造、 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

主 な 用 途 業務、商業、駐車場等 

駐 車 場 台 数  約 170 台 

駐 輪 場 台 数  約 310 台 
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２ 審査結果及び内容 

(1) 全般的事項 

本指定開発行為は、業務、商業を主な用途とする建築物の建設及び新設道

路等を整備するものであり、条例環境影響評価準備書（以下「条例準備書」

という。）の作成に際しては、 条例方法書に記載した内容に加え、本審査結

果の内容を踏まえて、環境影響の調査、予測及び評価を行うこと。 

 

(2) 個別事項 

ア 大気質 

供用時の冷暖房施設等の設置に伴う大気質の予測及び評価に当たって

は、排出源と計画地近隣の建築物の高さ、配置等を踏まえ、高さ方向の予

測についても検討するとしているが、気象データの特徴等も考慮するこ

と。 
 

イ 緑（緑の質） 

       植栽基盤の適否、必要土壌量の予測及び評価に当たっては、植栽土壌の

現地調査結果等を踏まえ予測を行うとしているが、緑化計画や施工計画

等を考慮した上で、植栽基盤の整備方法を明らかにし、適切な予測を行う

こと。 

     

ウ 景観（圧迫感） 

圧迫感の変化の程度の予測及び評価に当たっては、計画地内に公共性

の高い空間が存在することから、対象事業の実施が圧迫感に影響を及ぼ

すと想定される予測地点として、計画地内を含めて、より計画建物に近接

した地点を再設定すること。 

 
エ 地域交通（交通安全、交通混雑） 

工事用車両及び施設関連車両の走行に伴う交通安全、交通混雑の予測

及び評価に当たっては、予測条件となる車両ルートの設定について、想定

される計画地周辺の道路整備状況や大型車の規制状況等を明らかにした

上で、適切なルートを設定するとともに、条例準備書において分かりやす
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く示すこと。 
また、交通混雑の予測及び評価にあたっては、最新の文献を用いるとと

もに、地点 No.3 交差点については、計画地周辺の道路整備に伴い交差点

へ流入する方向別の交通需要が変化することから、予測条件を適切に設

定すること。 

 
(3) 環境配慮項目に関する事項 

選定した各項目における環境配慮については、その積極的な取組が望ま

れることから、条例準備書において、具体的な措置の内容を明らかにするこ

と。 

 

ア 気候変動の影響への適応 

暑熱対策及び治水・水害対策については、計画地が駅前に立地しており、

不特定多数の人の往来が想定されること、浸水が想定される地域となっ

ていることなどを踏まえて検討すること。 

 

 

３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

令和３年 10月 ６日 

10月 13日 

指定開発行為実施届の受理及び条例方法書の受領 

条例方法書公告、縦覧開始 

 

 

 

令和４年 

11月 26日 

 

11月 17日 

 ２月 ２日 

２月 ９日 

条例方法書縦覧終了、意見書の締切り 

 意見書の提出 ４名、５通 

市長から審議会に条例方法書について諮問 

審議会から市長に条例方法書について答申 

条例方法審査書公告、指定開発行為者宛て送付 

 

 

４ 川崎市環境影響評価審議会における審議経過 

令和３年 

 

令和４年 

11月 17日 

12月 15日 

２月 １日 

現地視察 

審議会（事業者説明及び審議） 

審議会（答申案審議） 

 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第246号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　プラザ橘機械警備業務委託
　⑵　履行場所　川崎市高津区久末2012－１　プラザ橘
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和９年３月31

日まで
　⑷　業務内容　施設機械警備（仕様書参照）
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は､ 次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
登録されていること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
以下の業種・種目に登載されていること。

　　　業種16「警備」　　　種目01「機械警備」
　⑸�　令和２年４月１日以降本市又は他官公庁において、
本委託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績
を有すること。ただし、発注者と直接契約を締結し、
履行した元請としての実績に限る。

３　競争入札参加申込に関する事項
　�　本件入札に参加を希望する者は、次により参加申込
を行わなければなりません。
　⑴　提出書類
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ�　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し
　⑵　配布・提出場所
　　　〒213－0026　川崎市高津区久末2012－１
　　　プラザ橘（高津市民館・図書館橘分館）
　　　１階事務室
　　　電　話　044－788－1531
　　　ＦＡＸ　044－788－5263
　　　e-mail　88tatisi@city.kawasaki.jp
　⑶　配布・提出期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

の下記の時間
　　　午前９時から午後５時まで
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書の様式につい

て、電子メールでの配布を希望する場合、３⑵
の電話番号及びメールアドレスへご連絡下さい。

（メールと電話の両方にご連絡ください。）
　⑷　提出方法　持参
４　入札説明書の交付
　�　本件入札に参加申込をした者には、無償で入札説明
書を交付します。
　�　なお、入札説明書は３⑵の場所において、令和４年
２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで縦覧に供しま
す。
　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
の「入札情報」で閲覧することができます。
　　（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

５　一般競争参加資格確認通知書の交付
　�　本件入札に参加申込をし、参加資格が確認された者
には、令和４年２月18日㈮午後５時までに、一般競争
参加資格確認通知書（以下「通知書」とする）を電子
メールにて送付します。
　�　通知書は、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業
者名簿へ登録した際に届出のあった電子メールアドレ
ス宛てに送付します。なお電子メールアドレスの登録
がない場合、次により交付します。
　⑴　交付場所　３⑵と同じ
　⑵　交付日時　令和４年２月18日㈮
　　　　　　　　午前９時から午後５時まで
６　仕様書に関する質問
　�　仕様書の内容に関する質問は、本件入札に参加資格
のある者に限り、質問書の持参、電子メール又はＦＡ
Ｘにより受け付けます。
　⑴　質問書の提出先
　　ア　持参　　　　３⑵と同じ
　　イ　電子メール　88tatisi@city.kawasaki.jp
　　ウ　ＦＡＸ　　　044－788－5263
　⑵　受付期間　�令和４年２月18日㈮から２月24日㈭ま

で
　　　　　　　　午前９時から午後５時まで
　⑶　質問回答縦覧
　　�　質問に対する回答は、３⑵の場所において、令和
４年２月28日㈪の午前９時から午後５時までの間、
縦覧に供します。

　　�　また同日に、通知書の交付を受けた者へ電子メー
ルで送付します。送り先は通知書と同じアドレスと
します。

　　�　なお電子メールの登録を行っていない場合には、
ＦＡＸで送付します。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の
いずれかに該当したときは､ この入札に参加すること
ができません。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1038－

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵　提出書類について、虚偽の記載をしたとき。
８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を入札書に記載してください。
消費税額及び地方消費税額に相当する額は代金支
払いの際に加算しますので、入札書に記載する総
額には含まないものとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月15日㈫　14：00
　　イ　入札場所　川崎市高津区久末2012－１
　　　　　　　　　プラザ橘２階第２学習室　
　⑶　入札保証金　免除とします。
　⑷　開札の日時　８⑵アと同じ
　⑸　開札の場所　８⑵イと同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格がない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ こ
れを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否　要
　⑶　前払金　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は､ ３⑵の場所及び川崎市のホームページの「入札
情 報　 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧
することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑵と同
じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま
す。

　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更または解除することができるものとしま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第247号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�川崎市第７期障害福祉計画及び第３期

障害児福祉計画等の策定に伴う生活実
態調査等業務委託

　⑵　履行場所　�川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部
障害計画課

　⑶　履行期限　令和５年３月31日限り
　⑷　概　　要　仕様書のとおり
２　競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」
に登録されていること。

　⑷�　障害のある方の生活実態等調査、障害福祉サービ
ス事業者へのニーズ調査など、この分野に関する専
門性を有していること。

　⑸�　過去３年間で地方公共団体において同種・同規模
以上の契約実績があること。

　⑹�　個人情報の取扱いに係るプライバシーマーク等の
認定を取得していること。

３　入札参加申込書の配付及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配付・提出場所
　　　〒212-0013　
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
　　　電　話　　044-200-0079（直通）　
　　　E-mail　　40syokei@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
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　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　�午前８時30分から午後５時（ただし、正午から午

後１時を除く）　
　⑶　提出書類
　　ア　入札参加申込書
　　イ　�上記２⑷を証明する書類（会社パンフレットな

ど）
　　ウ　上記２⑸を証明する書類（契約書の写しなど）
　　エ　�上記２⑹を証明する書類（プライバシーマーク

登録証など）
　⑷　提出方法　
　　　持参　
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任
先メールアドレスに、申込締切日後１週間以内に確認
通知書等を送付します。なお、当該委任先メールアド
レスを登録していない者には、FAXで送付します。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書等の内容に関し、質問すること
ができます。

　　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で、御注意ください。

　　ア　質問書の様式・配布方法
　　　�　確認通知書を送付する際に「質問書」を併せて

送付しますので、質問がある場合、当該「質問書」
を提出してください。

　　イ　質問書の提出場所
　　　　上記３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間
　　　　令和４年２月22日㈫午前８時30分から
　　　　令和４年２月25日㈮午後５時まで
　　エ　質問書の提出方法
　　　�　下記アドレス宛て、電子メールで送付してくだ

さい。
　　　　E-mail　40syokei@city.kawasaki.jp
　　　　�川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部障害計画

課　渡辺　宛て
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年３月４日㈮
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに送付しま
す。また、当該委任先メールアドレスを登録して
いない者には、FAXで送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参
加資格を喪失します。
７　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　�　入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加
資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参して
ください。
　�　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はそ
の代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に
立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会
いに関する権限の委任を受けなければなりません。こ
の場合、入札前に委任状を提出してください。
８　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月10日㈭午前10時
　　イ　入札書の提出場所
　　　　�幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10

階　10E会議室
　　ウ　入札書の提出方法
　　　　持参
　⑵　入札保証金
　　　免除
　⑶　開札の日時・場所
　　　上記８⑴ア・イと同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち、
最低の価格をもって入札を行った者を落札者としま
す。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑹再度入札の実施
　　�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います。
なお、開札に立ち会わない場合は、再度入札に参加
の意思がないものとみなします。

９　契約手続等　
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
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関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。また、川崎市契約
規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納
付を免除します。　

　⑵　前払金
　　　無し
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

　⑸　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴
のとおりです。

　　　───────────────────
川崎市公告第248号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�障害福祉の案内「ふれあい」（令和４

年度版）作成業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部

障害計画課
　⑶　履行期限　�令和４年９月30日限り
　⑷　概　　要　仕様書のとおり
２　競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「その他業務」、種目「印刷物のデザイン」に
登録されていること。

　⑷�　過去５年間に、地方公共団体が発行する１冊150
ページ以上の印刷物の作成について履行実績を有す

ること
３　入札参加申込書の配付及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所
　　　〒212-0013　
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階　
　　　健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
　　　電　話　　044-200-2654（直通）　
　　　E-mail　　40syokei@city.kawasaki.jp　
　⑵　配付・提出期間　
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　�午前８時30分から午後５時（ただし、正午から午

後１時を除く）　
　⑶　提出書類
　　ア　入札参加申込書
　　イ　上記２⑷を証明する書類（契約書の写しなど）
　⑷　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任
先メールアドレスに、申込締切日後１週間以内に確認
通知書等を送付します。なお、当該委任先メールアド
レスを登録していない者には、FAXで送付します。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書等の内容に関し、質問すること
ができます。

　　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で、御注意ください。

　　ア　質問書の様式・配布方法
　　　�　確認通知書を送付する際に「質問書」を併せて

送付しますので、質問がある場合、当該「質問書」
を提出してください。

　　イ　質問書の提出場所
　　　　上記３⑴と同じ
　　ウ　質問書の提出期間
　　　　令和４年２月22日㈫午前８時30分から
　　　　令和４年２月25日㈮午後５時まで
　　エ　質問書の提出方法
　　　�　下記アドレス宛て、電子メールで送付してくだ

さい。
　　　　E-mail　　40syokei@city.kawasaki.jp
　　　　�川崎市役所健康福祉局障害保健福祉部障害計画
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課　須田　宛て
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年３月４日㈮
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請
書の「委託」の委任先メールアドレスに送付しま
す。また、当該委任先メールアドレスを登録して
いない者には、FAXで送付します。なお、回答
後の再質問は受付しません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参
加資格を喪失します。　
７　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　�　入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加
資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参して
ください。
　�　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はそ
の代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に
立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会
いに関する権限の委任を受けなければなりません。こ
の場合、入札前に委任状を提出してください。
８　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月10日㈭午前11時
　　イ　入札書の提出場所
　　　　�幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10

階　10E会議室
　　ウ　入札書の提出方法
　　　　持参
　⑵　入札保証金
　　　免除
　⑶　開札の日時・場所
　　　上記８⑴ア・イと同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で有効な入札を行った者のうち、
最低の価格をもって入札を行った者を落札者としま
す。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑹　再度入札の実施
　　�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います。
なお、開札に立ち会わない場合は、再度入札に参加
の意思がないものとみなします。

９　契約手続等　
　⑴　契約保証金
　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免除
します。（免除とならない場合、契約金額の10％と
なります。）

　⑵　前払金
　　　無し
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

　⑸　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴
のとおりです。

　　　───────────────────
川崎市公告第249号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項　
　⑴　業務件名　�令和４年度　川崎市公立保育所等検便

業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市公立保育所（21か所）、運営管

理課、保育第２課保育・子育て総合支
援センター２か所及び保育総合支援担
当５か所　計30か所

　⑶　履行期限　�令和４年４月１日から令和５年３月31
日まで

　⑷　業務概要　�川崎市公立保育所等の職員の腸内細菌
及びノロウイルスの検査業務（詳細は
業務委託仕様書による）

２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たし
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ていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「医療関連業務」種目「衛生検査」で登載され
ている者。

　⑷�　平成26年度以降で、本市又は他官公庁において類
似業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有
すること。

３　入札参加申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎14階
　　　こども未来局保育事業部運営管理課
　　　電　話：044-200-3985（直通）
　　　FAX：044-200-3933
　　　E-mail　45uneika@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月21日㈪まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）
　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申請書
　　イ　上記２⑷を証明する契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　�　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法
に限る）により提出する。提出期限最終日の午後５
時までに必着のこと。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　入札参加申請書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任
先メールアドレスに、確認通知書を申請申込締切日後
１週間以内に送付します。なお、当該委任先メールア
ドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布・提出場所
　　　　３⑴と同じ

　　イ　質問書の配布・提出期間
　　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月21日㈪ま

で
　　　　�（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）
　　ウ　提出方法
　　　　持参又は郵送、ＦＡＸによる。
　　　　〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　川崎市役所第３庁舎14階
　　　　こども未来局保育事業部運営管理課
　　　　電　話：044-200-3985（直通）
　　　　FAX：044-200-3933
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年２月24日㈭
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に
した質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入
札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール
アドレスに送付します。なお、当該委任先メール
アドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し
ます。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参
加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　入札方法　持参
　　ア　入札書の提出日時　　�令和４年３月２日㈬午前

10時00分
　　イ　入札書の提出場所　　�川崎市役所第３庁舎15階

第３会議室
　⑵　入札の留意点
　　�　入札金額は各単価の合計額（税抜）となります。
なお、契約単価金額については、本市の設計単価に
落札比率を乗じて得た金額とします。

　⑶　入札保証金　免除
　⑷　開札の日時・場所　７⑴ア及びイに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の
うち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札
者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。
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　⑹　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　無
　⑵　前払金　　無
　⑶　契約書作成の要否　　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。　

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑷　公告に関する問い合わせ先　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第250号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度川崎市長記者会見動画配信

業務委託
　⑵　履行場所　川崎市役所第３庁舎
　⑶　履行期限　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に業種「そ
の他」種目「その他」に搭載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次
の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確
認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
を配布します。

　�　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり
所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により
提出してください。
　　�・「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.
jp/233300/

　　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　�川崎市総務企画局シティプロモーション推進室報

道担当
　　　電話　044－200－0312　FAX　044－200－3901
　　　E-mail　17hodo@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）
　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）
　⑶　提出方法　持参
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　３⑴と同じ
　⑵　日時　�令和４年２月25日㈮午後１時から午後５時

まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録した場合は、同日中ま
でに電子メールで配信されます。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　３⑴と同じ
　⑵　質問受付期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月１日㈫まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）
　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１
時を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、FAX又は郵送によります。
持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又は
FAXで送付した場合は、送付した旨を３⑴の問合
せ先に電話にて御連絡ください。また、郵送の場合
は５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月３日㈭午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はFAXにて回答書を送付します。なお、この
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入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札金額は、１回あたりの単価（税抜き）を入

札書に記載してください。
　　イ�　税抜き価格をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額
を除いた金額を入札書に記載してください。

　　ウ　契約単価金額は、アの入札金額と同額とします。
　　エ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月11日㈮午後３時30分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎４階会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（URLは３に記載）で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める
ところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問合せ先」と同じとします。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第251号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度公害診療報酬等明細書の点検等業務委
託

　⑵　履行場所
　　�　庁内（健康福祉局保健所環境保健課が指定する場
所）

　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養
の給付に係る公害診療報酬等明細書の点検事務等

２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、「令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格名簿」の業種「医療関連業務」種目「そ
の他の医療関連業務」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　レセプト点検業務について、官公庁又は地方公共
団体と委託契約を締結し、一定の実績を有する者

３�　入札説明書、競争参加申込書の配布及び提出並びに
仕様書の閲覧場所
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布、提出場所及び仕様書閲覧場所
　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580
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　　　（ソリッドスクエア西館８階）
　　　健康福祉局保健所環境保健課　伊藤担当
　　　電　話　　　044－200－2488（直通）
　　　ＦＡＸ　　　044－200－3937
　　　電子メール　40kankyo@city.kawasaki.jp
　　　�（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してく
ださい。）

　⑵　配布、提出及び閲覧期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
　　　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
　　※�入札説明書及び競争参加申込書については、川崎

市ホームページ「入札情報かわさき」からダウン
ロードできます。

　⑶　提出書類
　　ア　競争参加申込書
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参
　⑸　その他　
　　　�競争参加申込書等に関する問合せ先は上記３⑴に

同じ
４�　一般競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様
書の交付
　�　競争参加申込書を提出し、入札参加資格があると認
められた者には、一般競争入札参加資格確認通知書等
を令和４年２月21日㈪までに、電子メール又はＦＡＸ
にて交付します。
５　質問書の受付及び回答
　　仕様書に関する質問は、次により行います。
　⑴　受付期間
　　　令和４年２月21日㈪から令和４年２月28日㈪まで
　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時

　⑵　質問書の様式
　　�　配布する「質問書」の様式により提出してくださ
い。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　40kankyo@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3937
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬までに、一般競争入札参加資
格確認通知書を交付した

　　�　全社宛てに、電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争参加申込書及び提出書類について、虚偽の記
載をしたとき。

７　入札、開札手続等
　⑴　入札、開札の場所及び日時
　　ア　日時　令和４年３月４日㈮午後３時00分
　　イ　場所　�川崎市幸区堀川町580番地
　　　　　　　ソリッドスクエア東館３階会議室
　⑵　入札方法
　　�　所定の入札（見積）書を持参し、入札してくださ
い。

　　�　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札（見
積）書の代表者名の下部に代理人　　氏名の記載と
代理人の押印（委任状に押印したものと同じ印鑑）
が必要です。

　⑶　入札（見積）書の記載金額
　　　入札は、単価で行います。
　　�　入札（見積）書には、１枚あたりの見積単価を、
消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してく
ださい。

　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則（昭和39年規則第28号）第14条の
規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、
最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とします。

　⑹　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑺　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限
及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書
類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。

　⑻　再度入札の実施
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が　　川崎市競争入札
参加者心得の規定により無効とされた者及び開札に
立ち会わない者を除きます。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
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　　　免除
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま
す。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札　情報」の「契約
関係規程」において閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札　参加者心得の定
めるところによります。

　⑵�　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　公告に関する問合せ先は、上記３⑴に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告第252号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　件　　名　�川崎市立看護短期大学及び川崎市立看護

大学における学生健康診断業務委託
２　履行場所　�川崎市立看護短期大学（川崎市幸区小倉

４丁目30番１号）及び受注者の開設場所
３　履行期間　�令和４年４月１日から令和４年９月30日

まで
４　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の要件を満たし
ていなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい
ること。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿に業種「医療関連業務」、種目「そ
の他医療関連」で登録されていること。

　⑸�　平成30年４月１日以降に本市または他の官公庁と
類似の契約実績があること。

５　一般競争入札参加申込書等の提出方法等
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　実績調書
　　ウ　�契約実績を確認できる書類（契約書の写し等で、

件名・契約相手・契約金額・契約年月日が分か
る部分）

　⑵　提出方法・期間等
　　ア　電子メール（又はＦＡＸ）による提出
　　　ア�　５⑴の書類（記名押印の上、必要事項を記載

したもの。）をＰＤＦファイルに変換し、電子
メールに添付の上、提出（送信）してください。
電子メールで提出できない方は、ＦＡＸにより
提出（送信）してください。なお、提出（送信）
した場合は、提出（送信）した旨を12⑹の電話
に御連絡ください。また、持参による提出は受
け付けておりませんので、御注意ください。

　　　イ�　提出先電子メールアドレス
　　　　　40kangos@city.kawasaki.jp
　　　　　提出先ＦＡＸ番号　044－587－3506
　　イ　郵送による提出
　　　ア�　５⑴の書類（記名押印の上、必要事項を記載

したもの。）を郵送で提出してください。　なお、
持参による提出は受け付けておりませんので、
御注意ください。

　　　イ　提出先
　　　　　〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１　
　　　　　川崎市立看護短期大学事務局総務学生課
　　ウ　提出期間
　　　�　５⑵ア・イのいずれの提出期限も次のとおりで

す。
　　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭午

後５時まで（必着）
６　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　４の各号いずれかの要件を欠いたときは、一般競争
入札参加資格を喪失します。　
７　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付等
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、参加資格業種に
登録されていることを確認した後に、その結果を令和
３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任
先メールアドレスに電子メールで次の書類を交付（送
信）します。また、当該委任先メールアドレスを登録
していない方に対しては、ＦＡＸで交付（送信）しま
す。
　⑴　交付（送信）書類
　　ア　確認通知書
　　イ　質問書
　　ウ　入札書
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　　エ　委任状
　⑵　交付（送信）予定日
　　　令和４年２月22日㈫
　　�　予定日までに７⑴の書類の送信がない場合は、12
⑹の電話にお問合せください。

　⑶　資格審査方法等
　　�　本件入札は、入札参加資格の審査を入札執行後に
行う方法（以下「事後審査方法」といいます。）を
採用しています。

　　�　事後審査方法においては、一般競争入札参加資格
確認通知書を入札参加申請時の登録情報に基づき交
付（送信）し、最終的な入札参加資格の審査は、開
札後、入札参加申請時に遡って、提出書類等の確認
を行い、入札参加資格の有無について審査します。
この結果、入札参加資格が無く申請を行ったことが
判明した入札者の入札は無効となります。

８　仕様書に関する質問・回答
　⑴　質問
　　　次のとおり仕様書に関しての質問ができます。
　　�　なお、入札参加者以外の者からの質問には回答し
ませんので、御承知ください。

　　ア　質問方法等
　　　�　質問は、所定の質問書で作成し（記名押印の上、

必要事項を記載したもの。）、当該ファイルをＰＤ
Ｆファイルに変換し、電子メールに添付の上、提
出（送信）してください。電子メールで提出でき
ない方は、ＦＡＸにより提出（送信）してくださ
い。なお、提出（送信）した場合は、提出（送信）
した旨を12⑹の電話に御連絡ください。また、持
参による提出は受け付けておりませんので、御注
意ください。

　　イ　質問受付期間
　　　�　令和４年２月24日㈭から令和４年２月25日㈮正

午まで（必着）
　　ウ　問合せ先
　　　　提出先電子メールアドレス
　　　　40kangos@city.kawasaki.jp
　　　　提出先ＦＡＸ番号　044－587－3506
　⑵　回答
　　ア　回答予定日　令和４年２月28日㈪
　　イ　回答方法
　　　�　すべての質問及び回答を一覧表にした質問回答

書（ＰＤＦファイル）を各競争入札参加者宛てに
電子メールで送信します。また、回答後の再質問
の受付は行いませんので、御了承ください。

９　　入札及び開札の手続等　
　⑴　入札方法　
　　ア　入札書の提出方法

　　　　持参してください。　　
　　イ　入札書の提出日時　　
　　　　令和４年３月３日㈭　午前11時00分　
　　ウ　入札書の提出場所　
　　　　川崎市立看護短期大学　
　　　　川崎市幸区小倉４－30－１
　⑵　入札保証金　
　　　免除とします。　
　⑶　入札金額等　
　　ア�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入

札件名が記載された封筒に入れて提出してくださ
い。

　　イ�　入札書に記載する金額は、１件当たりの単価と
し、法令所定の消費税額及び地方消費税額を含ま
ないものとします。

　　�　なお、消費税額及び地方消費税額は、契約の際に
加算するものとします。　

　⑷　再度入札の実施　
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。　

　⑸　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は
これを無効とします。

10　落札者の決定及び参加資格の審査等
　⑴　落札候補者
　　�　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって
有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　⑵　資格審査（事後審査方法）等
　　�　本件入札は、事後審査方法を採用していますので、
当該落札候補者について、４に掲げた要件を満たし
ているか否かについて、最終的な事後の資格審査を
行い、すべての要件を満たしていることを確認した
後に、当該落札候補者を落札者と決定することにな
ります。

　　�　資格確認の結果、当該落札候補者に資格がないと
判明したときは、当該入札を無効とし、順次に価格
の低い入札者について、同様の資格審査を行い、資
格を有すると確認できた者を落札者と決定します。

　　�　なお、落札候補者の入札価格が著しく低価格であ
るときは、調査を行う場合があります。

11　契約手続等　
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金　
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成　
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成に係
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る費用は落札者の負担とします。
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」において閲覧することができま
す。

12　その他　
　⑴�　事情により入札を延期、又は取り止める場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります（11⑶参照）。　

　⑶�　この入札に関して発注者が交付（送信）した書類
は、この入札以外の目的に使用してはなりません。　

　⑷�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑹　公告に関する問合せ先
　　　〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１　
　　　川崎市立看護短期大学事務局総務学生課
　　　電話　：044－587－3502
　　　ＦＡＸ：044－587－3506
　　　E-Mail：40kangos@city.kawasaki.jp　　
　　　───────────────────
川崎市公告第253号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�溝口駅前（北口・南口）公衆トイレ清

掃等維持管理業務委託
　⑵　履行場所　�溝口駅前広場公衆トイレ（川崎市高津

区溝口１－２）
　　　　　　　　�溝口駅前南口公衆トイレ（川崎市高津

区溝口２－１）
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�溝口駅前広場公衆トイレ及び溝口駅前

南口公衆トイレの清掃、及び施設の維
持管理業務

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。
　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建物清掃等」種目「建築物環境衛生総合管理」
で申請していること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で申請
していること。

　⑸�　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本
市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ
ること。

　⑹�　平成29年４月１日以降に本市又は他官公庁と契約
を締結し、本市又は他官公庁において、建物清掃業
務を１年以上継続して履行した実績（元請けに限
る）を有すること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる建物清掃業務を履行中であり、公
告日時点で適正に業務を履行し、履行期間終了まで
適正に履行されない恐れがない場合に限り実績とし
て認めるものとする。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して
ください。
　⑴�　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　�環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当　

財原
　　　電話　044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

の下記の時間
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付
します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録
していない場合は、次のとおり交付しますので受け取
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りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
５　競争入札参加資格の喪失
　　�競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加すること
ができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提
出してください。

　⑶　質問受付方法
　　�　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後
は確認のため電話連絡をしてください。

　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬までに全社へ文書（電子メー
ルまたはＦＡＸ）にて送付　します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時
　　　令和４年３月７日㈪　15時00分
　⑶　入札・開札の場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。　また、川崎市契
約規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の
納付を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関
係規定」から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。）

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第254号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�川崎駅前（東口・西口）公衆トイレ清

掃等維持管理業務委託
　⑵　履行場所　�川崎駅前東口公衆トイレ（川崎市川崎

区駅前本町26）
　　　　　　　　�川崎駅西口公衆トイレ（川崎市幸区堀

川町72）
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　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31
日まで

　⑷　業務概要　�川崎駅前東口公衆トイレ及び川崎駅西
口公衆トイレの清掃、及び施設の維持
管理業務

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建物清掃等」種目「建築物環境衛生総合管理」
で申請していること。

　⑷�　令和３．４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で申請
していること。

　⑸�　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本
市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ
ること。

　⑹�　平成29年４月１日以降に本市又は他官公庁におい
て、建物清掃業務を１年以上継続して履行した実績
（元請けに限る）を有すること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる建物清掃業務を履行中であり、公
告日時点で適正に業務を履行し、履行期間終了まで
適正に履行されない恐れがない場合に限り実績とし
て認めるものとする。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して
ください。
　⑴　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　�環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当　

財原
　　　電話044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

の下記の時間
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑶　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付
します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録
していない場合は、次のとおり交付しますので受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
５　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提
出してください。

　⑶　質問受付方法
　　�　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後
は確認のため電話連絡をしてください。

　　�　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬までに全社へ文書（電子メー
ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時
　　　令和４年３月７日㈪　15時30分
　⑶　入札・開札の場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
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　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。　また、川崎市契
約規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の
納付を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関
係規定」から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。）

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第
８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎
市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報
かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、
「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第255号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�京急大師線駅前公衆トイレ清掃等維持

管理業務委託
　⑵　履行場所　�小島新田駅前公衆トイレ（川崎市川崎

区田町２－13）
　　　　　　　　�大師駅前公衆トイレ（川崎市川崎区大

師駅前１－18）
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�小島新田駅前公衆トイレ及び大師駅前

公衆トイレの清掃、及び施設の維持管
理業務

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建物清掃等」種目「建築物環境衛生総合管理」
で申請していること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で申請
していること。

　⑸�　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本
市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ
ること。

　⑹�　平成29年４月１日以降に本市又は他官公庁におい
て、建物清掃業務を１年以上継続して履行した実績
（元請けに限る）を有すること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる建物清掃業務を履行中であり、公
告日時点で適正に業務を履行し、履行期間終了まで
適正に履行されない恐れがない場合に限り実績とし
て認めるものとする。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
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問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して
ください。
　⑴�　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　�環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当　

財原
　　　電話044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

の下記の時間
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付
します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録
していない場合は、次のとおり交付しますので受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
５　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提

出してください。
　⑶　質問受付方法
　　�　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後
は確認のため電話連絡をしてください。

　　�　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬までに全社へ文書（電子メー
ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時
　　　令和４年３月７日㈪　16時00分
　⑶　入札・開札の場所
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎15階　第１会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。また、川崎市契約
規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納
付を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関
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係規定」から閲覧できます。
９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。）

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第256号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�中原区駅前公衆トイレ清掃等維持管理

業務委託
　⑵　履行場所　�新丸子駅前公衆トイレ（川崎市中原区

新丸子町766）
　　　　　　　　�武蔵小杉駅前公衆トイレ（川崎市中原

区小杉町１－492）
　　　　　　　　�武蔵中原駅前公衆トイレ（川崎市中原

区上小田中５－２）
　　　　　　　　�武蔵新城駅前公衆トイレ（川崎市中原

区上新城２－１）
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�新丸子駅前公衆トイレ、武蔵小杉駅前

公衆トイレ、武蔵中原駅前公衆トイレ
及び武蔵新城駅前公衆トイレの清掃、
及び施設の維持管理業務

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建物清掃等」種目「建築物環境衛生総合管理」
で申請していること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で申請
していること。

　⑸�　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本
市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ
ること。

　⑹�　平成29年４月１日以降に本市又は他官公庁におい
て、建物清掃業務を１年以上継続して履行した実績
（元請けに限る）を有すること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる建物清掃業務を履行中であり、公
告日時点で適正に業務を履行し、履行期間終了まで
適正に履行されない恐れがない場合に限り実績とし
て認めるものとする。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して
ください。
　⑴　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　�環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当　

財原
　　　電話044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

の下記の時間
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付
します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録
していない場合は、次のとおり交付しますので受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
５　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
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できません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提
出してください。

　⑶　質問受付方法
　　�　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後
は確認のため電話連絡をしてください。

　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬までに全社へ文書（電子メー
ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時
　　　令和４年３月７日㈪　14時30分
　⑶　入札・開札の場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。また、川崎市契約
規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納
付を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関
係規定」から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。）

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第
８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎
市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報
かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、
「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引
き」を御覧ください。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第257号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�多摩区駅前等公衆トイレ清掃等維持管

理業務委託
　⑵　履行場所　�登戸駅前公衆トイレ（川崎市多摩区登

戸3406－９）
　　　　　　　　�登戸公衆トイレ（川崎市多摩区登戸

3508）
　　　　　　　　�上河原公衆トイレ（川崎市多摩区布田
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35）
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�登戸駅前公衆トイレ、登戸公衆トイレ

及び上河原公衆トイレの清掃、及び施
設の維持管理業務

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建物清掃等」種目「建築物環境衛生総合管理」
で申請していること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で申請
していること。

　⑸�　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本
市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ
ること。

　⑹�　平成29年４月１日以降に本市又は他官公庁におい
て、建物清掃業務を１年以上継続して履行した実績
（元請けに限る）を有すること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる建物清掃業務を履行中であり、公
告日時点で適正に業務を履行し、履行期間終了まで
適正に履行されない恐れがない場合に限り実績とし
て認めるものとする。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して
ください。
　⑴　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　�環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当　

財原
　　　電話044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

の下記の時間
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます

　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付
します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録
していない場合は、次のとおり交付しますので受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
５　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提
出してください。

　⑶　質問受付方法
　　　�電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。
　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬までに全社へ文書（電子メー
ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時
　　　令和４年３月７日㈪　14時00分
　⑶　入札・開札の場所
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　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。また、川崎市契約
規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納
付を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関
係規定」から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。）

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第
８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎
市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報
かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引
き」を御覧ください。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第258号
　　　入　　札　　公　　告（役務）
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�新百合ヶ丘駅前公衆トイレ清掃等維持

管理業務委託
　⑵　履行場所　�新百合ヶ丘駅前公衆トイレ（川崎市麻

生区上麻生１－21）
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�新百合ヶ丘駅前公衆トイレの清掃、及

び施設の維持管理業務
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建物清掃等」種目「建築物環境衛生総合管理」
で申請していること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で申請
していること。

　⑸�　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本
市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ
ること。

　⑹�　平成29年４月１日以降に本市又は他官公庁におい
て、建物清掃業務を１年以上継続して履行した実績
（元請けに限る）を有すること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる建物清掃業務を履行中であり、公
告日時点で適正に業務を履行し、履行期間終了まで
適正に履行されない恐れがない場合に限り実績とし
て認めるものとする。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入
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札参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出
してください。

　⑴　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　�環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当　

財原
　　　電話044－200－2585（直通）
　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

の下記の時間
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
４　確認通知書・質問書及び仕様書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認
めた者には、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付
します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録
していない場合は、次のとおり交付しますので受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
５　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

６　委託内容に関する質問
　⑴　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪
　　　�９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで
　　�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます
　⑵　質問の様式
　　�　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提
出してください。

　⑶　質問受付方法

　　�　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後
は確認のため電話連絡をしてください。

　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923
　　　電話番号　　044－200－2585
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬までに全社へ文書（電子メー
ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時
　　　令和４年３月７日㈪　13時30分
　⑶　入札・開札の場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110
分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。また、川崎市契約
規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納
付を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関
係規定」から閲覧できます。

９　その他
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　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。）

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第259号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　　補聴器特性検査装置賃貸借
　⑵　履行場所　　　�健康福祉局総合リハビリテーショ

ン推進センター南部地域支援室
　　　　　　　　　　�（川崎市川崎区日進町５－１　川

崎市複合福祉センターふくふく２
階）

　⑶　賃貸借期間　　�令和４年６月１日から令和９年５
月31日まで

　⑷　概要　　　　　入札説明書のとおり
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に業種「リース」種目「そ　　　　
の他」で登録されていること

　⑷　仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること
３�　競争入札参加申込書の配布・提出、入札説明書の配
布及び問い合わせ先
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-0024
　　　�川崎市川崎区日進町５－１　川崎市複合福祉セン

ターふくふく２階
　　　�健康福祉局総合リハビリテーション推進センター

南部地域支援室
　　　電話番号　044-200-0834　　ＦＡＸ　044-200-3974
　　　電子メール　40rinanbu@city.kawasaki.jp
　　　�なお、入札説明書、競争入札参加申込書の様式等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき・

入札情報（入札公表・落札結果）」（https://www.
city.kawasaki.jp/233300/page/0000089770.html）
の「物品・入札公表・財政局」を選択→「契約方
法・一般競争」「業種・リース」で検索→本件の
入札公表詳細からダウンロードすることができま
す。

　⑵　競争入札参加申込書の配布・提出期間
　　　�令和４年２月10日～令和４年２月22日（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）
　　　８時30分～ 17時15分（12時～ 13時を除く）
　⑶　競争入札参加申込書の提出方法
　　�　郵送（提出期間内必着）又は持参
　　　※�郵送による場合は、郵送した当日中に件名、会

社名、担当者名、連絡先を記載した電子メール
を上記３⑴へ送信してください。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書「物　　品」
の委任先メールアドレスに、競争入札参加資格確認通
知書等を令和４年３月１日に送付しま　　す。なお、
当該メールアドレスの登録がない者には、上記３⑴の
場所において交付します。　
５　仕様等に関する質問・回答
　⑴　質問受付期間
　　　�令和４年３月１日９時から令和４年３月７日16時

まで
　⑵　質問書の様式
　　　別に配布する「質問書」の様式によります。
　⑶　質問受付方法
　　　上記３⑴へ電子メールで送信してください。
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月10日までに競争入札参加有資格者全
員へ上記４により回答します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前
に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競
争入札参加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　　持参に限ります。
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年３月22日14時00分
　　イ　場所　�川崎市川崎区日進町５－１　川崎市複合

福祉センターふくふく２階　会議室２
　⑶　入札保証金　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
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を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約の手続き等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　契約書作成の要否　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入札情
報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

　⑷　議決を要する契約
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

９　その他
　⑴�　この契約の翌年度以降における所要の予算金額に
ついて減額又は削除があった場合は、契約を変更又
は解除することができるものとします。また、この
契約解除により損失が生じた場合は、その損失の補
償を川崎市に対して請求することができるものとし、
補償額は協議して定めるものとします。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第260号
　　　入　　札　　公　　告
　宮前区役所庁舎案内・庁中取締等業務委託に関する一
般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�令和４年度宮前区役所庁舎案内・庁中取締等業務

委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　ア　庁舎案内業務
　　イ　庁中取締業務
　　ウ　駐車場周辺における歩行者等安全確保業務　
　　エ　その他付随する業務

２　競争入札参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「警備」種目「人的警備」
で登録されていること。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されて
いること。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ
と。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑹�　本市又は他官公庁において、類似の契約実績（元
請けに限る。）を令和２年４月１日以降に有すること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場
所

　　　〒216－8570
　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５
　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　松元
　　　電話　044-856-3123（直通）、FAX　044-856-3119
　　　E-mail:69soumu@city.kawasaki.jp
　　　�（一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー
ドすることが可能です。）

　⑵　配布、提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで）　※土、日、休日は除く

　⑶　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出
　　　持参
　　　・一般競争入札参加資格確認申請書
　　　・２⑹の類似の契約実績を証する書類
４　入札説明書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に無
償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦
覧に供します。
　⑴　交付・縦覧場所　３⑴に同じ
　⑵　交付・縦覧期間　３⑵に同じ
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
参加資格業種に登録されていること、２⑹の契約実績
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があることを確認し、その結果を令和４年２月21日㈪
までに確認通知書にて、令和３・４年度川崎市競争入
札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メールアド
レスに送付します。当該委任先メールアドレスを登録
していない者にはＦＡＸで送付します。
　�　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通
知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、
開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等
の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ
の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者
の入札は無効とします。
６　仕様に関する問合わせ
　�　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が
あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に
より質問を行うことができます。
　⑴　質問書の様式
　　�　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵　質問受付方法
　　�　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。
　⑶　受付期間
　　�　令和４年２月24日㈭から令和４年２月28日㈪まで
（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで）　※土、日、休日は除く

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月３日㈭までに文書（電子メール又は
ＦＡＸ）にて送付します。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
に虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等　監督員
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得｣ に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　　令和４年３月８日㈫　午後２時
　　イ　入札場所　　宮前区役所４階大会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）
　⑷　入札の金額
　　�　入札は、契約金総額の110分の100に相当する価格
で行います。

　⑸　入札保証金
　　　免除とします。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも
って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得｣ 第７条に該当する入
札は無効とします。

　⑻　開札に立ち会う者に関する事項
　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし
ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に
委任状を提出しなければなりません。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　�　契約金額の10分の１とする。（川崎市契約規則第
32条）

　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）で閲覧
できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑸�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　�　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基
準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくこ
とが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違
反した場合は受注者の責任となり、場合によっては
契約解除となる可能性もありますので、入札に臨ま
れる際には十分にご注意ください。

　　�　詳しくは、川崎市条例、川崎市契約規則及び川崎
市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・契
約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関するの
情報」をご覧ください。

　⑹�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。
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　　　───────────────────
川崎市公告第261号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　３処理センターごみ質分析調査等業務委託
　⑵　履行場所
　　　浮島処理センターほか２箇所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　本業務は、厚生省環境衛生局水道環境部環境整備
課長通達第95号に基づき、浮島、堤根及び王禅寺処
理センター（以下「３処理センター」と言う。）の
乾ベースによるごみ質分析調査に係る試料の採取、
種類組成分析、元素分析及び熱量分析等を実施する。
また、ごみの減量化及び資源化対策等の分別収集の
効果やごみ焼却施設の効率的な運転を図るため、堤
根及び王禅寺処理センターの湿ベースによるごみ質
分析調査並びに３処理センターの焼却灰中の金属類
調査を実施する。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「調査・測定」種目「計量証明」で登録されて
いる者。

　⑷�　過去２年間で官公庁においてごみ質分析調査等業
務の契約実績があること。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の
配布・閲覧・提出
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争入
札参加申込書及びごみ質分析調査等業務の契約実績を
証する書類を提出しなければなりません。また、競争
入札参加申込書にて一部再委託を申請する場合は、再
委託確認書を提出してください。
　�　なお、競争入札参加申込書等の提出は持参とします。
（持参以外は無効となります。）

　�　配布・提出・仕様書等閲覧場所・閲覧期間及び問い
合わせ先は以下の通りとします。
　　〒210－8577
　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁舎
16階

　　環境局施設部処理計画課　小林
　　電話　044-200-2540（直通）、FAX　044-200-3923
　　�令和４年　２月10日㈭～令和４年　２月17日㈭　９
時～ 17時

　　�（土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の12時～ 13時の
間は除く。）

　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホームペ
ージ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき
ます。

４　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
　�　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札
参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確
認通知書及び仕様書を令和４年　２月24日㈭までに交
付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ
スを登録していない場合は、次のとおり直接受取りに
来るようお願いします。
　⑴　交付日
　　　令和４年２月24日㈭９時～ 17時
　　　（12時～ 13時の間は除く。）
　⑵　交付場所
　　　３に同じ
５　質問書の配布・受付・回答
　⑴　配布場所
　　　３に同じ
　⑵　配布期間
　　　令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫
　　　�（但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）
　⑶　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫
　　　�（但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）
　⑷　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑸　質問受付方法
　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。
　　ア　持参　　　　３に同じ
　　イ　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　ウ　ＦＡＸ　　　044-200-3923
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　⑹　回答方法
　　　令和４年３月３日㈭
　　�　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び提出書類
等に虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得｣ に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年　３月　７日㈪　14時45分
　　イ　入札場所　�川崎市役所第３庁舎16階　環境局会

議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも
って入札を行った者を落札者とします。

　⑹　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が
ないものとみなします。）

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得｣ 第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　　要（10％）
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は、免除とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　　�川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） に て
閲覧できます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　関連情報を入手するための窓口　３に同じ。
　⑶�　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる
場合があります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　───────────────────
川崎市公告第262号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　３処理センターばい煙測定調査業務委託
　⑵　履行場所
　　　浮島処理センターほか２箇所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　本業務は、川崎市公害防止等生活環境の保全に関
する条例、大気汚染防止法等に基づき、浮島、堤根
及び王禅寺処理センター（以下「３処理センター」
という。）から排出されるばい煙の測定を実施する
ものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「調査・測定」種目「計量証明」で登録されて
いる者。

　⑷�　過去５年以内に湿り排ガス流量10万m３N/時以
上のばい煙発生施設の測定調査業務の契約実績があ
ること。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の
配布・閲覧・提出
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争入
札参加申込書及びごみ質分析調査等業務の契約実績を
証する書類を提出しなければなりません。また、競争
入札参加申込書にて一部再委託を申請する場合は、再
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委託確認書を提出してください。
　�　なお、競争入札参加申込書等の提出は持参とします。
（持参以外は無効となります。）
　�　配布・提出・仕様書等閲覧場所・閲覧期間及び問い
合わせ先は以下の通りとします。
　　〒210－8577
　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁舎
16階

　　環境局施設部処理計画課　小林
　　電話　044-200-2540（直通）、FAX　044-200-3923
　　�令和４年　２月10日㈭～令和４年　２月17日㈭　９
時～ 17時

　　�（土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の12時～ 13時の
間は除く。）

　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホームペー
ジ「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。

４　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
　�　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札
参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確
認通知書及び仕様書を令和４年　２月24日㈭までに交
付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ
スを登録していない場合は、次のとおり直接受取りに
来るようお願いします。
　⑴　交付日
　　　令和４年２月24日㈭９時～ 17時
　　　（12時～ 13時の間は除く。）
　⑵　交付場所
　　　３に同じ
５　質問書の配布・受付・回答
　⑴　配布場所
　　　３に同じ
　⑵　配布期間
　　　令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫
　　　�（但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）
　⑶　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫
　　　�（但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）
　⑷　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑸　質問受付方法
　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。
　　ア　持参　　　　３に同じ

　　イ　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　ウ　ＦＡＸ　　　044-200-3923
　⑹　回答方法
　　　令和４年　３月　３日㈭
　　�　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び提出書類
等に虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得｣ に基づいて
行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年　３月　７日㈪　14時00分
　　イ　入札場所　�川崎市役所第３庁舎16階　環境局会

議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも
って入札を行った者を落札者とします。

　⑹　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が
ないものとみなします。）

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得｣ 第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　　要（10％）
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は、免除とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）にて閲
覧できます。

９　その他
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　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　�関連情報を入手するための窓口　３に同じ。
　⑶�　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる
場合があります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　───────────────────
川崎市公告第263号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�浮島処理センター煙突設備点検清掃

業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区浮島町509番地１
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３

月31日㈮まで
　⑷　業務概要　　�浮島処理センターに設置されている

煙突設備の機能を正常に維持するた
めに必要な点検清掃を実施するもの
である。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」
に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
同種の煙突設備点検清掃業務の契約実績を有するこ
と。ただし民間実績については、同等の契約実績を
有すること。

　⑸�　煙突設備点検清掃業務委託に必要な資格を有して
いる人員を配置できること。

　　�　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。
　　ア　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者
　　イ　ゴンドラ取扱業務特別教育修了者
　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ
い。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　大久保
　　　電話　044－200－2588（直通）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭
　　　９時00分から17時00分まで
　　　�（土、日、祝日及び12時00分から13時00分の間は

除く。）
　⑶　提出方法　　持参
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の資格証の写し
　　ウ�　上位２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年２月24日㈭に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年２月24日㈭９時00分から17

時00分まで
　　　　　　　　　�（12時00分から13時00分の間は除

く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　�令和４年２月24日㈭から令和４年２月28日㈪
　　　９時00分から17時00分まで
　　　（土、日及び12時00分から13時00分の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
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　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月４日㈮
　　�　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月８日㈫９時30
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地
４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎16階　
環境局会議室

　⑷　入札書の提出方法　　持参
　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の制限の範囲内で、最
低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とし
ます。

　⑺　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開
札に立ち会わない者は、再
入札に参加の意思がないも
のとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、入札情報かわさきの「契約関係規定」から閲覧
できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。
　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第264号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�浮島処理センター煙道設備等点検清

掃業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市川崎区浮島町509番地１
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３

月31日㈮まで
　⑷　業務概要　　�浮島処理センターに設置されている

焼却炉の炉内、煙道、集じん器設備
等の機能を正常に維持するために必
要な点検清掃を実施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」
に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
同種の煙道設備等点検清掃業務の契約実績を有する
こと。ただし民間実績については、同等の契約実績
を有すること。

　⑸�　煙道設備等点検清掃業務委託に必要な資格を有し
ている人員を配置できること。

　　�　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。
　　ア　足場の組立等作業主任者
　　イ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
　　ウ　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者
　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及
び問い合わせ先
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　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ
い。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　大久保
　　　電話　044－200－2588（直通）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭
　　　�９時から17時まで（土、日、祝日及び12時から13

時の間は除く。）
　⑶　提出方法　　持参
　⑷　提出書類
　　ア　�上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の資格証の写し
　　ウ　�上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年２月24日㈭に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年２月24日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭から令和４年２月28日㈪
　　　９時から17時まで
　　　（土、日及び12時から13時の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法

　　　令和４年３月４日㈮
　　�　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　令和４年３月８日㈫９時
　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４
　　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑷　入札書の提出方法　　持参
　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の制限の範囲内で、最
低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とし
ます。

　⑺　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開
札に立ち会わない者は、再
入札に参加の意思がないも
のとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　要（10％）
　　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合は
免除といたします。

　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、入札情報かわさきの「契約関係規定」から閲覧
できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。
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　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第265号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和　４年　２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�浮島処理センター排ガス分析計保守

点検業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区浮島町509番地１
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�浮島処理センターに設置されている

塩化水素濃度計（ＨＣＬ）、煙道排
ガス分析装置（ＮＯｘ、ＳＯ２、Ｃ
Ｏ、Ｏ２）及び酸素濃度計（Ｏ２）
の機能を正常に維持するために必要
な保守点検。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点
検」に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
排ガス分析計保守点検業務の契約実績を有すること。
ただし民間実績については、同等の契約実績を有す
ること。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提出、
仕様書閲覧及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷の契約実績を確認できる書類
を提出してください。また、競争入札参加申込書にて
一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出し
てください。

　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区浮島町509番地１
　　　川崎市浮島処理センター４階事務室
　　　技術係　新藤、渋谷、伊藤
　　　電話　044－287－9600
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月21日㈪９時
から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時の間は除く）
　⑶　提出方法　持参（持参以外は無効とする）
　⑷　提出書類
　　ア　�上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月４日㈮に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月４日㈮９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　�令和４年３月４日㈮から令和４年３月11日㈮９時

から17時まで
　　　�（持参する場合、日曜日及び12時から13時の間は

除く）
　⑵　質問書の様式
　　　配布する「質問書」の様式により提出すること。
　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30ukisi@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－287－9602
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月15日㈫に全社に文書（電子メールま
たはＦＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
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資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月22日㈫11時00
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区浮島町509番
地１

　　　　　　　　　　　　　�川崎市浮島処理センター４
階　第１会議室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とす
る。）

　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の範囲内で、最低の価
格をもって有効な入札を行
った者を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開
札に立ち会わない者は、再
入札に参加の意思がないも
のとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　�契約金額の10％とします。

ただし、川崎市契約規則第
33条各号に該当する場合は
免除とします。

　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、
入札情報かわさきの「契約
関係規定」から閲覧できま
す。

　　　　　　　　　　　　　�（ h t t p s : / / www . c i t y .
kawasaki.jp/233300/index.
html）

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第266号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年　２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�浮島処理センター第１種圧力容器点

検整備その他業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区浮島町509番地１
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和４年10月

31日まで
　⑷　業務概要　　�浮島処理センターの第１種圧力容器

（建築用）及び補助ボイラ設備の機
能を正常に維持し、「労働安全衛生
法」及び「ボイラー及び圧力容器安
全規則」に基づく性能検査に合格す
るために必要な点検整備業務委託

２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「ボイラー維持管理」に
登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地
域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
同種の第１種圧力容器や補助ボイラの点検整備業務
の契約実績を有すること。

　⑹�　第１種圧力容器点検整備その他業務委託に必要な
資格を有している人員を配置できること。

　　　なお、必要な資格は次のとおりとする。
　　ア　ボイラー整備士
　　イ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
　⑺�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び問い
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合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑸⑹の書類を提出してくださ
い。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�川崎市川崎区浮島町509番地１　川崎市浮島処理

センター４階　事務室
　　　浮島処理センター　技術係　梶、伊藤
　　　電話　044－287－9600
　　　※�競争参加申込書については、川崎市ホームペー

ジ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき
ます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭９時
から17時まで

　　　（日曜及び12時から13時の間は除く。）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑹の資格証の写し
　　ウ�　上位２⑺の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４　確認通知書、質問書及び仕様書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある
と認めた者には、確認通知書等を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月２日㈬に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月２日㈬９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　令和４年３月２日㈬から令和４年３月９日㈬
　�　９時から17時まで（日曜及び12時から13時の間は除
く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30ukisi@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－287－9602
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法　　　　
　　　令和４年３月16日㈬

　　　�全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争参加資格
を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし
たとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月22日㈫14時00
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区浮島町509番
地１

　　　　　　　　　　　　　�川崎市浮島処理センター４
階第１会議室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし
ます。）

　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の制限の範囲内で、最
低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とし
ます。

　⑺　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、
入札情報かわさき（https://
www . c i t y . k aw a s a k i .
jp/233300/）の「契約関係
規定」から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1070－

ます。
　　　───────────────────
川崎市公告第267号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　川崎市長　　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度　川崎市議会貸切バス運行業務委託
　⑵　履行場所
　　　本市の指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　�　貸切バス運行業務。詳細は「令和４年度　川崎市
議会貸切バス運行業務委託仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「倉庫・運送業務」種目「運送業務」に登載さ
れていること。

　⑷�　委託する貸切バス業務は運転手付で、次のとおり
とし、当該バスを３台以上保有していること。

　　ア�　自動車検査証の車体の形状の記載が「リヤーエ
ンジン」であること。

　　イ�　旅客席が７列シートで26 ～ 29人乗りであるこ
と。

　⑸�　道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業
の許可を得ていること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書及び必要な資料を提出しなけ
ればなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　ア　配布・提出場所　�〒210－0006　川崎市川崎区

砂子１丁目９番地３　　
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第２庁舎５階
　　　　　　　　　　　　議会局総務部庶務課
　　　　　　　　　　　　担当　池原
　　イ　問い合わせ先　　�電話　044－200－3367
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　　　　　　　　　　　　�電子メール　98syomu@city.
kawasaki.jp

　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月22日㈫まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　午前８時30分から午後５時15分まで
　　　（ただし、正午から午後１時を除く）
　　�　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、入札
説明書に添付されています。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
　⑷　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　�使用するバスの車検証の写し３台分及びバスの

カタログ等（シート配列の分かるもの）
　　ウ　�道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事

業の許可を得ていることを証明する書類の写し
　　エ　確約書
４　入札説明書等の閲覧・交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書、質問書等の様式
が添付されている入札説明書及び仕様書については、
「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」の場所において、
「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供するとともに、
希望者には印刷物を配布します。
　�　なお、縦覧書類については、インターネットでダウ
ンロードすることもできます（「入札情報かわさき」
－「入札情報」の“委託”－「入札公表」http://
keiyaku.city.kawasaki.jp）。
５�　仕様書及び一般競争入札参加資格確認通知書等の交
付
　�　入札参加資格があると認められた者には、令和３・
４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」
の委任先メールアドレスに令和４年３月１日㈫に入札
説明書及び競争入札参加資格確認通知書等を送付しま
す。また、当該委任先のメールアドレスを登録してい
ない者には、同日に上記「３⑴配布・提出場所及び問
合せ先」の場所において、入札説明書及び一般競争入
札参加資格確認通知書等を交付します。
６　仕様等に関する問い合わせ先
　⑴　�川崎市川崎区砂子１丁目９番地３　　川崎市役所

第２庁舎５階
　　　議会局総務部庶務課　　　担当　池原
　　　電話　044－200－3367
　⑵　質問受付期間
　　　�令和４年３月１日㈫から令和４年３月３日㈭午後

５時15分まで
　⑶　質問書の様式
　　　�入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
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出してください。
　⑷　質問受付方法
　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　98syomu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　044－200－3953
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月７日㈪に参加資格を有する全社に文
書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、紙入札方式とし、所定の入札書及び運

賃積算書をもって行います。入札書に記載する金
額は、貸切バスの使用１時間あたりの時間制運賃
の単価に推定利用時間（入札者の車庫から市役所
第２庁舎までの往復時間を含む）を乗じたものと、
貸切バスの使用１キロあたりのキロ制運賃の単価
に推定利用距離（入札者の車庫から市役所第２庁
舎までの往復距離を含む）を乗じたものの総合計
額（税抜き）としてください。

　　イ�　入札書と運賃積算書には割印をし、入札件名が
記載された封筒に封印してください。

　⑵　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑶　入札・開札の日時
　　　令和４年３月14日㈪午後２時
　⑷　入札・開札の場所
　　　川崎市役所第２庁舎　議会局会議室
　⑸　入札保証金
　　　免除とします。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも
って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ
し、その者の入札価格が著しく低価格であるときは、
調査を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成の要否
　　　必要とします。

　⑵　契約保証金
　　　免除とします。
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市
のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関
係規定」で閲覧することができます。

　⑷　契約金額
　　　各契約単価は運賃積算書に記載の金額とします。
10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵　詳細は、仕様書によります。　
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第268号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度　新型コロナウイルスＰＣＲ検査等の
検体等搬送業務委託

　⑵　履行場所
　　　宮前区内他
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課が指
定する新型コロナウイルス等感染症対策事業等に係
る検体等の対象事業所間及び個人宅間の搬送業務を
行う。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」種目「運
送業務」に登載されていること。

　⑷�　「民間事業者による信書の送達に関する法律」に
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基づく「特定信書便事業の許可（役務の種類：長さ、
幅及び厚さの合計が73センチを超え、又は重量が４
ｋｇを超える信書便物を送達する役務）」を有する
こと。

　⑸�　宮前区役所（川崎市宮前区宮前平２－20－５）ま
での直線距離が15ｋｍ以内の場所に本社もしくは事
業所・営業所等を有すること。

　⑹�　平成29年度以降で官公庁又は民間において、同様
の運搬業務委託で同規模の契約実績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込をしなければなりません。
　⑴　配付・提出場所及び問合せ先
　　　〒216－8570
　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５
　　　宮前区役所地域ケア推進課　佐々木担当
　　　電話　044－856－3281
　　　ＦＡＸ　044－856－3237
　　　Ｅ－mail　69keasui@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
　　�　令和４年２月10日（木）から令和４年２月17日
（木）までの下記の時間。

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで。ただし、土日、祝日を除く。

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　　�　川崎市のホームページからもダウンロードでき

ます。（「入札情報かわさき」－「入札情報」の「委
託」－「入札公表・財政局」から当該案件を検索
してください。）

　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書等の交付
　�　入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所において、
３⑵の期間で縦覧に供するとともに、希望者には無償
で印刷物を配布します。
　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
において、本件の公表情報詳細のページからダウンロ
ードできます。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の
委任先メールアドレスに令和４年２月21日（月）まで
に送付します。
６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。
　⑴�　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月10日（木）から令和４年３月２日
（水）までの下記の時間。

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで。ただし、土日、祝日を除く。

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、上記３⑴まで持参（午前９時から正午ま
で及び午後１時から午後５時まで。ただし、土日、
祝日を除く。）、ＦＡＸ番号又は電子メールアドレス
あて送付してください。

　　�　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴
の担当あて連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月４日（金）ま
でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて
回答します。

８入札の手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。
　　イ　入札日時
　　　　令和４年３月９日（水）午前10時00分
　　ウ　入札場所
　　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５
　　　　宮前区役所４階第２会議室　　
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　上記８⑴イと同じ
　⑷　開札の場所
　　　上記８⑴ウと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
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は、これを無効とします。
９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペー
ジの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲
覧 す る こ と が で き ま す。（https://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他
　⑴�　契約手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び
日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴
と同じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第269号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　大師橋航空障害灯保守点検業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区大師河原１丁目地内
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　大師橋の橋脚上に設置されている航空障害灯につ
いて、巡視、部品交換等の保守点検を行い、航空機
空路の安全確保に努める。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録され、業種「施設維持管理」
種目「電気・機械設備保守点検」で登録されている
こと。

３　一般競争入札参加申込書の配付及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書を提出しなければなりません。
　⑴　配付場所
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑵　配布開始日
　　　令和４年２月10日㈭
　⑶　提出方法
　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。
　⑷　提出場所及び問合せ先
　　　�〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１　川

崎駅前タワーリバーク14階
　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課
　　　電　話：044－200－2821
　⑸　受付期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）
　　�　なお、郵送による提出の場合は、令和４年２月18
日㈮午後５時00分必着とします。

４　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競
争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和４年２月
24日㈭までに、令和３・４年度川崎市競争入札参加資
格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付しま
す。なお、メールアドレスを登録していない者につい
ては、ＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　ア　電子メールの場合
　　　ア　質問書の送付先
　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp
　　　　　※�件名を「【質問書】大師橋航空障害灯保守

点検業務委託」としてください。
　　　イ　質問書の受付期間
　　　　　�令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫
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まで
　　イ　持参の場合
　　　ア　質問書の提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　　イ　質問書の受付期間
　　　　　�令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）
　⑵　質問書の様式
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月７日㈪までに、一般競争入札参加資
格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回
答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し
ていない者については、ＦＡＸで送付します。また、
この入札の参加資格を満たしていない者からの質問
に関しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開
札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、
一般競争入札参加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　提出書類
　　ア　入札書
　　イ　委任状（代表者以外の方が提出する場合のみ。）
　⑵　入札方法
　　ア　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時
　　　　　令和４年３月15日㈫午前９時30分
　　　イ　提出場所
　　　　　〒210－0007
　　　　　�川崎市川崎区駅前本町12－１　川崎駅前タワ

ーリバーク17階
　　　　　建設緑政局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限
　　　　　令和４年３月11日㈮午後５時00分　必着
　　　イ　提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　※�持参、郵送いずれの場合においても、封筒に所定

の入札書を入れて封印し、当該封筒に上記１⑴の
件名及び「入札書在中」と明記してください。ま
た、郵送の場合には、必ず書留郵便により送付し
てください。

　⑶　入札保証金

　　　免除とします。
　⑷　入札・開札の日時及び場所
　　　上記７⑵アに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　再度入札又はくじ引きの実施
　　�　再度入札又はくじ引きを実施する場合、郵送で応
札を選択した者がいた時は、令和４年３月16日㈬に
再度入札又はくじ引きを行います。なお、実施に当
たっては、電話・電子メールにより対象者に連絡し
ます。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
については、川崎市のホームページ「入札情報かわ
さき」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　この公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の
定めるところによります。　

　⑶�　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第270号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
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　⑴　件名
　　　�武蔵溝ノ口駅南北自由通路等周辺施設ほか２か所

保守点検業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市高津区溝口１丁目２番地先ほか２か所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　�武蔵溝ノ口駅南北自由通路、登戸駅南北自由通路、

新百合ヶ丘駅北口連絡通路等について、安全かつ
快適な環境を維持するため、施設・設備の保守点
検等を行う。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録され、業種「施設維持管理」
種目「電気・機械設備保守点検」で登録されている
こと。

３　一般競争入札参加申込書の配付及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書を提出しなければなりません。
　⑴　配付場所
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑵　配布開始日
　　　令和４年２月10日㈭
　⑶　提出方法
　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。
　⑷　提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワーリバーク14階
　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課
　　　電　話：044－200－2821
　⑸　受付期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）
　　�　なお、郵送による提出の場合は、令和４年２月18
日㈮午後５時00分必着とします。

４　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競

争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和４年２月
24日㈭までに、令和３・４年度川崎市競争入札参加資
格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付しま
す。なお、メールアドレスを登録していない者につい
ては、ＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　ア　電子メールの場合
　　　ア　質問書の送付先
　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp
　　　　　※�件名を「【質問書】武蔵溝ノ口駅南北自由

通路等周辺施設ほか２か所保守点検業務委
託」としてください。

　　　イ　質問書の受付期間
　　　　　�令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫

まで
　　イ　持参の場合
　　　ア　質問書の提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　　イ　質問書の受付期間
　　　　　�令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）
　⑵　質問書の様式
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月７日㈪までに、一般競争入札参加資
格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回
答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し
ていない者については、ＦＡＸで送付します。また、
この入札の参加資格を満たしていない者からの質問
に関しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開
札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、
一般競争入札参加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　提出書類
　　ア　入札書
　　イ　委任状（代表者以外の方が提出する場合のみ。）
　⑵　入札方法
　　ア　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時
　　　　　令和４年３月15日㈫午前11時00分
　　　イ　提出場所
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　　　　　〒210－0007
　　　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　　　川崎駅前タワーリバーク17階
　　　　　建設緑政局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限
　　　　　令和４年３月11日㈮午後５時00分　必着
　　　イ　提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　　※�持参、郵送いずれの場合においても、封筒に所

定の入札書を入れて封印し、当該封筒に上記１
⑴の件名及び「入札書在中」と明記してくださ
い。また、郵送の場合には、必ず書留郵便によ
り送付してください。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　入札・開札の日時及び場所
　　　上記７⑵アに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　再度入札又はくじ引きの実施
　　�　再度入札又はくじ引きを実施する場合、郵送で応
札を選択した者がいた時は、令和４年３月16日㈬に
再度入札又はくじ引きを行います。なお、実施に当
たっては、電話・電子メールにより対象者に連絡し
ます。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　要（10％）
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は免除します。

　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、川崎市のホームページ「入札情報かわ
さき」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　特定業務委託契約（公契約対象）
　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例
第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該
当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約
条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、
川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム
ページ「入札情報かわさき」から、「特定工事請負契
約及び特定業務委託契約に関する手引」を御覧くださ
い。
10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　この公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の
定めるところによります。　

　⑶�　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第271号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　高架下照明等保守点検業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市内一円
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　高架下、地下通路等の照明について、保守点検、
補修等を行い、安全かつ快適な環境を維持する。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録され、業種「施設維持管理」
種目「電気・機械設備保守点検」で登録されている
こと。

３　一般競争入札参加申込書の配付及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1077－

入札参加申込書を提出しなければなりません。
　⑴　配付場所
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑵　配布開始日
　　　令和４年２月10日㈭
　⑶　提出方法
　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。
　⑷　提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワーリバーク14階
　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課
　　　電　話：044－200－2821
　⑸　受付期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）
　　�　なお、郵送による提出の場合は、令和４年２月18
日㈮午後５時00分必着とします。

４　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競
争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和４年２月
24日㈭までに、令和３・４年度川崎市競争入札参加資
格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付しま
す。なお、メールアドレスを登録していない者につい
ては、ＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　ア　電子メールの場合
　　　ア　質問書の送付先
　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp
　　　　　※�件名を「【質問書】高架下照明等保守点検

業務委託」としてください。
　　　イ　質問書の受付期間
　　　　�　令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫

まで
　　イ　持参の場合
　　　ア　質問書の提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　　イ　質問書の受付期間
　　　　　�令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）
　⑵　質問書の様式
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月７日㈪までに、一般競争入札参加資
格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回
答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し
ていない者については、ＦＡＸで送付します。また、
この入札の参加資格を満たしていない者からの質問
に関しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開
札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、
一般競争入札参加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　提出書類
　　ア　入札書
　　イ　委任状（代表者以外の方が提出する場合のみ。）
　⑵　入札方法
　　ア　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時
　　　　　令和４年３月15日㈫午前10時00分
　　　イ　提出場所
　　　　　〒210－0007
　　　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　　　川崎駅前タワーリバーク17階
　　　　　建設緑政局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限
　　　　　令和４年３月11日㈮午後５時00分　必着
　　　イ　提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　　　　※�持参、郵送いずれの場合においても、封筒

に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒
に上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明
記してください。また、郵送の場合には、
必ず書留郵便により送付してください。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　入札・開札の日時及び場所
　　　上記７⑵アに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　再度入札又はくじ引きの実施
　　�　再度入札又はくじ引きを実施する場合、郵送で応
札を選択した者がいた時は、令和４年３月16日㈬に
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再度入札又はくじ引きを行います。なお、実施に当
たっては、電話・電子メールにより対象者に連絡し
ます。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
については、川崎市のホームページ「入札情報かわ
さき」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　この公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の
定めるところによります。　

　⑶�　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第272号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎駅中央通路等保守点検業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　川崎駅中央通路、川崎駅北口通路、川崎駅北口通
路西側デッキ、川崎駅西口駅前ペデストリアンデッ
キについて、安全かつ快適な環境を維持するため、
設備の保守点検等を行う。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」又は「準市内」で登録され、業種
「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点検」
で登録されていること。

３　一般競争入札参加申込書の配付及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書を提出しなければなりません。
　⑴　配付場所
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑵　配布開始日
　　　令和４年２月10日㈭
　⑶　提出方法
　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。
　⑷　提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワーリバーク14階
　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課
　　　電　話：044－200－2821
　⑸　受付期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）
　　�　なお、郵送による提出の場合は、令和４年２月18
日㈮午後５時00分必着とします。

４　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競
争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和４年２月
24日㈭までに、令和３・４年度川崎市競争入札参加資
格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付しま
す。なお、メールアドレスを登録していない者につい
ては、ＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　ア　電子メールの場合
　　　ア　質問書の送付先
　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp
　　　　　※�件名を「【質問書】川崎駅中央通路等保守

点検業務委託」としてください。
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　　　イ　質問書の受付期間
　　　　�　令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫

まで
　　イ　持参の場合
　　　ア　質問書の提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　　イ　質問書の受付期間
　　　　�　令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
　　　　�　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）
　⑵　質問書の様式
　　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード
してください。

　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月７日㈪までに、一般競争入札参加資
格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回
答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し
ていない者については、ＦＡＸで送付します。また、
この入札の参加資格を満たしていない者からの質問
に関しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開
札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、
一般競争入札参加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　提出書類
　　ア　入札書
　　イ　委任状（代表者以外の方が提出する場合のみ。）
　⑵　入札方法
　　ア　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時
　　　　　令和４年３月15日㈫午前10時30分
　　　イ　提出場所
　　　　　〒210－0007
　　　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　　　川崎駅前タワーリバーク17階
　　　　　建設緑政局会議室
　　イ　郵送による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限
　　　　　令和４年３月11日㈮午後５時00分　必着
　　　イ　提出場所
　　　　　上記３⑷と同じ
　　　　　※�持参、郵送いずれの場合においても、封筒

に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒
に上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明
記してください。また、郵送の場合には、

必ず書留郵便により送付してください。
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　入札・開札の日時及び場所
　　　上記７⑵アに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　再度入札又はくじ引きの実施
　　�　再度入札又はくじ引きを実施する場合、郵送で応
札を選択した者がいた時は、令和４年３月16日㈬に
再度入札又はくじ引きを行います。なお、実施に当
たっては、電話・電子メールにより対象者に連絡し
ます。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　要（10％）
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は免除します。

　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
については、川崎市のホームページ「入札情報かわ
さき」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　この公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の
定めるところによります。　

　⑶�　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第273号
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　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　　�令和４年度川崎市立小中学校自然教室看護業務

委託
　⑵　履行場所
　　　　川崎市八ヶ岳少年自然の家　
　　　　川崎市立小中学校～川崎市八ヶ岳少年自然の家
　　　　川崎市立田島支援学校桜校～横浜あゆみ荘
　　　　川崎市立中央支援学校～横浜あゆみ荘　　　　
⑶　契約期間
　　　　令和４年４月１日～令和５年３月31日
⑷　業務概要
　　　�　小学校５年生及び中学校１年生において、川崎

市八ヶ岳少年自然の家等で実施している自然教室
事業に、看護師が随行し、児童生徒等の健康管理
及び病気・ケガ等の応急処置を行うものです。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「その他」種目「その他」
に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎
市のホームページ「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、
本件の「入札公表詳細」のページからダウンロードす
ることができます。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル４階
　　　教育委員会事務局学校教育部指導課　
　　　高橋（小学校担当）電　話　044－200－3329
　　　宮嶋（中学校担当）電　話　044－200－3737
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　044－200－2853
　　　　　　　　　　　　�電子メール
　　　　　　　　　　　　88sidou@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで

とします。
　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前
８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま
で）

　⑶　提出書類
　　　競争入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　持参または郵送とします。
　　　※�郵送の場合、発送後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により競争入札参加申込書を提出し、入札参
加資格があると認められた者には、競争入札参加資格
確認通知書を令和４年２月24日㈭までにＦＡＸ又は電
子メールで送付します。ただし、令和３・４年度川崎
市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メール
のアドレスを登録している場合は、競争入札参加資格
確認通知書は自動的に電子メールで配信されます。
５　入札説明書の交付
　�　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せて、
入札説明書を交付します。
　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年２
月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで（ただし、土曜
日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午ま
で及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供します。
また、入札説明書は川崎市のホームページ「入札情報
か わ さ き 」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）において、本件の「入札公表詳細」のペ
ージからダウンロードすることができます。
６　仕様書及び入札に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　受付期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前
８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま
で）

　⑶　質問受付方法
　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。
　　　電子メール及びＦＡＸ番号は上記３⑴に同じ。
　⑷　回答予定日
　　�　令和４年３月１日㈫までに、電子メールまたはＦ
ＡＸにて回答します。

　⑸　その他
　　ア�　受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしま

せん。
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
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　　ウ�　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が
なかった場合は電話にて御連絡ください。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
きません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
８　入札の手続き等
　⑴�　入札価格は、年額の総価で行います。入札書に記
載する金額は、見積った契約希望金額から消費税及
び地方消費税に相当する額を除いた金額とし、入札
書に記載した金額の最低の価格を持って落札者とし
ます。

　⑵　入札･開札の日時及び場所
　　ア　日　時　　令和４年３月10日㈭　午前10時00分
　　イ　場　所　　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町

６番地　明治安田生命川崎ビル４階　
第２会議室

　　　※�入札結果につきましては、開札後、速やかにお
知らせいたします。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」
第７条に該当する入札は、無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　契約金額の10パーセントを納付しなければなり

ません。
　　イ�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します。
　⑵　契約書作成の要否
　　�　必要とします。なお契約書作成にかかる費用は落
札者の負担とします。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

10　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎
市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参
加者心得の定めるところによります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第274号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　業務件名
　　　高津市民館舞台運営業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市高津区溝口１丁目４番１号
　　　高津市民館　11 ～ 13階
　⑶　履行期限
　　　令和４年４月１日から令和７年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　別紙委託業務仕様書による
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は､ 次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市登録業者で市内、準市内及び市外業者であ
ること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
以下の業種・種目に全て登載されていること。

　　　　業種99「その他業務」� 種目99「その他」
� 種目07「一般事務」
　⑸�　過去５年以内に本市又は他官公庁の公共ホール
（定員600名以上）を継続して３年以

　　�　上かつ３箇所以上の管理実績があること。ただし、
発注者と直接契約を締結し、履行した元請としての
実績に限る。また、ホール責任者は自社社員である
こと

　⑹�　ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ２７００１を取得して
いること。

　⑺　自社で企画を制作し、公演実績があること。
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３�　一般競争入札参加確認申請書の配布、提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
る書類（契約書の写し）を提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　　〒213－0001
　　　　川崎市高津区溝口１丁目４番１号
　　　　高津区役所まちづくり推進部生涯学習支援課
　　　　（高津市民館）
　　　　電話　044-814-7603（直通）
　　　　FAX　044-833-8175
　　　　E-mail　88takasi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月15日㈫まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の
本市閉庁日を除きます。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者に、無償で入札説明書を交付します。また､ 入札
説明書は３⑴の場所において、令和４年２月10日㈭か
ら令和４年２月15日㈫まで縦覧に供します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　�　令和４年２月18日㈮午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールアドレスの登録を行っている場合
は、電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様書に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月21日㈪から２月25日㈮までの午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時までとし
ます。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁
日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の質問書により提出してくださ
い。

　⑷　回答方法

　　�　令和４年３月３日㈭の午後５時までに、一般競争
入札参加資格確認通知書を交付された者に電子メー
ル又は　FAXにより回答書を送付します。なお、
この入札の参加資格を満たしていない者からの質問
には回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に２一般競争入札参加資格の各号のいずれ
か条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積った契約

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月７日㈪　午後２時00分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市高津区溝口１丁目４番１号
　　　　高津市民館　11階　第１会議室
　⑶　提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし､ 著し
く低価格の場合は､ 調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は､

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は､ 契約金額の10％を納入しなけ
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ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　　否
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は､ 川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先
の場所で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　⑷�　令和４年第２回川崎市議会定例会における、本契
約に係る予算の議決を要します。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第275号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　業務件名　　　　
　　　高津市民館窓口等運営業務委託
　⑵　履行場所　　　　
　　　川崎市高津区溝口１丁目４番１号
　　　高津市民館　11 ～ 13階
　⑶　履行期限　　　
　　　令和４年４月１日から令和７年３月31日まで
　⑷　業務概要　　　　
　　　別紙委託業務仕様書による
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は､ 次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市登録業者で市内、準市内及び市外業者であ
ること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
以下の業種・種目に全て登載されていること。

　　　業種　99「その他業務」� 種目99「その他」
� 種目07「一般事務」　
　⑸�　過去５年以内に本市又は他官公庁の窓口業務を継
続して３年以上かつ３箇所以上の管理実績があるこ
と。ただし､ 発注者と直接契約を締結し、履行した
元請としての実績に限る。また、責任者は自社社員
であること。

　⑹�　ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ２７００１を取得して
いること。

３�　一般競争入札参加確認申請書の配布、提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
る書類（契約書の写し）を提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　　〒213－0001
　　　　川崎市高津区溝口１丁目４番１号
　　　　高津区役所まちづくり推進部生涯学習支援課
　　　　（高津市民館）　
　　　　電話　044-814-7603（直通）
　　　　FAX　044-833-8175
　　　　E-mail　88takasi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月15日㈫まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の
本市閉庁日を除きます。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者に、無償で入札説明書を交付します。また､ 入札
説明書は３⑴の場所において、令和４年２月10日㈭か
ら令和４年２月15日㈫まで縦覧に供します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　�　令和４年２月18日㈮午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールアドレスの登録を行っている場合
は、電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ
６　仕様書に関する問合せ
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　⑴　問合せ先
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月21日㈪から２月25日㈮までの午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時までとし
ます。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁
日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の質問書により提出してくださ
い。

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月３日㈭の午後５時までに、一般競争
入札参加資格確認通知書を交付された者に電子メー
ル又は　FAXにより回答書を送付します。なお、
この入札の参加資格を満たしていない者からの質問
には回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に２一般競争入札参加資格の各号のいずれ
か条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積った契約

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月７日㈪　午後３時00分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市高津区溝口１丁目４番１号
　　　　高津市民館　11階　第１会議室
　⑶　提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし､ 著し
く低価格の場合は､ 調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は､ 契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　　否
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は､ 川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先
の場所で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　⑷�　令和４年第２回川崎市議会定例会における、本契
約に係る予算の議決を要します。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第276号
　　　入　　札　　公　　告
　多摩区総合庁舎案内・守衛・駐輪場等整理誘導業務委
託に係る一般競争入札について次のとおり公告いたしま
す。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�多摩区総合庁舎案内・守衛・駐輪場等

整理誘導業務委託
　⑵　履行場所　多摩区総合庁舎
　　　　　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31
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日まで
　⑷　業務概要　�庁舎案内等業務　（10階市政資料コー

ナー案内業務を含む）
　　　　　　　　庁中取締り（守衛）業務
　　　　　　　　駐輪場（屋外駐車場）整理誘導業務
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿に業種「警備」種目「人的警備」で
登録されていること。

　⑷　川崎市内に本社又は事業所を有すること。
　⑸�　過去２年間に本市又は他官公庁において、庁舎案
内・守衛・駐輪場等整理誘導業務の契約実績を有す
ること。

　⑹�　前号の契約実績は、開札前に契約期間が終了し、
業務が完了していること。

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記⑸を確認できる書類を提出してく
ださい。
　⑴　配布・提出、閲覧場所及び問い合わせ先
　　　�多摩区役所　〒214－8570　川崎市多摩区登戸

1775番地１　10階
　　　多摩区役所まちづくり推進部総務課
　　　電話　044－935－3123
　　　�（「 入 札 情 報 か わ さ き 」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「入札情報」の委託の
欄の「入札公表」の中にあります。ダウンロード
ができない場合には、「３⑵配布・提出、閲覧期間」
の期間に、「３⑴配布・提出、閲覧場所」で配布
します。）

　⑵　配布・提出、閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭９時

00分から17時00分まで（土曜日、日曜日、祝日及
び12時00分から13時00分は除く）

　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします。）
４�　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等の交
付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競
争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争
参加資格があると認めた者には、入札説明書及び仕様

書等を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで順次配信します。電子メールアドレスを登録し
ていない場合は、受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　�令和４年２月21日㈪９時00分から16時

00分まで（12時00分から13時00分は除
く）

５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　上記３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間　�令和４年２月21日㈪から令和４年

２月24日㈭17時00分まで
　⑶　質問書の様式　�入札説明書に添付の「質問書」の

様式を使用
　⑷　質問受付方法　�電子メール又はＦＡＸに限る。
　　　　　　　　　　電子メール
　　　　　　　　　　71soumu@city.kawasaki.jp
　　　　　　　　　　ＦＡＸ
　　　　　　　　　　044－935－3391
　⑸　回答方法　　　�令和４年３月１日㈫、全社に電子

メール又はＦＡＸで送付します。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　令和４年３月８日㈫10時00分
　⑶　入札・開札の場所　多摩区総合庁舎６階
　　　　　　　　　　　　防災センター事務局室
　　　　　　　　　　　　�川崎市多摩区登戸1775番地１
　⑷�　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効としま

す。）
　⑸　入札保証金　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で最低制限価
格以上の価格をもって有効な
入札を行った者のうち、最低
の価格をもって入札を行った
者を落札者とします。

　⑺　入札書の記載金額　�入札に際しては、契約希望金
額の110分の100に相当する金
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額を入札書に記載してくださ
い。

　⑻　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で
無効と定める入札は、これを
無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　ア　�川崎市契約規則第33条各

号に該当する場合は､ 免
除します。

　　　　　　　　　　　　イ　�ア以外の場合は､ 契約金
額の10パーセントを納付
しなければなりません。

　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　�川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得は３⑴の場
所で閲覧できるほかインター
ネットにおいて川崎市ホーム
ページ「入札情報かわさき」
のページで閲覧できます。

９　その他
　⑴�　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　�　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基
準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくこ
とが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違
反した場合は受注者の責任となり、場合によっては
契約解除となる可能性もありますので、入札に臨ま
れる際には十分にご注意ください。

　　�　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホーム
ページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び「特定工事請負契約及び特定業
務委託契約の手引き」を御確認ください。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第277号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年　２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　廃蛍光管運搬・処理業務委託
　⑵　履行場所　　浮島処理センターほか10か所
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３

月31日㈮まで
　⑷　業務概要　　�本業務は、本市で回収された廃蛍光

管を、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に従い、本市が指定する保管
場所から受託者の処理施設まで運搬
し、無害化処理及び再資源化を図り
適正に処理するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「廃棄物関連業務」に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
廃蛍光管の運搬・処理業務の契約実績を有すること。
ただし、民間実績については、同等の契約実績を有
すること。

　⑸�　一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。
　⑹�　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や
協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷⑸⑹に関する書類を提出して
ください。
　⑴�　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　向原
　　　電話　044－200－2587（直通）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭
　　　�９時から17時まで（土、日、祝日及び12時から13

時の間は除く。）
　⑶　提出方法　　�持参又は郵送。ただし、郵送の場合

は申込書の提出締切日までに届くこ
ととし、不備がないこと。

　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の許可証の写し
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　　ウ�　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との
関係を確認できる書類

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を令和４年２月24日㈭までに交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい
ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年２月24日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭から令和４年３月１日㈫
　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月３日㈭
　　�　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月８日㈫10時30
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地
４

　　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし

ます。）
　⑸　入札保証金　　　　　免除

　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規
定に基づいて作成した予定
価格の制限の範囲内で、最
低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とし
ます。

　⑺　再入札の実施　　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再入札を行います。（開
札に立ち会わない者は、再
入札に参加の意思がないも
のとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、 入 札 情 報 か わ さ き（https://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規定」
から閲覧できます。

　⑷　その他
　　�　本業務の一部を自社以外で行う場合は、予め本市
と覚書を締結するものとします。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第278号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和４年度土木工事資材価格調査委

託
　⑵　履行場所　　川崎市内
　⑶　履行期限　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　調達概要　　入札説明書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
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　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「調査・測定」種目「市場調査」で登録されて
いること。

　⑷�　過去５年以内に本市又は他官公庁において土木工
事資材価格調査の契約実績があること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格の確認申請をしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　　川崎駅前タワー・リバーク17階
　　　建設緑政局総務部技術監理課　　担当　柏木
　　　電話　　044－200－2791（直通）
　　　ＦＡＸ　044－200－3973
　　　電子メールアドレス　53gikan@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　（閉庁日を除く毎日９時から17時まで）
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　上記２⑷を証明する契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう
ち、審査を経て入札参加資格があると認めた者には、
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の
「委託」の委任先メールアドレスに、令和４年２月25
日㈮までに一般競争入札参加資格確認通知書を送付し
ます。なお、当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問い合わせ
　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで
きます。
　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんので
御注意ください。
　⑴　問い合わせ先
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　問い合わせ期間

　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月２日㈬まで
　　　（閉庁日を除く毎日９時から17時まで）
　⑶　問い合わせ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴に記載するＦＡＸ番号又は電子メー
ルアドレスあて送付してください。なお、質問書を
送付した際には、その旨担当まで電話で御連絡くだ
さい。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、入札参加者から質問が提出
された場合にのみ、令和４年３月８日㈫までに、全
社宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

　　　なお、回答後の再質問は受け付けません。
６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資
格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　本契約に要する経費総額（税抜き）を入札金額と
して行います。契約希望金額から消費税及び地方消
費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載の
上、持参してください。なお、詳細は入札説明書に
よります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　令和４年３月11日㈮　14時00分
　　イ　場所
　　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階
　　　　建設緑政局会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
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関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑷　その他問い合わせ窓口は、上記３⑴に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告第279号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�川崎市公文書館自動ドア・エレベータ設備保守点

検業務委託
　⑵　履行場所
　　　�川崎市公文書館（川崎市中原区宮内４丁目１番１

号）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　　�川崎市公文書館に設置する自動ドア及びエレベー

タ設備の正常な機能を常時維持するための保守点
検業務委託

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しない者。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でない者。

　⑶�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿」の業種「施設維持管理」に登録
され、かつ地域区分「市内」で登録されている者。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契
約実績があること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及
び問い合わせ先
　�　次により一般競争入札参加資格確認申請書を配布し
ます。この入札に参加を希望するものは、所定の一般
競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりま
せん。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒211－0051　川崎市中原区宮内４丁目１番１号
　　　川崎市公文書館　金子　担当
　　　電話番号　044－733－3933　
　　　ＦＡＸ　044－733－2400
　　　e-mail　17koubun@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月12日㈯から令和４年２月18日㈮まで
とします（月曜日を除く、午前８時30分から正午ま
で及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法　
　　�　郵送又は持参（いずれの場合も、令和４年２月18
日㈮午後５時までに川崎市公文書館に到着する必要
があります。）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参
加資格があると認められた者には、次により一般競争
入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎
市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メール
のアドレスを登載している場合は、一般競争入札参加
確認通知書は自動的に電子メールで交付されます。
　⑴　場所　
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　�　令和４年２月25日㈮　午前８時30分から正午まで
及び午後１時から午後５時まで

　⑶　その他
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、
無償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は３　⑴の場所において令和４
年２月12日㈯から令和４年２月18日㈮まで縦覧に供
します（月曜日を除く、午前８時30分から正午まで
及び午後１時から午後５時まで）。

５　仕様に関する質問について
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　⑴　問い合わせ先　
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭午後
５時までとします。

　⑶　質問方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３
⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ
さい。

　⑷　質問に対する回答
　　�　令和４年３月９日㈬までに、全社あて電子メール
にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の
いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札
件名が記載された封書に封印し、持参してください。

　⑵　入札金額
　　�　入札金額は、消費税及び地方消費税を含めないも
のを記入してください。

　⑶　入札・開札の日時及び場所
　　ア　　日時　　令和４年３月11日㈮　午後２時
　　イ　　場所　　川崎市公文書館　会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低
価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成
　　ア　契約書を作成することを要します。
　　イ�　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。
　⑶　契約規則等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

　　�（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」から閲覧することができ
ます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　入札説明書、川崎市契約条例、川崎市契約規則及
び川崎市競争入札参加者心得は３⑴の場所において、
一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中に縦
覧できます。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。
　⑸　詳細は入札説明書によります。
　⑹�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第280号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について次のとおり公表します。
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度小型乗用自動車の賃貸借及び保守
　⑵　履行場所
　　　�川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号（川崎市麻生

区役所）
　⑶　履行期間
　　　令和４年６月１日から令和11年５月31日まで
　⑷　賃貸借物品及び保守の内容
　　　�別紙「令和４年度小型乗用自動車の賃貸借及び保

守仕様書」による
２　競争入札参加資格
　�　本入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満た
さなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請
負・物件の供給等有資格者名簿の業種「リース」種
目「車両」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
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　�　本入札に参加を希望する者は、次により申込みをし
なければなりません。
　⑴�　競争入札参加申込書等の配布、提出場所及び問合
せ先

　　〒215-8570
　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　（川崎市麻生区役所）
　　川崎市麻生区役所まちづくり推進部総務課
　　担当者：宮野
　　電　話　044－965－5109（直通）
　　ＦＡＸ　044―965－5200
　　E-mail　 73soumu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
まで（ただし土曜日、日曜日、国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　�　次のものを、前記３⑴の提出場所に持参し、提出
してください。

　　ア　競争入札参加申込書
　　イ　納入予定車両の仕様書及びカタログ等の資料
４　入札説明書について　
　⑴　入札説明書のホームページでの閲覧
　�　�　この入札に関する入札説明書は、３⑴の場所及び
川崎市のホームページ「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） の「 入
札情報」で閲覧することができます。　

　⑵　入札説明書等の配布・縦覧　
　　�　３により競争入札参加申込書を提出した者に、入
札説明書等を配布します。

　　�　また、３⑴の場所において、令和４年２月10日㈭
から令和４年２月17日㈭まで縦覧に供します。

５　確認通知書の交付　
　�　３により競争入札参加申込書を提出し、かつ提出さ
れた書類を審査した結果、入札参加資格があると認め
られた者には、令和４年２月18日㈮までに、令和３・
４年度川崎市競争入札資格審査申請書の委任先メール
アドレスに、確認通知書を送付します。なお、当該委
任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで
送付します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　　本入札に関し、次により質問することができます。
　　ア　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ　
　　イ　質問書の提出期限
　　　�　令和４年２月18日㈮午後１時から令和４年２月

22日㈫正午まで（ただし、持参により提出する場

合は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び正午から
午後１時までの時間を除く）　

　　ウ　質問書の提出方法　
　　　�　電子メール、ＦＡＸ又は持参（質問書の様式は

定めません）　
　⑵　回答　
　　ア　回答日　
　　　　令和４年２月24日㈭　
　　イ　回答方法　
　　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

５の確認通知書を送付したすべての者に対して、
すべての質問及び回答を一覧表にした質問回答書
を送付します。　質問回答書は、令和３・４年度
川崎市競争入札資格審査申請書の委任先メールア
ドレスに送付します。なお、当該委任先メールア
ドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付しま
す。　回答後の再質問は受け付けません。　

７　入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することは
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　持参
　⑵　入札（見積）書の提出日時　
　　�　令和４年２月28日㈪　午前10時　
　⑶　入札（見積）書の提出場所　
　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　　川崎市麻生区役所４階第７会議室　
　⑷　入札金額　
　　　入札金額は、契約期間中の総額とします。
　　�　月額の賃貸借及び保守料（消費税及び地方消費税
に相当する金額を除き、１円未満の端数を切り捨て
た額）を、履行期間の月数（84 ヶ月）で乗じる方
法で見積りしてください。

　　�　落札決定に当たっては、入札（見積）書に記載さ
れた金額に、100分の10に相当する額（契約期間中
に消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）の税率
改定があった場合は、改定後の消費税率が適用され
る部分について、入札（見積）書に記載された金額
に改定後の消費税率を乗じた金額。以下「消費税　
相当額」という。）を加算した金額（当該金額に１
円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨
てた金額）をもって落札価格とします。
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　　�　入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、契約希望金額から消
費税相当額を控除した金額を入札（見積）書に記載
するものとします。

　⑸　入札保証金　
　　　免除　
　⑹　開札の日時　
　　　８⑵と同じ　
　⑺　開札の場所　
　　　８⑶と同じ　
　⑻　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　⑼　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。　

９　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。（入札情報かわさき　https://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　事情により入札を延期し、又は取りやめる場合が
あります。　

　⑶�　入札公表に定めるもののほか、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札加者心得等の定
めるところによります。　

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同様
です。　

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額
について減額又は削除があった場合は、この契約を
変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第281号
　　　入　　札　　公　　告
　「令和４年度　柿生分庁舎ほか２施設で使用する電気
需給契約」に関する一般競争入札について、次のとおり
公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　調達件名
　　　�令和４年度　柿生分庁舎ほか２施設で使用する電

気需給契約
　⑵　履行場所（需給地点）
　　ア　川崎市麻生区上麻生６丁目29番18号
　　　　（柿生分庁舎）
　　イ　川崎市麻生区岡上３丁目15番５号
　　　　（麻生市民館岡上分館）
　　ウ　川崎市麻生区白山１丁目１番地１
　　　　（白山中学校跡地施設）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達内容
　　　別紙仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は､ 次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市内に本社、支社又は支店（営業所を含む）
を有すること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において川崎市の令和３・４年度川崎市
製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の以下の
業種・種目に登載されていること。

　　　業種39「その他物品販売」　　種目01「電気供給」
　⑸�　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月
１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ
ランクに格付けされているものであること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒215－8570
　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　　麻生区役所　まちづくり推進部　総務課（３階）
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　　　電話　　　　044－965－5108
　　　ＦＡＸ　　　044－965－5200
　　　電子メール　73soumu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から正午
まで及び午後１時から午後５時まで

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書（仕様書を含む）について
　⑴　入札説明書の閲覧
　　�　この入札に関する入札説明書は、３⑴の場所で閲
覧することができます。

　⑵　入札説明書の配布
　　�　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、
入札説明書を配布します。また､ ３⑴の場所におい
て、令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭ま
で縦覧に供します。

　　�　ただし、午前９時から正午まで及び午後１時から
午後５時までの間とし、土曜日、日曜日及び休日を
除きます。

５　入札説明書に関する質問等の受付
　�　質問等に関しては、令和４年２月22日㈫午後５時ま
での間、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付け
ます。質問書の様式は特に定めません。回答について
は、令和４年３月２日㈬までに川崎市の令和３・４年
度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿へ
登録した際に届出のあった電子メールアドレス又はＦ
ＡＸにて全者あて回答します。
６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　３により一般競争入札参加申込書を提出し､ かつ提
出された書類を審査した結果、入札参加資格があると
認められたものには、令和４年２月21日㈪までに、川
崎市の令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給
等有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ
ールアドレスあて、一般競争入札参加資格確認通知書
を送付します。また、電子メールアドレスの登録を行
っていない場合はＦＡＸにて交付します。
７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が､ 次
のいずれかに該当するときは､ この入札に参加をする
ことができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等

　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月７日㈪　　午後１時30分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　　　川崎市麻生区役所　４階　第４会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　８⑴アと同じ
　⑷　開札の場所
　　　８⑴イと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし､ 著
しく低価格の場合は､ 調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は､

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は､ 契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は､ ３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ
です。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑸�　当該落札決定の効果発生には、令和４年第２回川
崎市議会定例会における、本契約に係る予算の議決
を条件とします。

　　　───────────────────
川崎市公告第282号
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　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�川崎市立学校小荷物専用昇降機保守

点検業務委託（Ａブロック）
　⑵　履行場所　　川崎市立学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日
　⑷　委託概要　　�小荷物専用昇降機の保守点検業務
　　　　　　　　　※詳細は委託仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「エ
レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷�　過去４年間に、本市又は他官公庁等において、類
似の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行し
た実績を有すること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎
市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」
からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　平井
　　　電話� 044－200－3314
　　　FAX� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　�令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭午前９

時～正午、午後１時～午後４時
　　　※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　２⑷に示した資格に係る契約書の写し
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。

　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、
これに応じなければなりません。

　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧
　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　※�併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し
てください。

　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者
にはＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　�　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭午前９
時～正午、午後１時～午後４時

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和　４年　２月28日㈪ま
でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送
付します。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月３日㈭午後２時
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　　　　川崎市役所第
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　　　　　　　　　　　　３庁舎12階会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　　要
　⑵　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規

則第８条に定める有価証券の
提供（振替債を除く。）、又は
金融機関若しくは保証事業会
社の保証をもって契約保証金
の納付に変えることができま
す。また、川崎市契約規則第
33条各号に該当する場合は、
契約保証金の納付を免除しま
す。

　⑶　前払金　　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第283号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�川崎市立学校小荷物専用昇降機保守

点検業務委託（Ｂブロック）
　⑵　履行場所　　川崎市立学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日
　⑷　委託概要　　小荷物専用昇降機の保守点検業務
　　　※詳細は委託仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「エ
レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷�　過去４年間に、本市又は他官公庁等において、類
似の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行し
た実績を有すること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎
市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」
からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　平井
　　　電話� 044－200－3314
　　　FAX� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　�令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭午前９

時～正午、午後１時～午後４時
　　　※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　２⑷に示した資格に係る契約書の写し
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　　　※�提出された書類等に関し説明を求められたとき

は、これに応じなければなりません。
　⑷　提出方法
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　　　持参
４　資料の閲覧　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供し

ます。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　※�併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し
てください。

　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者
にはＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　�令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭午前９

時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月28日㈪までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月３日㈭午後２時
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　　　　川崎市役所第
　　　　　　　　　　　　３庁舎12階会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　　要
　⑵　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　�　ただし、川崎市金銭会計規則第８条に定める有価
証券の提供（振替債を除く。）、又は金融機関若しく
は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に
変えることができます。また、川崎市契約規則第33
条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除
します。

　⑶　前払金　　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第284号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�川崎市立学校小荷物専用昇降機保守

点検業務委託（Ｃブロック）
　⑵　履行場所　　川崎市立学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日
　⑷　委託概要　　�小荷物専用昇降機の保守点検業務
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　　　　　　　　　※詳細は委託仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「エ
レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷�　過去４年間に、本市又は他官公庁等において、類
似の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行し
た実績を有すること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎
市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」
からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　平井
　　　電話� 044－200－3314
　　　FAX� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　�令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭午前９

時～正午、午後１時～午後４時
　　　※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　２⑷に示した資格に係る契約書の写し
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　※�併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認し

てください。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者
にはＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　�令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭午前９

時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和　４年　２月28日㈪ま
でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送
付します。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　令和４年３月３日㈭午後２時
　⑶　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎12階会議

室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
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しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　　要
　⑵　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規

則第８条に定める有価証券の
提供（振替債を除く。）、又は
金融機関若しくは保証事業会
社の保証をもって契約保証金
の納付に変えることができま
す。また、川崎市契約規則第
33条各号に該当する場合は、
契約保証金の納付を免除しま
す。

　⑶　前払金　　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第285号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度新型コロナウイルス感染症相談対応に
おける区役所等への看護職人材派遣業務委託

　⑵　履行場所
　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和４年９月30日まで　
　⑷　業務概要
　　�　新型コロナウイルス感染症に係るデータ入力等の

事務処理、電話相談対応及び架電対応。
２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その
他」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契
約履行実績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒212-0013　　
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　健康福祉局保健所感染症対策課
　　　担当　渡邉、大坪
　　　電　話　044－200－2441
　　　ＦＡＸ　044－200－3928
　　　e-mail　40kansen@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　�　午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参
加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務
委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド
レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通
知書を電子メールで送付します。メールアドレスの登
録がない場合には、郵送します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月18日㈮午後５時まで
　⑶　入札説明書の交付
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　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無
償で入札説明書を交付します。また、入札説明書は
３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧に供する他、
川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の「入
札情報」で閲覧することができます。

５　仕様又は入札説明書に関する問合せ
　�　仕様、入札説明書の内容等に関する質問は、次のと
おり行います。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴に持参、もしくはＦＡＸ又は電子メ
ールで送付してください。なお、「質問書」をＦＡ
Ｘ又は電子メールで送付した場合は、送付した旨を
３⑴の担当宛てに電話で連絡してください。

　⑶　受付期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月21日㈪午後

５時まで
　⑷　回答方法
　　�　令和４年２月24日㈭までに、確認通知書を交付し
た全社宛てに、電子メールで送付します。電子メー
ルアドレスがない場合には郵送します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　　持参による入札とします。
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月１日㈫午後１時00分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア　
　　　　健康福祉局会議室
　⑵　入札金額
　　�　入札金額は、単価に予定数量を乗じた総価（推定
総金額）を記載してください。入札に際しては、「川
崎市競争入札参加者心得」第３条第２項の規定に関
わらず消費税及び地方消費税を除いた税抜金額を入
札書に記載してください。消費税額及び地方消費税
額は、代金支払の際に加算しますので、入札書に記
載する金額には含まれないものとします。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。

　⑷　開札の日時
　　　７⑴アと同じ
　⑸　開札の場所
　　　７⑴イと同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
は、これを無効とします。

８　契約の手続等　
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、推定総金額の10パーセントを

納付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　無
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。　

　⑸　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

９　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書のとおりです。　
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第286号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　
　　�　令和４年度新型コロナウイルス感染症相談対応に
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おける区役所等への事務職人材派遣業務委託
　⑵　履行場所
　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所
　⑶　履行期間　
　　　令和４年４月１日から令和４年９月30日まで　
　⑷　業務概要
　　�　新型コロナウイルス感染症に係るデータ入力等の
事務処理、電話相談対応及び架電対応。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その
他」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契
約履行実績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒212-0013　　
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　健康福祉局保健所感染症対策課
　　　担当　渡邉、大坪
　　　電　話　044－200－2441
　　　ＦＡＸ　044－200－3928
　　　e-mail　40kansen@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　�　午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土
曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参とします。　
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参
加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務
委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド
レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通

知書を電子メールで送付します。メールアドレスの登
録がない場合には、郵送します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月18日㈮午後５時まで
　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無
償で入札説明書を交付します。また、入札説明書は
３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧に供する他、
川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の「入
札情報」で閲覧することができます。

５　仕様又は入札説明書に関する問合せ
　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと
おり行います。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴に持参、もしくはＦＡＸ又は電子メ
ールで送付してください。なお、「質問書」をＦＡ
Ｘ又は電子メールで送付した場合は、送付した旨を
３⑴の担当宛てに電話で連絡してください。

　⑶　受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月21日㈪午後
５時まで

　⑷　回答方法
　　�　令和４年２月24日㈭までに、確認通知書を交付し
た全社宛てに、電子メールで送付します。電子メー
ルアドレスがない場合には郵送します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　　持参による入札とします。
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月１日㈫午後２時30分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア　
　　　　健康福祉局会議室
　⑵　入札金額
　　�　入札金額は、単価に予定数量を乗じた総価（推定
総金額）を記載してください。入札に際しては、「川
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崎市競争入札参加者心得」第３条第２項の規定に関
わらず消費税及び地方消費税を除いた税抜金額を入
札書に記載してください。消費税額及び地方消費税
額は、代金支払の際に加算しますので、入札書に記
載する金額には含まれないものとします。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　７⑴アと同じ
　⑸　開札の場所
　　　７⑴イと同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
は、これを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、推定総金額の10パーセントを

納付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要　
　⑶　前払金
　　　無　
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。　

　⑸　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

９　その他　
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書のとおりです。　
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第287号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和４年度教職員採用候補者等健康

診断実施委託
　⑵　履行場所　　�川崎市が指定する場所及び受託者の

健診施設
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日
　⑷　委託概要　　教職員採用時の健康診断の実施
２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「医療関連」で登録されている者。

　⑷�　川崎市若しくはその他官公庁で、類似の契約履行
実績がある者。

　⑸�　施設健診及び巡回健診により採用時健康診断業務
を受託できる者。

　⑹�　施設健診においては、受診できる健診施設を川崎
市教育委員会事務局から概ね30分以内で移動できる
場所に持つ者。

３　入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル２階
　　　教育委員会事務局職員部教職員人事課　片岡
　　　電話　044－200－3843（直通）
　　　※�入札参加申込書等は当課ホームページからダウ

ンロードし、お使いいただいても構いません。
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　�　午前８時30分から午後５時（ただし、正午から午
後１時を除く）

　⑶　提出書類
　　ア　入札参加申込書
　　イ　上記２⑷を証明する契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
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４�　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等の交
付
　�　入札参加申込書を提出し、入札参加資格があると認
められた者には、令和３・４年度川崎市競争入札参加
資格審査申請書の「委託」の委任先メールアドレスに、
競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等を申請
申込締切日翌日に送付します。なお、当該委任先メー
ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付しま
す。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。

　　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。

　　ア　質問書の配布・提出場所
　　　　３⑴と同じ
　　イ　質問書の配布・提出期間
　　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月22日㈫ま

で
　　　　�午前８時30分から午後５時（ただし、持参の場

合は正午から午後１時を除く）
　　ウ　質問書の提出方法
　　　　持参又は電子メールとします。
　⑵　回答
　　ア　回答日
　　　　令和４年２月25日㈮
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての入札参加者宛てに、全て
の質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、令
和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書
の「委託」の委任先メールアドレスに送付します。
なお、当該委任先メールアドレスを登録していな
い者にはＦＡＸで送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参
加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　　持参とします。
　⑵　入札書の提出日時・場所
　　　提出日時　　令和４年２月28日㈪午後３時00分
　　　提出場所　　川崎市川崎区宮本町６
　　　　　　　　　�明治安田生命川崎ビル４階　教育委

員会第２会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付
を免除します。

　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第288号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　大師老人いこいの家他20箇所清掃業務委託
　⑵　履行場所
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　　�　大師老人いこいの家（川崎区大師公園１- ４）他
20箇所

　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物清掃」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ
ること。

　⑹�　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設
業法施行規則第十八条に定める法人）が発注する事
務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実
績（元請けに限る）を平成29年４月１日以降に有す
ること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務
を履行中であり、公告日時点で適正に業務を履行し、
履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場
合に限り実績として認めるものとする。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
　　　岩本
　　　電　話　044-200-2620（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします（土・日・祝祭日は除く。）。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年２月22日㈫午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。）。なお、イ
ンターネットから入手できない者には、申し出によ
り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ
スを登録している場合は、確認書と一括して自動的
に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月24日㈭午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　　�令和４年２月28日㈪　全社に文書（電子メール）

にて送付します。
　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
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　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、大師老人いこいの家他20箇所清掃業務

に係る費用の合計金額で行います。
　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10%（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月３日㈭　午前９時00分
　　イ　入札場所
　　　　〒212-0013
　　　　幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館10階10E会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイトの
「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報」において、本件の公表情報詳細のページからダ
ウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第289号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　上作延老人いこいの家他23箇所清掃業務委託
　⑵　履行場所
　　　�上作延老人いこいの家（高津区上作延1142- ４）

他23箇所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物清掃」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ
ること。

　⑹�　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一、建設
業法施行規則第十八条に定める法人）が発注する事
務室等の清掃業務を、１年以上継続して履行した実
績（元請けに限る）を平成29年４月１日以降に有す
ること。

　　�　ただし、上記の実績を有していない場合、令和３
年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期間が
１年以上にわたる事務室等の建物における清掃業務
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を履行中であり、公告日時点で適正に業務を履行し、
履行期間終了まで適正に履行されない恐れがない場
合に限り実績として認めるものとする。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
　　　岩本
　　　電　話　044-200-2620（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします（土・日・祝祭日は除く。）。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　　�令和４年２月22日㈫午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。）。なお、イ
ンターネットから入手できない者には、申し出によ
り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ
スを登録している場合は、確認書と一括して自動的
に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　�　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ

　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月24日㈭午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪　全社に文書（電子メール）
にて送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、上作延老人いこいの家他23箇所清掃業

務に係る費用の合計金額で行います。
　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10%（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月３日㈭　午前10時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒212-0013
　　　　幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｅ会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
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をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイトの
「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報」において、本件の公表情報詳細のページからダ
ウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第290号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎市老人いこいの家警備業務委託
　⑵　履行場所
　　　大島老人いこいの家他18箇所
　　　（川崎区大島１- ９- ６他）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から令和７年３月31日㈪まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。
　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「警備」種目「機械警備」
に登載予定とされていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契
約実績があること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
　　　岩本
　　　電　話　044-200-2620（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします。（土・日曜日は除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年２月22日㈫午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。URL　　
http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）。
なお、インターネットから入手できない者には、申
し出により無償で入札説明書を交付します。川崎市
業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メール
のアドレスを登録している場合は、確認書と一括し
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て自動的に電子メールで配信します。
　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月24日㈭午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪　全社に文書（電子メール）
にて送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、川崎市老人いこいの家警備業務委託に

係る費用の合計金額で行います。
　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月２日㈬　午前10時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒212-0013
　　　　幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館10階　10E会議室
　⑶　入札書の提出方法

　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報 」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の公表情報詳細のページから
ダウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第291号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�大師老人いこいの家他41箇所冷暖房設備等保守点

検業務委託
　⑵　履行場所
　　　�大師老人いこいの家（川崎区大師公園１- ４）他



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1108－

41箇所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」種目「空
調・衛生設備」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契
約実績があること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
　　　岩本
　　　電　話　044-200-2620（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします（土・日・祝祭日は除く。）。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年２月22日㈫午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付

　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。）。なお、イ
ンターネットから入手できない者には、申し出によ
り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ
スを登録している場合は、確認書と一括して自動的
に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月24日㈭午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪　全社に文書（電子メール）
にて送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、大師老人いこいの家他41箇所冷暖房設

備等保守点検業務に係る費用の合計金額で行いま
す。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10%（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
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るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月２日㈬　午前９時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒212-0013
　　　　幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｅ会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイトの
「入札情報」の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報」において、本件の公表情報詳細のページからダ
ウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第292号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第３回

履行場所 本市の指定する場所

履行期間 令和５年２月10日

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されて
おり、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。
⑷�　平成23年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。
　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。
　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でもかまいません。
⑸�　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに応
じて、速やかに提供できること。
⑹�　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じら
れること。
⑺　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階
電話番号　044－200－2091

入札日時等 令和４年３月23日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　　要
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契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」　を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市公告第293号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�川崎市妊婦健康診査・特定不妊治療費助成事業デ

ータ処理等事務委託
　⑵　履行場所
　　　�川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所こども未

来局こども支援部こども保健福祉課
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　�　川崎市妊婦健康診査事業及び特定不妊治療費助成
事業の請求診査・支払等事務を処理するためのデー
タ処理業務を委託します。

２　競争入札参加に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。
　⑴　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。
　⑵�　川崎市競争入札参加者資格指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に業
種「電算関連業務」・種目「データ入力」で登載さ
れていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地
域区分「市内」で登録されている者

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律第２条第１項第２号の２による中小企業者で
あること。

　⑹�　仕様書の内容を遵守し、本調達に係るデータ処理
業務を確実に履行できること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、競争入札参加申込
書の提出により、入札参加の申込みをしなければなり
ません。なお、競争入札参加申込書は、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」において、本件の公表
情報詳細のページからダウンロードできます。

　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎13階
　　　�川崎市こども未来局こども支援部こども保健福祉

課　担当菅原
　　　電　話：044－200－3508（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3638　
　　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：45kodohu＠city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18㈮まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）としま
す。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４　入札参加資格確認通知書の交付
　�　３により競争入札参加申込書を提出した者には、次
により入札参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　日時
　　　令和４年２月21日㈪午後５時まで
　⑵　交付方法
　　�　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド
レスを登録している場合は電子メール、登録してい
ない場合はＦＡＸにて交付

５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じです。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月25日㈮まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の質問書の様式により提出して
ください。

　⑷　質問受付方法
　　�　３⑴への持参、電子メール又はＦＡＸ（ただし、
電子メールまたはＦＡＸで送付した場合は、送付し
た旨を電話にて御連絡ください）

　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪午後５時までに当該競争入札
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参加資格を有する者へ電子メール又はＦＡＸにて回
答書を送付します。入札参加資格を満たしていない
者からの質問については回答しません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか
に該当するときは、この入札に参加することができま
せん。
　⑴�　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと
き。

　⑵　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
７　入札の手続き等
　⑴　提出書類
　　ア　入札書
　　イ　入札金額見積内訳書
　　ウ　委任状
　⑵　提出書類の提出方法
　　�　提出に際しては、７⑴の提出書類一式を必ず同時
に提出してください。

　　ア　郵送による場合
　　　ア　提出場所
　　　　　３⑴と同じです。
　　　イ　提出期間
　　　　�　令和４年３月１日㈫から令和４年３月７日㈪

まで（必着）（土、日及び祝日を除く午前９時
から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　　　ウ　その他
　　　　�　提出書類一式を封筒に入れて封印し、配達証

明付書留郵便により、送付してください。また、
送付後速やかに、３⑴へ必ず電話で連絡してく
ださい。

　　イ　持参による場合
　　　ア　提出場所
　　　　　３⑴と同じです。
　　　イ　提出期間
　　　　�　令和４年３月１日㈫から令和４年３月７日㈪

まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正午
まで及び午後１時から午後５時まで）ただし、
必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本市から日時
の指定を受けなければなりません。事前連絡が
無い場合は提出できないことがあるので、注意
してください。

　⑶　入札金額
　　�　入札金額は、仕様書の第４条に定めるア～ウの業
務の各単価の合計額（税抜）を記載してください。
なお、契約単価金額については、本市の設計単価に
落札比率を乗じて得た金額とします。

　⑷　入札保証金
　　　免除とします。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格がない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は、無効とします。

８　開札の日時及び場所
　⑴　日　時　
　　　令和４年３月８日㈫午前10時
　⑵　場　所
　　　川崎市役所第３庁舎13階会議室
　　　（川崎市川崎区宮本町１番地）
　⑶　開札の立会
　　　開札への立会いは不要です。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく
低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　再度入札の実施
　　�　開札の結果、落札者がない場合は、翌開庁日の午
後１時に再度入札を行います。

　　�　ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加
者心得」第７条の規定により無効とされた者は除き
ます。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、川崎市の　ホームページの「入
札情報かわさき」の契約関係規定で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、３⑴と同じで
す。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第294号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
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　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�令和４年度動産総合保険（美術品

等）業務
　⑵　履行場所　　�川崎市役所財政局資産管理部資産運

用課ほか
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年４月

１日まで
　⑷　業務概要　　�保険対象の動産について生じた損害

に対して保険金の支払いを行うため
の保険契約を締結する。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種28「保険業」、種目01「保険業」に登載されて
いること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加する者は、次により競争入札参加の
申込みをしなければなりません。
　⑴　配布方法
　　　�「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）よりダウンロード
　　　�（「入札情報かわさき」－「入札情報」の「委託」

－「入札公表・財政局」）
　⑵　提出場所　
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル13階
　　　財政局資産管理部資産運用課　担当：山田・今野
　　　電　話：044－200－2085（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3905
　　　E-mail：23sisan@city.kawasaki.jp
　⑶　配布及び提出期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分
から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑷　提出方法
　　　３⑵の提出場所に持参により提出
　⑸　提出物
　　　競争入札参加申込書
　⑹　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、

これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４�　競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び入札説明
書の交付
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出し、上記
２⑴～⑶の条件を満たした者には、次により競争入札
参加資格確認通知書を交付します。
　⑴�　競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び入札説
明書の交付方法及び場所電子メールにて送付。ただ
し、川崎市業務委託有資格者名簿へ電子メールアド
レスを登録してない場合は上記３⑵の場所で交付。

　⑵�　競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び入札説
明書の交付予定日

　　�　競争入札参加申込書の提出期限から１週間程度の
間に交付予定。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル13階
　　　財政局資産管理部資産運用課　担当：山田・今野
　　　電　話：044－200－2085（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3905
　　　E-mail：23sisan@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　　�令和４年２月25日㈮から令和４年２月28日㈪午後

５時まで
　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書を持参、ＦＡＸ又はメ
ールにてご提出下さい。

　　�　また、ＦＡＸ又はメールで質問書を提出する場合
は、通信状況等により質問書を受信できなかった場
合については回答することができませんので、必ず
質問書を送信した旨を上記担当まで御連絡ください。

　　�　なお、電話等による仕様の問合せには一切応じま
せん。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年３月２日㈬午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた全者社宛てに電子
メール又はＦＡＸにて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。
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７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費税
額を含まない。）で行います。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年３月４日㈮　午後２時00分
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　明治安田生命ビル13階　資産運用課会議室
　　ウ　提出方法
　　　　持参により提出
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記７⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記７⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、その者の
入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う
ことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成
　　　契約書に代えて保険証券等によるものとします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑵の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

　⑷　支払条件
　　�　金銭会計規則第100条第１号による前金払としま
す。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　入札の手続等の詳細は入札説明書によります。
　⑶�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達にかかる予算の議決を要
します。

　⑸�　岡本太郎美術館の美術品については、別紙動産総
合保険特約書を締結します。

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市公告第295号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�さいわい健康福祉プラザ及び幸こども文化センタ

ー設備運転保守等管理業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市幸区戸手本町１－11－５
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿のうち、次の業種及び種目のいず
れにも登載されていること。

業種 種目
建物清掃等 建築物ねずみこん虫等防除

施設維持管理
電気・機械設備保守点検
空調・衛生設備保守点検
消火設備保守点検

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契
約実績があること。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
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　　　植田
　　　電　話　044-200-2680（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします。（土・日曜日及び祝祭日は除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　　�令和４年２月22日㈫午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。）。なお、イ
ンターネットから入手できない者には、申し出によ
り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ
スを登録している場合は、確認書と一括して自動的
に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月24日㈭まで
の午前８時30分から午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪　全社に文書（電子メール）

にて送付します。
　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、さいわい健康福祉プラザ及び幸こども

文化センター設備運転保守等管理業務委託に係る
費用の合計金額で行います。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月２日㈬　午後３時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒212-0013
　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館10階　10E会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続き等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
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　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報」において、本件の公表情報詳細のページからダ
ウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本業務に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第296号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　高齢者向け軽作業委託
　⑵　履行場所
　　　大師老人いこいの家（川崎区大師公園１－４）他
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「樹木管理」種目「樹木管
理」及び業種「建物清掃等」種目「建築物清掃」に
登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契
約実績があること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
　　　植田
　　　電　話　044-200-2680（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします。（土・日曜日は除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年２月22日㈫午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。なお、イン
ターネットから入手できない者には、申し出により
無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託有
資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレス
を登録している場合は、確認書と一括して自動的に
電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　�　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月24日㈭午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
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してください。
　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪　全社に文書（電子メール）
にて送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、令和４年度高齢者向け軽作業委託にか

かる費用の合計金額で行います。
　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し
た金額でもって契約金額とするので、入札者は税
抜きの金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月２日㈬　午後２時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒212-0013
　　　　幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館10階　10Ｅ会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ
て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続き等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付
を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報」において、本件の公表情報詳細のページからダ
ウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要
します。

　　　───────────────────
川崎市公告第297号
　川崎都市計画特別緑地保全地区の決定案について、都
市計画法（昭和43年法律第100号）第17条第１項の規定
により、次のとおり公告し、この案を公衆の縦覧に供し
ます。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　�　川崎都市計画特別緑地保全地区の決定（王禅寺東５
丁目特別緑地保全地区）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　川崎市　麻生区　王禅寺東５丁目地内
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　なし
３　縦覧場所
　　�川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎市川崎
区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）
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　　�麻生区役所２階情報コーナー（川崎市麻生区万福寺
１－５－１）

　　�川崎市麻生図書館（川崎市麻生区万福寺１－５－２　
麻生文化センター内）

４　縦覧期間
　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月24日㈭まで
　　　───────────────────
川崎市公告第298号
　川崎都市計画特別緑地保全地区の変更案について、都
市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項におい
て準用する同法第17条第１項の規定により、次のとおり
公告し、この案を公衆の縦覧に供します。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　　�川崎都市計画特別緑地保全地区の変更（岡上梨子ノ
木特別緑地保全地区ほか２地区）

２　都市計画を定める土地の区域
　　岡上梨子ノ木特別緑地保全地区
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　麻生区　岡上地内
西黒川特別緑地保全地区
　⑴　追加する部分　　　
　　　なし
　⑵　削除する部分　　　
　　　なし
　⑶　変更する部分　　　
　　　川崎市　麻生区　黒川地内
電車山特別緑地保全地区
　⑴　追加する部分　　　
　　　なし
　⑵　削除する部分　
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　麻生区　栗木台２丁目地内
３　縦覧場所
　　�川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎市川崎
区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　�麻生区役所２階情報コーナー（川崎市麻生区万福寺
１－５－１）

　　�川崎市麻生図書館（川崎市麻生区万福寺１－５－２　
麻生文化センター内）

４　縦覧期間
　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月24日㈭まで
　　　───────────────────
川崎市公告第300号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　印
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　武蔵小杉駅周辺施設監視業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市中原区新丸子東２丁目925番の

24他
　⑶　履行期限　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　仕様書による。
２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「警備」種目「機械警備」
で登録されている者。

３�　入札参加申込書及び仕様書の配布、入札参加申込書
の提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
申込書を提出してください。
　�　入札参加申込書及び仕様書は、川崎市ホームページ
「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細
のページからダウンロードすることができます。
　⑴　提出場所
　　　中原区下小田中２- ９- １　
　　　中原区役所道路公園センター管理課
　　　電話　044-788-2311
　⑵　提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月16日㈬まで　
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）
　⑶　提出書類
　　　入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書の交付　
　�　入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格がある
と認めた者には、申込締切日後、競争入札参加資格確
認通知書、入札説明書を令和４年２月21日㈪までに送



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1118－

付します。なお、令和３・４年度川崎市業者委託有資
格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録
している場合は電子メールで送付します。電子メール
アドレスを登録していないも場合にはＦＡＸで送付し
ます。
５　質問書の受付・回答
　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで
きます。
　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　　また、入札参加者以外の質問には回答しません。
　⑴　質問受付期間
　　　令和４年２月21日㈪から令和４年２月25日㈮まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　�午前８時30分から午後５時まで（ただし、正午～

午後１時を除く）
　⑵　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付している「質問書」の様式によ
り提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　　電子メール、FAXによります。
　　�　なお、電子メール及びFAXを送信した際は、そ
の旨を３⑴の所管課まで電話連絡してください。

　　　電子メール　65doukan@city.kawasaki.jp
　　　FAX　044-788-1106
　⑷　質問の回答
　　�　令和４年３月１日㈫午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者ヘ、全ての質問及び回答
を一覧表にした質問回答書を送付します。

　　�　なお、川崎市業者委託有資格業者名簿へ登録した
際に電子メールアドレスを登録している場合は電子
メールで送付します。電子メールアドレスを登録し
ていない場合はＦＡＸで送付します。

　　�　回答後の再質問は受付しません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、この入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵　入札参加申込書について虚偽の記載をしたとき。
７　入札手続等
　　次により執行します。
　⑴　入札方法等
　　ア�　入札参加者は、川崎市契約規則で定める入札書

に必要な事項を記載し、記名押印（押印はあらか
じめ使用印鑑として本市に届け出た印鑑によ
る。）入札件名及び商号又は名称を記載した封筒
に封入して、所定の日時及び場所へ提出してくだ
さい。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に
相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった契約希望金額から
消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金
額を入札書に記載するものとします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札・開札の日時
　　　　令和４年３月４日㈮午前10時00分
　　イ　入札・開札の場所
　　　　中原区下小田中２- ９- １
　　　　中原区役所道路公園センター会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札
を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　
　　　免除とします。
　⑵　前払金　
　　　無
　⑶　契約書作成の要否　
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
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す。
　⑷　詳細は入札説明書によります。
　⑸�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ
です。

　　　───────────────────
川崎市公告第301号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　川崎市児童生徒新体力テスト集計処理等業務委託
　⑵　履行場所
　　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課・

川崎市立小学校・川崎市立中学校
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　�　川崎市教育委員会が指定する小学校（19校）及び
中学校（13校）について、スポーツ庁の「児童生徒
新体力テスト」の内容に即した調査実施に係る、帳
票・物品等の作成、帳票の送付と回収、集計、電算
処理等、本市における児童生徒の体力の実態を把握
し、教育上の資料とするためのデータ作成業務。詳
細は入札説明書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務
委託有資格業者名簿に業種（電算関連業務）・種目（そ
の他電算関連業務）で登録されている者

　⑷�　過去５年間（平成29年度以降）で類似委託業務の
実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込
書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市
ホームページ「入札情報かわさき」の財政局の入札公
表の「入札公表詳細」から競争入札参加申込書をダウ
ンロードすることができます。ただし、競争参加申込
書の提出は持参によるものとし、郵送は認めません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　明治
安田生命ビル４階

　　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課学
校保健・体育係　担当：大竹

　　　電　話：044－200－3293（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－2853
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30
分から正午まで及び午後１時から５時まで）としま
す。

４　入札説明書の交付
　⑴　配布場所
　　�　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書
は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財
政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び
ダウンロードも可能です。

　⑵　配布期間
　　　３⑵と同じ。
５　資料の縦覧
　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月28日㈪まで、
令和３年度作成データについて、３の⑴の場所で縦覧
に供します。
６　競争参加資格確認通知書の交付
　�　３により競争参加申込書を提出した者に、令和４年
２月21日㈪午後５時までに競争参加資格確認通知書を
交付します。
　　交付方法については次のとおりとします。
　⑴�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子
メールにて送付。

　⑵�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ
ＡＸにより送付。

７　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ先
　　�　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明
書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要
事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ
後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵　受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月28日㈪
　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）
　⑶　回答予定日
　　　�令和４年３月２日㈬午後５時までにＦＡＸ又は電

子メールにて回答
　⑷　その他
　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには
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回答いたしません。
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
８　競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか
に該当するときは、この入札に参加することができま
せん。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
９　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する
こと。　

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその
代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に
立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立
ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する
委任状を入札前に提出すること。　

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び
今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧
表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す
ること。郵送は認めない。

　　エ�　入札金額は、令和４年度当該委託業務に係る総
額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）
を記載すること。なお、契約金額は入札金額に
100分の10に相当する額を加算した金額とする。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者は除く。

　⑵　入札･開札の日時及び場所
　　ア　日　時　　令和４年３月７日㈪　午後３時30分
　　イ　場　所　　�明治安田生命ビル４階　第２会議室

（川崎市川崎区宮本町６番地）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は、無効とします。

10　契約の手続等

　⑴　契約保証金
　　　免除とします。　
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３の⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札
情報」内の「契約関係規定」で閲覧することができ
ます。

11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第302号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　川崎市長　　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�川崎市立中学校高等学校部活動等推進バス運行業

務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市立中学校高等学校他
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　�　橘高等学校スポーツ科の実技実習及び同校の部活
動を学校外の施設で行う際の生徒等の搬送、遠征･
合宿及び公式大会時の送迎その他市立中学校高等学
校及び市教育委員会関係の事業等に係る運行管理業
務。詳細は入札説明書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1121－

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」種目「運
送業務」で登録されていること。

　⑷�　過去５年間（平成29年度以降）で類似委託業務の
実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込
書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市
ホームページ「入札情報かわさき」の財政局の入札公
表の「入札公表詳細」から競争入札参加申込書をダウ
ンロードすることができます。ただし、競争参加申込
書の提出は持参によるものとし、郵送は認めません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル４階
　　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課学

校保健・体育係　担当：大竹
　　　電　話：044－200－3293（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－2853
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30
分から正午まで及び午後１時から５時まで）としま
す。

４　入札説明書の交付
　⑴　配布場所
　　�　３⑴と同じです。なお、本件の入札説明書及び仕
様書は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧
及びダウンロードも可能です。

　⑵　配布期間
　　　３⑵と同じです。
５　実績の縦覧
　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月28日㈪まで、
過去の実績（令和２年４月１日～令和３年３月31日）
における中型バス運行業務委託に係る日報・月報・日
常点検表について、３⑴の場所で縦覧に供します。
６　競争参加資格確認通知書の交付
　�　３により競争参加申込書を提出した者に、令和４年
２月21日㈪午後５時までに競争参加資格確認通知書を
交付します。
　�　交付方法については次のとおりとします。
　⑴�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子
メールにて送付。

　⑵�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ
ＡＸにより送付。

７　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ先
　　�　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書
に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事
項を記載の上、ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ
後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵　受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月28日㈪
　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）
　⑶　回答予定日
　　　�令和４年３月２日㈬午後５時までにＦＡＸ又は電

子メールにて回答
　⑷　その他
　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
８　競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか
に該当するときは、この入札に参加することができま
せん。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
９　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する
こと。

　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代
理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に立ち
会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会い
に関する権限の委譲を受けたことを証する委任状を
入札前に提出すること。　

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入
札件名が記載された封筒に封印して持参すること。
郵送は認めない。

　　エ�　入札金額は、令和４年度当該委託業務に係る総
額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）
を記載すること。なお、契約金額は入札金額に所
定の消費税額及び地方消費税額を加算した金額と
する。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者は除く。

　⑵　入札･開札の日時及び場所
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　　ア　日時　　令和４年３月７日㈪　午後４時
　　イ　場所　　明治安田生命ビル４階　第２会議室
　　　　　　　　（川崎市川崎区宮本町６番地）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は、無効とします。

10　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情
報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷　問い合わせ窓口は３⑴に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第303号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年　２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　処理センター等アスベスト測定調査業務委託
　⑵　履行場所
　　　浮島処理センターほか４箇所

　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月24日まで
　⑷　業務概要
　　�　本業務は、「労働安全衛生法第65条」及び「大気
汚染防止法第18条の５及び第18条の12」等に準拠し、
粗大ごみ処理施設における作業環境及び処理センタ
ーにおける作業環境、周辺大気及び飛灰中の石綿粉
じん濃度、石綿繊維数を測定し、実態調査を行うも
のである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「調査・測定」種目「計量証明」で登録されて
いる者。

　⑷�　過去２年間で官公庁において処理センター等アス
ベスト測定調査業務等の契約実績があること。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の
配布・閲覧・提出
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争入
札参加申込書及び処理センター等アスベスト測定調査
業務と同等の契約実績を証する書類を提出しなければ
なりません。また、競争入札参加申込書にて一部再委
託を申請する場合は、再委託確認書を提出してくださ
い。
　�　なお、競争入札参加申込書等の提出は持参とします。
（持参以外は無効となります。）
　�　配布・提出・仕様書等閲覧場所・閲覧期間及び問い
合わせ先は以下の通りとします。
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　筑紫
　　　電話　044-200-2540（直通）、FAX　044-200-3923
　　　�令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭９時～

17時
　　　�（土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の12時～ 13時

の間は除く。）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
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できます。
４　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
　�　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札
参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確
認通知書及び仕様書を令和４年　２月24日㈭までに交
付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ
スを登録していない場合は、次のとおり直接受取りに
来るようお願いします。
　⑴　交付日
　　　令和４年２月24日㈭９時～ 17時
　　　（12時～ 13時の間は除く。）
　⑵　交付場所
　　　３に同じ
５　質問書の配布・受付・回答
　⑴　配布場所
　　　３に同じ
　⑵　配布期間
　　　令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫
　　　�（但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）
　⑶　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫
　　　�（但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）
　⑷　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑸　質問受付方法
　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。
　　ア　持参　　　　３に同じ
　　イ　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　ウ　ＦＡＸ　　　044-200-3923
　⑹　回答方法
　　　令和４年３月３日㈭
　　�　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び提出書類
等に虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年　３月　８日㈫　10時00分
　　イ　入札場所　�川崎市役所第３庁舎15階　第１会議

室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも
って入札を行った者を落札者とします。

　⑹　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が
ないものとみなします。）

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）にて閲
覧できます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　関連情報を入手するための窓口　３に同じ。
　⑶�　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる
場合があります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

以上
　　　───────────────────
川崎市公告第304号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　件名
　�　多摩区民活動・交流センター設置高速カラープリン
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タ等の長期賃貸借契約について
２　履行期間
　　令和４年４月１日から令和９年３月31日まで
３　履行場所
　　川崎市多摩区総合庁舎（多摩区登戸1775- １）及び
　　川崎市多摩区生田出張所（多摩区生田７-16- １）
４　業務概要　
　�　多摩区民が自発的、継続的に参加し、第三者や社会
の課題解決に貢献する営利を目的としない活動の自主
的かつ自立的な発展を支援するために、多摩区民活
動・交流センターに印刷機等の機材を提供する。
５　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと　

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に、業種「37リース」の内、種目「03
事務用機器」で登録している者

６�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」または、
次の配布・提出場所において一般競争入札参加資格確
認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次により所
定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参または郵
送により提出してください。
　�　入札参加資格を証する書類は、上記５-⑷について、
実績等を記載したものです。（書式自由）
　・�「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html

　　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出先
　　　〒214－8570　
　　　川崎市多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎10階
　　　多摩区役所まちづくり推進部地域振興課　
　　　電話　044－935－3148
　　　ＦＡＸ　044－935－3391　
　　　電子メール　71tisin@city.kawasaki.jp　
　⑵　配布・提出期間　
　　　�令和４年２月10日㈭午前８時30分から２月17日㈭

午後５時まで（ただし土曜日、日曜日、祝日を除
く。）

　⑶　提出方法
　　　持参または郵送

７　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　　６⑴に同じ
　⑵　日時　　２月21日㈪午後１時から午後５時まで
　　　　　　　�ただし、製造の請負・物件の供給等有資

格者名簿へ登録した際に電子メールのア
ドレスを登録した場合は、同日中までに
電子メールで配信されます。

８　問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　
　　　６⑴に同じ　
　⑵　質問受付期間
　　�　２月10日㈭から２月24日㈭までの午前８時30分か
ら午後５時まで。ただし、閉庁日（土曜日、日曜日
及び祝日）並びに平日の正午から午後１時までを除
きます。

　⑶　質問書の様式　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法　
　　　電子メール
　⑸　回答方法　
　　�　２月25日㈮午後５時までに一般競争入札参加資格
確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回答
書を送付します。なお、この入札の参加資格を満た
していない者からの質問に関しては、回答しません。

９　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。　
　⑴�　開札前に上記５の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。　

10　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分100に相当する金額を入札書に記載
してください。　

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。
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　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　　３月３日㈭午前10時
　　イ　入札場所　　�〒214－8570
　　　　　　　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１
　　　　　　　　　　多摩区総合庁舎６階
　　　　　　　　　　防災センター事務局室
　⑶　入札書の提出方法　　持参とします。
　⑷　入札保証金　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

11　契約手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（URLは６に記載）及び「６⑴配布・
提出先」で閲覧することができます。

12　その他　
　�　関連情報を入手するための窓口は、「６⑴配布・提
出先」と同じ。
　　　───────────────────
川崎市公告第305号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　小田公園ほか１公園施設管理用カメラ賃貸借
　⑵　履行場所　
　　　川崎市川崎区小田４丁目20－38ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和８年３月31日
　⑷　概要
　　　入札説明書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿の業種「リース」種目「その他」に
登載されていること。

　⑶　指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210-0007
　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１号
　　　川崎駅前タワー・リバーク17階
　　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課　鈴木
　　　電　話　044-200-2394
　　　ＦＡＸ　044-200-3973
　　　E-mail　　53mikan@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　ア　配布・提出日
　　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭ま

で（土、日曜日を除く）
　　イ　配布・提出時間
　　　　�午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで
　⑶　提出方法
　　　郵送又は持参
　　　郵送の場合は令和４年２月17日㈭午後５時必着
　　�　確認のため郵送時に送付した旨のメールをお願い
します。

　　�　提出書類の一般競争入札参加資格確認申請書及び
入札説明書は、インターネットからダウンロードす
ることができます。（「入札情報かわさき」の「入札
情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあります。）
ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期間
に、３⑴の場所で配布します。

　　�　（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が
あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格確認申請書の委任先メールアドレスに令
和４年２月21日㈪に送付します。委任先メールアドレ
スを登録していない場合は、直接受取りに来るようお
願いします。
　⑴　交付日
　　�　令和４年２月21日㈪午前９時から正午までと午後
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１時から午後５時まで
　⑵　場所
　　　上記３⑴に同じ。
５　仕様・入札に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　　令和４年２月10日㈭から
　　　持参の場合は令和４年２月28日㈪午後５時まで
　　　郵送の場合は令和４年２月25日㈮午後５時必着
　　　郵送時に送付した旨をメールお願いします
　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の建設緑政局緑政部みどりの管理課
に持参または郵送して下さい。

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年３月３日㈭
に、参加全社あてに、電子メール又はＦＡＸにて送
付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　　税抜きの総額で行います。
　　ア　入札書の提出日時
　　　　持参の場合令和４年３月９日㈬午後１時30分
　　　　郵送の場合令和４年３月８日㈫午後５時必着
　　　�　確認のため郵送時に送付した旨をメールお願い

します。
　　イ　入札書の提出・郵送場所
　　　　持参の場合　�川崎市建設緑政局会議室（川崎市

川崎区駅前本町12番地１号川崎駅
前タワー・リバーク17階）

　　　　郵送の場合　上記３⑴に同じ。
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札の日時
　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ
とがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑷　契約の条件
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。
　　　───────────────────
川崎市公告第306号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について次のとおり公告します。
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度生き物調査業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市内
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月24日まで
　⑷　業務概要
　　�　川崎市の生物多様性推進事業として、市内の自然
環境における野生生物の生息・生育状況の確認のた
め、生き物調査業務を行うもの。

　　（調査地点）
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　　・�黒川海道特別緑地保全地区とその周辺農地（当該
地区の8.6haのうち市有地部分）

　　・�多摩川緑地（等々力地区）（宮内北側交差点から等々
力ポンプ場までの多摩川右岸の河川敷）

　　（調査時期及び項目）
　　・春季（５月上旬～中旬）：� �植物、動物（鳥類、

両生・爬虫類、昆
虫類）

　　・夏季（８月中旬～下旬）：� �植物、動物（鳥類、
昆虫類）

　　・秋季（９月下旬～ 10月下旬）：� �植物、動物（両生・
爬虫類、昆虫類、
哺乳類）

　　・冬季（12月下旬～２月上旬）：� �動物（鳥類）
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「調査・測定」種目「その他の調査・測定」に
登録されている業者であること。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分が市内又は準市内で登録されている業者で
あること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑸�　過去３箇年の間に本市その他の官公庁と同種の生
き物調査業務の契約を２回以上にわたって締結し、
かつ、これらをすべて誠実に履行した実績を有する
こと。

　⑹�　一般財団法人自然環境研究センターが実施する生
物分類技能検定の１級登録者（有効期限内）又は２
級登録者（いずれも登録内容が動物部門及び植物部
門）を従事者の中に配置することができること。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-8577
　　　川崎市川崎区東田町５番地４　第３庁舎17階
　　　環境局総務部企画課　鈴木・横田
　　　電話　044－200－3720（直通）
　⑵　提出期間
　　ア　配布・提出日
　　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮ま

で
　　イ　配布・提出時間

　　　　�午前９時から正午まで及び午後１時から午後５
時まで、ただし、土・日・祝日を除く。

　⑶　提出書類
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ　上記２⑸の内容を確認できる契約書等の写し
　　ウ　上記２⑹の内容を確認できる資料の写し
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
　　�　競争入札参加申込書及び仕様書等は、インターネ
ットホームページ（「入札情報かわさき」）からダウ
ンロードすることができます。ダウンロードができ
ない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配
布します。（「入札情報かわさき」https://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が
あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争
入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令
和４年２月24日㈭までに送付します。委任先メールア
ドレスを登録していない場合は、直接受取りに来るよ
うお願いします。
　⑴　交付日
　　�　令和４年２月24日㈭　午前９時から正午まで及び
午後１時から午後５時まで

　⑵　場所
　　　上記３⑴に同じ　
５　仕様・入札に関する問い合わせ　
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　問合せ期間
　　　�令和４年２月24日㈭から令和４年３月２日㈬　午

後５時まで
　⑶　問合せ方法
　　�　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」
の様式に必要事項を記入し、指定するFAX又はメ
ールアドレスあて送付してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年３月７日㈪
に、この入札の参加資格がある者へ電子メール又は
ＦＡＸにて送付します。

６　競争参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれか又は複数に該当するときは、この入札に参加す
ることはできません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。
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７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札書にて総額（税抜き）で行うこととします。　
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月11日㈮　10時00分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　第３庁舎16階環境局会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の
うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者
とします。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加資格者心得で無効と定める入
札は、これを無効とします。

８　契約手続等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否
　　　作成することを要します。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市インターネットホームペ
ージ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」から
閲覧することができます。（「入札情報かわさき」
https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑸　議決の要否　
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。　

　⑶　関連情報を入手するための照会窓口　
　　　上記３⑴に同じ

　　　───────────────────
川崎市公告第307号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　�幼児児童生徒健康診断用検診器具滅菌配送業務委

託
　⑵　履行場所
　　　川崎市立学校
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　�　市立学校で実施する耳鼻咽喉科検診及び歯科検診
において使用する各種検診器具の滅菌及び配送に関
する業務を委託する。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務
委託有資格業者名簿に業種「医療関連業務」・種目「そ
の他医療関連」で登録されている者。

　⑷�　過去５年間（平成29年度以降）で類似委託業務の
実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込
書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札
公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす
ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は
持参によるものとし、郵送は認めません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル４階
　　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課：

大竹
　　　電　話：044－200－3293（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－2853
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30
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分から正午まで及び午後１時から５時まで）としま
す。

４　資料の縦覧
　�　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。また、
過去５年間の実績についても併せて縦覧に供します。
５　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付
　�　３により競争参加申込書を提出した者に、令和４年
２月21日㈪午後５時までに競争参加資格確認通知書を
交付します。
　�　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説
明書及び仕様書も併せて交付します。
　�　交付方法については次のとおりとします。
　⑴�　令和３・４年度「業務委託有資格業者名簿」に電
子メールアドレスを登録している場合は、電子メー
ルにて送付。

　⑵�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ
ＡＸにより送付。

　　�　なお、本件の入札説明書及び仕様書は、川崎市ホ
ームページ「入札情報かわさき」の財政局の入札公
表の「入札公表詳細」からの閲覧も可能です。

６　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ先
　　�　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明
書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要
事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ
後に必ず担当者宛て電話連絡をしてください。

　⑵　受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月28日㈪
　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）
　⑶　回答予定日
　　�　令和４年３月２日㈬午後５時までにＦＡＸ又は電
子メールにて回答。

　⑷　その他
　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
７　競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか
に該当するときは、この入札に参加することができま
せん。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
８　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する
こと。

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその
代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に
立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立
ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する
委任状を入札前に提出すること。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び
今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧
表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す
ること。郵送は認めない。

　　エ�　入札金額は、仕様書に定める検診器具毎の単価
の合計額（消費税額及び地方消費税額を含めない
こと。）を記載すること。

　　　�　なお、契約金額は記載された合計額を健康教育
課の設定する検診器具毎の予定金額で按分した価
格となります。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者は除く。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日　時　　令和４年３月７日㈪午後３時
　　イ　場　所　　明治安田生命ビル４階第２会議室
　　　　　　　　　（川崎市川崎区宮本町６）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３の⑴の場所及び川崎市ウェブサイト「入札情
報かわさき」内の「契約関係規定」において閲覧す
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ることができます。
10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第308号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　　川崎市立図書館図書整理業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市立図書館全７館
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�川崎市立図書館の図書資料を閲覧及

び貸出のため、ラベル貼付、フィル
ムコーティング等の装備をして整理
する。詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「その他」、種目「その他」で登載されている
こと

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと

　⑷�　平成28年４月１日以降に公共図書館において１⑷
業務概要と同等の図書整理業務委託契約を締結し、
すべて誠実に履行していること。

３　入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
の申し込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301　
　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　　小林
　　電話　044－722－4932
　　ＦＡＸ　044－733－7524
　　Ｅ-mail　88nakato@city.kawasaki.jp　　

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前９時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きま
す。

　⑶　提出書類
　　ア　　入札参加申込書
　　イ　　上記２⑷を証する契約書等の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参してください。
　⑸　入札説明書等の閲覧
　　�　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の
期間中、縦覧に供します。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付　　
　�　競争入札参加申込書を提出した者には２月18日㈮に
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の
「委託」の委任先メールアドレスへ確認通知書を送付
します。なお、メールアドレスを登録していない者に
はＦＡＸで送付します。
　⑴　仕様書、入札説明書等の交付
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせて同
じメールアドレスへ仕様書、入札説明書質問書等を
送付します。なお、メールアドレスを登録していな
い者には３⑴の場所で直接交付します。

　⑵　直接交付の日時
　　　�令和４年２月18日㈮午前９時30分から正午及び午

後１時から午後５時
５　仕様書等に関する質問・回答　　
　⑴　質問
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま
せん。また、入札参加者以外の質問には回答しませ
んのでご注意ください。

　　ア　質問書の配布・提出場所
　　　　４⑴に同じ
　　イ　質問書の配布・提出期間
　　　�　令和４年２月18日㈮から令和４年２月22日㈫ま

で午前９時30分から正午及び午後１時から午後５
時の間に提出してください。

　　ウ　質問書の提出方法
　　　�　３⑴の電子メールアドレス又はＦＡＸあて送付

してください。また、メール及びＦＡＸ後に必ず
担当者あて電話連絡をしてください。　

　⑷　回答　
　　ア　回答日
　　　　令和４年２月24日㈭
　　イ　回答方法
　　　�　回答は入札者から質問が提出された場合にのみ、
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全ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請
書の「委託」の委任先メールアドレスに送付しま
す。なお当該委任先メールアドレスを登録してい
ない者にはＦＡＸで送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、改札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参
加資格を喪失します。
７　入札及び開札の手続等　
　⑴　入札方法　
　　ア　入札書の提出方法　　
　　　�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。　　

　　イ　入札書の提出日時　
　　　　令和４年３月１日㈫午後２時　
　　ウ　入札書の提出場所　
　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室　
　　　　川崎市中原区小杉町３－1301
　⑵　入札保証金　　免除　
　⑶　入札金額等　
　　�　入札金額は、図書整理業務１件あたりの消費税を
含まない単価を記載してください。消費税は、支払
の際に加算するものとします。

　⑷　開札の日時・場所　　７⑴に同じ
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　再度入札の実施　
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち
会わない者は除きます。　

　⑺　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。　

８　　契約手続等　
　⑴　契約保証金　
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は免除します。
　⑵　前払金　　無
　⑶　契約書の作成　
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。　

　⑷　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」において閲覧することができま
す。　

９　その他　
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。　

　⑵�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　⑶　関連情報を入手するための照会窓口３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第309号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件名　
　　　オンラインデータベース提供業務
　⑵　履行場所　
　　　中原図書館ほか川崎市立図書館全12館
　⑶　履行期間　
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで　
　⑷　業務概要　
　　�　複数の国内オンラインデータベースの提供につい
て一括契約するものです。詳細は「仕様書」により
ます。　

２　競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度製造の請負・物件の供給等有資格
業者名簿に業種「書籍・楽器類」、種目「書籍」で
登録されていること。

３　一般競争入札参加確認申請書の配布及び提出
　�　この入札に参加する者は、次により入札参加の申込
みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
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　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301　
　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　　小林
　　　電　　話：044－722－4932
　　　ＦＡＸ：044－733－7524
　　　電子メール：88nakato@city.kawasaki.jp　　
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭午後
５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）。受付時
間は午前９時30分から正午まで及び午後１時から午
後５時までです。　

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑷　提出方法　
　　　持参してください。　
　⑸　入札説明書等の閲覧
　　�　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の
期間中、縦覧に供します。

４　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付　　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書及び仕様書を交付します。
　�　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿
へ登載した際に電子メールのアドレスを登載している
場合は、一般競争入札参加資格確認通知書等は自動的
に電子メールで配信されます。
　⑴　交付場所及び問い合わせ先　　
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　
　　�　令和４年２月18日㈮午前９時30分から午後５時ま
で（正午から午後１時を除く）製造の請負・物件の
供給等有資格業者名簿へ登載した際に電子メールの
アドレスを登載している業者につきましては、メー
ル配信をもって交付といたします。　

　⑶　入札説明書等の交付
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ
て電子メールにより入札説明書、仕様書等を交付し
ます。電子メールアドレスの登録がない者には申し
出により３⑴の場所で直接交付します。また、入札
説明書、仕様書等は上記３⑴の場所において３⑵の
期間で縦覧に供します。

５　仕様書及び入札に関する問い合わせ　　
　⑴　問い合わせ先　　
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月18日㈮から令和４年２月22日㈫午後
５時まで　　

　⑶　問い合わせ方法　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に記入し、

３⑴の電子メール又はＦＡＸあて送付してください。
また、電子メールで送付する場合は必ず開封確認メ
ッセージを要求してください。電子メール又はＦＡ
Ｘ以外の方法による問い合わせには応じません。

　⑷　回答方法　　
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月24日㈭午後５
時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸにて送
付します。　

６　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。　
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて虚偽の記載をしたとき。　

７　入札及び開札の手続等　
　⑴　入札の方法　
　　ア　入札書の提出方法　　
　　　�　入札は所定入札書をもって行います。入札書を

入札件名が記載された封筒に封印して持参してく
ださい。　　

　　イ　入札書の提出日時　　
　　　　令和４年３月１日㈫午後３時00分　
　　ウ　入札書の提出場所　
　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室
　　　　川崎市中原区小杉町３－1301
　⑵　入札保証金　
　　　免除とします。　
　⑶　入札金額等
　　ア　入札は総価で行います。
　　イ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消
費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する
ものとします。

　⑷　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　　
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加
資格確認通知書を必ず持参してください。また、入
札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人
とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会
う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関
する権限の委任したことを示す委任状を入札前に提
出してください。

　⑸　落札者の決定方法　　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　再度入札の実施
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　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。　　

　⑺　入札の無効　　　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。　　

８　契約の手続き等　
　⑴　契約保証金　
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書の作成　
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。　

　⑶　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」の契約関係規定において閲覧する
ことができます。　

９　その他　
　⑴�　この公告及び入札説明書に定めるもののほかは、
川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入
札参加者心得の定めるところによります。　

　⑵�　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に
使用してはなりません。　

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。　

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第310号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�川崎市立図書館返却図書回収等業務

委託
　⑵　履行場所　　中原図書館ほか全13カ所
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�川崎市立図書館が市内施設に設置し

た図書返却ボックス内の図書等を回
収し、指定する図書館へ運搬する。
なお、施設のうち１カ所は、指定図
書館を基点に往復運搬する。詳細は

「仕様書」によります。
２　競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「倉庫・運送業務」、種目「運送業務」で登録
されていること。

３　入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
の申し込みをしなければなりません
　⑴　配布・提出場所
　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301
　　　川崎市立中原図書館庶務係　担当　小林
　　　電話　044－722－4932　ＦＡＸ　044－733－7524
　　　E-Mail　88nakato@city.kawasaki.jp　　
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）。
　　　�受付時間は午前９時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時まで。　
　⑶　提出物
　　　入札参加申込書
　⑷　　提出方法　
　　　持参してください。
４　競争入札参加資格確認通知書等の交付　　
　�　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度
川崎市入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メ
ールアドレスに、確認通知書を送付します。なお、当
該委任先メールアドレスを登録していない者には直接
交付します。　
　⑴　交付場所及び問い合わせ先　　
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　交付日時
　　�　令和４年２月18日㈮午前９時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時まで

　　�　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電
子メールのアドレスを登録されている業者につきま
しては、メール配信をもって交付といたします。　

　⑶　入札説明書等の交付
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、電
子メールにより入札説明書、仕様書等を交付します。
電子メールアドレスの登録がない者には申し出によ
り３⑴の場所で３⑵の日時に直接交付します。

　　�　なお、入札説明書等は上記３の場所において令和
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４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭までの午前
９時30分から正午まで及び午後１時から午後５時の
間縦覧に供します。（土曜日・日曜日・祝日を除く。）

　　�　また、入札説明書等は川崎市公式ＷＥＢサイト内
「入札情報かわさき」内「入札情報」委託の「入札
公表」からダウンロードできます。

５　仕様書及び入札に関する問い合わせ　　
　⑴　問い合わせ先　　
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月18日㈮午前９時30分から令和４年２
月22日㈫午後５時まで。

　⑶　問い合わせ方法　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定する電子メールアドレス又はＦＡＸ
あて送付してください。なお、電子メールで送付す
る場合は必ず開封確認メッセージを要求してくださ
い。　

　⑷　回答方法　　
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月24日㈭午後５
時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸにて送
付します。万一質問したにも関わらず、期日までに
回答がなかった場合はお電話にてご連絡ください。

６　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。　
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。　

７　入札及び開札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参してください。
　　イ　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月２日㈬午前10時00分
　　ウ　入札書の提出場所　
　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室
　　　　川崎市中原区小杉町３－1301
　⑵　入札保証金　
　　　免除とします。　
　⑶　入札金額等　
　　ア�　入札書は入札件名を記載した封筒に入れて提出

してください。　
　　イ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消
費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する
ものとします。　

　　ウ　入札は所定の入札書をもって行います。　
　⑷　開札の日時
　　　８⑴イに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　８⑴ウに同じ。
　⑹　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。　

８　契約の手続き等　
　⑴　契約保証金　
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書の作成　
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。　

　⑶　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の契約関係規定において閲覧することができます。　

９　その他　
　⑴　詳細は入札説明書によります。
　⑵�　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎
市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参
加者心得の定めるところによります。　

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷　公告に関する問い合わせ先は、上記３に同じです。　
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第311号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　一般競争入札に付する事項　
　⑴　件名　　　　�川崎市立図書館利用者用複写品調達

に係る単価契約
　⑵　履行場所　　川崎市立中原図書館ほか全12カ所
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和９年３月

31日まで　
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　⑷　業務概要　　�川崎市立図書館の利用者用複写品
（コピー）の調達に係る単価契約。
詳細は仕様書によります。

２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　川崎市内に本社又は支社、営業所を有しているこ
と。

　⑷�　「令和３・４年度川崎市製造・物件の供給等有資
格者名簿」の業種「複写サービス」、種目「複写サ
ービス」に登録されていること。

　⑸�　過去３か年の間に本市又はその他官公庁と類似す
る契約を２回以上にわたって締結し、かつこれらを
すべて誠実に履行した実績を有し、かつこの調達役
務について確実に納入することができること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及
び問い合わせ先
　�　次により一般競争入札参加資格確認申請書等を配布
します。
　�　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札
参加資格確認申請書及び必要な書類を提出しなければ
なりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301　
　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　　小林　　
　　　電話　：044－722－4932
　　　ＦＡＸ：044－733－7524
　　　E-Mail：88nakato@city.kawasaki.jp　
　　�　また、川崎市ホームページにおいてダウンロード
ができます。（川崎市ホームページ＞川崎市教育委
員会＞生涯学習・文化財＞図書館）

　⑵　配布・提出期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

（土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時30分から
正午まで及び午後１時から午後５時まで）　

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　上記２⑸を証明する資料
　⑷　提出方法　
　　　持参してください。　
　⑸　仕様書の閲覧
　　�　仕様書及び入札説明書は⑴の場所において⑵の期
間中、縦覧に供します。

４　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付　　

　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付場所及び問い合わせ先　　
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　
　　�　令和４年２月18日㈮　午前９時30分から午後５時
まで（正午から午後１時を除く）

　　�　ただし、「令和３・４年度製造の請負・物件の供
給有資格業者名簿」へ登載した際に、電子メールの
アドレスを登録している場合は、そのアドレスあて
に自動的に一般競争入札参加資格確認通知書等が電
子メールで配信されます。電子メールアドレスの登
録がない者には３⑴　の場所で直接交付します。

　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書及び仕様書は一般競争入札参加資格確
認通知書の交付とあわせて電子メールにより送付し
ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴　
の場所で４⑵の日時により直接交付します。

５　入札に関する問い合わせ　　
　⑴　問い合わせ先　　
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月18日㈮午前９時30分から令和４年２
月22日㈫午後５時まで　　

　⑶　問い合わせ方法　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴に記載の電子メールアドレス又はＦ
ＡＸあて送付してください。　

　⑷　回答方法　　
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月24日㈭午後５
時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸにて送
付します。　

６　事前資料の提出について
　�　この入札の参加者は、導入予定機種のカタログを令
和４年２月22日㈭午後５時までに３⑴の場所に提出し
なければなりません。また、開札日の前日までの間に
おいて、本市から該当書類に関し説明を求められたと
きには、これに応じなければなりません。
７　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。　
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請及び提出書類につ
いて虚偽の記載をしたとき。　

８　入札の手続等　
　⑴　入札の方法　
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　　ア　入札・開札の日時　
　　　　令和４年３月１日㈫午前11時
　　イ　入札・開札の場所
　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室
　⑵　入札書の提出方法　
　　�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書は
入札件名が記載された封書に封印し、持参してくだ
さい。　

　⑶　入札金額　
　　�　入札書に記入する金額は用紙・トナー等の消耗品
代金を含む複写１枚あたりの単価を記入してくださ
い。税抜きの金額を記入してください。　

　⑷　入札保証金　
　　　入札保証金は免除します。　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。　

　⑹　再度入札の実施　
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。　

　⑺　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

９　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　�　入札及び開札に立ち会うものは入札者又はその代理
人とします。ただし、代理人が立ち会う場合は入札に
関する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を
した書類を事前に提出しなければなりません。また、
一般競争入札参加資格確認通知書をかならず持参して
ください。
10　契約の手続き等　
　⑴　契約保証金　
　　�　契約金額の10パーセントを納付しなければなりま
せん。ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当す
る場合は免除します。

　⑵　契約書（協定書）の作成　
　　ア　契約書（協定書）の作成を要します。
　　イ�　契約書（協定書）作成にかかる費用は落札者の

負担とします。　
　⑶　契約規則等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」において閲覧することができま
す。

11　その他　
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に
使用してはなりません。　

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。　

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────-
川崎市公告第312号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　河川詳細点検業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市内一円
　⑶　履行期限　　�令和４年４月１日から令和４年11月

30日まで
　⑷　業務概要　　仕様書のとおり
２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建設コンサルタント」種目「河川、砂防及び
海岸・海洋部門」で登録されている者。　

　⑷�　現場代理人及び照査技術者は、技術士（建設部門・
河川、砂防及び海岸・海洋部門）を有する技術者を
配置すること。なお、現場代理人及び照査技術者は
兼務不可とする。

　　�　また、河川詳細点検従事者は、河川維持管理技術
者または河川点検士（ともに、一般財団法人　河川
技術者教育振興機構）を有する技術者を配置するこ
と。

３　入札参加申込書の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
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　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　　川崎駅前タワー・リバーク14階
　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
　　　電　話：044－200－2903
　　　ＦＡＸ：044－200－7703
　　　E-Mail：53kasen@city.kawasaki.jp
　　　※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑵　配付・提出期間　
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　�（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　�午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）　
　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申込書
　　イ　上記２⑷を証明する資格者証等の写し
　⑷　提出方法　
　　�　持参又は郵送（郵送の場合は令和４年２月17日㈭
必着）。（ただし、郵送した際はその旨を３⑴の所管
課まで、令和４年２月17日㈭午後５時までに電話連
絡願います。）

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある
と認められた者には、川崎市業務委託有資格業者名簿
に登録した電子メールアドレスに、確認通知書を令和
４年２月22日㈫までに送付します。当該電子メールア
ドレスを登録していない場合はＦＡＸで送付します。
なお、当該電子メールアドレス及びＦＡＸの登録をし
ていない場合は、直接受取りに来るようお願いいたし
ます。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問受付方法
　�　電子メール又はＦＡＸによります。（ただし、送信
した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願いま
す。）
　　E-Mail：53kasen@city.kawasaki.jp
　　ＦＡＸ：044－200－7703
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月25日㈮まで
（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
の午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法

　　�　令和４年３月１日㈫までに、競争入札参加資格確
認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸにより回
答書を送付します。なお、当該電子メールアドレス
及びＦＡＸの登録をしていない場合は、直接受取り
に来るようお願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問は受け付けません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　入札参加申込書及び提出書類について、虚偽の記
載をしたとき。

７　入札手続等
　�　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた
対応として、入札・開札について、密室での実施を取
りやめ、入札書は開札日前日までの郵送・持参による
提出とし、開札については、事前に提出いただいた入
札書をもとに市職員のみで実施します。（再度入札又
はくじ引きを実施する場合を除く。）
　⑴　提出書類
　　ア　入札書
　　イ�　委任状（代表者以外の方が持参により提出する

場合のみ。）
　⑵　提出書類の提出方法　
　　ア　郵送による入札の場合
　　　ア　提出場所
　　　　　３⑴に同じ
　　　イ　提出期間
　　　　　�令和４年３月１日㈫から令和４年３月８日㈫

まで（必着）
　　　ウ　提出方法
　　　　�　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名
及び商号又は名称を記載し、「入札書在中」と
明記した上で、必ず書留郵便により送付してく
ださい。また、当該送付を行ったら速やかに、
３⑴の所管課に必ず電話連絡してください。

　　イ　持参による入札の場合
　　　ア　提出場所
　　　　　３⑴に同じ
　　　イ　提出期間
　　　　�　令和４年３月１日㈫から令和４年３月８日㈫

まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く）の午前９時から午後５時まで（ただし、
正午から午後１時までを除く）

　　　ウ　提出方法
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　　　　�　持参による入札を行う場合は、封筒に所定の
入札書を入れ、当該封筒に１⑴の件名及び商号
又は名称を記載し、「入札書在中」と明記した
上で提出してください。なお、必ず来庁前に３
⑴の所管課へ電話連絡し、本市から日時の指定
を受けなければなりません。事前連絡が無い場
合は提出できないことがあるので注意してくだ
さい。

　⑶　入札金額
　　�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契約
金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し
てください。

　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　開札の日時・場所
　　ア　日時　令和４年３月９日㈬午前11時00分
　　イ　場所　３⑴に同じ
　　ウ　開札の立会
　　　�　開札は市職員のみで実施します。立会いの必要

はありません。
　⑹　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調
査を行うことがあります。

　⑺　再度入札又はくじ引きの実施
　　�　開札の結果、落札者がいない場合、又は落札とな
るべき入札者が２者以上ある場合は、令和４年３月
11日㈮午前10時00分に再度入札又はくじ引きを行い
ます。

　　�　なお、実施にあたっては、場所等を電話・電子メ
ールにより対象者に連絡します。

　⑻　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。　

　⑼　落札結果の公表
　　�　落札結果については、川崎市業務委託有資格業者
名簿に登録した電子メールアドレスに送付します。
当該電子メールアドレスを登録していない場合はＦ
ＡＸで送付します。なお、当該電子メールアドレス
及びＦＡＸの登録をしていない場合は、直接受取り
に来るようお願いいたします。また、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」において公表します。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金
　　　有
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他　
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。　

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷�　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業
者の負担とします。

　⑸�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ
です。

　　　───────────────────
川崎市公告第313号
　　　入　　札　　公　　告
　「令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託（建
設緑政局分）」に関する一般競争入札について、次のと
おり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託

（建設緑政局分）
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワー・リバーク
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和４年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託
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（建設緑政局分）仕様書による。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿の業種25「倉庫・運送業務」・種目
01「運送業務」について登載されていること。

　⑷�　令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託
（建設緑政局分）仕様書の内容を遵守し、確実に業
務を実施することができるとともに、この物品運搬
等に関する専門的知識を有していること。

　⑸�　過去５年以内において、本市又は他官公庁におけ
る物品運搬等業務委託の業務完了実績を１件以上有
すること。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。なお、提出方
法は持参又は郵送とします。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0005
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎４階
　　　総務企画局総務部庁舎管理課　担当　森田
　　　電話　　044－200－2081
　　　ＦＡＸ　044－200－3749
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の開庁日、午前９時から正午まで及び午後１時から
午後５時まで

　⑶　提出書類
　　　・一般競争入札資格確認申込書
　　　　（入札参加申込書）
　　　・上記２⑸の完了実績を確認出来る資料
　　　　（契約書の写し等）
４　入札説明書及び業務委託仕様書について
　⑴　入札説明書の閲覧
　　�　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を
含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペ
ー ジ「 入 札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）で閲覧することが
できるほか、同ホームページからダウンロードする
ことができます。

　⑵　入札説明書の配布
　　�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者
には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布
します。

５　確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、
かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ
ると認められた者には、次の日時までに令和３・４年
度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出
のあった電子メールアドレス宛てに一般競争入札参加
資格の確認通知書を送付します。また、申請者が電子
メールアドレスの登録を行っていない場合、次により
確認通知書を交付します。
　⑴　日時
　　�　令和４年２月21日㈪　午前９時から正午まで及び
午後１時から午後５時まで

　⑵　場所
　　　上記３⑴に同じ
６　質問等の受付
　⑴�　質問等に関しては、令和４年２月24日㈭までに、
ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けます。

　⑵�　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、
電話により併せて御連絡ください。

　⑶�　回答は令和４年２月28日㈪までに電子メールにて
送信します。ただし、電子メールアドレスの登録を
行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて
いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします（持参以外は無効とします）。
　　　�　ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況

等により、郵送による入札も可能とすることがあ
ります。この場合、別途電子メールにて連絡しま
す。なお、電子メールアドレスの登録を行ってい
ない場合は、ＦＡＸにて連絡します。

　　イ　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月２日㈬　午後２時00分
　　ウ　入札書の提出場所
　　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　川崎市役所第３庁舎４階会議室
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　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア　入札は総価で行います。　
　　イ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消
費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する
ものとします。

　⑷　開札の日時
　　　８⑴イと同じ
　⑸　開札の場所
　　　８⑴ウと同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の
うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者
とします。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」において
閲覧できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷　関連情報を入手するための照会窓口
　　　上記３⑴と同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第314号
　委託契約に関する一般競争入札について次のとおり公
告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名

　　　保育所等関係書類集配業務委託
　⑵　履行場所
　　　�こども未来局子育て推進部保育対策課ほか指定す

る保育所等
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託内容
　　　�市内保育所等への各種帳票・チラシ類等の文書集

配業務
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市「業務委託有資格業者名簿」
の業種「倉庫・運送業務」種目「運送業務」に登載
されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　特定信書便事業の許可（本市区域内）を有し、過
去３年間に本市又は他自治体での類似の実績がある
こと。

３　仕様書等の配布・閲覧
　�　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　閲覧場所
　　ア　窓口での閲覧
　　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４
　　　　川崎市役所第３庁舎　14階
　　　　こども未来局子育て推進部保育対策課
　　　　担当　一木・上岡
　　　　電話：044－200－3727
　　イ　インターネットでの閲覧
　　　�　川崎市ホームページ「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） の 委
託の欄の「財政局入札公表」から閲覧及びダウン
ロードすることが可能です。

　⑵　窓口での閲覧期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月16日㈬まで

（土、日及び祝日を除く午前９時から正午まで及
び午後１時から午後４時まで）

４　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類（契約実績
証明書・契約書の写し等）を提出しなければなりませ
ん。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区東田町５－４
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　　　川崎市役所第３庁舎　14階
　　　こども未来局子育て推進部保育対策課
　　　担当　一木・上岡
　　　電話：044－200－3727
　　　E-mail：45taisak@city.kawasaki.jp
　　　�（ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

う場合は、メールの着信の確認を電話にて行って
ください。）　

　⑵　配布・提出期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月16日㈬まで

（土、日及び祝日を除く午前９時から正午まで及
び午後１時から午後４時まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争参加申込書
　　�　川崎市ホームページ「入札情報」（http://www.
city.kawasaki.jp/233300/index.html）の委託の欄の
「財政局入札公表」からダウンロード可能です。

　　�　ダウンロード出来ない場合は、４⑴の場所で４⑵
の期間に配布します。

　　イ�　２⑷の契約実績を証する書類（契約実績証明書
及び契約書の写し等）

　　　�　契約実績証明書については、上記ア競争参加申
込書と同様に「入札情報」からダウンロード可能
です。

　⑷　提出方法
　　　原則、持参とします。
　　�　ただし、持参以外の方法による場合は、相談に応
じます。

５�　一般競争入札参加確認通知書の交付及び入札説明書
等の交付
　�　競争参加申込書を提出した者には、本市による提出
物・資格等の審査の上、次により競争参加資格確認通
知書及び入札説明書を交付します。ただし、川崎市「業
務委託有資格業者名簿」へ登載した際に電子メールの
アドレスを登載している場合は、電子メールで一般競
争入札参加資格確認通知書及び入札説明書を送付しま
す。
　⑴　場所
　　　４⑴に同じ
　⑵　日時
　　�　令和４年２月18日㈮　午前９時から正午まで及び
午後１時から午後４時まで

　　�　また、入札説明書等は４⑴の場所において４⑵の
期間縦覧に供します（土・日及び祝日を除く午前９
時から正午まで及び午後１時から午後４時まで）。

６　仕様に関する問合せ
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ

　⑵　問合せ期間
　　　�令和４年２月18日㈮から令和４年２月22日㈫まで

（午前９時から正午まで及び午後１時から午後４
時まで）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書を使用し、４⑴のメー
ルアドレスあてに開封確認付きの電子メールにて送
信してください。また、メール送信後にメールで送
信した旨を４⑴の担当あて連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格
があると認められたすべての者に対し、令和４年２
月25日㈮までに電子メールにて送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を
したとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札金額
　　ア　入札は、上記１⑴の契約金総額で行います。
　　イ�　落札決定にあたっては、「川崎市競争入札参加

者心得」第３条第２項の規定に関わらず、入札書
に記載された金額に当該金額に課される消費税及
び地方消費税に相当する額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするの
で、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　　ウ�　入札書には、住所、商号又は名称、代表者の役
職及び氏名を明示し、本市の業者登録に使用した
印鑑による押印及び封印をしてください。

　　エ�　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい
る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく
ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、
当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること
はできません。

　⑵　入札･開札の場所及び日時
　　ア　場所　�川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所

第３庁舎13階　会議室
　　イ　日時　令和４年３月１日㈫午前９時30分
　　　　　　　�なお、郵送による入札書の提出について

は相談に応じます。
　⑶　入札書の提出方法
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　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第
28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の
範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を
落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、
調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　�　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　�　入札後速やかに契約書を作成することを要します。
　　�　また、この委託契約に関する詳細なスケジュール
及び必要となる様式について、川崎市の指示に基づ
き速やかに提出することを要します。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約
関係規程において閲覧することができます。

　⑷　落札決定の効果
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては
なりません。

　⑷　その他問い合わせ窓口は上記４⑴に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告第315号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�川崎市ふるさと納税クレジットカード納付業務委

託

　⑵　履行場所
　　　川崎市財政局財政部資金課の指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和７年８月31日まで
　⑷　委託業務の概要
　　　�「川崎市ふるさと納税クレジットカード納付業務

委託仕様書」によります。
２　入札参加資格
　�　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ている必要があります。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に該当しない者であ
ること。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でない者であること。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種99「その他業務」、種目99「その他」で登載さ
れていること。

　⑷�　プライバシーマーク、情報セキュリティマネジメ
ントシステム（ISMS）又はそれらと同等のセキュ
リティの規格を取得し、適切な措置を講じる体制を
整備していること。

　⑸�　国、都道府県及び政令指定都市において過去２年
間において２件以上のクレジットカード収納業務を
単独又は共同で受託した実績があること。

　⑹�　共同参加の場合は、次に掲げる全ての要件を満た
していること。

　　ア�　全ての参加者が上記⑶、⑷の要件を満たしてい
ること。

　　イ�　いずれかの参加者が上記⑸の要件を満たしてい
ること。

　　ウ�　役割分担を明確にし、事故が起きた場合等の責
任の所在が共同参加する者の間で明らかになって
いること。

　　エ�　本入札において、単独又は他の共同参加を行っ
ていないこと。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書を提出してください。
　⑴　配付・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５－４
　　　第３庁舎12階
　　　川崎市財政局財政部資金課　担当　加賀谷
　　　電　話　044－200－3592（直通）　
　　　Ｅ－mail　23sikin@city.kawasaki.jp
　⑵　仕様書等の配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
とします。（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日
午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま
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で）
　⑶　提出書類
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ　�上記２⑷、⑸の内容を確認できる証明書類、契

約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、
インターネットからダウンロードすることができま
す（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の
欄の「入札公表」の中にあります）。ダウンロード
できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所
で配布します。（「入札情報かわさき」http://www.
city.kawasaki.jp/233300/index.html）

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格がある
と認められた者には、令和４年２月21日㈪までに一般
競争入札参加資格確認通知書を電子メールにより送付
します。
５　仕様等に関する質問及び回答
　�　仕様等に関する質問を次のとおり受け付けます。
　⑴　質問書の提出先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問書の受付期間
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月22日㈫まで
　⑶　問合せ方法
　　�　「質問書（任意様式）」に必要事項を記入し、３⑴
の電子メールアドレスあて送付してください。なお、
送付後、３⑴の電話番号宛てに、送付した旨を連絡
してください。

　⑷　回答方法
　　�　提出された質問に対する回答は、令和４年２月25
日㈮までに、全ての質問及び回答を、全入札参加者
に電子メールにより送付します。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　当該競争入札参加申込に係る提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続き等
　⑴　入札方法
　　ア　入札書の提出時期
　　　　令和４年３月３日　㈭　午前10時30分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市役所第３庁舎12階会議室
　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　ウ�　入札金額には、消費税及び地方消費税を含まな
い金額を記載してください。

　　エ�　入札書の提出については持参とします。入札は、
所定の入札書をもって行い、入札件名を記載した
封筒に封印して提出してください。

　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所７⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　開札に立ち会う者に関する事項
　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理
人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会
う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関
する権限の委任を受けなければなりません（入札前に
委任状を提出してください）。
９　再度入札の実施
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第７条
の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わない
者を除きます。
10　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　前払金要否
　　　前払金の支払はありません。
　⑶　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」において閲覧することができま
す。

11　その他
　⑴�　落札後、契約締結の前に、落札者による申出書の



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1144－

提出を経て、指定納付受託者の指定手続きを行いま
す。詳細は、落札者の決定後に協議するものとしま
す。

　⑵�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定
めるところによります。

　⑶�　当該入札案件に係る問い合わせ窓口は上記３⑴に
同じです。

　　　───────────────────
川崎市公告第316号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名（賃貸借物品）
　　ア�　令和４年度環境局軽乗用自動車（焼却場車両）

の賃貸借及び保守
　　イ�　令和４年度環境局軽乗用自動車（生活環境普及

車両）の賃貸借及び保守
　⑵　履行場所
　　ア　王禅寺処理センター（麻生区王禅寺1285番地）
　　イ　中原生活環境事業所（中原区中丸子155番地）
　⑶　賃貸借期間及び台数
　　ア�　上記１⑴アの件名（賃貸借物品）について
　　　　令和４年11月１日から令和11年10月31日まで
　　　　１台
　　イ　上記１⑴イの件名（賃貸借物品）について
　　　　令和４年11月１日から令和11年10月31日まで
　　　　１台
　⑷　賃貸借物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿に業種「リース」種目「車両」、地
域区分「市内」又は「準市内」で登録されているこ
と。

　⑷�　車両の調達について、本市または他官公庁におい
て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品及び台数について、確実に納入する
ことができること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により上記１⑴
の件名（賃貸借物品）ごとにそれぞれ一般競争入札参
加申込書及び必要な資料を提出しなければなりません。
なお、提出は持参とし、郵送による提出は認めません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５－４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局生活環境部収集計画課
　　　市原担当、下浦担当
　　　電話　044－200－2571
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く毎日午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）と
します。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　類似業務の契約実績資料
４�　一般競争入札参加資格確認通知書・仕様書の交付及
び仕様書の閲覧
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、参加資格がある
と認めた者には、令和３・４年度川崎市競争入札参加
資格審査申請書の委任先メールアドレスに、令和４年
２月22日㈫までに一般競争入札参加資格確認通知書及
び仕様書を送付します。
　�　また、当該メールアドレスを登録していない者には、
令和４年２月22日㈫の午前９時から正午までに上記３
⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書及
び仕様書を交付します。なお、仕様書は、上記３⑴の
場所において上記３⑵の期間まで、閲覧に供します。
５　仕様書等に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月22日㈫正午から令和４年２月28日㈪
正午までとします。

　⑶　問い合わせ方法
　　�　上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、
指定するメールアドレス又はＦＡＸ宛てに送付して
ください。なお、電子メール又はＦＡＸにより送付
した場合は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願
います。

　　メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp
　　ＦＡＸ　044－200－3923
　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合、令和４年３月２日㈬までに参
加全社宛て、文書（電子メール又はＦＡＸ）にて回
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答します。
６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札金額は税抜きの総額で行います。それぞれの
件名（賃貸借物品）ごとに、月額の賃貸借料にそれ
ぞれの賃貸借期間の月数及び台数を乗じた額で見積
もりをしてください。なお、入札は所定の入札書を
もって行い、入札書はそれぞれの入札件名を記載し
た封筒にて提出してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　令和４年３月15日㈫　午後３時30分
　　イ　場所
　　　　川崎市川崎区東田町５－４
　　　　川崎市役所第３庁舎16階環境局会議室
　⑶　入札書の提出
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　開札に立ち会う者に関する事項
　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する
権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書
類を事前に提出しなければなりません。
９　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できま
す。

10　契約内容の変更等
　�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該
金額について減額又は削除があった場合は、この契約
を変更又は解除することができるものとします。
　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損
失の補償を川崎市に対して請求することができるもの
とし、補償額は協議して定めるものとします。
11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、仕様書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑷　支払いについては、毎月払いとします。
　⑸　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。
　⑹�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係わる予算の決議を要
します。

　　　───────────────────
川崎市公告第317号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎市立学校児童生徒結核検診委託契約
　⑵　履行場所
　　　川崎市立高等学校他
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　概要
　　�　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律（平成10年法律第114号）及び学校保健安
全法（昭和33年法律第56号）に基づき、市立学校に
在籍する児童生徒に対し、結核検診を実施する。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務
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委託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」、種目「そ
の他の医療関連業務」で登載されていること。

　⑷�　過去５年以内（平成29年度以降）に本市又は他の
官公庁において、類似の契約実績があり、かつ誠実
に履行した実績を有すること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル４階
　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課　
　　　担当　中村
　　　電話　044－200－0357
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　　　�午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで
　⑶　提出方法
　　　持参に限ります。
４　競争参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により競争参加申込書を提出した者には、次
により競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付日時
　　　令和４年２月21日㈪午後５時まで
　⑵　交付方法
　　�　川崎市の業務委託有資格業者名簿に電子メールア
ドレスを登録している場合は、電子メールにて送付
します。

　　�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ
ＡＸにて送付します。

　⑶　その他
　　�　競争参加資格があると認められた者には、入札説
明書を無料交付します。

　　�　また、入札説明書は上記３⑴の場所において、令
和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで縦覧
に供します。（土曜日、日曜日及び祝日を除く。毎
日午前９時から正午、午後１時から午後５時）

５　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　問い合わせ期間
　　　�令和４年２月21日㈪から令和４年２月28日㈪まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　　　�午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで
　⑶　問い合わせ方法

　　�　質問については、入札説明書に添付の「質問書」
の様式に必要事項を記入し、直接担当部署に提出す
るか、指定するＦＡＸあてに送信してください。

　　�　また、ＦＡＸにて質問する場合は、質問書を送信
した旨を担当まで連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年３月２日㈬
までに、競争参加者全てに電子メール又はＦＡＸに
て送付します。

　⑸　その他
　　�　問い合わせ期間後に提出された質問には回答しま
せん。

６　競争参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ
かに該当するときは、競争参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし
たとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札金額は、入札説明書に添付の「川崎市立学校
児童生徒結核検診委託契約仕様書」１　実施内容に
定める検査項目の１名あたりの単価の合計金額を記
載してください。なお、消費税額及び地方消費税額
は、代金支払いの際に加算しますので、入札書に記
載する金額には含まれないものとします。

　　�　なお、契約金額は記載された合計金額を健康教育
課の設定する検査項目毎の予定金額で按分した価格
となります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時
　　　令和４年３月７日㈪　午後１時30分
　　イ　場所
　　　　川崎市川崎区宮本町６
　　　　明治安田生命ビル４階第２会議室
　⑶　提出方法
　　　持参に限ります。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低
価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。
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８　　契約の手続等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　川崎市契約規則第33条第５号の適用により、免除
します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧
できます。

　９　その他
　⑴　詳細は入札説明書によります。
　⑵�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　上記３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第318号
　　　入　　札　　公　　告
　麻生市民館舞台運営管理業務委託に関する一般競争入
札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�麻生市民館舞台運営管理業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市麻生区万福寺１－５－２
　　　　　　　　　麻生市民館
　⑶　履行期限　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�本業務は麻生市民館大ホール及び大

会議室の舞台運営管理を行うもので
す。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
以下の業種・種目にすべて登載されていること。

　　　業種　99「その他業務」　　種目　99「その他」

　⑷�　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守
し、確実に業務を実施できること。

　⑸�　過去５年以内に本市又は他官公庁の公共ホール
（800名以上を定員とするものに限る。）において、
１年以上継続してホール運営業務を履行した実績を
有すること。ただし、発注者（本市、他官公庁又は
公益財団法人に限る。）と直接契約を締結し履行し
た、元請としての契約実績に限ります。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、２⑹に示す実績が確認
できる契約書の写し又は契約履行証明書（任意の様
式）及び仕様書の写しを提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒215-0004　川崎市麻生区万福寺１－５－２
　　　麻生区役所まちづくり推進部生涯学習支援課
　　　（麻生市民館）
　　　電話　　044－951－1300
　　　ＦＡＸ　044－951－1650
　　　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。ただし、土曜日、日曜日は除きます。

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
⑴　配布・提出場所及び問合せ先の場所において、
３⑵　配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希
望者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」（http://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」に
おいて、本件の公表情報詳細のページからダウンロ
ードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
令和４年２月24日㈭までに、令和３・４年度川崎市業
務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電
子メールアドレスあて、一般競争入札参加資格確認通
知書を送付します。また、電子メールアドレスの登録
を行っていない場合はＦＡＸにて交付します。
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
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　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月17日㈭から２月25日㈮までの午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時までとし
ます。ただし、２月21日㈪、土曜日、日曜日は除き
ます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－951－1650
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者あて電子メ
ールで送付します。なお、電子メールの登録を行っ
ていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７　入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法等
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を入札書に記載してください。
消費税額及び地方消費税に相当する額は代金支払
いの際に加算しますので、入札書に記載する総額
には含まないものとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月９日㈬　午前11時00分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市麻生区万福寺１－５－２
　　　　麻生市民館　第１会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第319号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　業務件名
　　�　中原区役所庁舎案内・庁中取締り及び駐車場整理
業務委託

　⑵　履行場所　
　　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地等
　⑶　履行期間　
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　中原区役所の庁舎案内業務、庁中取締り業務、駐
車場整理業務及びこれに付随する業務を行う。
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２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３年・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿
の業種「警備」種目「人的警備」及び種目「駐車場
管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３年・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿
に、地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による
中小企業者であること。

　⑹�　国又は地方公共団体において類似の契約実績があ
ること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書を提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒211-8570
　　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地
　　　中原区役所４階
　　　中原区役所まちづくり推進部総務課
　　　電話　044-744-3124（直通）
　　　FAX　　044-744-3340
　　　E-mail　65soumu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年２月14日㈪から令和４年２月18日㈮まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。（ただし、土曜日、日曜日、祝日等
の本市閉庁日を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３
⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者
には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ
ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情
報詳細のページからダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交付し
ます。
　⑴　日時
　　　令和４年２月22日㈫　午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月28日㈪まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の
本市閉庁日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　65soumu@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-744-3340
　⑸　回答方法　
　　�　令和４年３月２日㈬午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
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書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月９日㈬午前10時00分
　　イ　入札場所
　　　　中原区役所４階　403会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ
て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

　
９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否　
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先
の場所で閲覧することができます。

10　特定業務委託契約（公契約対象）
　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例
第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該
当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約
条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、
川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム
ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約
及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。
11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。
　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎
市のホームページ「入札情報かわさき」において、
本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第320号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�川崎市立橘高等学校屋上50ｍ公認プール保守管理

業務
　⑵　履行場所
　　　川崎市立橘高等学校
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月11日から令和４年９月30日まで
　⑷　調達概要
　　�　川崎市立橘高等学校の屋上50ｍ公認プールの施設
保守管理及び施設利用者の安全確保を目的とした業
務委託。詳細は入札説明書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」種目「そ
の他の維持管理」で登録されていること。

　⑷�　過去５年間（平成29年度以降）で類似委託業務の
実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　⑸�　業務内容が警備業法第２条第１項に該当すること
から（平成24年６月25日警察庁生活安全局生活安全
企画課犯罪抑止対策室長発出事務連絡「プール監視
業務を外部委託する場合における警備業の認定の要
否について」による。）、警備業法に基づき、都道府
県公安委員会から警備業者としての認定を受けてい
ること。

　⑹�　当該プールは、公益財団法人日本水泳連盟プール
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公認規則に基づく公認プールであることから、同規
則第16条に基づき、受託者は下記資格のいずれかを
有するプール管理者を配置しなければならない。た
だし、当該プールに常駐する必要はないものとする。

　　ア　公益財団法人日本体育協会公認水泳指導員
　　イ　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級指導員
　　ウ　公益財団法人日本体育協会公認水泳コーチ
　　エ　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級コーチ
　　オ　公益財団法人日本体育協会公認水泳教師
　　カ　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級教師　
　　キ　公益財団法人日本体育施設協会水泳指導管理士
　　ク　�公益社団法人日本プールアメニティ施設協会
　　　　プール衛生管理者
３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。
　�　競争入札参加申込書等は、３⑴の場所で配布してい
ます。また、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
の財政局の入札公表の「入札公表詳細」から競争入札
参加申込書をダウンロードすることができます。ただ
し、競争参加申込書の提出は持参によるものとし、郵
送は認めません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル４階
　　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課学

校保健・体育係　担当：古野間
　　　電　話：044－200－3313（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－2853
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30
分から正午まで及び午後１時から５時まで）としま
す。

４　入札説明書の交付
　⑴　配布場所
　　�　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書
は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財
政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び
ダウンロードも可能です。

　⑵　配布期間
　　　３⑵と同じ。
５　実績の縦覧
　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月28日㈪まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時30分
から正午まで及び午後１時から５時まで）、過去の実
績（令和２年度）におけるプール日報について、３⑴
の場所で縦覧に供します。

６　競争参加資格確認通知書の交付
　�　３により競争参加申込書を提出した者に、令和４年
２月21日㈪午後５時までに競争参加資格確認通知書を
交付します。
　�　交付方法については次のとおりとします。
　⑴�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子
メールにて送付。

　⑵�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ
ＡＸにより送付。

７　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ先
　　�　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書
に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事
項を記載の上ＦＡＸして下さい。また、ＦＡＸ後に
必ず担当者あて電話連絡をして下さい。

　⑵　受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月28日㈪
　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）
　⑶　回答予定日
　　�　令和４年３月２日㈬午後５時までにＦＡＸ又は電
子メールにて回答

　⑷　その他
　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
８　競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか
に該当するときは、この入札に参加することができま
せん。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
９　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する
こと。　

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその
代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に
立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立
ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する
委任状を入札前に提出すること。　

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び
今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧
表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す
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ること。郵送は認めない。
　　エ�　入札金額は、令和４年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）
を記載すること。なお、契約金額は入札金額に
100分の10に相当する額を加算した金額とする。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者は除く。

　⑵　入札･開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年３月７日㈪　午後２時00分
　　イ　場所　明治安田生命ビル４階第２会議室
　　　　（川崎市川崎区宮本町６番地）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は、無効とします。

10　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情
報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷　問い合わせ窓口は３⑴に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第321号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�川崎市議会委員会室映像機器定期点検保守業務委

託
　⑵　履行場所
　　　川崎市議会議会局指定場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　川崎市議会の各委員会室で行われる会議でインタ
ーネット中継の実施に当たって必要となる映像機器
等の保守管理。詳細は「川崎市議会委員会室映像機
器定期点検保守業務委託仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目「電
気・機械設備保守点検」に登載されていること。

　⑷�　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に
委託しないこと。また、競争入札参加申込書にて、
主要な部分を除き一部再委託を申請する場合は、再
委託確認書を提出すること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布、提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１－９－３
　　　川崎市役所第２庁舎５階
　　　議会局総務部広報・報道担当　関
　　　電話　044－200－3377
　⑵　配布、提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　�　土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から正午
まで及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
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４　入札公表及び仕様書等の縦覧等
　�　入札公表及び仕様書等は、上記３⑴の場所において
縦覧に供します。期間については上記３⑵に同じです。
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/page/0000089770.
html）
　�（入札公表の「委託」の欄の「財政局」をクリックし、
検索してください。）
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　入札参加資格があると認められた者には、令和３・
４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」
の委任先メールアドレスに令和４年２月21日㈪に入札
説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を送付
します。また、当該委任先のメールアドレスを登録し
ていない者には、同日の午前９時から正午まで及び午
後１時から午後５時までに上記３⑴の場所において入
札説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を交
付します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　川崎市川崎区砂子１－９－３
　　　川崎市役所第２庁舎５階
　　　議会局総務部広報・報道担当　関
　　　電話　044－200－3377
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月21日㈪から令和４年２月28日㈪午後
５時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　所定の「質問書」の様式により、提出してくださ
い。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　98kouhou@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　044－200－3953
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬に参加資格を有する全者に文
書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、紙入札方式とし、所定の入札書をもっ

て行います。入札書は入札件名が記載された封筒
に封印してください。

　　イ�　入札は４回分の総額（消費税額及び地方消費税

額を含まない。）で行います。
　⑵　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑶　入札・開札の日時
　　　令和４年３月４日㈮午後２時
　⑷　入札・開札の場所
　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室
　⑸　入札保証金
　　　免除とします。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも
って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成の要否
　　　必要とします。
　⑵　契約保証金
　　　免除とします。
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市
のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関
係規程」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、仕様書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第322号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎市議会委員会等インターネット中継業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市議会議会局指定場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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　⑷　業務概要
　　�　川崎市議会の各委員会室で行われる常任委員会、
議会運営委員会、決算審査特別委員会分科会、大都
市税財政制度調査特別委員会等の生中継及び録画中
継映像のインターネット配信。詳細は「川崎市議会
委員会等インターネット中継業務委託仕様書」によ
ります。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」、種目「そ
の他の電算関連業務」に登載されていること。

　⑷�　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に
委託しないこと。また、競争入札参加申込書にて、
主要な部分を除き一部再委託を申請する場合は、再
委託確認書を提出すること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布、提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１－９－３
　　　川崎市役所第２庁舎５階
　　　議会局総務部広報・報道担当　関
　　　電話　044－200－3377
　⑵　配布、提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　�　土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から正午
まで及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４　入札公表及び仕様書等の縦覧等
　�　入札公表及び仕様書等は、上記３⑴の場所において
縦覧に供します。期間については上記３⑵に同じです。
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/page/0000089770.
html）
　�（入札公表の「委託」の欄の「財政局」をクリックし、
検索してください。）
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　入札参加資格があると認められた者には、令和３・
４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」
の委任先メールアドレスに令和４年２月21日㈪に入札
説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を送付

します。また、当該委任先のメールアドレスを登録し
ていない者には、同日の午前９時から正午まで及び午
後１時から午後５時までに上記３⑴の場所において入
札説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等を交
付します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　川崎市川崎区砂子１－９－３
　　　川崎市役所第２庁舎５階
　　　議会局総務部広報・報道担当　関
　　　電話　044－200－3377
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月21日㈪から令和４年２月28日㈪午後
５時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　所定の「質問書」の様式により、提出してくださ
い。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　98kouhou@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　044－200－3953
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月２日㈬に参加資格を有する全者に文
書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、紙入札方式とし、所定の入札書をもっ

て行います。入札書は入札件名が記載された封筒
に封印してください。

　　イ�　入札は12か月の総額（消費税額及び地方消費税
額を含まない。）で行います。

　⑵　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑶　入札・開札の日時
　　　令和４年３月４日㈮午前11時
　⑷　入札・開札の場所
　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室
　⑸　入札保証金
　　　免除とします。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも
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って有効な入札を行った者を落札者とします。
　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成の要否
　　　必要とします。
　⑵　契約保証金
　　　免除とします。
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市
のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関
係規程」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵　詳細は、仕様書によります。　
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第323号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　令和４年度生活保護費警備輸送業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市指定場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　　入札説明書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第
28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない
こと。

　⑵�　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受
けていること。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「警備」種目「人的警備」
に登載されていること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑸　確実に業務完了に至ること。
　⑹�　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に
よる運送業務の資格を有すること。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８
　　　パレール三井ビル13階
　　　健康福祉局生活保護・自立支援室
　　　担当� 野溝・加藤
　　　電話� 044－200－2643
　　　FAX� 044－200－3929
　　　E-mail� 40hogo@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
とします。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日
午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５
時15分まで）

　⑶　提出方法　　持参に限る。
　⑷　提出物　　
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）
　　ウ�　貨物自動車運送事業法で定める貨物自動車運送

事業の許可を受けていることを証明できる書類
（原本の写し）

　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。　
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。　　
　　ウ�　競争参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　３により一般競争入札参加申込書を提出し、一般競
争入札参加資格があると認めた者には、次により、競
争入札参加資格確認通知書を交付します。　なお、令
和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールアドレスを登録している場合は、電
子メールにより配信されます。
　⑴　場所　　３⑴に同じ
　⑵　日時　　令和４年２月18日㈮
　　　　　　　�午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで
　⑶　その他
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せて、
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無償で入札説明書を交付します。
　　�　また、入札説明書は、３⑴の場所において、令和
４年２月18日㈮から令和４年２月25日㈮まで縦覧に
供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日
午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５
時15分まで）

５　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ先　　３⑴に同じ　
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月18日㈮から令和４年２月22日㈫（土
曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶　問い合わせ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて、３⑴のＦＡＸ番
号又はE-mailアドレス宛て送付してください。なお、
その際には、質問書を送付した旨を担当まで御連絡
ください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月25日㈮に、Ｆ
ＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
加資格を喪失します。
７　入札の手続等
　⑴　入札金額
　　�　委託契約金額（税抜き）を入札金額として行いま

す。契約希望金額の110分の100に相当する金額を入
札書に記載してください。なお、詳細は入札説明書
によります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日　　時　　令和４年３月２日㈬午後１時30分
　　イ　場　　所　　川崎市川崎区東田町８
　　　　　　　　　　パレール三井ビル13階　
　　　　　　　　　　�健康福祉局生活保護・自立支援室　

会議室
　⑶　入札保証金　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　開札に立ち会う者に関する事項
　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状を事前
に提出してください。また、開札には一般競争参加資
格確認通知書を必ず持参してください。
９　再度入札の実施　
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第７条
の規定により無効とされた者及び開札に立会わないも
のを除きます。
10　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10パーセント。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵　契約書作成の要否　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲
覧できます。

11　その他　
　⑴　詳細は、入札説明書によります。　
　⑵　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑶　�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達の予算の議決を要します。
　　　───────────────────
川崎市公告第324号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　�令和４年度生活保護費支給に係る警備輸送業務委

託
　⑵　履行場所
　　　川崎市指定場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　　入札説明書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第
28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない
こと。

　⑵�　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受
けていること。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「警備」種目「人的警備」
に登載されていること。
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　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑸�　確実に業務完了に至ること。
　⑹�　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に
よる運送業務の資格を有すること。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８
　　　パレール三井ビル13階
　　　健康福祉局生活保護・自立支援室
　　　担当� 野溝・加藤
　　　電話� 044－200－2643
　　　FAX� 044－200－3929
　　　E-mail� 40hogo@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
とします。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日
午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５
時15分まで）

　⑶　提出方法　　持参に限る。
　⑷　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）
　　ウ�　貨物自動車運送事業法で定める貨物自動車運送

事業の許可を受けていることを証明できる書類
（原本の写し）

　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。　
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。　　
　　ウ�　競争参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　３により一般競争入札参加申込書を提出し、一般競
争入札参加資格があると認めた者には、次により、競
争入札参加資格確認通知書を交付します。　なお、令
和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールアドレスを登録している場合は、電
子メールにより配信されます。
　⑴　場所　　３⑴に同じ
　⑵　日時　　令和４年２月18日㈮
　　　　　　　�午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで
　⑶　その他
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せて、

無償で入札説明書を交付します。
　　�　また、入札説明書は、３⑴の場所において、令和
４年２月18日㈮から令和４年２月25日㈮まで縦覧に
供します。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日
午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５
時15分まで）

５　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ先　　３⑴に同じ　
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月18日㈮から令和４年２月22日㈫（土
曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）　　

　⑶　問い合わせ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて、３⑴のＦＡＸ番
号又はE-mailアドレス宛て送付してください。なお、
その際には、質問書を送付した旨を担当まで御連絡
ください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月25日㈮に、Ｆ
ＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
加資格を喪失します。
７　入札の手続等
　⑴　入札金額
　　�　委託契約金額（税抜き）を入札金額として行いま
す。契約希望金額の110分の100に相当する金額を入
札書に記載してください。なお、詳細は入札説明書
によります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日　　時　　令和４年３月２日㈬午後２時00分
　　イ　場　　所　　川崎市川崎区東田町８
　　　　　　　　　　パレール三井ビル13階　
　　　　　　　　　　�健康福祉局生活保護・自立支援室　

会議室
　⑶　入札保証金　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　開札に立ち会う者に関する事項
　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する
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権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状を事前
に提出してください。また、開札には一般競争参加資
格確認通知書を必ず持参してください。
９　再度入札の実施
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第７条
の規定により無効とされた者及び開札に立会わないも
のを除きます。
10　契約の手続等
　⑴　契約保証金　　　　　免除
　⑵　契約書作成の要否　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲
覧できます。

11　その他　
　⑴　詳細は、入札説明書によります。
　⑵　関連情報を入手するための窓口３⑴に同じ
　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達の予算の議決を要します。

　　　───────────────────
川崎市公告第325号
　立地適正化計画策定業務委託の業者選定に関する公募
型企画提案（プロポーザル）の実施について、次のとお
り公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型企画提案（プロポーザル）に関する事項
　⑴　件　　名　　立地適正化計画策定業務委託
　⑵　業務事項
　　ア　立地適正化計画の作成
　⑶　履行期間　　�契約を締結した日～令和７年３月14

日
２　提案者の資格
　⑴　次の条件をすべて満たしていること
　　ア�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でないこと。
　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。
　　ウ�　当該契約年度の川崎市業務委託有資格者名簿に

おいて、業種「建設コンサルタント」、種目「都
市計画及び地方計画部門」に登録されている者。

　⑵　その他、次の要件を満たすこと。
　　ア�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

167条の４の規定に該当しない者。
　　イ�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく

更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成11
年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て

がなされている者（手続開始決定後は除く。）で
ないこと。

　　ウ�　納税義務のある税を滞納していない者であるこ
と。また、経営状態が著しく不健全であると認め
られる者でないこと。

　　エ�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団及び
それらの利益となる活動を行う者でないこと。

　　オ�　役員又は使用人等が刑法（明治40年法律第45
号）第96条の６又は第198条の規定に違反する容
疑により、逮捕されていない者、若しくは逮捕を
経ないで公訴を提起されていない者。

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　業務執行技術力
　⑵　同種、類似業務の実績
　⑶　提案の適格性、実現性、独創性
　⑷　分析能力
　⑸　資料による表現力
　⑹　概算見積額
４　担当部局
　�　川崎市まちづくり局計画部都市計画課都市調査担当
　　〒210-0006　神奈川県川崎市川崎区宮本町６
　　明治安田生命川崎ビル５階
　　電話（直通）044-200-2720
　　ＦＡＸ　　　044-200-3969
　　メールアドレス　50tosike@city.kawasaki.jp
５�　公募型企画提案（プロポーザル）説明書の交付の期
間、場所
　⑴　配布期間　�令和４年２月10日㈭～２月24日㈭正午

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　⑵　配布場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年２月24日㈭正午
　⑵　提 出 先　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　電子メール
７　技術提案書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年３月16日㈬正午
　⑵　提 出 先　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�技術提案書様式Ａ及び誓約書（各１

部）、技術提案書及び様式Ｂ～Ｄ（各
７部）、ＰＤＦデータ（技術提案書は、
必要があればパワーポイント形式のデ
ータを提出可とする。）

　⑷　提出方法　�持参又は郵送（書留郵便等の配達記録
が残る場合に限る）、ＰＤＦデータ等
はＣＤ－Ｒ等にて提出

８　技術提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
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　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する。
10　契約保証金の納付
　�　契約保証金の納付については、川崎市契約規則（昭
和39年川崎市規則第28号）によるものとします。
11　関連情報を入手するための照会窓口
　　４と同じ
12　その他必要と認める事項
　⑴　概算業務価格（上限）
　　　�３ヶ年合計　28,638,000円以下（消費税及び地方

消費税を含む。）
　　　�令和４年度（予定額）11,632,000円以下（消費税

及び地方消費税額を含む）
　　　�令和５年度（予定額）　7,623,000円以下（消費税

及び地方消費税額を含む）
　　　�令和６年度（予定額）　9,383,000円以下（消費税

及び地方消費税額を含む）
　　　※�実際の契約額については、上記概算額の範囲内

で受託予定者の提案内容等を参考に決定するも
のとする。

　　　※�当該落札結果の効果は、令和４年第２回川崎市
議会定例会における、本調達に係る予算の議決
を要します。

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提案者の費用負担
の有無

　　�　技術提案書の作成及び提出等に係る費用は貴社の
負担とします。

　⑶　その他
　　ア　選考結果の発表は３月下旬を予定しています。
　　イ�　詳細につきましては、公募型企画提案（プロポ

ーザル）説明書を御参照ください。
　　　───────────────────
川崎市公告第326号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　　�川崎駅中央通路等周辺施設警備保安

業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市川崎区駅前本町、幸区堀川町

及び大宮町地内
　⑶　履行期限　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　仕様書による。
２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。　

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「警備」種目「人的警備」、規模「大企業」ま
たは「中小企業」及び地域「市内」または「準市内」
で登録されている者。　

　⑷�　国又は地方公共団体において類似の契約実績があ
ること。

　⑸�　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい
ること。

　⑹�　１年を通じ、24時間10名以上の警備業務が可能で
あること。

３　入札参加申込書等の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒210－0834　川崎市川崎区大島１丁目25番10号　
　　　川崎市川崎区役所道路公園センター　
　　　電　話：044－244－3206
　　　ＦＡＸ：044－246－4909
　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp
　　　※�業務の詳細、入札参加申込書等は、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」において、本
件の公表情報詳細のページからダウンロードし
てください。

　⑵　配付・提出期間　
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　
　　　�午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）　
　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申込書
　　イ　類似契約の契約書の写し
　　ウ�　情報セキュリティに関する規格の認証取得を証

明する書類の写し
　　　※�ウについて、更新等を行っている場合は、それ

が分かる書類の写しを併せて提出してください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　交付場所
　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書を令和４年２月22日㈫までに送付し
ます。なお、当該電子メールアドレスを登録してい
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ない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来
るようお願いいたします。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、
送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願
います。）

　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－246－4909
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年３月１
日㈫午後５時までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月４日㈮午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所　
　　ア　日時　令和４年３月11日㈮午前10時00分　
　　イ　場所　川崎市川崎区大島１丁目25番10号
　　　　　　　川崎区役所道路公園センター会議室　
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。　　

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金　
　　�　契約金額の10パーセントとします。ただし川崎市
契約規則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。　

　⑹　特定業務委託契約（公契約）　
　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
（公契約）に該当します。特定業務委託契約におい
ては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定
めます。詳しくは、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及
び「特定工事請負契約及び特定業務委託契約に関す
る手引」を御確認ください。

９　その他　
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。　

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。
　　　───────────────────
川崎市公告第327号
　川崎市ケアプラン点検業務に関する一般競争入札につ
いて、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎市ケアプラン点検業務
　⑵　履行場所
　　　健康福祉局長寿社会部介護保険課　ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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　⑷　業務概要
　　　ケアプラン点検業務の実施
２　競争入札参加資格者に関する事項
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た
さなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい
ること。

　⑷�　この調達内容について、本市又は他官公庁におい
て類似の契約実績（元請に限る）を平成30年４月１
日以降に有すること。

３　入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　�〒212-0013　川崎市幸区堀川町580番地ソリッド

スクエア西館10階　介護保険課
　　　電話　044-200-2687（直通）、FAX　044-200-3926
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭　
　　　�（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで）

　　　※�入札参加申込書については、川崎市ホームペー
ジ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき
ます。

　⑶　提出書類
　　ア　入札参加申込書
　　イ　上記２⑷を証明する契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　原則郵送とします。
　　�　来庁による提出を御希望の場合は、事前にお電話
にて御連絡ください。

　⑸　その他
　　ア　提出された入札参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された入札参加申込書等の差替え及び再提

出は認めません。
　　ウ�　入札参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により、入札参加申込書を提出し、一般競争
入札参加資格があると認めた者には、確認通知書を交
付します。また、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登
録した際に電子メールのアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。
　�　なお、電子メールのアドレスを登録していない場合
は、お電話にて御連絡ください。
　⑴　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫
　　　�（午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで）
　⑵　場　所
　　　３⑴と同じ
　⑶　その他
　　�　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３
⑵の期間、縦覧に供します。また、インターネット
からダウンロードできます。（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま
す。（「入札情報かわさき」→「入札情報」→「委託」
→「入札公表」→「財政局」で検索の中にあります。）

　　�　なお、インターネットから入手できない者には、
申出により無償で入札説明書を交付します。

　　�　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電
子メールのアドレスを登録している場合は、確認書
と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様書等に関する質問・回答
　�　次により、仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。
　　また、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　�　なお、入札参加者以外の質問には回答しませんので
御注意ください。
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　質問書の提出期間
　　　�令和４年２月22日㈫から令和４年３月14日㈪午後

５時まで
　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40kaigo@city.kawasaki.jp
　⑸　回答日
　　　令和４年３月16日㈬
　⑹　回答方法
　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、全
ての質問及び回答を電子メールにて配信します。

　　�　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、次の各号の
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いずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失しま
す。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし
たとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行いま
す。また、この金額には契約期間内のサービス提供
及びサービス導入に際して必要となる各種作業等に
係る一切の費用を含め見積もるものとします。

　⑵�　契約金額は、入札書に記載された金額に100分の
10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加算し
た金額となりますので、入札者は見積った契約希望
金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し
てください。

　⑶�　入札は所定の入札書をもって行います。入札件名
を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書（任意
様式）を封入・封印して提出してください。

　⑷　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月22日㈫　午後４時
　　イ　入札場所　川崎市幸区堀川町580番
　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　　　　　　　健康福祉局会議室10Ｃ
　　※�ソリッドスクエア西館10階健康福祉局に到着され

ましたら、入口の内線（32642番）にて
　　　�川崎市ケアプラン点検業務の入札担当を呼び出し

てください。10Ｃを御案内します。
　⑸　入札書の提出方法
　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）
　⑹　入札保証金
　　　免除とします。
　⑺　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑻　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　⑴�　契約保証金は、契約金額の10％です。なお、落札
者が決まった時点で免除できるかを判断します。（川
崎市契約規則第32条及び第33条第５号）

　⑵　契約書作成の要否
　　�　必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴に同
じです。

　⑶�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑷�　本契約の効果発生には、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本契約に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第328号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度教育活動サポーター配置事

業実施委託
　⑵　履行場所　川崎市立学校等
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　委託概要
　　�　児童生徒へのきめ細やかな学習支援・相談を充実
させ、学校における教育活動を支援し、教職員の指
導力の一層の向上、学びの場としての学校づくり、
教育環境・学校支援策の整備を図ることを目的とし
て配置する教育活動サポーター配置に係る業務。詳
細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その
他」で登録されている者。

　⑷�　過去５年間で類似業務の実績があり、かつ誠実に
履行した実績を有すること。

３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
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　　明治安田生命ビル４階
　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課
　　小林担当
　　電　話：044－200－3329
　　ＦＡＸ：044－200－2853
　　電子メール：　88sidou@city.kawasaki.jp
４�　一般競争入札参加資格確認申請書、入札説明書の配
布・提出先
　�　一般競争入札参加資格確認申請書及び入札説明書を
配布します。
　�　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札
参加資格確認申請書の提出をしなければなりません。
　⑴　配布・提出期間　
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

（ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く）９：
00から17：00まで（ただし、12：00から13：00を
除く）

　⑵　配布場所
　　　上記３に同じ
　　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の「入札公表情報詳細」のペ
ージからダウンロードすることができます。

　⑶　提出場所
　　　上記３に同じ
　⑷　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑸　提出方法
　　�　持参又は郵送（郵送の場合、上記４⑴の提出期間
に上記４⑶の提出場所に到着する必要があります。）

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、一般競争入札参加資
格確認通知書を令和３・４年度川崎市業務委託有資格
業者名簿に登録している電子メールアドレスに令和４
年２月21日㈪に送付します。
６　仕様書等に関する質問・回答
　�　仕様書等の内容に関して質問がある場合は入札説明
書に添付の「質問書」の様式に記入し送付してくださ
い。
　⑴　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月24日㈭まで
　⑵　質問書の提出方法
　　�　電子メールで受け付けます。上記３の電子メール
アドレスあて送付してください。

　⑶　質問に対する回答
　　�　回答は令和４年２月25日㈮までに、当該競争入札
参加資格を有するすべての者に上記５の電子メール

アドレスに送付します。
７　競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について虚偽の
記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　�　入札は総価で行います。入札書に記載する金額に
は消費税額及び地方消費税額を含まないものとしま
す。なお、入札書に記載の金額に100分の10に相当
する額を加算した金額を契約金額とします。

　⑵　入札の日時・場所等
　　�　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵
送による入札とします。

　　ア　提出期間　�令和４年２月21日㈪から令和４年３
月４日㈮

　　イ　提出場所　上記３に同じ
　⑶　入札書の提出方法
　　�　封筒に所定の入札書を入れて封印し、封筒の表面
に「令和３年度教育活動サポーター配置事業実施委
託入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送付
してください。

　　�　入札書は上記８⑵の提出期間に提出場所に到着す
る必要があります。

　⑷　開札の日時・場所
　　ア　開札日時　令和４年３月７日㈪９：00
　　イ　開札場所　上記３に同じ
　　�入札参加者は来庁不要です。入札結果は開札後、速
やかにお知らせします。

　⑸　入札保証金
　　　免除とします。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺　再度入札等の実施
　　�　落札者がいない場合、又は最低の価格をもって有
効な入札を行った者が２者以上ありくじによる落札
者を決定する場合は入札参加者へ連絡の上実施しま
す。

　⑻　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。
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９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎
市契約規則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書の作成
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」において閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第329号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　令和４年度特別支援教育サポート事業委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市立学校等
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　ア�　川崎市立学校の通常の学級及び特別支援学級等

に在籍する発達障害を含む様々な障害のある児童
生徒に対して、学校生活上の介助や学習活動に対
する適切な支援等を行うことを目的とする。

　　イ　詳細は仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その
他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間（平成29年度～令和３年度）のいずれ
かの年度において、類似業務の実績があり、かつ誠
実に履行した実績を有すること。

３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　明治安田生命川崎ビル４階
　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課支援教育
係　二ノ宮担当

　　電話　　　044－200－3287（直通）
　　ＦＡＸ　　044－200－2853
　　E-Mail　　88sidou@city.kawasaki.jp
４�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び
問い合わせ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争
入札参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配布・提出期間　
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

（土曜日・日曜日・祝日を除く）。受付時間は午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。

　⑵　配布・提出場所及び問い合わせ先　
　　　上記３に同じ。　
　　　�また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の「入札公表情報詳細」の
ページからダウンロードすることができます。　

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書　
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参または郵送
　　　※�郵送の場合、発送後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。　
　⑴　交付場所及び問い合わせ先
　　　上記３に同じ。　
　⑵　交付日時　
　　　令和４年２月21日㈪
　　�　令和３・４年度「業務委託有資格業者名簿」に電
子メールアドレスを登録している場合、電子メール
で配信します。

　⑶　入札説明書の交付
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　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併
せて、入札説明書を交付します。

　　�　なお、入札説明書は上記３の場所において、令和
４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで（土曜
日・日曜日・祝日を除く。受付時間は午前９時から
正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供
します。

　　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の「入札公表情報詳細」のペ
ージからダウンロードすることができます。

６　仕様書及び入札に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　上記３に同じ。
　⑵　受付期間
　　　令和４年２月21日㈪から令和４年２月24日㈭
　　　�（毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時まで。）　
　⑶　問い合わせ方法　　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス
あて送付してください。なお、ＦＡＸ及び電子メー
ル後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑷　回答方法
　　�　令和４年２月25日㈮午後５時までにＦＡＸ又は電
子メールにて回答します。電話等による結果の問い
合わせには一切応じません。

　⑸　その他
　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
　　ウ�　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が

なかった場合は電話にてご連絡ください。
７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　�　入札は、所定の入札書をもって行います。入札書
に記載する金額は、契約金額の総額（消費税等を含
まない金額）を記載してください。

　　�また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
書留郵便による応札とします。

　　※�封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に
１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し、令和４
年３月４日㈮【必着】までに３の宛先に必ず書留
郵便により送付してください。また、発送後に必
ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵　開札の日時及び場所　
　　ア　開札日時　
　　　　令和４年３月７日㈪午前９時00分　
　　イ　開札場所
　　　　上記３に同じ。
　　※�郵送により応札を実施しますので、来庁いただく

必要はありません。
　　※�入札結果につきましては、開札後、速やかにお知

らせいたします。
　⑶　再度入札等の実施
　　�　落札者がいない場合、または、くじにより落札者
を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い
たします。

　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。　　

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」において、閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴　詳細は入札説明書によります。
　⑵�　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎
市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参
加者心得の定めるところによります。

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
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日本語及び日本国通貨に限ります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第330号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　令和４年度スクールバス位置情報管理装置賃貸借
　⑵　履行場所
　　　川崎市立特別支援学校
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　ア�　スクールバスの現在位置情報、遅延等の運行状

況情報を提供することを目的とする。
　　イ　詳細は仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の
請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」
種目「その他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間（平成29年度～令和３年度）のいずれ
かの年度において、類似業務の実績があり、かつ誠
実に履行した実績を有すること。

３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　明治安田生命川崎ビル４階
　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課支援教育
係　二ノ宮担当

　　電話　　　044－200－3287（直通）
　　ＦＡＸ　　044－200－2853
　　E-Mail　　88sidou@city.kawasaki.jp
４�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び
問い合わせ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争
入札参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配布・提出期間　
　　　�令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで

（土曜日・日曜日・祝日を除く）。受付時間は午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。

　⑵　配布・提出場所及び問い合わせ先　
　　　上記３に同じ。　
　　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の「入札公表情報詳細」のペ
ージからダウンロードすることができます。

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書　
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参または郵送
　　　※�郵送の場合、発送後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。　
　⑴　交付場所及び問い合わせ先
　　　上記３に同じ。　
　⑵　交付日時　
　　　令和４年２月21日㈪
　　�　令和３・４年度「製造の請負・物件の供給等有資
格業者名簿」に電子メールアドレスを登録している
場合、電子メールで配信します。

　⑶　入札説明書の交付
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併
せて、入札説明書を交付します。

　　�　なお、入札説明書は上記３の場所において、令和
４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで（土曜
日・日曜日・祝日を除く。受付時間は午前９時から
正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供
します。

　　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の「入札公表情報詳細」のペ
ージからダウンロードすることができます。

６　仕様書及び入札に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　上記３に同じ。
　⑵　受付期間
　　　令和４年２月21日㈪から令和４年２月24日㈭
　　　�（毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時まで。）　
　⑶　問い合わせ方法　　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス
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あて送付してください。なお、ＦＡＸ及び電子メー
ル後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑷　回答方法
　　�　令和４年２月25日㈮午後５時までにＦＡＸ又は電
子メールにて回答します。電話等による結果の問い
合わせには一切応じません。

　⑸　その他
　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
　　ウ�　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が

なかった場合は電話にてご連絡ください。
７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。

８　入札の手続等　
　　⑴入札の方法　
　�　入札は、所定の入札書をもって行います。入札書に
記載する金額は、契約金額の総額（消費税等を含まな
い金額）を記載してください。
　�また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
書留郵便による応札とします。
　※�封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に１
⑴の件名及び「入札書在中」と明記し、令和４年３
月４日㈮【必着】までに３の宛先に必ず書留郵便に
より送付してください。また、発送後に必ず担当者
あて電話連絡をしてください。

　⑵　開札の日時及び場所　
　　ア　開札日時　
　　　　令和４年３月７日㈪午前９時00分　
　　イ　開札場所
　　　上記３に同じ。
　　　※�郵送により応札を実施しますので、来庁いただ

く必要はありません。
　　　※�入札結果につきましては、開札後、速やかにお

知らせいたします。
　⑶　再度入札等の実施
　　�　落札者がいない場合、または、くじにより落札者
を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い
たします。

　⑷　入札保証金
　　　免除とします。　
　⑸　落札者の決定方法　　

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効　　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等　　
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。　
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成　　
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。　　

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」において、閲覧すること
ができます。　

10　その他　　
　⑴　詳細は入札説明書によります。　
　⑵�　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎
市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参
加者心得の定めるところによります。　　

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第331号
　　　入　　札　　公　　告
　川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽等清
掃業務委託に関する一般競争入札について、次のとおり
公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽

等清掃業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市幸区役所
　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）
　⑶　履行期限
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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　⑷　業務概要
　　　仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、川崎市の令和３・４年度業務
委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理　電気機
械」及び「施設維持管理　空調衛生」に登載されて
いること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸�　過去５年以内に国又は地方自治体の施設において
設備保守の類似実績があること。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒212－8570
　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１
　　　幸区役所まちづくり推進部総務課
　　　電話：044－556－6603　
　　　ＦＡＸ：044－555－3130
　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp
　　　※�一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ
さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・
落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入
札公表」－「財政局」）

　　　　�（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間午前９時から正午までと午後１時から
午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。
　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　類似契約の契約書写し（契約の件名と契約者の

代表印が確認できるページのみで可）
　⑷　提出方法
　　　持参
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま
す。
　⑴　交付場所
　　　３⑴と同じ
　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。

　⑵　交付日時
　　�　令和４年２月21日㈪午前９時から正午までと午後
１時から午後５時まで。ただし、電子メールで配信
する場合は令和４年２月21日㈪午前９時から午後５
時までに配信します。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　　電子メールまたはＦＡＸによります。
　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－555－3130
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年３月１
日㈫午後５時までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく
ださい。

　　�　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、
その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月２日㈬に、全
参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　持参による入札
　　　ア　入札日時
　　　　　令和４年３月９日㈬　午前11時
　　　イ　入札場所
　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１
　　　　　幸区役所４階　第５会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴アアと同じ
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　⑷　開札の場所
　　　７⑴アイと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　無
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」
－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第332号
　　　入　　札　　公　　告
　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託に関す
る一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市幸区役所
　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）
　　　御幸集会所（川崎市幸区河原町１－58）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　入札説明書に添付の仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、川崎市の令和３・４年度業務
委託有資格業者名簿の業種「樹木管理」、種目「除草、
せんてい等樹木管理」に登載されていること。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒212－8570
　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１
　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課
　　　電話：044－556－6603　
　　　ＦＡＸ：044－555－3130
　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp
　　　※�一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ
さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・
落札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入
札公表」－「財政局」）

　　　　�（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま
で

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。
　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　持参
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４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書、入札説明書を交付します。
　⑴　交付場所
　　　３⑴と同じ
　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。

　⑵　交付日時
　　�　令和４年２月21日㈪午前９時から正午までと午後
１時から午後５時まで。

　　�　ただし、電子メールで配信する場合は令和４年２
月21日㈪午前９時から午後５時までに配信します。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　　電子メールまたはＦＡＸによります。
　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－555－3130
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年３月１
日㈫午後５時までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく
ださい。

　　�　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、
その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月２日㈬に、全
参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　持参による入札
　　　ア　入札日時
　　　　　令和４年３月９日㈬　午後２時
　　　イ　入札場所
　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１
　　　　　川崎市幸区役所４階　第３会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。

　⑶　開札の日時
　　　７⑴アアと同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴アイと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　無
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「ダウンロードコーナー」－「契約
関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第333号
　　　入　　札　　公　　告
　幸区役所トイレ排水管洗浄液散布装置及び芳香剤散布
装置賃貸借に関する一般競争入札について、次のとおり
公告します。
　　令和４年２月10日
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　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�幸区役所トイレ排水管洗浄液散布装置及び芳香剤

散布装置賃貸借
　⑵　履行場所
　　　川崎市幸区役所
　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和９年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、川崎市の令和３・４年度製造
の請負・物件の供給等有資格者名簿の業種「リース　
その他」に登載されていること。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒212－8570
　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１
　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課
　　　電話：044－556－6603　
　　　ＦＡＸ：044－555－3130
　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp
　　　※�一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ
さき」－「入札情報」の「委託」－「入札公表・
財政局」）

　　　　（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/）
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま
で

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。
　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　持参
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま
す。
　⑴　交付場所
　　　３⑴と同じ
　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。

　⑵　交付日時
　　�　令和４年２月21日㈪午前９時から正午までと午後
１時から午後５時まで。ただし、電子メールで配信
する場合は令和４年２月21日㈪午前９時から午後５
時までに配信します。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　　電子メールまたはＦＡＸによります。
　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－555－3130
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年３月１
日㈫午後５時までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」により提出してく
ださい。

　　�　ＦＡＸ・電子メールで「質問書」を送信した場合、
その旨を３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月２日㈬に、全
参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　賃貸借期間の総額（税抜き）を入札金額とします。
月額の賃貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨
てた額）を月数（60カ月）で乗じる方法で見積もり
してください。

　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月10日㈭　午前11時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１
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　　　　川崎市幸区役所４階　第５会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴アと同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴アと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければいけません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「ダウンロードコーナー」→「契約
関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除できるものとします。また、上
記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失の補償
を川崎市に対して請求することができるものとし、

補償額は協議して定めるものとします。
　⑸�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第334号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度川崎市教育委員会巡回産業医業務委託
　⑵　履行場所
　　　�川崎市教育委員会が指定する川崎市立学校及び給

与厚生課健康推進室
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　入札説明書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格者名簿に業種「医療関連業務」、種目「そ
の他医療関連」に登載されていること。

　⑷�　過去２か年の間に本市又は他の官公庁において類
似の契約履行実績を２回以上有すること。

３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区砂子１－７－４
　　砂子平沼ビル８F
　　教育委員会事務局職員部給与厚生課（健康推進室）
　　担当　中原
　　電話　044－200－3295
　　FAX　044－200－3777
　　E-mail　88health@city.kawasaki.jp
４　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問合せ先
　�　この入札に参加する者は、次により一般競争入札参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
まで（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑵　配布・提出場所及び問合せ先
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　　�　配布・提出場所及び問合せ先については上記３と
同じになります。

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ�　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。
　�　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際
に電子メールのアドレスを搭載している場合は、一般
競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メール
で配信されます。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　上記３に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月19日㈯
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
まで

　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争参加資格確認通知書の交付の際に併せて、無
償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は上記３の場所において令和４
年２月10日㈭から令和４年　２月17日㈭午後５時ま
で（土曜日・日曜日を除く。受付時間は午前８時30
分から正午及び午後１時から午後５時まで。）縦覧
に供します。

６　仕様書及び入札に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月22日㈫午後５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するFAX又は電子メールアドレス
あて送付してください。

　　�　FAX・メールで質問する場合は、質問書を送付
した旨を担当まで御連絡ください。（土・日曜日及
び祝日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後
１時から午後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月25日㈮に、全
社あてに電子メールにて送付します。なお、電子メ
ールアドレスの登録を行っていない場合は、FAX

で送付します。
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。

８　入札及び開札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書・入札額積算見積表の提出方法
　　　　持参してください。
　　イ　入札・開札の日時
　　　　令和４年２月28日㈪午前11時00分
　　ウ　入札・開札の場所
　　　　川崎市川崎区砂子１－７－４
　　　　砂子平沼ビル８F　
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア�　入札書・入札額積算見積表は入札件名を記載し

た封筒に入れて提出してください。
　　イ�　入札書・入札額積算見積表に記載する金額には、

法令所定の消費税額及び地方消費税額を含まない
ものとします。消費税額及び地方消費税額は、契
約の際に加算するものとします。

　　ウ�　入札は所定の入札書・入札額積算見積表をもっ
て行います。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑸　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
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かる費用は落札者の負担とします。
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に
は使用してはなりません。

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に関する問合せ先は、上記３に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第335号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�学校産業廃棄物（専ら物）収集運搬業

務委託（北部）
　⑵　履行場所　�高津区・宮前区・多摩区・麻生区の各

学校
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日～令和５年３月31日
　⑷　委託概要　�産業廃棄物（専ら物）の収集運搬業務

（詳細は仕様書によります。）
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目「産
業廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ
れていること。

　⑸�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

　⑹�　川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許

可（産業廃棄物の種類に、金属くず、ガラスくずが
含まれていること。）を受けていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎
市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」
からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　髙橋
　　　電話� 044－200－3314
　　　FAX� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　　　※�ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き

ます。
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　ウ�　２⑹に示した資格に係る「産業廃棄物収集運搬

業許可証」の写し
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参のみ
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　※�入札説明資料も送付しますので必ず確認してくださ
い。

　⑴　交付方法　　�川崎市業務委託有資格業者名簿に登
録されている電子メールアドレス、
電子メールアドレスを登録していな
い場合は、ＦＡXにより送付します。

　⑵　交付日　　　�令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
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　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡してくだ
さい。

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月28日㈪までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　　�持参による紙入札（積算内

訳書も持参してください。）
　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月２日㈬　午後

４時
　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３
　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第

６会議室
　⑷　入札保証金　　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　　　要
　⑵　契約保証金　　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計

規則第８条に定める有価証

券の提供（振替債を除く。）、
又は金融機関若しくは保証
事業会社の保証をもって契
約保証金の納付に変えるこ
とができます。また、川崎
市契約規則第33条各号に該
当する場合は、契約保証金
の納付を免除します。

　⑶　前払金　　　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第336号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�学校産業廃棄物（専ら物）収集運搬業

務委託（南部）
　⑵　履行場所　川崎区・幸区・中原区の各学校
　⑶　履行期間　令和４年４月１日～令和５年３月31日
　⑷　委託概要　�産業廃棄物（専ら物）の収集運搬業務

（詳細は仕様書によります。）
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目「産
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業廃棄物収集運搬業」に登載されていること。
　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ
れていること。

　⑸�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

　⑹�　川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許
可（産業廃棄物の種類に、金属くず、ガラスくずが
含まれていること。）を受けていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎
市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」
からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　髙橋
　　　電話� 044－200－3314
　　　FAX� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　　　※�ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き

ます。
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　ウ�　２⑹に示した資格に係る「産業廃棄物収集運搬

業許可証」の写し
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参のみ
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。

　※�入札説明資料も送付しますので必ず確認してくださ
い。

　⑴　交付方法　　�川崎市業務委託有資格業者名簿に登
録されている電子メールアドレス、
電子メールアドレスを登録していな
い場合は、ＦＡXにより送付します。

　⑵　交付日　　　�令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡してくだ
さい。

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月28日㈪までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　　�持参による紙入札（積算内

訳書も持参してください。）
　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月２日㈬　午後

４時
　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３
　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第

６会議室
　⑷　入札保証金　　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定等
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　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　要
　⑵　契約保証金　　　免除
　⑶　前払金　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第337号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�学校産業廃棄物（廃プラスチック類）

収集運搬業務（南部）
　⑵　履行場所　�川崎区、幸区、中原区の市立学校
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日～令和５年３月31日
　⑷　委託概要　�各市立学校から排出されるリサイクル

処理する廃プラスチック類の収集運搬
業務

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目「産
業廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

　⑺�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃
棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ
スチック類が含まれていること。）を受けていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　ウ�　２⑺に該当する「産業廃棄物処分業許可証」の

写し
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
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り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月28日㈪までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月２日㈬　午後

２時
　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３
　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第

６会議室
　⑷　入札保証金　　　　　�免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　要
　⑵　契約保証金　　　免除
　⑶　前払金　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第338号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�学校産業廃棄物（廃プラスチック類）

収集運搬業務（北部）
　⑵　履行場所　�高津区、宮前区、多摩区、麻生区の市

立学校
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日～令和５年３月31日
　⑷　委託概要　�各市立学校から排出されるリサイクル

処理する廃プラスチック類の収集運搬
業務

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
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託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目「産
業廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

　⑺�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃
棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ
スチック類が含まれていること。）を受けていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　ウ�　２⑺に該当する「産業廃棄物処分業許可証」の

写し
　　　※�提出された書類等に関し説明を求められたとき

は、これに応じなければなりません。
　　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月28日㈪までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　　�持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月２日㈬　午後

２時
　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３
　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第

６会議室
　⑷　入札保証金　　　　　�免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
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予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　要
　⑵　契約保証金　　　免除
　⑶　前払金　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第339号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�学校産業廃棄物（焼却処分廃プラスチ

ック類）収集運搬業務（南部）
　⑵　履行場所　�川崎区、幸区、中原区、高津区の市立

学校（自校調理方式の給食実施校）
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日～令和５年３月31日
　⑷　委託概要　�各市立学校から排出される焼却処分す

る廃プラスチック類の収集運搬業務
　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目「産

業廃棄物収集運搬業」に登載されていること。
　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

　⑺�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃
棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ
スチック類が含まれていること。）を受けていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　ウ�　２⑺に該当する「産業廃棄物処分業許可証」の

写し
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
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　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月28日㈪までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　�持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月２日㈬
　　　　　　　　　　　　午後３時
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　要
　⑵　契約保証金　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供
（振替債を除く。）、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に変
えることができます。また、川
崎市契約規則第33条各号に該当
する場合は、契約保証金の納付
を免除します。

　⑶　前払金　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第340号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�学校産業廃棄物（焼却処分廃プラスチ

ック類）収集運搬業務（北部）
　⑵　履行場所　�宮前区、多摩区、麻生区の市立学校（自

校調理方式の給食実施校）
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日～令和５年３月31日
　⑷　委託概要　�各市立学校から排出される焼却処分す

る廃プラスチック類の収集運搬業務
　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
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満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目「産
業廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

　⑺�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃
棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ
スチック類が含まれていること。）を受けていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　ウ�　２⑺に該当する「産業廃棄物処分業許可証」の

写し
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。

　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月28日㈪までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月２日㈬
　　　　　　　　　　　　午後３時
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
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　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　　要
　⑵　契約保証金　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供
（振替債を除く。）、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に変
えることができます。また、川
崎市契約規則第33条各号に該当
する場合は、契約保証金の納付
を免除します。

　⑶　前払金　　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第341号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�王禅寺中央小学校及び王禅寺中央中

学校建築物環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立王禅寺中央小学校、川崎市

立王禅寺中央中学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが
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ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第342号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�柿生小学校及び柿生中学校建築物環

境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立柿生小学校、川崎市立柿生

中学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に該当しないこと。
　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を　有すること。なお、民間実績については、
同等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
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をもって入札を行った者を落札者とします。
９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第343号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�中野島小学校及び中野島中学校建築

物環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立中野島小学校、川崎市立中

野島中学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
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　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第344号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�東高津小学校及び高津小学校建築物

環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立東高津小学校、川崎市立高

津小学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
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　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　�　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。
　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　�持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
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じです。
　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第345号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�久末小学校及び小杉小学校建築物環

境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立久末小学校、川崎市立小杉

小学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。
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７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮
　　　　　　　　　　　　午後１時30分
　⑶　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第346号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�日吉小学校及び上丸子小学校建築物

環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立日吉小学校、川崎市立上丸

子小学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
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　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　�持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮
　　　　　　　　　　　　午後１時30分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第347号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�富士見中学校及び西中原中学校建築

物環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立富士見中学校、川崎市立西
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中原中学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　�　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　�持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
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　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第348号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�御幸小学校及び宮内小学校建築物環

境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立御幸小学校、川崎市立宮内

小学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。
　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競
争参加の申込みをしなければなりません。一般競争
入札参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。
また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情
報かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
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　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮
　　　　　　　　　　　　午後１時30分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。
９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第349号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�百合丘小学校及び東生田小学校建築

物環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立百合丘小学校、川崎市立東

生田小学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。
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　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ

　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　�　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会
定例会における、本調達に係る予算の議決を要します。
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　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第350号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�平間中学校建築物環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　川崎市立平間中学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
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　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会
定例会における、本調達に係る予算の議決を要します。
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第351号
　一般競争入札について、次のとおり公表します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　　�大谷戸小学校及び大戸小学校建築物

環境衛生管理業務
　⑵　履行場所　　�川崎市立大谷戸小学校、川崎市立大

戸小学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」種目「建築
物環境衛生総合管理」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業である
こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似
の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した
実績を有すること。なお、民間実績については、同
等の契約履行実績を有すること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札
参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、
川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ
き」からダウンロードすることができます。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル５階
　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室
　　　管理担当　春成
　　　電話� 044－200－3314
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　　　ＦＡＸ� 044－200－3679
　　　E-mail� 88seibi@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭～令和４年２月17日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。
　　※�提出された書類等に関し説明を求められたときは、

これに応じなければなりません。
　　※�書類の提出に不備がある場合、無効となることが

ありますので御注意ください。
　⑷　提出方法
　　　持参
４　資料の閲覧　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�（当該委任先メールアドレスを登録していない者に
はＦＡXにより送付）

　⑵　日時
　　　令和４年２月21日㈪までに交付
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先　　　　　
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア
ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」は、
３⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウェ
ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か
らダウンロードすることができます。

　⑶　問合せ受付期間
　　　令和４年２月21日㈪～令和４年２月24日㈭
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月１日㈫までに、
全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付しま
す。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな
ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　　　　　持参による紙入札
　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月４日㈮　午後１

時30分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室
　⑷　入札保証金　　　　免除
　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場
合は、これを無効とします。

　⑹　落札者の決定及び参加資格の審査等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等
　⑴　契約書の作成　要
　⑵　契約保証金　　免
　⑶　前払金　　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得
等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

10　その他
　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める
ところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第352号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�給与支給明細書・口座振込通知書作成

等業務委託
　⑵　履行場所　川崎市役所　他
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　
　　ア　�給与支給明細書・口座振込通知書の帳票用紙作

成、印刷、圧着業務
　　イ　�給与所得の源泉徴収票の帳票用紙作成、印刷、

目隠しシール作成及び貼付け業務
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資
格業者名簿の業種「その他業務」、種目「印刷物の
デザイン」又は「その他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指
名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　本業務について、確実に履行することができるこ
と。

　⑸�　印刷業務について、類似の契約実績があること。
３　入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
の申込みをしなければなりません。
　�　ただし、入札参加申込書の郵送による提出は認めま
せん。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004
　　　川崎市川崎区宮本町２番地31
　　　ＪＡセレサみなみビル４階
　　　総務企画局人事部総務事務センター　
　　　電話　　044－200－2111（代表）
　　　　　　　044－200－2134（直通）
　　　メール　17soumuji@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
とします（ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除
く、午前８時30分から正午まで及び午後１時から午
後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　入札参加申込書
　　イ　上記２⑸を証明する契約書等の写し
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、次により一般競

争入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川
崎市業務委託有資格者名簿へ登録した際に電子メール
のアドレスを登録している場合は、電子メールで交付
します。
　⑴　日時
　　　令和４年２月18日㈮
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併
せて、無償で入札説明書を交付します。また、入札
説明書は３⑴の場所において、令和４年２月10日㈭
から令和４年２月17日㈭まで縦覧に供します（土曜
日、日曜日及び祝祭日を除く、午前８時30分から正
午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　配布・提出場所
　　　３⑴と同じ
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月18日㈮から令和４年２月21日㈪まで
とします（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、午前
８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま
で）。また、質問については、入札説明書に添付の「質
問書」にて、電子メール又はＦＡＸにて提出してく
ださい。

　⑶　回答
　　�　回答については、入札参加者から質問が提出され
た場合にのみ、令和４年２月22日㈫以降、全社に電
子メール又はＦＡＸにて送付します。

６　競争参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められたものが、開札前に
上記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争
入札参加資格を喪失します。
７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札金額は単価の合計金額とします。各印刷帳

票の種類ごとに税抜きの単価を積算し、その単価
の合計金額を算出してください。なお落札した場
合の契約単価については、後述の「８　契約の手
続等」の「⑷契約単価」を御参照ください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入
札件名記載の封筒に封印して提出してください。

　　ウ�　開札に立ち会う者は入札者又はその代理人とし
ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に
関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任
をした書類を事前に提出しなければなりません。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年２月25日㈮　午後３時30分
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　　イ　場所　川崎市役所第３庁舎
　　　　　　　（川崎区東田町５－４）
　　　　　　　４階　　総務企画局会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参　　　　
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

　⑺　入札書の記載金額
　　�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を
もって落札価格としますので、入札参加者は、消費
税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地
方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記
載するものとします。ただし、別途指示があったも
のについては、それに従うものとします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　契約書作成の要否　
　　　要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷　契約単価
　　�　契約単価は次の算式により求めた金額となります。
予定価格、予定単価は入札後、別途落札者に通知い
たします。

　　�　契約単価＝入札額（単価合計）÷予定価格（単価
合計）×各印刷帳票の種類ごとの予定単価

　⑸　落札決定の効果
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第353号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市教職員健康診断業務委託（施設
②）

　⑵　履行場所
　　　受託者の健診施設
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　入札説明書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に業
種「医療関連業務」、種目「その他医療関連」に登
載されていること。

　⑷�　本市又は他の官公庁において類似の契約履行実績
を有すること。

３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　明治安田生命ビル２Ｆ
　　教育委員会事務局職員部給与厚生課　担当　山口
　　電話� 044－200－3735
　　FAX� 044－200－2869
　　E-mail� 88kyuko@city.kawasaki.jp
４　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問合せ先
　�　この入札に参加する者は、次により一般競争入札参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分
（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑵　配布・提出場所及び問合せ先
　　�　配布・提出場所及び問合せ先については上記３と
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同じになります。
　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し
　⑷　提出方法
　　　持参又は、書留郵便による提出とします。
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。
　�　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際
に電子メールのアドレスを搭載している場合は、一般
競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メール
で配信されます。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　上記３に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月19日㈯
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分まで

　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争参加資格確認通知書の交付の際に併せて、無
償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は上記３の場所において令和４
年２月10日㈭から令和４年　２月17日㈭午後５時15
分まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間は午前８
時30分から正午及び午後１時から午後５時15分ま
で。）縦覧に供します。

６　仕様書及び入札に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月22日㈫午後５時15分まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するFAX又は電子メールアドレス
あて送付してください。

　　�　FAX・メールで質問する場合は、質問書を送付
した旨を担当まで御連絡ください。（土・日曜日及
び祝日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後
１時から午後５時15分まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月25日㈮に、全
社あてに電子メールにて送付します。なお、なお、
電子メールアドレスの登録を行っていない場合は、
FAXで送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。

８　入札及び開札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書・入札額積算見積表の提出方法
　　　　持参してください。
　　イ　入札・開札の日時
　　　　令和４年２月28日㈪午後２時30分
　　ウ　入札・開札の場所
　　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　明治安田生命ビル４Ｆ　第２会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア�　入札書・入札額積算見積表は入札件名を記載し

た封筒に入れて提出してください。
　　イ�　入札書・入札額積算見積表に記載する金額には、

法令所定の消費税額及び地方消費税額を含まない
ものとします。消費税額及び地方消費税額は、契
約の際に加算するものとします。

　　ウ�　入札は総価で行います。入札は所定の入札書に
各検査項目の単価を入札額積算見積表に記載され
た各受診予定人数で乗じた金額を記載してくださ
い。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑸　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴�　契約単価については、入札額積算見積表に記載し
た各検査項目の金額とします。

　⑵　契約保証金
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　　�　推定総金額の10％とします。また、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付
を免除します。

　⑶�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。

　⑷　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に
は使用してはなりません。

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に関する問合せ先は、上記３に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第354号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市教職員健康診断業務委託（施設
①）

　⑵　履行場所
　　�　受託者の健診施設及び川崎市教育委員会が指定す
る施設

　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　入札説明書によります。
２　一般競争入札参加資格
　　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に業
種「医療関連業務」、種目「その他医療関連」に登
載されていること。

　⑷�　本市又は他の官公庁において類似の契約履行実績

を有すること。
３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　明治安田生命ビル２Ｆ
　　教育委員会事務局職員部給与厚生課　担当　山口
　　電話� 044－200－3735
　　FAX� 044－200－2869
　　E-mail� 88kyuko@city.kawasaki.jp
４　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問合せ先
　�　この入札に参加する者は、次により一般競争入札参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴�　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分
（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑵　配布・提出場所及び問合せ先
　　�　配布・提出場所及び問合せ先については上記３と
同じになります。

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し
　⑷　提出方法
　　　持参又は、書留郵便による提出とします。
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。
　�　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際
に電子メールのアドレスを搭載している場合は、一般
競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メール
で配信されます。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　上記３に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月19日㈯
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分まで

　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争参加資格確認通知書の交付の際に併せて、無
償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は上記３の場所において令和４
年２月10日㈭から令和４年　２月17日㈭午後５時15
分まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間は午前８
時30分から正午及び午後１時から午後５時15分ま
で。）縦覧に供します。

６　仕様書及び入札に関する問合せ
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　⑴　問合せ先
　　　上記３に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月22日㈫午後５時15分まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するFAX又は電子メールアドレス
あて送付してください。

　　�　FAX・メールで質問する場合は、質問書を送付
した旨を担当まで御連絡ください。（土・日曜日及
び祝日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後
１時から午後５時15分まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月25日㈮に、全
社あてに電子メールにて送付します。なお、なお、
電子メールアドレスの登録を行っていない場合は、
FAXで送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。

８　入札及び開札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書・入札額積算見積表の提出方法
　　　　持参してください。
　　イ　入札・開札の日時
　　　　令和４年２月28日㈪午後２時00分
　　ウ　入札・開札の場所
　　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　明治安田生命ビル４Ｆ　第２会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア�　入札書・入札額積算見積表は入札件名を記載し

た封筒に入れて提出してください。
　　イ�　入札書・入札額積算見積表に記載する金額には、

法令所定の消費税額及び地方消費税額を含まない
ものとします。消費税額及び地方消費税額は、契
約の際に加算するものとします。

　　ウ�　入札は総価で行います。入札は所定の入札書に
各検査項目の単価を入札額積算見積表に記載され
た各受診予定人数で乗じた金額を記載してくださ
い。

　⑷　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑸　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴�　契約単価については、入札額積算見積表に記載し
た各検査項目の金額とします。

　⑵　契約保証金
　　�　推定総金額の10％とします。また、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付
を免除します。

　⑶�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。

　⑷　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に
は使用してはなりません。

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に関する問合せ先は、上記３に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第355号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市立学校給食事業場産業医等業務
委託
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　⑵　履行場所
　　�　教育委員会が指定する学校及び安全衛生委員会で
選定した学校他

　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　入札説明書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に業
種「医療関連業務」、種目「その他医療関連」に登
載されていること。

　⑷�　本市又は他の官公庁において類似の契約履行実績
を有すること。

３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　明治安田生命ビル２Ｆ
　　教育委員会事務局職員部給与厚生課　担当　山口
　　電話� 044－200－3735
　　FAX� 044－200－2869
　　E-mail� 88kyuko@city.kawasaki.jp　
４　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問合せ先
　�　この入札に参加する者は、次により一般競争入札参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分
（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑵　配布・提出場所及び問合せ先
　　�　配布・提出場所及び問合せ先については上記３と
同じになります。

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し
　⑷　提出方法
　　　持参又は、書留郵便による提出とします。
５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。

　�　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際
に電子メールのアドレスを搭載している場合は、一般
競争入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メール
で配信されます。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　上記３に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月19日㈯
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分まで

　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争参加資格確認通知書の交付の際に併せて、無
償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は上記３の場所において令和３
年２月10日㈭から令和３年　２月17日㈭午後５時15
分まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間は午前８
時30分から正午及び午後１時から午後５時15分ま
で。）縦覧に供します。

６　仕様書及び入札に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月10日㈭午前８時30分から令和４年２
月22日㈫午後５時15分まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するFAX又は電子メールアドレス
あて送付してください。

　　�　FAX・メールで質問する場合は、質問書を送付
した旨を担当まで御連絡ください。（土・日曜日及
び祝日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後
１時から午後５時15分まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年２月25日㈮に、全
社あてに電子メールにて送付します。なお、なお、
電子メールアドレスの登録を行っていない場合は、
FAXで送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。

８　入札及び開札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書・入札額積算見積表の提出方法
　　　　持参してください。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1205－

　　イ　入札・開札の日時
　　　　令和４年２月28日㈪午後３時30分
　　ウ　入札・開札の場所
　　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　明治安田生命ビル４Ｆ　第２会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア�　入札書・入札額積算見積表は入札件名を記載し

た封筒に入れて提出してください。
　　イ�　入札書・入札額積算見積表に記載する金額には、

法令所定の消費税額及び地方消費税額を含まない
ものとします。消費税額及び地方消費税額は、契
約の際に加算するものとします。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑸　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。

　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に
は使用してはなりません。

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷　公告に関する問合せ先は、上記３に同じです。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第356号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　健康管理事業用パソコン賃貸借契約
　⑵　履行場所　川崎市川崎区砂子１丁目７番地４
　　　　　　　　砂子平沼ビル８階
　　　　　　　　�川崎市教育委員会事務局職員部給与厚

生課　健康推進室
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和９年３月31

日まで
　⑷　調達概要　入札説明書によります。
２　競争参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造
の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ
ース」種目「事務機器」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　本市又は他の官公庁において類似の契約実績を有
すること。

　⑸�　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入
することができること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の
求めに応じて速やかに提供できること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル２Ｆ
　　　教育委員会事務局職員部給与厚生課
　　　担当　郷原
　　　電話� 044－200－3735
　　　FAX� 044－200－2869
　　　E-mail� 88kyuko@city.kawasaki.jp
⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈮から令和４年２月17日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分
（土・日曜日及び祝日を除く）
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⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ　２⑷の契約実績を証する書類
　⑷　提出方法
　　�　持参に限る。申込書及び入札説明書は、インター
ネットからダウンロードすることができます（「入
札情報かわさき」http://keiyaku.city.kawasaki.jp）
ダウンロードできない場合には、上記３⑵の期間に、
３⑴の場所で配布します。

４　競争参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和４年２
月19日㈯までに令和３・４年度川崎市製造の請負・物
件の供給等有資格業者名簿へ登録した際に届出のあっ
た電子メールアドレス（以下、「届出電子メールアド
レス」という。）宛てに競争参加資格確認通知書を送
付します。なお、申請者が電子メールアドレスの登録
を行っていない場合は、次により競争参加資格確認通
知書を交付します。
　⑴　交付場所
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月21日㈪
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分まで

　⑶　その他
　　�　競争参加資格があると認められた者には、入札説
明書を無料交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年
２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで縦覧に供し
ます。（土・日曜日及び休日を除く、午前８時30分
から正午及び午後１時から午後５時15分まで）

５　仕様に関する問い合わせ先
　　３⑴に同じ
　�　仕様に関する質問は、令和４年２月10日㈭から令和
４年２月22日㈫まで、入札説明書に添付の質問書にて
受け付けます。また、FAX・メールで質問する場合は、
質問書を送付した旨を担当まで御連絡ください。（土・
日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで）
　�　なお、回答については令和４年２月25日㈮、競争参
加資格確認通知書の交付を受けた者（審査の結果、入
札参加資格があると認められなかった者を除く。）へ
届出電子メール宛て送付します。なお、電子メールア
ドレスの登録を行っていない場合は、FAXで送付し
ます。
６　カタログの提出について
　�　導入予定機種のカタログを令和４年２月24日㈭午後
５時15分までに３⑴の場所に提出してください。

７　入札参加資格
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、リースの総額（税抜き）で行います。
契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書
に記載してください。なお、詳細は入札説明書によ
ります。

　⑵　入札保証金　免除
　⑶　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年２月28日㈪　16時00分
　　イ　場所　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　　　　明治安田生命ビル４F　第２会議室
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑹　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。

９　契約手続き等
　⑴　契約保証金　免除
　⑵　前払金　　否
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」（http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index/
htm）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額または削除があった場合は、こ
の契約を変更または解除できるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い、損失が生じた場合は、そ



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1207－

の損失の補償を川崎市に対して請求することができ
るものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷　�公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定める
ところによります。

　⑸　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　⑹�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第357号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�住民税額シミュレーションシステム

アプリケーションサービス提供及び
保守・運用業務

　⑵　履行場所　　財政局税務部市民税管理課
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和７年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�住民税額シミュレーションシステム

に係るアプリケーションサービスの
提供及び保守・運用業務

　　　　　　　　　詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　仕様書に記載されている要件を満たすシステムを
提供できること。

　⑷�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種22「電算関連業務」、種目
01「システム」に登載されていること。

　⑸�　本業務について、本市又は他官公庁に過去５年以
内に業務を履行した類似の契約実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階

　　　財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し
　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した
際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信します。
　⑴　交付場所�
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　通知書交付日
　　　令和４年２月22日㈫
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市のホームページから
ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－「入
札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html））

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき
ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交
付します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　財政局税務部市民税管理課　　担当：髙木・髙橋
　　　電　話：044－200－2229（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3907
　　　E-mail：23simka@city.kawasaki.jp
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　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月25日㈮午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、
ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送信し
た旨を担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年３月１日㈫午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全社宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送付します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　本業務に係る費用の36か月分の総額（消費税額及
び地方消費税額を含まない。）　で行います。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、システム運用費
用や改修費用等、業務履行にかかる費用すべてを考
慮して算出してください。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年３月４日㈮　午前10時
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　上記７⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記７⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、その者の
入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う
ことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。
８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札 情 報 」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第358号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�電子預貯金照会サービス利用契約

（その１）
　⑵　履行場所　　�川崎市指定場所
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和６年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�落札者は川崎市でとりまとめた預貯

金照会データをLGWANにより金融
機関へ送信し、照会に対する回答デ
ータをLGWANにより川崎市へ提供
する業務サービスです。

　　　　　　　　　詳細は仕様書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に基づく資格停止期間中の者でないこと。
　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱による指
名停止期間中の者でないこと。

　⑶�　プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジ
メントシステム（ISMS）の規格を取得していること。

　⑷�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種99「その他業務」に登載さ
れていること。

　⑸�　市内で利用者の多い株式会社横浜銀行及び川崎信
用金庫への照会が可能であること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　川崎市財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書及び誓約書
　　イ　上記２⑶を証明する書類の写し
　　ウ　上記２⑸を証明する契約書等の写し
　　　�　上記イ及びウの書類については提出者において

作成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　仕様書
　　�　仕様書は上記３⑴の場所において、上記３⑵の期
間で縦覧に供します。

　⑹　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した
際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電
子メールで配信します。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ。

　⑵　通知書交付日
　　　令和４年２月22日㈫
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市のホームページから
ダウンロードできます。

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき
ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交
付します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル８階
　　　川崎市財政局収納対策部収納対策課
　　　担当：太田
　　　電　話：044－200－2226（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3909
　　　E-mail：23syunou@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月25日㈮午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、
ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書を送
信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年３月１日㈫午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全者宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送信します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札金額は運用期間における初期導入費用（１
回）、月数（24か月）及び予定件数（98,000件）に
対する総価（消費税及び地方消費税を含まない）で
行います。また、金額の算定にあたっては初期導入
費用、基本利用料単価（月額）及び照会料単価（１
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件あたり）を基に総価を算出してください。なお、
基にした単価により契約を締結するものとします。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年３月４日㈮　午前10時30分
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記７⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記７⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。
　　　───────────────────
川崎市公告第359号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�電子預貯金照会サービス利用契約

（その２）
　⑵　履行場所　　川崎市指定場所
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日　から　令和６年

３月31日まで
　⑷　業務概要　　�落札者は川崎市でとりまとめた預貯

金照会データをLGWANにより金融
機関へ送信し、照会に対する回答デ
ータをLGWANにより川崎市へ提供
する業務サービスです。

　　　　　　　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中の者でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱による指
名停止期間中の者でないこと。

　⑶�　プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジ
メントシステム（ISMS）の規格を取得していること。

　⑷�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種99「その他業務」に登載さ
れていること。

　⑸�　株式会社北海道銀行、株式会社七十七銀行及び株
式会社北陸銀行への照会が可能であること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル５階
　　　川崎市財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田
　　　電　話：044－200－2190（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3906
　　　E-mail：23zeisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）
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　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書及び誓約書
　　イ　上記２⑶を証明する書類の写し
　　ウ　上記２⑸を証明する契約書等の写し
　　　�　上記イ及びウの書類については提出者において

作成し、係る費用は提出者の負担とします。
　⑷　提出方法
　　　持参してください。
　⑸　仕様書
　　�　仕様書は上記３⑴の場所において、上記３⑵の期
間で縦覧に供します。

　⑹　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合には、
これに応じなければなりません。また、提出された
書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した
際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電
子メールで配信します。
　⑴　交付場所
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月22日㈫　
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市のホームページから
ダウンロードできます。なお、インターネットホー
ムページから入手できない場合には、申し出により
無償で入札説明書を交付します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　〒210－0006
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル８階
　　　川崎市財政局収納対策部収納対策課
　　　担当：太田
　　　電　話：044－200－2226（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－3909
　　　E-mail：23syunou@city.kawasaki.jp
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年２月22日㈫から令和４年２月25日㈮午後
５時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。また、

ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書を送
信した旨を上記５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
対する回答は、令和４年３月１日㈫午後５時までに、
競争入札参加資格があると認めた者全者宛てにＦＡ
Ｘまたは電子メールにて送信します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚
偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札金額は運用期間における初期導入費用（１
回）、月数（24か月）及び予定件数（照会32,600件、
取引明細取得4,200件）に対する総価（消費税及び
地方消費税を含まない）で行います。また、金額の
算定にあたっては初期導入費用、基本利用料単価（月
額）、照会料単価（１件あたり）、取引明細取得料単
価（１件あたり）を基に総価を算出してください。
なお、基にした単価により契約を締結するものとし
ます。

　⑵　入札書の提出日時及び場所
　　ア　提出日時
　　　　令和４年３月４日㈮　午前11時00分
　　イ　提出場所
　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　川崎御幸ビル５階　第１会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時
　　　上記７⑵アに同じ。
　⑸　開札の場所
　　　上記７⑵イに同じ。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。
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８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
は、免除します。

　⑵　前払金　否
　⑶　契約書の作成　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第360号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�令和４年度５～８月分広報紙ポスティ

ング業務委託
　⑵　履行場所　川崎市内
　⑶　履行期限　契約締結の日から令和４年９月30日
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に業種「そ
の他業務」種目「その他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確
認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり
所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により
提出してください。
　・�「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.
jp/233300/

　　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室
　　　電話　044－200－2287　FAX　044－200－3915
　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）
　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴場所　３⑴と同じ
　⑵　日時　�令和４年２月25日㈮午後１時から午後５時

まで
　　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録した場合は、同日
中までに電子メールで配信されます。

５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　３⑴と同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月１日㈫まで
　　　（ただし、持参の場合は土曜日、日曜日を除く。）
　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）
　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、FAX又は郵送によります。
持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又は
FAXで送付した場合は、送付した旨を３⑴の問い
合わせ先に電話にて御連絡ください。また、郵送の
場合は５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸　回答方法
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　　�　令和４年３月３日㈭午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はFAXにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、紙入札方式とし、入札書に所定の積算

内訳書をホチキスで留めて割り印をし、入札して
ください。

　　イ�　入札は①市政だよりの１部当たりのポスティン
グ単価に配布予定部数（75万部×４回）を乗じた
金額、②議会かわさき５月１日号の１部当たりの
ポスティング単価に配布予定部数（75万部×１
回）を乗じた金額の総合計（消費税額及び地方消
費税額を含まない。）で行います。

　　ウ�　契約単価金額は、積算内訳書に記入した１部当
たりの各ポスティング単価とします。

　　エ�　１部当たりの単価は、小数点第２位までとしま
す。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月11日㈮午前10時
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎４階会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

　⑺　落札決定の効果
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。
８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未
満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33
条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（URLは３に記載）で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める
ところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第361号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名　　　�かわさき市政だよりの公共施設等への

送達等業務委託
　⑵　履行場所　市内全域及び一部市外
　⑶　履行期限　�契約締結の日から令和４年８月31日ま

で
２　一般競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資
格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」に搭載されて
いること。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布及び提出
　�　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次
の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確
認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
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を配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり
所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により
提出してください。
　・�「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.
jp/233300/

　�　なお、入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室
　　　電話　044－200－2283　FAX　044－200－3915
　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。
　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）。
　⑶　提出方法　
　　　持参とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　３⑴と同じ
　⑵　日時　令和４年３月３日㈭午後５時まで
　　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録した場合は、同日
中までに電子メールで配信されます。

５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先　３⑴と同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月１日㈫まで
午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１時
を除く。）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、FAX又は郵送によります。
持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又は
FAXで送付した場合は、送付した旨を３⑴の問い
合わせ先に電話にて御連絡ください。また、郵送の
場合は５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月３日㈭午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はFAXにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。
６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書
類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月11日㈮午後１時30分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎４階会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

　⑺　落札決定の効果
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未
満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33
条各号に該当する場合は免除します。
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　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」（URLは３に記載）で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める
ところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────
川崎市公告第362号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日　
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市感染症対策・ワクチンコールセ
ンター等業務委託

　⑵　履行場所
　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所
　⑶　履行期間　
　　　令和４年４月１日から令和４年９月30日まで　
　⑷　委託概要
　　�　本市の新型コロナウイルスを含めた感染症対策及
び新型コロナウイルスワクチンに関する市民、医療
機関及び施設等からの問合せ全般に対応するコール
センター等業務を委託する。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その
他」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契
約履行実績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競
争入札参加の申込みをしなければなりません。　

　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒212-0013　　
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　健康福祉局保健所感染症対策課　担当　横田
　　　電話　044－200－2440　ＦＡＸ　044－200－3928
　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　�午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く）
　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参とします。　
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参
加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務
委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド
レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通
知書を電子メールで送付します。メールアドレスの登
録がない場合には、郵送します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年２月18日㈮午後５時まで
　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無
償で入札説明書を交付します。また、入札説明書は
３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧に供する他、
川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の「入
札情報」で閲覧することができます。

５　仕様又は入札説明書に関する問合せ
　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと
おり行います。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し
てください。

　⑶　受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月21日㈪午後
５時まで

　⑷　回答方法
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　　�　令和４年２月22日㈫までに、確認通知書を交付し
た全社宛てに、電子メールで送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
⑴　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。
⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類につ
いて虚偽の記載をしたとき。
７　入札の手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。
　　イ　入札日時
　　　　令和４年２月28日㈪　午前10時00分
　　ウ　入札場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア東館３階　健康福祉局会議室
　　エ�　入札金額は、総価を記載してください。入札に

際しては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条
第２項の規定に関わらず消費税及び地方消費税を
除いた税抜金額を入札書に記載してください。消
費税額及び地方消費税額は、代金支払の際に加算
しますので、入札書に記載する総額には含まれな
いものとします。

　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴イと同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴ウと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
は、これを無効とします。

８　契約の手続等　
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要　

　⑶　前払金
　　　否　
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。　

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書のとおりとなります。　
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　　　───────────────────
川崎市公告第363号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　�令和４年度川崎市立学校校外行事（修学旅行等）

看護業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市立学校の校外行事実施場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　ア�　本委託業務は、病虚弱児童生徒の校外行事への

参加を保障するために、川崎市立学校の校外行事
において看護師が随行し、児童生徒の健康管理及
び発病等の際の応急処置を行うものです。

　　イ　詳細は仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい
ること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間で類似業務の実績があり、かつ誠実に
履行した実績を有すること。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1217－

３　入札に関する事務を担当する所属
　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル４階
　　　�川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課支援教

育係　安田担当
　　　電話� 044－200－3278（直通）
　　　ＦＡＸ� 044－200－2853
　　　E-Mail� 88sidou@city.kawasaki.jp
４�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び
問い合わせ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争
入札参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配布・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
（土曜日・日曜日・祝日を除く）。受付時間は午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。

　⑵　配布・提出場所及び問い合わせ先　
　　　上記３に同じ。　
　　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の「入札・契約関連情報」の
ページからダウンロードすることができます。　

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書　
　　イ�　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し
　⑷　提出方法　
　　　持参または郵送
　　　※�郵送の場合、発送後に必ず担当者あて電話連絡

をしてください。
５�　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書を交付します。　
　⑴　交付場所及び問い合わせ先
　　　上記３に同じ。　
　⑵　交付日時　
　　　令和４年２月25日㈮
　　�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ
登録した際に電子メールのアドレスを登録している
場合は、電子メールで配信します。

　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せて、
入札説明書を交付します。　

　　�　なお、入札説明書は上記３の場所において、令和
４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで（土曜
日・日曜日・祝日を除く。受付時間は午前９時から
正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供

します。
　　�　また、入札説明書は川崎市のホームページ「入札
情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）において、本件の「入札・契約関連情報」
のページからダウンロードすることができます。

６　仕様書及び入札に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　上記３に同じ。
　⑵　受付期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月２日㈬
　　　�（毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時まで。）　
　⑶　問い合わせ方法　　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス
あて送付してください。なお、ＦＡＸ及び電子メー
ル後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月４日㈮午後５時までにＦＡＸ又は電
子メールにて回答します。電話等による結果の問い
合わせには一切応じません。　

　⑸　その他　
　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。　
　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。
　　ウ�　万一質問したにも関わらず、期日までに回答が

なかった場合は電話にて御連絡ください。
７　競争入札参加資格の喪失　　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。　　
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請について虚偽の記
載をしたとき。　　

８　入札の手続等　
　⑴　入札の方法　
　　ア�　この入札に付する契約は単価契約ですが、落札

の決定は、品目ごとの単価と予定数量を乗じて求
めた小計を足し合わせた総価で行います。入札金
額は、提示した日数に基づき別紙「算出内訳書」
を用いて総額を算定してください。なお入札書に
は算定した総額の税抜き額を記載してください。

　　イ�　委託代金の支払いについては、契約単価に基づ
きます。なお、実施日数については見込み数で算
定していますので、変更が生じる場合があります。

　　ウ�　委託料には、仕様書の「４　委託料の内容」に
記載した経費を含むこととします。
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　　エ�　入札は所定の入札（見積）書をもって行います。
入札件名を記載した封筒に封印して提出してくだ
さい。

　　オ�　入札（見積）書には、別紙「算出内訳書」を添
付ください。内訳書には印は不要です。

　⑵　開札の日時及び場所　
　　ア　開札日時　
　　　　令和４年３月10日㈭11時00分　
　　イ　開札場所
　　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　
　　　　明治安田生命川崎ビル４階　第２会議室
　⑶　再度入札等の実施
　　�　落札者無い場合は、直ちに再度入札を行います。
また、最低入札金額記載者が２者以上いる場合は、
くじにより落札者を決定します。

　⑷　入札保証金
　　　免除とします。　
　⑸　落札者の決定方法　　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ
の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査
を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効　　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等　　
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。　
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。　
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。　
　⑵　契約書の作成　　
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。　　

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」において、閲覧すること
ができます。

10　その他　　
　⑴　詳細は入札説明書によります。　
　⑵�　公告及び入札説明書に定めるもののほかは、川崎
市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参
加者心得の定めるところによります。　　

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。　
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

別紙　入札（見積）書に必ず添付すること
算出内訳書
令和４年度川崎市立学校校外行事（修学旅行等）看護業
務委託
住　　　　所
商号又は名称
代　 表　 者
１　宿泊行事
　　99日　×　　　　　　円　＝　　　　　　円　🄐
　　　　　（日額単価・税抜）
２　研究会行事（日帰り）
　　８日　×　　　　　　円　＝　　　　　　円　🄑
　　　　　（日額単価・税抜）
３　校外活動（日帰り）
　　30日　×　　　　　　円　＝　　　　　　円　🄒
　　　　　（日額単価・税抜）
４　事前打合せ
　　74時間×　　　　　　円　＝　　　　　　円　🄓
　　　　　（時間単価・税抜）
５　総計
　　🄐＋🄑＋🄒＋🄓　＝　　　　　　円（税抜合計額）
　　　───────────────────
川崎市公告第364号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎市平和館受付・案内等業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市平和館（川崎市中原区木月住吉町33－１）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日
　⑷　業務内容
　　�　休館日を除く毎日９時から閉館までの間、所定の
場所において来館者に対する応接及び各種の受付・
案内等業務を行う。

２　一般競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た
さなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿に業種「その他業務」で種目「一般
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事務」に登録されていること。
　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業の受注の確保に関する
法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による中
小企業者であること。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑹�　過去５年間で、本市または他官公庁において類似
の契約実績があり、かつ誠実に履行した実績を有す
ること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
る書類（契約書の写し等）を提出してください。なお、
入札説明会は実施しません。
　⑴　配布・提出場所
　　　川崎市中原区木月住吉町33－１　川崎市平和館
　　　電話　044－433－0171　FAX　044－433－0232
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮
　　　�午前９時から午後５時まで（２月14日、15日を除

く）
　⑶　提出方法
　　�　持参に限ります。一般競争入札参加資格確認申請
書、仕様書及び質問書等はインターネットからダウ
ンロードすることができます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の「入札情報（入札公表・落札結果）」
の委託欄の「入札公表」の中にあります。）。ダウン
ロードできない場合には、上記３⑵の期間に上記３
⑴の場所で配布します。

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出し、入札参加資格があると認められた者には、令
和３・４年度川崎市業務委託有資格審査申請書の委任
先メールアドレスに令和４年２月24日㈭までに送付し
ます。なお。申請者がメールアドレスを登録されてい
ない場合は、令和４年２月24日㈭の午前９時から午後
５時に上記３⑴にて書類を交付します。
５　仕様・入札に関する問い合わせ先
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月２日㈬　午
後５時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　所定の「質問書｣ の様式により、持参、電子メー

ルアドレスまたはFAXにより提出してください。
　⑷　質問受付方法
　　ア　持　参　　　３⑴に同じ
　　イ　電子メール　25heiwa@city.kawasaki.jp
　　ウ　FAX　　　　044-433-0232
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月４日㈮午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ルまたは　FAXにより回答書を送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続き等
　⑴　入札の方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札書は所定の入札書をもって行います。入札
書を入札件名が記載された封筒に封印して持参し
てください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に。消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札・開札の日時　令和４年３月11日㈮
　　　　　　　　　　　　　午後１時30分
　　イ�　入札・開札の場所　�川崎市中原区木月住吉町33

－１
　　　　　　　　　　　　　�川崎市平和館　第１・第２

会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規則に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
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　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札心得等は３⑴
及び川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧できます。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加資格者心得の定
めるところによります。

　⑶�　本件の落札決定の効果発生には、令和４年第２回
川崎市議会定例会における、本件に係る予算の議決
を要します。

　　　───────────────────
川崎市公告第365号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　印
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�令和４年度川崎市立川崎総合科学高等学校情報図

書館運用業務委託　
　⑵　履行場所
　　　川崎市立川崎総合科学高等学校
　⑶　履行期限
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　概要
　　�　川崎市立川崎総合科学高等学校（以下「高校」と
いう。）内に設置される図書館メディアセンター（以
下「情報図書館」という。）を、周辺住民への文化
的サービスの向上を目的として広く一般に開放する
ことに伴い、情報図書館の正常かつ円滑な運用を図
るため、情報図書館の受付、蔵書管理及び関連情報
機器の操作支援等を実施する。

２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。川
崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名
停止期間中でないこと。　

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されている者。
３　競争入札参加申込書の配布及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川
崎市のホームページ「入札情報かわさき」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、
本件の「入札公表詳細」のページからダウンロードす
ることができます。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル４階
　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課
　　　石井担当
　　　電話　044－200－3286　FAX　044－200－2853
　　　電子メール　88sidou@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　�（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時まで）

　⑶　提出書類
　　　競争入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　郵送又は持参とします。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請
書の「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書
を令和４年２月21日㈪までに送付します。なお、当該
委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸ
で送付します。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問　
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。　

　　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。　
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。　

　　ア　質問書の様式
　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、

提出してください。
　　イ　質問受付期間
　　　�　令和４年２月21日㈪から令和４年２月28日㈪ま

で
　　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　�　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）　
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　　ウ　質問受付方法
　　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。
　　　　電子メールおよびＦＡＸ番号は３⑴と同じ
　⑵　回答　
　　ア　回答日
　　　　令和４年３月２日㈬
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に
した質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入
札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール
アドレスに送付します。なお、当該委任先メール
アドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し
ます。　

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
きません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総額（税抜き）を入札金額として行いま

す。なお、この金額には、契約期間の各種業務等
に係る一切の費用を含め見積るものとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札者
は、見積った契約希望金額から消費税及び地方消
費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載し
てください。なお、入札書には、住所、商号又は
名称、代表者の役職及び氏名を明示し、本市の業
者登録に使用した印鑑による押印及び封印をして
ください。また、代表者以外の方が代理で入札す
る場合は、入札書の代表者名の下部に代理人氏名
の記載と代理人の押印（委任状に押印したものと
同じ印鑑）が必要です。

　⑵　入札書の提出日時・場所
　　ア　入札日時　令和４年３月７日㈪午後４時00分　
　　イ　入札場所　川崎市役所第３庁舎　12階会議室　
　　　　　　　　　住所　川崎市川崎区東田町５－４
　⑶　入札の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金　
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。　
　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。　

　⑹　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑺　再度入札
　　�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者心
得の規定で無効とされた者及び開札に立ち会わない
者は除きます。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金　
　　　免除
　⑵　前払金　
　　　無　
　⑶　契約書作成の要否　
　　　要　
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ
です。

　⑷�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第366号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　印
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市立小学校における移動動物園実
施業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市立小学校
　⑶　履行期限
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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　⑷　概要
　　�　希望する川崎市立小学校（以下「各学校」という。）
に対し、動物等を搬入し、児童が動物と接する機会
を提供する。

２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その
他」で登録されている者。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加
申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川
崎市のホームページ「入札情報かわさき」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、
本件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロー
ドすることができます。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル４階
　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課
　　　比良担当
　　　電話　044－200－3329　FAX　044－200－2853
　　　電子メール　88sidou@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　　�（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時まで）

　⑶　提出書類
　　　競争入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　郵送又は持参とします。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に
は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請
書の「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書
を令和４年２月21日㈪までに送付します。なお、当該
委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸ
で送付します。
５　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問　
　　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。　
　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。　
　　�　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの
で御注意ください。　

　　ア　質問書の様式
　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、

提出してください。
　　イ　質問受付期間
　　　　�令和４年２月21日㈪から令和４年２月24日㈭ま

で
　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　　　�午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）　
　　ウ　質問受付方法
　　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。
　　　　電子メールおよびＦＡＸ番号は３⑴と同じ
　⑵　回答　
　　ア　回答日
　　　　令和４年２月25日㈮
　　イ　回答方法
　　　�　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に
した質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争入
札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール
アドレスに送付します。なお、当該委任先メール
アドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し
ます。　

　　　�　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参
加資格を喪失します。
７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は移動動物園事業を各校で実施する１回分

の単価（税抜き）で行います。また、この金額に
は委託事業実施に際して必要となる一切の費用を
含むものとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封
入して持参してください。

　⑵　入札書の提出日時・場所
　　ア　入札日時　令和４年３月７日㈪午後２時00分　
　　イ　入札場所　川崎市役所第３庁舎　12階会議室　
　　　　　　　　　住所　川崎市川崎区東田町５－４
　⑶　入札の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金　
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　　　免除
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。　

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。　

　⑹　入札の無効　
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑺　再度入札
　　�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者心
得の規定で無効とされた者及び開札に立ち会わない
者は除きます。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金　
　　ア�　契約金額の10パーセントを納付しなければなり

ません。
　　イ�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します。
　⑵　前払金　
　　　無　
　⑶　契約書作成の要否　
　　　要　
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ
です。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第367号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　　宮前区内街路樹等維持管理業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市宮前区役所道路公園センター

管内
　⑶　履行期限　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�本委託は、宮前区内の街路樹及びグ

リーンポケットの樹木剪定、刈込、
伐根除草等を行うことにより適正な
維持管理を図るものです。

２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」
で登録されている者。　

　⑷�　川崎市高津区、宮前区、多摩区または麻生区内に
本社を有すること。

　　※�本委託の業務内容には、宮前区役所道路公園セン
ターが管理する街路樹の倒木等による危険な状況
に対し、緊急に安全対策や復旧処置等を行うこと
が含まれています。したがいまして、本委託の受
注者におきましては、本市の監督員が指示した場
合には直ちに現場へ向かい、保安施設等の設置や
交通整理等、十分な安全対策を施し二次災害を防
ぐとともに、速やかな復旧に努めなければなりま
せん。このような条件に対応できるよう、発注者
である宮前区役所道路公園センターと同区または
隣接区に本社を有することを参加資格といたしま
す。

　⑸�　「造園施工管理技士」または「造園技能士」かつ「街
路樹剪定士」の資格を持つ者が、１名以上在籍して
いること。

３　入札参加申込書の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号　
　　　川崎市宮前区役所道路公園センター　
　　　電　話：044－877－1661
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑵　配付・提出期間　
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　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭（た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　

　　�　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）　

　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申込書　
　　イ　上記２⑷を確認することができる資料
　　ウ　上記２⑸の資格証の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参　
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　交付場所
　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書を令和４年２月22日㈫に送付します。
なお、当該電子メールアドレスを登録していない場
合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来るよう
お願いいたします。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送
信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い
ます。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年２月25
日㈮午後５時までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月１日㈫午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。

７　入札手続等　

　⑴　入札方法　
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所　
　　ア　日時　令和４年３月８日㈫午前９時30分　
　　イ　場所　川崎市宮前区役所４階　大会議室
　　　　　　　（川崎市宮前区宮前平２－20－５）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。　

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金の要否
　　　要　10％
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。　

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第368号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　�宮前区内公園緑地等維持管理業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市宮前区役所道路公園センター管

内
　⑶　履行期限　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�本業務は宮前区内の公園緑地等の樹木

剪定、除草、刈込等を行うことにより、
適正な維持管理を図るものです。

２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」
で登録されている者。　

　⑷�　川崎市高津区、宮前区、多摩区または麻生区内に
本社を有すること。

　　※�本委託の業務内容には、宮前区役所道路公園セン
ターが管理する公園樹木の倒木等による危険な状
況に対し、緊急に安全対策や復旧処置等を行うこ
とが含まれています。したがいまして、本委託の
受注者におきましては、本市の監督員が指示した
場合には直ちに現場へ向かい、保安施設等の設置
や交通整理等、十分な安全対策を施し二次災害を
防ぐとともに、速やかな復旧に努めなければなり
ません。このような条件に対応できるよう、発注
者である宮前区役所道路公園センターと同区又は
隣接区に本社を有することを参加資格といたしま
す。

　⑸�　「造園施工管理技士」または「造園技能士」かつ「街
路樹剪定士」の資格を持つ者が、１名以上在籍して
いること。

３　入札参加申込書の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号　
　　　川崎市宮前区役所道路公園センター　
　　　電　話：044－877－1661
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。
　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭（た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　

　　�　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）　

　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申込書　
　　イ　上記２⑷を確認することができる資料
　　ウ　上記２⑸の資格証の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参　
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　交付場所
　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書を令和４年２月22日㈫に送付します。
なお、当該電子メールアドレスを登録していない場
合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来るよう
お願いいたします。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送
信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い
ます。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年２月25
日㈮午後５時までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月１日㈫午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
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の記載をしたとき。
７　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所　
　　ア　日時　令和４年３月８日㈫午前10時10分　
　　イ　場所　川崎市宮前区役所４階　大会議室
　　　　　　　（川崎市宮前区宮前平２－20－５）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金の要否
　　　要　10％
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他　
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第369号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。　

　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　�菅生緑地ほか公園緑地除草等維持管理

業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市宮前区水沢１丁目３番地ほか
　⑶　履行期限　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�本業務は菅生緑地ほか宮前区内の公園

緑地の除草、樹木整姿等を計画的に行
うことにより、適正な維持管理を図る
ものです。

２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」
で登録されている者。　

　⑷�　川崎市高津区、宮前区、多摩区または麻生区内に
本社を有すること。

　　※�本委託の業務内容には、宮前区役所道路公園セン
ターが管理する公園樹木の倒木等による危険な状
況に対し、緊急に安全対策や復旧処置等を行うこ
とが含まれています。したがいまして、本委託の
受注者におきましては、本市の監督員が指示した
場合には直ちに現場へ向かい、保安施設等の設置
や交通整理等、十分な安全対策を施し二次災害を
防ぐとともに、速やかな復旧に努めなければなり
ません。このような条件に対応できるよう、発注
者である宮前区役所道路公園センターと同区又は
隣接区に本社を有することを参加資格といたしま
す。

　⑸�　「造園施工管理技士」または「造園技能士」かつ「街
路樹剪定士」の資格を持つ者が、１名以上在籍して
いること。

３　入札参加申込書の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号　
　　　川崎市宮前区役所道路公園センター　
　　　電　話：044－877－1661
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
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　　　※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭（た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　

　　�　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）　

　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申込書　
　　イ　上記２⑷を確認することができる資料
　　ウ　上記２⑸の資格証の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　交付場所
　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書を令和４年２月22日㈫に送付します。
なお、当該電子メールアドレスを登録していない場
合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来るよう
お願いいたします。　

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送
信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い
ます。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年２月25
日㈮午後５時までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月１日㈫午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。

７　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所　
　　ア　日時　令和４年３月８日㈫午前10時30分　
　　イ　場所　�川崎市宮前区役所４階　大会議室
　　　　　　　（川崎市宮前区宮前平２－20－５）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金の要否
　　　要　10％
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。　

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。
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　　　───────────────────
川崎市公告第370号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　�宮前区内公園トイレ清掃業務委託
　⑵　履行場所　川崎市宮前区宮崎６丁目２－３ほか
　⑶　履行期限　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�本委託は、宮前区内の公園トイレにお

いて市民の快適な利用を図るため、宮
崎第４公園ほか21箇所の公園トイレの
清掃を行うものです。

２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建物清掃等」種目「建築物清掃」で登録され
ている者。

３　入札参加申込書の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号　
　　　川崎市宮前区役所道路公園センター　
　　　電　話：044－877－1661
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭（た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　

　　�　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）　

　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申込書　
　⑷　提出方法　
　　　持参　
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　交付場所

　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書を令和４年２月22日㈫に送付します。
なお、当該電子メールアドレスを登録していない場
合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来るよう
お願いいたします。　

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送
信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い
ます。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年２月25
日㈮午後５時までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月１日㈫午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。

７　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所　
　　ア　日時　令和４年３月８日㈫午前11時00分　
　　イ　場所　川崎市宮前区役所４階　大会議室
　　　　　　　（川崎市宮前区宮前平２－20－５）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
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予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金の要否
　　　要　10％
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。　

９　その他　
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑸�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　　───────────────────
川崎市公告第371号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　�宮前区内主要路線・主要地区街路樹維

持管理業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市宮前区有馬６丁目６－11番地先

ほか
　⑶　履行期限　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務概要　�本委託は、宮前区内の緑の軸となる主

要な街路樹について、計画的な剪定等

を行い、安全でかつ景観に優れた市街
地の形成を図ることを目的として、街
路樹の維持管理を行うものです。

２　競争入札参加資格　
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」
で登録されている者。　

　⑷�　川崎市高津区、宮前区、多摩区または麻生区内に
本社を有すること。

　　※�本委託の業務内容には、宮前区役所道路公園セン
ターが管理する街路樹の倒木等による危険な状況
に対し、緊急に安全対策や復旧処置等を行うこと
が含まれています。したがいまして、本委託の受
注者におきましては、本市の監督員が指示した場
合には直ちに現場へ向かい、保安施設等の設置や
交通整理等、十分な安全対策を施し二次災害を防
ぐとともに、速やかな復旧に努めなければなりま
せん。このような条件に対応できるよう、発注者
である宮前区役所道路公園センターと同区又は隣
接区に本社を有することを参加資格といたします。

　⑸�　「造園施工管理技士」または「造園技能士」かつ「街
路樹剪定士」の資格を持つ者が、１名以上在籍して
いること。

３　入札参加申込書の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号
　　　川崎市宮前区役所道路公園センター
　　　電　話：044－877－1661
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭（た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　

　　�　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）　

　⑶　提出書類　
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　　ア　入札参加申込書　
　　イ　上記２⑷を確認することができる資料
　　ウ　上記２⑸の資格証の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参　
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　交付場所
　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書を令和４年２月22日㈫に送付します。
なお、当該電子メールアドレスを登録していない場
合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来るよう
お願いいたします。　

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送
信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い
ます。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年２月22日㈫午前９時から令和４年２月25
日㈮午後５時までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月１日㈫午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。

７　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所　
　　ア　日時　令和４年３月８日㈫午前９時50分　
　　イ　場所　川崎市宮前区役所４階　大会議室

　　　　　　　（川崎市宮前区宮前平２－20－５）
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金の要否
　　　要　10％
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市公告第372号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和３年度戸別受信機更新業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
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　　　市役所第三庁舎ほか　42箇所
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和４年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　本市の社会福祉施設や住民組織代表者宅等に設置
しているアナログ方式同報系防災行政無線戸別受信
機を、デジタル方式同報系防災行政無線戸別受信機
に更新します。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「そ
の他業務」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に
おいて、無線設備の設置・移設等に関する類似の契
約を締結し、これらをすべて誠実に履行しているこ
と。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持
参により提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-8577
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当
　　　電話� 044-200-2856（直通）
　　　FAX� 044-200-3972
　　　E-mail� 17kiki@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から２月15日㈫までの午前８
時30分から午後５時まで及び令和４年２月16日㈬の
午前８時30分から正午までとします。ただし、土曜
日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時
までを除きます。

４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３
⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供する
とともに、希望者には印刷物を配布します。また、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の公表情報詳細のページから
ダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　　令和４年２月18日㈮　
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、同日
の未明に電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　�　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
６　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　�　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭から２月18日㈮までの午前８
時30分から午後５時まで及び令和４年２月21日㈪午
前８時30分から正午までとします。ただし、土曜日、
日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時まで
を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。（電
子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付した旨
を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の問い
合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3972
　　ウ　郵送　　　　�「３⑴　配布・提出場所及び問い

合わせ先」に同じ。ただし、「６
⑵　質問受付期間」の期間内に必
着のこと。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月24日㈭に、一般競争入札参加資格確
認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付します。なお、この入札の参加資
格を満たしていない者からの質問に関しては回答し
ません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1232－

札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年２月25日㈮　午後１時30分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　　　　　　　災害対策本部事務局室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。
10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　　　───────────────────
川崎市公告第373号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�令和３年度緊急地震速報等館内放送設備連動改修

業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　市役所第三庁舎ほか28箇所
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和４年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　本市の公共施設等において、施設利用者や職員へ
緊急地震速報を初めとする防災情報の迅速な提供を
可能とするデジタル方式の戸別受信機を設置するた
めの工事を実施します。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「そ
の他業務」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で２件以上、国または地方公共団体に
おいて、無線設備の設置・移設等に関する類似の契
約を締結し、これらをすべて誠実に履行しているこ
と。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
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る書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を持
参により提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-8577
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当
　　　電話� 044-200-2856（直通）
　　　FAX� 044-200-3972
　　　E-mail� 17kiki@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から２月15日㈫までの午前８
時30分から午後５時まで及び令和４年２月16日㈬の
午前８時30分から正午までとします。ただし、土曜
日、日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時
までを除きます。

４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３
⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい
て、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供する
とともに、希望者には印刷物を配布します。また、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の公表情報詳細のページから
ダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　　令和４年２月18日㈮　
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、同日
の未明に電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
６　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月10日㈭から２月18日㈮までの午前８
時30分から午後５時まで及び令和４年２月21日㈪午
前８時30分から正午までとします。ただし、土曜日、
日曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時まで

を除きます。
　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。（電
子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付した旨
を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の問い
合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3972
　　ウ　郵送　　　　�「３⑴配布・提出場所及び問い合

わせ先」に同じ。ただし、「６⑵
質問受付期間」の期間内に必着の
こと。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月24日㈭に、一般競争入札参加資格確
認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付します。なお、この入札の参加資
格を満たしていない者からの質問に関しては回答し
ません。

７　競争入札参加資格の喪失
　　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争
入札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ
て契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年２月25日㈮　午後２時00分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　　　　　　　災害対策本部事務局室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
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　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　　　───────────────────
川崎市公告第374号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　業務件名
　　�　令和４年度川崎市内公立保育園一般廃棄物収集運
搬業務委託

　⑵　履行場所　
　　　川崎市内公立保育園
　⑶　履行期間　
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷　業務概要
　　�　川崎市内公立保育園から排出される一般廃棄物の
収集・運搬業務を円滑に行う。

２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て
満たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「廃
棄物関連業務」種目「一般廃棄物収集」に登載され
ていること。

　⑶�　令和３・４年度業務委託有資格者名簿に、地域区
分「市内」で登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業の受注の確保に関する
法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑹�　平成26年度以降で、本市又は他官公庁において類
似業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有
すること。

　⑺�　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている
こと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、契約実績を証する契約
書の写し、一般廃棄物収集運搬業の許可証の写しを提
出してください。
　　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒210-8577
　　　［住所等］�川崎市川崎区宮本町１番地川崎市役所

第３庁舎14階
　　　［担当課］こども未来局保育事業部運営管理課
　　　電話� 044-200-2661（直通）
　　　FAX� 044-200-3933
　　　E-mail� 45uneika@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から２月17日㈭までの午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時までとし
ます。（ただし、土日祝日を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書　
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。　
　⑵　入札説明書の交付　
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
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⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３
⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者
には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ
ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情
報詳細のページからダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交付し
ます。　
　⑴　日時
　　　令和４年２月22日㈪　午前９時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年２月22日㈫から２月24日㈭までの午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時までとし
ます。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　45uneika@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3933
　⑸　回答方法　
　　�　令和４年２月28日㈪午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア　入札は、単価で行います。
　　イ�　その他、入札は「川崎市競争入札参加者心得｣

に基づいて行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月２日㈬　午後３時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　川崎市役所第３庁舎15階第３会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。　
　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否　
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先
の場所で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入

　　�　札説明書は、川崎市のホームページ「入札情報か
わさき」において、本件の公表情報詳細のページか
らダウンロードできます。

　⑷�　「当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市
議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。」

　　　───────────────────
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川崎市公告第375号
　一般競争入札について次のとおり公告します。　
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　業務件名
　　�　令和４年度川崎市内公立保育所古紙類収集運搬・
資源化業務委託

　⑵　履行場所　
　　　川崎市内公立保育所
　⑶　履行期間　
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　川崎市内公立保育所から排出される古紙類の収集
運搬・資源化業務を円滑に行う。

２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て
満たさなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「廃
棄物関連業務」種目「一般廃棄物収集」に登載され
ていること。

　⑶�　令和３・４年度業務委託有資格者名簿に、地域区
分「市内」で登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業の受注の確保に関する
法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑹�　平成26年度以降で、本市又は他官公庁において類
似業務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有
すること。

　⑺�　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている
こと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先　
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、「一
般競争入札参加資格確認申請書」、「契約実績を証する
契約書の写し」及び「一般廃棄物収集運搬業の許可証
の写し」を提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　〒210-8577
　　　［住所等］川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎14階
　　　［担当課］こども未来局保育事業部運営管理課
　　　電話� 044-200-2660（直通）
　　　FAX� 044-200-3933
　　　E-mail� 45uneika@city.kawasaki.jp

　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から２月17日㈭までの午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時までとし
ます。（ただし、土日祝日を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書　
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。　
　⑵　入札説明書の交付　
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３
⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者
には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ
ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情
報詳細のページからダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。　
　⑴　日時
　　�　令和４年２月22日㈫　午前９時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年２月22日㈫から２月24日㈭までの午前９
時から正午まで及び午後１時から午後５時までとし
ます。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　45uneika@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3933
　⑸　回答方法　
　　�　令和４年２月28日㈪午後５時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー
ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この
入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関
しては回答しません。
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７　競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア　入札は、総価で行います。
　　イ�　その他、入札は「川崎市競争入札参加者心得｣

に基づいて行うものとします。
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月２日㈬　午後２時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　川崎市役所第３庁舎15階第３会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。　
　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否　
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先
の場所で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。　
　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎
市のホームページ「入札情報かわさき」において、
本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第376号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　３処理センター及び浮島埋立事業所水質検査業務
委託

　⑵　履行場所
　　　浮島処理センターほか３箇所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで　
　⑷　業務概要
　　�　本業務は、水質汚濁防止法、下水道法、川崎市公
害防止等生活環境の保全に関する条例、厚生省環境
衛生局水道環境部環境調整課長通達環整第95号及び
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定に基づ
き、定期的に水質検査を実施する必要があることか
ら、規定に準じて３処理センター及び浮島埋立事業
所から排出される排水の水質検査を実施し、当該施
設を適正に維持管理するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「調査・測定」種目「計量証明」で登録されて
いる者。

　⑷�　過去２年間で官公庁及び民間企業において同種の
水質検査業務の契約実績があること。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
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こと。
３�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の
配布・閲覧・提出
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争入
札参加申込書及び水質検査業務の契約実績を証する書
類を提出しなければなりません。また、競争入札参加
申込書にて一部再委託を申請する場合は、再委託確認
書を提出してください。
　�　なお、競争入札参加申込書等の提出は持参とします。
（持参以外は無効となります。）
　�　配布・提出・仕様書等閲覧場所・閲覧期間及び問い
合わせ先は以下の通りとします。
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　担当　竹本
　　　電話　044-200-2540（直通）、FAX　044-200-3923
　　　令和４年　２月10日㈭～令和４年
　　　２月17日㈭　９時～ 17時
　　　�（土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の12時～ 13時

の間は除く。）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

４　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
　�　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札
参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確
認通知書及び仕様書を令和４年２月24日㈭までに交付
します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ
スを登録していない場合は、次のとおり直接受取りに
来るようお願いします。
　⑴　交付日時
　　　令和４年２月24日㈭９時～ 17時
　　　（12時～ 13時の間は除く。）
　⑵　交付場所
　　　３に同じ
５　質問書の配布・受付・回答
　⑴　配布場所
　　　３に同じ
　⑵　配布期間
　　　�令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫９時～

17時
　　　�（但し、持参の場合は土曜日、日曜日及び12時～

13時の間は除く。）
　⑶　質問受付日

　　　�令和４年２月24日㈭～令和４年３月１日㈫９時～
17時

　　　�（但し、持参の場合は土曜日、日曜日及び12時～
13時の間は除く。）

　⑷　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑸　質問受付方法
　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。
　　ア　持参　　　　３に同じ
　　イ　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　ウ　ＦＡＸ　　　044-200-3923
　⑹　回答方法
　　　令和４年３月３日㈭
　　�　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　入札参加申込書、再委託確認書及び提出書類等に
虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得｣ に基づいて
行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年　３月　７日㈪　15時30分
　　イ　入札場所　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　環境局会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも
って入札を行った者を落札者とします。

　⑹　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が
ないものとみなします。）

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得｣ 第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
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　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則は契約課ホームページ（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）にて閲
覧できます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　関連情報を入手するための窓口　３に同じ。
　⑶�　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる
場合があります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

以上
　　　───────────────────
川崎市公告第377号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴件　　名　　�令和４年度後期高齢者医療保険料納入

通知書等作成及び封入封緘業務
　⑵履行場所　　健康福祉局医療保険部医療保険課等
　⑶履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷業務概要　　印字・封入封緘業務
２　競争参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい
なければなりません。
　⑴　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。
　⑵�　令和３・４年度の川崎市業務委託有資格業者名簿
に業種「その他業務」種目「その他」で登載されて
いること。

　⑶�　入札期日において、川崎市競争入札参加資格者指
名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷�　ＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１の認証を受けている、
あるいはプライバシーマークを取得していること。

　⑸�　入札期日において、当委託契約に係る成果物の作
成等を行う履行（作業）拠点を、３⑴に定める場所
から直線距離で片道50ｋｍ圏内に有すること

　⑹�　令和元年度（平成31年度）から令和３年度に当市
を含む官公庁において類似業務の契約実績があり、
問題なく履行されていること。

　⑺�　「富士通ＰＳ５６００Ｂ」プリンタ装置あるいは

同等機種で電算出力すること。
　　ア�　富士通株式会社提供「ＡＤＪＵＳＴ」（Ｖ11Ｌ

30以降）を使用できること。
　　イ�　外字は、富士通株式会社提供「ＡＤＪＵＳＴ」

により文字パターンを提供するので直接ダウンロ
ードできること。

３　入札説明書、仕様書の閲覧
　�　次により、入札説明書等のほか各帳票サンプルを閲
覧することができます。
　⑴　閲覧場所　
　　　〒210-0005
　　　川崎市川崎区東田町８番地パレール三井ビル12階
　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
　　　担当：小河
　　　電話　044-200-2655
　⑵　閲覧期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から
午後５時00分までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び休日を除きます。）

４�　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出及び問合
せ先
　⑴　提出物
　　�　この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出
する必要があります。

　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　類似の契約実績を証する書面（実績表）
　　ウ　上記２の⑷を証明する書類（またはその写し）
　　　�　上記２の⑸履行（作業）拠点は「ア　一般競争

入札参加資格確認申請書４履行（作業）拠点所在
地」に住所を記載してください。

　　　�　「一般競争入札参加資格確認申請書」及び「類
似の契約実績を証する書面（実績表）」の様式に
ついては、川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」よりダウンロードできます。

　⑵　提出場所及び問合せ先
　　　〒210-0005
　　　川崎市川崎区東田町８番地パレール三井ビル12階
　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
　　　担当：小河
　　　電話　044-200-2655
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
の午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から
午後５時00分までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び休日を除きます。）

　⑷　提出方法　
　　　持参とします。
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５　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
　�　上記４により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出して資格が確認された者には、次により一般競争
入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様書を交
付します。
　⑴　交付場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　�　令和４年２月22日㈫の午前９時00分から正午まで
及び午後１時00分から午後５時00分までとします。
（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　　�　ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールのアドレスを登録している場合は、
電子メールで一般競争入札参加資格確認通知書、入
札説明書等を送付します。

　⑶　入札説明会
　　　実施しません。
６　仕様に関する問合せ先
　⑴　質問受付場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　　令和４年２月24日㈭から令和４年３月２日㈬まで
　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法　
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40hoken@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月４日㈮までに全社へ文書（電子メー
ル）で送付します。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は上記５で交付する入札説明書に添付の所

定の入札見積内訳書を添付した入札書をもって行
います。なお、各単価についても併せて当市に開
示するものとします。

　　イ�　入札は、単価に予定数量を乗じた合計額（総価）
によって、行います。ただし、契約する際の単価
はアで記載した単価契約とします。　

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に
相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず見　積もった契約希望金額から
消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金
額を入札書に記載するものとします。ただし、別
途指示があったものについては、それに従うもの
とします。

　　エ�　入札書には、住所、商号又は名称、代表者の役
職及び氏名を明示し、本市の業者登録に使用した
印鑑による押印及び封印をしてください。

　　オ�　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい
る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく
ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、
当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること
はできません。

　⑵　入札書の提出日時
　　ア　入札日時　令和４年３月７日㈪午前10時00分　
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町８番地
　　　　　　　　　パレール三井ビル12階会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）
　⑷　入札保証金　
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

　⑺　再度入札の実施　
　　�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います
（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の意思
がないものとみなします。）。

９　契約の手続き等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
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　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴アの場所及び「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑶�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達における予算の議決を要
します。

　　　───────────────────
川崎市公告第378号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　東扇島東公園及び西公園駐車場機器管理等業務委
託

　⑵　履行場所
　　　�川崎市川崎区東扇島58番地１（東公園）、川崎市

川崎区東扇島94番地１及び94番地２（西公園）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　東扇島東公園及び西公園駐車場の出入口機器につ
いて、機器類の管理などの保守や利用者の問合せ対
応のほか、利用料金の収納業務を委託します。来園
者の利用に支障をきたすことのないよう、遠隔操作
やデータ通信により365日24時間体制で対応を行う
ことで、円滑な施設運営を行います。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「警備」種目「駐車場管理」で登録されている
者。

　⑷�　本市または他官公庁において、駐車場機器管理等

業務のうち、入出庫時の問い合わせやトラブル等に
対し、Ｗｅｂカメラ等により遠隔で状況を確認し、
遠隔操作やデータ通信によりリアルタイムで対応す
る契約実績があること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま
せん。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0869
　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階
　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課
　　　電話番号　　　　044－287－6014
　　　ＦＡＸ　　　　　044－287－6038
　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp
　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎
市のホームページ「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷の実績があることを証する書類（契約

書の写し等）
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書の縦覧
　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦
覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午
前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。
５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様
書等の交付
　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付
　　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 次に
より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　�　令和４年２月24日㈭午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時の間は除きます。）
　⑵　入札説明書及び仕様書等の交付
　　�　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入
札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札
説明書及び仕様書等を交付します。
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　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　　５⑴イに同じ
　　�　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川崎
市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メー
ルのアドレスを登録している場合は、令和４年２月
24日㈭までに競争入札参加資格確認通知書及び入札
説明書及び仕様書等を電子メールにより送付します。

６　仕様に関する問い合わせ先等
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月１日㈫午後
４時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月８日㈫までに、文書（ＦＡＸ又は電
子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、
虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法
　　　持参
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月11日㈮午前10時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東扇島38－１
　　　　川崎マリエン３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ
て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続き等
　�　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　�　契約書を作成することを要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第379号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　東扇島地区緑地等管理業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東扇島地内
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月15日まで
　⑷　業務概要
　　�　本委託は東扇島内の緑地を良好な状態に保つため
に行うものである。また、港湾局が管理する道路・
緑地等において、除草・伐採等を行うものである。

　　ア　東扇島地区緑地管理業務
　　　　�防除工　１式、除草工　１式、せん定工　１式、

伐採工　１式、運搬・処分工　１式
　　イ　東扇島除草業務
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　　　　�除草工　１式、せん定工　１式、伐採工　１式、
運搬・処分工　１式

　　ウ　東扇島幹線５号等植栽管理業務
　　　　除草工　１式、せん定工　１式、処分工　１式
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」、企業規模「中小」で登録されて
いる者。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」種目「除草、せんてい等樹木管理」
で登録されている者。

　⑸�　１級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士
の免状を有する者を直接的かつ恒常的に雇用してい
ること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま
せん。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0869
　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階
　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課
　　　電話番号　044－287－6014
　　　ＦＡＸ　　044－287－6038
　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp
　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑸を証する書類（技術検定合格証明書及

び健康保険被保険者証の写し等）
　　　※�健康保険被保険者証の写しを提出する場合には、

被保険者等記号・番号及び保険者番　号をマス
キング（黒塗り）して提出してください。

　⑷　提出方法

　　　持参とします。
４　入札説明書の縦覧
　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦
覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午
前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。
５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様
書等の交付
　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付
　　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 次に
より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　�　令和４年２月24日㈭午前９時から午後５時まで
（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵　入札説明書及び仕様書等の交付
　　�　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入
札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札
説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　　５⑴イに同じ
　　　�　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子
メールのアドレスを登録している場合は、令和４
年２月24日㈭までに競争入札参加資格確認通知書、
入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付
します。

６　仕様に関する問い合わせ先等
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮午前９時から令和４年３月１
日㈫午後４時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月８日㈫までに、文書（ＦＡＸ又は電
子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
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　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、
虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　持参
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月14日㈪午前11時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東扇島38－１
　　　　川崎マリエン３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ
て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続き等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　　契約金額の10％とします。
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第380号

　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　千鳥町及び大川・白石町地区緑地等管理業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区千鳥町及び大川・白石町地内
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月15日まで
　⑷　業務概要
　　�　本業務委託は、千鳥町及び大川・白石町地区の緑
地を良好に保つために行うものである。また、港湾
局が管理する用地等において、除草・伐採等を行う
ものである。

　　ア　千鳥町地区緑地管理業務
　　　　�除草工　１式、せん定工　１式、運搬・処分工　

１式
　　イ　千鳥町地区除草業務
　　　　�除草工　１式、せん定工　１式、運搬・処分工　

１式
　　ウ　大川・白石町地区緑地管理業務
　　　　�除草工　１式、せん定工　１式、防除工　１式、

伐採工　１式、運搬・処分工　１式
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」、企業規模「中小」で登録されて
いる者。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」種目「除草、せんてい等樹木管理」
で登録されている者。

　⑸�　１級造園施工管理技士又は２級造園施工管理技士
の免状を有する者を直接的かつ恒常的に雇用してい
ること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま
せん。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0869
　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1245－

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課
　　　電話番号　044－287－6014
　　　ＦＡＸ　　044－287－6038
　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp
　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑸を証する書類（技術検定合格証明書及

び健康保険被保険者証の写し等）
　　　※�健康保険被保険者証の写しを提出する場合には、

被保険者等記号・番号及び保険者番　号をマス
キング（黒塗り）して提出してください。

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書の縦覧
　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦
覧に供します（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午
前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。
５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様
書等の交付
　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付
　　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 次に
より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　　�　令和４年２月24日㈭午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時の間は除きます。）
　⑵　入札説明書及び仕様書等の交付
　　　�　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争

入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で
入札説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア　交付場所　
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時　
　　　　５⑴イに同じ
　　　�　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子
メールのアドレスを登録している場合は、令和４
年２月24日㈭までに競争入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付
します。

６　仕様に関する問い合わせ先等
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮午前９時から令和４年３月１
日㈫午後４時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月８日㈫までに、文書（ＦＡＸ又は電
子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、
虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　持参
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月14日㈪午前10時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東扇島38－１
　　　　川崎マリエン３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ
て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続き等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　　契約金額の10％とします。
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
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合は、免除します。
　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告第381号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　海底トンネル施設及び換気所等設備保守運転管理
業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区千鳥町９－９ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　海底トンネル通行車両の安全走行確保を図るため、
千鳥町換気所４階管制室を拠点とし、トンネル関係
各設備の運転操作・保守点検、防災設備及び受変電
設備を良好に維持するため、保守管理を行う。また、
海底トンネル換気所（千鳥町・東扇島）の各設備機
器を正常かつ良好に維持するため保守点検を行う。

　　　（業務委託項目）　
　　　・　�施設保守運転管理（照明・排水・送排風機・

ＣＯ計・受変電設備等の点検及び24時間運転
監視業務）

　　　・　�防災設備点検（消火栓ポンプ・泡消火栓・水
噴霧設備等）

　　　・　�受変電設備保守点検（高圧受変電設備・自家
発電設備・低圧配電設備）

　　　・　�換気所等設備保守点検（給水・エレベータ各
設備等）

　　　�　詳細については、「海底トンネル施設及び換気
所等設備保守運転管理業務委託仕様書」によりま
す。

２　一般競争入札参加資格
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電
気・機械設備保守点検」で登録されている者

　⑷�　千鳥町換気所４階監視室において、トンネル設備
を24時間常駐監視・運転操作を行えること。

　⑸�　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状を有
する者を配置できること。

　⑹�　巡監視員について、電気・機械の専門的知識を有
する者を配置できること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0869
　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階
　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課
　　　電話番号　044－287－6014
　　　ＦＡＸ　　044－287－6038
　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp
　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎
市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状を有することを証する書類
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書の縦覧
　　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において
縦覧に供します。

５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様
書等の交付
　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付
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　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､ 次によ
り競争入札参加資格確認通知書を交付します。
　　ア　交付場所
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時
　　�　令和４年２月24日㈭午前９時から午後５時まで
（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵　入札説明書及び仕様書等の交付
　　�　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入
札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札
説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア　交付場所　
　　　　３⑴に同じ
　　イ　交付日時　
　　　　５⑴イに同じ
　　　�　ただし、⑴及び⑵について、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子
メールのアドレスを登録している場合は、令和４
年２月24日㈭に入札参加資格確認通知書、入札説
明書及び仕様書等を電子メールにより送付します。

６　仕様に関する問い合わせ先等
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮午前９時から令和４年３月１
日㈫午後４時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月４日㈮までに、文書（ＦＡＸ又は電
子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を
したとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法　持参
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月10日㈭午前10時

　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東扇島38－１
　　　　川崎マリエン３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

９　契約の手続き等
　�　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　　契約金額の10％とします。
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契
約」に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第
８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎
市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報
かわさき」内の川崎市契約条例、川崎市契約規則、「特
定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を
御覧ください。
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　　　───────────────────
川崎市公告第382号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　�路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所産業廃棄物

収集運搬業務
　⑵　履行場所
　　　路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　産業廃棄物の収集運搬業務
　　　詳細は「入札説明書」によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ
れている者。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集」
で登録されていること。

　⑸�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条
第２号に規定する暴力団ではないこと。

　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認め
られないこと。

　⑺�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃
棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に金属く
ず、ガラスくず、廃プラスチック類が含まれている
こと。）を受けていること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、産業廃棄物収集運搬業許可
証の写し及び役員等氏名一覧表を提出しなければなり
ません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２
　　　川崎フロンティアビル９階
　　　�川崎市役所
　　　市民文化局市民生活部地域安全推進課
　　　担当：丸橋
　　　電話� 044-200-3839（直通）
　　　FAX� 044-200-3869
　　　電子メール　25tiiki@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで
の午前10時から正午まで及び午後１時から午後４時
までとします。ただし、土・日及び休日を除きます。

　⑶　提出方法　
　　　持参とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、川崎市業務委託有資格業者名簿に登
録した電子メールのアドレスに、一般競争入札参加資
格確認通知書を令和４年２月21日㈪午後５時までに送
付します。なお、電子メールアドレスを登録していな
い者には次により一般競争入札参加資格確認通知書を
交付します。
　⑴　日時
　　　令和４年２月21日㈪　午後１時から午後５時まで
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　上記３により、一般競争参加入札参加資格確認申
請書を提出した者に無償で入札説明書を交付します。

５　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月24日㈭午前10時から正午まで及び午
後１時から午後４時までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法　
　　　電子メールまたはFAXに限ります。
　　　電子メール　25tiiki＠city.kawasaki.jp
　　　FAX　044-200-3869
　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪に、全社あてに文書（電子メ
ールまたはFAX）で送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
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とき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は廃棄物の収集運搬の単価（税抜き）で行

ないます。また、この金額には委託業務実施に際
して必要となる各種工事・設定・手続き等に係る
一切の費用を含むものとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封
入して持参してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月４日㈮　午前11時
　　イ　入札場所　川崎市川崎区駅前本町11－２
　　　　　　　　　川崎フロンティアビル９階
　　　　　　　　　市民文化局会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金　
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格な場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続き等
　�　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ
とができます。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書、役員等氏
名一覧表及び５⑶の質問書の様式は、川崎市のホー
ムページの「入札情報かわさき」において、本件の
公表情報詳細のページからダウンロードできます。

　　　───────────────────
川崎市公告第383号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所一般廃棄物
収集運搬業務

　⑵　履行場所
　　　路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　一般廃棄物の収集運搬業務
　　　詳細は「入札説明書」によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ
れている者。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「廃棄物関連業務」、種目「一般廃棄物収集」
で登録されていること。

　⑸�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条
第２号に規定する暴力団ではないこと。

　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認め
られないこと。
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　⑺�　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている
こと。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、一般廃棄物収集運搬業許可
証の写し及び役員等氏名一覧表を提出しなければなり
ません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-0007
　　　川崎市川崎区駅前本町11－２
　　　川崎フロンティアビル９階
　　　川崎市役所
　　　市民文化局市民生活部地域安全推進課
　　　担当：丸橋
　　　電話� 044-200-3839（直通）
　　　FAX� 044-200-3869
　　　電子メール　25tiiki@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月18日㈮まで

の午前10時から正午まで及び午後１時から午後４時
までとします。ただし、土・日及び休日を除きます。

　⑶　提出方法　
　　　持参とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、川崎市業務委託有資格業者名簿に登
録した電子メールのアドレスに、一般競争入札参加資
格確認通知書を令和４年２月21日㈪午後５時までに送
付します。なお、電子メールアドレスを登録していな
い者には次により一般競争入札参加資格確認通知書を
交付します。
　⑴　日時
　　　令和４年２月21日㈪　午後１時から午後５時まで
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　上記３により、一般競争参加入札参加資格確認申
請書を提出した者に無償で入札説明書を交付します。
また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期
間で縦覧に供します。

５　仕様に関する問い合わせ先
　⑴　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月24日㈭午前10時から正午まで及び午
後１時から午後４時までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法　
　　　電子メールまたはFAXに限ります。
　　　電子メール　25tiiki＠city.kawasaki.jp
　　　FAX　044-200-3869
　⑸　回答方法
　　�　令和４年２月28日㈪に、全社あてに文書（電子メ
ールまたはFAX）で送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は廃棄物の収集運搬の単価（税抜き）で行

ないます。また、この金額には委託業務実施に際
して必要となる各種工事・設定・手続き等に係る
一切の費用を含むものとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封
入して持参してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月４日㈮　午前10時
　　イ　入札場所　川崎市川崎区駅前本町11－２
　　　　　　　　　川崎フロンティアビル９階
　　　　　　　　　市民文化局会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金　
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続き等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
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　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ
とができます。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書、役員等氏
名一覧表及び５⑶の質問書の様式は、川崎市のホー
ムページの「入札情報かわさき」において、本件の
公表情報詳細のページからダウンロードできます。

　　　───────────────────
川崎市公告第384号　
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項　
　⑴　件名　
　　�　令和３年度　臨海部企業によるケミカルリサイク
ル拡大に向けた廃プラスチック動向等の基礎調査委
託

　⑵　履行場所　
　　　川崎市内ほか
　⑶　履行期間　
　　　契約締結日から令和４年３月31日まで　
　⑷　委託概要
　　�　プラスチックのケミカルリサイクルの動向等を把
握し、今後の拡大策等の検討を行うもの。

２　一般競争入札参加資格　
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たしていなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。　

　⑵�　令和３・４年度川崎市「業務委託有資格業者名簿」
の業種「調査・測定」、種目「その他調査測定」に
登録されていること。　

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。　
　⑷�　平成31年４月１日以降から令和４年２月１日まで
の間に、政令指定都市等の自治体、又は環境省、経
済産業省等の官庁が行うプラスチックリサイクルに
関する実証事業に関する調査、支援業務を行った契
約実績が１件以上あること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及
び問い合わせ先
　�　入札に参加を希望する者は、次により所定の一般競
争入札参加資格確認申請書及び上記２⑷に示す契約実
績を確認できる書類（契約書等の写し）を提出しなけ
ればなりません。
　⑴　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布場所　
　　�　入札情報かわさき「入札公表一覧」（http://
keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/servlet/p）の当該件
名の入札ページからダウンロードすることができま
す。ダウンロードできない場合は下記⑶の場所で下
記⑵の期間に配布します。

　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月15日㈫まで
とします（９時から12時まで及び13時から17時まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）。　

　⑶　提出場所及び問い合わせ先　
　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部
　　　電話　044－200－0856　
　⑷　提出方法　
　　�　郵送又は持参（いずれの場合も、令和４年２月15
日㈫17時までに川崎市臨海部国際戦略本部臨海部事
業推進部に到着する必要があります。）　

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のう
ち参加資格があると認められた者には、令和３・４年
度川崎市業務委託有資格業者名簿に登録された電子メ
ールのアドレスに令和４年２月17日㈭に送付します。　
５　仕様書等の配布及び質問受付
　⑴　仕様書等の配布場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　配布期間
　　　上記３⑵に同じ
　⑶　仕様書等に関する質問受付
　　�　質問は指定の「質問書」様式に記入し、電子メー
ルで送付してください。

　　ア　質問書の配布場所
　　　　上記３⑴に同じ
　　イ　質問受付期間　
　　　　上記３⑵に同じ
　　ウ　質問書提出方法
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　　　�　電子メールで受け付けます。件名を「ケミカル
リサイクル調査委託質問」とし、59jigyo@city.
kawasaki.jp（川崎市臨海部国際戦略本部臨海部
事業　推進部）あてに質問書（印不要、ワードフ
ァイルのまま）を送付ください。

　　エ　質問回答
　　　�　回答は令和４年２月17日㈭までに、一般競争入

札参加資格確認申請書等を提出した者全ての上記
４の電子メールアドレスに送付します。　

６　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。　

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載　をしたとき。　

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス
提供及びサービスの導入に際して必要となる各種
作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま
す。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10パーセント）を加算した金
額をもって契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札・開札の日時　　�令和４年２月22日㈫10時

00分
　　イ　入札・開札の場所　　�川崎市役所第３庁舎10階
　　　　　　　　　　　　　　�（臨海部国際戦略本部会

議室）
　⑶　入札書の提出方法　
　　�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札
件名が記載された封書に封印し、提出してください。
なお、郵送は認められません。　

　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。　
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、その者の入
札価格が著しく低価格であるときは、調査を行うこ
とがあります。

　　�　なお、最低の価格をもって有効な入札を行った者
が２者以上あるときは、当該者のくじ引きによって
落札者を定めます。この場合において、当該入札参

加者は、くじを引くことを辞退することはできませ
ん。

　⑹　開札に立ち会う者に関する事項
　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし
ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関
する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を
した書類を事前に提出しなければなりません。

　⑺　再度入札の実施
　　�　開札日に予定価格の制限の範囲内の入札書を提出
した者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、「川崎市競争入札参加者心得」第７条の規
定により無効とされたものは除きます。なお、開札
に立ち会わない者は再度入札に参加の意志が無いも
のとみなします。

　⑻　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札、及び
川崎市競争入札参加者　心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。　

８　契約の手続き等　
　⑴　契約保証金　
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。
　⑵　契約書の作成　
　　ア　契約書を作成することを要します。　
　　イ�　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。　
　⑶　契約規則等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市ホームページの「入札情報」（http://www.
city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係
規程」から閲覧することができます。　

９　その他　
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎　市競争入札参加者心得の定
めるところによります。　

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。　

　⑶�　入札は所定の入札書をもって行います。　
　⑷�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代
理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立
ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会
いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を
提出してください。また、一般競争入札参加資格確
認通知書を必ず持参してください。　

　⑸�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
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者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者は除きます。　

　⑹�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑶に同じ
です。　

　　　───────────────────
川崎市公告第385号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　川崎市生活保護電子レセプト（診療報酬明細書）
内容点検等業務委託

　⑵　履行場所
　　�　健康福祉局生活保護・自立支援室及び受託者執務
室

　⑶　履行期間
　　　�令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　�　電子レセプト（診療報酬明細書）の機械による内
容点検及び再審査申出

　　　詳細は「委託仕様書」によります。
２　競争入札参加について
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴　�川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に該当しないこと。
　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」で登載さ
れていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷　確実に業務完了に至ること。
　⑸�　この委託契約について、本市又は他官公庁におい
て類似の契約実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　⑴�　この入札に参加を希望するものは、次の書類を提
出しなければなりません。

　　ア　競争入札参加申込書
　　イ　具体的な契約実績を証する書類
　⑵　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区東田町８　パレール三井ビル13階
　　　川崎市健康福祉局　生活保護・自立支援室
　　　担当　　横澤
　　　電話� 044－200－2645
　　　FAX� 044－200－3929
　　　E-mail� 40hogo@city.kawasaki.jp

　⑶　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
とします。（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日
午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５
時15分まで）

　⑷　提出方法
　　�　持参もしくは、事前に電話等で連絡の上郵送によ
る提出（郵送の場合、令和４年２月17日㈭午後５時
15分までに健康福祉局生活保護・自立支援室に到着
していないものについては無効とします）

４　一般競争参加資格確認通知書の交付
　�　３により、競争入札参加申込書を提出し、一般競争
入札参加資格があると認めた者には、一般競争入札参
加資格確認通知書を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動
的に電子メールで配信されます。
　�　また、電子メールのアドレスを登録していない場合
は、直接受取りに来るようお願いします。
　⑴　場　　所�
　　　３⑵に同じ
　⑵　日　　時
　　　令和４年２月21日㈪
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時15分まで

　⑶　そ　の　他�
　　�　入札説明書及び仕様書は３⑵の場所において、３
⑶の期間、縦覧に供します。また、インターネット
からダウンロードできます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま
す）。

　　�　なお、インターネットから入手できない者には、
申し出により無償で入札説明書を交付します。

５　仕様に関する問い合わせ先
　　３⑵に同じ
　�　仕様に関する質問は、令和４年２月21日㈪から令和
４年２月28日㈪まで、入札説明書に添付の質問書にて
受付けます。また、FAX・メールで質問する場合は、
質問書を送信した旨を担当まで御連絡ください。（土
曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午前８時30分から
正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）
　�　なお、回答については令和４年３月４日㈮に、全社
にFAXもしくはメールにて送付します。
６　競争参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
加資格を喪失します。
７　入札の手続等
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　⑴　入札方法
　　ア�　委託契約総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス
提供及びサービス導入に際して必要となる各種作
業等に係る一切の費用を含め見積もるものとしま
す。

　　イ�　契約金額は、入札書に記載された金額に100分
の10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加
算した金額となりますので、入札者は見積もった
契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札
書に記載してください。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札件
名を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書
（任意様式）を封印して提出してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　　令和４年３月11日㈮午前11時
　　イ　場所　　川崎市川崎区東田町８
　　　　　　　　パレール三井ビル13階
　　　　　　　　川崎市健康福祉局
　　　　　　　　生活保護・自立支援室　会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　�　今般の新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑
み、郵送による提出とします。

　　�　（令和４年３月７日㈪受付開始、令和４年３月11
日㈮午前11時受付締切。当該時刻までに健康福祉局
生活保護・自立支援室に入札書が到着していない場
合は、辞退したものとみなします）

　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は（「入札情報かわさき」の「契約関係規定」）で閲

覧できます。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

９　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　関連情報を入手するための窓口　　３⑵に同じ
　⑶�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定
めるところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第386号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�堤根処理センター煙突設備点検清掃

業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区堤根52番地
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３

月31日㈮まで
　⑷　業務概要　　�堤根処理センターに設置されている

煙突設備の機能を正常に維持するた
めに必要な点検清掃を実施するもの
である。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」
に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
同種の煙突設備点検清掃業務の契約実績を有するこ
と。ただし民間実績については、同等の契約実績を
有すること。

　⑸�　煙突設備点検清掃業務委託に必要な資格を有して
いる人員を配置できること。

　　�　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。
　　ア　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者
　　イ　ゴンドラ取扱業務特別教育修了者
　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
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こと。
３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ
い。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　森田
　　　電話　044－200－2587（直通）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭
　　�　９時から17時まで（土、日曜日、祝日及び12時か
ら13時の間は除く。）

　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の資格証の写し
　　ウ�　上位２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年２月24日㈭に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年２月24日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭から令和４年２月28日㈪
　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月４日㈮
　　�　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月８日㈫９時40分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑷　入札書の提出方法　持参
　　　　　　　　　　　　（持参以外は無効とします。）
　⑸　入札保証金　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価
格をもって有効な入札を行っ
た者を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直ち
に再入札を行います。（開札
に立ち会わない者は、再入札
に参加の意思がないものとみ
なします。）

　⑻　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で
無効と定める入札は、これを
無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、入札情報かわさき（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「契約関係規定」から閲
覧できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1256－

す。
　⑶�　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第387号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年　２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�堤根処理センター煙道設備等点検清

掃業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市川崎区堤根52番地
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３

月31日㈮まで
　⑷　業務概要　　�堤根処理センターの焼却炉内の煙道

及び集じん器設備等の機能を正常に
維持するために必要な点検清掃を実
施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」
に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
同種の煙道設備等点検清掃業務の契約実績を有する
こと。ただし民間実績については、同等の契約実績
を有すること。

　⑸�　煙道設備等点検清掃業務委託に必要な資格を有し
ている人員を配置できること。

　　�　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。
　　ア　足場の組立等作業主任者
　　イ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
　　ウ　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者
　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　森田
　　　電話　044－200－2587（直通）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭９時
から17時まで

　　　（土、日曜日、祝日及び12時から13時の間は除く。）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の資格証の写し
　　ウ�　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を令和４年２月24日㈭までに交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年２月24日㈭に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年２月24日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭から令和４年２月28日㈪
　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月４日㈮
　　�　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。
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６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月８日㈫９時10分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑷　入札書の提出方法　�持参
　　　　　　　　　　　　（持参以外は無効とします。）
　⑸　入札保証金　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価
格をもって有効な入札を行っ
た者を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直ち
に再入札を行います。（開札
に立ち会わない者は、再入札
に参加の意思がないものとみ
なします。）

　⑻　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で
無効と定める入札は、これを
無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　要（10％）
　　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合は免
除といたします。

　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、入札情報かわさき（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「契約関係規定」から閲
覧できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第
８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎
市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報
かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、
「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引
き」をご覧ください。

　　　───────────────────
川崎市公告第388号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�使用済み乾電池運搬及び処理業務委

託
　⑵　履行場所　　�川崎市川崎区浮島町509番地１ほか

２か所
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３

月31日㈮まで
　⑷　業務概要　　�本業務は、本市で回収された使用済

み乾電池を、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律に従い、本市が指定す
る保管場所から受託者の処理施設ま
で運搬し、無害化処理及び再資源化
を図り適正に処理するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「廃棄物関連業務」に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
廃蛍光管の運搬・処理業務の契約実績を有すること。
ただし、民間実績については、同等の契約実績を有
すること。

　⑸�　一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。
　⑹�　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や
協力会社等資本関係がある業者で運搬が可能である
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及
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び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷⑸に関する書類を提出してく
ださい。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　森田
　　　電話　044－200－2587（直通）
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭９時
から17時まで

　　�　（土曜日、日曜日、祝日及び12時から13時の間は
除く。）

　⑶　提出方法　　�持参又は郵送。ただし、郵送の場合
は申込書の提出締切日までに届くこ
ととし、不備がないこと。

　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の許可証の写し
　　ウ�　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を令和４年２月24日㈭までに交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい
ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年２月24日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年２月24日㈭から令和４年２月28日㈪
　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月４日㈮
　　�　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月８日㈫10時45分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎16階環境

局　環境局会議室
　⑷　入札書の提出方法　�原則持参とする。ただし、や

むを得ない場合に限り郵送で
の提出を可とする（７⑵の前
日までに届かない場合及び入
札書の不備は無効とする）。

　⑸　入札保証金　　　　�免除
　⑹　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格
の範囲内で、最低の価格をも
って有効な入札を行った者を
落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直ち
に再入札を行います。

　⑻　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で
無効と定める入札は、これを
無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　要（10％）
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除
といたします。

　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、入札情報かわさき（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/）の「契約関係規定」から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
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るところによります。
　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第389号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の
規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　一戸建ての住宅
　　　　　　　　　　　　　　　　
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和３年８月５日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第38号
　　　───────────────────
川崎市公告第390号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度日本民家園消防用設備等保守点検業務
　⑵　履行場所
　　　川崎市多摩区枡形７－１－１
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日
　⑷　委託概要
　　�　本民家園全域に設置されている消防用設備（各機
器・集中管理システム等）の維持管理・点検業務。

２　入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「施設維持管理」種目「消火
設備保守点検」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でない者であること。

　⑷�　本市又は他の官公庁において過去５年間に類似業
務（文化財もしくは、文化財に準じる寺院等木造建
築物に設置された差動式分布型感知器を含む消火設
備点検業務または設置工事）の契約実績を有するこ
と。

　⑸�　能美防災社製R型自動火災報知設備の第１種火災
報知システム専門技術者が点検に携わることができ
ること。

　⑹　非常時の即時対応が可能な体制であること。
３　一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出
　�　入札に参加を希望する者は、次により審査申込みを
しなければなりません。
　⑴�　一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出
場所

　　　川崎市多摩区枡形７－１－１　日本民家園
　　　本館１階　券売受付
　　　電話　044－922－2181
　⑵　配付及び提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月16日㈬まで
の下記の時間

　　　午前９時30分～午後４時30分（休園日を除く。）
　⑶　提出書類
　　　・一般競争入札参加資格確認申請書
　　　・�上記に記載の類似契約実績を証明する書類（契

約書の写し）。
　⑷　提出方法
　　　持参に限ります。
４　一般競争入札参加確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
川崎市競争入札参加資格審査申請書記載の電子メール
アドレスへ令和４年２月21日㈪までに送付します。
　�　なお、確認通知書交付時に以下５に関連する所定の
様式類も送信します。
５　仕様・入札に関する問い合わせなど
　⑴　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月21日㈪から令和４年２月28日㈪午後
５時まで

　⑵　問い合わせ方法
　　�　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、Ｆ
ＡＸ　044-934-8652へ送信ください。

　⑶　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年３月４日㈮
午後５時までに、参加全社へ、電子メールにて送付
します。
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　⑷　入札を辞退する場合
　　�　一般競争入札参加確認通知書の交付を受けたもの
の、入札を辞退する場合は、所定の「辞退届」の様
式に必要事項を記入・捺印の上、日本民家園まで郵
送ください。

６　入札参加資格の喪失
　�　次の号のいずれかに該当するときは、入札参加資格
を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、
入札当日に必ず持参してください。

　　イ�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、
入札前に委任状を提出しなければなりません。入
札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してく
ださい。また、代表者本人の場合は名刺を持参し
てください。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は
認めません。

　　エ�　入札金額は、履行期間中の委託料の金額（税抜
き）を入札書に記載してください。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行います。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者
心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者は除きます。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月17日㈭午後２時
　　イ　入札場所　日本民家園　原家住宅２階
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低
価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無
効とします。

８　契約の手続き
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金　無
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入
札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第391号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度川崎市立高等学校校内ネッ

トワーク機器賃貸借契約
　⑵　履行場所　川崎市立川崎高等学校等４校
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和９年３月31

日まで
　⑷　概　　要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造
の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ
ース」に登載されていること。

　⑷�　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似
の契約実績を有すること。

３　一般競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
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参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　一般競争入札参加申込書等配布及び提出場所
　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　川崎市総合教育センター　３階
　　　情報・視聴覚センター
　　　電話　044－844－3658
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年２月10日㈭から令和４年２月17日㈭まで
　　�　午前８時30分から正午及び午後１時から５時まで
（祝日、土曜日及び日曜日を除く）

　⑶　提出方法
　　�　持参又は郵送に限ります。郵送の場合、上記３⑵
の期間内に必着とします。

　　�　申込書及び入札説明書は、インターネットからダ
ウンロードすることができます（「入札情報かわさ
き」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」の中
にあります。）。ダウンロードができない場合には、
上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。なお、
一般競争入札参加申込書に記載した実績を確認でき
る書類（契約書の写し等）を併せて持参してくださ
い。

　　�　（「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

４　仕様・入札に関する問合せ先
　⑴　問合せ場所　
　　　上記３⑴と同じ。
　⑵　問合せ期間
　　　令和４年２月22日㈫から令和４年２月25日㈮まで
　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ
スあて送付してください。なお、質問書を送付した
ときは、その旨担当まで御連絡ください。（祝日、
土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分から正午ま
で及び午後１時から午後５時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合は、令和４年３月３日㈭までに、
入札参加資格があると認められる者に対し、ＦＡＸ
または電子メールアドレスにて送付します。ただし、
入札参加資格があると認められる者以外からの質問
には回答いたしません。また、回答に関する再質問
は受け付けません。

５　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４
年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー
ルアドレスに令和４年２月22日㈫までに送付します。
　�　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない
場合は、令和４年２月22日㈫の午前８時30分から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴にて、
書類を交付します。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃
貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）
を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく
ださい。

　　�　なお、入札に際しては、川崎市競争入札参加者心
得第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額か
ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金
額を入札書に記載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月10日㈭午前９時30分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第２研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　⑵　入札保証金　　　免除
　⑶　開札の日時　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　７⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑺　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ
さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心
得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立
ち会わない者は除きます。

８　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入
札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日
は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま
た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な
お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参
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してください。
９　契約手続等
　�　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情
報 」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

10　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額
について減額又は削除があった場合は、この契約を
変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷　支払については、毎月払いとします。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第392号
　リサイクルパークあさお整備事業に係る事後調査報告
書（供用時その４）について
　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条
例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書
の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づき、
その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規則
（平成12年川崎市規則第106号）第39条で定める事項につ
いて次のとおり公告します。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　事後調査報告書について
１　事後調査実施者
　　所在地：川崎市川崎区宮本町１番地
　　名　称：川崎市
　　代表者：川崎市長　福田紀彦
２　指定開発行為の名称及び種類
　⑴　名称
　　　リサイクルパークあさお整備事業

　⑵　種類
　　　�都市計画法第４条第12項に規定する開発行為（第

２種行為）
　　　廃棄物処理施設の新設（第１種行為）
３　事後調査報告書の要旨
　第１章　指定開発行為の概要
　第２章　�条例環境影響評価書に掲げる事後調査計画の

概要
　第３章　事後調査（鳥類【動物】）
　第４章　事後調査（爬虫類調査【動物】）
　第５章　事後調査（両生類調査【動物】）
　第６章　事後調査（昆虫類調査【動物】）
　資料編
４　事後調査報告書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
　⑴　期間
　　　令和４年２月14日㈪から令和４年３月15日㈫まで
　⑵　場所
　　�　麻生区役所及び環境局環境対策部環境評価課（市
役所第３庁舎15階）

　　�　土曜日、日曜日及び祝日は除く。ただし、麻生区
役所では、第２・第４土曜日の午前８時30分から午
後０時30分も縦覧を行います。

　⑶　時間
　　　午前８時30分から午後５時まで
　　　───────────────────
川崎市公告第393号
　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し
ます。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型プロポーザルに付する事項
　⑴　件名
　　　川崎市立幸高等学校地域協働学習等支援業務委託
　⑵　業務内容
　　・令和４年度「幸探究」２学年「地域探究」の支援
　　・令和４年度「幸探究」２学年「自己探究」の支援
　　・�令和４年度「幸探究」に関するアドバイザリー・

コーディネート業務
　　・教員向け研修
　　・報告書の作成　等
　⑶　履行場所
　　　川崎市立幸高等学校
　⑷　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月31日㈮まで
　⑸　募集手続
　　　詳細は参加要領によります。
２　提案資格
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
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間中でないこと
　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
おいて、当該契約に対応するとして定めた業種・種
目（業種「その他業務」、種目「その他」）に登録さ
れている者

　⑷�　事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者
３　参加要領、仕様書の配布
　�　参加要領、仕様書については、次のホームページか
らダウンロードしてください。
　�　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000137267.
html
　※�同様のものを川崎市教育委員会事務局教育政策室で
お渡しすることも可能です。必要があればお越しく
ださい。

４　参加意向申出書、団体に関する確認書の提出等
　⑴　参加意向申出書、団体に関する確認書
　　�　プロポーザルに参加を希望される方は、参加意向
申出書（様式１）、団体に関する確認書（様式２）
を提出してください。

　　�　参加意向申出書（様式１）、団体に関する確認書（様
式２）については、次のホームページからダウンロ
ードしてください。

　�　https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000137267.
html
　　ア　提出期間：�令和４年２月14日㈪から令和４年２

月25日㈮まで
　　イ　提出場所：�川崎市教育委員会事務局教育政策室
　　　　　　　　　住所　�〒210－0004　川崎市川崎区

宮本町６番地
　　　　　　　　　電話　044－200－3068
　　ウ　提出方法：持参
　⑵　提案資格確認結果通知書の交付
　　�　参加意向申出書を提出した事業者には、当該業務
委託の提案資格の有無について、提案資格確認結果
通知書を競争入札参加資格審査申請時に登録してい
る電子メールアドレスへ送付いたします。

５　提案資格を有した事業者の企画提案書等の提出
　�　企画提案書等を次のとおり受け付けます。
　⑴　受付期間：�令和４年３月７日㈪から令和４年３月

14日㈪まで
　⑵　提出場所：川崎市教育委員会事務局教育政策室
　　　　　　　　住所　�〒210－0004　川崎市川崎区宮

本町６番地
　　　　　　　　電話　044－200－3068
　⑶　提出方法：持参
６　問い合わせ・連絡先

　　担当：川崎市教育委員会事務局教育政策室
　　住所：〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　電話：044－200－3068
　　ＦＡＸ：044－200－3950
　　電子メール：88seisaku@city.kawasaki.jp
７　その他
　　⑴提出された書類等は原則返却いたしません。
　⑵�　提出する書類の作成及び提出に要する経費は、応
募者の負担とします。

　⑶�　手続において使用する言語は日本語、通貨は日本
円とします。

　⑷　契約書の作成を要します。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第394号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の
規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
告します。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　
　　　　　　　　　　　　　　　ほか３筆
　　　　　　　　　　　　　　　　3,683平方メートル
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　特別養護老人ホーム
　　　　　　　　　　　　　　　計画戸数：１戸
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和２年11月９日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第77号
　　令和３年４月19日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第９号（変更）
　　令和３年11月９日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第77号（変更）
　　　───────────────────
川崎市公告第395号
　　　道路位置の指定について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1264－

築造主
住所・氏名

川崎市中原区上小田中一丁目６番38号
原　武文

道路位置の
地名・地番

川崎市中原区上小田中一丁目420番11の一
部、422番２の一部、422番４の一部、423
番２の一部、423番５の一部、424番２の
一部、424番６の一部、425番３の一部、
無地番地の一部

別図省略

幅　員
4.50メートル

延　長
66.55メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第212号
指定
年月日

令和４年
２月14日

　　　───────────────────
川崎市公告第396号
　　　道路位置の廃止について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の
規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

築造主
住所・氏名

大阪市天王寺区六万体町５番１号
株式会社クマシュー工務店
代表取締役　熊岡秀史

道路位置の
地名・地番

川崎市中原区小杉御殿町二丁目161番２
別図省略

幅　員
4.00メートル

延　長
38.67メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第609号
廃止
年月日

令和４年
２月14日

　　　───────────────────
川崎市公告第397号
　市内宿泊施設テレワーク利用促進事業運営業務委託の
業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次の
とおり公告します。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件　　名　�市内宿泊施設テレワーク利用促進事業

運営業務委託
　⑵　業務事項
　　ア　制度設計・事業計画策定
　　イ　利用可能宿泊施設募集・管理業務
　　ウ　利用者募集・広報業務
　　エ　補助金等精算業務
　　オ　問い合わせ等対応業務

　　カ　事業実施報告
　⑶　委託期間　契約日～令和４年９月15日
２　提案書の提出者の資格
　�　次に掲げる要件の全てを満たしていること。
　⑴�　宿泊施設の利用予約仲介に関するノウハウと実績
がある者

　⑵　法人格を有する者
　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
おいて、業務「27　旅行業」　種目「01　旅行業」
もしくは、業種「99　その他」　種目「99　その他」
に登録をされている者

　⑷�　会社更生法（平成14年法律第154号）の規定によ
る更生手続開始の申立てがなされていない者又は民
事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再
生手続開始の申立てがなされていない者

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者

　⑹�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でない者

　⑺�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの
ない者

　⑻�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

　⑼�　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税
及び地方消費税を滞納していない者

３　提案者を特定するための選定基準
　⑴　事業目的の理解度、実現性
　⑵　企画提案内容
　⑶　業務実施体制
　⑷　業務実績
　⑸　見積額の妥当性
４　担当部局
　　�川崎市経済労働局産業振興部観光プロモーション推
進課

　　�〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11- ２
川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044-200-2327　FAX　044-200-3920　
　　メールアドレス　28kankou@city.kawasaki.jp
５　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　令和４年２月14日㈪～２月18日㈮
　　　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く)
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年２月14日㈪～２月18日㈮（土

曜日及び日曜日を除く)
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　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　�持参又は郵送、もしくは電子メール
　　　　　　　　�（郵送の場合は、書留郵便等の配達記

録が残る方法に限る）
７　企画提案書の提出期限、場所及び方法
　⑴　提出期限　令和４年３月４日㈮
　⑵　提出場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書（７部)、見積書（１部)、

見積書の写し（７部）、業務実施体制（７
部)、会社概要（７部)

　⑷　提出方法　�持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵
便等の配達記録が残る方法に限る）

　　　　　　　　�持参による提出については、午前８時
30分から午後５時まで（正午から午後
１時を除く）とする。

　　　　　　　　�郵送による提出については、受付期間
開始前に到着した場合でも受付を行う。

８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４の担当部局と同じ
11　その他必要と認める事項

　⑴　業務規模概算額
　　　事業原資� 24,000,000円
　　　事務経費上限（税込）� 7,000,000円
　　　総事業費上限（税込）� 31,000,000円
　　　※�見積書の提出の際は、事業原資分及び事務経費

分を合わせた金額で計算してください。
　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
公募型企画提案参加者の負担とする。

　⑶　その他
　　ア�　企画提案審査会は令和４年３月10日㈭、審査結

果の発表は令和４年３月14日㈪を予定しています
　　イ�　詳細については、市内宿泊施設テレワーク利用

促進事業運営業務委託　公募型企画提案実施要領
兼仕様書を参照すること

　⑷�　本事業の実施には、令和４年第２回川崎市議会定
例会における、本事業実施に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第398号
　　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎区内道路維持（側溝・桝清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれてい
ること）を受けている者。
⑺　バキューム車を保有又は調達することが可能な者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・
契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎区内道路清掃委託

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に「汚泥」、「廃プラ
スチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が含まれていること）
を受けている者。
⑺　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有又は調達することが可能な者

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する
　特定業務委託契約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・
契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮前区内道路清掃委託

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月15日限り
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参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に「汚泥」、「廃プラ
スチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が含まれていること）
を受けている者。
⑺　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有又は調達することが可能な者。
⑻　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・
契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 宮前区内道路維持（側溝・桝清掃）委託

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれてい
ること）を受けている者。
⑺　バキューム車を保有又は調達することが可能な者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免
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契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 中原区内道路清掃委託

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に「汚泥」、「廃プラ
スチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が含まれていること）
を受けている者。
⑺　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有又は調達することが可能な者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・
契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生区内道路清掃委託

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格
⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に「汚泥」、「廃プラ
スチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が含まれていること）
を受けている者。
⑺　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有又は調達することが可能な者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・
契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生区内道路維持（側溝・桝清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれてい
ること）を受けている者。
⑺　バキューム車を保有又は調達することが可能な者。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 幸区内道路清掃委託

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ
れている者。
⑹�　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に「汚泥」、「廃プラ
スチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が含まれていること）
を受けている者。
⑺　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有又は調達することが可能な者。
⑻　主観評価項目の合計点が10点以上であること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月15日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。
　�詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・
契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

・�当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市公告第399号
　次の市営住宅跡地について、一般競争入札による売払
いを実施します。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　売買物件の概要
　⑴　売買物件　　　　　　　　別表のとおり
　⑵　予定価格（最低売却価格）別表のとおり
２　一般競争入札参加資格
　　次の⑴～⑽に該当しないこと。

　⑴�　地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の３
第１項の規定に該当する職員

　⑵�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167
条の４第１項の規定に該当する者

　⑶�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中である者

　⑸�　下記５の一般競争入札参加申込みに必要な書類を
提出しない者
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　⑹�　本入札案内書に定める事項及び法令等を遵守する
能力を有しない者

　⑺�　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号
に掲げる処分を受けている団体及び当該団体の役職
員又は構成員

　⑻�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第２条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団
経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団
員等と密接な関係を有すると認められる者

　⑼�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75号）第23条第１項又は第２項に規定する行為を
している者

　⑽�　⑺、⑻、⑼に掲げるものから委託を受けた者並び
に⑺、⑻、⑼に掲げるものの関係団体

３　　契約の条件
　⑴　禁止する用途
　　�　売買物件の所有権が川崎市から物件購入者（落札
者）へ移転した日から５年間は、売買物件（その上
の建物等を含む。）を「風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律」（昭和23年法律第122号）
第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規
定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業
並びに「川崎市暴力団排除条例」第２条第１号に規
定する暴力団、その他反社会的団体及びこれらの構
成員がその活動のために利用する等の公序良俗に反
することの用途としては利用できません。

　　�　なお、物件購入者（落札者）が、売買物件の「所
有権の移転等」をする場合においても、新たに権利
を取得する方（以下「新権利者」という。）に、こ
の「契約の条件」を承継しなければなりません。売
買物件の「所有権の移転等」をする際には、必ず売
買契約書等にこの「契約の条件」について明記し、
新権利者に対して、十分な説明をしなければなりま
せん。

　　�　（「所有権の移転等」とは、土地について売買、贈
与、交換、出資等による所有権の移転並びに地上権、
質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及
び収益を目的とする権利の設定をいいます。なお、
抵当権の設定は含みません。）

　⑵　実地調査
　　�　上記⑴の履行を確認するため、川崎市が土地の利
用状況等についての実地調査を行う際には、物件購
入者（落札者）及び新権利者は必ず協力しなければ
なりません。

　⑶　違約金
　　�　上記⑴の条件に違反した場合には、売買代金の
100分の30に相当する額を違約金として川崎市に支

払っていただきます。
４�　一般競争入札による市営住宅跡地売払いの案内書
（入札参加申込書を含む）の配布
　�　入札に参加を希望する者には、次により「一般競争
入札による市営住宅跡地売払いの案内書」（以下「入
札案内書」という。）を配布します。
　⑴　配布場所　　�川崎市まちづくり局住宅政策部市営

住宅管理課（明治安田生命川崎ビル
６階）

　　　　　　　　　〒210－8577
　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　　　　　　電話　044－200－2951（直通）
　⑵　配布期間　　�令和４年２月15日㈫から令和４年３

月２日㈬まで
　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～午後５時（正午～午

後１時を除く。）
５　入札参加申込書等の提出
　�　入札に参加を希望する者は、次により上記４の入札
案内書に記載されている申込みに必要な書類を提出し
なければなりません。
　⑴　提出場所　上記４⑴に同じ
　⑵　提出期間　�令和４年２月24日㈭から令和４年３月

２日㈬まで
　　　　　　　　�午前９時～午後４時（正午～午後１時

を除く。）
　⑶　提出方法　持参又は書留郵便
６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、入
札日時点において上記２の各号のいずれかに該当して
いたときは、当該一般競争入札参加資格を喪失します。
７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア　入札書の提出日時　�令和４年３月16日㈬
　　　　　　　　　　　　　午前11時
　　イ　入札書の提出場所　�川崎市役所第３庁舎12階　
　　　　　　　　　　　　　会議室
　　　　　　　　　　　　　�川崎市川崎区東田町５番地

４
　⑵　入札保証金　　　　　�地方自治法施行令第167条

の７第１項に規定する入札
保証金（以下「入札保証金」
という。）の納付額は、別
表のとおりです。

　⑶　開札の日時　　　　　上記⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　　　上記⑴イに同じ
８　落札者の決定等
　⑴　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規
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定に基づいて決定した予定
価格書の価格（最低売却価
格）以上の価格をもって有
効な入札を行った者のうち
最高の価格をもって入札を
行った者を落札者とします。

　⑵　入札の無効　　　　　�入札案内書及び川崎市競争
入札参加者心得で無効と定
める入札は、これを無効と
します。

９　契約の手続等
　⑴　契約条項　　　　　　�上記４で配布する「入札案

内書」に記載してあります。
　⑵　契約書作成の要否　　要
　⑶　契約保証金　　　　　�地方自治法施行令第167条

の16第１項に規定する契約
保証金の納付額は、契約金
額の10分の１以上（円未満
切上げ）とします。　

　⑷　売買契約の締結期限　令和４年３月31日㈭
　⑸　契約の締結　　　　　�落札者が令和４年３月31日

㈭までに契約を締結しない
場合は、落札は無効となり、
上記７⑵の入札保証金は、
地方自治法第234条第４項
の規定に基づき、川崎市に
帰属します。

　⑹　売買代金の支払方法
　　　次のア又はイのいずれかの方法によります。
　　ア�　売買契約の締結期限（令和４年３月31日㈭）ま

でに売買代金の全額を納入する方法
　　イ�　売買契約の締結期限（令和４年３月31日㈭）ま

でに売買代金の10分の１以上の契約保証金を納付
し、その後、売買代金の納期限（令和４年４月27
日㈬）までに売買代金の残金（売買代金と契約保
証金との差額をいう。）を納入する方法

10　その他
　⑴�　事情により予告なく入札の中止や内容を変更する
場合があります。

　⑵　詳細は「入札案内書」によります。
　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、上記４⑴に同
じです。

（別表）

物件
番号

所在（地番）
（住居表示）

地目
実測
面積
（㎡）

建ぺい率
容積率
（％）

最低
売却
価格

（万円）

入札
保証金
納付額
（万円）

１
幸区小倉４丁目1310
番５
（幸区小倉４丁目８）

宅地 46.78 60200 847 17

　　　───────────────────
川崎市公告第400号
　　　入　　札　　公　　告
　�　業務委託契約に関する一般競争入札について次のと
おり公告します。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市学校給食センター産業廃棄物
（焼却処分廃プラスチック類）収集運搬業務委託

　⑵　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑶　概要
　　�　川崎市学校給食センターから排出される、食材が
付着しリサイクルを行うことができない廃プラスチ
ックを収集し、川崎市指定の処理場まで運搬する業
務を委託する。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種
目「産業廃棄物収集」で登載されていること。

　⑶�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川崎
市（神奈川県）の産業廃棄物収集運搬業許可証を有
していること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　仕様書等の閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町

６番地
　　　　　　　　　明治安田生命ビル10階
　　　　　　　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推

進室〔中学校給食〕　　今井担当
　　イ　閲覧期間　�令和４年２月15日㈫～令和４年２月

21日㈪
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時00分
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　⑵　インターネットでの閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�川崎市教育委員会ホームページ「学

校教育・学校施設＞学校給食＞川崎
市の学校給食」の「令和４年度川崎
市学校給食センター産業廃棄物（焼
却処分廃プラスチック類）収集運搬
業務委託受託事業者募集について」
（アドレスhttps://www.city.kawasaki.
jp/880/page/0000136881.html）

　　イ　閲覧期間　�令和４年２月15日㈫～令和４年２月
21日㈪

４�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書を提出しなければなりません。
　�　また、提出された競争参加申込書等を審査した結果、
当該業務の入札に参加することが認められた者に限り、
入札に参加することができます。
　⑴　配布、提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル10階
　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室
　　　〔中学校給食〕：今井担当
　　　電　話：044－200－0359（直通）
　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
さい。）

　　�　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと
おり、インターネットからダウンロードすることが
できます。

　⑵　提出期間
　　　上記３⑴イに同じ。
　⑶　提出書類
　　ア　競争参加申込書
　　　�　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき
ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に
配布します。

　　イ�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川
崎市（神奈川県）の産業廃棄物収集運搬業許可証
の写し

　　　�　許可証の更新手続中にあっては、許可の更新が
受理され、その効力を有することを証明する書類
の写しを提出してください。

　⑷　提出方法
　　�　持参または書留郵便とします。ただし、書留郵便
による場合の提出期限は、令和４年２月21日㈪とし

ます。
　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。
　　ウ�　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。
５　資料の縦覧
　�　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。
６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込
書等を提出し、当該業務の入札に参加することが認め
られた者に令和４年２月25日㈮までに、令和３・４年
度「業務委託有資格業者名簿」に登録している電子メ
ールアドレスあてにメールにて送信します。
７　仕様に関する問合せ先　
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。なお、仕様書の内容以外についての質問
は受け付けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込みを済
ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回
答しませんので御注意ください。

　　ア　問合せ先　
　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事

項を記入し、上記４⑴宛に持参又は電子メールの
送信をしてください。電子メールで質問する場合
は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くださ
い。電話・ＦＡＸによる問合せは一切応じません。

　　　�　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、インタ
ーネットからダウンロードすることができます。

　　イ　質問受付期間　
　　　　令和４年２月28日㈪～令和４年３月２日㈬
　　　　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）
　　　　�午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時

00分
　⑵　回答　
　　ア　回答予定日　令和４年３月４日㈮まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイル
にし、競争入札参加資格があると認められた入札
参加者に対して電子メールを送信します。質問が
なかった場合には、連絡はいたしません。なお、
回答後に再質問は受け付けません。

８　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
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きません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。　

　⑵�　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申
請をしたとき。

９　入札の手続等　
　⑴　入札、開札の場所及び日時　
　　ア　日時　令和４年３月15日㈫午前９時45分　
　　イ　場所　�川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　　　　明治安田生命ビル４階
　　　　　　　教育委員会事務局第２会議室
　　ウ�　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状

況によっては書留郵便による郵送での取り扱いと
する場合があります。その場合、入札の参加を認
められた者に別途連絡いたします。

　⑵　入札の方法、金額等　
　　ア�　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の
代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押
印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で
す。また、入札書には、住所、商号又は名称、代
表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に
使用した印鑑による押印及び封印をしてくださ
い。　

　　イ�　入札は、１ｋｇあたりの単価（税抜き）を入札
金額として行います。なお、この金額には契約期
間内の業務に際して必要となる費用、各種書類作
成作業等に係る一切の費用を含め見積るものとし
ます。また、予定数量はあくまで予定であり、当
該数量を保証するものではありません。

　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも関わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。　

　⑷　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札をした者を落札者とします。　

　⑸　入札の無効　
　　�　この公表に定めるもののほか、入札に参加する資

格のない者が行った入札及び「川崎市競争入札参加
者心得｣ 第７条に該当する入札は無効とします。　

　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし
ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関
する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を
受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり
ません。　

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。　

　⑺　再度入札の実施　
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。

10　契約手続き等　
　⑴　契約保証金　
　　�　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除
します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも関わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要とします。　
　⑶　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約
関係規定において閲覧することができます。　

11　その他　
　⑴�　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定
めるところによります。　

　⑵�　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑶　その他問合せ窓口は４⑴に同じです。
　⑷　排出量の推移は以下のとおりです。
排出量
（実績）

平成31年度 令和２年度 令和３年度

単位：ｋｇ 14,850 14,220 11,450
　　　※�令和３年度は４月から12月分までの実績です。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
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会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第401号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市学校給食センター産業廃棄物
（廃プラスチック類）収集運搬業務委託

　⑵　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑶　概要
　　�　川崎市学校給食センターから排出される、リサイ
クル可能な廃プラスチックを収集し、川崎市指定の
処理場まで運搬する業務を委託する。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種
目「産業廃棄物収集」で登載されていること。

　⑶�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川崎
市（神奈川県）の産業廃棄物収集運搬業許可証を有
していること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　仕様書等の閲覧
　�　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町

６番地
　　　　　　　　　明治安田生命ビル10階
　　　　　　　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推

進室〔中学校給食〕　　今井担当
　　イ　閲覧期間　�令和４年２月15日㈫～令和４年２月

21日㈪
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時00分
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�川崎市教育委員会ホームページ「学

校教育・学校施設＞学校給食＞川崎
市の学校給食」の「令和４年度川崎
市学校給食センター産業廃棄物（廃
プラスチック類）収集運搬業務委託
受託事業者募集について」

　　　　　　　　　�（アドレスhttps://www.city.kawasaki.
jp/880/page/0000136883.html）

　　イ　閲覧期間　�令和４年２月15日㈫～令和４年２月
21日㈪

４�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書を提出しなければなりません。また、提出さ
れた競争参加申込書等を審査した結果、当該業務の入
札に参加することが認められた者に限り、入札に参加
することができます。
　⑴　配布、提出場所及び問い合わせ先
　　　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル10階
　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推進室〔中学校

給食〕：今井担当
　　　電　話：044－200－0359（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－1810
　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
さい。）

　　�　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと
おり、インターネットからダウンロードすることが
できます。

　⑵　提出期間
　　　上記３⑴イに同じ。
　⑶　提出書類
　　ア　競争参加申込書
　　　�　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき
ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に
配布します。

　　イ�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川
崎市（神奈川県）の産業廃棄物収集運搬業許可証
の写し

　　　�　許可証の更新手続中にあっては、許可の更新が
受理され、その効力を有することを証明する書類
の写しを提出してください。

　⑷　提出方法
　　�　持参または書留郵便とします。ただし、書留郵便
による場合の提出期限は、令和４年２月21日㈪必着
とします。
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　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。
　　ウ�　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。
５　資料の縦覧
　　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。
６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込
書等を提出し、当該業務の入札に参加することが認め
られた者に令和４年２月25日㈮までに、令和３・４年
度「業務委託有資格業者名簿」に登録している電子メ
ールアドレスあてにメールにて送信します。
７　仕様に関する問合せ先　
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。なお、仕様書の内容以外についての質問
は受け付けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込みを済
ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回
答しませんので御注意ください。

　　ア　問合せ先　
　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事

項を記入し、上記４⑴宛に持参又は電子メールの
送信をしてください。電子メールで質問する場合
は、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くださ
い。電話・ＦＡＸによる問合せは一切応じません。

　　　�　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、インタ
ーネットからダウンロードすることができます。

　　イ　質問受付期間　
　　　　令和４年２月28日㈪～令和４年３月２日㈬
　　　　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）
　　　　�午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時

00分
　⑵　回答　
　　ア　回答予定日　令和４年３月４日㈮まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイル
にし、競争入札参加資格があると認められた入札
参加者に対して電子メールを送信します。質問が
なかった場合には、連絡はいたしません。なお、
回答後に再質問は受け付けません。

８　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
きません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。　

　⑵�　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申
請をしたとき。

９　入札の手続等　
　⑴　入札、開札の場所及び日時　
　　ア　日時　令和４年３月15日㈫午前10時30分　
　　イ　場所　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　　　　明治安田生命ビル４階
　　　　　　　教育委員会事務局第２会議室
　　ウ�　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状

況によっては書留郵便による郵送での取り扱いと
する場合があります。その場合、入札の参加を認
められた者に別途連絡いたします。　

　⑵　入札の方法、金額等　
　　ア�　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の
代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押
印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で
す。また、入札書には、住所、商号又は名称、代
表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に
使用した印鑑による押印及び封印をしてくださ
い。　

　　イ�　入札は、１袋あたりの単価（税抜き）を入札金
額として行います。なお、この金額には契約期間
内の業務に際して必要となる費用、各種書類作成
作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま
す。また、予定数量はあくまで予定であり、当該
数量を保証するものではありません。

　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも関わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。　

　⑷　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札をした者を落札者とします。　

　⑸　入札の無効　
　　�　この公表に定めるもののほか、入札に参加する資
格のない者が行った入札及び「川崎市競争入札参加
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者心得｣ 第７条に該当する入札は無効とします。　
　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし
ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関
する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を
受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり
ません。　

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。　

　⑺　再度入札の実施　
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。

10　契約手続き等　
　⑴　契約保証金　
　　�　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除
します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも関わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要とします。　
　⑶　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約
関係規定において閲覧することができます。

11　その他　
　⑴�　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定
めるところによります。　

　⑵�　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑶　その他問合せ窓口は４⑴に同じです。
　⑷　排出量の推移は以下のとおりです。
排出量
（実績）

平成31年度 令和２年度 令和３年度

単位：袋 482 737 380
単位：Kg 710 1080 780

※令和３年度の排出量は、４月から12月分です。
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告第402号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月15日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度学校給食残さ収集運搬業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市立川崎小学校ほか37箇所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　概要
　　�　生ごみリサイクルを推進するため、各学校やセン
ターから排出される給食残さについて収集し、資源
化施設まで運搬する業務を委託する。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種
目「一般廃棄物収集運搬業」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川崎
市及び大田区の一般廃棄物収集運搬業許可証を有し
ていること。

３　仕様書等の閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町

６番地
　　　　　　　　　明治安田生命川崎ビル10階
　　　　　　　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推

進室〔学校給食〕千葉・今井担当
　　イ　閲覧期間　�令和４年２月15日㈫～令和４年２月

21日㈪
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時00分
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
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　　ア　閲覧場所　�川崎市教育委員会ホームページ「そ
の他」の「令和４年度学校給食残さ
収集運搬業務委託受託事業者募集に
ついて」（アドレス　https://www.city.
kawasaki.jp/880/page/0000124422.
html）

　　イ　閲覧期間　�令和４年２月15日㈫～令和４年２月
21日㈪

４�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書を提出しなければなりません。
　�　また、提出された競争参加申込書等を審査した結果、
当該業務の入札に参加することが認められた者に限り、
入札に参加することができます。
　⑴　配布、提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル10階
　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推進室〔学校給

食〕千葉・今井担当
　　　電　話：044－200－3299・0359（直通）
　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
さい。）

　　�　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと
おり、インターネットからダウンロードすることが
できます。

　⑵　提出期間
　　�　上記３⑴イに同じ。ただし、書留郵便による場合
は、令和４年２月21日㈪まで必着とします。

　⑶　提出書類
　　ア　競争参加申込書
　　　�　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき
ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に
配布します。

　　イ�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川
崎市及び大田区の一般廃棄物収集運搬業許可証の
写し

　　　�　許可証の更新手続中にあっては、許可の更新が
受理され、その効力を有することを証明する書類
の写しを提出してください。

　⑷　提出方法
　　　持参又は書留郵便とします。
　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。
　　ウ�　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。
５　資料の縦覧
　　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。
６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付　
　�　競争参加申込書を提出した者に、令和４年２月25日
㈮までに競争参加資格確認通知書を「令和３・４年度
川崎市業務委託有資格業者名簿」登録の電子メールア
ドレスに送付します。また、競争参加資格があると認
めた者には、入札書及び入札内訳書も併せて交付しま
す。入札内訳書の見本は、入札説明書に添付の様式に
なります。
７　仕様に関する問合せ先　
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。なお、仕様書の内容以外についての質問
は受け付けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込みを済
ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回
答しません。

　　ア　問合せ先　
　　　�　上記４⑴まで入札説明書に添付の質問書に必要

事項を記入し、持参、電子メールで送付してくだ
さい。また、電子メールで質問をする場合は、質
問書を送信した旨を担当まで御連絡ください。電
話等による問合せには一切応じません。

　　　�　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、インタ
ーネットからダウンロードすることができます。

　　イ　質問受付期間　
　　　　令和４年２月28日㈪～令和４年３月２日㈬　
　　　　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）
　　　　�午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時

00分
　⑵　回答　
　　ア　回答予定日　令和４年３月４日㈮まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合、全ての質問

及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイルに
し、競争入札参加資格があると認められた入札参
加者に対して電子メールで送付します。質問がな
かった場合には、連絡はいたしません。なお、回
答後に再質問は受け付けません。

８　一般競争入札参加資格の喪失　
　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
きません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
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き。　
　⑵�　一般競争入札参加資格申請について、虚偽の申請
をしたとき。

９　入札の手続等　
　⑴　入札、開札の場所及び日時　
　　ア　日時　令和４年３月８日㈫午後１時15分　
　　イ　場所　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　　　　明治安田生命川崎ビル４階　
　　　　　　　教育委員会事務局第２会議室
　⑵　入札の方法、金額等　
　　ア�　所定の入札書及び入札内訳書により入札してく

ださい。なお、代表者以外の方が代理で入札する
場合、入札書の代表者名の下部に代理人氏名の記
載と代理人の押印（委任状に押印したものと同じ
印鑑）が必要です。また、入札書には、住所、商
号又は名称、代表者の役職及び氏名を明示し、本
市の業者登録に使用した印鑑による押印及び封印
をしてください。　

　　イ�　入札は、１kgあたりの単価（税抜き）を入札
金額として行います。なお、入札内訳書の残さ収
集運搬業務費用については、地方自治法第228条
第１項及び、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第７条第12項の規定により、運搬先の東京特別区
が条例で定める運搬に関する手数料の額に相当す
る額を超えない額としてください。また、その他
事務経費については、その他に係る経費を見積る
ものとします。

　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにもかかわらず契約を締結し
なかった者、または、本市と契約を締結したにもか
かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規
則第９条第１項第２号の「その者が契約を締結しな
いこととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。　

　⑷　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札をした者を落札者とします。　

　⑸　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得｣ 第７条に該当する入
札は無効とします。　また、入札内訳書の残さ収集
運搬業務費用について、地方自治法第228条第１項

及び、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第
12項の規定により、運搬先の東京特別区が条例で定
める運搬に関する手数料の額に相当する額を超えた
場合、無効となります。

　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし
ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関
する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を
受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり
ません。　

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。　

　⑺　再度入札の実施　
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。また、第８条２項に
より、再度入札に参加することができる者は、その
前回の入札に参加した者とします。

10　契約手続等　
　⑴　契約保証金　
　　�　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除
します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにもかかわらず契約を締結し
なかった者、または、本市と契約を締結したにもか
かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規
則第33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しな
いこととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要とします。　
　⑶　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約
関係規定において閲覧することができます。　

11　その他　
　⑴�　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定
めるところによります。　

　⑵�　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑶　その他問合せ窓口は４⑴に同じです。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
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ます。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第114号
　　　入　　札　　公　　告
　令和４年度保育士試験対策講座動画配信業務委託に関
する一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度保育士試験対策講座動画配信業務委託
　⑵　履行場所
　　�　川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所第３庁
舎）、他

　⑶　履行期限
　　　令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　　委託業務仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は､ 次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
登録されている者。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。　

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿の以下の業種・種目に登載されてい
ること。　

　　　業種：その他業務　　種目：その他
　⑸�　令和元年度以降、本市又は他官公庁等において、
本委託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績
を有すること。ただし、発注者と直接契約を締結し
履行した元請としての実績に限る。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－8577
　　　�川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎14階
　　　こども未来局子育て推進部保育対策課
　　　電　話：044－200－3705
　　　ＦＡＸ：044－200－3933

　　　E-Mail：45taisak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま
で。

　　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。
　　※�競争参加申込書の様式について、電子メールでの

配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメー
ルアドレスへ御連絡ください。（電話とメール、
両方への連絡が必須です）

　⑶　提出方法
　　　持参または郵送
　　※�郵送による提出で受付確認が必要な場合、返信用

封筒を同封すること
　⑷　提出書類
　　ア　競争参加申込書
　　イ�　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、
無償で入札説明書を交付します。
　�　なお､ 入札説明書は３⑴の場所において、令和４年
２月25日㈮から令和４年３月３日㈭の午前９時から正
午までと午後１時から午後５時まで、縦覧に供します。　
ただし、土曜日、日曜日を除きます。
　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
の「入札情報」で閲覧することができます。（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争参加申込書を提出した者には､ 令和４年３月４
日㈮に令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿
へ登録した際に届出のあった電子メールアドレス宛て
競争参加資格確認通知書を送付します。なお、電子メ
ールアドレスの登録を行っていない場合は、次の窓口
により競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付場所　
　　　３⑴と同じ　
　⑵　交付日時　
　　　令和４年３月４日㈮
　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま
で

６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年３月４日㈮から令和４年３月８日㈫まで
の下記の時間



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1281－

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま
で。

　　�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。
　⑶　提出方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴の電子
メールアドレスあて送付してください。また、「質
問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡し
てください。

　　�　電子メールでの提出が不可能な場合等は、その旨
を電話連絡の上、３⑴の所管課へ「質問書」を持参
してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和
４年３月９日㈬の午前９時から正午までと、午後１
時から午後５時まで縦覧に供するとともに、令和４
年３月９日㈬に、競争参加資格確認通知書の交付を
受けた者（審査の結果、入札参加資格があると認め
られなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電子メール
にて送付します。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が､ 次
のいずれかに該当するときは､ この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　入札の日時及び場所
　　　ア　入札日時
　　　　　令和４年３月11日㈮　午後２時
　　　イ　入札場所
　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　川崎市役所第３庁舎　13階
　　　　　こども未来局会議室
　　イ　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先
　　　ア　期限
　　　　　令和４年３月10日㈭必着
　　　イ　あて先
　　　　　３⑴と同じ
　　　ウ　注意事項
　　　　�　郵送のみの受付となります。持参による事前

提出は認めません。
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　８⑴アアと同じ

　⑷　開札の場所
　　　８⑴アイと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし､ 著しく低価格の場合は､ 調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ こ
れを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は､

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は､ 契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は令和４年第２回川崎市議会
定例会における、本調達に係る予算の議決を要しま
す。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は､ ３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第115号
　　　入　札　公　告　
　令和４年度保育人材確保事業運営等業務委託契約に関
する一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　令和４年度保育人材確保事業運営等業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　（川崎市役所第３庁舎）、他
　⑶　履行期限
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　　委託業務仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は､ 次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
登録されている者。　

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿の以下の業種・種目に登載されてい
ること。

　　　業種：その他業務
　　　種目：催物会場設営及びイベント，運営・企画
　⑸�　平成30年度以降、本市又は他官公庁等において、
本委託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績
を有すること。ただし、発注者と直接契約を締結し
履行した元請としての実績に限る。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎14階
　　　こども未来局子育て推進部保育対策課
　　　電　話：044－200－3705
　　　ＦＡＸ：044－200－3933
　　　E-Mail：45taisak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
の下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま
で

　　�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。
　　※�競争参加申込書の様式について、電子メールでの

配布を希望される場合、３⑴の電話番号及びメー
ルアドレスへ御連絡ください。（電話とメール、

両方への連絡が必須です）
　⑶　提出方法
　　　持参または郵送
　⑷　提出書類
　　ア　競争参加申込書
　　イ�　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、
無償で入札説明書を交付します。
　�　なお､ 入札説明書は３⑴の場所において、令和４年
２月25日㈮から令和４年３月３日㈭の午前９時から正
午までと午後１時から午後５時まで、縦覧に供します。
　�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。
　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
の「入札情報」で閲覧することができます。（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争参加申込書を提出した者には､ 令和４年３月４
日㈮に令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿
へ登録した際に届出のあった電子メールアドレス宛て
競争参加資格確認通知書を送付します。なお、電子メ
ールアドレスの登録を行っていない場合は、次の窓口
により競争参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　交付場所
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　�　令和４年３月４日㈮午前９時から正午までと午後
１時から午後５時まで

６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年３月４日㈮から令和４年３月８日㈫まで
の下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま
で

　　�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。
　⑶　提出方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴の電子
メールアドレスあて送付してください。また、「質
問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡し
てください。

　　�　電子メールでの提出が不可能な場合等は、その旨
を電話連絡の上、３⑴の所管課へ「質問書」を持参
してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和
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４年３月９日㈬の午前９時から正午までと、午後１
時から午後５時まで縦覧に供するとともに、令和４
年３月９日㈬に、競争参加資格確認通知書の交付を
受けた者（審査の結果、入札参加資格があると認め
られなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電子メール
にて送付します。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が､ 次
のいずれかに該当するときは､ この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　ア　持参による入札
　　　ア　入札日時
　　　　　令和４年３月11日㈮午後１時30分
　　　イ　入札場所
　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　川崎市役所第３庁舎13階
　　　　　こども未来局会議室
　　イ　郵送による入札
　　　ア　期限
　　　　　令和４年３月10日㈭必着
　　　イ　あて先
　　　　　３⑴と同じ
　　　ウ　注意事項
　　　　�　郵送のみの受付となります。持参による事前

提出は認めません。
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　８⑴アと同じ
　⑷　開札の場所
　　　８⑴イと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし､ 著しく低価格の場合は､ 調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は､ こ
れを無効とします。

９　契約の手続等

　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は､

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は､ 契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は､ ３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

10　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は､ 日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は､ 入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第116号
　調達契約に関する一般競争入札について次のとおり公
告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　後期高齢者医療システムに係るクライアント機器
の賃貸借及び保守

　⑵　納入場所及び履行場所
　　�　川崎市各区役所保険年金課、その他本市が指定す
る場所

　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和６年12月31日まで
　⑷　調達概要
　　ア　調達物品
　　　　仕様書によります。
　　イ　数量
　　　ア　パーソナルコンピュータ　19台
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　　　イ　プリンタ　６台
　　　　�　高津区役所を除く各区に納品するものとしま

す。
２　競争参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の
請負・物件の供給等有資格業者名簿で業種「リース」
種目「事務用機器」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい
て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入
することができること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の
求めに応じて速やかに提供できること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により一般競
争入札参加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類
（契約書の写し等）を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－8570
　　　川崎市川崎区東田町８　パレール三井ビル12階
　　　�健康福祉局医療保険部医療保険課
　　　担当：冨田、新熊、藤井
　　　電　話：044－200－3486
　　　ＦＡＸ：044－200－3930
　　　Ｅ-mail　:　40hoken@city.kawasaki.jp　
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
（土、日及び祝日を除く午前９時から正午まで及び
午後１時から午後４時まで）

　⑶　提出物
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）
　⑷　提出方法
　　　持参とします。郵送は認めません。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争参加申込書を提出し入札参加資格があると
認められた者には、次により一般競争入札参加資格確
認通知書を交付します。ただし、川崎市製造の請負・
物件の供給等有資格業者名簿へ登載した際に電子メー
ルのアドレスを登載している場合は、そのアドレスあ
てに令和４年３月７日㈪までに一般競争入札参加資格

確認通知書を電子メールで送付します。
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　�　令和４年３月７日㈪午前９時から正午まで及び午
後１時から午後４時まで

　⑶　その他
　　ア�　入札参加資格があると認められた者には、一般

競争入札参加資格確認通知書の交付の際に、併せ
て入札説明書を無償で交付します。電子メールに
て一般競争入札参加資格確認通知書を交付された
者についても、３⑴の場所において４⑵の日時に
交付します。

　　イ�　入札説明書は、３⑴の場所において令和４年２
月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで縦覧に供し
ます（土・日及び祝日を除く午前９時から正午ま
で及び午後１時から午後４時まで）。

５　　仕様に関する問い合わせ
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月９日㈬まで
（午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時
まで）

　⑶　問い合わせ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書を使用し、３⑴のＦＡ
Ｘ又は電子メールアドレスあてに送付してください。
電子メールで送付する場合は、開封確認付きで送信
してください。また、ＦＡＸ又は電子メール送付後
に、その旨を３⑴の担当あて連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格
があると認められた全ての者に対し、令和４年３月
15日㈫までにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

　　�　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を
受けていない者からの質問に関しては回答を行いま
せん。

６　カタログの提出について
　�　入札参加資格があると認められた者は、導入予定機
種、導入予定ソフト等のカタログを３⑴の場所に令和
４年３月16日㈬午後４時までに提出してください。ま
た、開札日の前日までの間において、提出したカタロ
グに関し本市から説明を求められたときには、これに
応じなければなりません。
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
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とき。
　⑵�　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札金額・方法等
　　ア　入札は、契約金額総額で行います。
　　イ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し
た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、
その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も
った契約希望金額の110分の100に相当する金額を
入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の場所及び日時
　　ア　場所　〒210－8570
　　　　　　　川崎市川崎区東田町８
　　　　　　　パレール三井ビル12階
　　イ　日時　令和４年３月18日㈮午前10時00分
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第
28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の
範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者
を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、
調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び ｢
川崎市競争入札参加者心得｣ 第７条に該当する入札
は無効とします。

９　　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」
（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の「契約関係規定」において閲覧することができま
す。

10　　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。
　⑵�　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては
なりません。

　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑸�　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。
　⑹�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第117号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度ぜん息児運動教室事業運動

指導業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市高津市民館ほか健康福祉局保健

所環境保健課が指定する場所
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務内容　仕様書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、「令和３・４年度川崎市業者
委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「その
他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間に本市又は他の官公庁で児童へのスポ
ーツ指導業務の経験・実績があること。

　⑸�　指導員のうち、公益財団法人日本スポーツ協会公
認スポーツ指導者資格の保有者を１名以上含むこと。

３�　入札説明書の配布、競争参加申込書提出及び問合せ
先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
申込書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
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　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館８階
　　　健康福祉局保健所環境保健課
　　　ぜん息児運動教室事業担当
　　　電話� 044（200）2435
　　　Fax� 044（200）3937
　　　Email� 40kankyo@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
さい）

　　　川崎市ホームページ ｢入札情報かわさき｣
　　https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
　　�｢入札情報｣ 委託の欄の ｢財政局入札公表｣ からダ
ウンロードできます。ダウンロードできない場合は、
３⑴の場所で、３⑵の期間に配布します。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
（土、日及び祝日を除く）の午前８時30分から正午
まで及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶　提出物
　　・　競争参加申込書
　　　�　川崎市ホームページ内 ｢入札情報かわさき｣ の

｢入札情報｣ 委託の欄の ｢財政局入札公表｣ から
ダウンロードできます。

　　　�　ダウンロードできない場合は、３⑴の場所で、
３⑵の期間に配布します。

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書の差し替え又は再提

出はできません。
　　ウ�　競争参加申込書に関する問合せ先は、３⑴の場

所とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込
書を提出した者に令和４年３月７日㈪までに、Ｅメー
ル又はＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問い合わせ期間及び方法
　　�　仕様に関する質問がある場合は、土・日及び休日
を除く令和４年３月７日㈪から３月11日㈮の午前８
時30分から正午まで及び午後１時から午後５時まで、
「令和４年度ぜん息児運動教室事業運動指導業務委
託に係る質問書」を使用し、電子メールにより提出
してください。質問する際には、電子メールの件名

は「【問合せ】令和４年度ぜん息児運動教室事業運
動指導業務委託に係る質問について」とし、質問書
を送付した旨を担当まで御連絡ください。

　　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。ま
た、入札参加者以外の質問には回答しませんのでご
注意ください。

　⑶　回答方法
　　�　質問に関する回答は、全入札参加者に対し、令和
４年３月15日㈫に電子メールにて送付します。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続き等
　⑴　入札・開札の日時及び場所
　　　日時　令和４年３月18日㈮午前10時
　　　場所　�川崎市幸区堀川町580番地
　　　　　　ソリッドスクエア西館12階会議室12D
　⑵　入札の方法・金額等
　　　所定の入札書により入札してください。
　　�　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の
代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印
（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、総価で行います。
　　�　入札書には、消費税及び地方消費税を含まない金
額を記載してください。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無
効とします。

　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限
及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書
類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。

　⑺　再度入札の実施
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
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す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。

８　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の
契約関係規程において閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例
（昭和39年川崎市条例14号）、川崎市契約規則及び川
崎市競争入札参加者心得の定めるところによります。

　⑵�　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第118号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度あおぞらウェルネス事業指

導業務委託
　⑵　履行場所　�川崎市青少年の家ほか健康福祉局保健

所環境保健課が指定する場所
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで
　⑷　業務内容　仕様書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、「令和３・４年度川崎市業者
委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「その
他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間に本市又は他の官公庁で児童へのスポ

ーツ指導業務の経験・実績があること。
　⑸�　指導員のうち、公益財団法人日本スポーツ協会公
認スポーツ指導者資格の保有者を１名以上含むこと。

３�　入札説明書の配布、競争参加申込書提出及び問合せ
先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
申込書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館８階
　　　健康福祉局保健所環境保健課
　　　あおぞらウェルネス事業担当
　　　電話� 044（200）2435
　　　Fax� 044（200）3937
　　　Email� 40kankyo@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
さい）

　　　川崎市ホームページ ｢入札情報かわさき｣
　　https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html
　　�｢入札情報｣ 委託の欄の ｢財政局入札公表｣ からダ
ウンロードできます。ダウンロードできない場合は、
３⑴の場所で、３⑵の期間に配布します。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
（土、日及び祝日を除く）の午前８時30分から正午
まで及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶　提出物
　　・　競争参加申込書
　　　�　川崎市ホームページ内 ｢入札情報かわさき｣ の

｢入札情報｣ 委託の欄の ｢財政局入札公表｣ から
ダウンロードできます。

　　　�　ダウンロードできない場合は、３⑴の場所で、
３⑵の期間に配布します。

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書の差し替え又は再提

出はできません。
　　ウ�　競争参加申込書に関する問合せ先は、３⑴の場

所とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込
書を提出した者に令和４年３月７日㈪までに、Ｅメー
ル又はＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
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　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問い合わせ期間及び方法
　　�　仕様に関する質問がある場合は、土・日及び休日
を除く令和４年３月７日㈪から３月11日㈮の午前８
時30分から正午まで及び午後１時から午後５時まで、
「令和４年度あおぞらウェルネス事業指導業務委託
に係る質問書」を使用し、電子メールにより提出し
てください。質問する際には、電子メールの件名は
「【問合せ】令和４年度あおぞらウェルネス事業指導
業務委託に係る質問について」とし、質問書を送付
した旨を担当まで御連絡ください。

　　�　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。ま
た、入札参加者以外の質問には回答しませんのでご
注意ください。

　⑶　回答方法
　　�　質問に関する回答は、全入札参加者に対し、令和
４年３月15日㈫に電子メールにて送付します。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争参加申込書及び提出書類等について、虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続き等
　⑴　入札・開札の日時及び場所
　　　日時　令和４年３月18日㈮午前11時
　　　場所　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　　　ソリッドスクエア西館12階会議室12D
　⑵　入札の方法・金額等
　　�　所定の入札書により入札してください。
　　�　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の
代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印
（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　　入札は、総価で行います。
　　�　入札書には、消費税及び地方消費税を含まない金
額を記載してください。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無
効とします。

　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限
及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書
類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。

　⑺　再度入札の実施
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。

８　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の
契約関係規程において閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例
（昭和39年川崎市条例14号）、川崎市契約規則及び川
崎市競争入札参加者心得の定めるところによります。

　⑵�　当該契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　⑸　その他問合せ窓口は上記３⑴に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第119号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称、調達見込数量及び落札金額（税抜き）
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件　名 売却見込数量
（kWh）

調達見込数量
（kWh）

落札金額
（円）

浮島処理センター
と王禅寺処理セン
ターで発生する余
剰電力の売却及び
浮島処理センター
ほか12施設で使用
する電力の供給の
一括契約

44,908,800 4,078,900 510,316,860

　※�落札金額については、（余剰電力の売却額－使用電
力の供給金額）によるものです。

２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　環境局施設部処理計画課
　　川崎市川崎区東田町５番地４
３　契約の相手方を決定した日
　　令和４年２月２日
４　契約の相手方の氏名及び住所

件　名 契約相手方の氏名及び住所

浮島処理センターと王
禅寺処理センターで発
生する余剰電力の売却
及び浮島処理センター
ほか12施設で使用する
電力の供給の一括契約

出光グリーンパワー株式会社

代表取締役　吉田　淳一

東京都千代田区大手町
一丁目２番１号

５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　入札の公告を行った日
　　令和３年12月10日
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第120号
　　　入　　札　　公　　告
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・封入封
緘外部委託

　⑵　履行場所
　　　健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課等
　⑶　履行期限
　　　令和４年11月30日
　⑷　業務概要
　　�　特定医療費（指定難病）に係る帳票印刷・封入封
緘

　　　詳細は「入札説明書」によります。
２　競争参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条に規定する資格停止期間中
でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、川崎市業務委託有資格業者名
簿の業種「その他業務」で種目「その他」に登載さ
れていること。

　⑷�　過去10年以内に本市又は他官公庁において類似の
契約実績があること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する
書面（契約実績証明書）を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地
　　　パレール三井ビル12階
　　　�健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課難病

医療担当　西岡
　　　電　話：044－200－0415
　　　ＦＡＸ：044－200－3930
　　　E-mail：40kokufu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
の午前９時00分から正午まで及び午後１時00分から
午後５時00分までとします。

　　※土・日・国民の祝日は除く。
　⑶　提出方法　
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出して資格が
確認された者には、次により一般競争入札参加資格確
認通知書及び入札説明書を交付します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴に同じ。
　⑵　交付日時
　　　令和４年３月７日㈪
　　�　ただし、本市業務委託有資格業者名簿に登録した
際に電子メールのアドレスを登録している場合は、
電子メールで一般競争入札参加資格確認通知書及び
入札説明書を送信します。

　⑶　入札説明書の閲覧
　　�　入札説明書は３⑴の場所において令和４年２月25
日㈮から令和４年３月３日㈭までの間、午前９時00
分から正午まで及び午後１時00分から午後５時00分
まで縦覧に供します。
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　　※土・日・国民の祝日は除く。
５　仕様に関する問合せ先
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年３月10日㈭から令和４年３月14日㈪まで
とします。

　　※土・日・国民の祝日は除く。
　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書にて受け付けます。必
要事項を記入し、電子メールにて送信してください。
また、質問書を送信した旨を担当まで御連絡くださ
い。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、質問者が判別できないよう
に取りまとめた上で、入札参加資格を有する全ての
業者に対し、令和４年３月16日㈬までに電子メール
にて送信します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、入札単価に発注者が提示する想定枚数

を乗じた金額の総額で行います。
　　イ�　入札は、所定の入札書及び内訳書をもって行い

ます（入札書と内訳書には割印をすること。）。入
札書は、入札件名を記載した封筒に封印して持参
してください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に10％（消費税及び地方消費税）に相当する額
を加算した金額をもって落札価格としますので、
入札者は見積もった契約金額の110分の100に相当
する金額を入札書に記入してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月24日㈭　午後２時00分
　　イ　入札場所　�〒210－0005
　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町８番地　
　　　　　　　　　パレール三井ビル12階　会議室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　開札に立会う者に関する事項
　�　入札場所に入場しようとするときは、一般競争参加
資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく
ださい。
　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理
人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会
う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関す
る権限の委任を受けなければなりません（入札前に委
任状を提出してください。）。
９　再度入札の実施
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされた者を除きます。
10　契約の手続等
　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、上記３⑴の場所及び「入札情報かわさき」の「契
約関係規定」で閲覧することができます。

11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第121号
　特定調達契約に関する総合評価一般競争入札について
次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　総合評価一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　川崎市電子申請システム再構築等業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎
　　　川崎市総務企画局デジタル化推進室ほか
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月31日まで
　⑷　委託概要
　　　川崎市電子申請システム再構築等業務
　　　詳細は調達仕様書によります。
　⑸　入札方法
　　�　価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札
者を決定する総合評価一般競争入札（地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１
項の規定により落札者を決定する入札をいう。以下
同じ。）により行います。

　⑹　入札方法採用理由
　　�　システムの規模・要件を鑑み、地方自治法施行令
（昭和22年政令第16号）第167条の10の２の規定に基
づき、総合評価一般競争入札により委託の契約を締
結することが妥当であると考えられるため。

２　総合評価一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該
当しない者であること。

　⑵�　本公告の日から入札及び開札の日時までに川崎市
契約規則（昭和39年川崎市規則第28号。以下「規則」
という。）第２条の規定に基づく資格停止を受けて
いないこと。

　⑶�　本公告の日から入札及び開札の日時までに川崎市
競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止
を受けていないこと。

　⑷�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」種目「シ
ステム・ソフト開発」に登載されていること。なお、
有資格業者名簿に登載のない者（入札参加業種・種
目に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理部
契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４
年３月８日㈫までに行うこと。

　⑸�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づ
く更生手続開始の決定後、⑷に掲げる本市競争入札
参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこと。

　⑹�　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づ

く再生手続開始の決定後、⑷に掲げる本市競争入札
参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこと。

　⑺�　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）、
中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第
185号）又は商店街振興組合法　（昭和37年法律第
141号）によって設立された事業協同組合等におい
ては、当該組合の組合員が本公告に関する入札に参
加しようとしない者等であること。

　⑻�　３年以内に政令市又は都道府県での電子申請シス
テムの開発の実績があり、現に稼働している実績が
あることを証明した者であること。

　⑼�　日本国内に検査設備及び要員等を確保でき、本市
が指定した検査員（以下「検査員」という。）の指
示に従い、検査員の指定する場所での検査の立会い、
必要な資料の提出及び説明その他本市が必要とする
検査に応じられることを証明した者であること。

　⑽�　この委託業務について確実に履行することができ
ること。

３�　総合評価一般競争入札参加申込書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　総合評価一般競争入札参加申込書（以下「入札参加
申込書」という。）、仕様書等が添付された入札説明書
（Excelファイル等を除く。）については、川崎市のホ
ームページ「入札情報かわさき」にて掲載するととも
に、次の配布・提出場所においても配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次により入
札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴�　契約条項を示す場所、配布・提出場所及び問い合
わせ先

　　　〒210-0005
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎
　　　総務企画局デジタル化推進室デジタル化推進担当
　　　電　話：044－200－2077（直通）
　　　ＦＡＸ：044－200－0622
　　　E-mail：17digital@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスによる問い合わせ等
を行う場合は、メールの受信確認を電話にて行って
ください。）

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月８日㈫まで
（土、日及び祝日を除く午前８時30分から正午まで
及び午後１時から午後５時まで。令和４年３月８日
㈫においては、配布は正午まで。）

　　�　ただし、必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本市に
日時の指定を受けなければなりません。事前連絡が
無い場合は配布・提出ができないことがあるので注
意してください。
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　⑶　提出物
　　ア　入札参加申込書
　　イ　２⑻の契約実績を証する書類（契約書の写し等）
　⑷　提出方法
　　�　持参または郵送（いずれの場合も、令和４年３月
８日㈫午後５時までに、必要な書類全てが川崎市役
所総務企画局デジタル化推進室に確実に到着する必
要があります。なお、郵送の場合は郵送した日に３
⑴の問い合わせ先に必ず電話をしてください。）

　⑸　その他
　　ア　提出された入札参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された入札参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。
　　ウ�　入札参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。
４　入札参加希望者に求められる義務
　�　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等
に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら
れたときはこれに応じなければなりません。
５　入札説明書等の閲覧及び交付
　�　仕様書等が添付された入札説明書（Excelファイル
等を除く。）については、川崎市のホームページ「入
札情報かわさき」にて閲覧することができます。また、
入札参加申込書を提出した者は、本市による提出物・
資格等の簡易審査を受けた上で、入札説明書や技術提
案書作成に必要な資料一式を格納したＣＤ－ＲＯＭ
（以下「入札説明書等」という。）について、３⑴の場
所において３⑵の期間に無償で交付を受けることがで
きます。郵送での交付を希望する場合には、入札参加
申込書の提出時にお申し付けください。また、入札説
明書は３⑴の場所において３⑵の期間縦覧に供します。
　�　なお、交付した入札説明書等は、後日回収いたしま
すので、交付と引き換えに身分及び連絡先のわかるも
の（名刺等）を提出していただきます。
６　入札参加資格確認通知書の交付
　�　入札参加申込書を提出した者には、本市による一般
競争入札参加資格の審査の上、令和４年３月17日㈭に
入札参加資格確認通知書を郵送にて交付（発送）しま
す。
７　入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資
格を喪失します。
　⑴　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を
したとき。

　⑶�　技術提案書の各評価項目において記載がないとき
及び無関係の記載など不適切な内容を記載したとき。

８　入札の手続等

　⑴　提出書類
　　�　次の書類を提出してください。なお、詳細は入札
説明書によります。

　　ア　技術提案書
　　イ　入札書等
　⑵　提出書類の提出方法
　　�　提出に際しては、８⑴アの技術提案書と８⑴イの
入札書等を必ず同時に提出すること。

　　ア　持参による場合
　　　ア　提出場所
　　　　　３⑴に同じ
　　　イ　提出期間
　　　　�　令和４年３月22日㈫から令和４年４月８日㈮

まで（土、日及び祝日を除く午前８時30分から
正午まで及び午後１時から午後５時まで。）

　　　　�　ただし、必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本
市に日時の指定を受けなければなりません。事
前連絡が無い場合は提出できないことがあるの
で注意してください。

　　イ　郵送による場合
　　　ア　提出場所
　　　　　３⑴に同じ
　　　イ　提出期限
　　　　　令和４年４月８日㈮必着
　　　ウ　その他
　　　　�　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名
及び「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便に
より送付してください。また、当該送付を行っ
たら速やかに、３⑴の場所に必ず電話をしてく
ださい。

　⑶　開札の日時及び場所
　　�　３⑴の場所において、技術提案書に関するプレゼ
ンテーションまたは審査終了後、総合評価審査委員
会において実施します。

　⑷　入札保証金
　　�　規則第８条により、入札保証金を徴収します。た
だし、規則第９条に該当する場合は免除します。

　⑸　入札金額
　　�　入札金額については、入札書に記載された金額に
当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端
数金額を切り捨てた金額）をもって価格点の評価の
対象とするので、入札参加者は、消費税に係る課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を
入札書に記載してください。また、入札金額につい
ては、落札した場合の落札価格とします。
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　⑹　入札及び開札に関する事項
　　　入札及び開札への立会いは不要です。
　⑺　落札者の決定方法
　　�　本件は、総合評価一般競争入札によるものとし、
落札者決定基準に基づいて、提案内容の評価に関す
る点数と入札価格の評価による点数を合計し、合計
点の最も高い者を落札者と決定します。ただし、合
計点が最も高い者であっても、予定価格を超える入
札をした者、提案内容が本市の定める基準点を満た
していない者は落札者となりませんので注意してく
ださい。

　　�　なお、落札とすべき合計点の最も高い者が２者以
上あるときは、技術点と価格点が異なる場合には技
術点が高い者を、技術点と価格点が同じ場合にはく
じ引きによって落札者を定めます。くじ引きを実施
する場合において、該当する入札参加者は、くじを
引くことを辞退することができません。くじ引きの
実施については、電話により連絡します。

　　�　さらに、調査基準価格を設けますので、落札者と
なるべき者の入札価格が極めて低い場合には、当該
入札者に照会することがあります。照会の結果、そ
の者により当該契約の内容に適合した履行がされな
いおそれがあると認められるとき、又はその者と契
約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと
なるおそれがあって著しく不適当であると認められ
るときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限
の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち合計
点の最も高い者を落札者とすることがあります。

　⑻　再度入札の実施
　　�　開札日に予定価格の制限の範囲内の入札書を提出
した者がいない場合は、翌営業日の午前10時に再度
入札を行います。ただし、「川崎市競争入札参加者
心得」第７条の規定により無効とされた者は除きま
す。

　　�　なお、再度入札の実施にあたっては、電話により
連絡します。

　⑼　審査結果の公表等
　　�　落札結果については、川崎市物品等又は特定役務
の調達手続の特例を定める規則（平成７年規則第92
号）第11条により川崎市公報において公告します。

　　�　また、落札者その他入札参加者に対し、その結果
を通知します。

　　�　審査結果については、川崎市ホームページ上で公
表します。

　⑽　入札の無効　
　　ア�　本説明書に示した入札参加資格を有しない者の

入札、入札参加申込書等に虚偽の記載をした者の
入札、技術提案書の提出のない者の入札、入札の

条件に違反した入札及び ｢川崎市競争入札参加者
心得｣ 第７条に該当する入札は、無効とします。

　　イ�　６に基づき確認通知を受けた者であっても、入
札時点において２の競争入札参加資格を有しない
者は、入札参加資格を有しない者に該当します。

　⑾　審査委員会委員等への接触の禁止
　　�　この入札に関して、入札参加者が審査委員会委員
及び総合評価審査員と接触することを禁止します。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　�　契約を締結する者は、規則第32条の規定による契
約保証金として契約金額の10%を納入しなければな
りません。ただし、規則第33条に該当するときは、
契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵　契約書作成
　　ア�　契約書は、２通作成し、本市と契約の相手方が

各１通を保管します。
　　イ�　契約書の作成に要する費用は、すべて落札者の

負担とします。
　　ウ�　契約事務受任者が契約の相手方とともに契約書

に記名しかつ押印しなければ、本契約は確定しな
いものとします。

　⑶　契約条項等の閲覧�
　　�　規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市
のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関
係規定」で閲覧することができます。

　⑷　落札決定の効果
　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、規則
及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところに
よります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　⑶�　入札参加申込書等に虚偽の記載をした場合におい
ては、競争入札参加資格者指名停止等要綱・運用指
針に基づく指名停止を行うことがあります。

　⑷�　この特定調達契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑸　その他問い合わせ窓口は上記３⑴に同じです。
11　Summary
　⑴�　Nature� and� quantity� of� the� services� to� be�

required:
　　�　Restructuring� of� the� Electronic� application�
system.�Tasks�shall�include�Design,　Development,�
Operational�Testing,�Data�Transfer,�Configuration　
Setup,�and�so�on.
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　⑵　Date�and�time�of�tender:
　　　ａ　Direct�Delivery
　　　　　5:00�P.M.�April�8,�2022
　　　ｂ　Postal�Delivery
　　　　　April�8,�2022
　　　c�　The� language� and� currency� used� for� the�

contract�application� is� limited�to� the�Japanese�
language�and�the�Japanese�currency.

　⑶�　For�Further�Inquiry,�Please�Contact:
　　　Digitalization�Promotion�Office
　　　General�Affairs�and�Planning�Bureau
　　　�Kawasaki� City� Office,� 5-4,� Higashida-cho,�

Kawasaki-ku
　　　Kawasaki�City,�Kanagawa�210-0005�Japan
　　　TEL:�044-200-2077��FAX:�044-200-0622
　　　E-mail:�17digital@city.kawasaki.jp
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第122号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�AI・RPAの活用に向けたパーソナル

コンピュータ及びスキャナー等の賃貸
借及び保守契約

　⑵　履行場所　�川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎他
　⑶　履行期間　�令和４年７月１日から令和９年６月30

日まで
　⑷　調達物品の概要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、川崎市「令和３・４年度製造
の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ
ース」、種目「事務用機器」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去３年間に本市又はその他の官公庁において類
似の契約の実績があること。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布、提出及び問合せ先
　�　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書
等が添付された入札説明書については、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、
次の配布・提出場所においても配布します。

　�　また、この入札に参加を希望する者は、次により一
般競争入札参加資格確認申請書及び上記「２⑷」を証
する書類（写し可）を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-8577　
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎11階
　　　総務企画局デジタル化推進室　担当　福島、末原
　　　電話番号　044-200-0318　　FAX　044-200-0622
　　　e-mail　17digital@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月７日㈪まで
とします。

　　�　（土日祝日を除き、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶�　提出方法
　　�　郵送又は持参（いずれの場合も、令和４年３月７
日㈪午後５時15分までに川崎市総務企画局デジタル
化推進室に到着する必要があります。なお、郵送の
場合は郵送した日に⑴の場所に必ず電話をしてくだ
さい。）

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所　
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　�　令和４年３月11日㈮　午後１時から午後５時15分
まで

　　�　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名
簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して
いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま
す。

５　　仕様に関する質問について
　⑴　問い合わせ先　
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年３月11日㈮から令和４年３月17日㈭まで
（土日祝日を除き、午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで）

　⑶　質問方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３
⑴の問い合わせ先まで電子メール又は持参にて提出
してください。また、質問書を電子メールで提出し
た場合は、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで御
連絡ください。

　⑷　質問に対する回答
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　　�　令和４年３月23日㈬までに、入札参加資格がある
と認められる者に対し、電子メールにて回答書を送
付します。なお、入札参加資格があると認められな
い者からの質問には回答しません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の
いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　５年のリース総額で行います。ただし、消費税等
を含まない金額により入札することとし、リース総
額は１円未満の端数を切り捨てたリース月額に60を
乗じた額とします。なお、入札は所定の入札書をも
って行い、入札書を入札件名が記載された封筒に封
印して持参してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年３月28日㈪　　午前10時00分
　　イ　場所　�川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室
　⑶　入札保証金　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　開札に立ち会う者に関する事項
　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する
権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前
に提出しなければなりません。また、開札には一般競
争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。
９　再度入札の実施
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加者心
得」第７条の規定により無効とされた者及び開札に立
ち会わない者を除きます。
10　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成
　　ア　契約書を作成することを要します。

　　イ�　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま
す。

　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で
閲覧できます。

11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。
　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ
ります。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第123号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　川崎市iDC接続用通信機器等の賃貸借及び保守契
約

　⑵　履行場所
　　�　川崎市iDC（川崎市インターネット・データ・セ
ンター）

　　※住所等詳細については契約後提示する。
　⑶　履行期間
　　　令和４年９月１日から令和９年８月31日まで
　⑷　調達物品の概要
　　　入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造
の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ
ース」に登載されており、かつ、Aの等級に格付け
されていること。
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　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい
て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入
することができること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の
求めに応じて速やかに提供できること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４
　　　（第３庁舎９階）
　　　総務企画局情報管理部システム管理課
　　　担当　　西牟田、佐藤
　　　電話� 044－200－2057
　　　FAX� 044－200－3752
　　　E-mail� 17syskan@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
とします（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎日午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで）。

　⑶　提出方法
　　　持参に限る。
４　競争参加資格確認通知書の交付
　�　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参
加資格確認通知書を交付します。
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　　令和４年３月９日㈬
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時15分まで

　⑶　その他�
　　�　競争参加資格があると認められた者には、入札説
明書を無料交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年
２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで縦覧に供し
ます（午前８時30分から正午まで及び午後１時から
午後５時15分まで）。

５　競争参加者に求められる義務
　�　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの
で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。
　⑴　日時
　　　令和４年３月９日㈬
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
６　仕様に関する問い合わせ先
　　３⑴に同じ
　�　仕様に関する質問は、令和４年３月９日㈬から令和
４年３月14日㈪まで、入札説明書に添付の質問書にて
受付けます。また、FAX・メールで質問する場合は、
質問書を送信した旨を担当まで御連絡ください（土曜
日・日曜日を除く、毎日午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで）。
　�　なお、回答については令和４年３月18日㈮、全社に
FAXもしくはメールにて送付します。
７　カタログの提出について
　�　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書（カ
タログ等）を令和４年３月23日㈬午後５時15分までに
３⑴の場所に提出しなければなりません。また、競争
入札参加者は、開札日の前日までの間において、本市
から該当書類に関し説明を求められたときには、これ
に応じなければなりません。
８　競争参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
加資格を喪失します。
９　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。
契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を入札書に記載してください。な
お、詳細は入札説明書によります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年３月25日㈮午前10時
　　イ　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室２
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入
札は、無効とします。

10　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
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　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

11　その他
　⑴　詳細は、入札説明書によります。
　⑵�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶　関連情報を入手するための窓口
　　　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第124号
　一般競争契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　上下水道局ネットワーク統合機器等の賃貸借及び
保守契約

　⑵　履行場所
　　　北部下水道管理事務所　ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年９月１日から令和９年８月31日まで
　⑷　調達物品の概要
　　　入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造
の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ
ース」に登載されており、かつ、Aの等級に格付け
されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい
て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入
することができること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。
３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４
　　　（第３庁舎９階）
　　　総務企画局情報管理部システム管理課
　　　担当　　近藤、佐藤
　　　電話� 044－200－3076
　　　FAX� 044－200－3752
　　　E-mail� 17syskan@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
とします（土曜日・日曜日・祝日を除く、毎日午前
８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15
分まで）。

　⑶　提出方法
　　　持参に限る。
４　競争参加資格確認通知書の交付
　�　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参
加資格確認通知書を交付します。
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　　令和４年３月９日㈬
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時15分まで

　⑶　その他
　　�　競争参加資格があると認められた者には、入札説
明書を無料交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年
２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで縦覧に供し
ます（土曜日・日曜日・祝日を除く、午前８時30分
から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）。

５　競争参加者に求められる義務
　�　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの
で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。
　⑴　日時
　　　令和４年３月９日㈬
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
６　仕様に関する問い合わせ先
　　３⑴に同じ
　�　仕様に関する質問は、令和４年３月９日㈬から令和
４年３月14日㈪まで、入札説明書に添付の質問書にて
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受付けます。また、FAX・メールで質問する場合は、
質問書を送信した旨を担当まで御連絡ください（土曜
日・日曜日・祝日を除く、毎日午前８時30分から正午
まで及び午後１時から午後５時15分まで）。
　�　なお、回答については令和４年３月17日㈭、全社に
FAXもしくはメールにて送付します。
７　カタログの提出について
　�　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書（カ
タログ等）を令和４年３月23日㈬午後５時15分までに
３⑴の場所に提出しなければなりません。また、競争
入札参加者は、開札日の前日までの間において、本市
から該当書類に関し説明を求められたときには、これ
に応じなければなりません。
８　競争参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
加資格を喪失します。
９　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。
契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を入札書に記載してください。な
お、詳細は入札説明書によります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年３月29日㈫午後２時
　　イ　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室２
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入
札は、無効とします。

10　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

11　その他

　⑴　詳細は、入札説明書によります。
　⑵�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、　こ
の契約を変更又は解除することができるものとしま
す。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　　
　　　３⑴に同じ
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第125号
　一般競争契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　温湿度監視装置システムの賃貸借及び保守契約
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５－４
　　　川崎市役所第３庁舎　ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年７月１日から令和９年６月30日まで
　⑷　調達物品の概要
　　　温湿度監視装置システム機器一式
　　　詳細は別紙仕様書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２
条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造
の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ
ース」に登載されており、かつ、Aの等級に格付け
されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい
て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入
することができること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の
求めに応じて速やかに提供できること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
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　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４
　　　（第３庁舎９階）
　　　総務企画局情報管理部システム管理課
　　　担当　近藤、佐藤
　　　電話� 044－200－3076
　　　FAX� 044－200－3752
　　　E-mail� 17syskan@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
とします（土曜日・日曜日・祝日を除く、毎日午前
８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15
分まで）。

　⑶　提出方法
　　　持参に限る。
４　競争参加資格確認通知書の交付
　�　競争参加申込書を提出した者には、次により競争参
加資格確認通知書を交付します。
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　　令和４年３月９日㈬
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時15分まで

　⑶　その他
　　�　競争参加資格があると認められた者には、入札説
明書を無料交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年
２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで縦覧に供し
ます（土曜日・日曜日・祝日を除く、午前８時30分
から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）。

５　競争参加者に求められる義務
　�　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの
で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。
　⑴　日時
　　　令和４年３月９日㈬
　　�　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
６　仕様に関する問い合わせ先
　　３⑴に同じ
　�　仕様に関する質問は、令和４年３月９日㈬から令和
４年３月14日㈪まで、入札説明書に添付の質問書にて
受付けます。また、FAX・メールで質問する場合は、
質問書を送信した旨を担当まで御連絡ください（土曜
日・日曜日・祝日を除く、毎日午前８時30分から正午
まで及び午後１時から午後５時15分まで）。
　�　なお、回答については令和４年３月17日㈭、全社に

FAXもしくはメールにて送付します。
７　カタログの提出について
　�　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書（カ
タログ等）を令和４年３月23日㈬午後５時15分までに
３⑴の場所に提出しなければなりません。また、競争
入札参加者は、開札日の前日までの間において、本市
から該当書類に関し説明を求められたときには、これ
に応じなければなりません。
８　競争参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上
記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参
加資格を喪失します。
９　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　リース総額（税抜き）を入札金額として行います。
契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を入札書に記載してください。な
お、詳細は入札説明書によります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年３月29日㈫午後４時
　　イ　場所　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室２
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入
札は、無効とします。

10　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所において閲覧できます。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

11　その他
　⑴　詳細は、入札説明書によります。
　⑵�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
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該金額について減額又は削除があった場合は、　こ
の契約を変更又は解除することができるものとしま
す。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑶　関連情報を入手するための窓口　　
　　　３⑴に同じ

税 公 告

川崎市税公告第12号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年１月28日
　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第13号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年１月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第14号
　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと
ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の
ため送達することができないので、地方税法（昭和25年
法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25
年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年１月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年　度 税　目 期　別
この公告により
滞納処分に着手
し得る日

件数
・
備考

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

第１期分 令和４年２月８日 計１件

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

第２期分 令和４年２月８日 計５件

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

第３期分 令和４年２月８日 計51件

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

７月随時分 令和４年２月８日 計１件

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

９月随時分 令和４年２月８日 計１件

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

10月随時分 令和４年２月８日 計42件

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

11月随時分 令和４年２月８日 計３件

令和３年度
（令和２年度
課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

10月随時分 令和４年２月８日 計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第15号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年１月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第16号
　差押書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の
住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ
とができないので、地方税法（昭和25年法律第226号）
第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第
26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年１月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第17号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
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なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月４日
　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第18号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月４日
　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第19号
　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと
ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の
ため送達することができないので、地方税法（昭和25年
法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25
年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月４日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年　度 税　目 期　別
この公告により
滞納処分に着手
し得る日

件数
・
備考

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

第４期分 令和４年２月11日 計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第20号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第４号
　下水道法第４条の規定に基づき、川崎市公共下水道事
業の事業計画を変更することについて、事業計画の案を
作成したので、同法施行令第３条の規定に基づき、次の
とおり告示し、当該案を縦覧に供する。
なお、当該事業計画の案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができる。
　　令和４年２月８日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　事業計画の名称
　川崎市公共下水道事業計画
２　変更の内容
　⑴　処理施設調書の変更
　⑵　計画降雨調書及び計画降雨浸水防止区域図の追加
　⑶　吐口調書の変更
　⑷　管渠調書の変更
　⑸　施設の設置に関する方針の変更
　⑹　施設の機能の維持に関する方針の変更
３　工事の予定年月日
　昭和６年11月１日から令和５年３月31日まで
４　縦覧場所
　川崎市川崎区宮本町１番地（第２庁舎）
　川崎市上下水道局下水道部下水道計画課
５　縦覧期間
　�　令和４年２月８日から令和４年２月21日まで（土曜
日及び日曜日を除く。）
６　縦覧時間
　�　午前８時30分から午後５時15分まで（正午から午後
１時までを除く。）
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第５号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の指定について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者
を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示
します。
　　令和４年２月10日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第1835号
　　氏名又は名称　藍建株式会社
　　住　　　　所　�横浜市金沢区釜利谷南二丁目47番２

号平野ハイツ204号室
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　　代表者氏名　村山　竜治
　　指定年月日　令和４年２月10日
　　有 効 期 限　令和９年２月９日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第10号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月１日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 自動車賃貸借８台一式（小型貨物）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和４年12月１日から令和11年11月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」
に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。
⑷　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町1番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 自動車賃貸借５台一式（小型特種・小型乗用）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和５年３月１日から令和12年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」
に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。
⑷　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町1番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 自動車賃貸借３台一式（普通特種）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和５年３月１日から令和12年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」
に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。
⑷　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町1番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）��

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 自動車賃貸借４台一式（小型乗用）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和４年12月１日から令和11年11月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」
に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付されていること。
⑷　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町1番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）��

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 自動車賃貸借４台一式（小型貨物）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和５年３月１日から令和12年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」
に登載されていること。
⑷仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町1番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）��

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 自動車賃貸借１台一式（水質試験車）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和４年12月１日から令和10年11月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」
に登載されていること。
⑷　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町1番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）��

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
ます。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第11号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年２月１日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

競争入札に
付する事項

件　　名 水道検針等業務用携帯型プリンター用ロール紙（検針用、ＥＡＮ－１２８対応）ほか１点

履行場所 仕様書のとおり

履行期間 令和５年３月23日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名
　　簿の業種「印刷・軽印刷」に搭載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級
　　に格付されていること。
⑷　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）
電話　044－200－2093

入札日時等 令和４年３月11日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の可決により
生じます。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市上下水道局公告第12号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年２月１日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和３年度　稲田取水所　沈砂池Ｎｏ．３汚泥収集運搬業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市多摩区菅稲田堤３－21－１（稲田取水所内）

履行期間 令和４年３月25日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収
集運搬業」で登録されている者
⑹�　平成18年４月１日以降に、国又は地方公共団体等が発注した汚泥の収集運搬業務について元請け
としての履行完了実績を有すること。
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参 加 資 格

⑺�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚
泥が含まれていること。）を受けていること。
⑻�　東京都産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていること。）を受けて
いること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日　13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度麻生水処理センター市民開放施設管理業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維
持管理」で登録されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度麻生水処理センターほか場内造園整備業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで
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参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度等々力水処理センターほか場内造園整備業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度入江崎水処理センターほか場内造園整備業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度加瀬水処理センターほか造園整備業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市上下水道局公告第13号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年２月１日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　川崎・幸区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」
という。）により結成されている共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。
　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上
回らなければいけません。
⑴　全ての構成員に必要な条件
　ア　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
　ウ　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
　オ　川崎市川崎区又は幸区内に本社を有すること。
　カ�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」で登録されていること。
　キ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
　ケ�　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ
ていないこと。

⑵　特定ＪＶの代表者に必要な条件
　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　イ　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶　特定ＪＶの構成員２に必要な条件
　ア　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。
　イ　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。
　　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099
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入札日時等
令和４年２月25日　午後５時00分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　多摩・麻生区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」
という。）により結成されている共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。
　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上
回らなければいけません。
⑴　全ての構成員に必要な条件
　ア　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
　ウ　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
　オ　川崎市多摩区又は麻生区内に本社を有すること。
　カ�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」で登録されていること。
　キ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
　ケ�　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ
ていないこと。

⑵　特定ＪＶの代表者に必要な条件
　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　イ　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶　特定ＪＶの構成員２に必要な条件
　ア　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。
　イ　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。
　　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。
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契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年２月25日　午後５時00分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　中原・高津・宮前区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員２」
という。）により結成されている共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。
　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上
回らなければいけません。
⑴　全ての構成員に必要な条件
　ア　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
　ウ　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
　オ　川崎市中原区、高津区又は宮前区内に本社を有すること。
　カ�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」で登録されていること。
　キ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企
業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
　ケ�　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ
ていないこと。

⑵　特定ＪＶの代表者に必要な条件
　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　イ　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶　特定ＪＶの構成員２に必要な条件
　ア　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格
　イ　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。
　　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年２月25日　午後５時00分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要
します。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生ふれあいの広場屋外トイレ新築工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 契約の日から令和４年６月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　�※上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｃ」で
登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年２月25日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第14号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年２月８日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 麻生・等々力下水圧送管その25工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺東２丁目、王禅寺東３丁目地内

履行期間 契約の日から240日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　�※上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が30点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりませ
ん。　
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者
を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となっ
た場合は専任を要しません。
　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの
現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年３月７日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他 　その他詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第15号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年２月８日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和３年度　生田浄水場ほか２箇所　非常用発電設備（機関）保守点検業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）ほか２箇所

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備
保守点検」で登録されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月22日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 大島雨水滞水池ほか機械警備業務委託

履行場所 川崎市川崎区浅野町２－２ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「警備」、種目「機械警備」で登録されて
いる者
⑷�　平成19年度以降に、機械警備システムを使用した総合警備業務委託の元請けとしての履行完了実
績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 入江崎水処理センター西系施設機械警備業務委託

履行場所 川崎市川崎区夜光３－２－２

履行期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「警備」、種目「機械警備」で登録されて
いる者
⑷�　平成19年度以降に、機械警備システムを使用した総合警備業務委託の元請けとしての履行完了実
績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 渋川ポンプ場ほか機械警備業務委託

履行場所 川崎市幸区矢上４－１ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「警備」、種目「機械警備」で登録されて
いる者
⑷�　平成19年度以降に、機械警備システムを使用した総合警備業務委託の元請けとしての履行完了実
績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度浮島コンテナ保管灰取出積込等業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区浮島町523－１番地先

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」で登録されている者
⑷　平成18年度以降において、次のすべての業務の履行完了実績を有すること。
　ア　海上輸送用コンテナの３段積み又は撤去業務
　イ　コンテナの転倒防止金具（ラッシング）の設置又は撤去業務

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度等々力水処理センターほかしさ運搬委託（単価契約）

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録され
ている者
⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「一般廃棄物収
集運搬業」で登録されている者
⑸　川崎市一般産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）
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競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度丸子ポンプ場ほか沈砂運搬委託（単価契約）

履行場所 川崎市中原区上平間2069ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収
集運搬業」で登録されている者
⑹�　川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれているこ
と。）を受けていること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　13時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　鷺沼配水所　建物清掃業務委託ほか１件

履行場所
川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所）
川崎市宮前区有馬１－21－６（西部下水道管理事務所）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　第２配水工事事務所　建物清掃委託ほか１件

履行場所
川崎市高津区梶ヶ谷２丁目13－５（第２配水工事事務所内）
川崎市高津区末長１丁目44－24（中部サービスセンター内）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　第３配水工事事務所　建物清掃委託ほか１件

履行場所
川崎市多摩区生田１－１－１（第３配水工事事務所）
川崎市麻生区高石４－15－７（北部下水道管理事務所）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者
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契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　長沢浄水場　建物清掃委託　ほか１件

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件12）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度等々力水処理センター清掃業務委託ほか１件

履行場所
川崎市中原区宮内３－22－１（等々力水処理センター）
川崎市中原区宮内１－21－31（中部下水道事務所）ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度入江崎総合スラッジセンター清掃業務委託ほか１件

履行場所
川崎市川崎区塩浜３－24－12（入江崎総合スラッジセンター）
川崎市川崎区元木２－２－９（南部下水道事務所）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　第１配水工事事務所ほか６箇所　建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区上平間1183番地ほか６箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　生田浄水場ほか１箇所　建物清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）ほか１箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097
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入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件16）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度加瀬水処理センターほか清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件17）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度麻生水処理センター清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日川 崎 市 公 報

－1323－

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件18）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度入江崎水処理センターほか清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に登
載されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月３日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件19）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度排水樋管ゲート等保守点検業務委託

履行場所 川崎市中原区、高津区ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録され
ている者
⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維
持管理」で登録されている者
⑸�　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能講習修了者を専任で配置できること。また、受注者との間
で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒
常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件20）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度入江崎水処理センタースカム清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」で登録されている者
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契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
約（公契約）に該当します。
　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。
　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ
き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件21）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度水道メーター管理業務委託

履行場所 川崎市中原区上平間1668番地（平間配水所）及び周辺局施設

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「その他」で登録さ
れている者
⑷　ＩＳＯ１４００１を取得していること。
⑸�　ＩＳＯ２７００１／ＩＳＭＳ又はプライバシーマークのセキュリティ管理の付与認定を受けてい
ること。
⑹�　次のア又はイのいずれかにおいて、メーター業務委託（検針・料金調定等）の契約実績を有する
こと。
　ア　川崎市
　イ　川崎市を除く神奈川県内事業体（平成24年度以降に契約したものに限る）

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件22）
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競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　監視型漏水調査業務委託

履行場所 川崎市内一円

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月22日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」
で登録されている者
⑷�　業務責任者（漏水調査業務及び漏水防止業務に精通し、業務の統括、計画、立案、指導を行い、
７年以上の実務経験を有する者）を配置できること。
⑸�　発注者が仕様書で定める監視型漏水調査機器、並びに、遠隔漏水監視システムを必要台数用意で
きること。
⑹�　発注者が仕様書で定める調査データを電子データとして提出でき、その提出されるデータは、発
注者が所有する川崎市給配水情報管理システムと連携できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月８日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第16号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年２月15日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 都町地区ほか下水枝線第215号工事

履行場所 川崎市幸区都町、中幸町１丁目地内ほか

履行期間 契約の日から220日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　�※上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」ラン
ク「Ａ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
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参 加 資 格

⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりませ
ん。　
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者
を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となっ
た場合は専任を要しません。
　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの
現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
入札日時等�令和４年３月14日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 小向仲野町地区下水枝線第214号工事

履行場所 川崎市幸区小向仲野町地内

履行期間 契約の日から215日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　�※上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりませ
ん。　
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者
を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となっ
た場合は専任を要しません。
　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの
現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年３月14日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））�

入札保証金 �　　免

契約書作成 　�　要

入札の無効
　入札の無効�この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入
札　参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 等々力・戸手下水圧送管その５工事

履行場所 川崎市中原区丸子通１丁目、新丸子東１丁目地内ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　�※上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりませ
ん。　
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者
を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となっ
た場合は専任を要しません。
　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの
現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年３月14日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本工事は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。
　⑴�　入札参加者は本工事又は「等々力・戸手下水圧送管その６工事」のいずれか１件のみ落札がで
きるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当
する場合はこの限りではありません。

　⑵　落札候補者決定は、本工事、「等々力・戸手下水圧送管その６工事」の順に行います。
　⑶�　本工事の落札候補者となった者は、「等々力・戸手下水圧送管その６工事」の落札候補者には
なれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場
合はこの限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 等々力・戸手下水圧送管その６工事

履行場所 川崎市中原区中丸子、北谷町地内

履行期間 契約の日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　�※上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1330－

参 加 資 格

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　�※当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりませ
ん。　
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。
　�　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技術者
を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となっ
た場合は専任を要しません。
　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの
現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年３月14日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他

　本工事は川崎市上下水道局請負工事受注機会確保方式試行対象案件です。
　⑴�　入札参加者は本工事又は「等々力・戸手下水圧送管その５工事」のいずれか１件のみ落札がで
きるものとします。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当
する場合はこの限りではありません。

　⑵�　落札候補者決定は、「等々力・戸手下水圧送管その５工事」、本工事の順に行います。
　⑶�　本工事の落札候補者となった者は、「等々力・戸手下水圧送管その５工事」の落札候補者には
なれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式試行要領」第３条の規定に該当する場
合はこの限りではありません。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 入江崎水処理センター東系初沈覆蓋取替工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期間 契約の日から令和４年９月30日まで
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参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　　�※上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年３月９日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第17号
　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年２月15日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　工業用水道　差圧式流量計設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区夜光２－３－１（ＥＮＥＯＳ（株）川崎製油所　塩浜内）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月24日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備
保守点検」で登録されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　水道用資機材等価格調査及びデータ作成業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所第２庁舎）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」、種目「市場調査」で登録
されている者
⑷�　平成18年度以降に、地方公共団体において資機材等価格調査及びデータ作成業務の元請けとして
の履行完了実績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　長沢浄水場　脱水土運搬その１委託（単価契約）

履行場所 長沢浄水場及び局指定場所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収
集運搬業」で登録されている者
⑷�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚
泥が含まれていること。）を受けていること。
⑸�　平成19年度以降に、地方公共団体等が発注した汚泥運搬業務委託の元請けとしての履行完了実績
を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月11日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要
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入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　長沢浄水場　脱水土運搬その２委託（単価契約）

履行場所 長沢浄水場及び局指定場所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収
集運搬業」で登録されている者
⑷�　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚
泥が含まれていること。）を受けていること。
⑸�　東京都産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていること。）を受けて
いること。
⑹�　平成19年度以降に、地方公共団体等が発注した汚泥運搬業務委託の元請けとしての履行完了実績
を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月11日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度上半期広報紙ポスティング業務委託（単価契約）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和４年４月１日から令和４年９月９日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「その他」に登載さ
れている者。
⑷�　平成28年度以降に、国、地方公共団体又は地方公共法人が作成した刊行物のポスティングの履行
完了実績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月11日　15時00分（砂子平沼ビル７階入札室）
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入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度広報紙制作業務委託（単価契約）

履行場所 局指定場所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「その他業務」、種目「印刷物のデザイン」
に登載されている者。
⑷�　平成30年度以降契約した、国、地方公共団体又は地方公共法人が発注した広報紙（誌）の作成業
務の元請けとしての履行完了実績を有すること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月11日　15時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度地盤変動影響調査等業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市全区

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」、種目「事業損失
部門」で登録されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月11日　15時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免
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契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎市工業用水道事業の料金制度のあり方検討支援業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番池　川崎市役所第２庁舎３階ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」
で登録されている者
⑷�　水道事業、工業用水道事業又は下水道事業の料金改定に係る支援業務等の元請けとしての履行実
績を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）　
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月10日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける本調達に係る予算の可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第18号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　令和４年度川崎市交通局採用選考に係る求人広告
掲出業務（単価契約）

　⑵　履行場所
　　　局指定場所
　⑶　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　インターネット求人サイトである「マイナビ転
職」に職員採用選考の広告を掲出する（詳細は仕様
書のとおり）。なお、予定回数は、あくまで予定で
あり、発注数を保証するものではありません。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名
簿に、業種「その他業務」、種目「広告代理店」で
登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
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　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月１日から令和４年２月４日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局委託入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年２月９日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　企画管理部　庶務課　田中　
　　電話　044－200－3215
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　掲出広告媒体ごとの単価と予定回数を乗じた総価
で行います。この金額には、その他一切の諸経費を
含めて算定してください。入札者は、算定した金額
から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた
金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送

　　　ア　提出期限　令和４年２月16日　必着
　　　イ　宛　　先　�〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月16日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日、国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月18日　午前９時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。
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　　　───────────────────
川崎市交通局公告第19号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　男性制服上着・ズボン・夏ズボンの購入（単価契
約）

　⑵　履行場所
　　　局の指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　交通局被服購入における物件単価契約。男性制服
上着103着、男性制服ズボン139着、男性制服夏ズボ
ン343着を予定数量とする。なお、予定数量は、あ
くまで予定であり、発注数を保証するものではあり
ません。詳細は仕様書のとおり。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「衣料用品」、種目「衣
服」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この（製造）物品について平成24年４月１日以降
に類似の契約実績があること。

　⑸�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　　　２⑷における実績等を証明する書類
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月１日から令和４年２月７日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）
　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局物品入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年２月14日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　企画管理部　庶務課　労務担当　横田　
　　電話　044－200－3230
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　単価と予定数量を乗じた総価で行います。この金
額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ
さい。入札者は、算定した金額から消費税及び地方
消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載
してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月21日　必着
　　　イ　宛　　先　�〒210－8577　川崎市川崎区宮本

町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月21日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月24日　午後２時00分
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　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第20号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　ワイシャツ・半袖ワイシャツの購入（単価契約）
　⑵　履行場所
　　　局の指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　交通局被服購入における物件単価契約。ワイシャ
ツ592着、半袖ワイシャツ399着を予定数量とする。

なお、予定数量は、あくまで予定であり、発注数を
保証するものではありません。詳細は仕様書のとお
り。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「衣料用品」、種目「衣
服」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この（製造）物品について平成24年４月１日以降
に類似の契約実績があること。

　⑸�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　　　２⑷における実績等を証明する書類
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月１日から令和４年２月７日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局物品入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年２月14日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　企画管理部　庶務課　労務担当　横田　
　　電話　044－200－3230
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
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のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　単価と予定数量を乗じた総価で行います。この金
額には、その他一切の諸経費を含めて算定してくだ
さい。入札者は、算定した金額から消費税及び地方
消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載
してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月21日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月21日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月24日　午後２時30分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。

　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第21号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月３日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　車体修理及びシート修理
　⑵　履行場所
　　　局指定場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　概　　要
　　　バス車両の車体補修及びシート生地等の張替え
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車修理」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履
行できること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
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　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月３日から令和４年２月９日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局物品入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月15日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課　車両係　朝生
　　電話　044－200－3240
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴�　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参となりま

す。一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を
有することを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月22日　必着　
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月22日まで
の、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年２月25日　午後２時00分
　　イ　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第22号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　自動車電装部品（オルタネータコイル修理品）購
入（単価契約）
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　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車用品」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
ダウンロードもできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月７日から令和４年２月９日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月15日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品名・品番ごとに単価と予定数量を乗じた総価で
行います。この金額には、その他一切の諸経費を含
めて算定してください。入札書には、消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、
算定した金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を記載してください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月21日　必着
　　　イ　宛　　先　�〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月21日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後時から午後５時15分まで（土
曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月24日　午前９時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1342－

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第23号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　自動車電装部品（三菱電機製）購入（単価契約）
　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク「Ａ」
又は「Ｂ」、種目「自動車用品」で登録されている
こと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続き
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月７日から令和４年２月９日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月15日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
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　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価
と予定数量を乗じた総価で行います。この金額には、
その他一切の諸経費を含めて算定してください。入
札書には、消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、算定した金額から消費税及
び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載し
てください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　　�　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ
ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し
た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して
算出した割引後の価格とします。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月21日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月21日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月24日　午前９時20分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等

　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第24号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　自動車電装部品（ミクニ製）購入（単価契約）
　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車用品」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。
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　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続き
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月７日から令和４年２月９日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月15日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価
と予定数量を乗じた総価で行います。この金額には、
その他一切の諸経費を含めて算定してください。入
札書には、消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、算定した金額から消費税及

び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載し
てください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　　�　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ
ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し
た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して
算出した割引後の価格とします。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月21日　必着
　　　イ　宛　先　　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月21日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月24日　午前９時40分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
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　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納
付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第25号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　いすゞ車ギヤシフトユニット修理（単価契約）
　⑵　履行場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達案件の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車修理」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
ダウンロードもできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月７日から令和４年２月９日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月15日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま
す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算
定してください。入札書には、消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を記載してください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
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ることを確認して提出してください。
　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月21日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月21日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月24日　午前10時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ

によります。
　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第26号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　日野車ギヤシフトユニット修理（単価契約）
　⑵　履行場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達案件の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車修理」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
ダウンロードもできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月７日から令和４年２月９日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
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15分まで
　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月15日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま
す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算
定してください。入札書には、消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を記載してください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月21日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月21日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで

（土曜日及び日曜日を除く。）
　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月24日　午前10時20分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第27号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
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　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　鷲ヶ峰営業所構内及び溝口駅南口車両誘導業務委
託

　⑵　履行場所
　　　鷲ヶ峰営業所構内及び溝口駅南口
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　鷲ヶ峰営業所構内における車両誘導業務及び溝口
駅南口における車両・乗降客誘導業務。

　　　詳細は仕様書のとおり。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名
簿に、業種「警備」種目「人的警備及び駐車場管理」、
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月８日から令和４年２月14日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日、国民の祝日を除く。）

　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局委託入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、

その結果を令和４年年２月21日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部　運輸課　小宮
　　電話　044－200－3231
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月28日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日、国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月２日　午後２時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上
の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低
の価格をもって入札を行った者を落札者とします。
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　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第28号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　川崎駅東口、登戸駅、カリタス学園及び宿河原交
差点車両誘導業務委託

　⑵　履行場所
　　�　川崎駅東口、登戸駅、カリタス学園及び宿河原交
差点

　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　川崎駅東口、登戸駅、カリタス学園及び宿河原交
差点における車両・乗降客誘導業務及び乗降客から
の運賃収受業務。

　　　詳細は仕様書のとおり。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「警備」種目「人的警備及び駐車場管理」、
地域区分「市内」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月８日から令和４年２月14日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日、国民の祝日を除く。）

　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局委託入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年２月21日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部　運輸課　小宮
　　電話　044－200－3231
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
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一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月28日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日、国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月２日　午後２時20分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上
の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低
の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。
　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第29号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　塩浜営業所乗車券発売窓口業務等委託
　⑵　履行場所
　　　交通局が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　仕様書のとおり。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名
簿に、業種「その他業務」、種目「一般事務」で登
録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成26年４月１日以降に、本件と類似した乗車券
発売所・案内所業務に関する契約実績、又は、交通
事業者発注の乗車券販売業務に関する契約実績を有
すること。

　⑸�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　　　上記２⑷の実績を証明する書類
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月９日から令和４年２月14日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
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15分まで（土曜日及び日曜日、国民の祝日を除く。）
　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局委託入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年２月17日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部　管理課　欄杭（らんぐい）
　　電話　044－200－3235
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月24日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月24日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日、国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月28日　午後２時00分

　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第30号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　鷲ヶ峰営業所乗車券発売窓口及び鷲ヶ峰営業所臨
時定期券発売窓口（旧菅生車庫）管理運営等委託

　⑵　履行場所
　　　仕様書のとおり。
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和７年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　仕様書のとおり。
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２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名
簿に、業種「その他業務」、種目「一般事務」で登
録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成26年４月１日以降に、本件と類似した乗車券
発売所・案内所業務に関する契約実績、又は、交通
事業者発注の乗車券販売業務に関する契約実績を有
すること。

　⑸�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　　　上記２⑷の実績を証明する書類
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月９日から令和４年２月14日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日、国民の祝日を除く。）

　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局委託入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年２月17日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部　管理課　欄杭（らんぐい）
　　電話　044－200－3235
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月24日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年２月24日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日、国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年２月28日　午後２時20分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　�　本件は長期継続契約案件となります。
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　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第31号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　自動車電装部品（泰平電機製）購入（単価契約）
　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車用品」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続き
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月22日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価
と予定数量を乗じた総価で行います。この金額には、
その他一切の諸経費を含めて算定してください。入
札書には、消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、算定した金額から消費税及
び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載し
てください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　　�　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ
ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し
た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して
算出した割引後の価格とします。
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　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月28日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月２日　午前９時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要

10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第32号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　デンソー部品購入（単価契約）
　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車用品」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
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もダウンロードできます。
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月22日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価
と予定数量を乗じた総価で行います。この金額には、
その他一切の諸経費を含めて算定してください。入
札書には、消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、算定した金額から消費税及
び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載し
てください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　　�　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ
ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し
た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して
算出した割引後の価格とします。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送

　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月28日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月２日　午前９時20分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。
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　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第33号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　サプライポンプ（デンソー製）修理（単価契約）
　⑵　履行場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達案件の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車修理」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月22日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに単価と予定数量を乗じた額を足し合わ
せた総価で行います。この金額には、その他一切の
諸経費を含めて算定してください。入札書には、消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、算定した金額から消費税及び地方消費税
に相当する金額を除いた金額を記載してください。�

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月28日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
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を除く。）
　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月２日　午前９時40分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第34号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者

　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　尿素水（ＡｄＢｌｕｅ）４月～５月分（単価契約）
　⑵　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
　⑶　納入場所
　　　�上平間営業所、塩浜営業所、井田営業所、鷲ヶ峰

営業所
　⑷　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和４年５月31日まで
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市における令和３・４年度川崎市製造の請
負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「薬品」、
種目「化学工業薬品」で登録されていること。

　⑶　川崎市内に本社又は事業所を有すること。
　　　（「市内」又は「準市内」に登録されていること。）
　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑸�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布、提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
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情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月22日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　伊藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　１リットル当たりの単価に予定数量を乗じた総価
で行います。この金額には、その他一切の諸経費を
含めて算定してください。入札書には、消費税に係
る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、
算定した金額から消費税及び地方消費税に相当する
金額を除いた金額を記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月28日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月２日　午前10時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第35号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　自動車電装部品（ナブテスコサービス製）購入（単
価契約）

　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」、種目「自
動車用品」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続き
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間中縦
覧に供します。また、市バスホームページ内「入札情
報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」の
「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月22日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに定価に割引率を適用した割引後の単価
と予定数量を乗じた総価で行います。この金額には、
その他一切の諸経費を含めて算定してください。入
札書には、消費税に係る課税事業者であるか免税事
業者であるかを問わず、算定した金額から消費税及
び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載し
てください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　　�　なお、契約単価は、仕様書で指定する部品メーカ
ーが発行する価格表による価格に、落札者が提出し
た入札書及び明細書に記載された割引率を適用して
算出した割引後の価格とします。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月28日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月３日　午前９時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
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成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第36号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　更生タイヤ購入（単価契約）
　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。

　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市における令和３・４年度川崎市製造の請
負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「自動車」、
種目「タイヤ」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期
間中縦覧に供します。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月22日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
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　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま
す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算
定してください。入札書には、消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月28日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月３日　午前９時20分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納
付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第37号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　タイヤ更生修理（単価契約）
　⑵　納入場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　納入期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　購入物品の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市における令和３・４年度川崎市製造の請
負・物件の供給等有資格業者名簿に、業種「自動車」、
種目「タイヤ」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納
入することが可能であること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
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　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期
間中縦覧に供します。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月22日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま
す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算
定してください。入札書には、消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年２月28日　必着

　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年２月28日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月３日　午前９時40分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
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交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第38号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　　名　　�令和４年度旅客運送事業用自動車

損害保険（任意）
　⑵　履 行 場 所　　川崎市交通局の指定する場所
　⑶　契 約 期 間　　仕様書のとおり
　⑷　保険内容等　　仕様書のとおり
２　入札参加者の資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名
簿に、業種「保険業」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　保険業法（平成７年法律第105号）第３条第１項
の損害保険業免許を受けていること。なお、この公
告の日から契約期間の終期までに合併（自動車保険
に係る業務統合等により他者の保険商品の契約を行
うことができる場合を含む。以下「合併等」という。）
を予定している者にあっては、合併等で中核となる
者又はいずれかの１者のみとする。

　⑸�　金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第66条の
27の登録を受けた信用格付業者からＡ等級以上の格
付（長期債、発行体、保険財務力等）を得ているこ
と。

　⑹�　平成29年４月１日以降、300両以上の一般乗合バ
スを保有するバス事業者との契約実績（一契約にお
ける対象車両数が一般乗合バス300両以上で対人・
対物賠償保険が含まれているもの）を有する者であ
ること。

　⑺�　保険業法第241条第１項の規定に基づく保険管理
人による業務及び財産の管理を命ずる処分の期間中
でないこと。

　⑻�　川崎市内、横浜市内、東京23区内に、自動車事故
の対応業務を行う部署を有する者であること。

３　一般競争入札参加資格に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局委託入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により所定の書類を提出した者には、入札説明書
を無料で交付します。
　※�入札説明書は、３⑵の期間中、市バスホームページ
内「入札情報」の「入札公表」の「交通局委託入札
公表一覧」の「令和４年度」からダウンロードする
ことができます。

５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月28日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
　�　なお、この確認通知は、申請時の登録情報により通
知するもので、最終的な入札参加資格の審査は、開札
後、申請時に遡って提出書類の確認をすることにより
行うものとします。この結果、入札参加資格がなく申
請を行った入札者の入札は無効とします。
６　仕様に関する問い合わせ
　�　仕様書等について疑義がある場合は、次により質問
を行うことができます。
　⑴　問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　自動車部安全・サービス課　安全管理担当　渡邊
　　　電話　044－200－3237
　　　ＦＡＸ　044－200－3946
　　　E-mail　82anzen@city.kawasaki.jp
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　問い合わせ方法
　　�　「質問票」の様式を使用し、⑴のメールアドレス
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宛てに開封確認付きの電子メールにて送付してくだ
さい。

　　※�「質問書」の様式は、市バスホームページ内「入
札情報」の「入札公表」の「交通局委託入札公表
一覧」の「令和４年度」からダウンロードしてく
ださい。

　⑷　回答方法
　　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した全て
の者に対し、令和４年２月28日までに電子メールに
て送付します。

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、２
に定める資格条件を満たさなくなったときは、競争入
札参加資格を喪失します。
８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　保険種別ごとの金額を合計した総価で行います。
この金額には、その他一切の諸経費を含めて算定し
てください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年３月４日　必着
　　　イ�　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年３月４日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月８日　午前10時40分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸�　落札者の決定方法及び最終的な入札参加資格の審
査等

　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　�　当該落札候補者について、２に定める入札参加資
格を満たしているかどうかの最終的な審査をした上
で、落札者として決定します。審査の結果、当該落
札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、そ
の入札を無効とし、順次、価格の低い入札者につい
て同様の審査を実施し落札者を決定します。

　⑹�　落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書等
の提出

　　�　開札後速やかに、交通局企画管理部経理課から、
落札候補者へ電話連絡しますので、落札候補者につ
いては、次のアからオまでの書類を当日中に本件業
務の発注部署（自動車部安全・サービス課　安全管
理担当　電話044－200－3237）に持参し、確認を受
けてください。

　　ア　落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書
　　イ�　２⑷の損害保険業免許を受けていることを確認

できる書類
　　ウ　２⑸の信用格付に係る書類
　　エ　２⑹の実績を証する書類（契約書等）
　　オ�　２⑻の川崎市内、横浜市内、東京23区内に、自

動車事故の対応業務を行う部署を有する者である
ことを確認できる書類

　　　※�落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書
の様式は、市バスホームページ内「入札情報」
の「入札公表」の「交通局委託入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードしてくださ
い。

　　　※�２⑸の信用格付に係る書類の発行日付は、原則
として提出日以前10日以内の日付とします。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　再度入札の実施
　�　落札者がない場合は、再度入札を行います。ただし、
その前回の入札が川崎市交通局競争入札参加者心得第
７条の規定により無効とされた者は除きます。再度入
札に係る入札書の提出期限、開札の日時・場所等につ
いては、Ｅメール又はＦＡＸにより連絡します。
10　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市交通局
契約規程第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵　前払金
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　　　否
　⑶　契約書作成
　　　必要
11　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第39号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　倍力装置、ブレーキ・バルブ修理（単価契約）
　⑵　履行場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達案件の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク「Ａ」
又は「Ｂ」、種目「自動車修理」で登録されている
こと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川

　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」のホ
ームページからもダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月28日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま
す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算
定してください。入札書には、消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年３月４日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
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　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年３月４日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月８日　午後１時40分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第40号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　インジェクター（デンソー製）修理（単価契約）
　⑵　履行場所
　　　川崎市交通局が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達案件の特質等
　　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「自動車」のランク「Ａ」
又は「Ｂ」、種目「自動車修理」で登録されている
こと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　野川
　　　電話　044－200－3228
　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホ

ームページ内「入札情報」の「入札公表」の「交
通局物品入札公表一覧」の「令和４年度」から
もダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月10日から令和４年２月15日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参
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４　入札説明書の交付
　�　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し
た者には、入札説明書を無料で交付します。
　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札
情報」の「入札公表」の「交通局物品入札公表一覧」
の「令和４年度」からダウンロードもできます。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年２月28日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部運輸課車両係　担当　須藤
　　電話　044－200－3241
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　品目ごとに単価と予定数量を乗じた総価で行いま
す。この金額には、その他一切の諸経費を含めて算
定してください。入札書には、消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を記載してください。

　　�　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
ください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年３月４日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達時から令和４年３月４日まで
の午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
（土曜日、日曜日及び国民の祝日
を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月８日　午後２時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第
２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。契約保証金の算定の基
礎となる契約金額は、契約単価に概算発注予定数
量等を乗じて得た金額に消費税相当額及び地方消
費税相当額を加算した金額とします。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで
す。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第８号
　　　入　　札　　公　　告
　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお
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り公告します。
　令和４年２月10日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル７階
　　　電話044 ‐ 200 ‐ 3857（直通）
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書
類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ
ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで
閲覧及びダウンロードすることができます。

　　�　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け
付けます。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度
川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名
簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと
に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条
件を満たす必要があります。

　　　ア�　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
　　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。
　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙
の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交
付します。競争参加資格があると認め難い者には、
別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参
加することはできません。

　⑸　仕様等に関する問合せの方法について
　　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
入札情報のページで取得できます。）により受け付
けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓
口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院
局入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹　入札及び開札について
　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。
　　イ　入札書の提出方法は、持参とします。
　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨
の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ　入札保証金は免除します。
　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、
その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。

　　　�　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回
り、落札者を決定できないときは、再度入札を行
います。ただし、その前回の入札が参加者心得の
規定により無効とされた者及び開札に立会わない
者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑺　契約の締結について
　　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締
結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は免
除します。

　　イ　契約書の作成を必要とします。
　　ウ�　令和４年第２回川崎市議会定例会における本調

達に係る予算の議決を必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 令和４年度川崎病院給食用米穀の単価契約（４月～ 10月期）

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「食料品」
種　目「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

納品予定米の
提 案 期 間

令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。
（納品予定米については、事前に川崎病院食養科の審査を受けること。）

提案に対する
回 答

令和４年２月25日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月２日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 令和４年度井田病院給食用米穀の単価契約（４月～ 10月期）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「食料品」
種　目「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

納品予定米の
提 案 期 間

令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。
（納品予定米については、事前に井田病院食養科の審査を受けること。）

提案に対する
回 答

令和４年２月25日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月２日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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（案件３）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 川崎病院及び井田病院で使用する患者給食用乳製品等の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「食料品」
種　目　「食料品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月２日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

そ の 他
　仕様書に記載されている予定数量は、発注が予想される見込数量であり、発注を約束するもの
ではありません。

（案件４）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 ペーパータオルの基本単価契約（220㎜×230㎜）

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）
川崎市川崎区砂子１－８－９（病院局総務部）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「日用品雑貨」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

同 等 品 の
提 案 期 間

　令和４年２月10日から令和４年２月25日まで受付けます。（同等品の提案については、上記の
各履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提案に対する
回 答

令和４年３月８日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

そ の 他
　仕様書に記載されている予定数量は、発注が予想される見込数量であり、発注を約束するもの
ではありません。
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（案件５）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 用紙の基本単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）
川崎市川崎区砂子１－８－９（病院局総務部）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　　　種　「文具・事務機器」
種　　　目　「用紙類」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競 争 参 加 の 申 込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

サ ン プ ル 提 出 期 間
令和４年２月10日から令和４年２月25日まで受付けます。（提案する物品のサンプル
ついては、上記の各履行場所へそれぞれ提出し、審査を受けてください。）

サ ン プ ル 審 査 結 果 令和４年３月８日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、発注が予想される見込数量であり、発注を約束
するものではありません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市病院局公告第９号
　　　入　　札　　公　　告
　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月10日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類は、
病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、インター
ネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧及
びダウンロードすることができます。

　　�　（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）
　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受付
けます。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度
業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加
者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格
のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　ア　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
　　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。
　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。
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　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙
の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交
付します。競争参加資格があると認め難い者には、
別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参
加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参
加することはできません。

　⑸　仕様等に関する問合せの方法について
　　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
入札情報のページで取得できます。）により受付け
ます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口
に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局
入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹　入札及び開札について
　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。
　　イ　入札書の提出方法は、持参とします。
　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨
の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ　入札保証金は免除します。

　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契
約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、
その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定
価格を上回り、落札者を決定できないときは、再
度入札を行います。ただし、その前回の入札が参
加者心得の規定により無効とされた者及び開札に
立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑺　契約の締結について
　　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締
結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は免
除します。

　　イ�　契約書の作成を必要とします。
　　ウ�　令和４年第２回川崎市議会定例会における本調

達に係る予算の議決を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 イントラパソコン・プリンタ等保守委託

履行場所
川崎市川崎区砂子１－８－９（病院局）
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「電算関連業務」
種　目　「その他の電算関連業務」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎建物機械警備業務委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「警備」
種　目　「機械警備」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

そ の 他
　履行場所に係る図面は、競争参加資格があると認められた者に対して競争参加資格確認通知書
とともに交付します。

（案件３）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎建物管理業務委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「施設維持管理」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

そ の 他
　履行場所に係る図面は、競争参加資格があると認められた者に対して競争参加資格確認通知書
とともに交付します。

（案件４）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 電離放射線個人線量測定業務委託

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「調査・測定」
種　目　「その他調査測定」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。
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入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 川崎病院小児科病棟保育業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「その他業務」
種　目　「介護、保育、福祉の業務サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件６）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 川崎病院ＲＩ関連保守及び放射性物質法定濃度測定等業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 川崎病院紫外線照射ロボット保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和８年３月31日まで
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競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件８）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 川崎病院自動造影剤注入装置保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 川崎病院人工呼吸器（ニューポートベンチレータ)保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月28日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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（案件10）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野１）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和８年７月５日まで（長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

１�　当市以外の300床以上の病床を有する国公立病院における同種の契約実績を平成
29年４月以降有すること。
２　ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）を取得していること。
３�　ＩＳＯ１５１８９（臨床検査室－質と適合能力に対する特定要求事項）の認証を
受けていること。
４�　システムへの安全対策のリスク管理として、システム運用規定、管理体制を報告
すること。
５�　ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティーマネジメントシステム）の認証を受けて
いること。
６�　財団法人医療関連サービス振興会から医療関連サービスマーク（衛生検査所業
務）の認定を受けていること。
７　ＣＡＰ（College�of�American�Pathologist）の認定を取得していること。
８�　過去５年以内に、国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関において、病院事業
に係る検査業務を業務履行不能により、取引停止措置を受けていないこと。
※　１～７のことを証明する書類の写しを競争参加申込書提出時に添付してください。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月24日　午前13時30分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件11）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野２）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和８年７月５日まで（長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

１�　当市以外の300床以上の病床を有する国公立病院における同種の契約実績を平成
29年４月以降有すること。
２　ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）を取得していること。
３�　ＩＳＯ１５１８９（臨床検査室－質と適合能力に対する特定要求事項）の認証を
受けていること。
４�　システムへの安全対策のリスク管理として、システム運用規定、管理体制を報告
すること。
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競争参加資格 そ の 他

５�　ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティーマネジメントシステム）の認証を受けて
いること。
６�　財団法人医療関連サービス振興会から医療関連サービスマーク（衛生検査所業
務）の認定を受けていること。
７　ＣＡＰ（College�of�American�Pathologist）の認定を取得していること。
８�　過去５年以内に、国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関において、病院事業
に係る検査業務を業務履行不能により、取引停止措置を受けていないこと。
※　１～７のことを証明する書類の写しを競争参加申込書提出時に添付してください。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月24日　午前13時30分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件12）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野３）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和８年７月５日まで（長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

１�　当市以外の300床以上の病床を有する国公立病院における同種の契約実績を平成
29年４月以降有すること。
２　ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）を取得していること。
３�　ＩＳＯ１５１８９（臨床検査室－質と適合能力に対する特定要求事項）の認証を
受けていること。
４�　システムへの安全対策のリスク管理として、システム運用規定、管理体制を報告
すること。
５�　ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティーマネジメントシステム）の認証を受けて
いること。
６�　財団法人医療関連サービス振興会から医療関連サービスマーク（衛生検査所業
務）の認定を受けていること。
７　ＣＡＰ（College�of�American�Pathologist）の認定を取得していること。
８�　過去５年以内に、国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関において、病院事業
に係る検査業務を業務履行不能により、取引停止措置を受けていないこと。
※　１～７のことを証明する書類の写しを競争参加申込書提出時に添付してください。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月24日　午前13時30分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。



（第1,837号）令和４年（2022年）２月25日 川 崎 市 公 報

－1378－

（案件13）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（職員検査）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和８年７月５日まで（長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種　「医療関連業務」
種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

１�　当市以外の300床以上の病床を有する国公立病院における同種の契約実績を平成
29年４月以降有すること。
２　ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）を取得していること。
３�　ＩＳＯ１５１８９（臨床検査室－質と適合能力に対する特定要求事項）の認証を
受けていること。
４�　システムへの安全対策のリスク管理として、システム運用規定、管理体制を報告
すること。
５�　ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティーマネジメントシステム）の認証を受けて
いること。
６�　財団法人医療関連サービス振興会から医療関連サービスマーク（衛生検査所業
務）の認定を受けていること。
７　ＣＡＰ（College�of�American�Pathologist）の認定を取得していること。
８�　過去５年以内に、国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関において、病院事業
に係る検査業務を業務履行不可能により、取引停止措置を受けていないこと。
※　１～７のことを証明する書類の写しを競争参加申込書提出時に添付してください。

競争参加の申込 令和４年２月10日から令和４年２月18日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年２月24日　午前13時30分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第４号
　消防法（昭和23年法律第186号）第17条の４第１項の
規定により措置命令を行ったので、消防法第17条の４第
３項において準用する消防法第５条第３項の規定により
次のとおり公告します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　　川崎市消防長　日　迫　善　行
１　防火対象物の名称及び所在地
　　フェリーチェ・トレ
　　川崎市幸区幸町３丁目11番地
２　命令を受けた者
　　合同会社マコトエステート
　　代表社員　金沢　浩誠

３　命令の内容
　�　令和４年５月18日までに、防火対象物全体に自動火
災報知設備を設置すること。
４　命令を行った日
　　令和４年２月７日

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第３号
　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。
　　令和４年２月１日
　　　　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　小田嶋　満
１　日　時　令和４年２月８日（火）14時00分から
２　場　所　教育文化会館　第６・７会議室
３　議　事
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　議案第39号　�「文永四年銘阿弥陀如来種子板碑」の川
崎市重要歴史記念物指定に係る諮問につ
いて

　議案第40号　�通学区域の一部変更について
　議案第41号　�公益財団法人川崎市学校給食会「次期　

経営改善及び連携・活用に関する方針
案」の策定について

　議案第42号　�公益財団法人川崎市生涯学習財団「次期　
経営改善及び連携・活用に関する方針
案」の策定について

　議案第43号　�地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第29条の規定に基づく意見聴取につい
て

４　その他報告等

監 査 公 表

　　　　　　　　　　　　　　　　　４川監公第３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年２月15日
　　　川崎市職員措置請求について（公表）
　令和３年12月17日付けをもって受理した標記の請求に
ついて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第
５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求人に
対する通知文を別紙のとおり公表します。
　　　　　川崎市監査委員　　　　大　村　研　一
　　　　　同　　　　　　　　　　植　村　京　子
　　　　　同　　　　　　　　　　浅　野　文　直
　　　　　同　　　　　　　　　　山　田　晴　彦
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1 

監
査

の
結

果
 

第
１

 
請

求
の

受
付

 

 
１

 
請

求
の

内
容

 

 
 

 
本

件
措

置
請

求
は

、
別

紙
１

な
い

し
別

紙
７

（
事

実
証

明
書

は
添

付
省

略
）

の
と

お
り

、
教

育
委

員
会

事
務

局
が

随
意

契
約

で
実

施
し

た
以

下
の

軽
易

工
事

（
以

下
「

本
件

各
工

事
」

と
い

う
。
）

に

つ
い

て
、

本
来

１
件

の
工

事
と

し
て

発
注

す
べ

き
も

の
を

、
学

校
ご

と
の

８
９

件
の

工
事

と
し

て
発

注
す

る
こ

と
は

分
割

発
注

に
該

当
し

、
違

法
で

あ
り

無
効

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

本
件

各
工

事
の

契
約

金
額

の
総

額
を

市
に

返
還

さ
せ

る
こ

と
な

ど
を

求
め

て
い

る
。

 

N
o
 

件
 

名
 

契
約

金
額
 

契
約

日
 

1
 

南
加
瀬
小
学
校
 
屋
外
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,4

21
,2

00
 

令
和

2
年

 
9月

11
日

 

2
 

東
大
島
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

8
67

,9
00

 
令

和
2
年

 
9月

15
日

 

3
 

橘
中
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,4

08
,0

00
 

令
和

2
年

1
0月

 8
日

 

4
 

新
城
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
補
修
工
事
 

5
36

,8
00

 
令

和
2
年

1
0月

12
日

 

5
 

宮
崎
中
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

2
,0

57
,0

00
 

令
和

2
年

1
1月

30
日

 

6
 

玉
川
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

8
80

,0
00

 
令

和
2
年

1
2月

 7
日

 

7
 

さ
く
ら
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,2

00
,0

00
 

令
和

2
年

1
2月

10
日

 

8
 

川
崎
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

6
45

,7
00

 
令

和
2
年

1
2月

14
日

 

9
 

渡
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

2
,1

67
,0

00
 

令
和

2
年

1
2月

14
日

 

1
0 

旭
町
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,3

47
,5

00
 

令
和

2
年

1
2月

14
日

 

1
1 

下
沼
部
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,3

03
,5

00
 

令
和

2
年

1
2月

15
日

 

1
2 

田
島
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,5

73
,0

00
 

令
和

2
年

1
2月

15
日

 

1
3 

大
谷
戸
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,7

82
,0

00
 

令
和

2
年

1
2月

15
日

 

1
4 

浅
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

7
78

,8
00

 
令

和
3
年

 
1月

 5
日

 

1
5 

今
井
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

9
04

,2
00

 
令

和
3
年

 
1月

14
日

 

1
6 

大
師
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

2
,0

46
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

15
日

 

1
7 

川
中
島
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,4

77
,3

00
 

令
和

3
年

 
1月

15
日

 

1
8 

苅
宿
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,8

15
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

19
日

 

1
9 

住
吉
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

96
,8

00
 

令
和

3
年

 
1月

19
日

 

2
0 

宮
内
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

82
,5

00
 

令
和

3
年

 
1月

19
日

 

2
1 

新
町
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,2

51
,8

00
 

令
和

3
年

 
1月

19
日

 

2
2 

久
末
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,8

59
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

21
日

 

2
3 

殿
町
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

2
,0

90
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

21
日

 

2
4 

京
町
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,3

60
,7

00
 

令
和

3
年

 
1月

21
日

 

2
5 

日
吉
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,2

00
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

21
日

 

2
6 

向
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

36
,0

80
 

令
和

3
年

 
1月

22
日

 

2
7 

平
間
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,1

33
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

22
日

 

2
8 

東
住
吉
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,1

56
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

22
日

 

2
9 

宮
前
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,4

47
,6

00
 

令
和

3
年

 
1月

22
日

 

3
0 

小
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,5

18
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

22
日

 

3
1 

虹
ヶ
丘
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

97
,2

00
 

令
和

3
年

 
1月

25
日

 

3
2 

金
程
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

36
,3

00
 

令
和

3
年

 
1月

25
日

 

3
3 

南
河
原
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,9

49
,2

00
 

令
和

3
年

 
1月

25
日

 

3
4 

高
津
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,7

86
,4

00
 

令
和

3
年

 
1月

25
日

 

3
5 

稲
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,6

32
,4

00
 

令
和

3
年

 
2月

 4
日

 

3
6 

小
倉
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,0

58
,1

00
 

令
和

3
年

 
1月

27
日

 

3
7 

幸
町
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

92
,8

00
 

令
和

3
年

 
1月

27
日

 

（
別

紙
）

 

３
川

監
第

９
０

７
号
 

 

令
和

４
年

２
月

１
５

日
 

 

坂
 

巻
 

良
 

一
 

様
 

川
崎

市
監

査
委

員
 

 
大

 
村

 
研

 
一

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
植

 
村

 
京

 
子

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
浅

 
野

 
文

 
直

 
 

 
 

同
 

 
 

 
 

 
 

 
山

 
田

 
晴

 
彦

 
 

 
 

川
崎

市
職

員
措

置
請

求
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

令
和

３
年

１
２

月
１

７
日

付
け

を
も

っ
て

受
理

し
た

標
記

の
請

求
に

つ
い

て
、

地
方

自
治

法
（

昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

２
４

２
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

監
査

を
実

施
し

ま
し

た
の

で
、

そ
の

結
果

を
次

の
と

お
り

通
知

し
ま

す
。
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3 

 
２
 
請
求
の
受
理

 
 
 

本
件
措

置
請

求
は

、
所
定

の
要
件

を
具

備
し

て
い
る

も
の
と

認
め

、
令

和
３
年

１
２
月

１
７

日
付

け
で
こ
れ
を
受

理
し
、
監
査
対
象
局
を
教
育
委
員
会
事
務
局
と
し
た
。
 

 
 

 
 

な
お

、
教

育
委

員
会

事
務

局
は

、
南

加
瀬

小
学

校
に

お
け

る
工

事
ほ

か
１

２
件

に
つ

い
て

、
請
求

期
間

の
徒

過
を

主
張

し
て

い
る

が
、

請
求

人
は

、
違

法
な

契
約

に
基

づ
く

公
金

の
支

出
に

つ
い

て
も

請
求

内
容

に
含

め
て

い
る

こ
と

か
ら

、
本

件
各

工
事

は
全

て
請

求
期

間
内

に
な

さ
れ

た
も

の
と

認
め

ら
れ
る
。
 

第
２
 
監
査
の
実
施

 

 
１
 
請
求
人
の
陳

述
 

 
 

 
監

査
の

実
施

に
当

た
り

、
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第
２
４

２
条

第
７
項

の
規

定
に
基

づ
き

、
令
和

４
年

２
月
２

日
、

請
求
人

か
ら

陳
述
の

聴
取

を
行
っ

た
。
こ

の
際

、
同
条

第
８

項
の
規

定
に

基
づ
き

、
教

育
委
員

会
事

務
局
の

関
係

職
員
（

以
下

「
関
係

職
員
」
と
い
う

。
）
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。
 

 
 
 
請
求
人
が
本

件
措
置
請
求
の
要
旨
を
補
足
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
８
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
２
 
関
係
職
員
の

陳
述
 

 
 
 

法
第
２

４
２

条
第

８
項
の

規
定
に

基
づ

き
、

令
和
４

年
２
月

２
日

、
関

係
職
員

か
ら
陳

述
の

聴
取

を
行
っ

た
。

関
係
職

員
か

ら
は
、
「
住

民
監
査

請
求

に
対
す

る
市

の
考
え

方
」
（
添
付

省
略

）
の
提
出

が
あ
っ
た
。
こ

の
際
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
請
求
人
の
立
会
い
が
あ
っ
た
。
 

 
 
 
関
係
職
員
が

説
明
し
た
内
容
は
、
お
お
む
ね
別
紙
９
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
３
 
監
査
対
象
事

項
 

 
 
 

市
が
軽

易
工

事
と

し
て
、

本
件
各

工
事

を
随

意
契
約

に
よ
り

執
行

し
た

こ
と
自

体
が
違

法
と

い
え

る
か
、

ま
た

、
当
該

契
約

に
係
る

事
務

手
続
に

違
法

性
・
不

当
性

が
認
め

ら
れ

る
か
を

監
査

対
象
と

し
た
。
 

な
お

、
請

求
人

の
主

張
の

う
ち

、
文

書
の

不
開

示
に

係
る

請
求

に
つ

い
て

は
、

財
務

会
計

上
の

行

為
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
監
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
 

第
３
 
監
査
の
結
果

 

 
１
 
前
提
事
実
の

確
認
等
 

 
 
 

請
求
人

の
陳

述
、

関
係
職

員
の
陳

述
及

び
関

係
各
書

類
の
調

査
の

結
果

、
本
件

に
関
す

る
前

提
事

実
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。
 

 
 
(
1
)
 
軽
易
工
事

の
定
義
に
つ
い
て
 

軽
易

工
事

は
、

地
方
自

治
法
施

行
令

（
昭

和
２
２

年
政
令

第
１

６
号

。
以
下

「
施
行

令
」

と
い

2 

3
8 

下
河
原
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

51
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

27
日

 

3
9 

東
小
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,3

44
,2

00
 

令
和

3
年

 
1月

27
日

 

4
0 

木
月
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

86
,2

00
 

令
和

3
年

 
1月

27
日

 

4
1 

久
本
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,1

89
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

28
日

 

4
2 

下
作
延
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
補
修
工
事
 

1
,3

47
,5

00
 

令
和

3
年

 
1月

28
日

 

4
3 

末
長
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,0

79
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

28
日

 

4
4 

新
作
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,6

28
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

28
日

 

4
5 

南
野
川
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,2

31
,9

00
 

令
和

3
年

 
1月

28
日

 

4
6 

中
野
島
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,3

20
,0

00
 

令
和

3
年

 
1月

29
日

 

4
7 

古
市
場
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

99
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

 1
日

 

4
8 

大
戸
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,2

62
,8

00
 

令
和

3
年

 
2月

 1
日

 

4
9 

四
谷
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,7

56
,7

00
 

令
和

3
年

 
2月

 1
日

 

5
0 

西
丸
子
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,4

65
,2

00
 

令
和

3
年

 
2月

 1
日

 

5
1 

下
小
田
中
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,6

06
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

 1
日

 

5
2 

向
丘
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,3

61
,8

00
 

令
和

3
年

 
2月

 2
日

 

5
3 

子
母
口
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,2

00
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

 2
日

 

5
4 

宮
崎
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,6

46
,7

00
 

令
和

3
年

 
2月

 2
日

 

5
5 

稗
原
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,4

36
,5

00
 

令
和

3
年

 
2月

 3
日

 

5
6 

有
馬
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,9

53
,6

00
 

令
和

3
年

 
2月

 3
日

 

5
7 

犬
蔵
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,3

47
,5

00
 

令
和

3
年

 
2月

 3
日

 

5
8 

三
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,0

51
,6

00
 

令
和

3
年

 
2月

 3
日

 

5
9 

柿
生
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

86
,9

00
 

令
和

3
年

 
2月

 3
日

 

6
0 

下
布
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

51
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

 3
日

 

6
1 

上
作
延
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

9
28

,4
00

 
令

和
3
年

 
2月

 4
日

 

6
2 

南
百
合
丘
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

84
,7

00
 

令
和

3
年

 
2月

 4
日

 

6
3 

中
原
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
 

1
,9

69
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

6
4 

長
沢
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,2

07
,7

00
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

6
5 

御
幸
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,9

14
,8

80
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

6
6 

西
菅
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,2

55
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

6
7 

戸
手
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,0

31
,8

00
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

6
8 

東
菅
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

78
,5

00
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

6
9 

生
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

00
,4

00
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

7
0 

麻
生
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,4

59
,7

00
 

令
和

3
年

 
2月

10
日

 

7
1 

藤
崎
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

9
79

,0
00

 
令

和
3
年

 
2月

10
日

 

7
2 

南
加
瀬
中
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
補
修
工
事
 

4
89

,5
00

 
令

和
3
年

 
2月

10
日

 

7
3 

鷺
沼
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

37
,8

00
 

令
和

3
年

 
2月

12
日

 

7
4 

坂
戸
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,2

56
,2

00
 

令
和

3
年

 
2月

12
日

 

7
5 

土
橋
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

7
84

,3
00

 
令

和
3
年

 
2月

12
日

 

7
6 

宮
前
平
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

8
25

,0
00

 
令

和
3
年

 
2月

12
日

 

7
7 

橘
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

9
57

,0
00

 
令

和
3
年

 
2月

12
日

 

7
8 

夢
見
ヶ
崎
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,0

61
,5

00
 

令
和

3
年

 
2月

16
日

 

7
9 

菅
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,2

85
,9

00
 

令
和

3
年

 
2月

16
日

 

8
0 

白
幡
台
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,3

84
,9

00
 

令
和

3
年

 
2月

17
日

 

8
1 

東
高
津
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,3

65
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

17
日

 

8
2 

梶
ヶ
谷
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

9
37

,2
00

 
令

和
3
年

 
2月

17
日

 

8
3 

古
川
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

2
,4

99
,2

00
 

令
和

3
年

 
2月

18
日

 

8
4 

西
御
幸
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,1

55
,2

20
 

令
和

3
年

 
2月

18
日

 

8
5 

久
地
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,5

44
,4

00
 

令
和

3
年

 
2月

19
日

 

8
6 

千
代
ヶ
丘
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,8

31
,5

00
 

令
和

3
年

 
2月

19
日

 

8
7 

井
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,0

28
,5

00
 

令
和

3
年

 
2月

22
日

 

8
8 

西
生
田
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

4
23

,5
00

 
令

和
3
年

 
2月

24
日

 

8
9 

西
野
川
小
学
校
 
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
 

1
,2

32
,0

00
 

令
和

3
年

 
2月

22
日
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5 

易
工

事
の

よ
う

な
随
意

契
約

に
お
い

て
は

、
入
札

や
開

札
手

続
を
と

ら
ず
に

見
積

り
合
わ

せ
に

よ
る

こ
と

か
ら

、
必

ず
し
も

書
面
と

し
て

予
定

価
格

書
を

作
成

す
る

必
要

は
な
い

と
し
て
い
る
。
 

本
件
各

工
事

に
つ
い

て
は

、
学
校

ご
と

に
業
者

３
者

を
適
格

者
と

し
て
選

定
し

、
工
事

見
積

書
を

提
出

さ
せ

、
当
該

見
積

書
の
う

ち
、

最
低
の

価
格

を
予

算
執
行

伺
の
額

と
し

、
予
算

執
行

伺
の
決
裁
に
お
い

て
は
、
併
せ
て
当
該
金
額
を
予
定
価
格
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
 

ま
た
、

軽
易

工
事
規

程
第

３
条
第

２
項

で
は
、

予
算

執
行
部

局
の

長
は
、

予
算

執
行
伺

に
工

事
見

積
書

を
添

付
の
上

、
工

事
執
行

部
局

の
長
の

工
事

費
等

の
審
査

を
受
け

る
も

の
と
し

、
同

項
た

だ
し

書
で

は
、
当

該
工

事
費
等

の
審

査
を
す

る
こ

と
が

で
き
る

技
術
職

員
が

い
る
予

算
執

行
部

局
に

あ
っ

て
は

、
当
該

予
算
執

行
部

局
に

お
い

て
審

査
を

行
う

も
の

と
す
る

と
し
て

お
り
、

さ
ら

に
、

同
条

第
３
項

で
は

、
審
査

は
、

予
算
執

行
伺

へ
の

合
議
を

も
っ
て

行
う

こ
と
と

し
て

い
る
。
 

教
育
委

員
会

事
務
局

は
、

軽
易
工

事
規

程
第
３

条
第

２
項
た

だ
し

書
の
技

術
職

員
が
い

る
予

算
執

行
部

局
に

該
当

し
、

本
件

各
工

事
に

つ
い

て
も

、
教

育
環

境
整

備
推

進
室

の
技

術
職

員

（
建

築
職

）
が

、
予
算

執
行

伺
を
承

認
す

る
際
に

工
事

見
積

書
の
審

査
を
行

い
、

本
件
各

工
事

は
、
お
お
む
ね
次

の
手
順
で
実
施
し
た
と
し
て
い
る
。
 

(
ｱ
)
 
教

育
環

境
整

備
推

進
室

か
ら

各
学

校
に

防
犯

カ
メ

ラ
の

設
置

場
所

や
台

数
の

調
査

を
依

頼
し

、
各

学
校

が
希

望
す

る
防

犯
カ

メ
ラ

の
設

置
場

所
が

記
さ

れ
て

い
る

学
校

配
置

図

（
以
下
「
防
犯

カ
メ
ラ
配
置
図
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
た
。
 

ま
た

、
参

考
見

積
書

を
作

成
す

る
業

者
に

よ
り

各
学

校
の

仕
様

が
大

き
く

異
な

る
こ

と

が
な

い
よ

う
に

、
教

育
環

境
整

備
推

進
室

に
お

い
て

防
犯

カ
メ

ラ
の

性
能

な
ど

を
定

め
た

標
準
的
な
仕
様
（
以
下
「
標
準
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
た
。
 

(
ｲ
)
 
標

準
仕

様
書

及
び

防
犯

カ
メ

ラ
配

置
図

を
学

校
ご

と
に

業
者

１
者

（
合

計
で

１
９

者
）

に
提

供
し

、
現

地
を

確
認

の
上

、
経

費
算

定
及

び
仕

様
書

作
成

の
参

考
と

す
る

た
め

の
参

考
見
積
書
等
の
提
出
を
依
頼
し
た
。
 

(
ｳ
)
 
上
記
(
ｲ
)
に

よ
り
徴

取
し
た
参
考
見
積
書
に
つ

い
て
、
教
育
環
境
整
備
推

進
室
の
技
術
職

員
は

、
仕

様
が

適
正

で
あ

る
か

、
疑

義
等

が
な

い
か

、
工

事
が

軽
易

工
事

規
程

第
２

条
に

定
め

ら
れ

た
１

件
２

，
５

０
０

，
０

０
０

円
以

下
の

工
事

の
要

件
に

該
当

す
る

か
、

ま
た

、

設
計
図
書
の
作
成
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
 

(
ｴ
)
 
上
記
(
ｳ
)
の

参
考
見

積
書
の
確
認
後
、
教
育
環

境
整
備
推
進
室
の
営
修
繕

担
当
者
が
参
考

見
積

書
を

基
に

し
て

仕
様

書
の

作
成

を
行

う
と

と
も

に
、

学
校

ご
と

に
参

考
見

積
書

を
提

出
し
た
業
者
を
含
む
３
者
に
工
事
見
積
書
の
提
出
を
依
頼
し
た
。
 

(
ｵ
)
 
工

事
見

積
書

の
徴

取
後

、
教

育
環

境
整

備
推

進
室

の
営

修
繕

担
当

者
等

が
予

算
執

行
伺

を
起

案
し

た
。

予
算

執
行

伺
を

承
認

す
る

教
育

環
境

整
備

推
進

室
の

技
術

職
員

が
、

仕
様

が
適

正
で

あ
る

か
、

工
事

見
積

書
の

金
額

に
疑

義
等

が
な

い
か

に
つ

い
て

確
認

し
た

上
で

、

専
決
権
者
で
あ
る
担
当
課
長
が
決
裁
し
た
。
 

4 

う
。
）

第
１

６
７

条
の

２
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

随
意

契
約

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る
。

そ
の

定
義

に
つ
い

て
は
、

川
崎

市
軽

易
工
事

契
約
事

務
取

扱
規

程
（
昭

和
４
９

年
川

崎
市

訓
令

第
８

号
。

 
以

下
「

軽
易

工
事

規
程

」
と

い
う

。
）

第
２

条
で

は
、
「

予
算

科
目

が
工

事
請

負

費
又

は
需

用
費

に
該

当
す

る
１

件
２

,
５

０
０

,
０

０
０

円
（

需
用

費
中

１
０

０
,
０

０
０

円
以

下

の
も

の
を

除
く

。
）

以
下

の
工

事
（

設
計

図
書

（
工

事
用

の
図

面
、

仕
様

書
、

現
場

説
明

書
及

び

現
場

説
明

に
対

す
る

質
問

回
答

書
を

い
う

。
）

の
作

成
を

要
す

る
工

事
を

除
く

。
）
（

予
算

科
目

が

需
用

費
に

該
当

す
る

工
事

に
あ

っ
て

は
、

建
物

等
の

小
破

修
繕

に
類

す
る

工
事

に
限

る
。
）

を
い

う
」
も
の
と
し
て
い
る
。
 

(
2
)
 
軽
易
工
事
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
 

 
 
 

 
軽
易

工
事

規
程

第
３
条

第
１
項

で
は

、
軽

易
工
事

の
必
要

が
生

じ
た

と
き
は

、
本
市

の
工

事
請

負
に
係

る
有

資
格

業
者
名

簿
に
登

録
さ

れ
て

い
る
業

者
、
工

事
の

履
行

場
所
の

近
く
に

事
務

所
を

有
す
る

業
者

又
は

本
市
工

事
の
経

験
が

あ
り

、
か
つ

、
誠
意

が
あ

る
業

者
の
う

ち
か
ら

２
名

以
上

の
業
者

を
適

格
者

と
し
て

選
定
し

て
工

事
見

積
書
を

提
出
さ

せ
る

も
の

と
し
、

軽
易
工

事
規

程
第

５
条
第

１
項

で
は

、
最
低

の
価
格

を
も

っ
て

見
積
り

し
た
者

を
随

意
契

約
の
相

手
方
と

し
て

決
定

す
る
も

の
と
し
て
い
る
。
 

 
 
(
3
)
 
本
件
各
工
事
に
つ
い
て
 

 
 
 
ア
 
概
要
 

 
 
 

 
 
教

育
委

員
会

事
務
局

に
よ
る

と
、

小
学

校
に
お

け
る
防

犯
対

策
と

し
て
、

不
審
者

の
侵

入
な

ど
万

一
の
事

態
に

備
え

る
た
め
に

、
学

校
か

ら
の

申
請
に
基

づ
き

、
敷

地
内

の
死
角
を

な
く
す

な
ど

日
常
の

安
全

確
保
を

目
的
と

し
て

、
こ

れ
ま
で

も
防
犯

カ
メ

ラ
の

設
置
を

進
め
て

き
た

が
、

本
件

各
工
事

は
、

令
和

元
年
５
月

に
、

登
戸

駅
付

近
の
路
上

で
ス

ク
ー

ル
バ

ス
を
待
っ

て
い
た

小
学

生
ら
が

襲
撃

さ
れ

る
と
い
う

痛
ま

し
い

事
件

が
発
生
し

、
児

童
生

徒
の

よ
り
一
層

の
安
全

を
確

保
す
る

必
要

性
が

高
ま
っ
た

こ
と

か
ら

、
以

前
か
ら
進

め
て

き
た

小
学

校
に
お
け

る
防
犯

カ
メ

ラ
の
設

置
事

業
の

進
捗
を
早

め
、

令
和

２
年

度
末
ま
で

に
小

学
校

全
校

に
設
置
を

完
了
さ

せ
る

こ
と
と

し
た

も
の

で
あ
り
、

防
犯

カ
メ

ラ
設

置
に
係
る

費
用

を
令

和
２

年
度
当
初

予
算
に

計
上

し
、
令

和
２

年
３

月
、
市
議

会
の

議
決

を
経

て
正
式
に

決
定

し
、

同
年

５
月
に
、

各
学
校

宛
に

通
知
し
た
と
し
て
い
る
。
 

イ
 
本

件
各
工
事
の
実
施
に
至
る
状
況
 

本
件
各

工
事

に
お
け

る
工

事
見
積

書
の

徴
取
状

況
は

別
紙
１

０
の

と
お
り

、
契

約
状
況

は
別

紙
１
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

ウ
 
予

定
価
格
の
設
定
と
工
事
見
積
書
の
金
額
の
審

査
 

随
意
契

約
に

お
け
る

予
定

価
格
は

、
川

崎
市
契

約
規

則
（
昭

和
３

９
年
川

崎
市

規
則
第

２
８

号
）

第
２

５
条

に
お
い

て
競

争
入
札

に
準

じ
て
定

め
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

競
争

入
札
に

お
い

て
は

、
開

札
時

に
、
入

札
価

格
が
予

定
価

格
の
範

囲
内

に
あ

る
か

を
確

認
す

る
必

要
が
あ

る
こ

と
か

ら
、

書
面

と
し
て

予
定

価
格
書

を
作

成
し
、

開
札

場
所

に
置

く
こ

と
と

し
て

い
る
が

、
軽
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7 

こ
れ
に

対
し

て
、
請

求
人

は
、
他

都
市

に
お
い

て
複

数
の
学

校
へ

の
防
犯

カ
メ

ラ
の
設

置
工

事
の

発
注

を
一

括
で
行

っ
て

い
た
と

か
、

学
校
敷

地
内

に
設

置
さ
れ

て
い
る

ブ
ロ

ッ
ク
塀

等
の

撤
去

に
係

る
工

事
が
お

お
よ

そ
２
か

月
で

工
事
着

手
に

至
っ

て
い
る

こ
と
か

ら
、

本
件
各

工
事

に
つ

い
て

も
１

件
の
工

事
と

し
て
短

期
間

で
実
施

可
能

で
あ

っ
た
な

ど
と
主

張
し

て
い
る

が
、

「
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
の
撤

去
」

に
つ
い

て
は

、
利
用

者
や

通
行

人
の
生

命
、
身

体
へ

の
重
大

な
危

険
を

伴
う

こ
と

か
ら
、

緊
急

の
工
事

（
施

行
令
第

１
６

７
条

の
２
第

１
項
第

５
号

）
と
し

て
随

意
契

約
に

よ
り

執
行
し

た
も

の
で
、

そ
の

他
の
工

事
に

つ
い

て
も
、

そ
の
内

容
や

場
所
、

必
要

性
、

緊
急

度
等

が
異
な

る
こ

と
か
ら

、
一

様
に
論

じ
ら

れ
る

も
の
で

は
な
く

、
請

求
人
の

上
記

主
張
は
い

ず
れ
も
採
用
で
き
な
い
。
 

ま
た
、

本
件

各
工
事

は
、

別
紙
１

０
及

び
別
紙

１
１

に
記
載

の
と

お
り
、

そ
れ

ぞ
れ
異

な
る

業
者

３
者

か
ら

工
事
見

積
書

を
徴
取

し
、

最
低
の

価
格

を
提

示
し
た

も
の
と

契
約

を
締
結

す
る

見
積

り
合

わ
せ

に
よ
っ

て
行

わ
れ
て

お
り

、
そ
の

競
争

性
も

担
保
さ

れ
て
い

る
こ

と
か
ら

、
軽

易
工

事
と

し
て

実
施
し

た
こ

と
に
よ

っ
て

、
た
だ

ち
に

損
害

が
発
生

し
た
と

ま
で

は
認
め

ら
れ

な
い
。
 

な
お
、

請
求

人
は
、

本
件

各
工
事

に
つ

い
て
予

定
価

格
を
定

め
て

お
ら
ず

、
工

事
見
積

書
の

金
額

の
審

査
も

行
っ
て

い
な

い
こ
と

か
ら

違
法
な

契
約

で
あ

る
と
主

張
し
て

い
る

が
、
本

件
各

工
事

に
つ

い
て

は
、

上
記

１
(
3
)
ウ

の
と

お
り

、
川

崎
市

契
約

規
則

等
に

の
っ

と
っ

た
事

務
手

続
を

経
て

お
り

、
予
定

価
格

が
定
め

ら
れ

て
い
る

こ
と

、
見

積
金
額

の
審
査

も
行

わ
れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る
こ

と
か

ら
、
予

定
価

格
及
び

見
積

金
額

の
審
査

が
違
法

で
あ

っ
た
と

は
認

め
ら
れ
な

い
。
 

 
 
(
3
)
 
結
論
 

 
 
 

 
以
上

の
と

お
り

、
軽
易

工
事
と

し
て

、
本

件
各
工

事
を
随

意
契

約
に

よ
り
執

行
し
た

こ
と

に
つ

き
、
違

法
若

し
く

は
不
当

で
あ
る

と
認

め
る

に
足
り

る
証
拠

は
な

く
、

そ
の
余

に
つ
い

て
判

断
す

る
ま
で
も
な
く
、
請
求
人
の
主
張
は
い
ず
れ
も
採
用
で
き
な
い
。
 

 
 
 
 
し
た
が
っ
て
、
本
件
措
置
請
求
は
、
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
た
め
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
 

6 

エ
 
軽

易
工
事
へ
の
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準

」
等
の
適
用
状
況
 

軽
易
工

事
に

つ
い
て

は
、

設
計
図

書
の

作
成
を

要
せ

ず
、
工

事
費

の
積
算

や
工

事
の
実

施
が

可
能

で
あ

る
軽

微
な
工

事
で

あ
る
こ

と
か

ら
、
国

土
交

通
省

が
官

庁
施

設
の

営
繕

を
実
施

す
る

た
め

に
定

め
た

「
公
共

建
築

工
事
積

算
基

準
」
等

の
適

用
は

な
く

、
業

者
は

仕
様

書
等
に

基
づ

き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
積
算
方
法
に
よ
り
見
積
り
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
。
 

２
 
監
査
委
員
の
判
断
 

 
 
(
1
)
 
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
契
約
に
つ
い
て
 

 
 
 

 
普
通

地
方

公
共

団
体
の

行
う
契

約
事

務
の

執
行
は

、
公
正

を
も

っ
て

第
一
義

と
し
て

、
機

会
均

等
の
理

念
に

最
も

適
合
し

、
か
つ

経
済

性
を

確
保
し

う
る
と

い
う

観
点

か
ら
、

一
般
競

争
入

札
が

原
則
と

さ
れ

、
随

意
契
約

は
、
施

行
令

第
１

６
７
条

の
２
第

１
項

各
号

に
該
当

す
る
場

合
に

の
み

認
め
ら

れ
る

限
定

的
な
契

約
方
法

で
あ

る
。

し
か
し

な
が
ら

、
同

項
第

１
号
が

定
め
る

金
額

の
少

額
な
契

約
に

つ
い

て
ま
で

競
争
入

札
で

行
う

こ
と
は

、
事
務

量
が

い
た

ず
ら
に

増
大
し

、
能

率
的

な
行
政

運
営

を
阻

害
す
る

こ
と
か

ら
、

契
約

の
種
類

に
応
じ

た
一

定
金

額
以
下

の
も
の

に
つ

い
て

は
、
一

律
随

意
契

約
に
よ

る
こ
と

が
で

き
る

と
し
て

い
る
。

な
お

、
逐

条
地
方

自
治
法

（
学

陽
書

房
）
に

よ
る

と
、

軽
易
工

事
は
随

意
契

約
に

よ
る
も

の
で
あ

る
が

、
同

号
を
適

用
す
る

た
め

に
、

故
意
に

契
約
を
細
分
化
す
る
よ
う
な
行
為
は
許
さ

れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
(
2
)
 
本
件
各
工
事
の
違
法
性
・
不
当
性
に
つ
い
て
 

ア
 
軽

易
工
事
と
し
て
の
発
注
に
つ
い
て
 

請
求
人

は
、

本
件
各

工
事

に
つ
い

て
、

学
校
ご

と
に

軽
易
工

事
と

し
て
発

注
し

た
こ
と

は
、

法
令

等
に

違
反

し
た
違

法
・

不
当
な

分
割

発
注
契

約
で

あ
り

、
１

件
の

工
事

と
し

て
一
般

競
争

入
札
に
よ
り
契
約
し
た
場
合
と
比
較
し
て
損
害
が
発
生
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
 

そ
こ
で

、
本

件
各
工

事
を

軽
易
工

事
と

し
て
発

注
し

た
こ
と

が
違

法
と
い

え
る

か
に
つ

い
て

検
討
す
る
。
 

前
記
１

の
前

提
事
実

の
と

お
り
、

本
件

各
工
事

は
、

周
辺
環

境
等

が
そ
れ

ぞ
れ

異
な
る

学
校

に
お

い
て

行
わ

れ
た
防

犯
カ

メ
ラ
の

設
置

工
事
で

あ
る

が
、

令
和

元
年

５
月

に
小

学
生
ら

が
襲

撃
さ

れ
る

と
い

う
事
件

が
発

生
し
た

こ
と

を
契
機

に
、

児
童

生
徒

の
よ

り
一

層
の

安
全
を

確
保

す
る

た
め

、
防

犯
カ
メ

ラ
設

置
に
係

る
費

用
を
令

和
２

年
度

当
初

予
算

に
計

上
し

、
同
年

度
末

ま
で

に
小

学
校

全
校
に

設
置

を
完
了

さ
せ

る
必
要

が
あ

っ
た

こ
と

、
８

９
校

一
括

で
同
工

事
を

実
施

し
よ

う
と

し
た
場

合
に

は
、
設

計
図

書
等
の

作
成

依
頼

か
ら

工
事

完
成

ま
で

一
定
の

期
間

を
要

す
る

こ
と

に
な
り

、
令

和
２
年

度
内

の
設
置

完
了

が
間

に
合

わ
な

い
お

そ
れ

が
あ
っ

た
こ

と
、

防
犯

カ
メ

ラ
の
設

置
は

、
１
校

当
た

り
お
お

む
ね

４
台

程
度

で
、

設
置

場
所

や
工
事

期
間

等
に

つ
い

て
各

学
校
の

状
況

を
考
慮

す
る

必
要
が

あ
っ

た
こ

と
等

の
諸

事
情

に
鑑

み
れ
ば

、
同

年
度

内
の

設
置

完
了
を

目
標

に
本
件

各
工

事
を
軽

易
工

事
と

し
て

実
施

し
た

こ
と

に
違
法

も
し

く
は
不
当
な
点
が
あ
る
と
は
認
め
難
い
。
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減
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
数
量
効
果
の
原
則
に
基
づ
く
適
正
な
予
定
価
格
の
積
算
に
お
い

て
、
果
た
し
て
、
少
額
随
意
契
約
の
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

な
お
、
８
９
件
の
少
額
随
意
契
約
と
１
件
の
一
般
競
争
入
札
に
お
け
る
経
費
負
担
の
メ
リ
ッ
ト
比
較
に

つ
い
て
は
、
損
害
の
程
度
の
項
目
に
お
い
て
、
詳
細
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

一
般
的
に
は
、
具
体
的
に
示
す
ま
で
も
な
く
、
１
件
の
一
般
競
争
入
札
の
方
が
８
９
件
の
少
額
随
意
契

約
と
の
比
較
に
お
い
て
、
経
費
負
担
及
び
手
続
面
に
お
い
て
、
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
 

仮
に
、
８
９
件
の
少
額
随
意
契
約
の
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
育
委
員
会
は
、

具
体
的
か
つ
詳
細
に
８
９
件
の
少
額
随
意
契
約
の
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
を
数
字
で
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
、
や
は
り
、
違
法
な
分
割
発
注
で
あ
る
。
 

（
２
）
教
育
委
員
会
に
お
け
る
複
数
校
契
約
か
つ
一
般
競
争
入
札
の
実
施
 

各
学
校
ご
と
に
契
約
す
る
の
が
教
育
委
員
会
に
お
け
る
契
約
の
原
則
で
あ
る
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
教
育
委
員
会
に
お
け
る
過
去
の
複
数
校
契
約
の
実
態
を
甲
第
３
号
証
に
示
す
。
 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
学
校
ご
と
に
契
約
す
る
原
則
な

ど
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
も
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
学
校
に
お
け
る
機
械
警
備
委
託
な
ど
に
お
い
て
は
、
既
に
、
川
崎
市
内
の
学
校
を
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
、

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
、
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
に
一
定
の
学
校
を
ま
と
め
た
複
数
校
契
約
を
行
い
、
か
つ
一
般
競
争
入

札
を
行
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
各
学
校
ご
と
に
契
約
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
教
育
委
員
会
が
主
張
し
た
場
合
、
そ

れ
は
、
本
件
の
８
９
件
の
少
額
随
意
契
約
を
あ
た
か
も
適
正
な
契
約
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
の
方
便
で

あ
り
、
こ
ち
ら
の
場
合
は
こ
う
、
そ
ち
ら
の
場
合
は
そ
う
、
な
ど
と
全
体
的
に
筋
の
通
っ
た
原
則
に
基
づ

か
な
い
、
い
く
つ
か
の
場
面
場
面
で
自
ら
に
都
合
の
良
い
言
い
訳
を
行
う
実
際
に
行
っ
て
い
る
複
数
校
契

約
の
事
実
と
違
う
主
張
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
二
重
規
範
）
の
主
張
で
あ
る
。
 

（
３
）
仮
に
、
全
て
の
契
約
を
学
校
単
位
で
行
っ
た
場
合
 

仮
に
、
教
育
委
員
会
が
、
各
学
校
ご
と
に
契
約
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
甲
第
４
号
証

に
示
す
と
お
り
、
市
立
学
校
は
、
１
７
９
校
あ
り
、
同
様
の
契
約
を
各
学
校
ご
と
に
行
う
場
合
、
職
員
は
、

毎
回
、
１
７
９
回
も
の
同
様
の
契

約
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
少
額
随
意
契
約
の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ

で
あ
る
「
契
約
担
当
者
の
事
務
上
の
負
担
を
軽
減
し
、
事
務
の
効
率
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
に

は
程
遠
い
も
の
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
経
費
の
面
か
ら
も
、
予
定
価
格
の
設
定
に
お
け
る
「
数
量
の
多
寡
」
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
数
量

効
果
で
あ
る
少
量
契
約
よ
り
多
量

契
約
の
方
が
、
契
約
単
価
は
逓
減
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
経
済
取
引
の

原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
１
７
９

校
ご
と
に
１
件
ず
つ
契
約
す
る
よ
り
、
１
７
９
校
ま
と
め
て
契
約
し
た

方
が
経
費
面
か
ら
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

（
４
）
８
９
件
す
べ
て
の
契
約
を
１
件
工
事
と
し
発
注
で
き
な
い
理
由
 

本
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
の
場
合
、
ま
っ
た
く
の
同
種
工
事
で
あ
り
、
８
９
件
す
べ
て
の
契
約

を
１
件
工
事
と
し
発
注
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
、
本
件
を
１
件
工
事
と
し

発
注
で
き
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
で
き
な
け
れ
ば
、
８
９
件
の
工
事
は
、
分
割
発
注
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
８
９
件
の
学
校
ご
と
に
契
約
し
た
理
由
は
、
い
く
ら
で
も
取
り
繕
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

教
育
委
員
会
は
、
８
９
件
の
学
校

ご
と
に
契
約
し
た
理
由
で
は
な
く
、
１
件
工
事
と
し
発
注
で
き
な
い
理

由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
理
由
が
、
随
意
契
約
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
契
約
担
当
者
の
事
務
上
の
負
担
を
軽
減
し
、
事
務
の
効

率
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
全
体
的
な
経
費
の
逓
減
と
な
る
合
理
的
な
理
由
で
な
い

場
合
は
、
本
件
８
９
件
す
べ
て
の
契
約
を
１
件
工
事
と
し
発
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

（
４
）
競
争
入
札
と
し
た
場
合
の
設
計
や
入
札
に
必
要
な
期
間
や
経
費
 

教
育
委
員
会
は
、
過
去
、
少
額
随
意
契
約
で
は
な
く
契
約
課
に
契
約
を
依
頼
す
る
場
合
、
そ
の
期
間
は
、

川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
 

２
０
２
１
年
（
令
和
３
年
）
１
２
月
１
７
日
 

川
崎
市
監
査
委
員
 
様
 

住
所
 
川
崎
市
宮
前
区
五
所
塚
１
丁
目
２
１
番
３
 
 

氏
名
 
坂
巻
 
良
一
 

地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
証
拠
を
添
え
、
必
要
な
措
置
を
請
求
す
る
。
 

第
１
章
 
請
求
の
要
旨
 

１
 
監
査
対
象
と
な
る
財
務
会
計
行
為
に
つ
い
て
 

甲
第
１
号
証
－
１
か
ら
甲
第
１
号
証
－
８
９
に
示
す
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
が
監
査
の
対
象

と
な
る
財
務
会
計
行
為
で
あ
る
。
 

当
該
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
環
境
整
備
推
進
室
が
地
方
自
治

法
施
行
令
第
１
６
７
条
第
１
項
第
１
号
に
基
づ
き
、
い
わ
ゆ
る
少
額
随
意
契
約
と
し
て
見
積
合
わ
せ
契
約
で

発
注
・
契
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

２
 
違
法
性
に
つ
い
て
 

当
該
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
は
、
本
来
、
８
９
件
す
べ
て
の
契
約
を
１
件
工
事
（
南
加
瀬
小

学
校
屋
外
防
犯
カ
メ
ラ
設
備
設
置
工
事
ほ
か
８
８
件
工
事
）
と
し
て
、
地
方
自
治
法
第
２
３
４
条
第
１
項
及

び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
契
約
の
原
則
で
あ
る
一
般
競
争
入
札
（
各
市
町
村
の
入
札
規
定
に
基
づ
き
指
名

競
争
入
札
も
含
む
）
に
よ
り
契
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
環
境
整
備
推
進
室
は
、
地
方
自
治
法
第
２
３
４
条
第
２
項
の

規
定
を
受
け
た
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
第
１
号
及
び
川
崎
市
契
約
規
則
第
２
４
条
の

２
に
定
め
る
い
わ
ゆ
る
「
少
額
随
意
契
約
」
に
つ
い
て
適
用
す
る
規
定
と
し
て
の
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事

務
取
扱
規
程
を
適
用
し
、
随
意
契
約
に
よ
り
８
９
件
に
分
割
発
注
し
た
違
法
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
 

（
１
）
少
額
随
意
契
約
の
原
則
 

少
額
随
意
契
約
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
甲
第
２
号
証
に
示
す
総
務
省
の
資
料
に
よ
れ
ば
、「

競
争
に
付

す
る
手
間
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
及
び
「
契
約
担
当
者
の
事
務
上
の
負
担
を
軽
減
し
、
事
務
の
効

率
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
随
意
契
約
で
は

な
く
契
約
の
原
則
で
あ
る
一
般
競
争
入
札
で
契
約
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
随
意
契
約
の
デ
ィ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、「

適
正
な
価
格
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
契
約
が
や
や

も
す
れ
ば
不
適
正
な
価
格
に
よ
っ
て
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。」

と
総
務
省
は
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
一
例
が
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
１
７
項
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
最
少
経
費
最
大
効
果
」
の
原
則
か

ら
す
れ
ば
、
予
定
価
格
の
積
算
に
お
け
る
「
数
量
の
多
寡
」
と
し
て
、
工
事
原
価
が
多
額
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
一
般
管
理
費
な
ど
の
率
計
算
で
行
う
経
費
は
、
よ
り
軽
減
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る

数
量
効
果
の
原
則
に
基
づ
く
適
正
な
予
定
価
格
の
積
算
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

１
件
の
少
額
随
意
契
約
の
手
続
き
と
１
件
の
一
般
競
争
入
札
手
続
き
と
を
比
較
し
た
場
合
、
確
か
に
、

経
費
負
担
及
び
手
続
面
に
お
い
て
、
少
額
随
意
契
約
の
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
８
９
件
の
少
額
随
意
契
約
と
１
件
の
一
般
競
争
入
札
と
の
比
較
に
お
い
て
①
「
競
争

に
付
す
る
手
間
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
及
び
②
「
契
約
担
当
者
の
事
務
上
の
負
担
を
軽
減
し
、
事

務
の
効
率
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
ま
た
、
③
予
定
価
格
の
積
算
に
お
け
る
「
数
量
の
多
寡
」
と

し
て
、
工
事
原
価
が
多
額
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
一
般
管
理
費
な
ど
の
率
計
算
で
行
う
経
費
は
、
よ
り
軽

別
紙
１
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件
工
事
と
し
て
発
注
が
可
能
な
時

間
的
に
余
裕
の
あ
る
計
画
的
な
設
置
工
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
１
件
工

事
と
し
て
発
注
せ
ず
、
８
９
件
に
分
割
発
注
し
た
こ
と
は
、
違
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

仮
に
、
学
校
が
要
望
し
た
台
数
を
削
減
し
、
削
減
し
た
箇
所
か
ら
暴
漢
等
が
侵
入
し
、
児
童
・
生
徒
の

健
康
や
命
に
何
か
あ
っ
た
ら
、
教

育
委
員
会
は
、
誰
が
責
任
を
取
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
損
害
に
つ
い
て
 

８
９
件
す
べ
て
の
契
約
を
１
件
工

事
と
せ
ず
に
、
８
９
件
に
分
割
発
注
し
た
こ
と
で
、
損
害
が
発
生
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
 

損
害
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
第
２
章
に
お
い
て
具
体
的
に
説
明
す
る
。
 

第
２
章
 
損
害
の
程
度
に
つ
い
て
 

１
 
一
般
管
理
費
に
つ
い
て
 

甲
第
６
号
証
及
び
甲
第
７
号
証
を
示
す
。
 

（
１
）
８
９
件
の
１
件
ご
と
の
見
積
金
額
で
の
損
害
額
 

仮
に
、
１
件
ご
と
に
適
正
な
一
般
管
理
費
か
否
か
を
検
証
す
る
と
、
国
土
交
通
省
の
基
準
で
は
、
３
０

０
万
円
ま
で
の
一
般
管
理
費
率
の
上
限
率
は
、
１
７
.
４
９
％
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
率
を
超
え
て
い
る
見

積
額
を
集
計
す
る
と
、
そ
の
不
適
切
な
一
般
管
理
費
の
合
計
金
額
は
、「

３
,５

４
３
,
０
７
９
円
」
（
全
部

の
契
約
の
一
般
管
理
費
が
明
確
と
な
っ
た
場
合
、
改
め
て
、
算
出
し
た
金
額
に
訂
正
す
る
）
で
あ
る
。
 

（
２
）
８
９
件
を
１
件
工
事
と
し
て
発
注
し
た
場
合
の
損
害
額
 

国
土
交
通
省
の
基
準
で
は
、
次
の
計
算
式
に
よ
り
、
一
般
管
理
費
率
を
算
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

一
般
管
理
費
率
＝
２
９
.
１
０
２
－
３
.
３
４
０
×
ｌ
ｏ
ｇ
（
千
円
止
め
の
工
事
原
価
）
 

未
だ
、
全
て
の
見
積
額
の
総
額
が
確
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
現
状
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
工

事
原
価
を
当
て
は
め
て
計
算
し
た

場
合
、
１
２
．
４
３
％
（
全
部
の
契
約
の
工
事
原
価
が
明
確
と
な
っ
た

場
合
、
改
め
て
、
算
出
し
た
％
に

訂
正
す
る
）
と
な
り
、
そ
の
率
を
工
事
原
価
に
掛
け
算
す
る
と
、
そ
の

適
正
な
一
般
管
理
費
は
、
１
２
,
１
６
９
,
４
４
１
円
で
あ
り
、
１
件
ご
と
の
見
積
金
額
は
、
１
８
,
１
１
８
,

９
０
４
円
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
差
額
で
あ
る
「
５
,９

４
９
,４

６
３
円
」
が
損
害
額
で
あ
る
。
 

上
記
の
金
額
は
、
８
９
件
の
金
額
が
明
確
に
な
り
次
第
、
新
た
め
て
算
出
し
た
金
額
を
明
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
 

２
 
物
品
費
に
つ
い
て
 

す
べ
て
の
契
約
書
が
整
い
次
第
、
損
害
金
額
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

３
 
労
務
費
に
つ
い
て
 

す
べ
て
の
契
約
書
が
整
い
次
第
、

川
崎
市
が
設
定
し
た
公
共
労
務
単
価
の
基
準
額
に
基
づ
き
損
害
金
額
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
 

第
３
章
 
文
書
の
不
開
示
処
分
に
つ
い
て
 

財
務
会
計
行
為
で
あ
る
契
約
の
根
幹
部
分
で
あ
る
契
約
の
個
数
、
各
単
価
が
不
開
示
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

不
開
示
と
し
た
理
由
が
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
個

所
や
防
犯
カ
メ
ラ
の
性
能
が
分
か
っ
て
し
ま
う
と
児
童
・
生

徒
の
安
全
が
確
保
で
き
な
い
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
個
所
や
防
犯
カ
メ
ラ
の
性
能
な
ど
よ
り
以
上
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
詳
細

情
報
で
あ
る
撮
影
範
囲
や
そ
の
画
像
の
解
像
度
ま
で
も
が
、
設
置
工
事
業
者
の
手
に
渡
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

契
約
の
適
正

さ
を
検
証
す
る
た
め
の
市
民

の
権
利
で

あ
る
公
文
書
開
示

請
求
を
不

開
示
処

分
と
し
た
半
面
、

公
文
書

開
示

請
求
の

内
容

を
上

回
る

防
犯

カ
メ

ラ
の

情
報

が
設

置
工

事
業

者
の

手
に

渡
っ

て
い
る

状
況

を
考

慮
し
た
場
合
、
教
育
委
員
会
は
、
本
当
に
、
児
童
・
生
徒
の
安
全
の
た
め
に
不
開
示
処
分
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

工
事
の
必
要
性
が
発
生
し
て
か
ら
契
約
課
に
お
け
る
契
約
手
続
き
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
２
年
か
ら
３
年

の
期
間
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
３
０
年
６
月
１
８
日
に
発
生
し
た
大
阪
府
北
部
地
震
に
よ
り
高
槻
市
立
寿
栄
小

学
校
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
倒
壊
し
小
学
校
４
年
生
の
児
童
が
死
亡
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
故
が
発
生
し
た
。 

そ
こ
で
、
甲
第
５
号
証
を
示
す
。
 

そ
れ
は
、
川
崎
市
立
学
校
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
と
い
う
寿
栄
小
学
校
と
同
様
の
事
故
の
発

生
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
工
事
を
行
っ
た
契
約
書
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
よ
る
と
、
事
故
の
発
生
が
平
成
３
０
年
６
月
１
８
日
、
そ
し
て
川
崎
市
立
学
校
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀

の
撤
去
工
事
に
係
る
契
約
の
予
算
執
行
伺
が
、
平
成
３
０
年
１
０
月
１
８
日
付
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
人

命
に
関
わ
る
緊
急
工
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
工
事
着
手
は
、
平
成
３
０
年
８
月
２
０
日
付
け
と
な
っ
て
お

り
、
事
故
発
生
か
ら
、
わ
ず
か
２
ケ
月
で
工
事
着
手
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
契
約
手
続
き
は
、
本
件
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
発
注
者
と
同
一
で
あ
る
教
育
委
員
会
教
育
環

境
整
備
推
進
室
が
財
政
局
契
約
課
に
契
約
の
手
続
き
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
市
役
所
内
部
の
手
続
き
と
し
て
は
、
職
員
の
や
る
気
が
あ
れ
ば
、
事
務
手
続
き
の
短
縮
は
可

能
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
あ
り
、
教
育
委
員
会
は
、
過
去
、
少
額
随
意
契
約
で
は
な
く
契
約
課
に
契
約
を

依
頼
す
る
場
合
、
そ
の
期
間
は
、
２
年
か
ら
３
年
の
期
間
が
必
要
と
し
て
い
る
と
の
主
張
は
、
平
成
３
０

年
以
降
、
使
っ
て
は
い
け
な
い
主
張
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
教
育
委
員
会
は
、
競
争
入
札
と
し
た
場
合
、
設
計
や
監
理
に
つ
い
て
外
部
委
託
す
る
経
費
が

か
か
る
こ
と
か
ら
、
少
額
随
意
契
約
の
方
に
経
費
面
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
の
主
張
を
し
て
き
た
経
緯
が

あ
る
。
 

そ
れ
で
は
、
本
件
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
に
お
い
て
、
設
計
委
託
及
び
監
理
委
託
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

適
正
な
工
事
の
竣
工
が
確
保
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
具
体

的
に
で
き
な
い
理
由
を
教
育
委
員
会
は
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

本
工
事
に
お
い
て
も
、
設
計
委
託
及
び
監
理
委
託
の
外
部
委
託
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
過
去
、
設
計
委
託
及
び
監
理
委
託
を
行
わ
な
か
っ
た
工
事
で
、
適
正
な
工
事
の
竣
工
が
確
保
で
き
な

か
っ
た
工
事
が
あ
り
、
そ
の
経
験
か
ら
も
、
設
計
委
託
及
び
監
理
委
託
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
５
）
意
図
的
な
分
割
発
注
 

甲
第
１
号
証
－
１
の
１
１
ペ
ー
ジ
目
に
あ
る
見
積
依
頼
書
の
添
付
図
面
で
あ
る
学
校
の
平
面
図
の
右
上

に
手
書
き
で
「
但
し
、
工
事
が
２
５
０
万
円
を
越
え
る
場
合
は
、
２
５
０
万
円
で
で
き
る
範
囲
（
台
数
）

と
す
る
。
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
児
童
・
生
徒
の
安
全
の
た
め
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
児
童
・

生
徒
の
安
全
の
た
め
の
必
要
な
台
数
を
設
置
す
る
こ
と
よ
り
、
教
育
委
員
会
の
軽
易
工
事
至
上
主
義
（
教

育
委
員
会
の
発
注
は
、
軽
易
工
事
の
上
限
金
額
で
あ
る
２
５
０
万
円
を
越
え
な
い
契
約
金
額
と
す
る
）
を

死
守
す
る
こ
と
を
優
先
し
、
児
童
・
生
徒
の
命
と
健
康
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
方
針
が
明
確
に
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
児
童
・
生
徒
の
安
全
よ
り
、
教
育
委
員
会
が
受
け
で
あ
ろ
う
何
か
し
ら
の
メ
リ
ッ
ト
を

優
先
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
絶
対
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
児
童
・
生
徒
の
安
全
に
必
要
な
台
数
の
設
置
を
発
注
す

る
こ
と
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
そ
れ
が
、
２
５
０
万
円
を
超
え
随
意
契
約
で
は
な
く
競

争
入
札
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
児
童
・
生
徒
の
安
全
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
１
学
校
ず
つ
の
契
約
の
場
合
で
も
予
定
価
格
が
２
５
０
万
円
を
超
え
た
場
合
、
契
約
課
に
依
頼

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
は
、
１
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な
お
、
川
崎

市
に
お
い
て
も
、
予
定
価
格

を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

規
定
が
川

崎
市
契

約
規
則
に
あ
り
、

そ
れ
を
甲
第
１
１
号
証
に
示
す
。
 

さ
ら
に
、
そ
の
川
崎
市
契
約
規
則
を
遵
守
し
、
予
定
価
格
を
定
め
て
契
約
し
て
い
る
事
例
と
し
て
高
津
市
民

館
の
少
額
随
意
契
約
の
事
例
を
甲
第
１
２
号
証
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
予
定
価
格
を
定
め
ず
に
契
約
を
行
っ
て
い
る
が
、
他
の
部
署
で
は
予
定
価
格
を
定

め
て
少
額
随
意
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
 

第
５
章
 
見
積
金
額
の
審
査
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
 

甲
第
１
３
号
証
を
示
す
。
 

甲
第
１
３
号
証
は
、
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
第
３
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
４
条
に

お
い
て
、
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
工
事
見
積
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
工
事
費
等
の
審
査
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
工
事
執
行
部
局
の
長
も
し
く
は
予
算
執
行
部
局
に
お
い
て
、
工
事
見
積
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
工
事
費
等
の
審
査
を
行
う
旨
の
規
定
で
あ
る
。
 

甲
第
１
号
証
－
１
か
ら
甲
第
１
号
証
－
８
９
の
決
裁
回
議
書
の
決
裁
欄
を
確
認
す
る
と
、
教
育
委
員
会
事
務

局
の
教
育
環
境
整
備
推
進
室
及
び
庶
務
課
の
職
員
の
決
裁
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
甲
第
１
３
号
証
に
よ
れ
ば
、

審
査
を

行
っ

た
の
は

教
育
委

員
会

事
務

局
の

職
員

が
工

事
見

積
書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
工

事
費
等

の
審

査
を

行
っ
た
も
の
と
思
料
す
る
。
 

そ
れ
で
は
、
そ
の
職
員
名
を
明
か
ら
に
さ
れ
た
い
。
 

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
適
正
な
予
定
価
格
で
あ
っ
た
の
か
、
審
査
の
過
程
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
甲
第
７
号
証
に
示
し
た
と
お
り
、
８
９
件
の
各
見
積
書
に
お
け
る
一
般
管
理
費
は
、
国
土

交
通
省
が
示
す
一
般
管
理
費
の
上
限
を
超
え
た
見
積
金
額
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
、
適
正
な
予
定
価
格
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
 

推
測
す
る
に
、
軽
易
工
事
の
上
限
金
額
で
あ
る
総
額
と
し
て
の
２
５
０
万
円
を
超
え
て
い
な
い
見
積
金
額
に

つ
い
て
は
、
一
般
管
理
費
は
も
と
よ
り
防
犯
カ
メ
ラ
や
各
ケ
ー
ブ
ル
な
ど
の
物
品
、
さ
ら
に
、
労
務
費
に
つ
い

て
も
、
何
も
、
審
査
を
行
わ
ず
に
、
契
約
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
状
況
は
、
市
民
の
税
金
を
財
源
と
す
る
契
約
の
体
を
な
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
川
崎
市
軽
易
工
事

契
約
事
務
取
扱
規
程
第
３
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
４
条
に
違
反
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

第
６
章
 
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
に
つ
い
て
 

甲
第
１
４
号
証
を
示
す
。
 

甲
第
１
４
号
証
は
、
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
平
成
２
０
年
３
月
１
７
日
判
決
で
あ
る
。
 

そ
の
判
例
に

は
、「

情
報
が

記
載
さ
れ
た
部

分
が
開
示
さ
れ
て
か
ら
１
か

月
後
の
監
査
請
求
は
、
地
方

自
治

法
第
２
４
２
条
第
２
項
た
だ
し
書
に
い
う
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

と
示
さ
れ
て
い
る
。
 

次
に
、
甲
第
１
５
号
証
を
示
す
。
 

そ
の
一
覧
に
あ
る
甲
第
１
号
証
－
１
か
ら
－
１
３
ま
で
の
１
３
件
の
契
約
は
、
契
約
日
か
ら
１
年
以
上
経
過

し
て
い
る
も
の
の
、
甲
第
１
４
号
証
の
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
示
す
１
か
月
後
よ
り
短
い
１
か
月
以
内
（
当
該

１
３
件
の
契
約
書
類
の
開
示
日
は
令
和
３
年
１
１
月
１
９
日
で
あ
る
）
に
本
件
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
正
当
な
理
由
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

第
７
章
 
求
め
る
措
置
に
つ
い
て
 

上
記
の
と
お
り
、
８
９
件
の
学
校

ご
と
に
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
を
発
注
し
た
財
務
会
計
行
為
は
、
①
予

定
価
格
を
定
め
ず
（
川
崎
市
契
約
規
則
第
２
５
条
違
反
）、

②
見
積
書
の
審
査
を
行
う
こ
と
な
く
（
川
崎
市
軽
易

は
な
は
だ
疑
問
が
残
る
も
の
で
あ
る
。
 

業
者
に
渡
っ
た
防
犯
カ
メ
ラ
の
情
報
数
は
、
単
純
計
算
で
は
、
８
９
件
×
見
積
り
依
頼
し
た
３
業
者
×
業
者

の
従
業
員
×
従
業
員
の
家
族
等
々
に
至
る
ま
で
、
本
件
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
詳
細
情
報
は
、
拡
散
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
請
求
者
に
対
す
る
不
開
示
処
分
は
、
児
童
・
生
徒
の
安
全
の
た
め
に
不
開
示

処
分
と
し
た
と
明
言
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

な
お
、
児
童
・
生
徒
の
生
命
・
身
体
に
係
る
情
報
で
あ
れ
ば
、
工
事
業
者
に
渡
っ
た
情
報
は
契
約
書
記
載
の

情
報
よ
り
以
上
に
児
童
・
生
徒
の
生
命
・
身
体
に
係
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
甲
第
８
号
証
に
示
す
よ
う
な

「
秘
密
保
持
契
約
書
（
雛
形
）」

を
工
事
業
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
見
積
依
頼
し
た
業
者
と
も
締
結
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
中
で
も
大
事
な
の
が
第
７
条
に
あ
る
「
秘
密
情
報
の
返
還
及
び
廃
棄
」
条
項
及
び

第
８
条
に
あ
る
「
損
害
賠
償
」
条
項
で
あ
る
。
 

市
民
の
権
利
で
あ
る
情
報
公
開
請
求
を
不
開
示
に
す
る
く
ら
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
委
員
会
は
当
然
の

こ
と
と
し
て
甲
第
８
号
証
に
示
す
よ
う
な
「
秘
密
保
持
契
約
書
（
雛
形
）
」
を
工
事
業
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

見
積
依
頼
し
た
業
者
と
も
締
結
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
ま
か
り
間
違
っ
て
も
秘
密
保
持
契
約
を
締
結
し
て
い
な

い
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
契
約
締
結
の
有
無
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
 

つ
ま
り
、
工
事
施
工
業
者
（
見
積
依
頼
業
者
は
契
約
書
に
係
る
情
報
の
み
）
は
、
契
約
書
類
以
上
の
情
報
を

持
っ
て
い
る
も
の
で
、
完
成
検
査
を
行
う
際
、
契
約
書
類
で
は
わ
か
ら
な
い
カ
メ
ラ
の
撮
影
範
囲
及
び
メ
ー
カ

ー
公
表

の
撮

影
画
像

性
能
は

も
と

よ
り

実
際

の
画

像
状

況
の

情
報
ま

で
所

持
し

て
い

る
も

の
で
あ

る
か

ら
す

る
と
、
甲
第
８
号
証
に
示
す
よ
う
な
「
秘
密
保
持
契
約
書
（
雛
形
）」

を
工
事
施
工
業
者
と
締
結
し
て
い
な
い
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
川
崎
市
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
市
民
へ
の
不
開
示
処
分
は
、
不
適
切
極
ま
り
な
い
も
の

で
あ
る
。
 

一
方
で
は
、
児
童
・
生
徒
の
生
命
・
身
体
に
関
わ
る
よ
り
詳
細
な
情
報
の
だ
だ
漏
れ
状
況
を
容
認
し
、
ま
た
、

一
方
で
は
、
市
民
の
権
利
と
し
て
の
情
報
公
開
請
求
に
対
し
て
は
不
開
示
処
分
を
行
っ
て
い
る
。
 

教
育
委
員
会
の
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
対
応
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
ら
の
契
約
の
不
適
切
性
を
た
だ
単
に

隠
ぺ
い
し
た
い
が
た
め
の
不
開
示
処
分
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

請
求
者
が
必
要
と
し
て
い
る
情
報
は
、
設
置
個
所
の
情
報
や
画
質
の
情
報
で
は
な
く
、
必
要
な
情
報
は
、
本

件
８
９

件
の
防

犯
カ

メ
ラ
の

設
置

工
事

に
使

わ
れ

た
市

民
の

税
金
が

適
正

な
も

の
で

あ
っ

た
か

否
か
を

検
証

す
る
に
必
要
な
情
報
で
あ
り
、
そ
れ
が
児
童
・
生
徒
の
生
命
・
身
体
に
関
わ
る
情
報
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
直
ち
に
、
必
要
な
情
報
の
全
部
開
示
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

第
４
章
 
予
定
価
格
を
定
め
な
い
こ
と
に
よ
る
違
法
契
約
に
つ
い
て
 

甲
第
９
号
証
を
示
す
。
 

予
定
価
格
を
定
め
な
い
契
約
は
、
広
島
地
方
裁
判
所
（
昭
和
５
９
年
５
月
２
２
日
判
決
）
が
あ
り
、
予
定
価

格
を
定
め
な
い
場
合
、
そ
れ
は
違
法
な
契
約
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

判
決
理
由
に
は
、
適
正
な
予
定
価
格
を
定
め
ず
、
適
正
代
金
を
上
回
る
金
額
で
随
意
契
約
を
結
ん
だ
と
し
て
、

そ
の
適
正
代
金
と
の
差
額
の
賠
償
を
認
め
た
理
由
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

次
に
、
甲
第
１
０
号
証
を
示
す
。
 

本
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
８
９
件
の
随
意
契
約
も
、
予
定
価
格
を
定
め
ず
、
適
正
金
額
を
上
回
る
金
額
で
契
約

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
２
章
の
損
害
の
程
度
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
本
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
８
９
件
の
契
約
も
、
本
来
、
競
争
入
札
で
あ
る
契
約
を
広
島
地
方
裁
判
所
判

決
と
同
様
に
随
意
契
約
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
点
か
ら
、
本
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
契
約
は
、
甲
第
９
号
証
の
広
島
地
方
裁
判
所
（
昭
和
５
９
年
５
月

２
２
日
判
決
）
の
事
案
と
酷
似
し
て
い
る
。
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川
崎

市
職

員
措

置
請

求
書

（
補

充
書
）

２
０

２
２

年
（

令
和

４
年

）
１

月
１
１

日

川
崎

市
監

査
委

員
 

様

住
所

 
川

崎
市

宮
前

区
五

所
塚

１
丁
目

２
１

番
３

氏
名

 
坂

巻
 

良
一

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

２
０

２
１

年
（

令
和

３
年

）
１
２

月
１
７

日
付

け
提

出
の

住
民

監
査
請

求
に

つ
い

て
、
未
開

示
の
公
文
書

が
追

加
開

示
さ

れ
た

こ
と

及
び

新
た
な

証
拠

の
提

出
に

伴
い

、
当
初

の
職
員

措
置
請

求
書

を
補
充

す
る
た

め
、

次
の

と
お

り
補

充
書

を
提

出
す
る

。

第
１

章
 

違
法

性
に

つ
い

て

１
 

分
割

発
注

に
係

る
違

法
性

に
つ
い

て

甲
第

１
６

号
証

に
示

す
東
京
都

内
の

区
及

び
市

に
お

け
る
防

犯
カ

メ
ラ

の
設
置

工
事
に
係

る
契

約
結

果
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

●
品

川
区

「
五

反
田

公
園

他
１

４
８
箇

所
防

犯
カ

メ
ラ

設
置

工
事

」

●
品

川
区

「
御

殿
山

の
丘

公
園

他
８
４

箇
所

防
犯

カ
メ

ラ
設

置
工

事
」

●
練

馬
区

「
練

馬
区

立
石

神
井

東
小
学

校
ほ

か
３

０
校

防
犯

カ
メ

ラ
更
新

工
事

」

●
世

田
谷

区
「

世
田

谷
区

立
松

沢
小
学

校
外

１
９

校
防

犯
カ

メ
ラ

設
備
更

新
工

事
」

●
大

田
区

「
大

森
第

四
小

学
校

ほ
か
１

８
校

防
犯

カ
メ

ラ
設

置
工

事
」

●
西

東
京

市
「

田
無

小
学

校
ほ

か
１
７

校
犯

カ
メ

ラ
シ

ス
テ

ム
更

新
工
事

」

●
墨

田
区

「
柳

島
小

学
校

外
１

６
校
防

犯
カ

メ
ラ

取
替

工
事

」

●
墨

田
区

「
緑

小
学

校
外

１
０

校
防
犯

カ
メ

ラ
取

替
工

事
」

●
渋

谷
区

「
渋

谷
保

育
園

ほ
か

１
５
園

防
犯

カ
メ

ラ
設

置
そ

の
他

工
事
」

上
記

の
と

お
り

、
都

内
に

お
い

て
は
、
地
方

自
治

法
及

び
同

施
行
令

の
規

定
に

従
い

、
い

ず
れ
も

複
数

個
所
（

ほ
か

１
５

園
～

他
１
４

８
箇
所
）
の
防

犯
カ

メ
ラ
の

設
置
等

に
係

る
工

事
を

一
括

し
て
競

争
入

札

と
し

て
い

る
も

の
で

あ
り
、
川

崎
市
教

育
委

員
会

の
よ

う
に

、
各

学
校

ご
と

に
随

意
契
約

と
し
て

い
る

も

の
で

は
な

い
。

地
方

自
治

法
及

び
同

施
行

令
に

係
る
適

用
は

、
川

崎
市

と
同

様
で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、
法

令
等

の
適
用

は
同
様

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
川
崎

市
教

育
委

員
会

が
８
９

件
に
分

割
発

注
し

、
し

か
も

随
意

契
約

で
行

っ
た
こ

と
は

違
法

で
あ

る
。

な
お
、
川
崎

市
教

育
委

員
会
は

、
学

校
ご

と
に

契
約

す
る
こ

と
を
原

則
と

す
る

規
定

を
設

け
そ
れ

に
従

っ
た

契
約

で
あ

る
と

主
張

す
る

か
も
し

れ
な

い
が

、
そ

れ
は

あ
っ

て
は
な

ら
な

い
こ

と
で

あ
る
。

な
ぜ

な
ら

ば
、
川
崎

市
教

育
委

員
会
の

教
員

等
に

つ
い

て
は

、
川
崎

市
教

育
委

員
会

と
し

て
、
川

崎
市

に
納

め
る

住
民

税
を

免
除

す
る

と
の

規
定

を
設
け

、
住

民
税

を
納

め
な

く
て
も

よ
い

と
し

て
も

良
い

の

だ
ろ

う
か

。

そ
れ

は
、

決
し

て
許

さ
れ

る
も

の
で
は

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
と
、

同
様

の
理

論
で

あ
る

。

仮
に

、
独

自
の

規
定

や
運

用
基

準
な
ど

を
設

け
た

と
し

て
も

、
そ
の

規
定

な
ど

が
、
憲
法

、
法
律

、
施

行
令
、
条
例
、
規
則

等
に

違
反
す

る
独
自

の
規

定
で

あ
っ

た
場

合
は
、
そ

れ
は

違
法

な
規

定
な

ど
で
あ

り
、

許
さ

れ
る

も
の

で
は

な
い

。

し
た

が
っ

て
、
他

都
市

の
防
犯

カ
メ
ラ

に
係

る
契

約
状

況
に

照
ら
し

て
も
、
川
崎

市
教
育

委
員
会

が
行

っ
た

８
９

件
の

分
割

発
注

と
随

意
契
約

に
よ

る
契

約
手

続
き

は
、

違
法
で

あ
る

。

２
 

全
校

調
査

に
よ

る
計

画
性

に
つ
い

て

甲
第

１
７

証
を

示
す

。

そ
れ

は
、
防
犯

カ
メ

ラ
の

予
算

要
求
資

料
で

あ
り

、
そ

こ
に

は
、
平

成
元

年
６

月
補

正
予

算
に
エ

ン
ト

リ
ー

し
た

と
記

さ
れ

て
い

る
。

次
に

、
甲

第
１

８
号

証
を

示
す

。

別
紙
２

工
事
契
約
事
務
取
扱
規

程
第
３

条
第
２
項
違
反
）
、
ま
た
、
③

１
件
で
発
注
可
能
な

工
事
で

あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
８
９
件
に
分
割
発
注
し
、
随
意
契
約
を
行
っ
た
こ
と
（
地
方
自
治
法
、
同
施
行
令
、
川
崎
市
契
約
規
則
及

び
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
に
違
反
）
な
ど
、
多
く
の
点
で
、
地
方
自
治
法
、
同
施
行
令
、
川
崎

市
契
約
規
則
、
川
崎
市

軽
易
工

事
契
約
事
務
取
扱
規

程
に
違

反
す
る
な
ど
、
違
法

、
不
当

で
あ
る
こ

と
か
ら
、

次
の
措
置
の
勧
告
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
現
時
点
で
８
９
件
す
べ
て
の
契
約
金
額
が
明
確
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
金
額
が

明
ら
か
に
な
り
次
第
、
明
確
な
金
額
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

１
 
ま
ず
、
８
９
件
の
学
校
ご
と
の
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
の
発
注
は
、
地
方
自
治
法
等
の
法
令
等
に
違
反
し

た
分
割
発
注
で
あ
る
と
認
定
す
る
勧
告
を
求
め
る
。
 

２
 
次
に
、
８
９
件
の
学
校
ご
と
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
発
注
は
分
割
発
注
で
あ
り
、
分
割
発
注
し
た
こ
と
は
、
地

方
自
治
法
に
違
反
す
る
も
の
で
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
１
６
項
に
違
反
し
、
そ
の
結
果
、
地
方
自
治
法
第

２
条
第
１
７
項
が
適
用
と
な
り
、
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
８
９
件
の
契
約
の
総
額
で
あ
る
金
額
を
川
崎
市
に
返
還
さ
せ
る
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

３
 
次
に
、
予
備
的
請
求
と
し
て
、
８
９
件
の
学
校
ご
と
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
発
注
が
適
正
で
あ
っ
た
と
し
た
場

合
で
も
、
各
見
積
金
額
に
お
け
る
一
般
管
理
費
が
国
土
交
通
省
の
基
準
を
超
え
お
り
、
適
正
な
予
定
価
格
に

違
反
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
管
理
費
の
基
準
を
超
え
て
い
る
金
額
を
川
崎
市
に
返
還
さ
せ
る
な
ど
の
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

４
 
次
に
、
予
備
的
請
求
と
し
て
、
８
９
件
の
学
校
ご
と
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
発
注
が
適
正
で
あ
っ
た
と
し
た
場

合
で
も
、
各
見
積
金
額
に
お
け
る
物
品
費
は
、
適
正
な
予
定
価
格
と
し
て
の
市
場
価
格
を
大
き
く
超
え
て
い

る
も
の
で
、
適
正
な
物
品
価
格
を
超
え
て
い
る
金
額
を
川
崎
市
に
返
還
さ
せ
る
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
 

５
 
次
に
、
予
備
的
請
求
と
し
て
、
８
９
件
の
学
校
ご
と
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
発
注
が
適
正
で
あ
っ
た
と
し
た
場

合
で
も
、
各
見
積
金
額
に
お
け
る
労
務
費
は
、
川
崎
市
が
規
定
し
て
い
る
令
和
２
年
度
公
共
工
事
設
計
労
務

単
価
表
に
基
づ
く
人
工
単
価
を
大
き
く
超
え
て
い
る
も
の
で
、
適
正
な
労
務
単
価
を
超
え
て
い
る
金
額
を
川

崎
市
に
返
還
さ
せ
る
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
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⑤
次

に
、
ス

ケ
ー

ル
メ

リ
ッ
ト

と
か
数

量
効

果
と

言
わ

れ
て

い
る
割

引
率

を
３

０
％

と
想

定
す
る

と
、

学
佼

こ
と

の
分

割
契

約
と
８
９

校
を

一
括

競
争

入
札

し
た
場

合
と

を
比

較
す
る

と
、
カ
メ

ラ
の

み
で

は
次

の
金

額
が

削
減

さ
れ

る
と

想
定
で

き
る

。

⑥
そ

の
金

額
は

、
１

４
，

５
９

４
，
６

０
５

円
×

３
０

％
＝

４
，
３

７
８

，
３

８
１

円

⑦
ま

た
、
カ
メ
ラ
を

含
む

防
犯
カ

メ
ラ
等

の
一

式
機

器
類
（
録
画

機
、
モ

ニ
タ

ー
等

）
の

合
計
金

額
は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

⑧
３

９
，

５
９

３
，

３
７

５
円

で
あ
る

。

⑨
カ

メ
ラ

と
同

様
に

ス
ケ

ー
ル

メ
リ
ッ

ト
と

か
数

量
効

果
と

言
わ
れ

て
い

る
割

引
を

想
定

す
る
。

⑩
割

引
率

を
３

０
％

と
想

定
す

る
と
、

次
の

計
算

式
と

な
る

。

⑪
３

９
，

５
９

３
，

３
７

５
円

×
３
０

％
＝

１
１

，
８

７
８

，
０
１

２
円

⑫
し

た
が

っ
て
、
カ
メ

ラ
を
含

む
防
犯

カ
メ

ラ
一

式
セ

ッ
ト

を
学
校

ご
と

の
分

割
発

注
で

は
な
く
、
８

９
校

を
一

括
し

て
競

争
入

札
し

た
場
合

の
削

減
金

額
は

、
次

の
金
額

と
な

る
。

⑬
１

１
，

８
７

８
，

０
１

２
円

３
 

防
犯

カ
メ

ラ
設

置
工

事
の

契
約
金

額
の

事
例

に
つ

い
て

甲
第

２
２

号
証

－
１

～
－

３
を

示
す
。

①
千

葉
県

の
事

例
で

は
、
全
１

０
ケ
所

で
、
４
，
１
５

８
，
０

０
０

円
で

あ
り

、
１

ケ
所

あ
た
り

４
１

５
，

８
０

０
円

で
あ

っ
た

。

②
京

都
府

八
幡

市
の

事
例

で
は

、
全

６
ケ

所
で
、
２
，
８
９
０

，
２

５
０

円
で

あ
り
、
１
ケ
所

あ
た
り

、

４
８

１
，

７
０

８
円

で
あ

っ
た

。

③
京

都
府

井
手

町
の

事
例

で
は

、
１
ケ

所
で

、
４

４
２

，
２

０
０
円

で
あ

っ
た

。

以
上

の
と

お
り

、
い

ず
れ

も
、

１
ケ
所

あ
た

り
、

４
０

万
円

代
で
契

約
さ

れ
た

事
例

で
あ

る
。

な
お
、
そ
の

４
０
万

円
台

の
金

額
に
は
、
カ

メ
ラ
、
録
画
機

及
び
モ

ニ
タ

ー
の

他
に

、
工

事
に
係

る
労

務
費

、
配

線
・

配
管

等
の

材
料

費
、
一

般
管

理
費

等
々

を
含

む
金

額
で
あ

る
。

本
件

対
象

の
川

崎
市

の
８

９
件

の
工
事

費
の

合
計

は
、
１
３

２
，
４
０

４
，
５
８

０
円
（
当

初
契
約
金

額
）

で
、

１
件

あ
た

り
の

工
事

費
は
、

１
，

４
８

７
，

６
９

１
円

と
な
っ

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、
前

記
３

件
の

契
約

事
例
と

川
崎

市
の

契
約

事
例

で
は
、
川

崎
市

の
方

が
、
１
件

あ
た
り

、

約
１

０
０

万
円

高
い

契
約

金
額

と
な
っ

て
い

る
も

の
で

あ
る

。

４
 

カ
メ

ラ
及

び
録

画
機

に
つ

い
て
の

市
場

価
格

に
つ

い
て

甲
第

２
３

号
証

－
１

～
－

２
を

示
す
。

①
株

式
会

社
ア

ル
コ

ム
の
ホ
ー

ム
ペ

ー
シ

で
あ

り
、

カ
メ
ラ

と
録

画
機

の
各
セ

ッ
ト
価
格

が
載

っ
て

い
る

。

カ
メ

ラ
１
台
と

録
画

機
１

台
の

セ
ッ
ト

で
あ

る
と

、
８

７
，
６

７
０
円

で
あ

り
、
２
２

０
万

画
素
の

カ
メ

ラ
４

台
と

録
画

機
１

台
の

セ
ッ
ト

で
あ

る
と

、
１

７
６

，
２
２

０
円

と
な

っ
て

い
る

。

カ
メ

ラ
４

台
の

セ
ッ

ト
の

場
合

、
カ

メ
ラ

１
台

の
場

合
と
比

較
し
て
、
カ
メ

ラ
が

３
台
増

え
て
も

、

８
８

，
５

５
０

円
し

か
増

額
さ

れ
て
い

な
い

。

つ
ま

り
、
数

量
効
果

で
、
増
加

分
の
カ

メ
ラ

１
台

あ
た

り
、
２
９

，
５

１
６

円
と

な
っ
て

い
る
も

の

で
あ

る
。

②
株

式
会

社
ア

チ
ェ

ン
ド
の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

あ
り

、
カ
メ

ラ
と

録
画

機
の
各

セ
ッ
ト
価

格
が

載
っ

て
い

る
。

８
０

０
万
画
素

の
カ

メ
ラ

４
台

と
録
画

機
１

台
の

セ
ッ

ト
で

あ
る
と
、
１
１

４
，
４
０

０
円

で
あ
り
、

同
じ

く
８

０
０

万
画

素
の

カ
メ

ラ
８
台

と
録

画
機

１
台

カ
メ

ラ
の
セ

ッ
ト

で
あ

る
と
、
２

２
３
，
３

０

０
円

と
な

っ
て

い
る

。

カ
メ

ラ
４

台
の

セ
ッ

ト
の

場
合

、
カ

メ
ラ

８
台

の
場

合
と
比

較
し
て
、
カ
メ

ラ
が

４
台
増

え
て
も

、

１
０

８
，

９
０

０
円

し
か

増
額

さ
れ
て

い
な

い
。

つ
ま

り
、
数

量
効
果

で
、
増
加

分
の
カ

メ
ラ

１
台

あ
た

り
、
２
７

，
２

２
５

円
と

な
っ
て

い
る
も

の

で
あ

る
。

そ
れ
は
、
令
和
２
年
５
月
１
１
日
付
け
「
防
犯
カ
メ
ラ
の
設

置
等
に

つ
い

て
（
依

頼
）」

の
各

小
学

校

長
に
対
す
る
事
務
運
絡
文
書
で
あ
る
。

ま
た
、
次
に
、
甲
第
１
９
号
証
を
示
す
。

そ
れ
は
、
前
記
甲
第
１
８
号
証
の
依
頼
文
書
に
対
す
る
学
校

か
ら
の

回
答
（

全
学

校
分
は

多
量
で

あ
る

こ
と
か
ら
川
崎
市
小
学
校
分
の
み
を
事
例
と
し
て
抽
出
）
で

あ
る

。

以
上
の
甲
第
１
７
証
～
甲
第
１
９
号
証
に
示
す
と
お
り
、
少

な
く
と

も
、
平

成
元

年
６
月

か
ら
は

各
学

校
に

防
犯
カ

メ
ラ
の

設
置

工
事

を
計

画
し

て
い
た

も
の

で
、

８
９

校
の

工
事

を
一

括
し

て
競

争
入

札
を

行
う
た
め
の
時
間
的
余
裕
は
、
十
分
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
時
間
的
余
裕
に
つ
い
て
は
、
甲
第
５
号
証
の
ブ
ロ
ッ

ク
塀
撤

去
工

事
を

実
施

し
た

こ
と
で

、
最

短
で
２
ケ
月
あ
れ
ば
工
事
発
注
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
証
明

さ
れ

て
い
る

も
の

で
あ

る
。

し
た
が
っ
て
、
８
９
佼
の
工
事
を
一
括
し
て
競
争
入
札
に
か

け
る
の

で
は

な
く
、
各
学
校

ご
と
に

８
９

校
に
分
割
し
随
意
契
約
と
し
た
こ
と
は
、
教
育
委
員
会
に
お

い
て
は
、
全
て

の
契

約
は
軽

易
工
事

で
発

注

す
る

べ
し
と

す
る
軽

易
工

事
至

上
主

義
に

基
づ
い

て
行

わ
れ

た
も

の
で

、
地

方
自

治
法

及
び

同
施

行
令

の
規
定
を
無
視
し
た
違
法
契
約
そ
の
も
の
で
あ
る
。

第
２
章
 

損
害
の
程
度
に
つ
い
て

１
 
一
般

管
理
費
に
つ
い
て

８
９
件
の
契
約
書
面
が
整
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
甲
第
７
号
証

を
取
り

下
げ
、
そ
れ

に
代
わ

る
甲
第

２
０

号
証
－
１
（
甲
第
２
０
号
証
－
２
に
は
、
現
場
作
業
員
の
労

務
費
は

、
現

場
管

理
費

に
計

上
す
る

こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
本
件
の
労
務
費
と
し
て
は
、
別
途
労
務
費

を
別
計

上
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、
現

場
管
理

費
と
し
て
の
計
上
は
不
要
）
示
す
。

（
１
）
８

９
件
の
１
件
ご
と
の
見
積
金
額
で
の
損
害
額

仮
に
、
１
件
ご
と
に
適
正
な
一
般
管
理
費
か
否
か
を
検

証
す

る
と
、
国

土
交

通
省

の
一
般

管
理
費

率

の
上

限
（
一

般
管
理

費
率

＝
２

９
．

１
０

２
－

３
．
３

４
０

×
ｌ

ｏ
ｇ

（
千

円
止

め
の

工
事

原
価

）
）

を
超
え
て
い
る
個
別
の
見
積
額
が
あ
り
、
そ
の
不
適
切
な
一

般
管
理

費
の

合
計

金
額

は
、「

３
，

８
０

９
，
４
３
４
円
」
で
あ
る
。

（
２
）
８

９
件
を
１
件
工
事
と
し
て
発
注
し
た
場
合
の
損
害
額

仮
に
、
８
９
件
を
１
件
工
事
と
し
て
発
注
し
た
場
合
、
そ

の
適

正
な

一
般

管
理

費
は

、
１

２
，
５
７

５
，
８
４
８
円
で
あ
り
、
１
件
ご
と
の
見
積
金
額
は
、
１
９

，
０
３

０
，
６
０

４
円

で
あ

る
こ
と

か
ら

し
て
、
そ
の
差
額
で
あ
る
「
６
，
４
５
４
，
７
５
６
円
」

が
損

害
額

で
あ

る
。

２
 
カ
メ

ラ
及
び
録
画
機
、
モ
ニ
タ
ー
等
に
つ
い
て

甲
第
２
１
号
証
を
示
す
。

こ
れ
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
及
び
録
画
機
、
モ
ニ
タ
ー
等
の
一
般

的
な
防

犯
カ

メ
ラ

セ
ッ

ト
一

式
に
係

る
見

積
金
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

教
育

委
員
会

に
よ
る

一
部
不
開

示
処

分
に

よ
り

、
そ

の
見

積
額

の
全

貌
を

確
認

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
状
況
に
あ
る
が
、
不
開
示
な
り
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り

次
の
と

お
り
、
不
適

切
な
見

積
金
額

と
思

わ

れ
る
こ
と
が
想
定
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

①
ま
ず
、
カ
メ
ラ
代
金
の
中
で
、
３
万
円
台
～
５
万
円
台
の

契
約
案

件
が

、
８

件
見

受
け

ら
れ
る

こ
と

か
ら
、
１
台
当
た
り
の
平
均
カ
メ
ラ
単
価
を
５
０
，
０
０

０
円

と
想

定
す

る
。

②
次
に
、
カ
メ
ラ
代
金
の
総
合
計
と
思
わ
れ
る
１
４
，
５

９
４
，
６
０

５
円
を

５
０
，
０

０
０
円

で
割

る
と
、
少
な
く
と
も
、
約
２
９
２
台
の
防
犯
カ
メ
ラ
が
設

置
さ

れ
た

と
思

わ
れ

る
。

③
次
に
、
カ
メ
ラ
代
金
の
総
合
計
想
定
金
額
及
び
想
定
台
数

に
よ
れ

ば
、
１

校
あ

た
り
の

平
均
設

置
台

数
≒
約
３
台
と
な
る
。

④
次
に
、「

約
３
台
」
購
入
す
る
場
合
と
「
約
３
０
０
台
」
購

入
す
る

場
合

と
で

は
、「

予
定

価
格
の

算

定
」
に
あ
る
「
数
量
の
多
寡
」
で
い
う
い
わ
ゆ
る
ス
ケ
ー

ル
メ

リ
ト
と

か
数

量
効

果
と

言
わ

れ
て
い
る

割
引
が
想
定
さ
れ
る
。
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「
雑

材
及

び
消

耗
品

費
」

に
つ
い

て

甲
第

２
９

号
証

を
示

す
。

①
「
雑

材
及
び

消
耗

品
費
」
に

つ
い
て

は
、
甲
第

３
０

号
に

示
す
国

土
交

通
省

に
よ

る
「

公
共

建
築

工

事
標

準
単

価
積

算
基

準
」

に
よ

る
も
の

と
さ

れ
て

い
る

。

②
甲

第
２

９
号

に
示

す
国

土
交

通
省
の

基
準

に
よ

る
と

、
雑

材
料
の

積
算

は
、
材
料

価
格

×
【

０
．
０

２
】

又
は

【
０

．
０

３
】

又
は

【
０
．

０
５

】
と

な
っ

て
い

る
。

③
そ

の
最

大
数

値
で

あ
る

【
０

．
０
５

】
を

採
用

し
、

試
算

し
て
み

る
。

④
な

お
、
防
犯

カ
メ

ラ
、
録
画

機
、
モ

ニ
タ

ー
等

の
電

気
機

器
類
に

つ
い

て
は

、
設

置
す

る
際
に
「
雑

材
及

び
消

耗
品

」
は

ま
っ

た
く

必
要
な

い
こ

と
か

ら
、
試

算
し

な
い

も
の

と
す

る
。
ま
た

、
ケ

ー
ブ
ル

類
は

、
全

件
に

共
通

し
て

い
る

。

⑤
し

た
が

っ
て
、

ケ
ー

ブ
ル
類

に
つ
い

て
は

、「
雑

材
及
び
消

耗
品
」
が

必
要

と
な

る
場
合

も
、

可
能

性
と

し
て

な
く

は
な

い
こ

と
か

ら
ケ
ー

ブ
ル

類
に

つ
い

て
「

雑
材

及
び

消
耗

品
」
の
予

定
価

格
と
し
て
、

国
土

交
通

省
の

基
準

で
あ

る
「

材
料
費

×
０

．
０

５
」

で
試

算
す
る

。

⑥
そ

の
結

果
、

８
９

件
の

「
雑

材
及
び

消
耗

品
」

の
予

定
価

格
は
、

次
の

金
額

と
な

る
。

⑦
１

６
１

，
４

６
０

円

⑧
以

上
の

こ
と

か
ら

、
不

適
切

な
「
雑

材
及

び
消

耗
品

」
の

見
積
額

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る
。

⑨
１

，
７

５
１

，
６

１
７

円

８
 

「
収

納
箱

」
に

つ
い

て

甲
第

３
１

号
証

を
示

す
。

①
ま

ず
、
収
納

箱
に

係
る

見
積

り
を
計

上
し

て
い

な
い

契
約

案
件
が

、
３

６
も

あ
る

。
全
体

の
４
０
％

が
計

上
し

て
い

な
い

。

②
収

納
箱

は
、

本
当

に
必

要
な

も
の
で

あ
っ

た
の

か
。

③
必

要
な

も
の

で
あ

れ
ば

、
８

９
件
す

べ
て

に
計

上
さ

れ
て

い
な
く

て
は

な
ら

な
い

も
の

で
あ
る

。

④
そ

こ
か

ら
の

疑
問

は
、

中
に

何
を
収

納
す

る
た

め
の

収
納

箱
な
の

か
。

⑤
ま

た
、
計
上

し
た

案
件

で
も

、
各
縦

横
奥

行
の

サ
イ

ズ
が

一
様
で

は
な

く
、
そ
れ

は
な

ぜ
な
の
か
。

⑥
さ

ら
に

、
見

積
金

額
と

し
て

は
、
２

８
，
８
０

０
～

１
１

０
，
０

０
０

円
ま

で
、
か
な

り
ば
ら

つ
き

が
あ

る
が

、
発

注
仕

様
書

は
一

律
で
は

な
か

っ
た

の
か

。

⑦
金

額
が

、
１

１
０

，
０

０
０

円
の
も

の
が

、
４

件
あ

る
が

、
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で

検
索

し
て
も

、
該

当
す

る
収

納
箱

が
な

く
、

本
当

に
備
え

ら
れ

て
い

る
の

か
疑

問
で
あ

る
。

⑧
同

一
業

者
で

あ
り

な
が

ら
、
見
積

金
額

が
違

う
案

件
が
あ

る
が
、
発

注
仕

様
書

に
違
い

が
あ
っ

た
の

か
。

⑨
日

吉
小

学
校

の
収

納
箱

の
場

合
、
メ
ー

カ
ー

価
格

を
上
回

る
見
積

金
額

と
な

っ
て

い
る

が
、
な
ぜ

メ

ー
カ

ー
価

格
を

上
回

る
金

額
が

見
積
も

ら
れ

、
そ

れ
を

よ
し

と
し
て

い
る

の
は

な
ぜ

か
。

⑩
し

た
が

っ
て

、
メ

ー
カ

ー
価

格
を
上

回
る

見
積

金
額

に
つ

い
て
は

、
少

な
く

と
も

、
不
適

切
な
金
額

で
あ

り
、

そ
の

金
額

は
次

の
と

お
り
で

あ
る

。

⑪
１

，
９

６
０

円

⑫
な

お
、
１
１

０
，
０

０
０

円
の

収
納
箱

に
つ

い
て

も
、
型
番

に
該
当

す
る

収
納

箱
が

見
当

た
ら
な
い

こ
と

か
ら

、
合

理
的

な
理

由
が

示
さ
れ

な
け

れ
ば

、
そ

れ
は

、
不
適

切
と

言
わ

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

以
上

の
こ

と
か

ら
、

１
１

１
，

９
６
０

円
が

不
適

切
な

見
槙

額
と
想

定
で

き
る

も
の

で
あ

る
。

９
 

「
運

搬
費

」
に

つ
い

て

甲
第

３
２

号
証

を
示

す
。

①
運

搬
費

に
係

る
予

定
価

格
設

定
の
基

準
が

、
甲

第
３

３
号

証
に
示

さ
れ

て
い

る
。

②
８

９
件

中
、
「
運

搬
費

」
が
見

積
も
ら

れ
て

い
る

の
は

、
２

３
件
の

み
。
４

分
の

３
（
７

５
％
）
が

運
搬

費
を

見
積

っ
て

い
な

い
。

運
搬
費

は
、

本
当

に
必

要
な

も
の
で

あ
っ

た
の

か
。

③
必

要
な

も
の

で
あ

れ
ば

、
８

９
件
す

べ
て

に
計

上
さ

れ
て

い
な
く

て
は

な
ら

な
い

も
の

で
あ
る

。

④
見

積
り

が
あ

る
場

合
で

も
、
１
，
０
０

０
円

か
ら

３
３

，
０

０
０
円

ま
で

金
額

の
差

が
あ

る
が
、
そ

以
上
の
と
お
り
、
２
２
０
万
画
素
の
カ
メ
ラ
４
台
と
録
画
機

１
台
の

セ
ッ

ト
で

あ
る

と
、
１

７
６

，
２

２
０
円
、
ま
た
、
８
０
０
万
画
素
の
カ
メ
ラ
８
台
と
録
画
機

１
台
の

セ
ッ

ト
で

あ
る

と
、
２
２

３
，
３
０

０
円
と
な
っ
て
お
り
、
カ
メ
ラ
を
増
加
し
た
場
合
で
も
、
そ

れ
ぞ
れ

カ
メ

ラ
１

台
あ

た
り

２
９
，
５
１
６

円
と
か
２
７
，
２
２
５
円
の
金
額
増
加
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

。

つ
ま
り
、
カ
メ
ラ
と
録
画
機
の
各
１
台
セ
ッ
ト
の
市
場

価
格

は
、
１

０
万

円
ま

で
で

あ
り

、
２
２

０
万

画
素
の
カ
メ
ラ
４
台
と
録
画
機
１
台
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
と
、
１

７
６

，
２
２

０
円

で
あ

っ
た

り
、
８
０
０

万
画
素
の
カ
メ
ラ
４
台
と
録
画
機
１
台
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
と

、
１
１

４
，
４

０
０

円
で

あ
っ

た
り
、
企
業

の
戦
略
の
違
い
に
よ
る
単
価
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
カ

メ
ラ

４
台

と
録

画
機

の
セ

ッ
ト

で
は
、
１

０
万

円
以
上
２
０
万
円
未
満
の
価
格
帯
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。

ま
た

、
数
量
効
果
も
明
確
と
な
っ
て
お
り
、
カ
メ
ラ
１

台
増

加
し
た

場
合

で
も

、
１

台
あ

た
り
の

単
価

は
、
３
万
円
未
満
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
市
場
価
格
で
あ

る
。

５
 
設
置
工
事
付
き
の
防
犯
カ
メ
ラ
セ
ッ
ト
（
カ
メ
ラ
及
び
録

画
機

）
に

つ
い

て
の

市
場

価
格
に

つ
い

て

甲
第

２
４
号
証
－
１
～
－
３
を
示
す
。

①
株

式
会
社
ゼ
ス
ト
の
事
例
で
は
、
工
事
費
込
み
で
、

７
９

，
８
０

０
円

と
な

っ
て

い
る

。

②
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
１
１
０
番
の
事
例
で
は
、
工
事
費

込
み

で
、
９

８
，
８

０
０

円
と

な
っ

て
い
る
。

③
株
式
会
社
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
Ｅ
Ｓ
の
事
例
で
は
、
２
０
０
万

画
素

で
の
工

事
費

込
み

で
、
７
５

．
０
０

０
円

と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
と
お
り
、
カ
メ
ラ
１
台
、
録
画
機
１
台
そ
し
て
工
事

費
込
み

の
場

合
で

、
そ

れ
ぞ

れ
８
万

円
か

ら
１
０
万
円
前
後
の
金
額
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
カ
メ
ラ
が
１
台
追
加
さ
れ
て
も
、
ほ
ぼ
１
台
あ

た
り

、
１
万

５
千

円
～

３
万

円
前

後
の
追

加
料

金
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
件
の
川
崎
市
の
８
９
件
の
工
事
費
の
合
計
は

、
１

３
２
，
４
０

４
，
５
８

０
円
（

当
初

契
約

金
額
）
で
、
１
件
あ
た
り
の
工
事
費
は
、
１
，
４
８
７
，
６

９
１

円
と
な

っ
て

い
る

。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
本
件
の
川
崎
市
の
８
９
件
の

工
事

費
は
、
１
件

あ
た

り
、
１

０
０

万
円
前
後

は
市
場
価
格
か
ら
高
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

６
 
労
務

費
に
つ
い
て

甲
第
２
５
号
証
を
示
す
。

①
労
務
費
に
つ
い
て
、
甲
第
２
６
号
に
示
す
国
土
交
通

省
に

よ
る
「
公

共
建

築
工

事
標
準

単
価
積

算
基

準
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

②
そ
の
基
準
に
よ
る
と
、
設
計
労
務
単
価
は
、「

電
工

」
で
積

算
す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

③
労
務
費
の
単
価
は
、
甲
第
２
７
号
に
示
す
川
崎
市
に

よ
る

令
和
２

年
度
「

公
共

工
事
設

計
労
務

単
価

表
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

④
前
記
甲
第
２
６
号
及
び
甲
第
２
７
号
の
基
準
に
基
づ

く
「

電
工
」
の
単

価
は

、「
２
３

，
５

０
０
円
」

（
法
定
福
利
費
等
の
経
費
を
含
め
た
場
合
は
、
３
３
，

０
０

０
円
）

と
示

さ
れ

て
い

る
。

⑤
１
日
当
た
り
の
作
業
員
数
を
、
３
人
と
想
定
し
た
。

⑥
そ
こ
で
、
甲
第
２
８
号
証
に
示
す
本
件
８
９
件
の
「
軽
易

工
事
施

工
台

帳
（
工

事
記
録

簿
）」

に
お

け
る
「
設
置
、
配
線
、
配
管
等
に
係
る
作
業
日
数
」
か

ら
積

算
し
た

。

⑦
甲
第
２
５
号
証
甲
、
Ａ
と
す
る
「
設
置
、
配
線
、
配

管
等

に
係
る

作
業

日
数
」

×
Ｂ
と

す
る
（
「
電

工
の
１
日
８
時
間
労
働
の
労
務
単
価
＝
２
３
，
５
０
０

円
」
×
「

１
日

当
た

り
の

作
業

員
数

＝
３
人
と

想
定
」）

＝
国
土
交
通
省
及
び
川
崎
市
の
基
準
に
基
づ

く
適
正

な
労
務

費

⑧
甲
第
２
５
号
証
中
、
Ｄ
と
す
る
「
見
積
額
労
務
費
の

合
計

金
額
」
－

Ｂ
と
す

る
「
実
労

務
費
と

思
わ

れ
る
合
計
金
額
」
＝
Ｃ
と
す
る
「
不
適
切
な
労
務
費
」

が
算

出
で
き

る
。

⑨
そ
の
金
額
は
、
次
の
と
お
り
。

⑩
２
７
，
４
９
２
，
０
２
０
円

以
上
の
と
お
り
、
労
務
費
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
及
び

川
崎
市

に
お

け
る

設
計

基
準

に
よ
り

算
出

し
た
不
適
切
な
労
務
費
の
合
計
金
額
は
、
２
７
，
４
９
２
，

０
２

０
円
と

算
出

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
。
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及
び

「
島

田
電

設
工

業
（

株
）」

の
み
計

上
。

③
法

定
と

さ
れ
、
必
要

な
も
の

で
あ
れ

ば
、
８

９
件

す
べ
て

に
計
上

さ
れ

て
い

な
く

て
は

な
ら
な

い
も

の
で

あ
る

。

④
し

か
も

、「
（
株

）
富
士

電
気

商
会
」
の

場
合

は
、
２

件
中

、
１

件
の

み
「
法

定
福

利
費

」
を

計
上

。

同
一

企
業

の
同

様
案

件
の
積
算

で
、

１
件

に
は

計
上

し
他
の

１
件

に
は

計
上
し

な
い
摩
詞

不
思

議
な

見
積

と
な

っ
て

い
る

。

⑤
や

は
り
、
予
定

価
格

書
の
作

成
を
し

て
い

な
い

こ
と

と
、
予
定

価
格

の
設

定
そ

の
も
の

を
ま
っ

た
く

設
定

し
て

い
な

い
の

で
は

な
い

か
と
い

う
こ

と
が

明
ら

か
に

な
っ
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

⑥
法

定
福

利
費

は
、
労

務
費
総

額
×
法

定
保

険
料

率
で

算
出

す
る
こ

と
に

な
る

こ
と

か
ら

、
適

正
で

な

い
労

務
費

総
額

の
場

合
、

法
定

福
利
費

も
適

正
で

は
な

く
な

る
も
の

で
あ

る
。

⑦
し

た
が

っ
て
、
計
上

さ
れ
た

法
定
福

利
費

全
額

が
不

適
切

で
あ
る

と
し
、
そ
の

金
額
は

次
の
と

お
り

で
あ

る
。

⑧
２

０
７

，
０

０
０

円

⑨
な

お
、
見
積

も
っ

た
法

定
福

利
費
が

適
正

で
あ

る
と

す
る

の
で
あ

れ
ば

、
法

定
で

あ
る

以
上
、
そ
の

立
証

は
容

易
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
根
拠

を
明

示
す

べ
き

で
あ

る
。

（
３

）
交

通
誘

導
員

費
に

つ
い

て

①
協

成
電

気
（

株
）

が
１

社
の

み
計
上

し
て

い
る

。

②
現

場
は

、
下

小
田

中
小

学
校

に
接
す

る
生

活
道

路
で

あ
り

、
交
通

量
が

多
い

と
は

思
え

な
い
。

③
し

た
が

っ
て

、
高

所
作
業
車

が
１

台
道

路
に

駐
車

す
る
こ

と
に

伴
う

交
通
誘

導
員
で
あ

る
こ

と
か

ら
、

１
名

で
対

応
可

で
あ

る
。

④
甲

第
２

７
号

証
に

示
す

と
お

り
、
公
共

労
務

単
価

と
し
て

の
法
定

福
利

費
を

含
め

た
場

合
で
も
、
２

１
，

７
０

０
円

で
あ

り
、

３
４

，
０
０

０
円

の
予

定
価

格
は

不
適
切

。

⑤
し

た
が

っ
て

、
不

適
切

な
金

額
は
、

次
の

と
お

り
。

⑥
１

２
，

３
０

０
円

⑦
３

４
，
０
０
０

円
が

適
正
で

あ
る
と

す
る

の
で

あ
れ

ば
、
予
定

価
格

の
設

定
に

お
け
る

単
価
及

び
人

工
数

等
の

根
拠

を
明

示
す

べ
き

で
あ
る

。

第
３

章
 

公
文

書
の

一
部

不
開

示
に
つ

い
て

（
１

）
東

京
都

及
び

世
田

谷
区

の
事
例

に
つ

い
て

甲
第

３
７

号
証

－
１

～
－

２
号

証
を
示

す
。

甲
第

３
７

号
証

－
１
は

、
東
京

都
教

育
委
員
会

に
お

け
る
平

成
２

８
年
度

の
主
要

事
務
事

業
の
概

要
で

あ
る

。

そ
の

３
１

ペ
ー

ジ
の
「
５

公
立

小
・
中

学
校

の
安

全
対

策
の

た
め
の

防
犯

カ
メ

ラ
の

整
備

」
の
項
目

中
、
「
学

校
内
へ
の

不
審

者
侵
入

の
抑
止
、

初
期

対
応

な
ど
の

学
校
内

の
安

全
確

保
の

取
組

を
推
進

す

る
た

め
、
公
立

幼
椎

園
及

び
小
・
中
学

校
の

校
門

等
へ

の
防

犯
カ
メ

ラ
の

設
置
・
更

新
に

つ
い
て

の
支

援
を

行
う

。」
と
あ

り
、
設
置
場

所
に
つ

い
て

は
「

校
門

等
」
と

明
確
に

記
さ

れ
て

い
る

も
の

で
あ
る
。

次
に

、
甲
第
３

７
号

証
－

２
は

、
令
和

元
年

１
０

月
３

１
日

に
開
催

さ
れ

た
「

第
１

回
世

田
谷
区
立

瀬
田

小
学

校
改

築
基

本
構

想
検

討
委
員

会
」

の
議

事
録

で
あ

る
。

そ
の

Ⅱ
－

１
７

ペ
ー

ジ
「

⑪
安

全
設
備
」
の

項
目

に
「
通
用

門
等
に
、
防

犯
カ

メ
ラ

及
び

カ
メ
ラ
付

き
イ

ン
タ

ー
ホ

ン
を

設
置

し
来

校
者
の

確
認

を
行

う
。
」

と
あ

り
、

設
置

場
所

を
「

通
用
門

等
」

と
明

確
に

記
載

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

さ
ら

に
、
Ⅱ

－
２

２
ペ

ー
ジ
及

び
Ⅱ
－

２
７

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
は
、
よ

り
具

体
的

な
設
置

場
所
と

し

て
、
「
児

童
用
昇
降

口
」

及
び
「

生
徒
用

昇
降

口
」

へ
の

設
置

も
記
さ

れ
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

少
な

く
と

も
、
以

上
の

事
例

に
照

ら
し
た

場
合

で
も
、
設
置

場
所

に
つ
い

て
、
開

示
し

な
い

こ
と

は
、

違
法

・
不

当
で

あ
る

。

（
２

）
川

崎
市

立
稗

原
小

学
校

の
事
例

に
つ

い
て

の
埋

由
は
。

⑤
甲

第
３
３
号
証
の
３
１
ペ
ー
ジ
の
一
覧
表
に
よ
れ
ば
、
１

０
ｋ
ｇ

ま
で

が
、
１
，
１
８

０
円
で
、
各

重
量

ご
と
に
基
準
が
あ
る
。

⑥
し

た
が
っ
て
、
該
当
す
る
重
量
に
よ
る
運
搬
費
で
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

⑦
上

記
の
基
準
か
ら
す
る
と
、
仮
に
、
見
積
り
額
が
あ

っ
た

と
し
て

も
、
適
正

な
予

定
価

格
は
、
次

の

と
お

り
。

⑧
運

搬
す
る
重
量
の
基
準
は
、
１
０
ｋ
ｇ
程
度
と
思
わ
れ
る

こ
と
か

ら
、
１

，
１

８
０

円
を

超
え
る
見

積
額

は
不
適
正
。

⑨
１

０
ｋ
ｇ
を
超
え
る
重
量
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
重

量
を

示
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

⑩
し

た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
不
適
切
な
金
額
は
次
の

と
お

り
で

あ
る

。

⑪
１

，
０
０
０
円
を
超
え
る
見
積
額
は
、
１
８
件
で
２
６
７

，
０
０

０
円

あ
り

、
そ

こ
か

ら
各
１

，
０

０
０

円
の
１
８
，
０
０
０
円
を
引
く
金
額
が
不
適
切
で
あ

り
、

そ
の

金
額

は
、

次
の

と
お

り
。

⑫
２

４
９
，
０
０
０
円

１
０
「
養
生
費
」「

法
定
福
利
費
」
及
び
「
交
通
誘
導
員
費
」

に
つ
い

て

（
１
）
養
生
費
に
つ
い
て

甲
第
３
４
号
証
を
示
す
。

①
養

生
費
に
係
る
予
定
価
格
設
定
の
基
準
が
、
甲
第
３
５

号
証

に
示

さ
れ

て
い

る
。

②
ま

ず
、
「
養
生
費
」
に
つ
い
て
、
篠
原
電
機
工
業
株
式
会
社

の
み
が

２
件

計
上

し
、
他
の

８
７
件

は

計
上

せ
ず
。

③
必

要
な
も
の
で
あ
れ
は
、
８
９
件
す
べ
て
に
計
上
さ
れ

て
い

な
く

て
は

な
ら

な
い

も
の

で
あ
る

。

④
養

生
費
に
適
用
す
る
労
務
費
は
、
甲
第
３
５
号
証
に
示
す

と
お
り

、「
普
通

作
業

員
」
の

単
価
が

適

用
と

な
る
。

⑤
法

定
福
利
費
な
ど
を
含
め
た
場
合
の
普
通
作
業
員
の
単

価
が

、
３

０
，
２

０
０

円
、
歩
掛

が
延
べ
面

積
１

㎡
当
た
り
、
０
．
０
１
８
と
な
っ
て
い
る
。

⑥
し

た
が
っ
て
、
法
定
福
利
費
等
を
含
め
な
い
場
合
は
、
１

㎡
当
た

り
の

単
価

が
、
３
８

７
円
。
含
め

た
場

合
は
、
５
４
３
円
。

⑦
そ

こ
で
、
御
幸
小
学
校
は
、
２
０
，
０
０
０
円
、
及
び
西

御
幸
小

学
校

が
、
１

５
，
０

０
０
円

と
見

積
も

ら
れ
て
い
る
。

⑥
２

０
，
０
０
０
円
だ
と
、
５
１
㎡
、
１
５
，
０
０
０
円
だ

と
３
８

㎡
。
法
定

福
利

費
を

含
め
た

場
合

は
、

そ
れ
ぞ
れ
約
３
７
㎡
と
２
８
㎡
。

⑨
６

畳
の
部
屋
の
面
積
が
、
３
．
６
×
２
．
７
＝
９
．
７

２
 

５
１
㎡

÷
９

．
７

２
＝

５
，
２

 
２
０

，

０
０

０
円
だ
と
６
畳
の
広
さ
が
、
約
５
部
屋
分
。
同
じ

く
、
１

５
，
０
０

０
円
だ

と
６

畳
の

広
さ
が
、

約
３

部
屋
分

⑩
法

定
福
利
費
を
含
め
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
６
畳

の
部

屋
の
広

さ
が

、
３
．
８
部
屋

分
及
び

２
．

８
部

屋
分
と
な
る
。

⑪
そ

れ
だ
け
の
広
さ
の
養
生
を
行
う
必
要
が
有
る
の
か
、

予
定

価
格

の
設

定
に

疑
問

有
り

。

⑫
仮

に
、
養
生
費
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い

５
㎡
と

想
定

し
、
法
定

福
利

費
等
を

含
め

な
い

場
合
は
、
１
㎡
当
た
り
の
単
価
が
、
３
８
７
円
。
含

め
た
場

合
は
、
５
４

３
円

で
あ

る
こ
と

か
ら
、

法
定

福
利
費
等
を
含
め
た
場
合
で
試
算
す
る
と
、
５
４
３
円

×
５
㎡

＝
２

，
７

１
５

円
と

な
り
、
そ
れ

ぞ
れ

２
０
，
０
０
０
円
と
１
５
，
０
０
０
円
か
ら
２
，
７
１

５
円
を

差
し

引
い

た
１

７
，
２
８

５
円

及

び
１

２
，
２
８
５
円
の
合
計
金
額
で
あ
る
次
の
金
額
が
不

適
切

な
見

積
金

額
で

あ
る

。

⑬
２

９
，
５
７
０
円

（
２
）
法
定
福
利
費
に
つ
い
て

甲
第
３
６
号
証
－
１
～
－
２
示
す
。

①
法

定
福
利
費
に
係
る
予
定
価
格
設
定
の
基
準
が
、
甲
第
３

６
号
証

－
１

～
－

２
に

示
さ

れ
て
い
る
。

②
次

に
、「

法
定
福
利
費
」
で
あ
る
が
、「
（
株
）
富
士
電
気
商

会
」
、「

三
洋

工
業
（

株
）
川
崎

事
務
所

」
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た
だ

ち
に

、
全

部
開

示
を

求
め

る
。

第
４

章
 

予
定

価
格

を
定

め
な

い
こ
と

に
よ

る
違

法
契

約
に

つ
い

て

令
和

３
年

１
２

月
１

７
日

付
け

の
職

員
措

置
請
求

書
に

お
い

て
、

甲
第

９
号
証

及
び

甲
第

１
０

号
証

を

示
し

た
も

の
で

あ
る

が
、
「
第
２

章
 
損

害
の

程
度

に
つ

い
て

」
に

お
い

て
、

不
適

切
な
見

積
金
額

に
つ

い

て
検

証
を

行
っ

た
も

の
で

あ
る

が
、
そ
こ

に
お

い
て

も
、
次

か
ら

次
と

不
適

切
な

見
積

状
況

が
明
ら

か
に
な

っ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の

状
況
は

、
間

違
い

な
く

予
定

価
格
を

定
め
な

か
っ

た
こ

と
が

原
因

で
あ
る

こ
と

が
明

ら
か

に
な

っ
た

も
の

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、
８
９

件
の

防
犯

カ
メ
ラ

の
発

注
は

、
予

定
価

格
を
定

め
ず

に
行

っ
た

も
の

で
、
違

法
で
あ

る
。

第
５

章
 

見
積

金
額

の
審

査
を

行
っ
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て

甲
第

１
３

号
証
を
示

す
。

甲
第

１
３

号
証
は
、
川
崎

市
軽

易
工
事

契
約

事
務

取
扱

規
程

で
あ
り

、
そ

の
第

３
条

第
２

項
に
「

見
積
書

の
審

査
」

に
係

る
規

定
が

あ
る

。

そ
れ

に
よ

れ
ば
、
提
出

さ
れ
た

見
積
書

に
つ

い
て

は
、
見
積

り
額
が

適
正

か
否

か
の

審
査

を
行
う

こ
と

に

な
っ

て
い

る
も

の
で

あ
る

。

し
か

し
な

が
ら
、「

第
２

章
 
損

害
の
程

度
に

つ
い

て
」

に
お

け
る
不

適
切

な
見

積
金

額
に

つ
い
て

の
検

証
を

み
て

分
か

る
と

お
り

、
審

査
が
ま

っ
た

く
行

わ
れ

て
い

な
か
っ

た
状
況

が
明
ら

か
に

な
っ
て

い
る
も

の
で

あ
る

。

審
査

を
行

っ
た
と
す

る
の

で
あ

れ
ば
、
「
第

２
章

 
損

害
の

程
度

に
つ

い
て
」

に
お

け
る
不

適
切
な

見
積

金
額

に
つ

い
て

、
根

拠
を

示
し

て
反
論

す
べ

き
で

あ
る

。

反
論

で
き

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

審
査

を
行

っ
て
い

な
か

っ
た

こ
と

及
び

不
適
切

な
見

積
金

額
で

あ
っ

た

こ
と

を
認

め
る

べ
き

で
あ

る
。

第
６

章
 

１
年

制
限

に
つ

い
て

甲
第

１
４

号
証
を
示

す
。

そ
れ

は
、
最
高

裁
判

所
の

判
例

で
あ
り

、
１

年
経

過
し

て
か

ら
で
も

少
な

く
と

も
、
そ
の

１
月
以

内
の
監

査
請

求
に

つ
い

て
は

、
正

当
な

理
由
で

あ
る

こ
と

を
最

高
裁

判
所

が
認
め

て
い

る
も

の
で

あ
る
。

し
た

が
っ

て
、
本
件

８
９

件
の

住
民
監

査
請

求
は

、
そ

の
す

べ
て

を
監
査

対
象

と
す

べ
き

で
あ
る

。

第
７

章
 

川
崎

市
監

査
基

準
に

つ
い
て

甲
第

４
１

号
証
を
示

す
。

そ
れ

は
、
「
令
和
２

年
１

月
３
０

日
監
査

訓
令

第
１

号
川

崎
市

監
査
基

準
」

で
あ

る
。

そ
の

第
１

条
、
第
２

条
、

第
３

条
、
第

１
２

条
及

び
第

１
７

条
に

は
、
次

の
と

お
り

の
規

定
が
あ

る
。

（
趣

旨
）

第
１

条
 

こ
の

基
準

は
、

地
方

自
治
法
（

昭
和

２
２

年
法
律

第
６

７
号
。
以

下
「

法
」
と

い
う
。
）
第

１
９

８
条

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

監
査
基

準
で

あ
り

、
法

、
地
方

公
営
企

業
法
（
昭

和
２

７
年

法
律
第

２
９
２

号
。
以

下
「

公
企
法
」

と
い
う

。
）
及

び
地

方
公

共
団

体
の
財

政
の
健

全
化

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

９
年

法
律

第
９

４
号
。
以
下

「
健
全

化
法
」
と

い
う

。
）
の

規
定
に

基
づ
き
、

監
査

委
員

が
行
う

こ
と
と

さ
れ

て

い
る

監
査

、
検

査
、

審
査

そ
の

他
の
行

為
に

つ
い

て
、

基
本

原
則

を
定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
監

査
委

員
が

行
う

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
監

査
、

検
査

、
審

査
そ

の
他
の

行
為

の
目

的
）

第
２

条
 

監
査

委
員

が
行

う
こ

と
と
さ

れ
て

い
る

監
査

、
検

査
、
審

査
そ

の
他

の
行

為
は

、
市
の

事
務

の
管

理
及

び
執

行
等

に
つ

い
て

、
法
令

に
適
合

し
、
正
確

で
、
経
済
的

、
効
率

的
か

つ
効

果
的

な
実
施

を
確
保

し
、

住
民

の
福

祉
の

増
進

に
資

す
る

こ
と
を

目
的

と
す

る
。

２
 

監
査

委
員

は
、
監

査
基
準

に
従
い

公
正

不
偏

の
態

度
を

保
持
し
、
正
当

な
注

意
を
払

っ
て
そ

の
職

務
を

遂
行

す
る

も
の

と
す

る
。
そ
れ

に
よ
っ

て
自

ら
入

手
し

た
証

拠
に
基

づ
き

意
見

等
を

形
成

し
、
結
果

に
関

す

甲
第
３
８
号
証
を
示
す
。

甲
第
１
号
証
－
５
５
に
あ
る
カ
メ
ラ
の
金
額
が
一
番
多
額
で
あ
っ
た
稗
原
小
学
佼
の
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
状
況
を
示
す
写
真
で
あ
る
。

ま
ず
、
必
ず
、
「
防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中
」
の
お
知
ら
せ
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
先
に
防
犯
カ
メ

ラ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
３
）
不
開
示
の
理
由
に
つ
い
て

そ
こ
で
、
甲
第
３
９
号
証
を
示
す
。

そ
こ
に
は
、
不
開
示
の
理
由
と
し
て
「
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
よ
り
期
待

さ
れ
る
、
犯
罪
、
い
た
ず
ら
等
の
行
為
を
抑
止
及
び
予
防
す
る
効
果
を
減
退
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

学
校
施
設
に
お
け
る
犯
罪
対
策
の
適
正
な
逐
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
た
め
」
と
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
「
防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中
」
と
自
ら
公
に
し
て

お
り
、
現
地
で
は
、
明
確
に
カ
メ
ラ
の
設
置
状
況
が
分
か
る
設
置
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
公
に
し
た
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
は
、
「
防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中
」
の
お
知
ら
せ
を
貼
付

し
て
は
い
け
な
い
し
、
カ
メ
ラ
そ
の
も
の
も
防
犯
カ
メ
ラ
で
あ
る
こ
と
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
教
育
委
員
会
は
、
自
己
矛
盾
と
な
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
録
画
機
や
モ
ニ
タ
ー
の
型
番
及
び
単
価
の
不
開
示
に
つ
い
て

録
画
機
や
モ
ニ
タ
ー
の
型
番
及
び
単
価
に
つ
い
て
、
不
開
示
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
不
開
示
と

「
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
、
犯
罪
、
い
た
ず
ら
等
の
行
為

を
抑
止
及
び
予
防
す
る
効
果
を
減
退
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
学
校
施
設
に
お
け
る
犯
罪
対
策
の
適

正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
た
め
」
と
あ
る
不
開
示
理
由
と
に
は
関
連
性
は
な
い
。

つ
ま
り
、
校
門
に
「
防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中
」
と
い
う
お
知
ら
せ
が
あ
り
、
そ
の
先
を
見
れ
ば
、
実
際

に
防
犯
カ
メ
ラ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
と
録
画

機
と
モ
ニ
タ
ー
は
一
体
と
な
っ
て
防
犯
カ
メ
ラ
の
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
り
、
防
犯
カ
メ
ラ
の

存
在
を
知
っ
た
場
合
は
、
録
画
機
も
モ
ニ
タ
ー
も
あ
る
と
思
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
の
報
道
で
、
録
画
機
と
モ
ニ
タ
ー
の
存
在
及
び
そ
の
解
像
度
な
ど
の
機
能

の
違
い
に
よ
っ
て
、
犯
罪
、
い
た
ず
ら
等
の
行
為
を
抑
止
及
び
予
防
す
る
効
果
に
影
響
が
あ
っ
た
と
す

る
報
道
を
目
に
し
た
こ
と
は
無
い
。

教
育
委
員
会
は
、
カ
メ
ラ
、
録
画
機
、
モ
ニ
タ
ー
等
の
解
像
度
が
公
に
な
っ
た
場
合
、
犯
罪
、
い
た

ず
ら
等
の
行
為
の
抑
止
及
び
予
防
に
つ
い
て
、
影
響
が
あ
る
の
で
開
示
で
き
な
い
旨
の
言
及
が
あ
っ

た
が
、
本
当
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
明
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
不
開
示
処
分
を
取
り
消
し
、
全
部
開
示
と
す
べ
き
で
あ
る
。

全
部
開
示
を
拒
否
し
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
こ
こ
ろ
」
は
、
不
適
切
な
契
約
状
況
を
知
ら
れ

た
く
な
い
た
め
の
み
が
埋
由
の
不
開
示
処
分
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
甲
第
４
０
号
証
を
示
す
。

不
開
示
処
分
の
該
当
条
文
と
し
て
、
川
崎
市
情
報
公
開
条
例
第
８
条
第
４
号
に
該
当
す
る
と
し
て

い
る
が
、
第
４
号
に
は
さ
ら
に
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
て
「
ア
」「
イ
」「
ウ
」「
エ
」「
オ
」
の
５
つ

の
該
当
事
例
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
甲
第
３
９
号
証
に
は
、
そ
れ
ら
の
「
ア
」「
イ
」「
ウ
」「
エ
」「
オ
」
の
ど
れ
に
該

当
す
る
か
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
甲
第
３
９
号
証
の
不
開
不
処
分
は
、
瑕
疵
あ
る
処
分
で

あ
り
、
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
４
３
ペ
ー
ジ
の
解
釈
・
運
用
に
お
け
る
「
３
」
に
お
い
て
は
、「
支
障
」
の
程
度
は
実

質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
お
そ
れ
」
の
程
度
は
、「
法
的
保
護
に
値
す
る
蓋
然
性
が
要
求

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
の
解
釈
・
運
用
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
「
支
障
」
及
び
「
お
そ
れ
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
違
法
・
不

当
な
不
開
示
処
分
で
あ
る
。
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る
際

の
法

令
等

及
び

各
適

用
基

準
に
数

多
く

違
反

し
た

８
９

件
の
発

注
で
あ

る
こ
と

か
ら

、
本
件

８
９
件

の
防

犯
カ

メ
ラ

工
事

は
、

違
法

、
不
当

で
あ

り
、

次
の

措
置

の
勧

告
を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

１
 

主
位

的
請

求
と

し
て
、
８

９
件
の

学
校

ご
と

の
防

犯
カ

メ
ラ
の

発
注

は
、
地

方
自
治

法
等
の

法
令

等
に

違
反

し
た

違
法
・
不

当
な

分
割

発
注
契

約
で

あ
る

と
認

定
し

、
今

後
、
同
様

の
違

法
・
不
当

な
契
約
を
防

止
・

是
正

す
る

勧
告

を
求

め
る

。

２
 

主
位

的
請

求
と

し
て
、
８

９
件
の

学
校

ご
と

の
防

犯
カ

メ
ラ
の

発
注

は
分

割
発

注
で

あ
り
、
分

割
発

注

し
た

こ
と

は
、
地
方

自
治

法
に

違
反
す

る
も

の
で

、
地

方
自

治
法
第

２
条

第
１

６
項

に
違

反
し
、
同
条
第

１
７

項
に

該
当

す
る

も
の

で
契

約
は
無

効
で

あ
り

、
８

９
件

の
契
約

の
総

額
（

変
更

契
約

後
の
総

額
）
で

あ
る

１
３

１
，
０

３
７

，
２

８
０

円
を
川

崎
市

に
返

還
さ

せ
る

な
ど
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ
う
勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
る

。

３
 

予
備

的
請

求
と

し
て

、
８

９
件
の

学
校

ご
と

の
防

犯
カ

メ
ラ
の

発
注
が

適
正
で

あ
っ

た
と
し

た
場
合

で
も
、
各
見

積
金

額
に

お
け
る

一
般
管

理
費

が
国

土
交

通
省

の
基
準

を
超

え
て

い
る

金
額

で
あ
る

３
，
８

０
９

，
４

３
４

円
を

川
崎

市
に

返
還

さ
せ

る
な
ど

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求

め
る

。

４
 

予
備

的
請

求
と

し
て

、
８

９
件
の

学
校

ご
と

の
防

犯
カ

メ
ラ
工

事
を
一

括
発
注

し
場

合
の
一

般
管
理

費
の

国
土

交
通

省
の

基
準

を
超

え
て
い

る
金

額
で

あ
る

６
，
４

５
４
，
７
５

６
円

を
川

崎
市

に
返
還
さ
せ

る
な

ど
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ
う

勧
告

す
る

こ
と

を
求

め
る

。

５
 

予
備

的
請

求
と

し
て

、
８

９
件
の

学
校

ご
と

の
防

犯
カ

メ
ラ
工

事
を
一

括
発
注

し
場

合
の
カ

メ
ラ
の

金
額

の
数

量
効

果
を

想
定

し
た

金
額
で

あ
る

４
，
３

７
８

，
３

８
１
円

を
川

崎
市

に
返

還
さ

せ
る
な
ど
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
勧

告
す
る

こ
と

を
求

め
る

。

６
 

予
備

的
請

求
と

し
て
、
前

記
５
を

含
む

録
画

機
、
モ
ニ

タ
ー
等

を
含

む
防

犯
カ

メ
ラ

工
事
セ

ッ
ト

の
金

額
と

な
る

１
１
，
８
７

８
，
０
１

２
円
を

川
崎

市
に

返
還

さ
せ

る
な
ど

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る
よ
う
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め

る
。

７
 

予
備

的
請

求
と

し
て

、
国

土
交
通

省
の

積
算

基
準

及
び

川
崎
市

の
労
務

単
価
に

適
合

し
な
い

労
務
費

の
金

額
と

な
る

２
７
，
４
９
２

，
０

２
０

円
を

川
崎

市
に
返

還
さ
せ

る
な

ど
の

必
要

な
措

置
を
講

ず
る

よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め

る
。

８
 

予
備

的
請

求
と

し
て

、
国

土
交
通

省
の
「
雑

材
」
に
係

る
積
算

基
準

に
適

合
し

な
い
「
雑

材
及

び
消
耗

品
費

」
の

金
額

と
な

る
１

，
７
５

１
，
６

１
７

円
を

川
崎

市
に

返
還
さ

せ
る

な
ど

の
必

要
な

措
置
を
講
ず

る
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め

る
。

９
 

予
備

的
請

求
と

し
て

、「
収

納
箱
」
に

係
る

メ
ー

カ
ー
価

格
を
上

回
る

金
額

と
な

る
１

，
９

６
０

円
を

川
崎

市
に

返
還

さ
せ

る
な

ど
の

必
要
な

措
置

を
講

ず
る

よ
う

勧
告

す
る
こ

と
を

求
め

る
。

１
０

 
予

備
的

請
求

と
し

て
、「

収
納

箱
」

に
係

る
１

１
０
，

０
０

０
円

の
見

積
金

額
に
つ

い
て
は
、

記
載

さ
れ

た
型

番
に

つ
い

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で
検

索
し

て
も

該
当

す
る

収
納
箱

が
見

当
た

ら
な

い
こ

と

か
ら

、
４

件
の

１
１

０
，
０

０
０

円
の
収

納
箱

の
合

計
金

額
で

あ
る
４

４
０

，
０

０
０

円
を

川
崎
市
に
返

還
さ

せ
る

な
ど

の
必

要
な

措
置

を
講
ず

る
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め
る

。

１
１

 
予

備
的

請
求

と
し

て
、「

交
通

運
搬

費
」

に
係

る
国
土

交
通
省

の
積

算
基

準
に

基
づ

か
な
い

金
額

で

あ
る

２
４

９
，

０
０

０
円

を
川

崎
市

に
返

還
さ
せ

る
な

ど
の

必
要

な
措

置
を
講

ず
る

よ
う

勧
告

す
る

こ

と
を

求
め

る
。

１
２

 
予

備
的

請
求

と
し

て
、「

養
生

費
」

に
係

る
国

土
交
通

省
の
積

算
基

準
に

基
づ

か
な

い
金
額

で
あ

る

２
９

，
５

７
０

円
を

川
崎

市
に

返
還

さ
せ

る
な
ど

の
必

要
な

措
置

を
講

ず
る
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求

め
る

。

１
３

 
予

備
的

請
求

と
し

て
、「

法
定

福
利

費
」

に
係

る
金
額

で
あ
る

２
０

７
，
０

０
０
円

を
川
崎

市
に

返

還
さ

せ
る

な
ど

の
必

要
な

措
置

を
講
ず

る
よ

う
勧

告
す

る
こ

と
を

求
め
る

。

１
４

 
予

備
的

請
求

と
し

て
、「

交
通

誘
導

員
費

」
に

係
る
川

崎
市
の

労
務

単
価

の
基

準
に

基
づ
か

な
い

金

額
で

あ
る

１
２

，
３

０
０

円
を

川
崎

市
に

返
還
さ

せ
る

な
ど

の
必

要
な

措
置
を

講
ず

る
よ

う
勧

告
す

る

こ
と

を
求

め
る

。

る
報
告
等
を
決
定
し
、
こ
れ
を
議
会
並
び
に
市
長
、
関
係
す
る
行

政
委
員

会
等
（

以
下
「
市

長
等

」
と

い
う

。
）

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
監
査
等
の
範
囲
及
び
目
的
）

第
３
条
 
監
査
、
検
査
、
審
査
そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
こ
の

基
準
に

お
け

る
監

査
等

は
次

に
掲
げ

る
も
の

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
２
）
行
政
監
査
（
法
第
１
９
９
条
第
２
項
）
事
務
の
執
行
が

法
令

に
適

合
し
、
正
確
で

、
経

済
的
、
効
率

的
か
つ
効
果
的
な
実
施
を
確
保
し
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合

理
化

に
努

め
て

い
る

か
監

査
す
る

こ
と

（
監
査
等
の
証
拠
入
手
）

第
１
２
条
 
監
査
委
員
は
、
監
査
等
の
結
果
を
形
成
す
る
た
め
、
必
要

な
監

査
等

の
証
拠

を
入
手

す
る

も
の

と
す
る
。

２
 
監
査
委
員
は
、
監
査
等
の
証
拠
を
評
価
し
た
結
果
、
想
定
し
て

い
な

か
っ

た
事

象
若

し
く
は

状
況

が
生

じ
た

場
合

又
は
新

た
な
事

実
を

発
見
し

た
場

合
に

は
、

適
宜

監
査

等
の

手
続

を
追

加
し

て
必

要
な

監
査

等

の
証
拠
を
入
手
す
る
も
の
と
す
る
。

（
監
査
等
の
結
果
に
関
す
る
報
告
等
へ
の
記
載
事
項
）

第
１

７
条

 
監
査

等
の
結

果
に

関
す
る

報
告

等
に

は
、

原
則

と
し

て
次

に
掲

げ
る

事
項

そ
の

他
監

査
委

員

が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２
 
前
項
第
８
号
の
監
査
等
の
結
果
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
監

査
等

の
種

類
に

応
じ

て
、
重
要

な
点

に

お
い

て
当

該
各
号

に
定
め

る
事

項
が
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

そ
の

旨
そ

の
他

監
査

委
員

が
必

要
と

認
め

る

事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
行
政

監
査
 
前
項
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
の
記
載
事

項
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に
お

い
て
、
監

査
の
対
象
と
な
っ
た
事
務
が
法
令
に
適
合
し
、
正
確
で
、
経
済

的
、
効
率

的
か

つ
効

果
的

な
実

施
を
確

保
し

、

そ
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
こ
と

以
上
の
と
お
り
、
第
２
条
に
目
的
と
し
て
「
監
査
委
員
が
行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

監
査

、
検

査
、
審
査
そ

の
他
の
行
為
は
、
市
の
事
務
の
管
理
及
び
執
行
等
に
つ
い
て
、
法
令

に
適

合
し

、
正

確
で

、
経
済

的
、
効
率

的
か
つ
効
果
的
な
実
施
を
確
保
し
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
」
と

規
定

さ
れ

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
監
査
は
、
第
２
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、
「
法

」
及

び
「

証
拠

」
に
基

づ
き
そ

の
結

果
を
導
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
本
件

請
求

に
お

い

て
も
、「

法
」
と
「
証
拠
」
に
基
づ
き
、
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ

工
事

が
、
地

方
自
治

法
、

同
施

行
令

、
川

崎
市

契
約

規
則
及

び
川
崎

市
軽

易
工
事

契
約

事
務

取
扱

規
程

並
び

に
国

土
交

通
省

の
「

公
共

建
築

工
事

標

準
単
価
積
算
基
準
」
、「

土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
（
電
気
通

信
編

）
等

の
運

用
」
及
び

川
崎
市

の
「

公
共

工
事
設
計
労
務
単
価
表
」
の
法
令
等
に
適
合
し
予
定
価
格
を

定
め
発

注
し

た
も

の
な

の
か

、
ま
た

、
そ
れ
ら

の
法
令
及
び
基
準
を
適
用
し
、
正
確
で
、
経
済
的
、
効
率
的
か
つ

効
果

的
な

防
犯

カ
メ

ラ
工

事
の
実

施
で
あ

っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
、
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
８
章
 
求
め
る
措
置
に
つ
い
て

上
記
の
と
お
り
、
８
９
件
の
学
校
ご
と
に
防
犯
カ
メ
ラ
の

設
置

工
事

を
発

注
し

た
財

務
会

計
行
為

は
、
①

予
定
価
格
を
定
め
ず
（
川
崎
市
契
約
規
則
第
２
５
条
違
反
）、

②
見

積
書

の
審

査
を

行
う
こ

と
な
く
（

川
崎

市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
第
３
条
第
２
項
違
反
）、

ま
た
、

③
１

件
で

発
注

可
能
な

工
事
で

あ
る

に

も
関
わ
ら
ず
、
８
９
件
に
分
割
発
注
し
、
随
意
契
約
を
行
っ
た

こ
と
（
地

方
自

治
法

、
同

施
行
令

、
川

崎
市

契
約
規
則
、
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
違
反
）
並

び
に

④
国

土
交

通
省

が
定

め
る
「

公
共

建
築

工
事
標
準
単
価
積
算
基
準
」
及
び
「
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準

書
（

電
気

通
信

編
）
等
の

運
用
」
及
び

⑤
川

崎
市
の
「
公

共
工
事
設
計
労
務
単
価
表
」
の
基
準
を
遵
守
し
な

か
っ

た
こ

と
な

ど
、
多
く

の
点
で
、
地
方
自

治
法
、
同
施
行
令
、
川
崎
市
契
約
規
則
、
川
崎
市
軽
易
工
事
契

約
事

務
取

扱
規

程
、
国
土

交
通
省

の
「

公
共

建
築
工
事
標
準
単
価
積
算
基
準
」
及
び
「
土
木
工
事
標
準
積
算

基
準

書
（
電

気
通

信
編
）

等
の

運
用

」
、
川

崎
市
の
「
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
表
」
の
法
令
等
及
び
適

用
基
準

に
違

反
す

る
な

ど
、
公

共
工

事
を

発
す
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に
市

販
さ

れ
て

い
る

品
物

を
購

入
す
る

こ
と

が
多

い
。
こ
の

よ
う
な

品
物

に
は
、
通
常
一

般
市
場

で
取

引
さ

れ
て

い
る

価
格
（
市

場
価

格
）
が
あ

る
。
そ
れ

を
基
礎

と
し
て
、
積

算
価

格
を

算
定

す
る
方

式
を

市
場

価
格

方
式

と
称

し
、
通
常

次
に
掲

げ
る

物
品

の
価

格
の

計
算
は
、
こ
の

方
式

ら
よ
り

算
定
す

る
こ

と
が

多
い

。「
ａ
市

場
価

格
の
あ

る
物
品
（

取
引

の
実

例
価
格

と
し
て

一
般

に
公

表
さ

れ
て

い
る
価

格

の
あ

る
物

品
。
）
」
と

あ
り

、「
（

ⅱ
）
市

場
価

格
方

式
に

よ
る
積

算
価
格

は
、
定
価

、
販

売
実

績
価
格

を

も
と

に
決

め
る

が
市

場
価
格
の

調
査

に
当

た
っ

て
は

、
信
用

の
あ

る
価

格
調
査

機
関
の
発

行
す

る
定

期
刊

行
物

を
利

用
す

る
こ

と
と

し
、
必
要

に
応

じ
て

各
種
の

実
地
調

査
も

行
う

必
要

が
あ

る
。」

ま
た

、

そ
の

後
段

に
は

「
さ

ら
に
取
引

数
量

…
に

よ
る

割
引

又
は
値

引
を

十
分

考
慮
し

て
積
算
価

格
を

算
定

す
る
必
要
が
あ

る
。
」
と

あ
る
。

そ
し

て
「
（

ⅲ
）
割

引
率

の
調
査

」
と
し

て
「
ａ

取
引

数
量

に
よ

る
割
引

」
が

あ
り

、
具
体

的
に

は
、

次
の

「
６

 
予

決
令

第
８

０
条

第
２
項

の
説

明
」

に
記

載
さ

れ
て
い

る
。

予
決

令
第
８
０

条
第

２
項

は
、

川
崎

市
契

約
規

則
第

１
４
条

第
２
項

に
相

当
す

る
も

の
で

、
「
取
引

の
実

例
価

格
」
「
需

給
の

状
況
」
「

履
行

の
難

易
」
「

契
約

数
量

の
多
寡

」
及
び

「
履
行

期
間

の
長
短

」

が
あ

り
、
中

で
も

、
「
契

約
数
量

の
多
寡
」

に
つ

い
て

は
「
市

場
生
産

品
は
、

数
量

の
多
寡

に
よ
り

段

階
別

価
格

制
（

元
売

価
格

、
卸

売
価
格

、
小

売
価

格
）
が
あ

り
、
数

量
に

よ
る

価
格

差
異

を
持
っ

て
い

る
。
」
と

あ
る

。

な
お
、
現
在

の
市

場
生

産
品
に

つ
い
て

は
、
大

手
ス

ー
パ
ー

や
家
電

量
販

店
又

は
ド

ラ
ッ

ク
ス
ト

ア

チ
ェ

ー
ン

店
な

ど
、
大

量
に
メ

ー
カ
ー

な
ど

か
ら

大
量

に
購

入
す
る

こ
と

で
、
一

般
消
費

者
に
対

し
、

町
中

の
商

店
街

に
あ

る
個
人
商

店
な

ど
と

比
較

し
て

、
よ
り

低
価

格
で

商
品
を

販
売
す
る

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
が

多
く

の
業

種
で

見
受

け
ら
れ

る
も

の
で

あ
る

。

し
た

が
っ
て
、
「
予

定
価

格
の
算

定
」

に
お

け
る

「
数

量
の
多

寡
」

と
い

う
要

素
は

、
決
し

て
無
視

し
て

は
い

け
な

い
要

素
で

あ
り

、
本
件

の
防

犯
カ

メ
ラ

等
の

市
販
品

に
つ

い
て

も
、
こ
の
「

数
量

の
多

寡
」

に
つ

い
て

は
、

十
分

考
慮

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

で
あ
る

。

３
 

予
定

価
格

を
定

め
る

こ
と

に
つ
い

て
の

総
務

省
の

指
摘

事
項

に
つ
い

て

甲
第

４
４

号
証

を
示

す
。

総
務

省
行

政
評

価
局

が
指
摘
し

た
予

定
価

格
を

定
め

る
こ
と

に
つ

い
て

は
、
甲

第
４
４
号

証
の

７
９

ペ
ー

ジ
に

あ
る
「
（

２
）

適
切
な

予
定
価

格
の

設
定
」

に
は
「

ま
た

、
予

決
令

第
９

９
条
の

５
の
規

定
に

よ
り

、
随

意
契

約
に

よ
ろ

う
と

す
る

場
合

に
つ
い

て
も

予
定

価
格

を
定

め
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と

さ
れ

」
と

あ
る

。

な
お

、
予

決
令

の
規

定
は

、
川
崎

市
契
約

規
則

の
第

１
３

条
、
第

１
４

条
及

び
第

２
５

条
と

同
様
の
規

定
で

あ
る

。

ま
た

、
参

考
見

積
書

の
徴

取
に

つ
い

て
は

、
「

原
則

と
し

て
複

数
の

業
者

か
ら
徴

取
す

る
と

と
も

に
、

参
考

見
積

を
も

と
に

予
定

価
格

を
作
成

す
る

場
合

に
は
、
見

積
の
比

較
、
取

引
実

例
と
の

比
較
等

を
行

い
、

よ
り

適
正

な
予

定
価

格
の

設
定

に
努
め

る
」
こ

と
と

さ
れ

た
。
」
と

あ
り

、
参

考
見

積
り
を

１
者
の

み
か

ら
徴

取
す

る
こ

と
は

適
正

な
予

定
価
格

の
設

定
か

ら
す

る
と

不
適

切
で
あ

る
も

の
で

あ
る

。

実
際
、
本
件

防
犯

カ
メ

ラ
契
約

に
係
る

参
考

見
積

り
に

お
い

て
、
１
者

か
ら

の
み

の
参
考

見
積
り

を
下

回
る

「
入

札
に

該
当

す
る

見
積

書
」
が

数
件

見
受

け
ら

れ
て

い
た

も
の
で

あ
る

。

４
 

川
崎

市
長

選
挙

に
お

け
る

数
量
効

果
に

つ
い

て

甲
第

４
５

号
証

を
示

す
。

昨
年

の
川

崎
市

長
選

挙
に

お
い

て
、
一
度

確
定

し
て

い
た
選

挙
期
日

に
つ

い
て
、
急
遽
決

ま
っ
た

衆
議

院
選

挙
の

日
程

に
川

崎
市

長
選

挙
の

日
程

も
合
わ

せ
る

こ
と

で
、

１
億

円
の
コ

ス
ト

削
減

に
繋

が
っ

た

と
の

神
奈

川
新

聞
の

報
道

で
あ

る
。

当
然

の
こ

と
で
、
当
初

の
予
定

か
ら
１

週
間

ず
ら

す
こ

と
で

、
１

億
円

の
経

費
削

減
に
繋

が
る
こ

と
で

あ
れ

ば
、
既
に
、
特

定
の
期

日
を

市
長
選

挙
の

日
と

公
表

し
て

い
た
も

の
の

、
２

つ
の

選
挙

を
同
日
に
行

う
こ

と
で
、
２
回

行
う

こ
と
に

よ
る
各

経
費

が
１

回
で

済
む

こ
と
に

な
り
、
経
費

削
減
に

繋
が
っ

た
も

の

で
あ

る
。

川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
補
充
書
そ

の
２

）

２
０

２
２

年
（

令
和

４
年

）
１

月
１
４

日

川
崎
市
監
査
委
員
 

様

住
所
 
川

崎
市

宮
前

区
五

所
塚

１
丁
目

２
１

番
３

氏
名
 
坂
巻
 
良
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
０
２
１
年
（
令
和
３
年
）
１
２
月
１
７
日
付
け
提
出
の
住
民
監
査
請

求
及

び
１

月
１

１
日

付
け
の
補
充

書
に
追
加
す
る
新
た
な
証
拠
の
提
出
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
補
充
書

そ
の

２
を

提
出

す
る

。

第
１
章
 
随
意
契
約
に
お
け
る
予
定
価
格
の
設
定
の
必
要
性
に
つ
い

て

１
 
別
件
の
住
民
訴
訟
で
被
告
川
崎
市
か
ら
提
出
さ
れ
た
【
乙
第
２

３
号

証
】

に
つ

い
て

甲
第
４
２

号
証
を
示
す
。

被
告
川
崎

市
か
ら
提
出
さ
れ
た
乙
第
２
３
号
証
に
は
、
「
一
般
競

争
入

札
又

は
指

名
競

争
入

札
に
よ
り

契
約
を
締
結
す
る
場
合
と
同
様
に
、
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を

締
結

す
る

場
合

に
お

い
て

も
、
予
定

価
格

を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
前
段
に
は
、
「
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
応
じ
て
、
規

則
で

定
め

る
こ

と
が
適

当
」

と
あ

り
、
そ
の
規
則
に
定
め
る
と
の
規
則
が
、
甲
第
１
１
号
証
に
示

し
た

川
崎

市
契

約
規

則
で

あ
り
、
そ
の
第

２
５
条
に
「
市
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か

じ
め

第
１

３
条

第
１

項
及
び
第
１

４
条
の
規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る

も
の

で
あ

る
。

し
た
が
っ

て
、

①
随
意
契

約
に
お
い
て
も
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争

入
札
と

同
様

に
随

意
契

約
に

お
い
て

も
、

予
定
価
格

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
が
、
川
崎
市
契

約
規
則

に
規

定
さ

れ
て

い
る

こ
と
、

②
甲
第
９

号
証
に
示
し
た
広
島
地
方
裁
判
所
の
「
予
定
価
格

を
定
め

な
い

契
約

は
違

法
」
と
の

裁
判

例

が
あ
る
こ

と
、

③
本

件
８

９
件

の
防

犯
カ
メ
ラ

の
工

事
は

、
予

定
価

格
を
定

め
て

い
な

い
こ

と
は

甲
第

１
０

号
証

か

ら
も
明
ら

か
な
こ
と
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
８
９
件
の

防
犯
カ

メ
ラ

の
工

事
は

、
予

定
価
格

を
定

め
て
い
な

い
こ
と
を
以
て
、
違
法
な
契
約
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で

あ
る

。

２
 

予
定

価
格
作

成
の
意

義
、

予
定
価

格
の

決
定

の
基

準
及

び
川

崎
市

契
約

規
則

第
１

４
条

第
２

項
に

相

当
す
る
予
決
令
第
８
０
条
第
２
の
説
明
に
つ
い
て

甲
第
４
３

号
証
を
示
す
。

（
１
）
予
定
価
格
の
役
割
（
予
定
価
格
作
成
の
意
義
）
に
つ
い
て

６
０
３
ペ
ー
ジ
か
ら
６
０
４
ペ
ー
ジ
に
あ
る
予
定
価
格
の

役
割
（

予
定

価
格

作
成

の
意
義

）
に

お
い

て
、
「
歳
出
予
算
の
拘
束
性
か
ら
、
た
と
え
最
低
価
格
で
あ
っ

て
も
歳

出
予

算
を

超
え

る
も

の
に
つ

い

て
は
、
契
約
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
そ

の
契

約
の

代
価
が

各
般
の

実
情

か
ら
見
て

適
切
な
価
格
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
元

来
、
歳

出
予

算
は

、
こ

れ
を
超
え

て
債

務
負

担
を

す
る

こ
と
は
認

め
ら

れ
な

い
と

と
も

に
、
そ

の
金

額
を

支
出

す
べ

き
義

務
を

負
う

よ

う
な
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て

、
そ

の
当

時
に

お
け

る
適
切

な
価
格

の
範

囲
内
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら

予
定
価

格
を

作
成

し
、
予
定

価
格
の

範
囲

内
に
お
い

て
原
則
と
し
て
最
低
入
札
価
格
を
も
っ
て
落
札
価

格
と
し

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ
る
。」

と

あ
る
。

（
２
）
予
定
価
格
の
決
定
の
基
準
に
つ
い
て

６
０

７
ペ

ー
ジ

か
ら
６

０
９
ペ

ー
ジ

に
か
け
て

予
定

価
格

の
決

定
の

基
準

に
お

い
て

「
ア

 
積

算

価
格
」
及

び
「
イ
 

積
算
価
格
の
算
定
」
が
あ
る
。

ま
ず
、「

ア
 

積
算
価
格
」
に
お
い
て
は
、「

積
算
価
格
と
は
、
予
定

価
格

決
定
の

基
礎

と
す

る
た
め

に
、

原
価

計
算

方
式

又
は

市
場

価
格

方
式

に
よ

り
積
算

し
て

得
ら

れ
た

計
算

値
を

い
う

。
」

と
あ

る
。

次
に
、「

イ
 
積
算
価
格
の
算
定
」
に
お
い
て
は
、「
（
ア
）
市

場
価
格

方
式
」
と
し

て
「
（

ｉ
）
一
般

別
紙
３
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川
崎

市
職

員
措

置
請

求
書

（
補

充
書
そ

の
３

）

２
０

２
２

年
（

令
和

４
年

）
１

月
１
４

日

川
崎

市
監

査
委

員
 

様

住
所

 
川

崎
市

宮
前

区
五

所
塚

１
丁
目

２
１

番
３

氏
名

 
坂

巻
 

良
一

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

２
０

２
１

年
（
令

和
３

年
）
１
２

月
１
７

日
付

け
提

出
の

住
民

監
査
請

求
及

び
１

月
１

１
日

付
け
の
補
充

書
に

追
加

す
る

新
た

な
証

拠
の

提
出

に
伴

う
補

充
書

そ
の

２
に

さ
ら

に
追

加
し

て
証

拠
を

提
出

す
る

た
め

、

補
充

書
そ

の
３

を
提

出
す

る
。

第
１

章
 

川
崎

市
に

お
け

る
公

共
工
事

積
算

基
準

等
の

運
用

に
つ

い
て

甲
第

４
８

号
証

を
示

す
。

そ
の

１
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

、「
１

 
目
的
」

と
し

て
「

本
運
用

は
、

適
正

な
工

事
費

の
積
算

に
用
い

る
こ

と
を

目
的

に
、
「
川

崎
市

ま
ち
づ

く
り
局

施
設

整
備

部
と

し
て

「
公

共
建

築
工

事
積

算
基
準

（
平

成
３

１
年

版
）
」（

国
土
交

通
省

大
臣

官
房

官
庁
営

繕
部

監
修

、
建

築
コ

ス
ト
管

理
シ

ス
テ

ム
研

究
所

発
行
）
の
運

用
を

定
め

た
も

の
で

あ
る

。」
と
し
て

い
る
。

そ
し

て
、
そ

の
積

算
基

準
の
内

容
と
し

て
は

、「
公
共

建
築
工

事
積
算

基
準
（

国
土

交
通
省

）
平

成
２

８

年
１

２
月

」
の

各
基

準
が

示
さ

れ
て
い

る
。

１
月

１
１

日
付

け
の

補
充

書
の
「
第

２
章

 
損

害
の

程
度

に
つ

い
て
」
に
お

け
る

損
害
額

の
算
出

の
根

拠

は
、
主
と

し
て
「
公

共
建

築
工

事
積
算

基
準
（
国

土
交

通
省

）
平
成

２
８

年
１

２
月

」
の

基
準
を

基
に

し
た

算
出

で
あ

り
、

そ
の

根
拠

は
適

正
な
根

拠
で

あ
る

。

な
お

、
請

求
者

は
、
技

術
系

の
学

校
を
卒

業
し

て
い

る
も

の
で

は
な
い

が
、
法
令

や
一

定
の

基
準
を
理
解

す
る

こ
と

は
で

き
る

こ
と

か
ら

、
教

育
委

員
会

の
技

術
職

の
職

員
及

び
契

約
行

為
を

日
常

的
に

担
っ

て
い

る
職

員
は

、
請

求
者

以
上

の
知

識
と
経

験
が

あ
る

も
の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と

か
ら

、
甲

第
４

８
号

証
を
始

め
と

し
て
「
公

共
建

築
工

事
積
算

基
準
（
平

成
３

１
年
版

）」
（
国

土
交

通
省

大
臣

官
房

官
庁

営
繕

部
監
修
、
建
築

コ
ス

ト
管

理
シ

ス
テ

ム
研

究
所

発
行
）
に

は
教
育

委
員

会
の

職
員

は
精

通
し

て
い

る
も

の
で

あ
り
、
そ

れ
ら

に
あ

る
基

準
等

に
基

づ
け

ば
、
適

正
な
予

定
価
格

の
算

出
は

十
分

可
能

と
思

わ
れ

る
。

そ
れ

ら
の

基
準

に
な

い
予

定
価

格
に

つ
い

て
は

、
業

者
か

ら
参

考
見

積
り

を
徴

取
す

る
こ

と
も

や
む

を

得
な

い
も

の
が

在
る

が
、
最
初

か
ら
、
甲

第
４
８

号
証

を
始

め
と

し
て
「

公
共

建
築

工
事

積
算
基

準
（
平
成

３
１

年
版

）
」（

国
土

交
通

省
大

臣
官
房

官
庁

営
繕

部
監

修
、
建

築
コ

ス
ト

管
理

シ
ス

テ
ム

研
究
所

発
行

）
等

の
書

籍
類

を
確

認
す

る
こ

と
な

し
に
、
全

て
の

工
事

内
容

を
業

者
か

ら
の

参
考

見
積

書
に

頼
っ
た

結
果
、
適

正
な

予
定

価
格

と
な

る
べ

き
金

額
を
上

回
る

見
積

書
が

提
出

さ
れ

た
も
の

と
推

測
で

き
る

も
の
で

あ
る

。

そ
れ

を
証

明
す

る
も

の
が
、
防

犯
カ
メ

ラ
の

工
事

と
い

う
同

一
の
工

事
で

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず
、
各

８
９

件
の

発
注

仕
様

書
の

内
容

が
同

一
で
は

な
く

、
バ

ラ
バ

ラ
の

発
注

仕
様
書

と
な

っ
て

い
る

も
の
で

あ
る

。

国
土

交
通

省
の
「

公
共

建
築
工

事
積
算

基
準

）」
を
基

に
し
た

発
注
仕

様
書

で
あ

れ
ば
、
基

本
的
に
、

８

９
件

の
発

注
仕

様
書

は
、
カ
メ

ラ
の
個

数
や

ケ
ー

ブ
ル

の
延

長
な
ど

の
違

い
は

あ
っ

て
も

、
項

目
と

し
て

の

発
注

仕
様

書
は

同
一

に
な

る
は

ず
で
あ

る
。

以
上

の
こ

と
か

ら
、
発

注
仕
様

書
等
を

業
者

に
丸

投
げ

し
た

本
件
８

９
件

の
予

定
価

格
は

、
適

正
な

予
定

価
格

の
算

出
を

行
わ

な
い

状
況

で
発
注

し
た

も
の

で
、
甲

第
９

号
証

に
示

し
た

裁
判

例
に

も
あ
る

と
お

り
、

本
件

８
９

件
の

防
犯

カ
メ

ラ
の

工
事
は

、
違

法
な

発
注

で
あ

っ
た

こ
と
が

明
ら

か
で

あ
る

。

別
紙

４
本

件
防

犯
カ

メ
ラ
工

事
も
、
８

９
件

の
契

約
手

続
き

及
び

８
９

件
の

各
業

者
が

カ
メ

ラ
等

の
購

入
手

続
き

と
１
件

の
契
約

手
続

き
及

び
１

件
の

カ
メ
ラ

等
の

購
入

手
続

き
を

比
較

検
討

し
た

場
合

、
明

ら
か

に
契
約
手
続
き
は
、
職
員
の
事
務
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
業
者

の
カ

メ
ラ
等

の
購

入
金

額
も
「

数
量

の
多
寡
」

つ
ま
り
数
量
効
果
に
よ
り
、
割
引
率
の
適
用
が
あ
り
、
相
当

な
経

費
削
減

に
繋

が
る

も
の

で
あ
る

。

第
２
章
 

堺
市
に
お
け
る
少
額
随
意
契
約
に
係
る
規
定
に
つ
い

て

甲
第
４
６
号
証
を
示
す
。

堺
市
に
お
い
て
は
、
少
額
随
意
契
約
の
よ
り
適
正
な
適
用
を

考
慮
し
、
要
綱

を
策

定
し
て

い
る
も

の
で

あ

る
。 そ
の
一
例
と
し
て
、
教
育
委
員
会
の
規
定
を
証
拠
と
し
て
示

す
。

第
３
章
 

少
額
随
意
契
約
に
係
る
収
賄
事
件
に
つ
い
て

甲
第
４
７
号
証
を
示
す
。

こ
の
事
例
は
、
九
州
地
方
整
備
局
に
お
け
る
加
重
収
賄
事
件

の
概
要

で
あ

る
が

、
内

容
と

し
て
は

、
少
額

随
意
契
約

に
分
割
発
注
し
、
か
つ
、
適
正
な
予
定
価
格
か
ら
水

増
し

た
発

注
を

行
い

、
受

注
し
た

業
者

か
ら

便
宜
を
図

っ
た
見
返
り
に
約
３
５
万
円
相
当
の
品
物
を
受
け
取

っ
た

と
い

う
刑

事
事

件
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
刑
事
事
件
が
、
川
崎
市
で
発
生
し
な
い
こ
と
を

願
う

も
の
で

あ
る

。
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（
１
）
軽
易
工
事
至
上
主
義
に
つ
い
て

甲
第
５
１
号
証
を
示
す
。

こ
れ
は
、
教
育
委
員
会
の
平
成
１
５
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
軽
易
工
事
（
少
額
随
意
契
約
）

及
び
一
般
競
争
入
札
（
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
を
含
む
）
の
１
０
万
円
刻
み
の
工
事
件
数
一
覧
で
あ

る
。 一
目
瞭
然
、
教
育
委
員
会
は
、
ほ
ぼ
１
０
０
％
軽
易
工
事
（
少
額
随
意
契
約
）
で
し
か
発
注
を
し
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
甲
第
５
２
号
証
を
示
す
。

平
成
３
０
年
度
ま
で
は
、
対
象
工
事
は
補
修
工
事
の
み
で
あ
っ
た
も
の
で
、
ど
こ
が
ど
ん
な
に
壊
れ

て
い
よ
う
と
そ
の
補
修
工
事
は
、
軽
易
工
事
至
上
主
義
を
厳
守
す
る
た
め
に
ほ
ぼ
す
べ
て
２
５
０
万

円
以
内
の
工
事
費
と
し
、
例
え
ば
、
体
育
館
の
天
井
の
補
修
を
ス
テ
ー
ジ
側
、
道
路
側
そ
し
て
グ
ラ
ン

ド
側
の
３
つ
に
分
割
発
注
し
た
り
、
西
側
、
中
央
そ
し
て
東
側
の
３
つ
に
分
割
発
注
し
た
り
、
さ
ら
に
、

体
育
館
の
屋
根
の
補
修
で
、
西
側
と
東
側
の
２
つ
に
分
割
発
注
し
た
り
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

体
育
館
の
天
井
や
屋
根
は
、
面
積
が
広
く
か
つ
全
面
の
工
事
を
行
わ
な
け
れ
ば
工
事
目
的
が
達
成

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
１
件
で
発
注
す
る
場
合
は
ど
う
し
て
も
軽
易
工
事
（
少
額
随
意
契
約
）
の
上
限

金
額
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
意
図
的
に
３
つ
と
か
２
つ
に
分
割
発
注
す
る
手
法
を
編
み
出

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
繰
り
返
し
の
指
摘
と
な
る
が
、
本
件
に
お
け
る
軽
易
工
事
至
上
主
義
を
示
す
事
例
と
し
て
は
、

令
和
３
年
１
２
月
１
７
日
付
け
職
員
措
置
請
求
書
の
「
第
１
章
」
に
お
け
る
「
２
」
の
「（
５
）
」
に
お

い
て
次
の
と
お
り
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

「
（
５
）
意
図
的
な
分
割
発
注

甲
第
１
号
証
－
１
の
１
１
ペ
ー
ジ
目
に
あ
る
見
積
依
頼
書
の
添
付
図
面
で
あ
る
学
校
の
平
面
図
の

右
上
に
手
書
き
で
「
但
し
、
工
事
が
２
５
０
万
円
を
越
え
る
場
合
は
、
２
５
０
万
円
で
で
き
る
範
囲
（
台

数
）
と
す
る
。
」
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

（
２
）
見
積
金
額
の
審
査
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て

既
に
、
甲
第
１
３
号
証
を
示
し
て
、
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
第
３
条
第
２
項
に
お
い

て
「
見
積
書
の
審
査
」
に
係
る
規
定
を
示
し
、
見
積
書
の
審
査
は
必
須
事
項
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、

上
記
の
予
定
価
格
の
規
定
の
面
か
ら
見
積
書
の
審
査
に
つ
い
て
検
証
し
た
場
合
、
次
の
こ
と
が
読
み

取
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
見
積
書
の
審
査
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
審
査
を

し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
見
積
書
の
審
査
を
し
た
く
て
も
、
そ
の
審
査
の
前
提
と
な
る
予
定
価
格
書
を
作
成
し

て
な
か
っ
た
た
め
、
審
査
し
た
く
て
も
で
き
な
い
状
況
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
参
考
見
積
り
も
し
く
は
下
見
積
り
の
１
者
徴
取
に
つ
い
て

８
９
件
の
見
積
書
及
び
参
考
見
積
り
（
下
見
積
り
）
を
検
証
し
た
が
、
数
件
に
お
い
て
、
参
考
見
積

り
（
下
見
積
り
）
を
下
回
る
見
積
書
が
見
受
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

国
も
指
導
し
て
い
る
が
、
市
場
価
格
を
探
る
に
は
比
較
が
必
要
で
あ
り
、
比
較
が
で
き
な
い
１
者
の

み
か
ら
の
参
考
見
積
り
（
下
見
積
り
）
の
徴
取
は
、
適
切
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
参
考
見
積
り
（
下
見
積
り
）
の
徴
取
は
、
複
数
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
４
）
仕
様
書
及
び
予
定
価
格
の
設
定
に
お
け
る
参
考
見
積
り
（
下
見
積
り
）
へ
の
丸
投
げ
に
つ
い
て

本
件
で
は
、
適
正
な
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

本
件
で
も
分
か
っ
た
よ
う
に
、
国
土
交
通
省
の
基
準
等
に
従
え
ば
、
一
定
の
適
正
な
予
定
価
格
は
導
き

出
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
部
分
の
み
を
参
考
見
積
り
（
下
見

積
り
）
と
し
て
徴
取
す
れ
ば
い
い
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
今
後
、
本
件
以
上
に
基
準
を
大
き
く
超
え
る
労
務
費
が
一
人
１
日
当
た
り
１
０

万
円
と
か
３
０
万
円
と
い
う
見
積
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
想
定
で
き
、
そ
れ
が
ま
か
り
通
っ
て
し

川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
補
充
書
そ

の
４

）

２
０

２
２

年
（

令
和

４
年

）
１

月
２
５

日

川
崎
市
監
査
委
員
 

様

住
所
 
川

崎
市

宮
前

区
五

所
塚

１
丁
目

２
１

番
３

氏
名
 
坂
巻
 

良
一

２
０
２
１
年
（
令
和
３
年
）
１
２
月
１
７
日
付
け
提
出
の
川
崎
市
職
員

措
置

請
求

書
及

び
そ

の
後
追
加
し

た
補
充
書
、
補
充
書
そ
の
２
、
補
充
書
そ
の
３
に
さ
ら
に
新
た
な
証
拠

を
追

加
す

る
た

め
補

充
書
そ

の
４
を

提
出
す
る
。

第
１
章
 
軽
易
工
事
（
少
額
随
意
契
約
）
の
予
定
価
格
に
係
る
「
そ

も
そ

も
」

に
つ

い
て

（
１
）
本
件
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
発
注
に
係
る
適
用
法
令
に
つ

い
て

甲
第
４
９
号
証
を
示
す
。

こ
れ
は
、
本
件
８
９
件
の
内
の
１
件
の
甲
第
１
号
証
－
１
に

あ
る
予

算
執

行
伺

書
の

写
し

で
あ
る
。

そ
の

予
算

執
行

に
係
る

伺
い
の

内
容

に
「
地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

６
７

条
の

２
第

１
項

第
１

号

に
よ
り
」

と
明
ら
か
に
明
記
し
て
あ
る
。

な
お
、
８
９
件
す
べ
て
に
お
い
て
同
様
の
記
載
と
な
っ
て

い
る

。

（
２
）
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
つ

い
て

甲
第
５
０
号
証
を
示
す
。

こ
れ
は
、
前
記
甲
第
４
９
号
証
に
記
載
の
あ
る
地
方
自
治
法

施
行
令
（

昭
和

２
２

年
政
令

第
１
６

号
）

第
１
６
７

条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
規
定
及
び
川
崎
市
契
約

規
則
第

２
４

条
の

２
の

規
定

で
あ
る

。

ま
ず
、

地
方
自
治
法
施
行
令
に
は
、「

普
通
地
方
公
共
団
体
の

規
則
で

定
め

る
額
」

と
あ
り

、
そ

の

「
普
通
地

方
公
共
団
体
の
規
則
」
と
は
川
崎
市
契
約
規
則
で

あ
り
、
ま
た
「
定

め
る

額
」
と

は
、
川
崎

市
契
約
規

則
第
２
４
条
の
２
に
規
定
が
あ
り
、
軽
易
工
事
（
少

額
随
意

契
約

）
の

場
合

、
第
１

号
に
２

，

５
０
０
，

０
０
０
円
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
額

」
に
は

、
そ

の
前

提
と

し
て

の
「
そ
の

予
定
価
格
が
」
と
の
文
言
が
か
か
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
令
等
の
適
用
を
整
理
す
る
と
、
川
崎
市
に

お
い
て

は
、
地
方

自
治

法
施

行
令
第
１

６
７
条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
、
川
崎
市
契
約

規
則
第

２
４

条
の

２
の

規
定

が
あ
り
、
そ

こ
に
は
、
軽
易
工
事
（
少
額
随
意
契
約
）
の
額
と
し
て
「
２

，
５

０
０
，
０
０

０
円

」
と

い
う
金

額
が

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
一
番
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
「
２
，
５
０
０
，
０

０
０
円
」

と
い

う
金
額

に
は

、
「
そ
の

予
定
価
格
が
」
と
の
文
言
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
で
、
川
崎
市
に

お
い
て

軽
易

工
事
（

少
額

随
意

契
約
）

を
発
注
す
る
場
合
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
発
注
金
額
の
予

定
価
格

が
「

２
，
５
０

０
，
０

０
０

円
」

の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る
か
否
か
を
算
出
し
、
収
ま
っ
て
い

れ
ば

、
軽

易
工

事
（
少

額
随

意
契
約
）

と
し
て
の
発
注
が
可
能
と
な
り
、
収
ま
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
一
般

競
争

入
札
（

も
し

く
は

指
名
競
争

入
札
を
含
む
）
と
し
て
発
注
す
る
手
続
き
を
執
る
こ
と
が
、
地
方

自
治

法
施

行
令

及
び
川

崎
市
契

約
規

則
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
予
定
価

格
に
つ
い
て
の
結
論
に
つ
い
て

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
甲
第
９
号
証
（
広
島
地
方
裁
判

所
判

決
）
及

び
甲
第

１
０

号
証
（
本
件
８

９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
工
事
は
、
予
定
価
格
書
を
作
成
し
て

い
な
い

事
実
）
を
も

併
せ
て

検
証
し

た
場

合
、
本
件
８
９
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
工
事
は
、
地
方
自
治
法
施

行
令

第
１

６
７

条
の

２
第

１
項
第

１
号

及
び

川
崎
市

契
約
規

則
第
２
４

条
の

２
の

法
令

等
に

定
め
ら

れ
た

予
定

価
格

を
算

出
す

る
こ

と
な

く

発
注
し
た
も
の
で
違
法
な
発
注
で
あ
っ
た
こ
と
は
法
令
等
の

規
定
か

ら
明

ら
か

で
あ

る
。

第
２
章
 
違
法

発
注
が
川
崎
市
に
お
い
て
ま
か
り
通
っ
て
い
た
理

由
に
つ

い
て

別
紙
５
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川
崎

市
職

員
措

置
請

求
書

（
補

充
書
そ

の
５

）

２
０

２
２

年
（

令
和

４
年

）
１

月
２
６

日

川
崎

市
監

査
委

員
 

様

住
所

 
川

崎
市

宮
前

区
五

所
塚

１
丁
目

２
１

番
３

氏
名

 
坂

巻
 

良
一

２
０

２
１

年
（
令

和
３

年
）
１
２

月
１
７

日
付

け
提

出
の

川
崎

市
職
員

措
置

請
求

書
及

び
そ

の
後
追
加
し

た
補

充
書

、
補

充
書

そ
の

２
、
補

充
書
そ

の
３

、
補

充
書

そ
の

４
に
さ

ら
に

新
た

な
証

拠
を

追
加
す

る
た
め

補
充

書
そ

の
５

を
提

出
す

る
。

第
１

章
 

数
量

の
多

寡
（

数
量

効
果
・

ス
ケ

ー
ル

メ
リ

ッ
ト

）
に

つ
い
て

（
１

）
メ

ー
カ

ー
自

身
の

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
に

つ
い

て

甲
第

５
３

号
証

を
示

す
。

こ
れ

は
、
総
合

電
機

メ
ー

カ
ー

で
あ
る

パ
ナ

ソ
ニ

ッ
ク
（
Ｐ

ａ
ｎ
ａ

ｓ
ｏ

ｎ
ｉ

ｃ
）
が
自

社
の
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
（
Ｐ

ａ
ｎ

ａ
ｓ

ｏ
ｎ

ｉ
ｃ
 

Ｓ
ｔ

ｏ
ｒ

ｅ
 

Ｐ
ｌ

ｕ
ｓ
）
に
お

い
て
「

エ
ボ

ル
タ

単
３
乾
電

池
」

を
販

売
し

て
い

る
ペ

ー
ジ

の
写

し
と

そ
れ

を
ど

の
よ

う
な

金
額

で
販

売
し

て
い

る
か

を
表

に
し

た
も

の
で

あ
る

。

ま
さ

に
「

数
量

の
多

寡
」

が
一

目
瞭
然

と
な

っ
て

い
る

。

ビ
ッ

ク
カ

メ
ラ

や
ヨ

ド
バ

シ
カ

メ
ラ

な
ど

の
家

電
量

販
店

や
イ

オ
ン

や
ラ

イ
フ

な
ど

の
全

国
展

開

し
て

い
る

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
も
「
数

量
の

多
寡

」
の

市
場

原
理
に

基
づ

く
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル
で
事

業
展

開
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

が
、

そ
れ

ら
の

企
業

に
商

品
を

卸
し

て
い

る
メ

ー
カ

ー
自

身
も

ま
た

自
ら

の
商

品
を

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
り

販
売

し
て

い
る

も
の

で
、

甲
第

５
３

号
証

で
取

り
上

げ
た

パ
ナ

ソ
ニ

ッ
ク
（
Ｐ

ａ
ｎ

ａ
ｓ

ｏ
ｎ
ｉ

ｃ
）
も
自

社
の

商
品

を
自
ら

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

Ｐ
ａ
ｎ

ａ
ｓ

ｏ
ｎ

ｉ
ｃ

 
Ｓ

ｔ
ｏ

ｒ
ｅ

 
Ｐ

ｌ
ｕ
ｓ

）
で

販
売

し
て

い
る

も
の
で

あ
る

。

（
２

）
検

証
結

果
に

つ
い

て

甲
第

５
３

号
証

の
一

覧
表

は
、

同
じ

商
品

で
検

証
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

乾
電

池
の

中
か

ら

「
エ

ボ
ル

タ
単

３
乾

電
池

」
の

販
売
価

格
と

数
量

効
果

と
の

関
連
性

に
つ

い
て

検
証

し
た

。

そ
の

結
果
、
１
件

に
お

け
る
販

売
数
量

が
多

く
な

る
に

つ
れ

て
、
乾
電

池
の

１
本

当
た
り

の
単
価

が

低
減

し
て

い
っ

て
い

る
も

の
で

あ
る
。

２
本

セ
ッ

ト
が

最
小

単
位

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
基

本
を

２
本

セ
ッ

ト
と

す
る

と
そ

の
販

売

価
格

は
４

０
０

円
で

あ
っ

た
こ

と
か
ら

、
１

本
あ

た
り

の
単

価
は
、

２
０

０
円

で
あ

る
。

そ
れ

が
、
４
本

セ
ッ

ト
か

ら
３

０
本
セ

ッ
ト

ま
で

あ
り

、
そ

の
販
売

価
格

は
、
６
４

０
円

か
ら
３
，

１
６

８
円

と
な

っ
て

い
る

も
の

で
あ
る

。

そ
れ

ら
を

１
本

単
価

で
比

較
す

る
と
、
基

本
の

２
０

０
円
か

ら
１
０

５
．
６

円
と

１
件
に

お
け
る

販

売
数

量
が

多
く

な
る

に
つ

れ
て

、
乾

電
池

の
１

本
当

た
り

の
単

価
が

徐
々

に
低

減
し

て
い

っ
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

（
３

）
数

量
の

多
寡

（
数

量
効

果
・
ス

ケ
ー

ル
メ

リ
ッ

ト
）

の
結

論
に
つ

い
て

以
上

の
と

お
り

、
数

量
が

１
５

倍
に
な

る
と

単
価

は
４

．
７

割
引
と

な
り

、
約

半
額

に
ま

で
販
売
価

格
が

下
が

る
こ

と
が

分
か

る
も

の
で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、
１

個
の

防
犯
カ

メ
ラ
機

器
を

１
件

契
約

と
し

て
販
売

す
る

場
合

と
８

９
個

、
つ

ま
り

８
９

倍
の

防
犯

カ
メ

ラ
機

器
を

１
件
と

し
て

販
売

す
る

場
合

と
で
は

、
当

然
、
そ

の
販

売
価

格
は
、
数

量
効

果
の

結
果

と
し

て
、

そ
れ

な
り
に

低
減

す
る

も
の

で
あ

る
。

別
紙

６

ま
う
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ち
づ
く
り
局
が
発
注
す
る
一
般
競
争
入
札
も
し
く
は
指
名
競
争
入
札
の
契
約
案
件
は
、
国
土
交

通
省
の
基
準
等
に
基
づ
き
予
定
価
格
を
定
め
、
発
注
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
局
、
各
課
で
発
注
す
る
軽
易
工
事
（
少
額
随
意
契
約
）
は
、
仕
様
書
及
び
予
定

価
格
の
設
定
に
つ
い
て
、
業
者
か
ら
徴
取
す
る
参
考
見
積
り
（
下
見
積
り
）
へ
の
丸
投
げ
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
労
務
費
も
一
般
管
理
費
も
、
労
務
費
が
一
人
１
日
当
た
り
１
０
万
円
と
か
３
０
万
円

と
か
、
ま
た
、
一
般
管
理
費
も
５
０
％
と
か
８
０
％
と
か
が
ま
か
り
通
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
地

方
自
治
法
に
定
め
る
「
最
少
経
費
最
大
効
果
」
の
原
則
が
保
た
れ
な
い
こ
と
に
な
る
も
の
で
、
ひ
い
て

は
川
崎
市
の
健
全
財
政
の
確
保
に
赤
信
号
が
灯
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
、
川
崎
市
監
査
委
員
が
置
か
れ
、
監
査
委
員
は
、
監
査
を
行
う

に
あ
た
り
、
そ
の
目
的
と
し
て
、
甲
第
４
１
号
証
に
示
す
川
崎
市
監
査
基
準
第
２
条
の
「
市
の
事
務
の

管
理
及
び
執
行
等
に
つ
い
て
、
法
令
に
適
合
し
、
正
確
で
、
経
済
的
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
を

確
保
し
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
一
般
競
争
入
札
は
、
教
育
委
員
会
以
外
の
部
局
が
発
注
元
で
あ
る
。

（
２
）
甲
第
５
６
号
証
－
２
に
つ
い
て

指
名
競
争
の
契
約
事
例
で
あ
る
。

地
方
自
治
法
、
同
施
行
令
、
川
崎
市
契
約
規
則
、
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
に
従
い

、
２
５
０
万
円
以
下
の
複
数
の
軽
易
工
事
に
分
割
発
注
せ
ず
に
、
指
名
競
争
入
札
の
手
続
き
を
執
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
指
名
競
争
入
札
も
一
般
競
争
入
札
と
同
様
に
教
育
委
員
会
以
外
の
部
局
が
発
注
元
で
あ
る
。

（
３
）
甲
第
５
６
号
証
－
３
に
つ
い
て

①
平
成
１
８
年
度
か
ら
平
成
３
０
年
度
ま
で
の
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
に
お
い
て
は
、
甲
第

５
５
号
証
に
示
し
た
と
お
り
、「
補
修
工
事
」
の
み
が
軽
易
工
事
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

②
甲
第
５
６
号
証
－
３
は
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
平
成
３
０
年
度
ま
で
の
教
育
委
員
会
が
発
注
し
た

防
犯
カ
メ
ラ
の
４
０
件
の
「
補
修
工
事
」
の
契
約
一
覧
で
あ
る
。

③
見
て
お
気
づ
き
に
な
る
と
思
う
が
、
甲
第
５
６
号
証
－
１
及
び
甲
第
５
６
号
証
－
２
に
お
け
る
競

争
入
札
の
契
約
一
覧
に
は
、
教
育
委
員
会
か
ら
の
防
犯
カ
メ
ラ
新
設
工
事
は
、
１
件
も
見
当
た
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。

④
そ
れ
が
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
平
成
３
０
年
度
ま
で
の
教
育
委
員
会
が
発
注
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
の

４
０
件
の
工
事
で
は
、
す
べ
て
「
補
修
工
事
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
新
設
工
事
の
発
注
履
歴
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
補
修
工
事
が
登
場
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

⑥
こ
の
摩
詞
不
思
議
な
状
況
を
推
測
す
る
と
、
や
は
り
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
も
の
で
あ
る
。

⑦
そ
れ
は
、
教
育
委
員
会
に
は
び
こ
る
「
軽
易
工
事
至
上
主
義
」
で
あ
る
。

⑧
当
時
は
、
補
修
工
事
の
み
が
軽
易
工
事
と
し
て
発
注
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
契
約
件
名

に
は
新
設
工
事
で
あ
っ
て
も
「
補
修
工
事
」
と
工
事
名
を
付
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

⑨
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
４
０
件
の
工
事
は
、
補
修
工
事
で
あ
っ
た
と
す
る
契

約
図
書
類
を
す
べ
て
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。

⑩
新
設
工
事
の
場
合
で
あ
る
と
、
競
争
入
札
の
対
象
と
な
り
、
随
意
契
約
の
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い

る
教
育
委
員
会
が
業
者
指
名
を
す
る
権
利
が
な
く
な
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
契
約
事
務
手
続
き
の

手
間
ひ
ま
が
よ
り
か
か
っ
て
も
、
軽
易
工
事
の
場
合
の
教
育
委
員
会
の
業
者
指
名
権
利
を
手
放
し
た

く
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑪
４
０
件
の
中
に
は
、
純
粋
に
補
修
工
事
で
あ
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
は
思
え
る
が
、
１
０

０
万
円
や
２
０
０
万
円
を
超
す
防
犯
カ
メ
ラ
の
補
修
工
事
も
見
受
け
ら
れ
、
本
件
の
８
９
件
の
新
設

工
事
の
金
額
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

⑫
し
た
が
っ
て
、
当
該
４
０
件
の
補
修
工
事
は
、
そ
の
大
半
が
、「
新
設
工
事
」
で
あ
っ
た
も
の
を

、
教
育
委
員
会
の
業
者
指
名
権
利
を
手
放
し
た
く
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
補
修
工
事
」
と
の
契
約

件
名
と
し
て
虚
偽
に
よ
る
発
注
行
為
を
行
っ
た
も
の
で
、
地
方
自
治
法
、
同
施
行
令
、
川
崎
市
契
約

規
則
、
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
甲
第
５
６
号
証
－
４
に
つ
い
て

甲
第
５
５
号
証
に
示
し
た
と
お
り
、
平
成
３
１
年
４
月
か
ら
、
そ
の
対
象
工
事
の
範
囲
を
「
補
修

の
み
」
か
ら
「
新
設
・
改
良
・
撤
去
等
の
工
事
に
も
拡
大
す
る
」
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
補
修
工
事
」
と
し
て
発
注
さ
れ
た
平
成
３
１
年
度
及
び
令
和
２
年
度
の
防

犯
カ
メ
ラ
補
修
工
事
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
補
修
工
事
が
、
本
来
の
「
補
修
工
事
」
と
し
て
発
注
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
も
の
で
あ

る
。 な
ぜ
な
ら
ば
、
制
度
の
見
直
し
が
あ
り
、
新
設
工
事
を
補
修
工
事
と
偽
っ
て
発
注
す
る
必
要
が
な

く
な
り
、
「
新
設
工
事
」
は
、
堂
々
と
「
設
置
工
事
」
と
銘
打
っ
て
発
注
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
補
充
書
そ

の
６

）

２
０

２
２

年
（

令
和

４
年

）
１

月
２
８

日

川
崎
市
監
査
委
員
 

様

住
所
 
川
崎
市

宮
前

区
五

所
塚

１
丁
目

２
１

番
３

氏
名
 
坂

巻
 

良
一

２
０
２
１
年
（
令
和
３
年
）
１
２
月
１
７
日
付
け
提
出
の
川
崎
市

職
員
措

置
請

求
書

及
び

そ
の
後

追
加

し
た
補
充
書
、
補
充
書
そ
の
２
、
補
充
書
そ
の
３
、
補
充
書
そ
の

４
、
補

充
書

そ
の

５
に

さ
ら
に

新
た

な

証
拠
を
追
加
す
る
た
め
補
充
書
そ
の
６
を
提
出
す
る
。

第
１
章
 
交
通
誘
導
員
の
配
置
人
数
に
つ
い
て

甲
第
５
４
号
証
を
示
す
。

こ
れ
は
、
交
通
誘
導
員
の
配
置
に
係
る
基
準
で
あ
る
。

「
甲
第
１
号
証
－
５
１
下
小
田
中
小
学
校
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事

」
に
お

い
て

３
４

，
０

０
０
円

の
交

通
誘
導
員
費
が
見
積
も
ら
れ
、
そ
の
費
用
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と

は
既
に

述
べ

た
も

の
で

あ
る
が

、
そ

の

不
適
切
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
配
置
人
数
の
基
準
を
示
す
証

拠
と
し

て
甲

第
５

４
号

証
を
示

す
も

の

で
あ
る
。

そ
の
２
２
ペ
ー
ジ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
Ｇ
型
標
準
図
」
及
び
「
Ｈ

型
標
準

図
」

に
あ

る
「

作
業
箇

所
」

が
甲
第
１
号
証
－
５
１
下
小
田
中
小
学
校
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事

に
お
け

る
「

高
所

作
業

車
」
に

該
当

す

る
も
の
で
、
交
通
誘
導
員
の
配
置
図
と
し
て
は
、
同
様
の
事
例
と

な
る
も

の
で

あ
る

。

そ
こ
に
は
、「
（
１
）
交
通
誘
導
員
は
最
低
１
名
配
置
し
」
と
あ

り
、

基
準

と
し

て
は

、
１

名
配
置

で
問

題
な
い
も
の
で
あ
る
。

１
名
以
上
の
配
置
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根

拠
を
明

ら
か

に
さ

れ
た

い
。

第
２
章
 
軽
易
工
事
契
約
事
務
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

甲
第
５
５
号
証
を
示
す
。

平
成
３
１
年
４
月
か
ら
、
入
札
・
契
約
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ

、
軽
易

工
事

契
約

事
務

制
度
に

つ
い

て
も
次
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

軽
易
工
事
契
約
事
務
制
度
は
、
従
前
、
「
補
修
工
事
」
の
み
が
軽

易
工

事
契

約
事

務
制

度
の

対
象
工

事

で
あ
っ
た
が
、
平
成
３
１
年
４
月
か
ら
、
そ
の
対
象
工
事
の
範
囲

を
「
補

修
の

み
」

か
ら

「
新
設

・
改

良

・
撤
去
等
の
工
事
に
も
拡
大
す
る
」
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た

。

し
た
が
っ
て
、
平
成
３
１
年
４
月
以
前
、
つ
ま
り
、
平
成
３
０
年

度
の
工

事
ま

で
は

、「
新

設
工
事

」

を
軽
易
工
事
と
し
て
発
注
し
て
は
い
け
な
い
制
度
と
な
っ
て
い
た

も
の
で

あ
る

。

第
３
章
 
防
犯
カ
メ
ラ
工
事
に
係
る
軽
易
工
事
契
約
事
務
制
度
に

お
け
る

契
約

実
態

に
つ

い
て

甲
第
５
６
号
証
－
１
～
－
５
を
示
す
。

（
１
）
甲
第
５
６
号
証
－
１
に
つ
い
て

一
般
競
争
入
札
の
契
約
事
例
で
あ
る
。

教
育
委
員
会
以
外
の
防
犯
カ
メ
ラ
に
係
る
工
事
で
は
、
一
般

競
争
入

札
が

行
わ

れ
て

い
る

も
の
で

あ
る
。

そ
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、「

設
置
（
新
設
）
」
「
改
修
」
及
び

「
整
備

」
工

事
で

、
補

修
工

事
で

は
な
い
こ

と
か
ら
、
金
額
と
し
て
は
、
２
，
５
０
０
，
０
０
０

円
以

下
の

軽
易

工
事

の
対

象
と
な

る

金
額
の
「

整
理
番
号
１
」
の
港
湾
局
発
注
の
２
，
２
５
７
，
５

０
０

円
と

か
「

整
理

番
号

６
」
の

多

摩
区
道
路

公
園
セ
ン
タ
ー
の
２
，
１
８
１
，
６
０
０
円
と
か
で

あ
っ

て
も

、
発

注
当

時
の

軽
易
工

事

の
規
定
が

、
補
修
工
事
の
み
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
地
方

自
治

法
、

同
施

行
令

、
川

崎
市
契

約

規
則
、
川

崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
に
従
い
、
一
般

競
争

入
札

の
手

続
き

を
執

っ
て
い

る

別
紙
７
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請
求
人
の
陳
述
（
要
旨
）
 

急
遽
、
本
日
、
席
上
で
第

5
7
号
証
を
追
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は
、
夢
見
ヶ
崎
動
物
公
園
の
防
犯
カ
メ
ラ
に
つ

い
て
は
、
２
週
間
以
上
前
に
夢
見
ヶ
崎
動
物
公
園
の
ほ
う
に
情
報
開
示
請
求
を
し
た
が
、
開
示
さ
れ
た
の
が
全
部
真
っ
黒

で
、
こ
れ
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
夢
見
ヶ
崎
動
物
公
園
と
話
を
し
て
、
夢
見
ヶ
崎
動
物
公
園
が
、
関

係
各
所
に
問
合
せ
を
し
て
、
今
回
開
示
さ
れ
た
の
が
、
カ
メ
ラ
の
部
分
だ
け
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
全
部
開
示

さ
れ
て
い
る
。
 

取
り
あ
え
ず

こ
こ
に

提
出
を
し

な
け
れ
ば

い
け
な

い
と
い
う

こ
と
で
、

そ
れ
が

受
注
業
者

の
見
積
書

で
そ
れ

を
１
枚

、

本
日
追
加
を
し
た
。
 

私
の
ほ
う
か
ら
、
ま
ず

4
1
号
証
で
提
出
を
し
た
が
、
ぜ
ひ
監
査
基
準
に
基
づ
い
て
、
法
と
証
拠
を
、
私
が
請
求
し
た
全

て
法
の
根
拠
も
そ
こ
に
記
載
し
て
い
る
。
何
々
法
律
、
何
々
規
則
、
何
々
基
準
の
第
何
条
第
何
項
に
こ
う
い
う
記
載
が
あ

る
と
、
そ
の

証
拠
は
こ

れ
こ
れ

で
あ
る
と

い
う
形
で

全
部
私

は
提
出
し

て
い
る
の

で
、
そ

の
法
律
と

証
拠
に
基

づ
い
て

、

監
査
委
員
に
は
結
論
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

川
崎
市
か
ら

の
市
の

考
え
方
の

文
書
を
い

た
だ
い

た
け
れ
ど

も
、
そ
こ

に
は
一

切
証
拠
は

添
付
さ
れ

て
い
な

か
っ
た

。

請
求
者
の
言
う
こ
と
は
違
う
、
教
育
委
員
会
の
考
え
方
の
ほ
う
が
正
し
い
と
、
た
だ
文
言
で
書
い
て
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

何
も
市
側
か
ら
は
証
拠
類
が
一
切
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
、
甲
１
号
証
－
１
か
ら
甲

5
7
号
証
ま
で
、
数
多
く
の
書

類
を
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
私
の
請
求
の
書
類
と
、
そ
れ
か
ら
証
拠
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
御

判
断
を
し
て
も
ら
い
た
い
。
 

今
回
、
職
員
措
置
請
求
書
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
本
来
の
請
求
書
に
プ
ラ
ス
し
て
、
補
充
書
と
し
て
そ
の
６
ま

で
提
出
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
よ
く
教
育
委
員
会
が
言
う
の
は
、
入
札
に
か
け
る
と
入
札
ま
で
の
期
間
が
か
か
っ
て
し

ま
う
と
。
３
年
ぐ
ら
い
か
か
る
の
で
入
札
に
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
が
、
請
求
書
の
５
ペ
ー
ジ

目
ぐ
ら
い
に
、
(
4
)と

し
て
、
競
争
入
札
し
た
場
合
の
設
計
や
入
札
に
必
要
な
期
間
や
経
費
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
第
５
号

証
を
出
し
て
い
る
。
 

こ
れ
は
、
大
阪
の
高
槻
市
で
地
震
に
よ
り
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
倒
壊
し
て
小
学
４
年
生
の
児
童
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
件
が

起
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
日
本
全
国
で
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
安
全
性
、
特
に
学
校
に
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
安
全
性
に
つ
い
て
対

応
を
迫
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
よ
く
よ
く
見
る
と
、
実
質
的
に
地
震
が
発
生
し
て
事
故
が
発
生
し
て
か
ら
、
た

っ
た
２
か
月
で
受
注
が
行
わ
れ
て
い
た
。
実
際
の
受
注
業
者
か
ら
書
類
が
、
う
ち
の
ほ
う
が
や
る
と
い
う
書
類
が
提
出
さ

れ
て
い
る
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
設
計
図
が
必
要
だ
と
か
監
理
が
必
要
だ
と
か
、
時
間
の

か
か
る
こ
と
を
言
い
訳
に
し
て
随
意
契
約
、
軽
易
工
事
が
正
し
い
と
い
う
主
張
を
何
度
も
過
去
教
育
委
員
会
は
し
て
い
る

が
、
実
際
に
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
と
い
う
証
拠
が
、
高
槻
市
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
倒
壊
事
故
に
基
づ
く
川
崎
市
内
の
小
学

校
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
工
事
で
あ
る
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
市
役
所
内
部
の
事
務

手
続
だ
け
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
発
注
す
る
側
と
受
注
す
る
側
、
そ
の
途
中
の
役
所
内
の
契
約
事
務
手
続
、
そ
れ
ら
を

ち
ゃ
ん
と
調
整
を
す
れ
ば
何
も
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
私
は
証
明
を
し
て
い
る
。
 

甲
第
１
号
証
－
１
の

1
1
ペ
ー
ジ
に
印
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
こ
に
は
「
但
し
、
工
事
費
が

2
50

万
円
を
越
え

る
場
合
は

2
5
0
万
円
で
で
き
る
範
囲
（
台
数
）
と
す
る
」
と
い
う
書
き
込
み
が
教
育
委
員
会
の
ほ
う
で
な
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
教
育
委
員
会
は
当
初
か
ら
、
こ
れ
は

2
50

万
円
以
内
の
工
事
で
全
て
や
る
ん
だ
と
、
2
5
0
万
を

超
え
る
も
の
は
や
ら
な
い
と
。
子
ど
も
の
安
全
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
ま
で
も

2
5
0
万
円
に
こ
だ
わ
っ
た
と
い
う
の
が
、

こ
こ
の
甲
第
１
号
証
－
１
の

1
1
ペ
ー
ジ
に
あ
る
書
き
込
み
で
あ
る
。
本
当
に
子
ど
も
た
ち
の
安
全
性
を
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
2
50

万
を
超
え
た
っ
て
別
に
構
わ
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
契
約
手
続
、
適
正
な
契
約
手
続
を
し
な

い
た
め
、
子
ど
も
の
安
全
性
が
阻
害
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
ま
さ
に
事
実
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う

の
が
、
こ
の
甲
第
１
号
証
－
１
の

1
1
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
但
し
、
工
事
費
が

2
5
0
万
円
を
越
え
る
場
合
は

2
5
0
万
円
で
で

き
る
範
囲
（
台
数
）
と
す
る
」
と
い
う
書
き
込
み
で
あ
る
。
 

次
が
、
請
求
書
の
第
４
章
で
あ
る
。
予
定
価
格
を
定
め
な
い
こ
と
に
よ
る
違
法
契
約
に
つ
い
て
、
証
拠
と
し
て
は
第
９

号
証
を
お
示
し
し
て
い
る
。
こ
れ
は
広
島
地
方
裁
判
所
（
昭
和

59
年
５
月

2
2
日
判
決
）
で
あ
る
。
予
定
価
格
を
定
め
な

い
契
約
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
広
島
地
方
裁
判
所
の
判
決
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

次
の

1
0
号
証
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
予
定
価
格
書
は
全
て
な
い
と
い
う
開
示
通
知
書
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
教
育
委

別
紙

８

（
５
）
甲
第
５
６
号
証
－
５
に
つ
い
て

甲
第
５
５
号
証
に
示
し
た
と
お
り
、
平
成
３

１
年

４
月

か
ら

、
そ
の

対
象

工
事

の
範

囲
を

「
補
修

の
み
」
か
ら
「
新
設
・
改
良
・
撤
去
等
の
工
事
に

も
拡

大
す

る
」
制

度
の

見
直

し
が

行
わ

れ
た
も

の

で
あ
る
が
、
そ
の
見
直
し
に
よ
り
、「

新
設
工
事
」
と

し
て
発

注
さ
れ

た
平

成
３

１
年

度
及

び
令
和

２
年
度
の
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
を
示
し
た
も
の

で
あ

る
。

実
質
的
な
補
修
工
事
で
あ
る
甲
第
５
６
号
証

－
４

の
契

約
金

額
が
１

０
万

円
代

か
ら

５
０

万
円
代

で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
見
て
ほ
し
い
。

次
に
、
甲
第
５
６
号
証
－
５
に
示
し
た
新
設

工
事

金
額

と
甲

第
５
６

号
証

－
３

に
示

す
補

修
工
事

金
額
と
を
見
比
べ
て
ほ
し
い
。

甲
第
５
６
号
証
－
３
に
示
す
補
修
工
事
が
、

実
態

と
し

て
は

、
「
新

設
工

事
」

を
隠

し
、
補

修
工

事
と
し
て
違
法
に
発
注
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分

か
る

も
の
で

あ
る

。

第
４
章
 

教
育
委
員
会
に
お
け
る
軽
易
工
事
至
上
主
義

に
つ

い
て

教
育
委
員
会
は
、
地
方
自
治
法
、
同
施
行
令
、
川

崎
市

契
約

規
則

、
川
崎

市
軽

易
工

事
契

約
事
務

取
扱

規
程
の
規
定
に
違
反
し
、
発
注
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で

あ
る

。

各
証
拠
か
ら
教
育
委
員
会
は
、
軽
易
工
事
至
上
主

義
に

基
づ

き
、

本
来
競

争
入

札
を

行
わ

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
案
件
も
分
割
発
注
や
虚
偽
補
修
工
事
な
ど
の
手

法
を

駆
使

し
、
軽

易
工

事
の

場
合

の
教
育

委
員

会

の
業
者
指
名
権
利
を
手
放
し
た
く
な
か
っ
た
も
の
か
ら

、
違

法
発

注
を
繰

り
返

し
て

い
た

も
の
で

あ
る

。

過
去
に
軽
易
工
事
に
係
る
分
割
発
注
を
指
摘
し
た

住
民

監
査

請
求

を
行
っ

て
き

た
が

、
教

育
委
員

会
は

、
監
査
委
員
か
ら
の
そ
れ
ら
に
係
る
指
摘
に
対
す
る
改

善
を

行
っ

て
い
く

ど
こ

ろ
か

、
よ

り
違
法

な
領

域

に
進
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
の
８
９
件
の
分
割
発
注
が
適
法
で
あ
る
と
さ

れ
た

場
合

、
教

育
委
員

会
は

、
今

後
、

ど
の
よ

う
な

契
約
案
件
で
あ
っ
て
も
、
い
か
に
し
て
分
割
す
る
か
の

手
法

を
駆

使
し
、

随
意

契
約

に
よ

る
教
育

委
員

会

の
業
者
指
名
権
利
を
手
放
さ
ず
に
、
競
争
入
札
は
行
わ

な
い

方
針

を
貫
く

も
の

と
思

わ
れ

る
。

教
育
委
員
会
は
、
複
数
学
校
を
ま
と
め
て
発
注
し

て
い

る
事

例
が

あ
る
に

も
関

わ
ら

ず
、

そ
の
原

則
は

、
軽
易
工
事
至
上
主
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
注
の
金

額
上

限
は

、
軽
易

工
事

で
許

さ
れ

て
い
る

金
額

以

内
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
機
械
警
備
委
託
事
業
で
は
、
複
数
学
校

を
ま

と
め

て
一

括
し
一

般
競

争
入

札
と

し
、
契

約
金

額
も
随
意
契
約
時
代
と
比
較
し
て
大
き
く
低
減
し
て
い

る
事

実
も

あ
る
。

機
械
警
備
事
業
で
は
で
き
て
、
軽
易
工
事
で
は
複

数
学

校
を

ま
と

め
て
一

括
し

一
般

競
争

入
札
が

で
き

な
い
理
由
は
、
一
体
何
な
の
か
。

ま
た
、
東
京
都
内
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
契
約
状
況
は

、
複

数
学

校
、

複
数
個

所
の

１
０

０
箇

所
を
超

え
る

契
約
を
一
括
し
て
競
争
入
札
と
し
て
い
る
事
実
も
あ
る

。

第
５
章
 

お
願
い

今
回
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て

は
、

地
方

自
治

法
、
同

施
行

令
、

川
崎

市
契
約

規
則

及
び
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
の
各
規
定

並
び

に
甲

第
１
号

証
－

１
か

ら
甲

第
５
６

号
証

－

５
ま
で
の
法
と
証
拠
、
そ
し
て
川
崎
市
監
査
基
準
に
則

り
、

判
断

し
て
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
切
に

願
う

も

の
で
あ
り
ま
す
。
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こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
相
当
な
お
金
を
か
け
て
調
べ
て
い
る
。
や
み
く
も
に
金
額
を
書
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

毎
年
毎
年
、
川
崎
市
か
ら
川
崎
市
内
の
企
業
に
対
し
て
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
労
務
費
を
社
員
に
対
し
て
お
支
払
い
し
て
い
る

の
か
と
。
そ
れ
を
全
部
種
別
に
よ
っ
て
集
計
し
た
の
が
、
川
崎
市
に
お
け
る
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
表
で
あ
る
。
基
本

的
に
こ
れ
が
、
こ
れ
は
川
崎
市
だ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
国
も
、
国
土
交
通
省
は
国
が
全
部
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
は
全
国
版
が
載
っ
て
い
る
が
、
各
都
市
が
こ
う
い
う
も
の
を
設
定
し
て
、
そ
の
普
通
地
方
公
共
団
体
が
発
注
す
る
工
事

の
労
務
費
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
務
単
価
で
発
注
を
す
る
と
い
う
取
り
決
め
に
な
っ
て
い
る
。
 

2
1
号
証
で
は
、
１
か
ら

89
の
発
注
の
枝
番
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
で
カ
メ
ラ
の
金
額
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
が
こ
こ
に

整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
、
冒
頭
申
し
上
げ
た
夢
見
ヶ
崎
動
物
公
園
で
発
注
し
た
と
き
の
見
積
書
、
１
台
２
万

8
,0
0
0

円
が
、
い
か
に
教
育
委
員
会
の
場
合
と
、
夢
見
ヶ
崎
の
場
合
と
大
き
く
違
う
か
と
い
う
の
を
比
較
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う
。
 

そ
れ
と
、
2
2
号
は
他
都
市
の
契
約
の
事
例
で
あ
る
。
22

号
が
１
、
２
、
３
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す

る
の
に
１
か
所
当
た
り

4
0
万
円
台
で
発
注
し
て
い
る
と
い
う
契
約
の
実
績
で
あ
る
。
 

あ
と
、
2
3
号
証
か
ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
で
き
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
専
門
業
者
で
あ
る
。
ど
う
い
う
金
額
で
防

犯
カ
メ
ラ
と
録
画
機
の
セ
ッ
ト
を
売
っ
て
い
る
か
と
い
う
金
額
が
こ
こ
に
あ
る
。
 

2
4
号
証
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
工
事
費
込
み
で
、
全
部
こ
う
い
う
金
額
で
や
っ
て
い
る
と
。
 

そ
れ
と
先
程
の
労
務
費
で
あ
る
が
、
25

号
証
の
一
覧
表
は
か
な
り
細
か
く
な
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
細
か
く
な

っ
た
か
と
い
う
と
、
教
育
委
員
会
が
予
定
価
格
を
定
め
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
育
委
員
会
が
主
体
と
な
っ
て
予
定
価
格

を
定
め
れ
ば
、
基
本
的
に
は
カ
メ
ラ
、
ど
う
い
う
規
格
の
カ
メ
ラ
、
そ
れ
か
ら
録
画
機
、
モ
ニ
タ
ー
、
こ
れ
が
普
通
ワ
ン

セ
ッ
ト
で
あ
る
。
防
犯
カ
メ
ラ
の
機
能
と
し
て
計
算
す
る
た
め
に
は
、
カ
メ
ラ
と
録
画
機
と
モ
ニ
タ
ー
、
こ
の
３
つ
が
最

低
限
な
い
と
防
犯
カ
メ
ラ
の
機
能
は
な
し
得
な
い
。
そ
れ
と
、
あ
と
当
然
な
が
ら
労
務
費
で
あ
る
。
労
務
費
も
契
約
ご
と

に
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
 

移
設
費
か
ら

、
引
込

み
ポ
ー
ル

建
柱
、
そ

れ
か
ら

屋
内
の
配

線
、
架
空

線
の
配

線
、
特
に

区
別
な
く

て
配
線

工
事
費

、

内
容
が
不
明
な
工
事
費
が
あ
っ
た
り
、
配
管
工
事
、
カ
メ
ラ
等
機
器
設
置
工
事
費
、
モ
ニ
タ
ー
壁
付
工
事
、
モ
ニ
タ
ー
連

結
配
線
、
点
検
口
、
は
つ
り
工
事
（
Ｘ
線
工
事
）
、
区
画
貫
通
処
理
、
試
験
調
整
費
、
そ
の
他
雑
工
事
、
電
源
工
事
と
、
労

務
費
が
こ
れ
だ
け
、
中
を
見
て
い
た
だ
く
と
業
者
か
ら
の
見
積
り
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。
普
通
は
、
発
注
す
る
場
合
、
防

犯
カ
メ
ラ
の
設
置
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
当
然
な
が
ら
予
定
価
格
の
と
き
に
、
も
ち
ろ
ん
仕
様
書
と
、
そ
れ
か

ら
予
定
金
額
を
定
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
工
事
ご
と
で
普
通
は
こ
ん
な
ば
ら
ば
ら
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
そ

れ
が
な
ぜ
か
、
こ
れ
も
業
者
任
せ
で
あ
る
の
で
、
業
者
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
こ
ん
な
ば
ら
ば
ら
に
見
積
書
の
中
に
種
類

が
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の

2
5
号
証
で
分
か
る
。
本
来
は
、
先
程
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
部
品
代
と
し
て
、

カ
メ
ラ
、
録
画
機
、
そ
し
て
モ
ニ
タ
ー
と
。
そ
れ
プ
ラ
ス
配
線
の
ケ
ー
ブ
ル
、
そ
れ
と
労
務
費
、
こ
れ
だ
け
あ
れ
ば
、
そ

れ
プ
ラ
ス
一
般
管
理
費
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
決
め
れ
ば
全
部
収
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
労
務
費
だ
け
で
も
こ
ん
な
に

違
う
。
 

そ
れ
ら
の
基
準
が
、
2
6
号
証
、
2
7
号
証
、
2
9
号
証
で
は
雑
材
及
び
消
耗
品
費
を
確
認
を
し
た
。
こ
れ
も
全
部
ば
ら
ば

ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
の
基
準
で
見
て
、
ど
の
程
度
が
適
正
な
の
か
と
い
う
の
を
確
認
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
国
の
基
準

で
は
、
材
料
費
掛
け
る

0
.0
5％

が
雑
材
の
基
準
で
あ
る
。
そ
れ
を
比
較
す
る
と
こ
ん
な
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
て
、
国
の
基

準
を
上
回
っ
て
い
る
見
積
金
額
が
最
終
的
に

1
75

万
1
6
17

円
で
あ
る
と
。
国
の
基
準
も
一
切
守
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

が
、
再
三
申
し
上
げ
る
が
、
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
な
い
た
め
に
、
業
者
の
見
積
り
の
ま
ま
に
し
て
い
る
か
ら
こ
う
い

う
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 

3
1
号
証
の
と
こ
ろ
で
、
見
て
い
た
だ
く
と
、
真
ん
中
に
あ
る
ピ
ン
ク
の
と
こ
ろ
、
メ
ー
カ
ー
見
積
額
４
万

8
9
60

円
で
、

こ
れ
は
後
ろ
に
証
拠
を
つ
け
て
あ
る
が
、
メ
ー
カ
ー
価
格
が
４
万

7
0
00

円
で
あ
る
。
４
万

7
0
00

円
を
上
回
る
見
積
も
り

を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
一
番
上
に
あ
る

1
1
万
円

の
見
積
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
型
番
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
 

同
じ
く
、
交
通
運
搬
費
も
そ
う
で
あ
る
、
養
生
費
、
法
定
福
利
費
、
交
通
誘
導
員
費
、
こ
れ
ら
は
全
部
国
の
基
準
を
全

部
精
査
し
た
結
果
、
か
な
り
の
不
適
切
な
金
額
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
を
私
の
ほ
う
で
提
出
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
 

そ
の
主
張
と
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
法
律
、
そ
れ
か
ら
国
の
基
準
、
川
崎
市
の
規
則
、
基
準
、
こ
れ
を
全
部
照
ら
し
合
わ

員
会
は
予
定
価
格
を
定
め
ず
に
発
注
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
横
浜
地
方
裁
判
所
の
裁
判
例
に
な
ぞ
れ
ば
、
教
育

委
員
会
の
契
約
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
 

そ
れ
と
、
第
５
章
の
と
こ
ろ
で
、
見
積
金
額
の
審
査
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
本
来
、
軽
易
工
事
規
程
の
中

に
見
積
額
の
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
1
3
号
で
あ
る
。
1
3
号
の
第
３
条
第
２
項
及
び
第

３
項
並
び
に
第
４
条
の
規
定
か
ら
、
工
事
の
審
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
と
も
と
予
定
価
格
を
定
め
て
い
な
い

の
で
、
審
査
の
必
要
が
な
い
と
い
う
か
、
審
査
を
最
初
か
ら
や
る
つ
も
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
全
く
決
裁
文
書
を
見
て
、

誰
が
審
査
し
た
の
か
、
ど
う
い
う
審
査
を
し
た
の
か
が
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
な
い
。
 

そ
れ
と
、
１
番
目
の
補
充
書
、
１
月

11
日
付
の
補
充
書
に
、
甲
第

16
号
証
と
し
て
、
東
京
都
内
の
防
犯
カ
メ
ラ
工
事

に
係
る
契
約
結
果
を
載
せ
て
い
る
。
品
川
区
で
は
、
五
反
田
公
園
他

14
8
箇
所
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
と
か
、
３
番
目
に

は
練
馬
区
で
、
練
馬
区
立
石
神
井
東
小
学
校
ほ
か

3
0
校
防
犯
カ
メ
ラ
更
新
工
事
。
こ
う
い
う
幾
つ
か
都
内
で
は
複
数
校

を
ま
と
め
て
発
注
し
て
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
み
ん
な
一
般
競
争
入
札
で
あ
る
。
川
崎
市
み
た
い
に
、
学
校
ご
と
に

2
5
0

万
円
以
下
、
そ
れ
も

2
50

万
以
下
に
し
て
随
意
契
約
で
契
約
を
す
る
と
い
う
も
の
は
東
京
都
内
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
東

京
都
及
び
各
区
で
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
そ
れ
ぞ
れ
の
都
も
し
く
は
区
の
契
約
規
則
等
に
基
づ
い
て
適
正
に
発
注
を
し

て
い
る
。
 

そ
れ
と
先
程
触
れ
た
が
、
予
定
価
格
の
と
こ
ろ
で
、
証
拠
と
し
て
は

50
号
証
で
あ
る
。
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
67

条

の
２
第
１
項
、
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
が
別
表
５
と
書
い
て
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
下

に
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
川
崎
市
契
約
規
則
が
あ
る
の
だ
が
、
も
う
施
行
令
で
予

定
価
格
と
い
う
の
は
前
提
で
あ
る
。
予
定
価
格
で
全
て
発
注
の
も
と
を
決
め
な
い
と
、
業
者
か
ら
出
さ
れ
た
見
積
書
を
そ

の
ま
ま
契
約
に
反
映
し
て
し
ま
う
と
、
今
回
も
後
で
出
て
く
る
が
、
一
般
管
理
費
が

5
0％

を
超
え
る
と
か
そ
ん
な
こ
と
に

な
っ
て
、
労
務
費
も
前
の
住
民
監
査
請
求
で
も
出
し
た
が
、
７
万
、
８
万
と
い
う
労
務
費
が
提
出
さ
れ
て
、
何
も
審
査
さ

れ
ず
に
通
っ
て
し
ま
う
。
あ
く
ま
で
も
予
定
価
格
と
い
う
の
が
普
通
地
方
公
共
団
体
の
契
約
で
、
そ
の
大
前
提
と
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
施
行
令
で
決
ま
っ
て
い
る
と
。
そ
れ
で
、
川
崎
市
契
約
規
則
に
も

24
条
の
２
で
、
第

1
67

条
の
２
第

１
項
第
１
号
と
い
う
ふ
う
に
明
確
に
書
い
て
あ
る
。
契
約
規
則
上
書
い
て
あ
る
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
と
い
う
の

が
上
に
あ
る
予
定
価
格
と
い
う
の
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
適
正
な
予
定
価
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
れ
と
、
教
育
委
員
会
の
決
裁
書
類
を
見
て
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
下
見
積
り
が
１
者
か
ら
し
か
取
っ
て
い
な
い
。
比
較

の
し
よ
う
が
な
い
。
１
者
か
ら
し
か
下
見
積
り
を
取
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
 

そ
れ
で
、
こ
の
中
を
よ
く
見
る
と
、
実
際
に
下
見
積
ど
お
り
の
価
格
で
見
積
書
を
出
し
て
受
注
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
下
見
積
り
を
取
っ
て
、
正
式
に
３
者
見
積
り
を
取
っ
た
と
き
に
、
そ
の
下
見
積
り
以
下
の
金
額
で
見
積
書
を
提
出

し
て
、
下
見
積
り
の
業
者
と
違
う
業
者
が
受
注
し
て
い
る
事
例
が
幾
つ
か
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
下
見
積
り
が
全
て
で
は

な
い
。
下
見
積
り
も
、
１
者
に
限
る
と
こ
う
い
う
よ
う
な
事
例
が
出
て
き
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
れ
と
、
補
充
書
そ
の
５
で
は
、
5
3
号
証
を
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
総
合
電
機
メ
ー
カ
ー
の
パ
ナ
ソ
ニ

ッ
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
添
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
5
3
号
証
の
頭
の
ペ
ー
ジ
に
は
、
そ
れ
を
整
理
し
た
一
覧
表
を
私
の

ほ
う
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
な
じ
み
の
多
い
乾
電
池
を
比
較
し
て
み
た
。
エ
ボ
ル
タ
乾
電
池
を
比
較
す
る

と
、
２
本
パ
ッ
ク
だ
と
メ
ー
カ
ー
販
売
価
格

40
0
円
、
結
局
２
本
で

40
0
円
な
の
で
１
本
当
た
り

20
0
円
。
こ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
る
一
番
本
数
の
多
い

3
0
本
パ
ッ
ク
で
あ
る
と

3
,1
6
8
円
と
な
る
。
3
,1
68

円
を

30
本
で
割
る
と
、
１
本
当

た
り

1
0
5.
6
円
。
本
数
パ
ッ
ク
の
倍
数
と
し
て
は

1
5
倍
と
な
る
。
１
つ
の
も
の
を
１
つ
で
買
う
よ
り
も
、
1
5
倍
の
も
の

を
ま
と
め
て
買
う
ほ
う
が
、
こ
の
割
引
率
は

4.
7
割
引
、
約
半
分
に
な
る
と
い
う
も
の
が
、
メ
ー
カ
ー
で
も
こ
う
い
う
数

字
で
販
売
し
て
い
る
。
こ
れ
が
予
定
価
格
の
中
に
決
め
ら
れ
て
い
る
数
量
の
多
寡
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
取
引
の
多
い

低
い
に
よ
っ
て
金
額
が
最
終
的
に
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
が
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
事
例
で
、
典
型
的
な
事
例
で

あ
る
。
 

教
育
委
員
会
が
市
の
考
え
方
の
中
で
、
労
務
費
に
つ
い
て
は
国
の
基
準
に
書
い
て
い
な
い
と
い
う
の
だ
が
、
2
7
号
証
で

示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
川
崎
市
の
基
準
で
あ
る
。
川
崎
市
が
発
注
す
る
工
事
の
労
務
単
価
表
と
い
う
の
が
、
基
本
的
に
は

こ
れ
で
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
労
務
単
価
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
ち
づ
く
り
局
に
確
認
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
が
、
基
本
的
に
川
崎
市
が
発
注
す
る
も
の
は
、
こ
の
労
務
単
価
に
基
づ
い
て
労
務
費
を
計
算
す
る
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関
係
職
員
の
陳
述
（
要
旨
）
 

住
民
監
査
請
求
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
陳
述
す
る
。
 

第
１
 
本
件
請
求
の
う
ち
一
部
は
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
 

本
件
請
求
は
、
令
和
２
年
度
に
行
っ
た

89
件
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
（
以
下
「
本
件
各
工
事
」
と
い
う
。
）
の
契

約
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
南
加
瀬
小
学
校
な
ど

1
3
件
に
係
る
請
求
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
却
下
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

１
 
請
求
者
の
開
示
請
求
の
経
緯
 

(
1
)
請
求
者
は
、
令
和
３
年
８
月

2
5
日
付
で

8
8
件
の
、
同
年

1
2
月

1
5
日
付
け
で
５
件
（
う
ち
１
件
は
新
規
）
の
、

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
に
関
す
る
公
文
書
（
工
事
が
必
要
と
な
っ
た
原
因
の
書
類
・
工
事
発
注
に
係
る
打
合
せ
議
事
録
・

営
修
繕
修
申
請
書
、
業
者
へ
の
参
考
見
積
依
頼
書
及
び
徴
取
し
た
参
考
見
積
書
、
業
者
へ
の
仕
様
書
を
含
む
見
積
依
頼
書
、

決
裁
回
議
書
を
含
む
予
算
執
行
伺
書
、
業
者
か
ら
の
見
積
書
、
予
定
価
格
書
、
開
札
状
況
表
、
請
書
、
完
了
届
、
工
事
写

真
、
決
裁
回
議
書
を
含
む
支
出
命
令
書
）
の
開
示
請
求
を
行
っ
た
。
 

(
2
)
教
育
委
員
会
は
、
令
和
３
年

1
0
月

2
2
日
付
で

8
8
件
の
、
同
年

1
2
月

2
0
日
付
け
で
１
件
の
、
全
部
開
示
処
分
、

部
分
開
示
処
分
及
び
開
示
拒
否
処
分
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
詳
細
は
、
公
文
書
開
示
請
求
一
覧
表
（
別
紙
）
の
と
お
り
で

あ
り
、
○
は
全
部
開
示
、
△
は
部
分
開
示
、
×
は
拒
否
（
す
べ
て
不
存
在
拒
否
で
あ
る
。）
（
－
は
開
示
請
求
対
象
外
）
と

し
た
。
 

２
 
請
求
の
期
限
に
つ
い
て
。
 

(
1
)
川
崎
市
職
員
措
置
請
求
書
（
以
下
「
請
求
書
」
と
い
う
。）

第
６
章
（
1
3
頁
）
に
お
い
て
、
「
契
約
日
か
ら
１
年
以

上
経
過
し
て
い
る
も
の
の
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
本
件
請
求
で
対
象
と
し
て
い
る
財
務
会
計
行
為
は
、
8
9
件
の

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
工
事
の
契
約
行
為
で
あ
る
。
 

(
2
)
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
24
2
条
１
項
は
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、
同
条
２
項

本
文
で
は
「

前
項
の
規

定
に
よ

る
請
求
は

、
当
該
行

為
が
あ

っ
た
日
又

は
終
わ
っ

た
日
か

ら
一
年
を

経
過
し
た

と
き
は

、

こ
れ
を
す
る

こ
と
が
で

き
な
い

。
」
と

規
定
し
て

お
り
、

住
民

監
査
請
求

は
対
象
と

す
る
行

為
が
あ
っ

た
日
又
は

終
わ
っ

た
日
か
ら
１
年
以
内
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

本
件
請
求
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
件
各
工
事
の
契
約
行
為
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
、
本
件
各
工
事
の
契
約
の
締

結
が
行
わ
れ
た
日
が
起
算
日
と
な
り
、
そ
の
日
か
ら
１
年
以
内
が
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
な
る
。
 

(
3
)
本
件
各
工
事
の
う
ち
、
表
の
「
工
事
対
象
校
」
に
お
け
る
工
事
（
以
下
「
却
下
対
象
工
事
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
の
は
、
表
の
「
契
約
日
」
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
（
甲
第

1
5
号
証
）、

当

該
契
約
に
つ
い
て
監
査
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
の
「
監
査
請
求
期
限
」
ま
で
と
な
る
。
 

工
事
対
象
校
、
南
加
瀬
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年
９
月

1
1
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年
９
月

11
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年
９
月

10
日
。
 

工
事
対
象
校
、
東
大
島
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年
９
月

1
5
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年
９
月

15
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年
９
月

14
日
。
 

工
事
対
象
校
、
橘
中
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

10
月
７
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

10
月
８
日
、
監
査

請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
0
月
７
日
。
 

工
事
対
象
校
、
新
城
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
0
月

1
2
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
0
月

1
2
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
0
月

11
日
。
 

工
事
対
象
校
、
宮
崎
中
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
1
月

2
7
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
1
月

3
0
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
1
月

29
日
。
 

工
事
対
象
校
、
玉
川
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月
７
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

12
月
７
日
、
監

査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月
６
日
。
 

工
事
対
象
校
、
さ
く
ら
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
0
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
0
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月
９
日
。
 

工
事
対
象
校
、
川
崎
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
1
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
4
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月

13
日
。
 

別
紙

９
せ
て
、
教
育
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
市
の
考
え
方
と
比
較
し
て
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
判
断
を
い
た

だ
き
た
い
。
 

※
請
求
人
の
請
求
内
容
を
補
足
し
た
陳
述
の
要
旨
を
ま
と
め
て
い
る
。
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と
規
定
さ
れ
、
同
条
２
項
で
は
、「

前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該

当

す
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

一
方
で
、
す
べ
て
の
契
約
を
一
般
競
争
入
札
で
行
う
こ
と
は
、
事
務
量
い
た
ず
ら
に
増
大
さ
せ
、
能
率
的
な
行
政
運
営

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
契
約
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
さ
れ
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

2
2
年
政
令
第

1
6
号
）
1
6
7

条
の
２
第
１
項
１
号
に
お
い
て
、「

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
（
貸
借
の
契
約
に
あ
っ
て
は
、

予
定
賃
貸
借
料
の
年
額
又
は
総
額
）
が
」「

契
約
の
種
類
に
応
じ
」
別
表
に
「
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
普
通
地
方
公

共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

２
 
こ
れ
を
受
け
、
川
崎
市
で
は
、
川
崎
市
契
約
規
則
（
昭
和

39
年
川
崎
市
規
則
第

28
号
。
以
下
「
契
約
規
則
」
と

い
う
。）

24
条
の
２
に
お
い
て
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
の
基
準
を
、
契
約
の
種
類
ご
と
に
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
同
条
１
号
で
は
、
工
事
又
は
製
造
の
請
負
に
係
る
契
約
に
お
け
る
上
限
を

25
0
万
円
と
し
て
お
り
、
こ

の
金
額
以
下
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
（
以
下
「
少
額
随
契
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い

る
。
 

な
お
、
少
額
随
契
を
行
う
場
合
、
契
約
規
則

26
条
１
項
で
は
、「

市
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
な

る
べ
く
２
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和

49
年
川
崎
市
訓
令
第
８
号
。
以
下
「
軽
易
工
事
規
程
」
と
い

う
。
）
２
条
３
号
は
、
軽
易
工
事
を
「
予
算
科
目
が
工
事
請
負
費
又
は
需
用
費
に
相
当
す
る
１
件

2
5
0
万
円
（
需
用
費
中

1
0
0
万
円
以
下
の
も
の
を
除
く
。（

注
：
提
出
さ
れ
た
「
住
民
監
査
請
求
に
対
す
る
市
の
考
え
方
」
に
よ
る
と
「
1
0
万
円
以

下
の
も
の
を
除
く
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
）
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書
（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現

場
説
明
に
対

す
る
質
問

回
答
書

を
い
う

。
）
の
作

成
を
要
す
る

工
事
を
除

く
。
）
（
予
算

科
目

が
需
用
費

に
該
当
す

る
工
事

に
あ
っ
て
は
、
建
物
等
の
小
破
修
繕
に
類
す
る
行
為
に
限
る
。
）」

と
定
義
し
、
軽
易
工
事
の
契
約
事
務
の
迅
速
か
つ
適
確

に
執
行
で
き
る
よ
う
、
予
算
執
行
部
局
に
て
契
約
の
締
結
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
軽
易
工
事
規
程
３
条
１
項
は
、
軽
易
工
事
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
本
市
の
工
事
請
負
に
係
る
有
資
格
業
者

名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い

る
業
者

、
工
事
の

履
行
場
所

の
近
く

に
事
務
所

を
有
す
る

業
者
又

は
本
市
工

事
の
経
験

が
あ
り

、

か
つ
、
誠
意
が
あ
る
業
者
の
う
ち
か
ら
２
名
以
上
の
業
者
を
適
格
者
と
し
て
選
定
し
て
工
事
見
積
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の

と
し
、
軽
易
工
事
規
程
５
条
１
項
は
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
随
意
契
約
の
相
手
方
と
し
て
決
定
す
る

も
の
と
し
て
い
る
。
 

第
３
 
本
件
各
工
事
の
必
要
性
及
び
内
容
に
つ
い
て
 

教
育
環
境
整
備
推
進
室
で
は
、
児
童
生
徒
が
安
心
安
全
で
快
適
な
環
境
の
中
で
生
き
生
き
と
学
び
、
活
動
で
き
る
よ
う
、

良
好
な
教
育
環
境
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。
 

小
学
校
に
お
け
る
防
犯
対
策
と
し
て
は
、
画
像
で
来
訪
者
を
確
認
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
と
遠
隔
操
作
で
開
閉
す
る
電

磁
石
錠
を
全
校
に
設
置
し
、
児
童
の
安
全
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
不
審
者
の
侵
入
な
ど
万
一
の
事
態
に
備
え
る
た
め

に
、
学
校
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
敷
地
内
の
死
角
な
ど
日
常
の
安
全
確
保
を
目
的
と
し
て
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
進

め
て
き
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
令
和
元
年
５
月
に
、
登
戸
駅
付
近
の
路
上
で
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
待
っ
て
い
た
小
学
生
ら
が
襲
撃
さ
れ

る
と
い
う
痛

ま
し
い
事

件
が
発

生
し
、
児

童
生
徒
の

よ
り
一

層
の
安
全

を
確
保
す

る
必
要

性
が
高
ま

っ
た
。
こ

の
た
め

、

教
育
委
員
会
と
し
て
も
、
以
前
か
ら
進
め
て
き
た
小
学
校
に
お
け
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
事
業
の
進
捗
を
早
め
、
令
和
２

年
度
末
ま
で
に
小
学
校
全
校
に
設
置
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
 

工
事
内
容
と
し
て
は
、
登
下
校
時
に
門
が
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
主
に
登
下
校
に
使
用
し
て
い
る
門
の
周
辺

に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
１
校
当
た
り
お
お
む
ね
４
台
程
度
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

第
４
 
本
件
各
工
事
の
適
法
性
等
に
つ
い
て
 

１
 
本
件
各
工
事
が
上
記
第
２
で
述
べ
た
法
令
等
の
要
件
、
手
続
等
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
 

(
1
)
本
件
各
工
事
は
、
い
ず
れ
も
金
額
が

25
0
万
円
以
下
の
工
事
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
設
計
図
書
の
作
成
を
必
要
と
す
る

ま
で
の
大
規
模
な
工
事
で
は
な
く
、
実
態
と
し
て
も
通
信
業
者
に
現
場
確
認
や
参
考
見
積
書
の
作
成
を
依
頼
し
、
こ
れ
ま

で
の
類
似
の
履
行
実
績
か
ら
も
設
計
図
書
の
作
成
を
要
す
る
工
事
で
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
軽
易
工
事
規
程
２
条

３
号
に
規
定
す
る
軽
易
工
事
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

工
事
対
象
校
、
渡
田
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
1
日
契
約
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
4
日
、
監

査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月

1
3
日
。
 

工
事
対
象
校
、
旭
町
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
1
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
4
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月

13
日
。
 

工
事
対
象
校
、
下
沼
部
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
5
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
5
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月

14
日
。
 

工
事
対
象
校
、
田
島
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
5
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
5
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月

14
日
。
 

工
事
対
象
校
、
大
谷
戸
小
学
校
、
予
算
執
行
伺
決
裁
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
5
日
、
契
約
日
、
令
和
２
年

1
2
月

1
5
日
、

監
査
請
求
期
限
、
令
和
３
年

1
2
月

14
日
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
請
求
は
令
和
３
年

1
2
月

1
7
日
付
け
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
却
下
対
象
工
事
に
つ
い
て

は
、
監
査
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
（
監
査
請
求
期
限
）
を
経
過
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

(
4
)
な
お
、
地
方
自
治
法

2
42

条
２
項
た
だ
し
書
は
、「

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
し
、

「
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
」
は
、
監
査
請
求
期
限
の
制
限
は
適
用
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
い
う
「
正

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
」
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
監
査
請
求
期
間
内
に
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
相
当
な
注
意
力
を

も
っ
て
調
査
を
尽
く
し
て
も
、
客
観
的
に
み
て
住
民
監
査
請
求
す
る
に
足
り
る
程
度
に
財
務
会
計
上
の
行
為
の
存
在
又
は

内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成

14
年
９
月

1
0
日
判
決
・
民

集
5
6
巻
７
号

1
48
1
頁
）
。
 

(
5
)
本

市
の
公

文
書
は

、
そ
の
決

裁
完
了

処
理
を
行

う
こ
と
で

川
崎
市

の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の

公
文
書

目
録
に
登

録
さ

れ

る
。
 

却
下
対
象
工
事
の
予
算
執
行
伺
の
決
裁
日
は
、
(
3
)の

「
予
算
執
行
伺
決
裁
日
」
で
あ
る
か
ら
（
甲
第
１
号
証
－
１
～
13

号
証
）、

遅
く
と
も
当
該
日
の
令
和
２
年

1
2
月

1
5
日
以
降
、
お
お
む
ね
翌
週
に
は
川
崎
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
公
文
書

目
録
に
登
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
却
下
対
象
工
事
の
予
算
執
行
伺
な
ど
の
契
約
関
係
書
類
は
川
崎
市
情
報
公
開
条
例

（
平
成

1
3
年
川
崎
市
条
例
第
１
号
）
に
よ
り
い
ず
れ
も
閲
覧
で
き
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

よ
っ
て
、
却
下
対
象
工
事
が
殊
更
隠
ぺ
い
さ
れ
て
い
る
等
秘
密
裏
に
行
わ
れ
た
事
実
、
本
件
対
象
行
為
の
違
法
性
・
不

当
性
を
判
断
す
る
上
で
必
要
な
事
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
実
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
天
災
、
地
変
等
が
あ
っ
た
場

合
な
ど
の
客
観
的
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
地
方
自
治
法

24
2
条
２
項
た
だ
し
書
は
適
用
さ
れ
な
い
。
 

(
6
)
こ
の
点
に
つ
き
請
求
者
は
、
契
約
書
類
の
開
示
が
な
さ
れ
た
の
が
令
和
３
年

1
1
月

19
日
で
あ
り
、
同
日
か
ら
１

ケ
月
以
内
に
請
求
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
請
求
は
、
却
下
対
象
工
事
を
含
め
て
、
有
効
で
あ
る
な
ど
と
、
判
例

（
最
高
裁
平
成

20
年
３
月

17
日
第
一
小
法
廷
判
決
。
判
タ

1
2
67

号
1
5
2
号
）
を
引
用
し
な
が
ら
主
張
す
る
。
 

上
記
判
例
は
、
そ
の
大
要
を
述
べ
れ
ば
、
県
警
本
部
の
県
外
出
張
に
係
る
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
が
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
民
が
県
の
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
上
記
出
張
に
関
す
る
資
料
の
開
示
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

当
初
は
、
上
記
出
張
の
旅
行
期
間
、
目
的
地
、
用
務
等
の
事
項
が
開
示
さ
れ
ず
、
そ
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申

立
て
の
結
果
、
初
め
て
こ
れ
ら
の
事
項
が
開
示
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
１
か
月
後
に
上
記
監
査
請
求
が
さ
れ
た
な
ど
判
示

の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
上
記
監
査
請
求
が
上
記
支
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

地
方
自
治
法

2
4
2
条
２
項
た
だ
し
書
に
い
う
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

本
件
請
求
に
つ
い
て
い
え
ば
、
上
記
１
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
初
の
開
示
請
求
の
時
点
か
ら
予
算
執
行
伺
、
請
書
、
見

積
書
な
ど
本
件
請
求
に
必
要
な
情
報
を
開
示
し
て
お
り
、
上
記
１
で
述
べ
た
本
件
請
求
に
係
る
公
文
書
開
示
請
求
の
事
実

関
係
と
、
上
記
判
例
に
お
け
る
事
実
関
係
と
は
相
当
程
度
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
記
判
例
で
示
さ
れ
た
判
断
は
本
件

請
求
に
当
て
は
ま
ら
ず
、
や
は
り
、
地
方
自
治
法

2
4
2
項
た
だ
し
書
は
適
用
さ
れ
ず
、
原
則
ど
お
り
、
契
約
を
行
っ
た
日

が
監
査
請
求
期
限
の
起
算
日
と
な
る
。
 

３
 
以
上
の
と
お
り
、
本
件
請
求
の
う
ち
却
下
対
象
工
事
に
係
る
請
求
は
法
定
さ
れ
た
期
間
を
経
過
し
た
後
に
な
さ
れ

た
不
適
法
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
請
求
は
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

第
２
 
本
件
各
工
事
に
適
用
さ
れ
る
法
令
等
に
つ
い
て
 

１
 
地
方
公
共
団
体
が
締
結
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法

23
4
条
１
項
に
お
い
て
、「

売
買
、
賃
借
、
請
負
そ

の
他
契
約
は
、
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。」
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よ
う
に
し
て
、
適
正
な
予
定
価
格
で
あ
っ
た
の
か
、
審
査
の
過
程
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
」
、「

適
正
な
予
定
価
格
と
な
っ

て
い
な
い

。
」
な
ど

と
述
べ

て
い

る
こ
と
か

ら
も
、
請

求
者
が

本
件
各
工

事
に
お
い

て
も
予

定
価
格
が

定
め
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
認
識
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
念
の
た
め
指
摘
す
る
。
 

３
 
見
積
書
の
審
査
に
つ
い
て
。
 

(
1
)
軽
易
工
事
規
程
３
条
２
項
は
、
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
予
算
執
行
伺
に
工
事
見
積
書
を
添
付
の
上
、
工
事
執
行
部

局
の
長
の
工
事
費
等
の
審
査
を
受
け
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
工
事
費
等
の
審
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
職
員

が
い
る
予
算
執
行
部
局
に
あ
っ
て
は
、
当
該
予
算
執
行
部
局
に
お
い
て
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
同
条
３
項
で
審
査
は
、
予
算
執
行
伺
へ
の
合
議
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。
 

教
育
委
員
会
事
務
局
は
、
軽
易
工
事
規
程
３
条
２
項
た
だ
し
書
の
技
術
職
員
が
い
る
予
算
執
行
部
局
に
該
当
し
、
本
件

各
工
事
に
つ
い
て
も
教
育
環
境
整
備
推
進
室
の
技
術
職
員
（
建
築
職
）
が
、
予
算
執
行
伺
を
承
認
す
る
際
に
見
積
書
の
審

査
を
行
っ
て
い
る
。
 

な
お
、
本
件
各
工
事
は
お
お
む
ね
次
の
手
順
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

(
2
)
教

育
環
境

整
備
推

進
室
か
ら

学
校
に

防
犯
カ
メ

ラ
の
設
置

場
所
や

台
数
の
調

査
を
依
頼

し
、
学

校
が
希
望

す
る

防

犯
カ
メ
ラ
の
設
置
場
所
が
記
さ
れ
て
い
る
学
校
配
置
図
（
以
下
「
防
犯
カ
メ
ラ
配
置
図
」
と
い
う
。）

を
作
成
す
る
。
 

ま
た
、
参
考
見
積
書
作
成
す
る
業
者
に
よ
り
、
各
学
校
の
仕
様
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
教
育
環
境
整
備

推
進
室
に
お
い
て
防
犯
カ
メ
ラ
の
性
能
な
ど
を
定
め
た
標
準
的
な
仕
様
（
以
下
「
標
準
仕
様
書
」
と
い
う
。）

を
作
成
す
る
。
 

(
3
)
標

準
仕
様

書
及
び

防
犯
カ
メ

ラ
配
置

図
を
業
者

１
者
に
提

供
し
、

現
地
を
確

認
の
上
、

経
費
算

定
及
び
仕

様
の

参

考
と
す
る
た
め
の
参
考
見
積
書
等
を
提
出
す
る
よ
う
に
依
頼
す
る
。
 

(
4
)
上
記
(
3
)に

よ
り
徴
取
し
た
参
考
見
積
書
に
つ
い
て
、
教
育
環
境
整
備
推
進
室
の
技
術
職
員
は
、
仕
様
が
適
正
で
あ

る
か
、
疑
義
等
が
な
い
か
、
工
事
が
軽
易
工
事
規
程
２
条
３
号
に
定
め
ら
れ
た
１
件

25
0
万
円
以
下
の
工
事
の
要
件
に
該

当
す
る
か
、
ま
た
、
設
計
書
の
作
成
を
要
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
確
認
を
行
う
。
 

(
5
)
上
記
(
4
)の

参
考
見
積
書
の
確
認
後
、
教
育
環
境
整
備
推
進
室
の
営
修
繕
担
当
者
が
参
考
見
積
書
を
基
に
し
て
仕
様

の
作
成
を
行
う
と
と
も
に
、
参
考
見
積
書
を
提
出
し
た
業
者
を
含
む
３
者
に
見
積
書
の
提
出
を
依
頼
す
る
。
 

(
6
)
見

積
書
の

受
領
後

、
教
育
環

境
整
備

推
進
室
の

営
修
繕
担

当
者
等

が
予
算
執

行
伺
を
起

案
す
る

。
予
算
執

行
伺

を

承
認
す
る
教
育
環
境
整
備
推
進
室
の
技
術
職
員
が
、
仕
様
が
適
正
で
あ
る
か
、
見
積
書
の
金
額
に
疑
義
等
が
な
い
か
確
認

し
た
上
で
、
専
決
権
者
で
あ
る
担
当
課
長
が
決
裁
す
る
。
 

第
５
 
本
件
各
工
事
の
工
事
費
に
つ
い
て
 

第
４
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
各
工
事
に
は
違
法
性
・
不
当
性
な
い
し
過
失
は
何
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
念
の
た
め

損
害
の
有
無
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

１
 
軽
易
工
事
以
外
の
工
事
と
軽
易
工
事
と
の
比
較
に
つ
い
て
 

請
求
者
は
、
本
件
各
工
事
に
つ
い
て
、「

各
見
積
書
に
お
け
る
一
般
管
理
費
は
、
国
土
交
通
省
が
示
す
一
般
管
理
費
の
上

限
を
超
え
た
見
積
金
額
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
」
な
ど
と
主
張
し
、
軽
易
工
事
の
工
事
費
も
軽
易
工
事
以
外
の
工
事
と

同
様
に
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
（
国
土
交
通
省
）
」
の
基
準
を
も
と
に
算
出
す
べ
き
も
の
と
主
張
し
て
い
る
と
推
察
さ

れ
る
が
、
本
件
各
工
事
の
よ
う
な
「
軽
易
工
事
」
の
工
事
費
の
積
算
方
法
と
、「

軽
易
工
事
以
外
の
工
事
」
の
工
事
費
の
積

算
方
法
は
、
以
下
述
べ
る
と
お
り
、
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
 

(
1
)
軽
易
工
事
以
外
の
工
事
に
係
る
工
事
費
の
積
算
 

川
崎
市
に
お
い
て
、
軽
易
工
事
以
外
の
工
事
に
係
る
工
事
費
の
積
算
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
官
庁
施
設
の
営
繕

を
実
施
す
る
た
め
に
定
め
た
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
や
「
公
共
建
築
工
事
共
通
費
積
算
基
準
」
等
に
基
づ
き
、
設

計
図
書
を
根
拠
に
行
う
。
そ
し
て
、
そ
の
工
事
費
は
、
材
料
の
価
格
な
ど
工
事
自
体
の
費
用
で
あ
る
「
直
接
工
事
費
」
と

現
場
事
務
所
に
要
す
る
費
用
や
従
業
員
の
給
料
に
要
す
る
費
用
な
ど
で
あ
る
「
共
通
費
」
に
大
き
く
類
別
さ
れ
る
。
 

こ
の
う
ち
、
直
接
工
事
費
の
積
算
に
つ
い
て
川
崎
市
で
は
、
一
般
的
に
国
土
交
通
省
が
定
め
た
「
公
共
建
築
工
事
積
算

基
準
」
に
基
づ
き
金
額
を
算
定
す
る
。
そ
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
で
は
、「

直
接
工
事
費
は
、

工
事
目
的
物
を
造
る
た
め
に
直
接
必
要
と
す
る
費
用
で
、
直
接
仮
設
に
要
す
る
費
用
を
含
む
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
算
定

式
の
概
略
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

【
直
接
工
事
費
の
算
定
方
法
】
 

①
算
定
の
方
法
 

(
2
)
本
件
各
工
事
の
履
行
場
所
は
川
崎
市
内

8
9
校
の
各
市
立
学
校
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
１
件
の
工
事
で
あ

り
、
予
定
価
格
が

2
5
0
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
軽
易
工
事
規
程
３
条
１
項
及
び
同
５
条
１
項
に
沿
っ
て
、
３
者
の

業
者
を
適
格
者
と
し
て
選
定
し
て
工
事
見
積
書
を
提
出
さ
せ
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
随
意
契
約
の
相

手
方
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
適
正
な
手
続
に
よ
り
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

(
3
)
川
崎
市
に
お
い
て
は
、「

競
争
入
札
」
で
工
事
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
局
に
お
い
て
設
計
図
書

等
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
設
計
図
書
等
の
依
頼
か
ら
工
事
の
完
成
ま
で
の
期
間
と
し
て
一
般
的

に
約
３
年
を
要
す
る
こ
と
と
な
り
、
軽
易
工
事
と
比
較
し
て
期
間
が
長
く
な
る
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
締
結
す
る
契
約
方
法
は
一
般
競
争
入
札
が
原
則
で
あ
る
も
の
の
、
金
額
の
問
題
に
つ
い
て
の

み
い
え
ば
、
一
般
的
に
「
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
方
式
は
、
指
名
競
争
入
札
や
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
に
比
較
し
て

手
続
が
煩
雑
で
あ
り
、
か
つ
経
費
の
増
嵩
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
短
所
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「

随
意
契
約

は
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
と
比
し
さ
ら
に
手
続
が
簡
略
で
あ
り
、
か
つ
、
経
費
の
面
で
も
一
段
と
少
な
く

て
す
む
」
と
さ
れ
て
い
る
（
逐
条
地
方
自
治
法
）
。
 

(
4
)
請
求
者
は
、
請
求
書
６
頁
(
4
)
に
お
い
て
、「

事
故
発
生
か
ら
、
わ
ず
か
２
か
月
で
工
事
着
手
に
至
っ
て
い
る
」
、「

教

育
環
境
整
備
推
進
室
が
財
政
局
契
約
課
に
契
約
の
手
続
を
依
頼
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
、
教
育
環
境
整
備

推
進
室
は
、
ま
ち
づ
く
り
局
施
設
整
備
部
施
設
計
画
課
（
以
下
「
ま
ち
づ
く
り
局
」
と
い
う
。
）
に
囲
障
改
修
工
事
の
実
施

を
依
頼
し
た
も
の
で
、
財
政
局
契
約
課
（
以
下
「
契
約
課
」
と
い
う
。
）
に
契
約
依
頼
し
た
の
は
ま
ち
づ
く
り
局
で
あ
り
、

そ
の
経
過
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

(
5
)
平
成

30
年
６
月

18
日
に
発
生
し
た
大
阪
府
北
部
地
震
を
受
け
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
も
、
所
管
の
市
立
学
校

敷
地
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
有
無
、
高
さ
等
に
つ
い
て
緊
急
点
検
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
建
築
基

準
法
の
仕
様
に
適
合
し
な
い
疑
い
の
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
早
急
に
撤
去
等
の
応

急
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

(
6
)
工
事
手
法
に
つ
い
て
は
、
軽
易
工
事
の
速
や
か
な
執
行
を
検
討
し
た
も
の
の
、
規
模
が
大
き
い
な
ど
の
理
由
で
、
軽

易
工
事
の
執
行
限
度
額
で
あ
る

2
5
0
万
円
を
超
過
す
る
学
校
に
つ
い
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
局
に
工
事
依
頼
を
行
っ
た
。
 

(
7
)
ま

ち
づ
く

り
局
は

、
対
象
校

の
当
該

ブ
ロ
ッ
ク

等
は
地
震

等
に
よ

る
倒
壊
の

危
険
性
が

高
く
、

い
ず
れ
の

施
設

も

児
童
等
の
利
用
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
が
生
じ
た
場
合
、
利
用
者
や
通
行
人
の
生
命
、
身
体
の
重

大
な
危
険
を

伴
う
と
判

断
し
、

緊
急
の
必

要
に
よ
り

競
争
入

札
に
付
す

る
こ
と
が

で
き
な

い
工
事
（

以
下
「
緊

急
工
事

」

と
い
う
。
）
と
し
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
第
５
号
に
基
づ
く
随
意
契
約
と
し
て
執
行
し
た
も
の

で
あ
る
。
 

(
8
)
一
方
、
本
件
各
工
事
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第

1
6
7
条
の
２
第
１
項
５
号
に
基
づ
く
緊
急
工
事
に
は
該
当
し
な

い
も
の
の
、
登
戸
等
に
お
け
る
事
件
を
受
け
、
防
犯
効
果
を
高
め
る
た
め
に
事
業
進
捗
を
早
め
る
必
要
の
あ
る
工
事
で
あ

る
と
認
識
し
て
お
り
、
３
者
の
業
者
を
適
格
者
と
し
て
選
定
し
て
工
事
見
積
書
を
提
出
さ
せ
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
見

積
り
し
た
者
を
随
契
の
相
手
方
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
本
件
各
工
事
と
地
震
と
い
う
災
害
を
踏
ま
え
た
囲
障
撤
去
緊
急
工
事
は
緊
急
度
に
お
い
て
そ
の
性
質
が
異
な

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
本
件
各
工
事
を
緊
急
工
事
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
囲
障
撤
去
緊
急
工
事
が

「
わ
ず
か
２
か
月
で
工
事
着
手
に
至
っ
て
い
る
」
事
実
を
基
に
、
本
件
各
工
事
を
競
争
入
札
で
実
施
し
て
も
「
事
務
手
続

き
の
短
縮
は
可
能
」
と
す
る
請
求
者
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
。
 

２
 
予
定
価
格
に
つ
い
て
 

(
1
)
競

争
入
札

に
お
い

て
は
、
競

争
入
札

の
開
設
時

に
、
入
札

価
格
が

予
定
価
格

の
範
囲
内

か
確
認

す
る
必
要

が
あ

る

こ
と
か
ら
、
書
面
と
し
て
予
定
価
格
書
を
作
成
し
、
開
札
場
所
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
軽
易
工
事
の
よ
う
な
随

意
契
約
に
お
い
て
は
、
入
札
や
開
札
手
続
を
と
ら
ず
に
見
積
も
り
合
わ
せ
で
足
り
る
か
ら
、
必
ず
し
も
書
面
と
し
て
予
定

価
格
書
を
作
成
す
る
必
要
は
な
く
、
本
件
各
工
事
に
つ
い
て
も
予
定
価
格
書
は
作
成
し
て
い
な
い
。
 

(
2
)
随
意
契
約
に
お
け
る
予
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
契
約
規
則

2
5
条
に
お
い
て
競
争
入
札
に
準
じ
て
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

軽
易
工
事

に
お
い

て
は
、
３

者
か
ら
提

出
さ
れ

た
見
積
書

の
う
ち
最

低
の
金

額
を
予
算

執
行
伺
の

額
と
し

、

予
算
執
行
伺
の
決
裁
に
お
い
て
、
合
わ
せ
て
当
該
金
額
を
予
定
価
格
と
し
て
決
裁
し
て
い
る
。
 

な
お
、
本
件
各
工
事
は
、
参
考
見
積
書
を
徴
取
し
た
業
者
以
外
の
業
者
を
随
意
契
約
の
相
手
方
と
し
て
決
定
し
た
工
事

も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
し
、
請
求
人
は
、
請
求
書
第
５
章
（
12

頁
）
に
お
い
て
、
本
件
各
工
事
に
つ
い
て
「
ど
の
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る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
っ
た
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
具
体
性
に
欠
く
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
 

本
件
各
工
事

に
つ
い

て
、
技
術

職
員
は
、

過
去
の

軽
易
工
事

の
経
験
等

か
ら
、

見
積
書
に

疑
義
等
が

あ
る
場

合
に
は

、

過
去
の
軽
易
工
事
の
見
積
書
等
で
確
認
し
て
お
り
、
特
段
金
額
が
高
い
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
 

(
2
)
物
品
費
に
つ
い
て
 

本
件
各
工
事
に
つ
い
て
、
技
術
職
員
は
、
過
去
の
軽
易
工
事
の
経
験
等
か
ら
見
積
書
に
疑
義
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
過

去
の
軽
易
工
事
の
見
積
書
や
業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
カ
タ
ロ
グ
等
で
確
認
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
特
段
金
額
が
高
い

も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
 

ま
た
、
請
求
者
は
、
物
品
の
数
量
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「

予
定
価
格
の
算
定
」
に
お
い
て
「
割
引
」
を
「
3
0％

と
想
定
す
る

」
な
ど
本

件
各
工

事
を
１
件

の
工
事
と

し
た
場

合
の
ス
ケ

ー
ル
メ
リ

ッ
ト
等

を
殊
更
強

調
し
、
「
防
犯

カ
メ

ラ
セ
ッ
ト
（
カ
メ
ラ
及
び
録
画
機
）
に
つ
い
て
の
市
場
価
格
」
か
ら
「
高
く
な
っ
て
い
る
」
な
ど
と
主
張
す
る
が
、
本
件

各
工
事
は
独
立
し
た
工
事
な
の
で
あ
る
か
ら
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
論
じ
る
ま
で
も
な
く
、
仮
に
本
件
工
事
を
１
件
の
工

事
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
請
求
者
が
述
べ
る
よ
う
に

30
％
の
割
引
を
す
る
根
拠
は
な
い
し
、
特
段
セ
ッ
ト
で
の
価
格
を

採
用
す
る
と
い
っ
た
根
拠
も
な
い
こ
と
を
念
の
た
め
指
摘
す
る
。
 

(
3
)
労
務
費
に
つ
い
て
 

本
件
各
工
事
に
つ
い
て
、
請
求
者
は
、「

公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
を
基
に
「
実
労
務
費
」
を
積
算
し
、
そ
の
額
と
本

件
各
工
事
の
「
見
積
額
労
務
費
」
と
の
差
額
が
「
不
適
切
な
労
務
費
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
管
理
費
と
同
様
に
、
本
件
各
工
場
に
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
等
の
適
用
は
な
い
し
、
そ

も
そ
も
請
求
者
の
主
張
す
る
「
実
労
務
費
」
の
算
出
方
法
は
、「

作
業
日
数
」
や
「
作
業
員
数
」
を
積
算
に
用
い
る
な
ど
、

本
来
の
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
の
算
出
方
法
で
は
、
単
位
施
工
当
た
り
に
必
要
な
施
工
員
人
工
（
歩
掛
）
を
労
務

単
価
と
掛
け
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
作
業
員
数
」
に
つ
い
て
は
、
請
求
者
が
「
３

人
と
想
定
」
し
た
、
完
全
に
憶
測
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
請
求
者
の
主
張
は
誤
っ
た
認
識
に
基
づ
く
具
体
性
を
欠
く
も
の

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

本
件
各
工
事
に
つ
い
て
、
教
育
環
境
整
備
推
進
室
の
技
術
職
員
は
、
過
去
の
軽
易
工
事
の
経
験
等
か
ら
、
見
積
書
に
つ

い
て
、
疑
義
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
過
去
の
軽
易
工
事
の
見
積
書
等
で
確
認
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
特
段
金
額
が
高
い

も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
 

３
 
設
計
及
び
工
事
監
理
に
つ
い
て
 

本
件
各
工
事
は
、
設
計
図
書
を
作
成
し
て
い
な
く
て
も
工
事
費
の
積
算
や
工
事
の
実
施
が
可
能
で
あ
る
軽
微
な
工
事
で

あ
り
、
現
に
設
計
図
書
を
作
成
し
て
お
ら
ず
、
仮
に
請
求
者
が
述
べ
る
よ
う
に
本
件
各
工
事
を
１
件
の
工
事
と
し
て
競
争

入
札
と
す
れ
ば
、
工
事
に
係
る
設
計
や
工
事
監
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
多
く
は
民
間
企
業
に
委
託
し
て
い

る
の
が
本
市
の
現
状
で
あ
っ
て
、
工
事
に
係
る
設
計
や
工
事
監
理
を
委
託
す
る
分
だ
け
経
費
が
よ
り
必
要
と
な
る
の
で
あ

る
。
 

第
６
 
請
求
者
が
求
め
る
措
置
に
つ
い
て
 

以
上
述
べ
た
と
お
り
、
請
求
者
が
求
め
る
措
置
に
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
か
ら
、
本
件
措
置
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
 

※
関
係
職
員
の
陳
述
の
要
旨
を
ま
と
め
て
い
る
。
 

算
定
の
方
法
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
に
よ
る
。
 

イ
 
材
料
価
格
及
び
機
器
類
価
格
（「

材
料
価
格
等
」
と
い
う
。
）
×
個
別
の
数
量
 

ロ
 
単
位
施
工
当
た
り
に
必
要
な
材
料
費
、
労
務
費
、
機
械
器
具
費
等
か
ら
構
成
さ
れ
た
単
価
×
数
量
 

ハ
 
イ
又
は
ロ
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
施
工
に
必
要
な
全
て
の
費
用
を
「
一
式
」
と
し
て
算
定
 

②
単
価
及
び
価
格
 

算
定
の
方
法
に
用
い
る
単
価
及
び
価
格
に
つ
い
て
は
、
「
公
共
建
築
工
事
標
準
単
価
積
算
基
準
」
に
よ
る
。
 

③
数
量
 

算
定
の
方
法

に
用
い

る
数
量
は

、
本
件
各

工
事
が

該
当
す
る

電
気
設
備

工
事
に

お
い
て
は

、
「
公

共
建
築

設
備
数
量

積

算
基
準
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

請
求
者
が
主
張
す
る
「
カ
メ
ラ
及
び
録
画
機
、
モ
ニ
タ
ー
等
」
、「

雑
材
及
び
消
耗
品
費
」、
「
運
搬
費
」「

養
生
費
」、
「
法

定
福
利
費
」
及
び
「
交
通
誘
導
員
費
」
は
、
直
接
工
事
費
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
 

次
に
、
共
通
費
の
積
算
に
つ
い
て
川
崎
市
で
は
、
一
般
的
に
国
土
交
通
省
が
定
め
た
「
公
共
建
築
工
事
共
通
費
積
算
基

準
」
に
基
づ
き
金
額
を
算
定
す
る
。
そ
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
、「

公
共
建
築
工
事
共
通
費
算
定
基
準
」
で
は
、
共
通
費
を

「
共
通
仮
設
費
」
、「

現
場
管
理
費
」
及
び
「
一
般
管
理
費
」
の
３
つ
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
直
接
工
事
費
等

に
一
定
の
割
合
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
算
定
式
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。
 

【
共
通
費
の
算
定
方
法
】
 

共
通
費
＝
①
共
通
仮
設
費
＋
②
現
場
管
理
費
＋
③
一
般
管
理
費
 

①
共
通
仮
設
費
＝
直
接
工
事
費
×
共
通
仮
設
費
率
 

②
現
場
管
理
費
＝
純
工
事
費
（
直
接
工
事
費
＋
共
通
仮
設
費
）
×
現
場
管
理
費
率
 

③
一
般
管
理
費
＝
工
事
原
価
（
純
工
事
費
＋
現
場
管
理
費
）
×
一
般
管
理
費
率
 

(
2
)
軽
易
工
事
に
係
る
工
事
費
の
積
算
 

川
崎
市
に
お
け
る
軽
易
工
事
の
工
事
費
の
積
算
に
つ
い
て
、
軽
易
工
事
は
上
述
し
た
と
お
り
設
計
図
書
を
作
成
し
な
く

て
も
工
事
費

の
積
算
や

工
事
の

実
施
が
可

能
で
あ
る

軽
微
な

工
事
で
あ

る
こ
と
か

ら
、
「
公

共
建
築
工

事
積
算
基

準
」
等

の
適
用
は
な
く
、
業
者
は
、
仕
様
書
等
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
積
算
方
法
に
よ
り
見
積
り
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
直
接

工
事
費
に
相
当
す
る
費
用
は
、
工
事
費
、
機
材
費
、
資
材
費
、
具
体
的
な
機
器
及
び
材
料
、
労
務
費
等
の
名
称
に
よ
り
金

額
を
計
上
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
 

ま
た
、
直
接
工
事
費
以
外
に
つ
い
て
は
「
諸
経
費
」
と
い
う
名
称
に
よ
り
金
額
を
計
上
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
 

こ
の
諸
経
費
は
、
上
記
(1
)
で
述
べ
た
一
般
管
理
費
・
現
場
管
理
費
・
共
通
仮
設
費
を
合
算
し
た
共
通
費
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
る
。
 

２
 
本
件
各
工
事
に
つ
い
て
 

軽
易
工
事
に
当
た
る
本
件
各
工
事
に
つ
い
て
も
、
上
記
１
(2
)
で
述
べ
た
と
お
り
、「

公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
等
の

適
用
は
な
く
、
業
者
は
、
仕
様
書
等
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
積
算
方
法
に
よ
り
見
積
り
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
請
求
者

が
主

張
す

る
よ

う
に

軽
易

工
事

以
外

の
工

事
に

係
る

工
事

費
と

軽
易

工
事

の
工

事
費

を
単

純
に

比
較

す
る

こ
と

は
で

き

ず
、
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
等
に
即
し
て
軽
易
工
事
の
工
事
費
を
審
査
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
 

ま
た
、
本
件
各
工
事
は
、
軽
易
工
事
規
程
３
条
か
ら
同
５
条
ま
で
に
基
づ
き
、
３
者
の
業
者
を
適
格
者
と
し
て
選
定
し

て
工
事
見
積
書
を
提
出
さ
せ
、
上
記
第
４
．
３
で
述
べ
た
と
お
り
、
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
見
積
書
に
つ
い
て
、
必
要
な

審
査
を
行
っ

た
上
で
、

最
低
の

価
格
を
も

っ
て
見
積

り
し
た

者
を
随
意

契
約
の
相

手
方
と

し
て
決
定

し
た
も
の

で
あ
り

、

適
正
な
手
続
に
よ
り
契
約
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
請
求
者
は
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
」
等
と
の
比
較
等
を
持
ち
出
し
て
る
る
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
は
、
本
件
各
工
事
の
契
約
が
違
法
・
不
当
で
あ
る
こ
と
や
損
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
 

な
お
、
請
求

者
が
特

に
主
張
す

る
一
般
管

理
費
、

物
品
費
及

び
労
務
費

に
つ
い

て
述
べ
れ

ば
、
次
の

と
お
り

で
あ
る

。 

(
1
)
一
般
管
理
費
に
つ
い
て
 

本
件
各
工
事
に
つ
い
て
、
請
求
者
は
、
上
記
１
(2
)
で
述
べ
た
と
お
り
軽
易
工
事
以
外
の
工
事
の
一
般
管
理
費
・
現
場
管

理
費
・
共
通
仮
設
費
を
合
算
し
た
共
通
費
に
相
当
す
る
軽
易
工
事
の
諸
経
費
が
、
軽
易
工
事
以
外
の
工
事
の
一
般
管
理
費

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
一
般
管
理
費
と
諸
経
費
の
費
用
を
比
較
し
て
い
る
が
、
本
件
各
工
事
の
う
ち
、
諸
経
費
が
一

般
管
理
費
を
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
違
法
・
不
当
な
契
約
で
あ
る
と
か
、
市
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
と
す
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4
4

新
作

小
学

校
 

②
 

 
決決

  
③

 
 

4
5

南
野

川
小

学
校

 
②

 
 

決決
 

③
 

4
6

中
野

島
小

学
校

 
 

③
 

 
決決

②
 

 

4
7

古
市

場
小

学
校

 
 

②
 

③
 

 
決決

4
8

大
戸

小
学

校
 

②
 

 
決決

 
③

 
 

4
9

四
谷

小
学

校
 

②
 

③
 

 
決決

  

5
0

西
丸

子
小

学
校

 
 

②
 

 
③

 
 

決決
  

5
1

下
小

田
中

小
学

校
②

 
決決

③
 

 

5
2

向
丘

小
学

校
 

決決
②

 
 

③
 

5
3

子
母

口
小

学
校

 
②

 
 

決決
 

③
 

5
4

宮
崎

小
学

校
 

決決
③

 
②

 

5
5

稗
原

小
学

校
 

②
 

 
③

 
 

 
 

決決
  

5
6

有
馬

小
学

校
 

②
 

 
③

 
決決

  

5
7

犬
蔵

小
学

校
 

決決
 

③
 

 
②

 
 

5
8

三
田

小
学

校
 

 
②

 
 

③
 

決決
  

5
9

柿
生

小
学

校
 

②
 

③
 

 
決決

  

6
0

下
布

田
小

学
校

 
 

③
 

決
②②

6
1

上
作

延
小

学
校

 
決決

  
②

 
 

③
 

 

6
2

南
百

合
丘

小
学

校
決決

  
②

 
 

③
 

 

6
3

中
原

小
学

校
 

 
③

 
 

②②
  

決

6
4

長
沢

小
学

校
 

②
 

 
決決

  
③

 

6
5

御
幸

小
学

校
 

 
②

 
 

決決
  

③
 

 

6
6

西
菅

小
学

校
 

 
③

 
 

決決
  

②
 

6
7

戸
手

小
学

校
 

②
 

 
決決

  
③

 
 

6
8

東
菅

小
学

校
 

 
②

 
決決

  
③

 
 

6
9

生
田

小
学

校
 

 
決決

  
③

 
 

②
 

7
0

麻
生

小
学

校
 

 
決

 
②②

  
③

 

7
1

藤
崎

小
学

校
 

 
決決

  
③

 
 

②
 

 

7
2

南
加

瀬
中

学
校

 
 

決決
  

②
 

 
③

 
 

7
3

鷺
沼

小
学

校
 

②
 

③
 

 
決決

  

7
4

坂
戸

小
学

校
 

決決
  

②
 

 
③

 
 

7
5

土
橋

小
学

校
 

決決
  

②
 

 
③

 

7
6

宮
前

平
小

学
校

 
②

 
③

 
 

決決
  

7
7

橘
小

学
校

 
③

 
 

決決
  

②
 

7
8

夢
見

ヶ
崎

小
学

校
 

③
 

 
決決

  
②

 
 

7
9

菅
小

学
校

 
③

 
決決

  
②

 

8
0

白
幡

台
小

学
校

 
②

 
決決

  
③

 
 

8
1

東
高

津
小

学
校

 
③

 
 

 
決決

  
②

 

8
2

梶
ヶ

谷
小

学
校

 
③

 
②

 
 

決決
  

8
3

古
川

小
学

校
 

 
②

 
 

決決
  

③
 

 

8
4

西
御

幸
小

学
校

 
 

②
 

 
③

 
 

決決
  

8
5

久
地

小
学

校
 

決決
  

②
 

 
③

 

8
6

千
代

ヶ
丘

小
学

校
 

③
 

決決
  

②
 

8
7

井
田

小
学

校
 

 
決決

  
③

 
 

②
 

 

8
8

西
生

田
小

学
校

 
 

③
 

②
 

 
決決

  

8
9

西
野

川
小

学
校

 
③

 
 

②
 

決決
  

注
 

発
注

先
と

し
て

決
定

し
た

業
者

は
「

決
」
、
以

下
金

額
が

低
い

順
に
「

②
」
、「

③
」
と

し
て

い
る
（

③

に
は

辞
退

を
含

む
。
）
。

参
考

見
積

書
を

徴
取

し
た

業
者

は
ゴゴ
シシ
ッッ
クク
体体

と
し

て
い

る
。

 

第
１

表
 

本
件

各
工

事
に

お
け

る
見

積
書

の
徴

取
状

況
 

Ａ 社

Ｂ 社

Ｃ 社

Ｄ 社

Ｅ 社

Ｆ 社

Ｇ 社

Ｈ 社

Ｉ 社

Ｊ 社

Ｋ 社

Ｌ 社

Ｍ 社

Ｎ 社

Ｏ 社

Ｐ 社

Ｑ 社

Ｒ 社

Ｓ 社

1
南

加
瀬

小
学

校
 

 
決決

  
②

 
③

 
 

 
 

2
東

大
島

小
学

校
 

 
②

 
決決

  
③

 
 

3
橘

中
学

校
 

②
 

 
③

 
 

決決

4
新

城
小

学
校

 
決決

②
 

③
 

 
 

 

5
宮

崎
中

学
校

 
③

 
②

 
 

決決

6
玉

川
小

学
校

 
 

②
 

決決
 

③
 

 

7
さ

く
ら

小
学

校
 

 
②②

  
③

 
決

 
 

8
川

崎
小

学
校

 
 

決決
②

 
 

③
 

 

9
渡

田
小

学
校

 
 

②
 

 
決決

  
③

 
 

1
0

旭
町

小
学

校
 

②
 

 
決決

  
③

 
 

1
1

下
沼

部
小

学
校

 
 

②
 

 
③

 
 

決決
  

1
2

田
島

小
学

校
 

 
②

 
 

③
 

 
決決

  

1
3

大
谷

戸
小

学
校

 
 

②
 

③
 

 
決決

  

1
4

浅
田

小
学

校
 

 
決決

  
③

 
 

②
 

 

1
5

今
井

小
学

校
 

 
決決

  
②

 
 

 
 

③
 

 

1
6

大
師

小
学

校
 

 
③

 
 

 
 

②
 

 
決決

1
7

川
中

島
小

学
校

 
 

決決
  

②
 

 
③

 
 

1
8

苅
宿

小
学

校
 

 
決決

  
  

 
 

③
 

 
②

 
 

1
9

住
吉

小
学

校
 

 
決決

  
②

 
 

③
 

 

2
0

宮
内

小
学

校
 

③
 

 
②

 
 

決決

2
1

新
町

小
学

校
 

②
 

 
決決

  
③

 
 

2
2

久
末

小
学

校
 

②
 

 
③

 
 

 
 

決決

2
3

殿
町

小
学

校
 

 
 

③
 

 
②②

  
決

 
 

2
4

京
町

小
学

校
 

決決
②

 
 

③
 

 

2
5

日
吉

小
学

校
 

②
 

 
③

 
 

 
 

決決

2
6

向
小

学
校

 
②

 
決決

③
 

 

2
7

平
間

小
学

校
 

③
 

 
 

 
②

 
 

決決

2
8

東
住

吉
小

学
校

 
②

 
 

③
 

 
決決

2
9

宮
前

小
学

校
 

決決
  

③
 

②
 

 

3
0

小
田

小
学

校
 

決決
 

 
③

 
 

②
 

 

3
1

虹
ヶ

丘
小

学
校

 
②

 
 

③
 

 
決決

  

3
2

金
程

小
学

校
 

②
 

 
③

 
 

決決
  

3
3

南
河

原
小

学
校

 
②

 
 

決決
 

③
 

 
 

 

3
4

高
津

小
学

校
 

決決
②

 
 

③
 

 

3
5

稲
田

小
学

校
 

決決
②

 
 

③
 

3
6

小
倉

小
学

校
 

②
 

決決
  

③
 

 

3
7

幸
町

小
学

校
 

 
②

 
 

決決
  

③
 

 

3
8

下
河

原
小

学
校

 
 

③
 

 
②

 
 

決決

3
9

東
小

田
小

学
校

 
 

②
 

 
③

 
 

決決
  

4
0

木
月

小
学

校
 

 
③

 
 

決
 

 
②②

4
1

久
本

小
学

校
 

②
 

 
③

 
 

 
 

決決

4
2

下
作

延
小

学
校

 
決決

②
 

 
③

 
 

4
3

末
長

小
学

校
 

②
 

 
決決

  
③

 

業 者 名
学 校 名

別
紙
１
０
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4
4

新
作

小
学

校
 

1
,6

2
8,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
8
日

1
,4

8
0,

0
0
0

1
,5

5
0,

0
0
0

1
,9

1
0,

0
0
0

1
,5

3
0,

0
0
0

4
5

南
野

川
小

学
校

 
2
,2

3
1,

9
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
8
日

2
,0

2
9,

0
0
0

2
,0

6
4,

0
0
0

2
,0

8
5,

0
0
0

2
,0

2
9,

0
0
0

4
6

中
野

島
小

学
校

 
 

1
,3

2
0,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
9
日

1
,2

0
0,

0
0
0

1
,7

9
0,

0
0
0

1
,8

0
0,

0
0
0

1
,2

3
0,

0
0
0

4
7

古
市

場
小

学
校

 
 

1
,1

9
9,

0
0
0

令
和

3年
 

2
月

 
1
日

1
,0

9
0,

0
0
0

1
,3

0
9,

3
0
0

-
1
,0

9
0,

0
0
0

4
8

大
戸

小
学

校
 

1
,2

6
2,

8
0
0

令
和

3年
 

2
月

 
1
日

1
,1

4
8,

0
0
0

1
,1

8
0,

0
0
0

-
1
,1

4
8,

0
0
0

4
9

四
谷

小
学

校
 

1
,7

5
6,

7
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
1日

1
,5

9
7,

0
0
0

2
,2

3
0,

0
0
0

-
1
,5

9
7,

0
0
0

5
0

西
丸

子
小

学
校

 
 

1
,4

6
5,

2
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
1日

1
,3

3
2,

0
0
0

2
,2

0
0,

0
0
0

-
1
,3

3
2,

0
0
0

5
1

下
小

田
中

小
学

校
 

1
,6

0
6,

0
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
1日

1
,4

6
0,

0
0
0

2
,2

0
9,

7
5
0

-
1
,4

6
0,

0
0
0

5
2

向
丘

小
学

校
 

1
,3

6
1,

8
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
2日

1
,2

3
8,

0
0
0

1
,3

7
8,

0
0
0

1
,5

2
6,

0
0
0

1
,2

3
8,

0
0
0

5
3

子
母

口
小

学
校

 
2
,2

0
0,

0
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
2日

2
,0

0
0,

0
0
0

2
,0

6
0,

0
0
0

2
,3

5
2,

0
0
0

2
,0

3
7,

0
0
0

5
4

宮
崎

小
学

校
 

1
,6

4
6,

7
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
2日

1
,4

9
7,

0
0
0

1
,6

2
4,

0
0
0

1
,9

1
1,

0
0
0

1
,4

9
7,

0
0
0

5
5

稗
原

小
学

校
 

2
,4

3
6,

5
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
3日

2
,2

1
5,

0
0
0

2
,3

4
0,

0
0
0

2
,6

5
8,

1
0
0

2
,2

1
5,

0
0
0

5
6

有
馬

小
学

校
 

1
,9

5
3,

6
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
3日

1
,7

7
6,

0
0
0

1
,8

0
8,

0
0
0

2
,1

6
7,

0
0
0

1
,7

7
6,

0
0
0

5
7

犬
蔵

小
学

校
 

1
,3

4
7,

5
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
3日

1
,2

2
5,

0
0
0

1
,3

4
0,

0
0
0

-
1
,2

2
5,

0
0
0

5
8

三
田

小
学

校
 

 
1
,0

5
1,

6
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
3日

9
5
6
,0

0
0

9
7
5
,0

0
0

2
,1

4
0,

0
0
0

9
5
6
,0

0
0

5
9

柿
生

小
学

校
 

1
,1

8
6,

9
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
3日

1
,0

7
9,

0
0
0

1
,1

3
4,

0
0
0

-
1
,0

7
9,

0
0
0

6
0

下
布

田
小

学
校

 
 

1
,5

5
1,

0
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
3日

1
,4

1
0,

0
0
0

1
,7

8
0,

0
0
0

1
,8

4
1,

0
0
0

1
,8

0
0,

0
0
0

6
1

上
作

延
小

学
校

 
9
2
8
,4

0
0

令
和

3
年

 
2月

 
4日

8
4
4
,0

0
0

8
8
1
,0

0
0

9
0
0
,0

0
0

8
4
4
,0

0
0

6
2

南
百

合
丘

小
学

校
 

1
,1

8
4,

7
0
0

令
和

3
年

 
2月

 
4日

1
,0

7
7,

0
0
0

1
,1

4
6,

0
0
0

1
,8

6
2,

0
0
0

1
,0

7
7,

0
0
0

6
3

中
原

小
学

校
 

 
1
,9

6
9,

0
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

1
,7

9
0,

0
0
0

1
,7

9
8,

0
0
0

1
,8

4
5,

0
0
0

1
,7

9
8,

0
0
0

6
4

長
沢

小
学

校
 

2
,2

0
7,

7
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

2
,0

0
7,

0
0
0

2
,0

3
6,

0
0
0

2
,0

9
3,

0
0
0

2
,2

6
6,

0
0
0

6
5

御
幸

小
学

校
 

 
1
,9

1
4,

8
8
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

1
,7

4
0,

8
0
0

2
,2

6
0,

0
0
0

2
,5

5
4,

0
0
0

1
,7

4
0,

8
0
0

6
6

西
菅

小
学

校
 

 
2
,2

5
5,

0
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

2
,0

5
0,

0
0
0

2
,1

1
0,

0
0
0

-
2
,0

5
7,

0
0
0

6
7

戸
手

小
学

校
 

1
,0

3
1,

8
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

9
3
8
,0

0
0

1
,0

3
0,

0
0
0

-
9
0
0
,0

0
0

6
8

東
菅

小
学

校
 

 
1
,5

7
8,

5
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

1
,4

3
5,

0
0
0

1
,4

5
7,

0
0
0

2
,4

2
6,

0
0
0

1
,4

3
5,

0
0
0

6
9

生
田

小
学

校
 

 
1
,5

0
0,

4
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

1
,3

6
4,

0
0
0

1
,5

0
4,

0
0
0

-
1
,3

6
4,

0
0
0

7
0

麻
生

小
学

校
 

 
1
,4

5
9,

7
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

1
,3

2
7,

0
0
0

1
,4

6
4,

0
0
0

1
,4

7
8,

0
0
0

1
,4

6
4,

0
0
0

7
1

藤
崎

小
学

校
 

 
9
7
9
,0

0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

8
9
0
,0

0
0

1
,3

4
7,

0
0
0

-
8
9
0
,0

0
0

7
2

南
加

瀬
中

学
校

 
 

4
8
9
,5

0
0

令
和

3
年

 
2月

1
0日

4
4
5
,0

0
0

4
6
6
,0

0
0

5
1
0
,0

0
0

4
4
5
,0

0
0

7
3

鷺
沼

小
学

校
 

1
,5

3
7,

8
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
2日

1
,3

9
8,

0
0
0

1
,4

4
6,

0
0
0

-
1
,3

9
8,

0
0
0

7
4

坂
戸

小
学

校
 

1
,2

5
6,

2
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
2日

1
,1

4
2,

0
0
0

1
,2

0
0,

0
0
0

1
,4

1
8,

0
0
0

1
,1

4
2,

0
0
0

7
5

土
橋

小
学

校
 

7
8
4
,3

0
0

令
和

3
年

 
2月

1
2日

7
1
3
,0

0
0

7
3
3
,0

0
0

8
2
3
,0

0
0

7
1
3
,0

0
0

7
6

宮
前

平
小

学
校

 
8
2
5
,0

0
0

令
和

3
年

 
2月

1
2日

7
5
0
,0

0
0

7
9
1
,0

0
0

-
7
5
0
,0

0
0

7
7

橘
小

学
校

 
9
5
7
,0

0
0

令
和

3
年

 
2月

1
2日

8
7
0
,0

0
0

1
,1

4
8,

0
0
0

2
,1

1
0,

0
0
0

8
7
0
,0

0
0

7
8

夢
見

ヶ
崎

小
学

校
 

1
,0

6
1,

5
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
6日

9
6
5
,0

0
0

1
,2

2
0,

0
0
0

1
,2

3
0,

0
0
0

9
6
5
,0

0
0

7
9

菅
小

学
校

 
1
,2

8
5,

9
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
6日

1
,1

6
9,

0
0
0

1
,2

9
7,

0
0
0

1
,7

8
0,

0
0
0

1
,1

6
9,

0
0
0

8
0

白
幡

台
小

学
校

 
1
,3

8
4,

9
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
7日

1
,2

5
9,

0
0
0

1
,2

8
6,

0
0
0

2
,3

0
3,

0
0
0

1
,2

5
9,

0
0
0

8
1

東
高

津
小

学
校

 
2
,3

6
5,

0
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
7日

2
,1

5
0,

0
0
0

2
,2

5
0,

0
0
0

2
,5

7
1,

8
0
0

2
,2

7
2,

5
0
0

8
2

梶
ヶ

谷
小

学
校

 
9
3
7
,2

0
0

令
和

3
年

 
2月

1
7日

8
5
2
,0

0
0

8
8
7
,0

0
0

9
0
4
,0

0
0

8
5
2
,0

0
0

8
3

古
川

小
学

校
 

 
2
,4

9
9,

2
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
8日

2
,2

7
2,

0
0
0

2
,2

7
2,

5
0
0

2
,2

7
2,

7
2
7

2
,2

7
2,

0
0
0

8
4

西
御

幸
小

学
校

 
 

1
,1

5
5,

2
2
0

令
和

3
年

 
2月

1
8日

1
,0

5
0,

2
0
0

1
,7

9
7,

0
0
0

-
1
,0

5
0,

2
0
0

8
5

久
地

小
学

校
 

1
,5

4
4,

4
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
9日

1
,4

0
4,

0
0
0

1
,4

4
3,

0
0
0

1
,4

9
9,

0
0
0

1
,4

0
4,

0
0
0

8
6

千
代

ヶ
丘

小
学

校
 

1
,8

3
1,

5
0
0

令
和

3
年

 
2月

1
9日

1
,6

6
5,

0
0
0

1
,7

3
0,

0
0
0

1
,8

0
0,

0
0
0

1
,6

6
5,

0
0
0

8
7

井
田

小
学

校
 

 
1
,0

2
8,

5
0
0

令
和

3
年

 
2月

2
2日

9
3
5
,0

0
0

9
4
0
,0

0
0

9
6
8
,0

0
0

9
3
5
,0

0
0

8
8

西
生

田
小

学
校

 
 

4
2
3
,5

0
0

令
和

3
年

 
2月

2
4日

3
8
5
,0

0
0

4
1
8
,0

0
0

4
2
0
,0

0
0

3
8
5
,0

0
0

8
9

西
野

川
小

学
校

 
1
,2

3
2,

0
0
0

令
和

3
年

 
2月

2
2日

1
,1

2
0,

0
0
0

1
,9

7
0,

0
0
0

-
1
,1

2
0,

0
0
0

第
２

表
 

本
件

各
工

事
に

お
け

る
契

約
状

況
 

 
 

 
 

 
 

 
 

項
目

 
学

校
名

 
負

担
行

為
額

（
税

込
） 

契
約

日
 

（
請

書
日

付
） 

決
定

 
(税

抜
) 

２
位

 
(税

抜
) 

３
位

 
(税

抜
) 

参
考

見
積

も
り

(税
抜

) 

1
南

加
瀬

小
学

校
 

 
1
,4

2
1,

2
0
0

令
和

2
年

 
9月

1
1日

1
,2

9
2,

0
0
0

1
,3

1
0,

0
0
0

1
,5

6
8,

7
0
0

1
,2

9
2,

0
0
0

2
東

大
島

小
学

校
 

 
8
6
7
,9

0
0

令
和

2
年

 
9月

1
5日

7
8
9
,0

0
0

8
1
0
,0

0
0

1
,0

0
0,

0
0
0

7
8
9
,0

0
0

3
橘

中
学

校
 

1
,4

0
8,

0
0
0

令
和

2
年

1
0月

 
8日

1
,2

8
0,

0
0
0

1
,4

9
8,

0
0
0

-
1
,3

8
0,

0
0
0

4
新

城
小

学
校

 
5
3
6
,8

0
0

令
和

2
年

1
0月

1
2日

4
8
8
,0

0
0

5
4
0
,0

0
0

5
8
5
,7

0
0

4
8
8
,0

0
0

5
宮

崎
中

学
校

 
2
,0

5
7,

0
0
0

令
和

2
年

1
1月

3
0日

1
,8

7
0,

0
0
0

1
,9

6
1,

0
0
0

2
,1

0
0,

0
0
0

1
,9

3
0,

0
0
0

6
玉

川
小

学
校

 
 

8
8
0
,0

0
0

令
和

2
年

1
2月

 
7日

8
0
0
,0

0
0

9
6
2
,1

0
0

-
8
3
6
,0

0
0

7
さ

く
ら

小
学

校
 

 
2
,2

0
0,

0
0
0

令
和

2
年

1
2月

1
0日

2
,0

0
0,

0
0
0

2
,0

2
0,

0
0
0

2
,9

7
1,

5
0
0

2
,0

2
0,

0
0
0

8
川

崎
小

学
校

 
 

6
4
5
,7

0
0

令
和

2
年

1
2月

1
4日

5
8
7
,0

0
0

6
6
0
,0

0
0

-
5
8
7
,0

0
0

9
渡

田
小

学
校

 
 

2
,1

6
7,

0
0
0

令
和

2
年

1
2月

1
4日

1
,9

7
0,

0
0
0

2
,0

5
0,

0
0
0

2
,0

9
9,

0
0
0

2
,0

2
0,

0
0
0

1
0

旭
町

小
学

校
 

1
,3

4
7,

5
0
0

令
和

2
年

1
2月

1
4日

1
,2

2
5,

0
0
0

1
,2

9
0,

0
0
0

1
,4

9
0,

0
0
0

1
,2

6
0,

0
0
0

1
1

下
沼

部
小

学
校

 
 

1
,3

0
3,

5
0
0

令
和

2
年

1
2月

1
5日

1
,1

8
5,

0
0
0

1
,3

1
7,

0
0
0

-
1
,2

2
0,

0
0
0

1
2

田
島

小
学

校
 

 
1
,5

7
3,

0
0
0

令
和

2
年

1
2月

1
5日

1
,4

3
0,

0
0
0

1
,5

5
4,

0
0
0

-
1
,4

8
0,

0
0
0

1
3

大
谷

戸
小

学
校

 
 

1
,7

8
2,

0
0
0

令
和

2
年

1
2月

1
5日

1
,6

2
0,

0
0
0

2
,0

0
9,

0
0
0

-
1
,6

7
0,

0
0
0

1
4

浅
田

小
学

校
 

 
7
7
8
,8

0
0

令
和

3年
 

1
月

 
5
日

7
0
8
,0

0
0

1
,7

3
0,

0
0
0

-
8
2
8
,0

0
0

1
5

今
井

小
学

校
 

 
9
0
4
,2

0
0

令
和

3年
 

1
月

1
4
日

8
2
2
,0

0
0

9
9
4
,4

0
0

-
8
2
2
,0

0
0

1
6

大
師

小
学

校
 

 
2
,0

4
6,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

1
5
日

1
,8

6
0,

0
0
0

1
,8

8
8,

0
0
0

2
,2

3
7,

4
0
0

1
,8

6
0,

0
0
0

1
7

川
中

島
小

学
校

 
 

1
,4

7
7,

3
0
0

令
和

3年
 

1
月

1
5
日

1
,3

4
3,

0
0
0

1
,4

0
0,

0
0
0

-
1
,3

4
3,

0
0
0

1
8

苅
宿

小
学

校
 

 
1
,8

1
5,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

1
9
日

1
,6

5
0,

0
0
0

1
,7

5
0,

0
0
0

-
1
,6

5
0,

0
0
0

1
9

住
吉

小
学

校
 

 
1
,1

9
6,

8
0
0

令
和

3年
 

1
月

1
9
日

1
,0

8
8,

0
0
0

1
,2

8
2,

0
0
0

-
1
,0

8
8,

0
0
0

2
0

宮
内

小
学

校
 

1
,1

8
2,

5
0
0

令
和

3年
 

1
月

1
9
日

1
,0

7
5,

0
0
0

1
,1

0
7,

0
0
0

1
,1

1
0,

0
0
0

1
,0

7
5,

0
0
0

2
1

新
町

小
学

校
 

1
,2

5
1,

8
0
0

令
和

3年
 

1
月

1
9
日

1
,1

3
8,

0
0
0

1
,1

8
0,

0
0
0

2
,1

9
8,

0
0
0

1
,1

7
0,

0
0
0

2
2

久
末

小
学

校
 

1
,8

5
9,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
1
日

1
,6

9
0,

0
0
0

2
,2

1
0,

0
0
0

2
,6

5
2,

0
0
0

2
,1

9
0,

0
0
0

2
3

殿
町

小
学

校
 

2
,0

9
0,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
1
日

1
,9

0
0,

0
0
0

1
,9

2
0,

0
0
0

-
1
,9

7
0,

0
0
0

2
4

京
町

小
学

校
 

1
,3

6
0,

7
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
1
日

1
,2

3
7,

0
0
0

1
,2

8
0,

0
0
0

2
,0

8
0,

0
0
0

1
,2

3
7,

0
0
0

2
5

日
吉

小
学

校
 

2
,2

0
0,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
1
日

2
,0

0
0,

0
0
0

2
,1

1
7,

6
0
0

2
,5

6
9,

2
0
0

2
,0

5
0,

0
0
0

2
6

向
小

学
校

 
1
,1

3
6,

0
8
0

令
和

3年
 

1
月

2
2
日

1
,0

3
2,

8
0
0

1
,0

9
0,

0
0
0

2
,1

7
2,

0
0
0

1
,0

3
2,

8
0
0

2
7

平
間

小
学

校
 

1
,1

3
3,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
2
日

1
,0

3
0,

0
0
0

1
,8

2
7,

0
0
0

1
,8

4
5,

0
0
0

1
,7

0
0,

0
0
0

2
8

東
住

吉
小

学
校

 
2
,1

5
6,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
2
日

1
,9

6
0,

0
0
0

2
,0

2
0,

0
0
0

-
2
,0

0
0,

0
0
0

2
9

宮
前

小
学

校
 

1
,4

4
7,

6
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
2
日

1
,3

1
6,

0
0
0

1
,5

7
8,

0
0
0

2
,6

0
0,

0
0
0

1
,3

1
6,

0
0
0

3
0

小
田

小
学

校
 

1
,5

1
8,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
2
日

1
,3

8
0,

0
0
0

1
,3

8
3,

0
0
0

2
,2

5
0,

0
0
0

1
,3

8
0,

0
0
0

3
1

虹
ヶ

丘
小

学
校

 
1
,5

9
7,

2
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
5
日

1
,4

5
2,

0
0
0

1
,5

0
4,

0
0
0

1
,5

6
8,

0
0
0

1
,4

5
2,

0
0
0

3
2

金
程

小
学

校
 

1
,1

3
6,

3
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
5
日

1
,0

3
3,

0
0
0

1
,0

7
2,

0
0
0

1
,0

8
9,

0
0
0

1
,0

3
3,

0
0
0

3
3

南
河

原
小

学
校

 
1
,9

4
9,

2
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
5
日

1
,7

7
2,

0
0
0

1
,9

5
0,

0
0
0

-
1
,7

7
2,

0
0
0

3
4

高
津

小
学

校
 

1
,7

8
6,

4
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
5
日

1
,6

2
4,

0
0
0

1
,9

0
0,

0
0
0

2
,0

5
1,

0
0
0

1
,6

2
4,

0
0
0

3
5

稲
田

小
学

校
 

1
,6

3
2,

4
0
0

令
和

3年
 

2
月

 
4
日

1
,4

8
4,

0
0
0

1
,5

8
4,

0
0
0

1
,6

5
8,

0
0
0

1
,4

8
4,

0
0
0

3
6

小
倉

小
学

校
 

2
,0

5
8,

1
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
7
日

1
,8

7
1,

0
0
0

1
,9

2
0,

0
0
0

-
1
,8

7
1,

0
0
0

3
7

幸
町

小
学

校
 

 
1
,5

9
2,

8
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
7
日

1
,4

4
8,

0
0
0

1
,6

2
0,

0
0
0

-
1
,4

4
8,

0
0
0

3
8

下
河

原
小

学
校

 
 

1
,5

5
1,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
7
日

1
,4

1
0,

0
0
0

1
,4

9
9,

0
0
0

1
,6

0
0,

0
0
0

1
,4

2
0,

0
0
0

3
9

東
小

田
小

学
校

 
 

1
,3

4
4,

2
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
7
日

1
,2

2
2,

0
0
0

1
,3

2
5,

0
0
0

-
1
,2

2
6,

0
0
0

4
0

木
月

小
学

校
 

 
1
,5

8
6,

2
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
7
日

1
,4

4
2,

0
0
0

1
,6

5
0,

0
0
0

2
,1

0
0,

0
0
0

1
,6

5
0,

0
0
0

4
1

久
本

小
学

校
 

2
,1

8
9,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
8
日

1
,9

9
0,

0
0
0

2
,2

7
0,

0
0
0

2
,7

2
4,

0
0
0

2
,2

5
0,

0
0
0

4
2

下
作

延
小

学
校

 
1
,3

4
7,

5
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
8
日

1
,2

2
5,

0
0
0

1
,2

4
7,

0
0
0

1
,3

4
1,

0
0
0

1
,2

2
5,

0
0
0

4
3

末
長

小
学

校
 

2
,0

7
9,

0
0
0

令
和

3年
 

1
月

2
8
日

1
,8

9
0,

0
0
0

1
,9

5
7,

0
0
0

2
,0

2
4,

0
0
0

1
,9

4
0,

0
0
0

別
紙
１
１
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────────────────────────────────────────────────────

 
 
 
（
工
事
見
積
書
の
徴
取
等
）
 

 
 
第
３
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
軽
易
工
事
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
７
条
に
規
定
す
る
業
者
か
ら
適
格
者

を
選
定
し
て
工
事
見
積
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
な
る
べ
く
２
名
以
上
の
業
者
を

選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
２
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
川
崎
市
予
算
及
び
決
算
規
則
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
予
算
執
行
伺
（
以
下
「
予

算
執
行
伺
」
と
い
う
。
）
に
前
項
の
工
事
見
積
書
を
添
付
の
上
、
工
事
執
行
部
局
の
長
の
工
事
費
等
の
審
査
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
工
事
費
等
の
審
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
職
員
が
い
る
予
算
執
行
部
局
に

あ
っ
て
は
、
当
該
予
算
執
行
部
局
に
お
い
て
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
３
 
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
審
査
は
、
予
算
執
行
伺
へ
の
合
議
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
（
工
事
執
行
部
局
の
長
の
承
認
）
 

 
 
第
４
条
 
工
事
執
行
部
局
の
長
は
、
工
事
費
等
の
審
査
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
工
事
費
等
に
異
議
の
な
い
と
き
は
、

合
議
を
受
け
た
予
算
執
行
伺
の
承
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
（
随
意
契
約
の
締
結
等
）
 

 
 
第
５
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
た
工
事
費
又
は
第
３
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規

定
に

よ
る

工
事

費
等

の
審

査
に

基
づ

く
工

事
費

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格
を

も
っ

て
見

積
り

し
た

者
を

随
意

契

約
の
相
手
方
と
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
と
き
は
、
請
書
（
川
崎
市
契
約
規
則
（
昭
和
３
９
年
川

崎
市
規
則
第
２
８
号
）
第
８
号
様
式
）
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
（
監
督
及
び
検
査
）
 

 
 
第
６
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
契
約
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
職
員
の
う
ち
か
ら
監
督
員
及
び
検
査

員
を
命
じ
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
を
そ
れ
ら
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
２
 
前
項
の
検
査
は
、
請
負
業
者
か
ら
軽
易
工
事
完
成
届
（
別
記
様
式
）
を
提
出
さ
せ
た
後
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 
 
 
（
業
者
の
選
定
）
 

 
 
第
７
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
が
第
３
条
に
お
い
て
選
定
す
べ
き
業
者
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
工
事
の
性
質
上
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
 
 
(1
)
 
本
市
の
工
事
請
負
に
係
る
有
資
格
業
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
 
 
(2
)
 
工
事
の
履
行
場
所
の
近
く
に
事
務
所
を
有
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
(3
)
 
本
市
工
事
の
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
誠
意
が
あ
る
も
の
 

 
 
 
（
執
行
状
況
の
報
告
等
）
 

 
 
第
８
条
 
予
算
執
行
部
局
の
長
は
、
軽
易
工
事
の
執
行
結
果
を
四
半
期
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
財
政
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
２
 
財
政
局
長
は
、
前
項
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
執
行
の
状
況
が
業
者
選
定
等
に
つ
い
て
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と

き
は
、
予
算
執
行
部
局
の
長
に
対
し
そ
の
改
善
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
 
附
 
則
 

 
 
 
こ
の
規
程
は
、
昭
和
４
９
年
５
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
 
 
附
 
則
 
略
 

軽
易
工
事
（
随
意
契
約
）
に
係
る
法
令
等

（
本
件
措
置
請
求
に
関
連
す
る
部
分
の
み
）
 

１
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
 

 
 
 
（
契
約
の
締
結
）
 

 
 
第
２
３
４
条
 
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
は
、
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り

売
り
の
方
法
に
よ
り
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
２
 
前
項
の
指
名
競
争
入
札
、
随
意
契
約
又
は
せ
り
売
り
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
こ

れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
 

 
 
 
（
随
意
契
約
）
 

 
 
第
１
６

７
条
の
２

 
地
方

自
治
法
第

２
３
４
条

第
２
項

の
規
定
に

よ
り
随
意

契
約
に

よ
る
こ
と

が
で
き
る

場
合
は

、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
 

 
 
 
(
1
) 

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
（
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
、
予
定
賃
貸
借
料
の
年

額
又
は
総
額
）
が
別
表
第
５
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
種
類
に
応
じ
同
表
下
欄
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て

普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
。
 

 
 
別
表
第
５
（
第
１
６
７
条
の
２
関
係
）
 

１
 
工
事
又
は
製
造
の
請
負
 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
 
2
5
0
万
円
 

３
 
川
崎
市
契
約
規
則
（
昭
和
３
９
年
川
崎
市
規
則
第
２
８
号
）
 

（
予
定
価
格
の
作
成
等
）
 

第
１
３
条
 
市
長
は
、
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
仕
様
書
、
設
計
書
等

に
よ
っ
て
予
定
価
格
を
決
定
し
、
そ
の
予
定
価
格
を
記
載
し
た
書
面
を
封
書
し
、
開
札
の
際
こ
れ
を
開
札
場
所
に

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
市
長
は
、
別
に
定
め
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
入
札
執
行
前
に
予
定
価
格
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 （

予
定
価
格
の
決
定
方
法
）
 

第
１
４
条
 
予
定
価
格
は
、
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
の
総
額
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
一
定

期
間
継

続
し
て

す
る

製
造
、

修
理
、

加
工
、

売
買

、
供
給

、
使
用

等
の
契

約
の

場
合
等

に
お
い

て
は
、

単
価
に
つ
い
て
そ
の
予
定
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
予
定
価
格
は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
物
件
又
は
役
務
に
つ
い
て
取
引
の
実
例
価
格
、
需
給
の
状
況
、
履
行
の
難

易
、
数
量
の
多
寡
、
履
行
期
間
の
長
短
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
（
予
定
価
格
の
決
定
）
 

第
２
５
条

 
市
長
は

、
随
意
契

約
を
し

よ
う
と
す

る
と
き
は

、
あ
ら

か
じ
め
第

１
３
条
第

１
 
項

及
び
第

１
４
条

の

規
定
に
準
じ
て
予
定
価
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
川
崎
市
軽
易
工
事
契
約
事
務
取
扱
規
程

（
昭
和
４
９
年
川
崎
市
訓
令
第
８
号
）
 

 
 
 
（
趣
旨
）
 

 
 
第
１
条
 
こ
の
規
程
は
、
法
令
そ
の
他
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
軽
易
工
事
に
つ
い
て
契
約
事
務
を
分
掌
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
契
約
事
務
を
迅
速
か
つ
適
確
に
執
行
す
る
た
め
、
そ
の
取
扱
手
続
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
（
定
義
）
 

 
 
第
２
条
 
こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
 
 
(1
)
 
予
算
執
行
部
局
の
長
 
川
崎
市
予
算
及
び
決
算
規
則
（
平
成
７
年
川
崎
市
規
則
第
１
０
号
）
第
２
条
第
２
号

に
定
め
る
局
の
長
を
い
う
。
 

 
 
 
(2
)
 
工
事
執
行
部
局
の
長
 
川
崎
市
請
負
工
事
監
督
規
程
（
昭
和
４
３
年
川
崎
市
訓
令
第
４
号
）
第
２
条
第
２
号

に
定
め
る
工
事
担
当
部
局
長
を
い
う
。
 

 
 
 
(3
)
 
軽
易
工
事
 
予
算
科
目
が
工
事
請
負
費
又
は
需
用
費
に
該
当
す
る
１
件

2
,
50
0
,
0
0
0
円（

需
用
費
中

10
0
,
00
0

円
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
以
下
の
工
事
（
設
計
図
書
（
工
事
用
の
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現
場
説

明
に
対
す

る
質
問

回
答
書

を
い

う
。
）
の
作

成
を
要

す
る
工
事

を
除
く

。
）
（
予
算

科
目
が
需

用
費
に

該
当
す

る

工
事
に
あ
っ
て
は
、
建
物
等
の
小
破
修
繕
に
類
す
る
工
事
に
限
る
。
）
を
い
う
。
 

別
紙

１
２
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農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第２号
　第20回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。
　　令和４年２月３日　
　　　　　　　　　　　　　川崎市農業委員会
　　　　　　　　　　　　　会長　小　川　耕　平
１　日　時　
　　令和４年２月10日（木）　午後２時00分～
２　場　所
　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階
　　第１会議室
　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）
３　議　題
　⑴　議案第１号　　�農地法第４条の規定による許可申

請に対する意見について
　⑵　議案第２号　　�農用地利用集積計画の決定につい

て
　⑶　議案第３号　　�相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について
　⑷　議案第４号　　�都市農地の貸借の円滑化に関する

法律に基づく事業計画の決定につ
いて

　⑸　報告第１号　　�農地の転用届出に関する事務局長
の専決処分について

　⑹　報告第２号　　�農地転用工事完了報告について
　⑺　報告第３号　　�相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について
　⑻　報告第４号　　�生産緑地の農業の主たる従事者証

明について
　⑼　報告第５号　　�買い取らない旨の通知をした生産

緑地のあっせんについて
　⑽　報告第６号　　�令和５年度税制改正要望（素案）

について
　⑾　その他

職員共済組合公告

川崎市共済公告第３号
　令和４年第１回川崎市職員共済組合組合会を次のとお
り招集します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　　　　　　川崎市職員共済組合
　　　　　　　　　　　　　理事長　伊　藤　　弘
１　開催日時令和４年３月17日㈭　午後２時

２　開催場所川崎市川崎区東田町５－４
　　川崎市役所第３庁舎18階大会議室
３　会議に付すべき事件
　⑴�　川崎市職員共済組合定款の一部変更（案）の承認
について

　⑵�　川崎市職員共済組合令和４年度事業計画及び予算
（案）の承認について

川 崎 区 告 示

川崎市川崎区告示第１号
　次の自動車臨時運行許可番号標は、回収不能（毀損）
により無効とし、失効したので告示します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
自動車臨時運行許可番号標 失効年月日

川崎　10　－　45 令和４年２月８日

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第18号
　国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、国
民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月４日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第19号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、国民健康保険法（昭和33年
法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法
律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月８日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
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川崎市川崎区公告第20号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第21号
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ
り、その者に通知しなければならないところ住所及び居
所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年２月９日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第22号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、国民健康保険法（昭和33年
法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法
律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）

　　　───────────────────
別紙４⑴

川崎市川崎区公告第23号
　介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第24号
　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、介護保険
法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年　度 科　目 期　別
この公示により
変更する納期限

件数
・備考

令和
３年度

介護
保険料

第10期
以降

１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第25号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第26号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
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達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用
する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規
定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第６号
　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記
載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務
所及び事業所が不明のため送達することができないので、
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80
号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）
第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　川崎市幸区長　関　　敏　秀

年　度 科　目 期　別
この公告により
変更する納期限

件数
備考

令和
２年度

後期
高齢者
医療
保険料

第１期
以降

計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第７号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　川崎市幸区長　関　　敏　秀
（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第７号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市中原区長　永　山　実　幸
（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第９号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年２月７日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の
代表者となります。）提起することができます。
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第10号
　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、介護保険
法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
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　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期　別
この公告により
変更する納期限

件数
・備考

令和
３年度

介護
保険料

第２期
以降

計１件

令和
３年度

介護
保険料

第５期
以降

計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第11号
　次の介護保険料に係る過誤納金還付通知書を別紙記載
の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所
及び事業所が不明のため送達することができないので、
介護保険法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準
用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の
規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期�別
この公告により
変更する納期限

件数
・備考

令和
３年度

介護
保険料

計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第12号
　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記
載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務
所及び事業所が不明のため送達することができないので、
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80
号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）
第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期�別
この公告により
変更する納期限

件数
・備考

令和３
年度

後期
高齢者
医療
保険料

第８期
以降

計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第13号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用
する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規
定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第14号
　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第15号
　次の国民健康保険料等に係る差押調書（謄本）を別紙
記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事
務所及び事業所が不明のため送達することができないの
で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第
78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20
条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期�別 変更する納期限
件数
・備考
計１件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第６号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用
する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規
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定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　　昭　子
（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第５号
　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記
載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務
所及び事業所が不明のため送達することができないので、
国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条
で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月２日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
年　度 件数・備考
令和３年度 計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第６号
　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、介護保険
法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘

年　度 科　目 期�別
この公告に
よ り 変 更
する納期限

件数
・備考

令和
３年度

介護保険料
（納入通知書）

普第７期
以降

計１件

令和
３年度

介護保険料
（納入通知書）

普第８期
以降

計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第７号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第６号
　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市麻生区公告第７号
　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、国民健康
保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
（別紙省略）
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